
概ね５年で実施する取組（取組状況のフォローアップ）（内容表）
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１）ハード対策の主な取組

　Ａ）洪水を河川内で安全に流す対策

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｂ）危機管理型ハード対策

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｃ）避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

〖R2～〗
・茨城県が設置した簡易水位計及びカメラに
より監視できている。
〖R3〗
・茨城県に河川監視カメラ及び、危機管理型
水位計の増設を要望中。

〖継続実施〗
・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡
易水位計の設置を検討する。
〖H30〗
県管理河川について，茨城県主導のもと設置
について協議を行った。
〖R1〗
茨城県が危機管理型水位計を設置

〖継続実施〗
・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡
易水位計の設置を検討する。
〖R2～〗
・市内中小河川の簡易水位計及びカメラにつ
いて、茨城県等と連携し活用を続ける。

〖継続実施〗
・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡
易水位計の設置を検討する。
〖R3〗
・市内の県管理河川に河川監視カメラを設置
するよう，県に要望を行った。

〖継続実施〗
・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡
易水位計の設置を検討する。
〖R1〗
・県が設置した簡易水位計により要注意箇所
を監視できる。

〖継続実施〗
・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡
易水位計の設置を検討する。

〖継続実施〗
・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡
易水位計の設置を検討する。
〖H30～R2〗
・利根川水系宮戸川へ危機管理型水位計の
設置検討
〖R3〗
・利根川水系宮戸川の河川監視カメラ設置
（古河市稲宮３１２）について、茨城県土木部
河川課長に要望提出(R3.10.20提出）

〖継続実施〗
・河川に監視カメラや簡易水位計の設置を検
討している。【平成28年度～】
〖H29〗
・河川監視カメラを１台設置した。
〖H30〗
・危機管理型水位計の設置を県河川課に要
望し、1台設置(赤津川)した。
〖R1〗
・県河川課からの危機管理型水位計の設置
候補箇所選定調査に対し、設候補箇所の選
定を行った。
〖R2～〗
・県河川課により、市内各河川に危機管理型
水位計の新規設置が行われた。
〖R3〗
・監視カメラの新規設置が行われた。

〖継続実施〗
・県と簡易水位計の設置を協議している
〖H28〗
・河川巡視を行う消防本部から、災害警戒本
部にウエアラブルカメラでの水位状況の動画
配信。
〖H29〗
・危機管理型水位計を利根川水系小曽戸川
に設置する方針が決定した。
〖H30〗
・危機管理型水位計を利根川水系小曽戸川
に設置した。
〖R1〗
・県が簡易水位計を菊沢川（田島橋）に、簡易
型河川監視カメラを小曽戸川（槐橋）、旗川
（白旗橋）に設置した。
〖R2〗
・県が河川監視カメラを４箇所（稲岡橋、岩鼻
橋、羽田大橋、菊沢川橋）、危機管理型水位
計を４箇所（稲岡橋、岩鼻橋、羽田大橋、大網
橋）新たに設置した。
〖R3〗
・予定されている設置は、完了した。しかし、す
べての河川に設置されたわけではない。

〖継続実施〗
・豊穂川の大行寺地区と立木地区に１箇所、
小山栃木排水路の島田地内に１箇所、計３箇
所にCCTVカメラを設置済み。
〖H29〗
・豊穂川排水樋門に量水標を県が設置した。
（農村整備課）
・豊穂川排水樋門及び新間中橋に、１箇所ず
つCCTVカメラ設置。（建設政策課）
〖H30〗
・水位計設置予定（豊穂川排水路４箇所　立
木排水路２箇所　小山栃木排水路２箇所　与
良川排水機場１箇所）
・CCTVカメラ設置（立木排水路１箇所）
〖R1〗
・危機管理型水位計設置（石ノ上橋１箇所、新
間中橋１箇所）
〖R3〗
・テレビ小山放送やインターネットで河川監視
カメラ映像の公開についての検討し調整した。

〖継続実施〗
・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡
易水位計の設置を検討する。
〖H30〗
・(危機管理型水位計を設置）
〖R1〗
・利根川上流河川事務所により、思川の松原
大橋に水位標を設置していただいた。
〖R2〗
・利根川上流河川事務所により友沼橋右岸側
に河川監視カメラを設置していただくこととなっ
た。
〖R3〗
・設置されたカメラを活用することで、思川増
水時には速やかな状況確認等が可能となった
ため、友沼橋の通行止めの可否の
　判断材料としたり、設置されたカメラの映像
がインターネットで確認できることを町広報誌
にて町民に周知し、町民全体の防災
　意識の高揚に努めた。

〖継続実施〗
・八斗島に水位計があるため市としての設置
予定はなし。

令和4年度の
取組内容

・古河ケーブルテレビの接続工事を行い、「防
災チャンネル」の放送によりで利根川、渡良瀬
川の河川カメラ（動画）をリアルタイムで確認で
きるようになった。
・引き続き茨城県に河川監視カメラ及び、危機
管理型水位計の増設を要望中。

- 〖R4〗
・市内中小河川の簡易水位計及びカメラにつ
いて、茨城県等と連携し活用を続ける。

・取り組みなし 予算確保が厳しいため、設置等が困難な状況
である。

要注意箇所における堤防の改良工事等の進
捗を確認し、検討を継続。

検討を継続 未実施 必要であれば県に対して増設の要望を行う。 ・インターネットでの河川監視カメラ映像の公
開について調査、検討中。

・現在設置されているシステムを活用しつつ、
有事の際に適切な対応が取れるよう職員間
の相互理解を図る。
(定期異動等により新たに配属された職員の
知識の蓄積や習熟度の向上をめざす。)

・八斗島に水位計があるため市としての設置
予定はなし。

今後の
取り組み方

令和4年度までの取り組みを継続して実施。 〖継続実施〗
・引き続き要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカ
メラや簡易水位計の設置を検討する。
〖R5〗
・市内中小河川の簡易水位計及びカメラにつ
いて、茨城県等と連携し活用を続ける。

・県に対し、継続して要望する。 ・継続して実施 要注意箇所における堤防の改良工事等の進
捗に合わせ、監視体制の整備に関する必要
性の見直しを適宜実施する。

・検討を継続 市独自に設置する予定はない。関係機関によ
る設置要望調査があれば、必要な箇所があ
れば要望する。

県と調整しながら、増設することを検討した
い。（R4）

・テレビ小山放送やインターネットで河川監視
カメラ映像カメラ映像の公開する。

・今後も思川増水時の状況確認を迅速に行う
ためのツールとして有効活用しつつ、町民全
体の防災意識向上の啓発に活用
　していく。

・八斗島に水位計があるため市としての設置
予定はなし。

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・デジタル行政無線を完備している。
・防災行政無線の屋外スピーカーを増設中。
・防災ラジオを地域の代表者に配布。
〖H29〗
・防災行政無線の屋外拡声子局を増設。
・防災行政無線の屋外拡声子局の外部接続
箱及び屋外受信拡声装置の取付け位置を変
更し、地上高５メートルの位置に変更した。
〖R3〗
・保守点検により整備。

〖継続実施〗
・デジタル防災行政無線を完備している。【平
成27年度】
・防災無線の屋外スピーカーを難聴地域に増
設。【平成28年度～】
・戸別受信機の整備。【平成29年度～】
〖H30〗
市内全世帯に，防災ラジオ等に関するアン
ケート調査実施。
〖R2〗
防災ラジオの配布に向けた準備（入札・配布
希望調査）
〖R3〗
防災ラジオ（280MHｚ帯）システムを整備。4600
台調達し、4000台を希望者に配付。

〖継続実施〗
・デジタル防災行政無線を完備している。【平
成19年度】
・防災ラジオ導入の検討を行う【平成28年度
～】
〖H30〗
・平成31年度に防災ラジオ導入に向け、準備
中
〖R1〗
・防災ラジオに関して、令和2年4月より運用が
開始できるよう、準備を進めている。
〖R2〗
・令和2年4月より、280MHｚデジタル防災行政
無線及び防災ラジオの運用を開始。
〖R3～〗
・希望者に対し防災ラジオを貸与。

〖継続実施〗
・防災ラジオの検討を行う。【平成28年度～】
〖H28〗
・防災ラジオの整備に向け，次年度，住民意
識調査費用予算要望【平成３０年度～開始予
定】
〖H29〗
・防災ラジオに替わり,市民生活総合支援アプ
リ「Morinfo（もりんふぉ）」を導入。（これに伴い
防災ラジオ及び住民調査中止）
〖H30〗
・市民生活総合支援アプリ「Morinfo（もりん
ふぉ）」を活用した防災訓練を実施した。
〖R1〗
・市民生活総合支援アプリ「Morinfo（もりん
ふぉ）」の防災機能を拡充し，防災訓練を実施
した。
〖R2〗
・市民生活総合支援アプリ「Morinfo（もりん
ふぉ）」の防災機能の更なる拡充を検討中。
〖R3〗
・市民生活総合支援アプリ「Morinfo（もりん
ふぉ）」の防災機能の拡充を検討した。

〖継続実施〗
・防災ラジオによる防災行政無線の稼働を今
年度新規開始予定。【平成28年11月】
〖H28～R3〗
・市内世帯及び事業所の希望者へ順次有償
配布中。

〖継続実施〗
・アナログ行政無線を完備している。【平成6年
度】
・防災ラジオを避難行動要支援者、関係支援
協力者等に配布した。【平成25年度】
・防災行政無線のデジタル化と併せて情報伝
達手段の多重化の検討を行う。【平成28年度
～】
〖H30～R1〗
・防災行政無線のデジタル化にむけた実施設
計業務を委託し、平成31年度から2か年で整
備予定。
〖R2〗
・防災行政無線デジタル化更新工事
・平成31年度　親局（役場庁舎）及び19子局
・令和2年度　26子局を整備。令和3年2月完了
〖R3〗
・防災ラジオ（戸別受信機）については、要綱
に基づき、一定の町民（災害時要援護者※個
別計画作成者）に対し、申請が認められたとき
に町から貸与している。

〖継続実施〗
・防災無線は、無償貸与で全戸に配布済であ
る。故障等の不具合が生じた場合は、申し出
によりやはり無償で交換している。
・デジタル防災無線のための地盤整備の方法
等を検討中。
〖H30〗
・防災無線屋外用スピーカーデジタル化設計
開始。
〖R1〗
・防災行政無線のデジタル化事業の施工開
始、令和元年度は庁舎内の親局及び町内６カ
所の屋外拡声子局設備工事を実施
〖R2〗
・新規に１１か所の屋外拡声子局の設置完了
（年度末予定）
・移動局無線装置（携帯型）ＩＣ―Ｄ７０50機導
入
・防災行政無線と防災アプリ「Ｓａｋａｉｎｆｏ」の連
携化（操作端末を防災安全課に設置）
〖R3〗
・防災行政無線戸別無線機について、全戸配
布（8000世帯分を配布予定）

〖継続実施〗
・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布
を検討済。
・防災行政無線の導入については、現状難し
いものとし、代替的手段を検討している。
・現時点では、登録制メール、エリアメール、
SNS等を用いた情報発信手段を整備してい
る。
〖H29〗
・防災行政無線を導入している自治体の視察
〖R2〗
・消防庁が実施する災害情報伝達手段に関す
るアドバイザーの派遣事業を活用し、災害情
報伝達手段の検討を実施した。
・地域の情報弱者に確実に情報が伝達できる
よう、地域での情報伝達連絡網の構築につい
て、各地域に依頼し、作成を支援している。
〖R3〗
・代替手段の検討を継続している。
・地区防災計画の作成を促進する中で、地域
コミュニティーを活用した情報伝達を推進して
いる。

〖継続実施〗
・移動系防災行政無線を整備した。【平成26年
度】
・同報系防災行政無線を整備している。【平成
26年度～】
・コミュニティFM放送を整備した。【平成27年
度】
・防災ラジオを、小中学校、視覚障がい者、民
間の福祉施設等へ配布した。【平成27年度
～】
・防災ラジオの購入に関する助成制度を実施
している。
・同報系防災行政無線を約120基増設し、全
体で185基整備する。【平成28年度～平成30
年度】
・コミュニティFM放送の難聴地域の調査を実
施し、必要に応じ中継局の増設などの対応策
を実施する。【平成28年度～】
・防災ラジオを全自治会に配付する。【平成28
年度】
〖H28～R2〗
・防災ラジオの購入を希望する市民等へ販
売。
〖H30〗
・コミュニティＦＭ放送の難聴地域対策工事を
実施。

〖継続実施〗
・デジタル行政無線を完備している【平成22年
度】
・保守点検を実施し、現状を維持する。
〖R1、R2〗
・フリーダイヤルを開設し、防災行政無線の直
線の放送について確認ができるようした。

〖継続実施〗
・同報系防災行政無線は、デジタル化済み。
・防災ラジオの配布を検討している。
〖H28〗
・平成３０年度のFM局開設に向け、庁内で調
整中。
〖H29〗
・防災ラジオの無償貸与を緊急情報が必要な
視覚障がい者（１～２級）に実施する。
〖H30～R1〗
・防災ラジオの無償貸与を、視覚障がい者（３
～６級）、自治会長、自主防災会長、民生委員
児童委員に実施する。
〖R2〗
・防災ラジオの購入費補助対象の拡充を行っ
た（75歳以上単身世帯から75歳以上のみで構
成される世帯に拡充）
〖R3〗
・同報系防災行政無線子局の市内への増設
検討、及び防災ラジオの継続な普及啓発し
た。

〖継続実施〗
・平成27年度において、親局設備・副局設備・
子局設備４基を設置。（内モーターサイレンを
３基を設置）
・平成28年度は子局設備６基を設置。（全て
モーターサイレン付）
・音達状況を確認し防災行政無線を増設して
いく。【平成29年度～】
〖R3〗
・子局１基を設置

〖継続実施〗
・登録制メール（FAX機能を含む）及びエリア
メール等により配信できる。
〖R2〗
・登録制メールにFAX機能を付加し、これらに
ついて、引き続き周知を行っている。
〖R3〗
・登録制メール（FAX機能を含む）の登録促進
のため、広報紙等により周知を行った。

令和4年度の
取組内容

・放送内容を確認できるフリーダイヤルの回線
増設工事を行った。
・放送内容を市ホームページで掲載した。

- 〖R4〗
・希望者に対して防災ラジオを貸与

・市民生活総合支援アプリ市民生活総合支援
アプリ「Morinfo（もりんふぉ）」へJアラートで受
信した情報を配信できるようにした。

普及啓発に取組中であるが、普及台数が頭
打ちになっているのが現状である。更なる普
及に向け、普及啓発に努めたい。

前年度に引き続き、要件を満たす町民（災害
時要援護者※個別計画作成者）等による申請
方式により、防災ラジオ（戸別受信機）の貸与
が認められた方に、町は戸別受信機を貸与
し、必要に応じて外部アンテナの設置を無償
で実施している。

・耳の不自由な住民の方に対する「文字表示
機能付個別受信機」を無償貸与（１２世帯）

令和３年度までの取組内容と変更なし 設備の維持管理に努めた 同報系の更新検討のため、 新の仕様等の
情報を収集する。

・防災ラジオの無償貸与、購入費補助事業を
引き続き継続

・子局１基を設置 ・登録制メール（FAX機能を含む）の登録促進
のほか、様々な情報の受取り方について、広
報紙、災害図上訓練、出前講座等により住民
へ周知した。

今後の
取り組み方

令和4年度までの取り組みを継続して実施。 整備が完了したため、必要に応じて見直し。
希望者には、継続して配布。

〖R5〗
・引き続き希望者に対して防災ラジオを貸与す
る

・継続して防災機能の拡充を実施するととも
に、防災行政無線の必要性についても検討を
継続する。

・継続して実施。 R3.9に実施した「五霞町防災に関するアン
ケート調査」の結果に基づき、その費用対効
果について十分に協議した結果、町は戸別受
信機の配布ではなく、メールやアプリを主軸と
した防災情報の提供にシフトする方針となっ
た。ただし、戸別受信機の貸与事業について
は、以降も継続することとしている。

防災行政無線の運用を継続 引続き、代替手段の検討と地域コミュニティー
を活用した情報伝達手段の強化を図る。

整備完了済み。放送装置の更改時期に合わ
せ、よりよい機器の選定や設置箇所変更等の
検討を行う。

デジタル化して10年以上が経つので、更新す
るかどうか検討する。（R4）

・継続して実施する ・音達状況を確認し防災行政無線を増設して
いく。

・継続して実施

具体的取組 主な内容 目標時期

1
洪水を河川内で安全に流
す対策

・流下能力対策（堤防整備、河道掘削
等）
・堤防及び基礎地盤の浸透対策
・本川と支川の合流部等の対策
・多数の家屋や重要施設の保全対策

2 危機管理型ハード対策 ・堤防天端の保護、堤防裏法尻の補強

3

雨量・水位等の観測デー
タ及び洪水時の状況を把
握・伝達するための基盤
整備

・ライブ映像（河川監視カメラ）の閲覧、
地域住民の所在地に応じたリアルタイ
ム情報の充実等の基盤整備の実施

4
簡易水位計や量水標、
CCTVカメラの設置

・要注意箇所及び許可工作物（樋管等）
監視のためのＣＣＴＶカメラや簡易水位
計の設置

5
防災行政無線の改良、防
災ラジオ等の配布

・防災行政無線の改良、防災ラジオ等
の配布等
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１）ハード対策の主な取組

　Ａ）洪水を河川内で安全に流す対策

令和3年度まで
の
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　Ｂ）危機管理型ハード対策

令和3年度まで
の
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今後の
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　Ｃ）避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の
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令和3年度まで
の
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具体的取組 主な内容 目標時期

1
洪水を河川内で安全に流
す対策

・流下能力対策（堤防整備、河道掘削
等）
・堤防及び基礎地盤の浸透対策
・本川と支川の合流部等の対策
・多数の家屋や重要施設の保全対策

2 危機管理型ハード対策 ・堤防天端の保護、堤防裏法尻の補強

3

雨量・水位等の観測デー
タ及び洪水時の状況を把
握・伝達するための基盤
整備

・ライブ映像（河川監視カメラ）の閲覧、
地域住民の所在地に応じたリアルタイ
ム情報の充実等の基盤整備の実施

4
簡易水位計や量水標、
CCTVカメラの設置

・要注意箇所及び許可工作物（樋管等）
監視のためのＣＣＴＶカメラや簡易水位
計の設置

5
防災行政無線の改良、防
災ラジオ等の配布

・防災行政無線の改良、防災ラジオ等
の配布等

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡
易水位計の設置を検討する。
〖H28〗
・雨量計を設置済み。
〖H30〗
・群馬県減災対策協議会地域部会で協議し、
群馬県が市内１１箇所の中小河川に危機管
理型水位計を設置。
〖R1〗
・群馬県減災対策協議会地域部会で協議し、
群馬県が市内４箇所に河川監視カメラを設
置。
〖R2〗
・群馬県減災対策協議会地域部会で協議し、
群馬県に対し、市内複数箇所に監視カメラの
設置を要望。
〖R3〗
・群馬県減災対策協議会地域部会で協議し、
群馬県が市内１箇所に河川監視カメラを設置
した。（R4.1現在）

〖継続実施〗
・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡
易水位計の設置を検討する。
〖R2〗
・町内3カ所に監視カメラを設置。

〖継続実施〗
・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡
易水位計の設置を検討する。【平成29年度
～】
〖R1～R2〗
・群馬県減災対策協議会地域部会で協議し、
群馬県が危機管理型水位計を設置。

〖継続実施〗
・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡
易水位計の設置を検討する。
〖H29〗
・設置について検討した。
〖H30〗
・河川管理者へ設置要望をしている。
〖R1〗
・群馬県減災対策協議会地域部会で協議し、
群馬県が危機管理型水位計を設置。
〖R2〗
・河川管理者へ設置要望を行う。
〖R3〗
・群馬県減災対策協議会地域部会で協議し
た。

〖継続実施〗
・以前より、渡船場近隣に「渡船場水位観測
計」が設置されている。
〖R2〗
・太陽誘電株式会社と共同で危機管理水位計
の試験運用を開始した。
〖R3〗
・昨年中と同様に、太陽誘電株式会社と共同
で危機管理水位計の試験運用を継続した。今
年度で試験運用が終了し、来年度の運用開
始に向けて調整（コスト面など）している。

〖継続実施〗
・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡
易水位計の設置を検討する。
〖H28～H30〗
・設置について検討した。
〖R1〗
・県管理河川について群馬県主導のもと設置
をした。
〖R2〗
・群馬県主導のもと運用を開始した。
〖R3〗
・監視カメラの運用を維持している。

〖継続実施〗
・必要に応じて、許可構造物周辺に簡易水位
計や量水標、CCTVカメラの設置を検討する。
〖H29～R3〗
・利根川及び福川の水位は、「川の防災情報」
のＣＣＴＶカメラで情報が得られるため、新たに
設置の必要はなし。

〖H29〗
・地震及び火災被害等の情報収集のため、高
所カメラを３箇所、内水氾濫等災害常襲箇所１
０箇所にカメラを設置し、市長室、防災課等５
箇所のモニターで監視している。
〖R3〗
・実施済のため回答なし

〖継続実施〗
・本庁舎屋上に雨量計を設置済み。
〖H28～H30〗
・ＣＣＴＶカメラや簡易水位計の設置について
は、現時点において予定なし。
〖R1～〗
・国・県が設置した簡易水位計等を監視してい
る。

〖継続実施〗
・雨量計システムを導入済み。（時間外であっ
ても瞬時に警報メールが担当職員の携帯に
届く、また、外部サーバー上にページを設け、
いつ、どこでも、誰もが、その状況を確認でき
る。）
〖H29～〗
・運用中。
〖R3〗
・既成の水門に簡易な装置を取り付け、定時
又は水門操作時にリアルタイムで開閉状態が
データ送信されるシステムを開発するため、
加須市内の水路堰で試験が行われた。

群馬県減災対策協議会地域部会で協議し、
群馬県が市内１箇所に河川監視カメラを設置
した。（R5.1現在）

〖継続実施〗
・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡
易水位計の設置を検討する。

・群馬県減災対策協議会地域部会で協議し
た。

・利根川渡船場に監視カメラを設置（ケーブル
テレビが任意設置）。
・ケーブルテレビ株式会社と契約し、利根加用
水舞木二ノ堰橋及び利根加用水商工会議所
前の2箇所に監視カメラ及び水位計を設置し、
運用を開始した。

・監視カメラの運用を維持している。 ・新たな設置の必要はなかった。 ・実施済のため回答なし。 継続。 ・既成の水門に簡易な装置を取り付け、定時
又は水門操作時にリアルタイムで開閉状態と
水位がデータ送信されるシステムを開発する
ため、加須市内の水路堰で試験が行われた。

・継続して実施 要注意箇所の対策について、引き続き県と協
議を行う。

・太陽誘電株式会社との試験運用の結果をも
とに、令和4年度から運用開始予定。（設置個
所2から3か所を予定）　　　　　　　　　　　・令和
5年度以降の取組として、ケーブルテレビ株式
会社と調整しながら、監視カメラ画像の鮮明化
であったり、設置個所の増加を考慮しながら
進めていく予定。

・継続して監視カメラの運用を実施していく。 ・必要に応じて、許可工作物周辺に簡易水位
計や量水標、CCTVカメラの設置を検討。

引き続き継続していく。

〖継続実施〗
・防災行政無線はアナログ方式からデジタル
方式へ移行済み。
〖H28～H29〗
・防災行政無線設置済み。
〖H30～〗
・防災ラジオ等の導入を検討。

〖継続実施〗
・移動系防災行政無線を整備している。
・登録制メール配信を行っている。
〖H28〗
・館林市邑楽郡相互応援協定連絡会議を開
催し、検討を行った。
〖H29〗
・災害時の情報伝達手段について研究を行っ
た。また他市・近隣町等と情報交換を行った。
〖H30〗
・総務省消防庁災害情報伝達手段に関するア
ドバイザー派遣事業によるアドバイスを受け
た。
〖R2〗
・防災情報伝達システムの整備を実施。
〖R3〗
・スマートフォンアプリを中心とした防災情報伝
達システムの運用。

〖継続実施〗
・デジタル防災行政無線（移動系）を完備して
いる。【平成23年度】
・防災ラジオ導入の検討を行う。【平成29年度
～】
〖H28〗
・H28.4.1付け、コミュニティＦＭ（ＦＭたまむら）
と「災害時における放送に関する協定」を締
結。
〖H29～R1〗
・保守点検を実施し、現状を維持する。
〖R3〗
・デジタル防災行政無線（移動系）を廃止し、
IP無線機に切り替えた。
・防災ラジオの導入は行わず、電話への災害
情報一斉送信システムを導入した。

〖継続実施〗
・登録制メールや緊急速報メールを活用した
防災情報の配信環境を整備している。
・280MHzデジタル同報無線（防災ラジオ）を整
備した。【平成30年度】
〖H29〗
・280MHzデジタル同報無線（防災ラジオ）の導
入について調査を実施した。
〖R1～R2〗
・保守点検を実施し、現状を維持した。

〖継続実施〗
・デジタル同報系防災行政無線を整備してい
る。
〖H28〗
デジタル同報系防災行政無線の戸別受信機
についても希望者へ貸与。
〖H29〗
・戸別受信機の無償貸与者の拡充。
〖H30〗
・戸別受信機についてホームページ、広報で
周知。
〖R1～R2〗
・戸別受信機についてホームページ、広報
紙、出前講座で周知。
〖R3〗
・戸別受信機についてホームページ、広報
紙、ケーブルテレビ等で周知。

〖継続実施〗
・防災行政無線の同報系のデジタル化が完了
済。【平成２７年度】
・防災行政無線の移動系が古くなってきてい
るので、今後の対応を検討する。【平成28年
度～】
〖R3〗
・防災行政無線の移動系を廃止。
・ＩＰ無線を10台配備した。

〖継続実施〗
・今年度中の運用開始に向けて、防災行政無
線を整備している。
〖H28〗
・防災行政無線施設整備が完了した。
〖H29〗
・防災行政無線施設の運用を開始した。
〖R1～〗
・防災行政無線の保守点検を実施し、現状を
維持している。

〖継続実施〗
・MCA無線を整備し、デジタル行政無線の代
替としている。【平成25年度】
・難聴地域解消のため戸別受信機の配布など
を今後検討していく。
〖R2〗
・高齢者等の要配慮者を対象として、戸別受
信機の無償貸与を開始。
〖R3〗
・戸別受信機の無償貸与を実施した。

〖継続実施〗
・防災行政無線を市内572か所に整備してい
る。
・防災行政無線で放送した内容を、市ホーム
ページおよびテレビ埼玉のデータ放送に掲載
している。
・防災行政無線メールの配信を行っている。
〖R2～〗
・上記取組に加え、携帯電話等を所持してお
らず、情報の受け取りが困難な高齢者等を対
象として、防災行政無線にて配信する避難所
開設や避難指示等の情報を電話・ＦＡＸにより
配信するサービスを導入。
・携帯電話等を所持しておらず、情報の受け
取りが困難な高齢者等を対象として、防災行
政無線にて配信する避難所開設や避難指示
等の情報を電話・ＦＡＸにより配信するサービ
スを実施。

〖継続実施〗
・平成27～29年度の3か年で、防災行政無線
のデジタル化整備工事を実施中である。
・防災行政無線の放送内容を確認できるテレ
ホンサービスを開始した。【平成27年度】
〖H28〗
・防災行政無線の放送内容の入力作業と、
メール配信及び聴覚障害者向けFAX送信作
業の一元化を図った。
〖H29～H30〗
・市内全域の防災行政無線のデジタル化整備
工事を完了した。
・災害時、庁舎の操作卓が使用できない場合
に備え、非常用親局を整備した。
〖R1〗
・コミュニティFMと協定を締結し、災害時の緊
急放送を市販のラジオで聴取できる体制を構
築した。
〖R2〗
・市報及びハザードマップにおいて「コミュニ
ティFMを使った情報収集」の周知を図った。

〖継続実施〗
・防災行政無線のデジタル化及び子局増設。
・気象情報や防災行政無線の放送内容に係
るメールの配信。
〖R3〗
・防災行政無線を２基新設し、併せて再送信
子局２基の更新工事を実施した。

〖継続実施〗
・防災行政無線をデジタル化に移行済み。【平
成27年度】
〖R3〗
・従前のとおり移行済み。

〖継続実施〗
・ＭＣＡ無線、戸別受信機を一部導入した。【平
成26年度】
・難聴地域の解消のため、電話による自動応
答サービス、ＨＰへの同時掲載、登録制メール
（かぞホッとメール（安全安心メ情報））への同
時送信を併用している。
〖H28～H30〗
〖R1〗
・防災行政無線の放送内容が聞こえる防災ラ
ジオの希望する全世帯への無償貸与に着手
〖R2〗
・防災ラジオの希望する全世帯への無償貸与
を開始
・防災無線システムの機能を拡充し、Twitter
等をワンオペレーションで配信できるシステム
とした
〖R3〗
・避難情報との防災情報のプッシュ通知のほ
か、避難場所、ハザードマップ等の防災情報
が確認可能なスマートフォンアプリ「加須市防
災アプリ」の配信を開始

― ・スマートフォンアプリを中心とした防災情報伝
達システムの運用中

〖継続実施〗
・防災ラジオ導入の検討を行う。【平成29年度
～】
・災害情報一斉送信システムの加入促進を行
う。

・戸別受信機についてホームページ、広報
紙、ケーブルテレビ等で周知。

・全地域への確実な情報伝達のための方策を
検討したが、今年度については実施には至っ
ていない。

・防災行政無線の保守点検を実施し、現状を
維持している。

・上記取り組みを継続実施。 〖継続実施〗
・防災行政無線を市内572か所に整備してい
る。
・防災行政無線で放送した内容を、市ホーム
ページおよびテレビ埼玉のデータ放送に掲載
している。
・防災行政無線メールの配信を行っている。
〖R2～〗
・上記取組に加え、携帯電話等を所持してお
らず、情報の受け取りが困難な高齢者等を対
象として、防災行政無線にて配信する避難所
開設や避難指示等の情報を電話・ＦＡＸにより
配信するサービスを導入。
・携帯電話等を所持しておらず、情報の受け
取りが困難な高齢者等を対象として、防災行
政無線にて配信する避難所開設や避難指示
等の情報を電話・ＦＡＸにより配信するサービ
スを実施。
〖R4～〗
・令和４年度より運用を開始した防災アプリに
て、防災行政無線で放送した内容の確認がで
きるようにしている。

継続して実施した。 【継続実施】
　・防災行政無線の子局増設。
　・気象情報や防災行政無線の放送内容に係
るメールの配信。
　【R4新規】
　・防災行政無線を３基新設し、併せて２０基
の既設子局について更新・高規格化を実施し
た。

継続。 ・7月号の市報かぞと併せて防災アプリ、防災
ラジオ等を周知するチラシを各戸配布した。

・継続して検討 整備が完了しているため、必要に応じてシス
テムの見直しを行う。

広報等を通じて災害情報一斉送信システム加
入者の促進を行う。

・継続して実施 ・今後も全地域に確実な情報伝達するための
方策を継続、検討していく。

・継続して防災行政無線の保守点検をしてい
く。

・戸別受信機の無償貸与を継続実施していく。 今後も継続して、防災行政無線の改良等の取
組の実施。

継続して実施する。 防災行政無線の既設子局について、計画的
に更新・高規格化工事を実施していく。

・継続していく。 ・ハード的な整備は終了しており、今後は防災
アプリ、防災ラジオの活用を市民へ周知して
いく。
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１）ハード対策の主な取組

　Ａ）洪水を河川内で安全に流す対策

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｂ）危機管理型ハード対策

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｃ）避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

具体的取組 主な内容 目標時期

1
洪水を河川内で安全に流
す対策

・流下能力対策（堤防整備、河道掘削
等）
・堤防及び基礎地盤の浸透対策
・本川と支川の合流部等の対策
・多数の家屋や重要施設の保全対策

2 危機管理型ハード対策 ・堤防天端の保護、堤防裏法尻の補強

3

雨量・水位等の観測デー
タ及び洪水時の状況を把
握・伝達するための基盤
整備

・ライブ映像（河川監視カメラ）の閲覧、
地域住民の所在地に応じたリアルタイ
ム情報の充実等の基盤整備の実施

4
簡易水位計や量水標、
CCTVカメラの設置

・要注意箇所及び許可工作物（樋管等）
監視のためのＣＣＴＶカメラや簡易水位
計の設置

5
防災行政無線の改良、防
災ラジオ等の配布

・防災行政無線の改良、防災ラジオ等
の配布等

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡
易水位計の設置を検討する。
・八斗島に水位計があるため市としての設置
予定はなし。
〖H28～H29〗
・検討中。
〖R3〗
・八斗島に水位計があるため市としての設置
予定はなし。

〖継続実施〗
・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡
易水位計の設置を検討する。
〖H28～R2〗
・昭和橋上流水位監視システム（CCTV）を利
用。

〖継続実施〗
・危機管理型水位計の設置を進めていく。
〖H29〗
・設置について検討した。
〖H30〗
・平成３０年度中に危機管理型水位計設置を
完了予定。
〖R1～R2〗
・公開に向けてデータ収集中。
〖R3〗
・水位の情報を公開している

〖継続実施〗
・豊里東部排水機場、清水川排水機場、七間
堀排水機場、柳原排水機場、高田堀川、田
谷、元宮橋、緑ヶ丘の計8ヵ所に設置済み。
〖R2〗
・明戸北部排水機場の新設に伴い1台追加設
置、計9ヵ所設置済み。
〖R3〗
・設置した監視カメラの維持管理

〖継続実施〗
・栗橋に水位計があるため市としての設置予
定はなし。

〖R4〗
・八斗島に水位計があるため市としての設置
予定はなし。

〖継続実施〗
・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡
易水位計の設置を検討する。

〖継続実施〗
・危機管理型水位計による水位の情報を公開

・設置した監視カメラの維持管理 〖継続実施〗
・栗橋に水位計があるため市としての設置予
定はなし。

・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡
易水位計の設置を検討する。

・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡
易水位計の設置を検討する。

〖継続実施〗
・設置した監視カメラの維持管理

〖継続実施〗
・栗橋に水位計があるため市としての設置予
定はなし。

〖継続実施〗
・同報系防災行政無線デジタル化済み。
〖R3〗
・住民からの防災行政無線が届きにくいという
報告を受け、防災行政無線の改良等の対策
について、一部実施した
・防災行政無線自動応答サービスの電話回線
（通話料無料）を増設

〖継続実施〗
・防災行政無線（同報系・移動系）のデジタル
化が完了している。
・電話回線を使用した自動応答装置と市ホー
ムページ、登録制メール、ツイッター、Lアラー
トを整備している。
・防災行政無線と連動しており、直近の放送
が、フリーダイヤルで聞けるサービスを提供し
ている。
・聴こえづらいという意見などを参考に現地調
査を行い、必要に応じて屋外拡声子局スピー
カーの向きや音量等の調整をするなど、より
伝わりやすい情報発信について検討した。
〖H29～R1〗
・聴こえづらいという意見などを参考に現地調
査を行い、必要に応じて屋外拡声子局スピー
カーの向きや音量等の調整をするなど、より
伝わりやすい情報発信について検討した・実
施。
〖R2～〗
・国が実施している戸別受信機の有用性につ
いて検討する事業に参画し、機器の貸与を受
け、モニター利用を行う。

〖継続実施〗
・防災ラジオについては、自治会長を中心とし
た一部住民に配布している。【平成21年度 】
・防災行政無線のデジタル化への対応を図る
と共に、順次聞き取りにくい地域の解消に努
める。また戸別受信機の増設、自動応答サー
ビス等の利用啓発を行う。
〖H30～R2〗
・防災行政無線の補完として、自動応答電話
の利用について周知。避難行動要支援者及
び避難支援者に情報伝達を行う避難情報一
斉電話配信サービスを導入。
〖R3〗
・防災行政無線の補完として、自動応答電話、
メール配信サービスの利用について周知。

〖継続実施〗
・デジタル行政無線を完備している。【平成24
年度】
・防災行政無線個別受信機を配布している。
・防災行政無線メールを配信している。
〖R2〗
・280㎒帯のデジタル行政無線を整備を開始。
【令和３年度完了】
・防災行政無線戸別受信機の配布準備。【令
和３年度】
〖R3〗
・280㎒帯の防災行政無線システムを導入。ま
た、それに伴い防災ラジオの有償貸与を開始
（聴覚障害にも対応）。

〖継続実施〗
・防災行政無線のデジタル化への更新。【平
成26年度から平成28年度】
〖R3〗
・デジタル化への更新が完了しているため、聞
こえにくい等の要望に応じて改善策を検討
・聞こえにくいかた、耳が不自由なかたへは市
のメール配信サービスやFAX等の代替手段で
対応

〖継続実施〗
・平成30年度以降の防災行政無線デジタル化
更新のため調査設計を実施した。防災行政無
線と、Twitterやfacebook、エリアメール、登録
制メールマガジン、電話応答装置との連携を
引き続き検討している。
〖H30〗
・防災行政無線デジタル化更新工事を実施。
・内容は、親局・既設施設の戸別受信機の整
備。
〖R1～R2〗
・防災行政無線デジタル化更新工事を実施。
・内容は、子局設備の更新。令和２年度に残り
の子局設備を更新し、デジタル化終了となる。
〖R3〗
・市民から聞こえない等の連絡があった際は、
現地調査を行い、状況によって音量調節して
いる。

〖継続実施〗
・防災無線をアナログからデジタルに改良。
【平成27年度】
・防災行政無線のほか、情報伝達手段の多重
化の検討を行う。
〖H29〗
・防災行政用無線情報等に係るキャリアメー
ル、市民登録メール等の同時配信について関
係課を集め検討した。
〖H30〗
・防災行政用無線情報等に係るキャリアメー
ル、市民登録メール等の同時配信について、
業者との契約を締結し、運用に向けた調整を
行った。
〖R1〗
・防災行政用無線情報等に係るキャリアメー
ル、市民登録メール等の同時配信について、
業者との契約を締結し、運用を開始した。ま
た、広報やホームページにより運用開始を周
知した。
〖R2〗
・上記のメール配信システムを運用するととも
に、防災アプリ等の導入について検討を行っ
た。
〖R3〗
・ＬＩＮＥ、Ｙａｈｏｏ！防災速報、ＦＡＸをメール配
信システムと連携させ、瞬時に配信できる体
制を構築した。
・防災アプリの運用を実施した。

〖継続実施〗
・情報配信のための登録制メール、ツイッ
ター、ＬＩＮＥ、Ｌアラートを整備済み。
・防災行政無線については、令和4年12月で
現行のアナログ機器が使用できなくなることか
ら、令和元年度（2019年度）から令和2年度
（2020年度）までの2か年でデジタル化再整備
工事を実施。【～令和2年度】
〖H28～H29〗
・平成30年度予定の防災行政無線デジタル化
再整備工事の詳細設計に向けて、情報収集
を実施。
〖H30～R2〗
・令和元年度（2019年度）から令和2年度
（2020年度）までの2か年で実施するデジタル
化再整備工事に向けて、詳細設計業務を実
施。
〖R1～R2〗
・デジタル化に伴い、音声放送のほか、市ホー
ムページ、登録制メール、ツイッター、防災ア
プリ、電話自動応答サービス等、複数の情報
伝達媒体へ一斉に情報配信することが可能
になった。【～令和2年度】
〖R3〗
・防災行政無線が届きにくい地域に対して防
災ラジオの配付の検討。

〖継続実施〗
・防災行政無線の放送内容をメールで配信す
るサービスを平成23年12月から実施してい
る。
〖R1～R2〗
・防災行政無線のデジタル化を進めた。
〖R3〗
・防災行政無線のデジタル化が完了した。

〖継続実施〗
・防災行政無線デジタル化について、平成26
年度は基本設計、平成27年度は実施設計を
行った。
・防災行政無線の放送内容をメールで配信す
るサービスを平成２３年１月から実施してい
る。
・防災行政無線デジタル化の整備を実施し
た。【平成28年度～令和元年度】
・本庁舎防災無線室の通信制御装置及び消
防組合の遠隔制御装置の整備【平成28年度】
・本庁舎防災無線室のオプション装置を整備
した。【平成29年度】
・各地区の屋外拡声子局（全266局）を整備し
た。【平成29年度～令和元年度】
・上記取組に加えて、携帯電話やスマートフォ
ン等を所有しておらず、情報の受け取りが困
難な方等を対象として、防災行政無線にて配
信する避難所開設や避難指示等の情報を電
話・ＦＡＸにより配信するサービスを導入。【令
和2年度】
・既存の情報伝達手段について、広報・ホー
ムページ、防災出前講座等で周知を行った。
　また、防災行政無線が聞き取りにくい地域に
対しては、聞き取り調査を行い、適宜調整等を
行った。

〖継続実施〗
・防災行政無線のデジタル化と併せて、スピー
カーの性能向上を図る。
〖R1〗
・防災行政無線のデジタル化更新整備工事が
完了。
〖R2～〗
・デジタル行政無線を完備している。
・防災情報のメール配信サービス等を行って
いる。

〖継続実施〗
・平成31年度まで固定系防災行政無線屋外
拡声子局のデジタル化整備を実施中。
・防災行政無線戸別受信機を各町会に配布。
・Ｌアラート、市メール配信システム、緊急速報
メールを整備済み。
〖R1〗
・固定系防災行政無線屋外拡声子局を１基を
新設。
〖R2〗
・移動系防災行政無線のデジタル化整備を
行った。
〖R3〗
・防災行政無線の正常な機能維持のため、各
種維持管理業務を実施し、体制を整えた。

〖継続実施〗
・固定系防災行政無線をデジタル化に更新。
（H23～H26）
・三郷市メール配信サービスを整備。（H28）
・防災情報架電サービスを整備。（R1）
〖R3〗
・移動系防災行政無線のデジタル化に向け
て、次年度の予算を確保。

〖継続実施〗
・同報系防災行政無線デジタル化済み。
〖R4〗
・住民からの防災行政無線が届きにくいという
報告を受け、防災行政無線の改良等の対策
について、一部実施した。

〖継続実施〗
・防災行政無線（同報系・移動系）のデジタル
化が完了している。
・電話回線を使用した自動応答装置と市ホー
ムページ、登録制メール、ツイッター、Lアラー
トを整備している。
・防災行政無線と連動しており、直近の放送
が、フリーダイヤルで聞けるサービスを提供し
ている。
・聴こえづらいという意見などを参考に現地調
査を行い、必要に応じて屋外拡声子局スピー
カーの向きや音量等の調整をするなど、より
伝わりやすい情報発信について検討した。
〖H29～R4〗
・聴こえづらいという意見などを参考に現地調
査を行い、必要に応じて屋外拡声子局スピー
カーの向きや音量等の調整をするなど、より
伝わりやすい情報発信について検討した・実
施。
〖R3～〗
・障害を持っている方に向け、架電配信サー
ビスを開始。

・防災行政無線の補完として、自動応答電話、
メール配信サービスの利用について周知。
・防災行政無線デジタル化工事を発注（工期：
令和４年度から令和６年度まで）。

〖継続実施〗
・280㎒帯の防災行政無線システムを完備
・防災行政無線の放送内容をメールで受信で
きるサービスを提供
・防災ラジオ（聴覚障害にも対応）を希望者へ
有償貸与

・デジタル化への更新が完了しているため、聞
こえにくい等の要望に応じて改善策を検討
・聞こえにくいかた、耳が不自由なかたへは市
のメール配信サービスやFAX等の代替手段で
対応

引き続き市民から聞こえない等の連絡があっ
た際は、現地調査を行い、状況によって音量
調節している。

コミュニティＦＭとの連携に向けて調整中。 〖R4〗
・災害時要援護者避難支援制度への登録者
や、防災行政無線が聞こえづらいとの問合せ
のあった市民を中心に防災ラジオの有償配布
を実施した。

上記内容を継続して実施。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・防災行政無線のデジタル化と併せて、スピー
カーの性能向上を図る。
〖R1〗
・防災行政無線のデジタル化更新整備工事が
完了。
〖R2～〗
・デジタル行政無線を完備している。
・防災情報のメール配信サービス等を行って
いる。

・固定系防災行政無線の難聴地域改善のた
め、一部スピーカーの増設を実施中。

・固定系防災行政無線をデジタル化に更新。
（H23～H26）
・三郷市メール配信サービスを整備。（H28）
・防災情報架電サービスを整備。（R1）
・移動系防災行政無線をデジタル化に更新（R
４）

・引続き改良等を検討。 上記を継続して実施 ・防災行政無線デジタル化と併せて、防災アプ
リの導入を進める。

R5.２月より災害時の防災行政無線の放送内
容をHPを連携する。

・デジタル化への更新が完了しているため、必
要に応じて見直し

・令和５年度の運用に向けて引き続き調整を
行う。

・令和５年度も引き続き防災ラジオの有償配
布を実施する。

必要に応じて見直していく。 ・継続して実施 ・継続して維持管理業務にあたる。
・防災行政無線が届きにくい難聴地域に対し
て、改善のため、情報伝達手段の多重化等を
検討していく。

継続して実施。

3



１）ハード対策の主な取組

　Ａ）洪水を河川内で安全に流す対策

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｂ）危機管理型ハード対策

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｃ）避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

具体的取組 主な内容 目標時期

1
洪水を河川内で安全に流
す対策

・流下能力対策（堤防整備、河道掘削
等）
・堤防及び基礎地盤の浸透対策
・本川と支川の合流部等の対策
・多数の家屋や重要施設の保全対策

2 危機管理型ハード対策 ・堤防天端の保護、堤防裏法尻の補強

3

雨量・水位等の観測デー
タ及び洪水時の状況を把
握・伝達するための基盤
整備

・ライブ映像（河川監視カメラ）の閲覧、
地域住民の所在地に応じたリアルタイ
ム情報の充実等の基盤整備の実施

4
簡易水位計や量水標、
CCTVカメラの設置

・要注意箇所及び許可工作物（樋管等）
監視のためのＣＣＴＶカメラや簡易水位
計の設置

5
防災行政無線の改良、防
災ラジオ等の配布

・防災行政無線の改良、防災ラジオ等
の配布等

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・ＪＲ高崎線のアンダーパスに監視カメラを試
験的に設置している。
〖R1～〗
・アンダーパス監視カメラの試験運用は終了し
たが、冠水感知装置により問題なし。
・河川等につていは、国や県により整備したカ
メラ等を活用して、要注意箇所等を監視でき
る。

〖継続実施〗
・六丁四反水路（普通河川）に簡易水位計、六
丁四反調整池にＣＣＴＶカメラを設置済み。

〖継続実施〗
・浸水常襲地区において簡易水位計、ＣＣＴＶ
カメラを設置済みである。
・引き続き改良や設置について検討する。

・ＪＲ高崎線のアンダーパスには監視カメラが
設置されており、各河川についても水位計及
び監視カメラが設置されているので、要注意
箇所を監視できているため、町としての取り組
みはしていない。

〖継続実施〗
・浸水常襲地区において簡易水位計、ＣＣＴＶ
カメラを設置済みである。
・引き続き改良や設置について検討する。

・ＪＲ高崎線のアンダーパス及び河川に監視カ
メラが設置され、監視できているため取り組み
予定なし。

【継続実施】
・設置済みの六丁四反水路（普通河川の簡易
水位計、六丁四反調整池のＣＣＴＶカメラを管
理していく。

〖継続実施〗
・防災行政無線デジタル化工事済（基地局及
び屋外拡声受信子局）。
・固定系防災行政無線の音声難聴区域の解
消に向けて、対策を検討する。
・移動系防災行政無線のデジタル化につい
て、平成32年度までに行う予定。
〖H28～H29〗
・戸別受信機の導入についての検討。
〖H30〗
・移動系防災行政無線のデジタル化につい
て、平成３１年度に実施するため予算計上し
た。
〖R1〗
・3月末までに工事完了の予定。
〖R2〗
・令和元年度に移動系防災行政無線デジタル
化が完了。戸別受信機・防災ラジオなどの調
査研究を行う。
〖R3〗
・消防庁の実施する戸別受信機配備促進事
業の利用が決定し、戸別受信機のモニターを
１０台借り受けた。今後、戸別受信機の効果に
ついて検証する。

〖継続実施〗
・デジタル行政無線を完備している。【平成26
年度】
・防災防犯情報のメール配信サービスを行っ
ている。【平成26年度】
〖H28～R1〗
・メール配信サービスの実施、及びメール登
録の推進を行った。
〖R2～〗
・実施済。

〖継続実施〗
・デジタル防災行政無線を整備。【平成28年
度】
・情報配信手段については、市ホームペー
ジ、登録制メール、ツイッター、スマートフォン
アプリ（Yahoo!防災速報）、埼玉テレビデータ
放送を整備済。
〖H28～R2〗
・同報系防災行政無線のデジタル化完了。
【平成28年度】
・情報配信手段については、市ホームペー
ジ、登録制メール、ツイッター、スマートフォン
アプリ（Yahoo!防災速報）、埼玉テレビデータ
放送、防災行政無線電話応答サービスを整
備済。

〖継続実施〗
・デジタル化により、安心安全メールや市ホー
ムページ、SNS等の他の情報伝達手段との連
携が強化される。
・「白岡市安心安全メール」（登録制メール）に
て、防災無線で流した内容等をメール配信し
ている。

〖R3〗
・要配慮者など情報収集が困難な世帯に対す
る的確な情報伝達を行うため、屋内でも放送
内容の聴取が可能となる戸別受信機（３５０
台）を無償貸与する事業を開始した。

〖継続実施〗
・防災行政無線デジタル化改修工事により、
H29年度から登録制緊急情報メールや携帯エ
リアメール等に即時配信が可能
〖R3〗
・整備が完了しているため特に取組なし

〖継続実施〗
・デジタル防災行政無線（移動系）を完備して
いる。【平成２４年度】
・防災行政無線（同報系）については、アナロ
グで運用しており、今後はスプリアス規格の対
応、デジタル化への移行に向けた電波調査を
行う。
〖H28〗
・スプリアス規格について調査したところ、規
格をクリアしていたことが判明。それを踏ま
え、引き続きデジタル化への移行を行う予定。
〖H29～R1〗
・デジタル化整備工事を実施。（～2020年度）
〖R2〗
・防災行政無線（移動系）は、平成２４年度に
整備して運用している。
・防災行政無線（同報系）は、平成３０年度より
デジタル化への移行を実施しており、令和２年
度で完了する。
〖R3〗
・生活音の影響等により、防災行政無線の放
送内容が聞こえない、聞き取りづらい状況に
ある地域の音達改善を図るべく、スピーカの
増設及び既存スピーカの方向を調整する改修
を実施。

〖継続実施〗
・平成28年度から整備を行っていた防災行政
無線のデジタル化が完了。
〖H28〗
・防災行政無線デジタル化整備中。
〖H29〗
・デジタル化工事完了。
〖R3〗
・デジタル化した防災行政無線の維持管理

〖継続実施〗
・登録制メール配信、Lアラートを整備済み。
・自主防災会長へ個別受信機1台あり。
〖H29〗
・防災行政無線のデジタル化を次年度予算に
計上。
〖H30〗
・防災行政無線のデジタル化実施設計。
〖R1〗
・デジタル化整備工事を実施。（～2021年度）
〖R2〗
・防災行政無線のデジタル化が完了。
〖R3〗
・防災行政無線の放送内容を自動的に杉戸
町ＨＰに記載するシステムの運用を開始す
る。

〖継続実施〗
・平成25年度からデジタル化工事を行ってい
る。（平成28年度完了）
〖H28〗
・デジタル化工事完了。
〖R3〗
・防災行政無線が聞き取りづらい方で、町から
のメール配信サービスが受けられない情報弱
者のために、新たに架電サービスの導入を実
施。

〖継続実施〗
・デジタル防災行政無線を完備している。（平
成２４年度に設備を完備、平成２５年度から運
用）
・各公共施設や福祉施設に戸別受信機を設
置している。
・希望のある聴覚障がい者を対象に戸別文字
表示機能付きの戸別受信機を無料で貸し出し
ている。

〖継続実施〗
・防災行政無線のデジタル化の整備が完了し
ている。
・防災情報のメール配信体制を構築している。
〖H28～R30〗
・防災講習会等で，防災情報のメール配信
サービスの普及啓発を行なった。
〖R1～R2〗
・防災講習会等で，防災情報のメール配信
サービスの普及啓発，警戒レベルを行なっ
た。
〖R3〗
・防災行政無線が聞こえにくい場合には，フ
リーダイヤルや，メール配信サービス等を合
わせて活用するよう，公開中の講義映像等で
周知を行った。

〖R1〗
・令和２年度からの防災行政無線の改良に向
け検討を行った。
〖R2〗
・防災行政無線全７９局の子局の内、デジタル
化の更新は行わず、スプリアス規制の対象と
なる３０局の更新作業を実施した。
〖R3〗
・昨年度更新作業を実施した３０局を含めた全
７９局について、維持管理に努めた。

〖継続実施〗
・防災行政無線のデジタル化の整備が完了し
ている。【平成27年度】
・防災行政無線の維持管理を実施している。

戸別受信機のモニターを公共施設等に設置
し、効果を検証している。

・実施済。 ・市公式アプリ「吉川減災ナビ」の運用を令和
４年４月から開始し、防災行政無線の放送内
容の補完を行った。

防災行政無線フリーダイヤルを開始した。 〖継続実施〗
・防災行政無線デジタル化改修工事により、
H29年度から登録制緊急情報メールや携帯エ
リアメール等に即時配信が可能
〖R4〗
・整備が完了しているため特に取組なし

・屋内へ音声による確実な情報伝達を行うた
めのシステムや機器等の導入に向けて、調
査・研究を行っている。

〖継続実施〗
・平成28年度から整備を行っていた防災行政
無線のデジタル化が完了。
〖H28〗
・防災行政無線デジタル化整備中。
〖H29〗
・デジタル化工事完了。
〖R4〗
・デジタル化した防災行政無線の維持管理

・防災行政無線の放送内容を自動的に杉戸
町ＨＰに記載するシステムの試験運用及びＴ
ｗｉｔｔｅｒにて配信開始。

・令和４年度から防災行政無線が聞き取りづ
らい方で、町からのメール配信サービスが受
けられない情報弱者のために、新たに架電
サービスを開始。広報やホームページで周知
し、自主防災組織の会議や出前講座等で普
及啓発を実施した。

〖継続実施〗
・デジタル防災行政無線を完備している。（平
成２４年度に設備を完備、平成２５年度から運
用）
・各公共施設や福祉施設に戸別受信機を設
置している。
・希望のある聴覚障がい者を対象に戸別文字
表示機能付きの戸別受信機を無料で貸し出し
ている。

防災行政無線が聞こえにくい場合には，フ
リーダイヤルや，メール配信サービス等を合
わせて活用するよう，公開中の講義映像や，
地域の講習会等で周知を行った。

・防災行政無線で放送する情報のうち、避難
指示や避難所開設情報等の特に重要な情報
について、目の不自由な方向けに電話で、耳
の不自由な方向けにＦＡＸで配信するサービ
スを今年度から開始した。

〖継続実施〗
・防災行政無線のデジタル化の整備が完了し
ている。【平成27年度】
・防災行政無線の維持管理を実施している。

借り受けた戸別受信機の効果の検証と消防
庁の相談事業を利用する。また、防災ラジオ
や防災アプリなど、戸別受信機以外の情報伝
達手段についても、調査研究を継続していく。

・実施済のため、必要に応じて見直し。 防災行政無線の放送内容を補完するため、
各種情報配信サービスの活用を市民へ促し
ていく。

〖継続実施〗
・引き続き同事業を周知広報するとともに、安
心安全メールの登録を強く呼び掛ける。
・「白岡市安心安全メール」（登録制メール）に
て、防災無線で流した内容等をメール配信し
ている。

・避難行動要支援者等を対象に、J:COMの緊
急地震速報端末装置を配布予定

・防災行政無線機能の充実・拡充を継続して
実施。

デジタル化した防災行政無線の維持管理 ・防災ラジオの活用を調査・検討する。 ・防災講座等で、防災情報のメール配信サー
ビス、架電サービスの普及啓発を行う。

継続して実施 引き続き，防災行政無線が聞こえにくい場合
には，フリーダイヤルや，メール配信サービス
等を合わせて活用するよう，公開中の講義映
像等で周知を行っていく。
また，それ以外の情報伝達手についても検討
していく。
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１）ハード対策の主な取組

　Ａ）洪水を河川内で安全に流す対策

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｂ）危機管理型ハード対策

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｃ）避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

具体的取組 主な内容 目標時期

1
洪水を河川内で安全に流
す対策

・流下能力対策（堤防整備、河道掘削
等）
・堤防及び基礎地盤の浸透対策
・本川と支川の合流部等の対策
・多数の家屋や重要施設の保全対策

2 危機管理型ハード対策 ・堤防天端の保護、堤防裏法尻の補強

3

雨量・水位等の観測デー
タ及び洪水時の状況を把
握・伝達するための基盤
整備

・ライブ映像（河川監視カメラ）の閲覧、
地域住民の所在地に応じたリアルタイ
ム情報の充実等の基盤整備の実施

4
簡易水位計や量水標、
CCTVカメラの設置

・要注意箇所及び許可工作物（樋管等）
監視のためのＣＣＴＶカメラや簡易水位
計の設置

5
防災行政無線の改良、防
災ラジオ等の配布

・防災行政無線の改良、防災ラジオ等
の配布等

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・必要に応じて、許可構造物周辺に簡易水位
計や量水標、CCTVカメラを設置する。
〖H28～H29〗
・水位計の増設について検討中。
・カメラ設置の工事を実施中，H29年度からの
配信向け準備中。
〖H30〗
・簡易水位計の増設について実施中。
〖R3〗
・今年度から次期出水期までに増設予定。

〖継続実施〗
・必要に応じて、危機管理型水位計や簡易型
河川監視カメラ等を設置する。
〖H29〗
・危機管理型水位計等の設置について、市町
と協議・調整した。
〖H30～R2〗
・簡易型河川監視カメラの設置位置検討
・令和2年度までに、危機管理型水位計を県内
90箇所設置
・令和2年度までに、簡易型河川監視カメラを
県内57箇所に設置
〖R3〗
・県内に危機管理型水位計を19箇所、簡易型
河川監視カメラを29箇所設置。

〖継続実施〗
・必要に応じて、許可構造物周辺に簡易水位
計や量水標、CCTVカメラを設置する。
H28年11月：水位雨量テレメ―タ―改修及び
河川監視カメラシステム工事着手。
〖H29〗
水位雨量テレメータ改修及び河川監視カメラ
整備完了（H30出水期前までに稼働予定)
〖H30〗
・河川監視カメラ34基の整備完了。県HP及び
スマートフォンで公開開始。
〖H30～R2〗
・危機管理型水位計の設置
・簡易型河川監視カメラ55基を整備し、川の水
位情報で公開。
〖R3〗
・県減災対策協議会により危機管理型水位
計・河川監視カメラの配置計画を見直し、それ
ぞれ約60基整備。
・動画対応の河川監視カメラを県内16箇所に
設置し、県公式YouTubeチャンネル「tsulunos」
で一般向け配信（R3.7～10限定）を試行。

〖継続実施〗
・水防警報河川の水位観測所へ河川監視カメ
ラを設置し公開
・引き続き、河川監視カメラの増設を行うととも
に、危機管理型水位計の設置に取り組んで行
く。
〖H28～R2〗
・水位表示板を河川監視カメラより確認可能
にした。
〖R3〗
・河川管理者として河川を管理する上で監視
が必要な箇所に、危機管理型水位計や河川
監視カメラの設置を引き続き検討した。
・危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラ
の設置を検討したが、令和３年度は設置箇所
なし

〖継続実施〗
・必要に応じて、許可構造物周辺に簡易水位
計や量水標、CCTVカメラを設置する。
〖R2〗
県管理水位周知河川の基準観測局の補完を
目的とし危機管理型水位計を設置をした。
CCTVカメラの設置を検討

〖継続実施〗
・都管理河川に対して、必要に応じて、河川監
視カメラや水位計等を設置する。
〖H30～R1〗
・増設に向けた検討を進めている。
〖R2〗
・都管理河川において、河川監視カメラ等観
測機器を増設した。
〖R3〗
・都管理河川において、河川監視カメラを増設
した。

〖継続実施〗
・簡易水位計や量水標、CCTVカメラを設置す
る。
〖H28〗
・既設置のＣＣＴＶカメラの画像の情報発信方
法について検討を行った。
〖H29〗
・武蔵水路において、2箇所の水門へライブカ
メラを設置し平成29年6月より映像配信を開始
した。さらにカメラを2台追加し年度末に設置を
完了した。
〖H30〗
平成29年度末に増設した2台のライブカメラに
ついても、ホームページでの映像配信を平成
30年9月より開始した。
〖R1〗
・今年度末にCCTVカメラ4台を新規発注し、R2
年度の上半期には武蔵水路内に設置
〖R2〗
・CCTVカメラ（監視カメラ）を武蔵水路に4台設
置をした。
・利根大堰に設置したCCTVカメラ（監視カメ
ラ）について、ホームページの映像配信を令
和２年７月より開始した。
〖R3〗
・実施済み。

・危機管理型水位計及び簡易型カメラについ
て、年度内に増設予定。

・特になし ・県減災対策協議会により配置計画を見直
し、危機管理型水位計7基・河川監視カメラ1
基を整備。
・動画対応の河川監視カメラを新たに5基整備
し、計21基を県公式YouTubeチャンネル
「tsulunos」で一般向け配信。

水位計や河川監視カメラの情報を住民へ提供
するウェブサイトをリニューアルした。

・都管理河川において、河川監視カメラを増設
した。

・実施済み。

市町村からの意見・要望等を踏まえ、増設等
を検討していく

・令和3年度までに、計画箇所全てに設置完
了。必要に応じて増設を検討していく。

・適宜、配置計画を見直し。 河川管理者として河川を管理する上で監視が
必要な箇所に、危機管理型水位計や河川監
視カメラの設置を行っていく。

利根川上流河川事務所管理区間において、
千葉県が管理する河川がないこと、今まで取
組として記載していた内容は、県全体での取
組であり地域の実情と乖離があるため、今年
度から対象外とする。

・引続き、都管理河川において、河川監視カメ
ラ等観測機器を増設していく。

・実施済み。

〖継続実施〗
・防災行政無線のデジタル化に向け、平成28
年度に設計委託、29～32年度に工事を予定し
ている。
・防災行政無線のデジタル化。
・実施設計【平成28年度】。
・工事【平成29年～31年度】。
〖H28〗
・実施設計完了。
〖H29〗
・親局１局、子局１０局のデジタル更新を行っ
た。
〖H30〗
・固定系防災行政無線のデジタル化整備を７
０局実施。
〖R1〗
・固定系防災行政無線のデジタル化整備を令
和元年度７０局実施し、残り５３局を令和２年
度に実施し完成予定。
・風水害時、防災無線が聞こえない場合の対
応を検討。
〖R2〗
・新設を含め、 終的には２０２局すべてにお
いて整備が完了する予定である。引き続き、
風水害時に防災無線が聞こえない場合の対
応検討を行う。
〖R3〗
・防災行政無線のデジタル化について、区内
全局において整備を行った。

〖継続実施〗
・防災行政無線のデジタル化の整備が完了し
ている。
・希望する聴覚・視覚障害者に電話・ＦＡＸで避
難情報を発信する。
〖H28〗
・希望する聴覚・視覚障害者に電話・ＦＡＸで避
難情報の発信訓練を行った。
〖H30〗
・防災情報サービス端末を設置した。
〖R1〗
・防災行政無線の多言語化に取り組んだ。
〖R2〗
・防災行政無線確認用アプリ「かつラッパ」を
導入した。
〖R3〗
・小中学生に配布しているタブレットに「かつ
ラッパ」をダウンロードすることとした。

〖継続実施〗
・防災行政無線（デジタル化）、高所カメラ、
MCA無線、DIS（東京都災害情報システム）、
河川管理者の映像共有化システムを配備。
〖R1〗
・防災行政無線のデジタル化の完了。
〖R2〗
・地域BWAシステムの通信サービスを利用し
たタブレット端末を待避施設となる各小中学校
に配備。
〖R3〗
・クラウドを利用した防災情報システムを構
築。

・各放送局の適正な放送及び配置について検
討した。

〖R4〗
・自治町会向けに、防災情報サービス端末の
設置助成を実施している。

・防災行政無線を防災アプリへ連携し、放送
内容をアプリ上で再生できる環境を整備。

・整備が完了したため、必要に応じて見直しを
行っていく。

・情報伝達訓練（聴覚・視覚障害者に電話・
FAXで避難情報を発信する）を継続して実施
する。
・災害時より確実に情報収集できる方法の一
つとして、防災行政無線確認用アプリを活用し
てもらえるよう、説明会や出前講座等で周知
を継続していく。
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１）ハード対策の主な取組

　Ａ）洪水を河川内で安全に流す対策

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｂ）危機管理型ハード対策

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｃ）避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

具体的取組 主な内容 目標時期

1
洪水を河川内で安全に流
す対策

・流下能力対策（堤防整備、河道掘削
等）
・堤防及び基礎地盤の浸透対策
・本川と支川の合流部等の対策
・多数の家屋や重要施設の保全対策

2 危機管理型ハード対策 ・堤防天端の保護、堤防裏法尻の補強

3

雨量・水位等の観測デー
タ及び洪水時の状況を把
握・伝達するための基盤
整備

・ライブ映像（河川監視カメラ）の閲覧、
地域住民の所在地に応じたリアルタイ
ム情報の充実等の基盤整備の実施

4
簡易水位計や量水標、
CCTVカメラの設置

・要注意箇所及び許可工作物（樋管等）
監視のためのＣＣＴＶカメラや簡易水位
計の設置

5
防災行政無線の改良、防
災ラジオ等の配布

・防災行政無線の改良、防災ラジオ等
の配布等

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
<利根川>
〖H28～H30〗
・流下能力対策(堤防整備、河道掘削等)（継
続実施）
・堤防及び基礎地盤の浸透対策（継続実施）
〖H29～H30〗
・利根川右岸堤防の盛土工事や水路･道路の
付け替え工事（首都圏氾濫区域堤防強化対
策）の実施

〖継続実施〗
<利根川>
・堤防天端の舗装
・堤防裏法尻の補強
〖H28〗
・堤防天端の舗装（Ｈ２８着手）
〖H29～H30〗
・堤防天端の舗装（継続実施）
・堤防裏法尻の補強（継続実施）

〖継続実施〗
・雨量計、水位計、CCTVカメラなど観測データ
をリアルタイム提供のためのシステム整備す
る。
〖H29～H30〗
・実施済み

〖継続実施〗
・雨量計、水位計、CCTVカメラなど観測装置
を設置する。
〖H28〗
・CCTVカメラの増設、ＣＣＴＶ水位計測システ
ムの開発・運用開始（Ｈ２８完）。
〖H29～H30〗
・実施済み
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・河川事務所と協力して、河川防災ステーショ
ンや避難地盛土の整備を検討する。
〖H28〗
・今後も早期着工に向けて継続して要望す
る。
〖H29〗
・河川防災ステーション平時利用計画書の作
成
〖R2〗
・国交省水管理・国土保全局長宛、「境町利根
川左岸河川防災ステーション整備計画」を関
東地整局長と連名登録申請
・境町内（西泉田地内）に境町防災公園（仮
称）設置事業検討開始（Ｒ３～Ｒ７予定）
〖R3〗
・５月、塚崎地区区長及び地区長説明会(塚崎
１区集落センター）、７月、塚崎地区地元住民
希望者説明会（同左）、１１月、境町利根川左
岸河川防災ステーション地域住民説明会（静
小学校体育館）をそれぞれ利根川上流河川事
務所と連携して実施。

〖継続実施〗
・河川事務所と協力して、避難地盛土の整備
を検討する。
〖H28〗
・施設の実施設計を行った。
〖H29～R1〗
・部屋南部地区指定緊急避難場所の工事着
手。
〖R1〗
・部屋南部地区指定緊急避難場所の維持管
理について、協定を締結した。
〖R2〗
・部屋南部地区指定緊急避難場所の盛土工
事が完了。
・来年度の工事に向けて設計を行った。
〖R3〗
・部屋南部地区指定緊急避難場所整備工事
に着手した。

〖継続実施〗
・下生井地内への防災広場整備事業は中止
となったが、占用許可を受けている生井桜づ
つみなどの既存施設を洪水時の一時避難場
所とするための検討を行う。
〖H29〗
・水害時の一時避難所を指定し防災ガイドブッ
クに掲載して住民に周知する。
〖H30～R1〗
・新規防災広場の候補地について検討を行
い、関係機関との調整を行う。
〖R2〗
・国・県へ整備を要望
〖R3〗
・県施工となる思川の新間中橋下流右岸の河
川防災ヤードについて、整備に向けた地元調
整した。
・下生井地区への河川防災ヤード等の整備に
向けた意見交換を実施した。

〖継続実施〗
・河川事務所と協力して、避難地盛土の整備
を検討する。
・平成28年度　測量実施
・平成29年度　基本計画作成
・平成33年度の完成を目指す。
〖H29〗
・道路予備設計
・防災広場基本設計
〖H30〗
・道路測量設計
・用地測量
〖R1〗
・用地買収
〖R1～R2〗
・広場詳細設計
〖R2〗
・電柱移転
・河川協議
〖R3〗
・排水施設使用許可
・水防拠点関連道路の整備
・住民説明会

令和4年度の
取組内容

・河川事務所と協力して河川防災ステーション
の整備について実施中
・さくらの丘防災公園（仮称）の整備（R3～R7
事業）について実施中

部屋南部地区指定緊急避難場所整備工事が
完了した

・下生井地区への水防拠点の整備に向けた
意見交換を実施した。

・水防拠点関連道路の整備

今後の
取り組み方

継続 ・整備工事完了予定。
・利用方法について近隣住民へ周知する。
・適切な維持管理。

・その他の浸水想定区域における河川防災
ヤード等の整備に向けた意見交換する。

・水防倉庫整備
・広場整備

令和3年度まで
の

取組内容

〖R1、R3〗
・市内にある県南防災センターには県南水防
事務組合が入っており、当組合と関係自治体
とが連携しより円滑に水防活動等が行えるよ
う、検討・調整していく。
〖R3〗
組織体制の変更に応じ、適宜見直しを実施。

〖R1～R2〗
・協議会等の場を活用して、活用方策を検討・
調整する。
〖R3〗
・取り組みなし。

〖R1〗
情報防災ステーションごかを活用した水防活
動等の方策を検討する。
〖R2〗
情報・防災ステーションごかは、水害時一時避
難所に位置づけている事を踏まえ、議会、行
政区役員及び水防団員に対し、水防計画書
の配布又は説明会を行った。
〖R3〗
情報・防災ステーションごか及び隣接駐車場
（水害時一時避難所）の水害時における運用
については、議会、行政区長会、水防団等関
係機関と情報を共有した。また、当該施設を
町総合避難訓練（水害想定による車両での避
難）の会場として活用した。

河川防災ステーション平時利用計画策定
〖R3〗
・取組なし。

〖R1～R2〗
・部屋南部地区指定緊急避難場所の完成後
の活用について、関係機関と調整等を行う。
〖R3〗
・令和2年度において調整済み。

特になし。 〖R1〗
・継続して検討していく。
〖R3〗
・継続して検討・調整をしていく。

令和4年度の
取組内容

- 〖R4〗
組織体制の変更に応じ、適宜見直しを実施、
当組合と関係自治体とが連携しより円滑に水
防活動等が行えるよう、検討・調整していく。

・取り組みなし。 情報・防災ステーションごかの隣接駐車場（水
害時一時避難所）について、水害時における
その運用を引き続き関係機関と情報を共有す
ると共に、町民に対して広報やHP等により、
広く周知した。

・取組なし。 避難場所の指定について協議を行った 特になし。 ・継続して検討・調整をしていく。 ・水防拠点を活用した水防訓練の実施につい
て検討

今後の
取り組み方

〖R5〗
組織体制の変更に応じ、適宜見直しを実施、
当組合と関係自治体とが連携しより円滑に水
防活動等が行えるよう、検討・調整していく。

・協議会の場を活用し，活用方策を検討する。 町内で も大規模な避難場であり、その活用
については多様な考えがあることから、以降も
引き続き活用法策の検討をする。

河川防災ステーションの整備進捗状況に連携
して境町使用箇所に係る設計及び予算を具
体化（Ｒ６年度予定）

必要に応じて見直し。 ・継続して検討・調整をしていく。

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・水防団が利用しやすいように資機材の配置
をしている。
・土嚢のストック等継続的にしている。【R1～】
〖H29〗
・救命胴衣、防塵ゴーグル、ヘッドライトを購入
した。

〖継続実施〗
・新技術を活用した水防資機材等の整備を進
める。【平成29年度～】
〖H28～H30、R3〗
・土嚢の購入。

〖継続実施〗
・排水ポンプ車の購入【平成28年度】
・資機材の充実を図る【平成28年度から】
〖H29〗
・排水ポンプ車を用いた排水訓練を実施
〖H30～R1〗
・土嚢の購入。
〖R3〗
・取手庁舎及び藤代分庁舎にて土嚢を備蓄。

〖継続実施〗
・作成済みの土嚢をストックしている。
〖H30〗
・消防団へライフジャケットを配備
〖R2〗
・新たにパネル型の土のうを配備した。
〖R3〗
・水害に備え，土のうのストックを作成した。

〖継続実施〗
・資機材の充実予定。【平成29年度～】
〖H28〗
排水ポンプ１機購入。
〖H29～H30、R3〗
継続して土のうのストックをおこなっている。
〖R1〗
・水防資器材の配備済み。

〖継続実施〗
・当町他３市１町で構成している水防事務組合
の水防計画に基づき、資機材は配備されてい
る。
・水防事務組合の中で、水防団の水防活動の
支援や安全確保のための水防資機材の充実
を検討する。〖R3〗

〖継続実施〗
・水防団活動を支援するため、船外機の購
入、ライフジャケットの全員への配布、ライトウ
エーダー（ばか長靴）等を購入し装備の充実を
した。
〖H29～R1〗
・土嚢ステーションへ土嚢の補充
〖R2〗
・グリーンビズ土のう（小松マテーレ製、内容
物は発泡セラミックス、吸水性能通常土のうの
6倍、使用後放置しても外袋が土にかえる）を
2000袋備蓄
〖R3〗
・８月、境町宮本町地内の水防倉庫内の点検
及び倉庫周辺の除草作業を実施。

〖継続実施〗
・市内9箇所（消防署、水防倉庫等）に水防資
機材を配備している。また、水防団員の安全
確保という視点から充実を図る。
〖R3〗
・水防資機材の点検を実施。

〖継続実施〗
・水防活動を支援するための資機材の補充・
管理を行う。
・水上バイクを1台、消防分署に配備した。【平
成28年度】
・救命胴衣等の資機材について充実を図る。
【平成28年度～】
・古くなった水防活動用のゴムボートについ
て、随時更新していく。【平成28年度～】
〖H28〗
・10箇所の水防倉庫に、土のう袋、杭等の水
防資機材を配備した。
・水防団員への携帯型簡易無線機を貸与し
た。【平成28年度】
〖H29〗
・水防倉庫と消防署に水防資機材を配備済。

〖継続実施〗
・市内１１箇所の水防倉庫と消防署に水防資
機材を配備
・消防団車両にライフジャケットを積載

〖継続実施〗
・消防署及び分署等のほか、各地に設置された水防倉庫
や分団車庫に、小山市水防計画に基づいた水防資機材を
配備している。
・資機材として土のうを約８０００袋、消防団車庫や水防倉
庫、公園に増強し配備している。
・水防活動の安全確保のため、消防署及び分署、水防倉
庫にライフジャケットを３４７着、救命ボート３５艇を配備して
いる。
・島田排水樋門に水中ポンプ2台・発電機1台を関東農政
局土地改良技術管理事務所より貸与し配備した。(9月20
日～10月31日)
・情報収集活動の目的にドローン導入を予定している。
〖H28〗
・救命胴衣６２０着新規配備済み。
〖H29～R1〗
・資機材の補充を実施する。
〖R1〗
・消防団車庫に救命ボート１７艇、ライフジャケット３０着を
増強する。
〖R2〗
・排水ポンプ車を２台配備する。
・思川及び豊穂川沿いに連結水のう設置。
・水防資機材の整備を実施する。
・土のう備蓄数の増強。
〖R3〗
・各地に配備された水防資機材の補充、整備を実施した。
・既存する水のうの補修・補填するための資機材の補填を
した。
・土のう備蓄数の確保した。

〖継続実施〗
・水防倉庫に、水防計画に基づいた水防資機
材を配備している。
〖H28〗
・土のう袋、山砂追加購入
〖H29〗
・バリケード、山砂等を追加購入
〖H30〗
・ＬＥＤ反射ベスト、山砂等を追加購入
〖R1～R2〗
・ブルーシート、竹のこぎり、バケツ等の資機
材整備を実施。
〖R3〗
・土のう用くい等を購入

〖継続実施〗
・水防活動を実施しやすいように市内各所に
水防倉庫を配置し、水防資器材を配備してい
る。
・消防団にライフジャケット、トランシーバーを
配付している。
・資器材の在庫調査を定期に実施し、必要に
応じ資器材の補充等を実施している。
〖R2〗
・消防団に救命ボート2艘及び排水ポンプ2台
を追加配備した。

令和4年度の
取組内容

令和3年度までの取組を継続して実施。 - 〖R4〗
・取手庁舎及び藤代庁舎にて土嚢を備蓄

・水害に備え、土のう袋をストックした。 継続して土のうのストックを行っている。 備蓄資機材の確認（点検）を実施した。 ・水防資器材の整を継続 令和３年度までの取組内容と変更なし 部屋南部地区指定緊急避難場所の水防倉庫
に水防資機材を配備した

維持・継続する。 ・ドローンを導入し運用を開始する。
・土のう備蓄数の確保する。

・土のう用くい等を購入 ・出水期前に資器材の在庫調査を実施し、必
要に応じ資器材の補充等の実施

今後の
取り組み方

令和4年度の取り組みを継続して実施。 継続して実施 〖R5〗
・引き続き出水期に備え土嚢の備蓄を維持す
る

・必要な資機材を随時検討し，整備を行う。 ・継続して実施。 水防活動の支援が円滑に実施されるよう、水
防資機材の定期点検を実施する。

・継続
・令和５年度２市１町水防訓練の担任を予定
（時期・場所別示）

・水防活動を支援するための資機材の補充・
管理を継続して実施する。

維持・継続する。 ・水防資機材を適性に維持管理する。
・既存する水のうの補修・補填するための資
機材の補填する。
・土のう備蓄数の確保する。

・資機材配備を行っていく。 ・継続して実施

令和3年度まで
の

取組内容

〖R2〗
・災害対策本部となる三和庁舎に非常用電源
装置を整備。
・市役所本庁舎は、自家発電設備未設置。ま
ずは設置についての検討を行う。
〖R3〗
・災害対策本部となる三和庁舎の駐車場及び
パソコンの調整。

〖継続実施〗
・浸水対策としての設備の検討を行う。
〖H28〗
・常総市役所本庁舎及び石下庁舎の自家発
電装置に防水壁（コンクリート）を施工済。
〖H29〗
・常総市役所本庁舎に防水板を施工済。
〖R3〗
庁内の公共施設等総合管理計画の見直しに
向けた調査実施。

〖継続実施〗
・災害対策本部設置場所となる取手市役所本
庁舎は、浸水想定区域外にある。また、平成
17年度より非常用電源を配備し、現在は取手
庁舎全体に72時間の電源を確保している。
〖H30～R1〗
・自家発電装置の配線・配電の見直しを実
施。
〖R1〗
・令和2年3月工事着手予定。
〖R2〗
・取手庁舎の自家発電装置の改修工事実施
し、取手庁舎全体に72時間の電源を確保

〖継続実施〗
・庁舎は浸水想定区域から離れている。
また、非常用電源について8時間を確保してい
るが，燃料の供給を受ければ，時間制限はな
くなる。
〖H29～R2〗
・策定中の地域防災計画及びBCPにて検討・
表記した。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖継続実施〗
・庁舎は浸水想定区域ではあるが、かさ上げ
して建設しているため浸水対応済みである。
市役所の施設及び発電装置の耐水化は対応
済みである。
〖H29～R3〗
・災害対応のための代替施設を浸水想定区
域外に確保済。
・庁舎停電時の非常用発電機の稼働訓練を
実施。

〖継続実施〗
・対象施設　五霞町役場庁舎
・庁舎の立て替えに合わせて、浸水対策として
の設備の検討

〖継続実施〗
・災害対策本部は本庁舎３階に位置するため
浸水は免れる。
・平成30年6月、役場庁舎西側に水害避難タ
ワー及び非常電源用タワーを建設、逃げ遅れ
者の緊急避難場所及び浸水しない非常用電
源を確保
〖H29〗
・水害避難タワー着工に併せ予備電源の高所
設置を計画
〖H30〗
・7月に水害避難タワー完成。水害避難タワー
隣接の発電機棟に非常用電源を設置し、洪水
浸水時の電源問題を解消
〖R1〗
・１１月、非常用発電装置として使用可能なトリ
プルハイブリット車１台を購入
〖R2〗
・ＰＦＩ方式による定住促進住宅（ＲＣ３階建て）
の屋上３棟を緊急避難場所として設定
　→アイレットハウス　モクセイ館　３００名
　→アイレットハウス　さくら館２棟　６００名
・坂東市の協力を得て公園等駐車場３カ所及
び宗教法人駐車場１カ所を指定避難場所（車
中避難用）として設定
〖R3〗
・６月、八千代町、県立八千代高校及び八千
代高校隣接駐車場等地権者との境町民の町
外広域避難に関する覚書締結

〖継続実施〗
・庁舎の非常用発電設備について耐水対策の
充実を図る。
・本庁舎への浸水を想定し、止水板を設置
済。
（利根川については、浸水想定区域内に対象
となる施設がない。）

〖継続実施〗
・市役所本庁舎…自家発電設備あり（72時
間）、止水板の設置
〖H28〗
・本庁舎５階に災害対策室を設置。
・本庁舎においては、屋上へ非常用電源を確
保している。
〖H29〗
・本庁舎における冠水時の対策工事を実施。
〖H30～R2〗
・消防本部、消防署庁舎整備に向けた協議を
行った。
〖R3〗
・消防本部、消防署庁舎整備に着手した。

〖継続実施〗
・庁舎の自家発電装置は屋上に設置されてい
る
・庁舎は浸水想定区域から離れている
・庁舎自家発電装置の保守
〖H28～H29、R3〗
・庁舎、災害拠点病院等は浸水想定区域外で
ある。
〖H30〗
・災害拠点病院の自家発電装置は２階に配置
し、土のうの配備も行っている。

〖継続実施〗
・消防庁舎…自家発電設備あり（７２時間）
・市役所本庁舎…自家発電設備未設置
〖H28〗
・消防庁舎…自家発電設備耐水化済み。
〖R2〗
・消防庁舎…自家発電設備あり（72時間）
・市役所本庁舎…自家発電設備未設置である
が、令和３年中に新庁舎建替え完了
〖R3〗
・市役所新庁舎の自家発電設備を屋上に設
置した。

〖継続実施〗
・対象施設：野木町役場庁舎
・庁舎は浸水想定区域から離れている。

〖継続実施〗
・対象施設　伊勢崎市役所東館
・浸水想定区域にあり、災害対応を行う執務
室は３階にあるため浸水しないが、非常用発
電設備は耐水性が図られていないため、対策
を検討する。
〖R3〗
・本庁舎は浸水想定区域内にあるが、非常用
発電設備は耐水性が図られていないため、耐
水化等について検討を行う。なお、災害対応
を行う執務室は３階にあるため浸水しない。

6
河川防災ステーションや
水防拠点の整備

・河川防災ステーションや、緊急避難場
所としても活用できる水防拠点の整備

・協議会等の場を活用して、整備した河
川防災ステーションについて、関係機
関と情報を共有し市町村等の円滑な水
防活動等、活用方策を検討・調整。

7
水防活動を支援するため
の水防資機材等の配備

・水防活動を支援するための水防資機
材等の配備

8
庁舎、災害拠点病院や自
家発電装置等の耐水化

・浸水時においても災害対応を継続す
るための施設の整備及び自家発電装
置等の耐水化

【鉄道事業者】
・利根川等の大規模氾濫により駅舎が
浸水した際に、停電や浸水被害を 小
化するための施設や発電機等の設備
の耐水化や浸水回避の措置を推進す
る。

7



具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

6
河川防災ステーションや
水防拠点の整備

・河川防災ステーションや、緊急避難場
所としても活用できる水防拠点の整備

・協議会等の場を活用して、整備した河
川防災ステーションについて、関係機
関と情報を共有し市町村等の円滑な水
防活動等、活用方策を検討・調整。

7
水防活動を支援するため
の水防資機材等の配備

・水防活動を支援するための水防資機
材等の配備

8
庁舎、災害拠点病院や自
家発電装置等の耐水化

・浸水時においても災害対応を継続す
るための施設の整備及び自家発電装
置等の耐水化

【鉄道事業者】
・利根川等の大規模氾濫により駅舎が
浸水した際に、停電や浸水被害を 小
化するための施設や発電機等の設備
の耐水化や浸水回避の措置を推進す
る。

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖H29〗
・当該土地の不動産鑑定及び境界確定を行っ
た。
〖H30〗
・当該土地の購入及び設計委託を行った。
〖R1〗
・水防センター建設。（R2.3.27完成予定）
〖R2〗
・令和2年4月1日に竣工し、資機材や物資の
備蓄を行った。

〖継続実施〗
・利根川上流河川事務所と協力し、緊急避難
場所として盛土を行う避難地型拠点整備を実
施した。【平成30年度】
〖H28〗
・避難地型拠点を整備する用地測量を実施し
た。
〖H29〗
・盛土工事実施に伴う住民説明会を開催し
た。
〖R1～R2〗
・維持管理を実施した。
〖R3〗
・新たな緊急避難場所を整備するため、用地
測量と詳細設計を実施。

・利根川の水防倉庫は小段地や堤内地にある
が、防災ステーションの設置はない。
〖R3〗
・利根川防災ステーションの整備に関し関係
部署と検討。

〖継続実施〗
・利根川上流河川事務所と協力して、河川防
災ステーションや水防拠点の整備を行ってい
る。
〖H28～R2〗
・新川通地区河川防災ステーションの大利根
水防センター、藤畑地区河川防災ステーショ
ンの合の川水防センターを協定に基づき維持
管理を行った。
〖H30〗
・完成間近の栄水防拠点について、維持管理
協定の締結を協議した。
〖R1〗
・完成した栄水防拠点の出入口整備。

・緊急避難場所の整備工事を実施、完成し
た。

・利根川防災ステーションの整備に関し関係
部署と検討。

・栄水防拠点の維持管理

R5防災拠点新規建設予定（太田土木事務所） 水防拠点の整備は予定していない ・適切・有効に活用できるよう、訓練等を行っ
ていく。

・利根川防災ステーションの整備に関し関係
部署と検討。

〖R1〗
・河川防災ステーション及び水防拠点（避難場
所）を整備済みであり、水防活動等の方策を
調整中。

〖R1～〗
・検討・調整を行った。

〖R2～〗
・協議会と検討・調整していく。

〖R3〗
・取り組みなし。

〖R3〗
・防災ステーションの早期整備について国へ
要望。

〖R1～R2〗
・関係機関と情報共有し、河川防災ステーショ
ンについて円滑な水防活動等の検討を図る。
〖R3〗
・協議会等の場を活用して関係機関と情報共
有し、円滑な水防活動等の活用方策を検討。

〖R3〗
・未実施のため回答なし

・整備予定なし。 〖R1～R2〗
・既存の河川防災ステーションにおいて実施し
た水防訓練等の周知と情報共有を行う。

水防センターの見学会を実施した。（7月） ・防災教育の一環として河川防災ステーション
の見学を検討・実施した。

・検討・調整を行った。 ・上記から変更なし ・取り組みなし。 ・費用負担等を定める基本協定を締結予定。 ・関係機関と情報共有し、円滑な水防活動等
の活用方策を検討。

・未実施のため回答なし。 特になし ・継続実施中

R5防災拠点新規建設に伴い　水防訓練等の
活用方法について検討していく

予定なし ・継続して調整を行う。 ・継続して協議会と検討・調整していく。 ・取り組む予定なし。 ・継続して整備を要望。 ・関係機関と情報共有し、円滑な水防活動等
の活用方策を検討。

・整備予定なし。

〖継続実施〗
・市内７箇所の水防倉庫に資機材を配備して
いる。
〖H29〗
・ライフジャケット、杭等の追加配備した。

〖継続実施〗
・館林地区消防組合において水防資機材の整
備を行っている。

〖継続実施〗
・ゴム長靴（全員）
・救命胴衣（５個／分団）　→　１０ケ分団／町
・国が示している水防資機材を配備していく。
〖H28〗
・救助資機材搭載消防車両１台の更新（フ
ローティングロープ及び浮輪等積載）。
〖H29～R1〗
・土嚢で使用する土を購入した。
〖R2〗
・町内2カ所に土のう用の物置を設置し、各々
500個の土のうを格納した。
・水防センターに新たにゴムボート２艇配備し
た。

〖継続実施〗
・資機材の充実を図る。
〖H28〗
・救助用ボートを町役場倉庫に配備した。
〖R2〗
・館林地区消防組合において、水防資機材の
整備を行っている。

〖継続実施〗
・資機材の充実を図る。
〖H29〗
・ライフジャケット、ロープ等を明和消防署に配
備した。
〖H30〗
・発電機、避難所用エアーマットの配備。
〖R1〗
・館林地区消防組合において、水防資機材の
整備を行っている。
〖R2～〗
・水害時に緊急避難場所となる施設へ、防災
資機材を配備。

〖継続実施〗
・水防時に使用する資機材を購入してある。
・資機材の充実を図る。【平成29年度～】
〖R1、R3〗
・土のう備蓄数を増加した。

〖継続実施〗
・土のう、ブルーシート、救助用ボートなどの
水防資機材を、消防署内の水防倉庫に配備し
ている。
・救助用ボートの増備などを予定している。
〖H28〗
・救助用ボートを増備した。
〖H29～〗
・土のう、ブルーシート等を購入した。

〖継続実施〗
・土のう袋、ロープ、救助用ボート、交通規制
看板等を邑楽消防署や町で配備している。
〖H30〗
・邑楽消防署にて土のう作成用の塩ビ管を購
入。水防団用ライフジャケット（61着）・ヘルメッ
ト（52個）を購入。
〖R1〗
・防災倉庫を2基設置した。
・土のう袋と砂を購入した。
〖R2〗
・ブルーシートを購入した。
〖R3〗
・邑楽消防署にて、土のう用のトン袋・川砂・パ
レットを購入した。

〖継続実施〗
・水防倉庫の配置計画を立てている。
〖H28～R2〗
・資機材の配備はなし。
〖H29〗
・利根川流域では検討できていない。
〖R3〗
・市全域での配備を検討。

〖継続実施〗
・福川河川防災ステーションと水防倉庫３箇所
に資機材を配備済み。
〖H28.H30〗
・資機材の補充なし。
〖H29〗
・土のう300袋を補充。
〖R1〗
・発電機修理を実施。
〖R2〗
・資機材配備済み。
〖R3〗
・資機材配備済み。

〖継続実施〗
・今後、配備について検討を進める。
〖R3〗
・未実施のため回答なし

〖継続実施〗
・水防倉庫３箇所に水防資機材を配備してい
る。
・堤防拡張工事により令和3年度に水防倉庫１
カ所を撤去。
〖H28～〗
・土のう袋等の配備。

〖継続実施〗
・平成29年度までの５ヶ年計画で必要資材を
水防倉庫に備蓄している。
・水防倉庫統廃合計画に基づき、大越水防倉
庫を建築した。
〖H30～〗
・消耗品の補充を随時実施。

・水防資機材の現況調査を実施。 〖継続実施〗
・館林地区消防組合において水防資機材の整
備を行っている。

・役場敷地内に防災倉庫を設置し、資機材も
配備する。

・備蓄土のうの整理。 ・土のう、ブルーシート等を購入した。 ・邑楽消防署にて、土のう用のトン袋・川砂・パ
レットを購入した。

・市全域での配備を検討。 ・大里郡利根川水害予防組合（水防管理団
体）で水防団（消防団）の救命胴衣を購入し
た。

・未実施のため回答なし。 継続。 ・継続実施中

・群馬県減災対策協議会地域部会において、
水防資機材の配備基準を定め備蓄計画を策
定していく。

・引き続き、館林地区消防組合において水防
資機材の整備を進める。

国が示している水防資機材を引き続き配備し
ていく。

・水害時に緊急避難場所、避難所となる施設
へ、防災資機材を配備。

・水防資機材の充実を図るため、関係機関と
協議しながら不足する資機材を購入、補充し
ていく。

・引き続き土のう、ブルーシート等を計画的に
購入していく。

・今後も資機材の整備を継続していく。 ・継続して水防倉庫の配置を検討。 ・福川河川防災ステーションと水防倉庫３箇所
の資機材の更新等に務める。

・継続していく

〖継続実施〗
・非常用発電設備耐水対策の検討する。
・小型発電機の備蓄を検討する。
〖H28〗
・市庁舎、災害拠点病院ともに浸水想定区域
外。

〖継続実施〗
・対象施設：館林市役所庁舎（浸水想定区域
0.5ｍ以上～1.0ｍ未満）
・非常用電源の耐水性が確保できていない。
・非常用発電設備耐水対策の検討。【平成28
年度～】
・小型発電機の備蓄検討。【平成28年度～】
〖H29〗
・小型発電機及び燃料の備蓄を行った。
〖H30〗
・庁舎に止水版を配備した。
〖R2〗
・非常用発電設備の燃料タンク増設の検討
（設計）。
〖R3〗
・非常用発電設備の燃料タンク増設工事を実
施。

〖継続実施〗
・浸水時においても災害対応を継続するた
め、災害対策室を上の階に置く、非常用電源
を確保する、浸水しない高さへの自家発電装
置を移転する等の対策を検討する。
〖R1〗
・庁舎の自家発電機を浸水深より高い位置へ
設置した。
〖R3〗
・庁舎１Ｆに防水板が設置できるように改修し
た。

〖継続実施〗
・対象施設：中央公民館、北小学校、東小学
校
・施設の屋上に太陽光発電・蓄電設備を設置
している。【平成27年度】
・対象施設：板倉町役場庁舎
・庁舎建設に併せ、屋上に自家発電設備を設
置した。【平成30年度】
〖H28～H29〗
・庁舎建設中。

〖継続実施〗
・対象施設：明和町役場庁舎
・自家発電装置の耐水化を行う。
〖H30～R2〗
・地下にある燃料を、屋上の自家発電装置へ
送るためのポンプについて、洪水対策工事を
実施した。
〖R3〗
・明和メディカルセンタービル完成に伴い、代
替施設の見直しを行った。

〖継続実施〗
・役場庁舎自体が周辺の土地より高くなって
いるため、ある程度の浸水には対応できる。
〖R3〗
・役場庁舎の想定される 大浸水深に対応で
きる、自家発電装置等の耐水化を進めるため
検討中である。

〖継続実施〗
・非常用発電設備耐水対策の検討する。
・小型発電機の備蓄を検討する。
〖H28～〗
・非常用発電設備の耐水対策を検討した。

〖継続実施〗
・町庁舎は自家発電設備を備えている。現在
の被害想定では、盛り土された場所に建設さ
れているため、浸水被害はないと考える。
・浸水想定を考慮しながら、随時耐水性を検
討していく。

〖継続実施〗
・利根川の洪水浸水想定区域図において、本
市の災害対策本部等を設置する庁舎や、災
害拠点病院は浸水想定区域外となっている。
〖R3〗
・利根川の洪水浸水想定区域図において、本
市の災害対策本部等を設置する庁舎や、災
害拠点病院は浸水想定区域外となっているた
め、特段の取組はなし。

〖継続実施〗
・対象施設：熊谷市役所本庁舎
・災害対策本部を設置する熊谷市役所本庁舎
は、0.5～1.0ｍの荒川浸水想定区域に位置し
ているため、市役所本庁舎の地下に設置して
いた自家発電装置を撤去し、屋上に新設し
た。
〖R3〗
・必要に応じて見直しを行った。

〖継続実施〗
・災害対策本部設置想定場所の鳩ヶ谷庁舎
は自家発電装置を屋上に設置している。
・第１本庁舎（災害対策本部設置棟）について
も対応済み。
〖R3〗
・実施済のため回答なし

〖継続実施〗
・地上に嵩上げし設置してある自家発電装置
について、現在の想定浸水深では水没する恐
れがあるため、さらなる対策の検討に努める。

〖継続実施〗
・各庁舎及び避難所等の災害活動拠点にお
いては、２・３階以上に非常用電源を確保して
いる。非常用電源は、主に稼働式の発電機を
数台と、燃料として、当面の間、運転できる分
のエンジンオイルとガソリンを備えている。
〖R2〗
・市庁舎における非常電源設備設置の設計。
〖R3〗
・市庁舎における非常電源設備設置の工事実
施中。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

6
河川防災ステーションや
水防拠点の整備

・河川防災ステーションや、緊急避難場
所としても活用できる水防拠点の整備

・協議会等の場を活用して、整備した河
川防災ステーションについて、関係機
関と情報を共有し市町村等の円滑な水
防活動等、活用方策を検討・調整。

7
水防活動を支援するため
の水防資機材等の配備

・水防活動を支援するための水防資機
材等の配備

8
庁舎、災害拠点病院や自
家発電装置等の耐水化

・浸水時においても災害対応を継続す
るための施設の整備及び自家発電装
置等の耐水化

【鉄道事業者】
・利根川等の大規模氾濫により駅舎が
浸水した際に、停電や浸水被害を 小
化するための施設や発電機等の設備
の耐水化や浸水回避の措置を推進す
る。

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・上新郷地区河川防災ステーションが整備
済。

〖継続実施〗
・下高島地区水防拠点（避難地盛土）を整備
中。
〖H29～R2〗
・下高島避難地型防災拠点（前年度まで下高
島地区水防拠点として整備、完成において現
名称に変更）を整備済み。
〖R3〗
・下高島避難地型防災拠点の維持管理

〖継続実施〗
・上新郷地区河川防災ステーションが整備
済。

・下高島避難地型防災拠点の維持管理

・上記のとおり 〖継続実施〗
・下高島避難地型防災拠点の維持管理

〖R1～R2〗
・河川防災ステーションがないため実施しな
い。
〖R3〗
・実施なし

・取組なし 〖R3〗
特になし

〖R1～〗
・協議会の場を活用し、取組事例の情報収集
を行う。

〖R3〗
取り組みなし

― 〖R1～〗
・関係部署と調整し検討予定。

・実施予定無し ―

〖R4〗
・実施なし

・取組なし 特になし ・協議会の場を活用し、取組事例の情報収集
を行う。

未実施。 〖R４〗
取り組みなし - 継続して関係部署と検討予定。 ・実施予定無し ―

河川防災ステーションがないため実施しない。 ・取組の予定なし ・収集した取組事例を踏まえ、活用方策を検
討する。 - 継続して関係部署と検討予定。 ・実施予定無し ―

〖継続実施〗
・市内3箇所に水防資器材を収納する水防小
屋を設けている。
・本庄市と上里町で構成される坂東上流水害
予防組合で土のう袋や水防工法などで使用
する資材を備蓄している。
・市でも土のう袋や発電機、水中ポンプなどを
配備している。
・備蓄している水防資機材等には一部老朽化
しているものもあるので、随時更新する。【平
成28年度～】
・新たな資機材の必要性を確認し、装備の充
実を図る。【平成28年度～】
〖H30～R1〗
・土のう袋を補充した。
〖R2〗
・資機材、消耗品等の補充を実施。
〖R3〗
・資機材、消耗品等の補充を実施

〖継続実施〗
・土のう、トラロープ、シート、スコップ等を水防
倉庫に保管している。
・年に一度点検している。

〖継続実施〗
・加須市・羽生市水防事務組合の水防資機材
備蓄計画に基づき、各水防倉庫に配備してい
る。

〖継続実施〗
・水防倉庫を設置して水防資機材を配備して
いる。

〖継続実施〗
・防災倉庫に水防資機材を配備。

〖継続実施〗
・今後、配備について検討を進める。
〖R1～〗
・市防災部局にて土のう袋を備蓄。
〖R2～〗
・ポンプを貸与をしている。

〖継続実施〗
・必要資機材は防災備蓄倉庫等に備蓄。
・適宜水防資機材の更新及び適切な管理を行
う。
〖H28〗
・関係課と情報共有を実施。
〖R3〗
・必要な水防資機材の更新及び点検等を実施
した。

〖継続実施〗
・水防資機材等については、２箇所に配備して
いる。
・適宜、水防資機材の更新及び適切な管理を
行う。

〖継続実施〗
・大雨時、市民から土嚢や排水ポンプの設置
要望を受けた際、迅速に対応できるよう常備
している。
・台風、ゲリラ豪雨時に市民から土嚢及び排
水ポンプの設置要望を受けた際、迅速な対応
を心掛け、被害を 小限に抑えられるように
する。
〖H29～〗
・上述の内容を継続して実施している。また、
新たに水防用資機材として土のうパネルを購
入した。

〖継続実施〗
・久喜市を含む５市町で組織される水防事務
組合（利根川栗橋流域水防事務組合）で水防
資機材を保有している。

〖継続実施〗
・定期的に土嚢を作成し、資機材置場に配
備。
・水防団を兼ねる消防団に救命胴衣等を配
備。

〖継続実施〗
・土のう、ブルーシートを保管している。定期的
に土のうを作成し、計画的に管理している。
〖H30～R2〗
・水防災資機材倉庫を設置している。
〖R3〗
・維持管理に努めた。

〖継続実施〗
・水防団が利用しやすいように資機材の配置
計画を立てている。
・資機材の充実を図る。（毎年度）
・適宜、水防資機材の更新及び適切な管理を
行っていく。

〖継続実施〗
・市内3箇所に水防資器材を収納する水防小
屋を設けている。
・本庄市と上里町で構成される坂東上流水害
予防組合で土のう袋や水防工法などで使用
する資材を備蓄している。
・市でも土のう袋や発電機、水中ポンプなどを
配備している。
・備蓄している水防資機材等には一部老朽化
しているものもあるので、随時更新する。【平
成28年度～】
・新たな資機材の必要性を確認し、装備の充
実を図る。【平成28年度～】
〖R4〗
・特に実施なし。

〖継続実施〗
・土のう、トラロープ、シート、スコップ等を水防
倉庫に保管している。
・年に一度点検している。

〖継続実施〗
・加須市・羽生市水防事務組合の水防資機材
備蓄計画に基づき、各水防倉庫に配備してい
る。

〖継続実施〗
・水防倉庫を設置して水防資機材を配備して
いる。

・防災倉庫に水防資機材を配備。 引き続き市防災部局にて土のう袋を備蓄した
り、ポンプを貸与したりしている。

〖R４〗
・必要な水防資機材の更新及び点検等を実施
した。

・適宜、水防資機材の更新及び適切な管理を
行う。

上記内容を継続して実施。 〖継続実施〗
・久喜市を含む５市町で組織される水防事務
組合（利根川栗橋流域水防事務組合）で水防
資機材を保有している。

〖継続実施〗
・定期的に土嚢を作成し、資機材置場に配
備。
・水防団を兼ねる消防団に救命胴衣等を配
備。

・消防署に新たに土のう置場を新設した。 ・水防団が利用しやすいように資機材の配置
計画を立てている。
・資機材の充実を図る。（毎年度）
・適宜、水防資機材の更新及び適切な管理を
行っていく。

・引き続き、資機材、消耗品等の補充を実施 上記を継続して実施 ・上記のとおり 〖継続実施〗
・防災倉庫に水防資機材を配備

引き続き、水害に備えて必要な水防資材の数
量確認や更新、点検を行う。

・継続して実施 令和5年度当初予算で、止水板設置工事補助
金（50万円×3件）を新設予定。

・継続して実施 ・継続して、土のうを作成し、管理する。
・水防災資機材倉庫の維持管理に努める。

継続して実施。

〖継続実施〗
・本庁舎は浸水想定区域に含まれていない。
〖R3〗
・実施なし

〖継続実施〗
・対象施設：本庁舎、別館
・可搬型の発電機を用意してある。
・また、市役所本庁舎建て替えを予定してお
り、新庁舎において、防災機能の整備を検討
する。
〖H28～〗
・発電機の点検・整備を行った。

〖継続実施〗
・対象施設：羽生市役所庁舎
・浸水想定区域にあり、また多くの情報通信設
備が、耐水性能を有していない為、浸水により
機器が使用不能とならないよう、水害に備え、
床から 低限の高さを確保し設置している。ま
た、自家発電設備については、屋上に設置し
ている。
〖R3〗
・新規の取り組みはなし。

〖継続実施〗
・対象施設：鴻巣市役所新館･本庁舎
・鴻巣市役所の庁舎が浸水想定区域にある
が、基礎をあげているため、浸水はしないと想
定される。
・防災行政無線（同報系）の自家発電装置も
同様に浸水しないと想定されている。
〖H29～R2〗
・対象施設：鴻巣市役所新館
・浸水想定区域にあるが、基礎をあげている
ため、浸水はしないと想定される。

〖R2～〗
・市役所本庁舎建て替えにより、浸水しない高
さに自家発電装置を設置済。

〖継続実施〗
・上尾市役所は浸水想定区域外のため対象
なし。

〖継続実施〗
・市役所本庁舎西棟屋上階に設備がある。
・その他庁舎等の自家発電設備等の耐水化
について検討していく。
〖H28〗
・庁舎等の自家発設備について、耐水化を確
認。
〖H29～R2〗
・新庁舎建設に向け、浸水に耐えうる施設整
備等について、関係課と協議を行った。
〖R3〗
・新庁舎建設については、１階床レベルの嵩
上げや出入口に防潮板を設置し、要機器につ
いては、２階以上に設置する計画となってい
る。

〖継続実施〗
・対象施設：本庁舎、第二庁舎、第三庁舎
・各庁舎ごとに非常用発電設備を設けてい
る。
・庁舎敷地内は浸水想定区域内に入っていな
い。
・非常用発電設備に関して、本庁舎、第二庁
舎、第三庁舎は、屋上に設置しているため浸
水の恐れなし。
〖H28～H30〗
・平成29年度の現本庁舎の一部解体から開
始となる新本庁舎建設工事に向けて、平成28
年度に基本計画、平成29年度に基本設計、平
成30年度に詳細設計を実施。
〖R1〗
・令和元年度（2019年度）から令和2年度
（2020年度）までの2か年を工期とする「越谷市
役所新本庁舎建設工事」を実施。
・新本庁舎は免震構造とし、非常用発電設備
は屋上に設置する。
【～令和2年度】
〖R2〗
・令和元年度（2019年度）から令和2年度
（2020年度）までの2か年を工期とする「越谷市
役所新本庁舎建設工事」を実施。
・新本庁舎は免震構造とし、非常用発電設備
は屋上に設置。【～令和2年度】

〖継続実施〗
・庁舎は浸水区域外。
〖H30〗
・５月に新庁舎へ移転を完了した。

〖継続実施〗
・本庁舎敷地内の自家発電装置について、ハ
ザードマップの浸水想定を考慮の上、周りの
地面より高い場所へ設置している。

〖継続実施〗
・浸水区域に対象施設なし。

〖継続実施〗
・災害対策本部の代替施設として、八潮消防
署、八潮メセナ、やしお生涯楽習館を位置付
けている。
〖H28〗
・「建替えにより耐震化を図る」庁舎耐震化方
針を策定した。
〖H29〗
・八潮市公共施設マネジメントアクションプラン
を策定し、特に優先して取り組むべき事業で
あるリーディングプロジェクトの一つとして「庁
舎再整備・複合化・質向上プロジェクト」が位
置付けられた。
〖H30～R1〗
・市庁舎の代替施設として、駅前出張所、八潮
メセナ・アネックス、やしお生涯楽習館、八潮メ
セナを位置付けた。
・新庁舎の建設に向け、八潮市庁舎建設基構
想の策定を実施した。
〖R1～R2〗
・新庁舎の建設に向け、基本設計の策定を実
施した。
〖R3〗
・新庁舎の建設に向け、実施設計の策定を実
施し、着工した。

〖継続実施〗
・令和元年度までは、危機管理防災課が消
防・防災総合庁舎（消防本部）3階に所在して
いたため、災害対策本部の設置場所を消防・
防災総合庁舎（消防本部）としていたが、令和
2年度に危機管理防災課が市役所本庁舎5階
に移転したため、災害対策本部の設置場所を
市役所本庁舎とし、代替施設を消防・防災総
合庁舎（消防本部）とするように地域防災計画
に位置づけることとした。なお、両施設ともに
浸水想定区域に位置しているが、本部事務室
や自家発電装置は想定浸水深よりも上階に
あるため、浸水時の災害対応の継続に支障
はなし。
〖R3〗
・令和元年度までの災害対策本部の設置場
所となる消防・防災総合庁舎と異なり、市役所
本庁舎の事務室ではスペースに限りがあるた
め、非常体制が発令され、関係機関からの応
援の受入れが必要となった場合に備えて、本
部事務室を市役所本庁舎7階大会議室に設
置するよう地域防災計画の改訂を行った。
（R2～R3）
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

6
河川防災ステーションや
水防拠点の整備

・河川防災ステーションや、緊急避難場
所としても活用できる水防拠点の整備

・協議会等の場を活用して、整備した河
川防災ステーションについて、関係機
関と情報を共有し市町村等の円滑な水
防活動等、活用方策を検討・調整。

7
水防活動を支援するため
の水防資機材等の配備

・水防活動を支援するための水防資機
材等の配備

8
庁舎、災害拠点病院や自
家発電装置等の耐水化

・浸水時においても災害対応を継続す
るための施設の整備及び自家発電装
置等の耐水化

【鉄道事業者】
・利根川等の大規模氾濫により駅舎が
浸水した際に、停電や浸水被害を 小
化するための施設や発電機等の設備
の耐水化や浸水回避の措置を推進す
る。

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・河川事務所と協力して、河川防災ステーショ
ンの整備を行っている。
〖R2〗
・整備済み。
〖R3〗
・今後の取り組みや活用内容を検討。

災害時水防活動等の拠点基地として活用す
るべく、態勢の強化を図る。

・国、庁内関係部署、関係自治会と調整を行っ
ている。

・整備予定なし ・対象となる施設がない。 〖R2～〗
・活用方策を検討。

〖R1〗
・水防活動等、活用方策を検討する。
〖R3〗
・実施なし

目吹地区防災ステーションにて、千葉県警の
ヘリコプター離着陸を中心とした要救助者を救
助する水防対策救出救助訓練を関係機関と
協同で実施。

・河川防災ステーションや水防拠点の設置
は，現在検討していない。

・国、庁内関係部署、関係自治会と調整を行っ
ている。
・検討委員会を発足し、活用方策を調整してい
る。

・整備予定なし ・対象となる施設がないため、実施していな
い。

・未実施 ・活用方策を検討。 ・実施なし 目吹地区防災ステーションにて野田市消防署
と野田警察署の合同で特殊災害対応訓練を
実施。

・河川防災ステーションや水防拠点の設置
は，現在検討していない。

・関係機関と協議を行った。

国、庁内関係部署、関係自治会と調整を行
い、水防センター設置に向けた検討会や工事
等の発注を行っていく。

・整備予定なし ・対象となる施設がないため実施しない。 ・防災教育の一環として河川防災ステーション
の見学を検討。

・先行自治体等の調査する。 実施予定なし 市において活用方策を検討。 必要であれば検討していく。 ・関係機関と協議を予定する。 他市の取り組みなどを調査・研究する。

〖継続実施〗
・平成29年度に、水防活動資器材（ライフジャ
ケット等）を各水防団へ配備する。
〖R2〗
・水防活動に従事する職員に対してのライフ
ジャケットの整備について検討。次年度、配備
予定。
〖R3〗
・水防活動に従事する市職員用にライフジャ
ケット３０着を購入した。

〖継続実施〗
・利根川栗橋流域水防事務組合により、各水
防倉庫に資機材を配備している。
〖H28～〗
・利根川栗橋流域水防事務組合において、資
機材の適切な管理を行った。

〖継続実施〗
・水防団が利用しやすいように資機材の配置
計画を立てている。
〖H28～〗
・水防活動に従事する職員が利用しやすいよ
うに資機材等の購入、保守点検等や防災倉
庫内の整理を実施。

〖継続実施〗
・土のう、ブルーシート等を備蓄している。土の
うは、一定数を確保するように管理している。
〖R3〗
・なし

〖継続実施〗
・水防資機材の配備について検討を進める。
（R1～）

〖継続実施〗
・資機材の充実を図る。
〖R1〗
・継続して実施。
〖R2〗
・町内2箇所の水防小屋に杭、スコップ、土の
う袋などの備蓄をしており、管理、補充してい
る。
・消防団（水防団）にライフジャケットを配備し
た。
〖R3〗
・町内2箇所の水防小屋の備蓄品を確認し、リ
ストを作成。

〖継続実施〗
・各担当課において継続して資機材の購入を
行っている。

〖継続実施〗
・町内３箇所の水防倉庫に水防資機材を配備
している。（利根川栗橋流域水防事務組合）
・利根川栗橋流域水防事務組合において、資
機材の適切な管理を行っている。

〖継続実施〗
・水防団が利用しやすいよう、資機材の充実
を図る。
・水防倉庫内の資機材について、適切な管理
を行っている。
〖R3〗
・整備済

〖継続実施〗
・市内に６箇所水防倉庫を設置しており、土の
うや縄などの水防資機材を配備している。
・適宜、水防資機材の更新及び適切な管理を
行う。

〖継続実施〗
・安全帯，ライフジャケット等安全装備資機材
を配置済みで継続して管理している。

〖継続実施〗
・土のう置き場：排水機場、下花輪資材
・置き場、各消防署等
・水防資機材：西平井水防倉庫
・適宜、水防資機材の更新及び適切な管理を
行う。【H28～】
〖R3〗
・配備済みであるため、引き続き維持管理を
行った。

〖継続実施〗
・我孫子市水防計画に基づき配備済みであ
る。
・市内に4箇所水防倉庫を設置しており、土の
う、縄、シート等を保管している。
〖H28〗
・土のう等を購入し、資機材の充実を図った。
〖H29～〗
・水防倉庫等に土嚢袋やロープ、シート等の
水防資機材を備蓄している。

整備完了済み。適宜、必要な水防資機材を配
備していく。

利根川栗橋流域水防事務組合において、資
機材の適切な管理を行った。

水防活動に従事する職員が利用しやすいよう
に資機材等の購入、保守点検等や防災倉庫
内の整理を実施した。

市内一部公園に設置された土のうステーショ
ン内の土のうが傷でいる袋に新たな袋に入替
えを行った。

〖継続実施〗
・水防資機材の配備について検討を進める。
（R1～）

・町内2箇所の水防小屋の備蓄品の管理を継
続して実施している。
・土嚢の作成及び保管を行った。

〖継続実施〗
・各担当課において継続して資機材の購入を
行っている。

・町内３箇所の水防倉庫に水防資機材を配備
している。（利根川栗橋流域水防事務組合）
・利根川栗橋流域水防事務組合において、資
機材の適切な管理を行っている。

・整備済 〖継続実施〗
・市内に６箇所水防倉庫を設置しており、土の
うや縄などの水防資機材を配備している。
・適宜、水防資機材の更新及び適切な管理を
行う。

〖継続実施〗
・安全帯，ライフジャケット等安全装備資機材
を配置済みで継続して管理している。

・配備済みであるため、引き続き維持管理を
行った。

〖継続実施〗
・我孫子市水防計画に基づき配備済みであ
る。
・市内に4箇所水防倉庫を設置しており、土の
う、縄、シート等を保管している。
〖H28〗
・土のう等を購入し、資機材の充実を図った。
〖H29～〗
・水防倉庫等に土嚢袋やロープ、シート等の
水防資機材を備蓄している。

適宜、必要な水防資機材を配備していく。 継続して実施。 水防活動に従事する職員が利用しやすいよう
に資機材等の購入、保守点検等や防災倉庫
内の整理を実施していく。

適宜土のう作成を行い、職員に対し、水防に
関する意識づけを行う。

・今後、配備について検討を進める。 ・継続して管理・補充等を行う。 ・引き続き資機材の購入を行う ・町内３箇所の水防倉庫に水防資機材を配備
している。（利根川栗橋流域水防事務組合）
・利根川栗橋流域水防事務組合において、資
機材の適切な管理を行っている。

必要に応じて水防資器材の見直しを実施す
る。

〖継続実施〗
・市内に６箇所水防倉庫を設置しており、土の
うや縄などの水防資機材を配備している。
・適宜、水防資機材の更新及び適切な管理を
行う。

・安全帯，ライフジャケット等安全装備資機材
を配置済みで継続して管理している。

・配備済みであるため、引き続き維持管理を
行う。
・老朽化した可動式排水ポンプの更新を予定
する。

〖継続実施〗
・対象施設：蓮田市役所庁舎
・庁舎は浸水想定区域から離れている。また、
非常用の発電機は庁舎の屋上に設置されて
いる。

〖継続実施〗
・災害対策室の自家発電装置は想定浸水深
より高い位置に設置。
〖H28〗
・災害対策室の自家発電装置は、想定浸水深
より高い位置に設置してある。
〖H30～〗
・実施済。

〖継続実施〗
・庁舎移転に伴い自家発電装置の耐水化を実
施【平成３０年度】。
〖H28〗
・可搬式の発動発電機を購入した。
〖H30〗
・庁舎移転に伴い自家発電装置の耐水化を実
施。
〖R3〗
・災害時に非常用電源を確保するため、ポー
タブルバッテリー（蓄電池）等を避難所分（19
個）購入した。

〖継続実施〗
・市役所庁舎に隣接する土地に建設中の生涯
学習施設の屋上に72時間使用可能な非常用
発電設備を備ている
〖R3〗
・地域防災計画の改訂に伴い、防災拠点の代
替施設としてこもれびの森（生涯学習施設）を
明記した。

〖継続実施〗
・防災行政無線デジタル化改修工事により、
親局設備に自家発電装置を設置。浸水想定
区域外ではあるが、万が一を考え基礎を高く
設けた。
〖R3〗
・整備が完了しているため特に取組なし

〖継続実施〗
・対象施設：上里町役場庁舎
・浸水想定区域にあるが、地盤もが高い位置
にあるため、浸水はしないと想定される。
〖H30〗
・他河川の浸水想定地域内にあるため、代替
施設の検討をする。
〖R1〗
・災害対応は庁舎２階以上で行う。
・自家発電装置は屋上にあり問題ない。
・代替施設は引き続き検討。
〖R2〗
・自家発電７２時間対応のための燃料タンク増
設工事完了。
〖R3〗
・特になし

〖継続実施〗
・防災行政無線デジタル化工事に伴い非常発
電装置についても整備予定。
〖H28〗
・防災行政無線デジタル化工事に伴い非常発
電装置を設置中。
〖H29〗
・非常発電装置を設置した。
〖H30〗
・非常発電装置の高架化を実施。
〖R3〗
・今年度の実施無し

〖継続実施〗
・役場庁舎及び代替庁舎となる「すぎとピア」
には、自家発電が整備済みである。

〖継続実施〗
・浸水時においても災害対応を継続するた
め、災害対策室を上の階に置く、非常用電源
を確保する、浸水しない高さへの自家発電装
置を移転する等の対策を検討する。
〖R1～R2〗
・引き続き、浸水時の自家発電装置の整備に
ついて検討する。現行は可搬式発電機等によ
り対応する。
〖R3〗
・非常用発電機の導入に向けて、設計業務を
実施。

〖継続実施〗
・対象施設：野田市役所庁舎
・浸水想定区域から離れており浸水の想定は
していないが、今後必要性、重要性が生じた
場合には柔軟に対応する。

〖継続実施〗
・災害対策本部となる市役所庁舎は，浸水想
定区域から離れており，利根川からの浸水は
想定していないが，水害対策等必要であれば
検討していくこととした。

〖継続実施〗
・必要性、重要性に応じて柔軟に対応する。
【R2】次期総合計画（R2～）への位置付けを検
討。
・浸水区域内に災害対応拠点施設が存在しな
いため、必要に応じて検討していく。
・庁舎は浸水想定区域外かつ５階に位置して
いるため、特段対策はないが、その他施設に
ついては、必要に応じて判断する。

〖継続実施〗
・市庁舎や指定避難所は、洪水時に安全性が
確保される箇所に位置している。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

6
河川防災ステーションや
水防拠点の整備

・河川防災ステーションや、緊急避難場
所としても活用できる水防拠点の整備

・協議会等の場を活用して、整備した河
川防災ステーションについて、関係機
関と情報を共有し市町村等の円滑な水
防活動等、活用方策を検討・調整。

7
水防活動を支援するため
の水防資機材等の配備

・水防活動を支援するための水防資機
材等の配備

8
庁舎、災害拠点病院や自
家発電装置等の耐水化

・浸水時においても災害対応を継続す
るための施設の整備及び自家発電装
置等の耐水化

【鉄道事業者】
・利根川等の大規模氾濫により駅舎が
浸水した際に、停電や浸水被害を 小
化するための施設や発電機等の設備
の耐水化や浸水回避の措置を推進す
る。

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖R1～〗
・区域外を流れる河川のため、具体的な活用
は検討していない。

〖R1〗
葛飾区奥戸総合スポーツセンター船着場を新
たに設置した。
〖R2～〗
・活用方法を検討した。

〖R1〗
・活用方策の検討。
〖R2～〗
・河川防災ステーションの整備計画案につい
て関係機関と情報を共有。

〖R3〗
・国の河川防災ステーションに係る取組であ
り、対象は市町。
・栃木県は対象外に変更。

〖R3〗
・河川防災ステーション整備計画の登録申請
についての通知文を市町村に発出

〖R1～R2〗
・協議会等の場を活用して、整備した河川防
災ステーションについて、関係機関と情報を共
有し市町村等の円滑な水防活動等、活用方
策を検討・調整予定。

〖R1～R2〗
・国の減災協議会に参加し、河川防災ステー
ションについて、情報共有を行った。
〖R3〗
・国の減災協議会等に参加し、河川防災ス
テーションについて、情報共有を行った。

〖R4〗
自治町会を対象とした地域別防災会議のなか
で、ゴムボートを使用した実働訓練（救助活
動・物資支援等）を実施予定。

- ・実施なし ・国の減災協議会等に参加し、河川防災ス
テーションについて、情報共有を行った。

・区域外を流れる河川のため、具体的な活用
は検討していない。

区域外を流れる河川のため、具体的な活用の
検討は行わない。

既存施設が整備済みのため取組予定なし 利根川上流河川事務所管理区間において、
千葉県が管理する河川がないこと、河川防災
ステーションの整備は直轄で行っているため、
今年度から対象外とする。

・国の減災協議会等に参加し、河川防災ス
テーションについて、情報共有を行っていく。

〖継続実施〗
・東京都水防計画の資材標準備蓄品目を参
考に資機材を保管している。
・水防資機材の更新及び適切な管理を行って
いる。
〖H28〗
・救命胴衣などの水防資器材を新規で配備し
た。
〖H29〗
・軽量型止水板などの水防資器材を新規で配
備。
〖R2〗
・土のうステーションを７→１２箇所に拡充し、
土のう配布施設を２箇所に拡充した。
〖R3〗
・大型ポンプ導入に向けた検討を実施した。
・土のうステーションを１２箇所から１５箇所に
拡充した。
・区保有土のうを１００００袋以上確保した。

〖継続実施〗
・消防団に１２艇ゴムボートを貸与している。

〖継続実施〗
・水防資機材は区内の資材倉庫に分散して配
備、管理している。
〖H28～R1〗
・区民がいつでも自由に土のうを取り出せる置
場（土のうステーション）を増設。（全42箇所）
・災害救助用ボートを消防団全26分団に配
備。
〖R2〗
・資機材の維持管理について方針を見直し。
〖R3〗
・区民がいつでも自由に土のうを取り出せる置
場（土のうステーション）を増設。（全43箇所）

〖継続実施〗
・水防資機材の充実を図る(予定)。
・新技術を活用した水防資機材による配備充
実を検討する(予定)。
〖H28～H30〗
・各出先事務所へ新技術（水のう）を配備し，
活動時の資器材充実を図った。
〖R3〗
・各出先機関への配備を実施している。

〖継続実施〗
・栃木県地域防災計画及び栃木県水防計画
に基づき、水防活動を支援するための水防資
機材等を配備し、市町の備蓄体制を補完す
る。
・地域防災計画に基づく水防資材の備蓄を毎
年行っている。
〖H29～R2〗
・必要な水防資機材等を配備するとともに、適
切に管理した。
〖R3〗
・栃木県地域防災計画及び栃木県水防計画
に基づき、必要な水防資機材等を配備すると
ともに、適切に管理した。

〖継続実施〗
・県内１２土木事務所に水防倉庫を設置し、資
機材の整備を図っている。
・水防計画に基づく水防資材の備蓄を毎年
行っている。
〖R3〗
・築堤材となる土砂備蓄計画に着手。

〖継続実施〗
・県内に県管理水防倉庫を17箇所設置し、資
機材の整備を図っている。
・水防計画に基づき。水防資材の補充を随時
行っている。
・17箇所ある県水防倉庫の資機材の整備を
図っている。
〖H30～R2〗
・県管理河川における重要水防箇所共同点検
において、水防資器材についても点検した。

〖継続実施〗
・水防活動を支援するため、水防資機材等を
水防倉庫等に保管、出水期前に在庫確認し
補充する。
〖H28～〗
・水防活動等で使用した水防資材を補充

〖継続実施〗
・水防資機材倉庫等に土のう袋や水のう袋、
ショベル、ツルハシ、一輪車等を配備してい
る。
・各事務所に移動式排水ポンプ車を配備して
いる。

〖継続実施〗
・利根導水総合事業所に、ポンプ車1台、ク
レーン付トラック1台、ポンプパッケージ・発動
機2組を配備
〖H30～〗
・実施済み

・大型止水板導入に向けた検討を実施した。
・土のうステーションを１５箇所から１６箇所に
拡充した。

・地域別地域防災会議にて、自治町会向けに
ゴムボートを活用したワークショップ実施する
予定。

・区民がいつでも自由に土のうを取り出せる置
場（土のうステーション）を増設。（全46箇所）

・各出先事務所に水防資機材を配備した。 ・栃木県地域防災計画及び栃木県水防計画
に基づき、必要な水防資機材等を配備すると
ともに、適切に管理した。

・築堤材となる土砂備蓄計画に着手。 ・17箇所ある県水防倉庫の資機材の整備を
図っている。
・水防計画に基づき。水防資材の補充を随時
行っている。

・水防活動を支援するため、水防資機材等の
在庫確認を出水期前に実施し補充を行った。

・水防資機材倉庫等に土のう袋や水のう袋、
ショベル、ツルハシ、一輪車等を配備してい
る。
・各事務所に移動式排水ポンプ車を配備して
いる。

・実施済み。

・各事務所の水防資機材等の状況に応じて対
応する。

・引き続き、計画に基づいた必要数量を維持
する。

・水防活動が必要な箇所の資機材量を算出
し、配備。

・17箇所ある県水防倉庫の資機材の整備を図
る。
・水防計画に基づき、水防資材の補充を随時
行う。

・毎年、水防活動を支援のため、水防資機材
等を水防倉庫等に保管、出水期前に在庫確
認を実施し補充行っていく。

・引続き、区市町村の行う水防活動に対して
効果的な援助・協力ができるよう水防倉庫及
び水防資機材等を整備していく。

・実施済み。

〖継続実施〗
・庁舎及び自家発電装置の耐水化について、
本庁舎の各入り口に、止水板が設置できる構
造となっている。
・また、浸水した場合に備えた排水ポンプは設
置済みである。
・災害拠点病院の耐水化については、把握し
ていない。
〖R1～R2〗
・浸水した場合に備えた排水ポンプを設置済
み。
〖R1～〗
・本庁舎の一部で改修計画を策定。非常用発
電の位置などを検討。

〖継続実施〗
・浸水時においても災害対応を継続するた
め、災害対策室を上の階に置く、非常用電源
を確保する、浸水しない高さへの自家発電装
置を移転する等の対策を検討する。

〖継続実施〗
・本庁舎については浸水深以上の２階に非常
用電源を確保。
・小中学校改築の際は体育館や防災倉庫を２
階に整備する等の対応を検討している。
・水害時の対応に配慮した学校改築を継続
中。

〖継続実施〗
・県庁舎は，浸水想定区域外にある。

〖継続実施〗
・災害対策本部を設置する本庁舎と出先総合
庁舎は浸水想定区域内にない。
・災害拠点病院は浸水想定区域内にない。
〖R3〗
・浸水想定区域内に対象施設がないため、取
組対象外に変更。

〖継続実施〗
・利根川の浸水想定においては、県庁舎（出
先の行政県税事務所含む）及び災害拠点病
院は浸水想定区域外である。

〖継続実施〗
・埼玉県本庁舎は、浸水想定区域外にある。

〖継続実施〗
・県庁舎について、浸水想定区域内にあり、庁
舎の自家発電装置の耐水化について検討し
ていく。
なお、水防機材等は浸水範囲外の上層階に
配置しており、各機材に非常用電源を配置し
ている。
〖R1～R2〗
・庁舎の非常電源の耐水化について、関係部
署と協議を実施
〖R3〗
・特に無し

〖継続実施〗
・都庁舎については、浸水想定区域外にあ
る。
〖R3〗
・災害拠点病院が行う自家発電設備の浸水対
策に必要な防水及び移設工事等に対して支
援を行っている。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

6
河川防災ステーションや
水防拠点の整備

・河川防災ステーションや、緊急避難場
所としても活用できる水防拠点の整備

・協議会等の場を活用して、整備した河
川防災ステーションについて、関係機
関と情報を共有し市町村等の円滑な水
防活動等、活用方策を検討・調整。

7
水防活動を支援するため
の水防資機材等の配備

・水防活動を支援するための水防資機
材等の配備

8
庁舎、災害拠点病院や自
家発電装置等の耐水化

・浸水時においても災害対応を継続す
るための施設の整備及び自家発電装
置等の耐水化

【鉄道事業者】
・利根川等の大規模氾濫により駅舎が
浸水した際に、停電や浸水被害を 小
化するための施設や発電機等の設備
の耐水化や浸水回避の措置を推進す
る。

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・河川防災ステーションや、緊急避難場所とし
て盛土を行う水防拠点の整備を実施する。
〖H28～H30〗
・河川防災ステーションの整備を実施する。
（継続実施）

〖継続実施〗
・出張所等に水防資機材等を備蓄
・水道用土砂を側帯及び水防拠点に備蓄
・新技術を活用した水防資機材に関する情報
の収集・紹介をする。
〖H29～H30〗
・実施済み

〖継続実施〗
・既に浸水から守るべき重要設備の洗出しを
実施済

〖継続実施〗
・各沿線自治体のハザードマップにより当社
設備への浸水被害状況の把握を進めている
〖R3〗
・ハザードマップにより把握した被害想定によ
り、適宜必要と判断した対策を実施している。
（●）

〖継続実施〗
・防水壁、防水扉の設置
・駅出入口の防水壁、防水扉の設置及びトン
ネル坑口の防水ゲート設置

〖継続実施〗
・浸水の予測にて事前に事業継続のための発
電機等を高所場所に移動する措置を推進す
る。
〖R3〗
・浸水の予測にて事前に事業継続のための発
電機等を高所場所に移動する措置について
再確認した。

〖継続実施〗
・全線で施設や発電機等の設備耐水化や浸
水回避の措置を実施していないため、社内で
検討する。
〖R3〗
・既存施設の耐水化や浸水回避の措置につ
いては、多くが現実的に難しい。
　今後施設・機器更新等の際に設置場所を含
め、検討していく。
　移動が可能な車両については、退避計画を
作成する。

〖継続実施〗
・地下駅の地上出入口には台風や大雨による
浸水を防止するため、止水板及び土のうを配
備済
・既存設備の設置継続

〖継続実施〗
・一部の地下駅においては、防水扉により駅
構内への浸水対策を施しているが、未実施の
地下駅等の対策は、社内での更なる検討。
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

令和4年度の
取組内容

古河庁舎、福祉の森などの浸水が想定される
庁舎での災害時の対応（公用車の避難や重
要書類の移動等）について、勤務する職員に
説明・訓練を実施。

- 〖継続実施〗
・災害対策本部設置場所となる取手市役所本
庁舎は、浸水想定区域外にある。また、平成
17年度より非常用電源を配備している

・取り組みなし。 〖継続実施〗
・庁舎は浸水想定区域ではあるが、かさ上げ
して建設しているため浸水対応済みである。
市役所の施設及び発電装置の耐水化は対応
済みである。
〖H29～R4〗
・災害対応のための代替施設を浸水想定区
域外に確保済。
・庁舎停電時の非常用発電機の稼働訓練を
実施。

施設管理担当者と調整した。引き続き検討に
当たるものとする。

・対象施設及び保有する発電器材・車両等の
点検・整備（継続）

消防本部、消防署庁舎整備を継続 庁舎自家発電装置の保守を行う。庁舎は、浸
水想定区域外である。

・市役所庁舎屋上に自家発電設備を設置済
み。

・本庁舎は浸水想定区域内にあるが、非常用
発電設備は耐水性が図られていないため、耐
水化等について検討を行う。なお、災害対応
を行う執務室は３階にあるため浸水しない。

今後の
取り組み方

令和4年度の取り組みを継続して実施。 市公共施設等総合管理計画に基づき継続実
施

〖継続実施〗
・災害対策本部設置場所となる取手市役所本
庁舎は、浸水想定区域外にある。また、平成
17年度より非常用電源を配備している

・今後，耐水化が必要になった場合等に検討
する。

・継続して実施。 公共施設等総合管理計画に関する協議等が
あった時、災害時に業務の継続が可能となる
計画の構築がなされるよう、調整を図る。

継続 ・消防本部、消防署庁舎整備の継続実施。 〖継続実施〗
・庁舎自家発電装置の保守

・継続して実施する。 ・継続して実施
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
― 整備済み従来施設の維持・運用 ・役場庁舎内に防災倉庫を設置し、発電機を5

台配備
・自家発電装置等の耐水化を実施するための
準備として、屋上への自家発電装置の設置準
備を実施した（屋上へ設置してあった空調設
備の撤去）。

・上記から変更なし ・取り組みなし。 〖継続実施〗
・利根川の洪水浸水想定区域図において、本
市の災害対策本部等を設置する庁舎や、災
害拠点病院は浸水想定区域外となっている。
〖R4〗
・利根川の洪水浸水想定区域図において、本
市の災害対策本部等を設置する庁舎や、災
害拠点病院は浸水想定区域外となっているた
め、特段の取組はなし。

必要に応じて見直しを行った。 ・実施済のため回答なし。 検討中。 ・市庁舎に非常電源設備を設置した。

・中小河川を含めた際、災害拠点病院は浸水
想定区域となるため、耐水対策の検討をして
いく。

整備済み従来施設の維持・運用 ・継続して実施 ・上記、継続実施。 ・引き続き非常用発電設備の耐水対策を検討
していく。

・これ以上取り組む予定なし。 利根川の洪水浸水想定区域図において、本
市の災害対策本部等を設置する庁舎や、災
害拠点病院は浸水想定区域外となっているた
め、特段の取組を行う予定なし。

必要に応じて見直しを行う。 検討中。 維持管理
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・本庁舎は浸水想定区域に含まれていない。
〖R4〗
・実施なし

〖継続実施〗
・庁舎新設工事中：完成予定Ｒ5.1
・可搬型の発電機を用意してある。
〖H28～〗
・発電機の点検・整備を行った。

・新規の取り組みはなし。 〖継続実施〗
・対象施設：鴻巣市役所新館･本庁舎
・鴻巣市役所の庁舎が浸水想定区域にある
が、新館は基礎をあげているため、浸水はし
ないと想定される。
・防災行政無線（同報系）の自家発電装置も
同様に浸水しないと想定されている。

・市役所本庁舎建て替えにより、浸水しない高
さに自家発電装置を設置済。

上尾市役所は浸水想定区域外のため対象な
し。

取組なし ― 上記内容を継続して実施。 〖継続実施〗
・本庁舎敷地内の自家発電装置について、ハ
ザードマップの浸水想定を考慮の上、周りの
地面より高い場所へ設置している。

〖継続実施〗
・浸水区域に対象施設なし。

新庁舎については、令和5年10月頃の竣工を
目指し、工事に着手。

市役所本庁舎の事務室ではスペースに限り
があるため、非常体制が発令され、関係機関
からの応援の受入れが必要となった場合に備
えて、本部事務室を市役所本庁舎7階大会議
室に設置するよう地域防災計画に定められて
いる。

・本庁舎は浸水想定区域に含まれていない。 新庁舎建て替え時に防災機能の増設、整備
を検討

・防災行政無線デジタル化と併せて、自家発
電装置を増設予定。

・整備が完了しているため、必要に応じて見直
し

― 必要に応じて見直していく。 ・継続して実施 継続して、災害対応を継続するための施設の
整備及び維持管理にあたる。

継続して実施。（市役所本庁舎7階大会議室
において、災害対応の事務や関係機関からの
応援スムーズに行えるよう、レイアウトを作成
し、必要な電源の確保等を図る。）
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
整備完了済み。必要に応じて見直していく。 ・実施済 災害時に利用できる非常用電源の確保等に

努めていく。
なし 〖継続実施〗

・防災行政無線デジタル化改修工事により、
親局設備に自家発電装置を設置。浸水想定
区域外ではあるが、万が一を考え基礎を高く
設けた。
〖R4〗
・整備が完了しているため特に取組なし

・整備完了のため、実施していない。 〖継続実施〗
・防災行政無線デジタル化工事に伴い非常発
電装置についても整備予定。
〖H28〗
・防災行政無線デジタル化工事に伴い非常発
電装置を設置中。
〖H29〗
・非常発電装置を設置した。
〖H30〗
・非常発電装置の高架化を実施。
〖R4〗
・今年度の実施無し

・役場庁舎及び代替庁舎となる「すぎとピア」
には、自家発電が整備済みである。

・非常用発電機の整備を実施した 〖継続実施〗
・対象施設：野田市役所庁舎
・浸水想定区域から離れており浸水の想定は
していないが、今後必要性、重要性が生じた
場合には柔軟に対応する。

・災害対策本部となる市役所庁舎は，浸水想
定区域から離れており，利根川からの浸水は
想定していないが，水害対策等必要であれば
検討していくこととした。

・必要性、重要性に応じて柔軟に対応する。
・浸水区域内に災害対応拠点施設が存在しな
いため、必要に応じて検討していく。
・庁舎は浸水想定区域外かつ自家発電装置
が５階に位置しているため、特段対策はない
が、その他施設については、必要に応じて判
断する。

〖継続実施〗
・市庁舎や指定避難所は、洪水時に安全性が
確保される箇所に位置している。

整備完了済み。必要に応じて見直していく。 ・実施済のため、必要に応じて見直し。 災害時に利用できる非常用電源の確保等に
努めていく。

引き続き、本庁舎非常用発電設備の設置や
耐水化を検討する。

・整備が完了しているため必要に応じて見直し ・整備が完了したため、必要に応じて見直し。 ・災害拠点病院等の非常発電装置についても
整備を進める。

・役場庁舎及び代替庁舎は、自家発電が整備
済みである。

・非常用発電機を設置する（R4） 今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。また、追加で対応する施設についても検
討する。

・災害対策本部となる市役所庁舎は，浸水想
定区域から離れており，利根川からの浸水は
想定していないが，水害対策等必要であれば
検討していくこととした。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
・本庁舎の一部で改修計画を策定。発電機の
位置など水害時を想定した計画を検討。

〖R4〗
・浸水時を想定し、自家発電装置を本庁舎屋
上階に設置している。また、自家発電装置を
補うために蓄電池も確保している。

・小中学校改築の際は体育館や防災倉庫を２
階に整備する等の対応を検討している。
・水害時の対応に配慮した学校改築を継続
中。

・庁舎全体の非常電源の耐水化について、関
係部署と協議を実施。

・災害拠点病院が行う自家発電設備の浸水対
策に必要な防水及び移設工事等に対して支
援を行っている。

その他の設備等の対策についても継続して検
討していく。

新庁舎の計画についても耐水化を考慮した検
討を行う。

庁舎の非常電源の耐水化について、関係部
署と協議を継続していく。

・都庁舎については、浸水想定区域外にあ
る。
・災害拠点病院が行う自家発電設備の浸水対
策に必要な防水及び移設工事等に対して支
援を行っていく。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
・継続実施中 ・ハザードマップにより把握した被害想定によ

り、適宜必要と判断した対策を実施している。
【継続実施】
・駅出入口の防水壁、防水扉の設置及びトン
ネル坑口の防水ゲート設置

・既存施設の耐水化や浸水回避の措置につ
いては、多くが現実的に難しい。
　今後施設・機器更新等の際に設置場所を含
め、検討していく。
・２０２３年３月３１日に「浸水時の車両退避計
画」「車両退避準備計画書」を制定した。

〖継続実施〗
・地下駅の地上出入口には台風や大雨による
浸水を防止するため、止水板及び土のうを配
備済
・既存設備の設置継続

〖継続実施〗
・一部の地下駅においては、防水扉により駅
構内への浸水対策を施しているが、未実施の
地下駅等の対策は、社内での更なる検討。

・予算措置された設備から順に整備を行う予
定。

・ハザードマップや他社での発生事例等を踏
まえ、適宜必要と判断した対策を検討・実施す
る。

【継続実施】
・駅出入口の防水壁、防水扉の設置及びトン
ネル坑口の防水ゲート設置

・浸水の予測にて事前に事業継続のための発
電機等を高所場所に移動する措置について
訓練を実施する。

・今後施設・機器更新等の際に設置場所を含
め、検討していく。

経年等による設備更新がある場合の改良に
ついては今後都度検討

〖継続実施〗
・一部の地下駅においては、防水扉により駅
構内への浸水対策を施しているが、未実施の
地下駅等の対策は、引き続き社内で検討。
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

【継続実施】
・災害対策本部の情報収集設備は、パソコン
（通常業務で使用しているもの）、電話（防災
電話）、ＦＡＸ、テレビ。
・災害対策本部設置した際に必要な情報収
集・伝達のための設備は整備済み。【R1～】
〖H29〗
・インターネット環境とLGWAN環境の分離によ
り、庁内インターネットが制限され、災害時に
情報収取に支障をきたす可能性があったた
め、災害対策用に別系統のインターネット環
境を整備した。
・非常時優先電話を整備。
・災害対策本部事務局に災害対応用の大判
地図等を常時設置した。
〖H30〗
・災害対策本部設置のブラインド訓練を実施
〖R1〗
・災害対策本部設置の図上訓練等実施。
〖R3〗
・図上訓練を実施し、不備がないか確認。

〖継続実施〗
・災害対策本部を庁舎大会議室に設置するこ
ととしており，必要な設備を順次設置していく。
〖H28〗
・災害対策本部に必要な大判地図・備品等を
整備済。
〖H29〗
・災害対策本部に防災電話を設置。
・県防災システムアクセスポイント設置。
〖R2〗
災害対策本部の電話回線数を増設。
災害対策本部レイアウト見直し。

〖継続実施〗
・災害対策室を新庁舎3階に設置しており、災
害対策本部用としてＰＣ4台、プリンター、テレ
ビモニターを用意している、またモニターにつ
いてはプロジェクター等で代用する。
・また、被災現場の状況掌握のため市内企業
との協定によりドローン撮影による情報収集
が可能になった。
〖R1〗
・情報収集用にタブレットを導入した。

〖継続実施〗
・災害対策本部は，市役所本庁舎大会議室に
設置することとしている。災害対策専用パソコ
ン（４台），テレビ，モニター，MCA無線を整備
している。
〖H29〗
・市民生活総合支援アプリ「Morinfo（もりん
ふぉ）における双方向j情報収集・伝達機能の
活用及び設備について検討
〖H30〗
・市民生活総合支援アプリ「Morinfo（もりん
ふぉ）」を活用した防災訓練を実施した。
〖R1〗
・市民生活総合支援アプリ「Morinfo（もりん
ふぉ）」で情報収集を行なえるよう，災害対策
本部のレイアウトを変更した。
〖R2〗
・新型コロナウイルス感染症対策のため，リ
モートでの災害対策本部設置を検討中。
〖R3〗
・リモートでの災害対策本部設置に向け，災害
対策本部用の大型モニターを整備した。

〖継続実施〗
・本部専用のパソコンは無く情報担当部署か
らの予備の機器で対応する。パソコン等と接
続できる大型ＴＶはある。
・情報の収集、伝達のためMCA無線を、各課・
情報収集用車両・消防団車両・小中学校に配
備。
〖H28～H29〗
本部専用端末20台配備済。
〖H29～R3〗

〖継続実施〗
・災害対策本部は、町長室の隣に災害対策室
に設置することとしている。
・災害対策専用パソコンはないため、職員が
普段使用しているノートパソコンを用いるしか
ない。FAXは常設していないので、防災担当
課フロア内に設置されているものを使用する。
また、大型TV、パソコンと接続する大型モニタ
はない。
・災害対策本部用の部屋はないため、執務室
で対応することとなる。特に災害対策用の設
備はないため、普段使用しているパソコンや
FAXを利用する。
〖R3〗
昨年度末にＭＣＡデジタル無線を18台導入し
た。これを用いて、災害対策本部は各避難所
や現地調査班等と通信を行うこととする。ま
た、各避難所間・調査班間でも情報が共有さ
れるので、情報の拾い盛れや対応の遅延対
策といった効果も期待できる。
パソコンと接続するモニターを購入したため、
ＰＣ等の操作画面の共有が可能となった。

〖継続実施〗
・災害対策本部用のパソコン等はないので、
職員が普段使用している機器と併用。
・防災タブレット２台保有（防災アプリ用実証実
験中）
〖H28〗
・予算が付かず実施出来ず。
〖H29〗
・パソコンと接続できる大型モニター購入
〖H30〗
・災害対策本部となる4階会議室に災害専用
の電話回線を検討
〖R1〗
・災害時等における連絡及び統制・調整用とし
ての携帯型無線機導入検討中（次年度導入
予定）
〖R2〗
・移動局無線装置（携帯型）ＩＣ―Ｄ７０50機導
入
・防災行政無線と防災アプリ「Ｓａｋａｉｎｆｏ」の連
携化（操作端末を防災安全課に設置）
〖R3〗
・防災行政無線戸別無線機について、全戸配
布（8000世帯分を配布予定）

〖継続実施〗
・災害対策本部や災害警戒本部を設置した際
に必要となる、情報の収集・伝達のための設
備を設置を検討する。
〖H30〗
・市独自の取組はなし。
・栃木県防災行政ネットワークシステムが更新
された。
〖R1〗
・災害情報収集システムの導入について検討
した。
・危機管理課の執務室と同一フロアに本部を
設置し、円滑な情報収集・伝達体制を整備し
ている。
〖R2〗
・災害初動時の情報活動等を円滑に実施する
ために災害情報共有システムを導入する
（R3.3予定）。
・対策本部で活用できるモニタ等を整備した。
〖R3〗
・災害情報共有システムを導入し、システムを
用いた情報伝達訓練を実施。

〖継続実施〗
・災害対策本部は、危機管理課の隣の会議室
に設置することとしている。
・職員が普段使用しているノートパソコンを使
用する。FAXは危機管理課に設置されている
ものを使用する。パソコンと接続する大型モニ
タはあるが、大型テレビはない。
・災害対策本部等の立上げについて、対応マ
ニュアルを作成する。【平成28年度】
〖H29〗
・災害対策本部となる会議室に、65型テレビを
設置。
〖R1〗
・台風第19号による被災等を踏まえ、情報収
集・伝達のための設備等についても検証を行
う。
〖R2〗
・令和元年東日本台風対応を振り返り、情報
収集・情報伝達の流れを見直した。
〖R3〗
・既存設備の管理。

〖継続実施〗
・災害警戒・対策本部は危機管理課と同じフロ
アにある、大会議室に設置する。
・ＰＣは職員が普段使用しているものを持ち込
む。
・プロジェクター、大型ＴＶ２台設置してある。
・専用電話回線があり、専用電話機を持ち込
み使用する。
・新たな情報収集・伝達ツールとしてＴｗｉｔｔｅｒ
活用を検討。
〖H29〗
・回線を４回線増設した。
〖H30〗
・災害警戒・対策本部へ県防災端末の移設を
可能とした。
・警察専用回線を増設した。
〖R3〗
・災害情報共有システムを導入し、クラウド上
で災害状況や避難所の開設情報をリアルタイ
ムで確認できるようにした。
・災害対策本部用マルチディスプレイや避難
情報発令判断システム、情報収集システム等
の調査をおこなった。

〖継続実施〗
・パソコン７台、ファックス１台、電話回線・本体
１５台、プロジェクター２台及びスクリーン２基。
・CCTVカメラ３箇所設置。
〖H28～R1〗
・警戒本部設置段階でパソコン、テレビ、プロ
ジェクター、プリンターを設定して災害対応を
行う。
また、CCTVカメラからの情報を、設置したパソ
コンを使用しての状況確認も行っている。
〖R1～R2〗
・新庁舎建設に伴い、新システムを導入準備
（令和3年度新庁舎建替え完了予定）
〖R3〗
・市役所新庁舎の災害対策本部室に災害対
策の新システムを設置完了、同時に小山市防
災ポータルサイトの開設した。

〖継続実施〗
・災害対策本部は、役場本館会議室に設置す
る。
・パソコンやFAXは普段使用しているものを利
用する。
〖H28〗
・災害対策本部を設置した際、使用する専用
電話機を6台配備した。
〖R3〗
・近隣市町及び設備の調査研究

〖継続実施〗
・市長室隣の災害対策室が本部になる。
・モニターが整備されている。
〖R3〗
・本庁舎３階の災害対策室に災害対策本部等
を設置することとしている。
・モニターを整備している。また、インターネット
接続可能なケーブルを整備しており、パソコン
を持込むことにより情報収集等を行うことがで
きる。

令和4年度の
取組内容

・災害対策本部の図上訓練を実施。
・「消防防災GIS」を導入し、庁内での状況共有
の円滑化を検討中。

- 〖継続実施〗
・災害対策室を新庁舎3階に設置しており、災
害対策本部用としてＰＣ4台、プリンター、テレ
ビモニターを用意している、またモニターにつ
いてはプロジェクター等で代用する。

・防災訓練の反省から、令和５年度に追加の
資機材整備等を予定した。

〖継続実施〗
・本部専用のパソコンは無く情報担当部署か
らの予備の機器で対応する。パソコン等と接
続できる大型ＴＶはある。
・情報の収集、伝達のためMCA無線を、各課・
情報収集用車両・消防団車両・小中学校に配
備。
〖H28～H29〗
本部専用端末20台配備済。
〖H29～R3〗

職員訓練の中で、ＭＣＡ無線機等を活用した
情報の収集・伝達訓練を実施した。

・情報収集のための設備及び器資材について
点検・整備（継続）
・耳の不自由な住民の方に対する文字表示機
能付戸別受信機を無償貸与（１２世帯）

・災害情報共有システムを導入し、システムを
用いた情報伝達訓練を実施。

適切な維持管理に努めた ・災害情報共有システムの操作研修を実施し
た。
・各種設備の情報を業者を通じて収集した。

・災害対策室及び災害対策室、小山市防災
ポータルサイトの運用継続。

・近隣市町及び設備の調査研究 ・本庁舎３階の災害対策室に災害対策本部等
を設置することとしている。
・モニターを整備している。また、インターネット
接続可能なケーブルを整備しており、パソコン
を持込むことにより情報収集等を行うことがで
きる。

今後の
取り組み方

令和4年度の取り組みを継続して実施。 必要に応じて追加整備 〖継続実施〗
・災害対策室を新庁舎3階に設置しており、災
害対策本部用としてＰＣ4台、プリンター、テレ
ビモニターを用意している、またモニターにつ
いてはプロジェクター等で代用する。

・必要な資機材を随時検討し，整備する。 ・継続して実施。 ＭＣＡ無線機を活用した情報の収集・伝達の
職員訓練を実施し、誰でも使用できる体制を
整備しておく。

継続 本部機能の充実を図るとともに訓練を通じ、
災害情報共有システムの習熟度を高める

既存設備の管理。必要に応じて追加整備。 ・災害情報共有システムの操作研修を実施す
る。
・各種設備の情報を業者を通じて収集する。

・必要に応じて対応する。 必要に応じて整備を進めていく。 必要に応じて見直す。

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

２）ソフト対策の主な取り組み　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

　Ｄ）住民等の避難行動につながるわかりやすいリスク情報の周知

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・浸水想定区域内の一部公共施設に水深など
の表示看板を設置している。
・浸水想定区域内の電柱、学校、公共施設等
に水深、避難経路などの表示看板を設置して
いく。
〖H29〗
・浸水域見直しに伴い、未実施。来年度以降、
設置箇所を検討。
〖R1〗
・表示場所やデザイン等の見直しを検討。
〖R3〗
・図上訓練を実施し、不備がないか確認。

〖継続実施〗
・市内全域の電柱に水害の浸水想定看板（表
示）の設置を完了した。
〖H28〗
・鬼怒川における想定浸水深の表示板を設
置。
〖H29〗
・小貝川における想定浸水深の表示板を設
置。
〖R2〗
設置個所の 適化検討のため，設置全箇所
現地確認を実施。
〖R3〗
次年度更新場所の選定実施。

11：〖継続実施〗
・過去の小貝川での洪水被害を受けた一部地
域において実施している。
〖H28〗
・東京電力タウンプランニング株式会社と広告
付避難場所等電柱看板に関する協定を締結
した。
〖H29～H30〗
・一部の避難場所看板の更新を行った。
〖R1〗
・検討中
〖R3〗
・設置されているハザードマップの表示内容の
確認を行った。

〖継続実施〗
・公共施設や電柱を中心に水害の浸水実績
看板（表示）を検討する。
〖H29〗
・電柱への表示要領，避難所等への誘導表示
について検討した。
〖H30～R2〗
・東京電力タウンプランニング株式会社と広告
付電柱看板に関する協定を締結し、標高表示
や避難場所案内表示等の充実をすすめた。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖継続実施〗
・河川沿川で浸水が予想される区域の電柱に
標高表示を実施している。
〖H29〗
・東京電力タウンプランニング株式会社と広告
付電柱看板に関する協定を締結し、標高表示
や避難場所案内表示等の充実をすすめた。

〖継続実施〗
・庁内の電柱、学校、公共施設等に水深、避
難経路などの表示看板の設置を検討する。

〖継続実施〗
・利根川沿いで浸水が予想される区域の電柱
に表示看板を設置済。さらに、浸水区域に設
置を検討。
〖H30〗
・本年度、ハザードマップ（逃げ時マップ）の改
定を踏まえ、設置箇所追加を検討。
〖R1〗
・Ｌ２及びＬ１における町内各公民館等の浸水
想定深を利根川上流河川事務所から情報提
供いただき、当該公民館等への設置を検討中
〖R2〗
・Ｌ２想定で、町内の公共施設及び公民館等９
７箇所にまるごとまちごとハザードマップを改
修及び増設（従前はＬ１想定で沿川３９所の
み）
〖R3〗
・取組なし

〖継続実施〗
・浸水想定区域の見直し後に検討する。
・東京電力タウンプランニング株式会社と「広
告付避難場所等電柱看板に関する協定」を締
結している。
〖R1〗
・地区毎に避難所の案内看板の設置を検討し
ている。

〖継続実施〗
・浸水想定区域には、電柱に浸水深などの表
示看板を設置している。【平成27年度】
・浸水想定区域の見直しに合わせて、実施予
定。
〖H29〗
・平成30年度のハザードマップ改訂を踏まえ
て、検討中。
〖R3〗
・特になし。

〖継続実施〗
・浸水想定区域には、電柱に浸水深などの表
示看板の設置を検討する。
・ハザードマップ更新に合わせ、新浸水想定
区域に、電柱に浸水深などの表示看板の設
置を検討する。

〖継続実施〗
・東京電力タウンプランニング株式会社と広告
付避難場所等電柱看板に関する協定を締結
した。
・浸水実績のある公共的施設に表示板を設置
する。
〖H28〗
・広告付き看板を整備中
〖H29〗
・三信電工㈱と広告付避難場所等電柱看板に
関する協定を締結する。
〖H30～R2〗
・市内に広告付避難場所等電柱看板を設置
する。
〖R3〗
・浸水想定区域内への設置に向けた意見交
換を実施した。

〖継続実施〗
・浸水想定区域には、電柱、学校、公共施設
に水深などの表示看板を設置している。
・「広告付避難場所等電柱看板に関する協
定」を締結しており、町内各所に設置してある
東電柱に避難場所、避難経路を示していく。
〖R3〗
・河川氾濫時の浸水深を表示した既設の看板
の更新及び新規設置（14箇所）

〖継続実施〗
・避難誘導看板の設置を検討する。
〖R2〗
・河川氾濫時の浸水深を示した看板を一部の
地域（25箇所）に設置した。
〖R3〗
・河川氾濫時の浸水深を示した看板を一部の
地域（25箇所）の電柱に設置した。
・河川氾濫時の浸水深を表示した避難場所標
識板を5箇所に設置した。

令和4年度の
取組内容

表示場所を検討中 避難所看板の設置 〖R4〗
・設置されているハザードマップの表示内容の
確認を行い、無電柱化エリアの地上機器への
ハザードマップの掲載について検討を実施し
ている。

・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。前年度同様 引き続き検討を実施しているが、事業化に
至っていない。

設置箇所の点検及び維持・補修（継続） 令和３年度までの取組内容と変更なし 特になし。 ・浸水想定区域には、電柱に浸水深などの表
示看板の設置を検討する。

・浸水想定区域内への設置に向けた意見交
換を実施した。

・進捗なし ・河川氾濫時の浸水深を示した看板を一部の
地域（21箇所）の電柱に設置予定
・河川氾濫時の浸水深を表示した避難場所標
識板を4箇所に設置予定

今後の
取り組み方

令和4年度までの取り組みを継続して実施。 必要に応じて見直し 〖R5〗
・電柱や防災無線ポール等への浸水深表示
を検討する。

・必要に応じて整備等を検討し，実施する。 ・継続して実施。 道路の冠水が生じやすい箇所、それによって
通行止めとしている実績のある場所等を考慮
し、避難経路として適切に公表するための協
議を適宜行う。

継続 先進事例の研究し、必要性を検討する。 ・浸水想定区域には、電柱に浸水深などの表
示看板の設置を検討する。

・合意形成が整った箇所へのまるごとまちごと
ハザードマップの整備をする。

・必要に応じて避難所等を示した看板の設置
について検討していく。

・継続して実施

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

9
対策本部、警戒本部等設
置時の情報収集伝達設備

・災害対策本部や災害警戒本部を設置
した際に必要となる、情報の収集・伝達
のための設備（パソコン、FAX、CCTV
表示モニタ等）の整備

10
排水機場の耐水化等、水
門等操作の水圧対策

・浸水時においても排水活動を継続す
るための施設の整備及び耐水化

11
まるごとまちごとハザード
マップ整備・拡充

・河川氾濫時の浸水深や避難所等を示
した看板の公共施設や電柱等への設
置

【鉄道事業者】
・洪水浸水想定区域図の想定 大浸水
深を示す看板を駅舎や駅周辺の電柱
等に設置する。

12 越水開始予測情報の提供

・リードタイム（避難猶予時間）を考慮し
た堤防天端到達時間（避難判断水位や
氾濫危険水位到達からの時間）の予測
情報の市区町への提供
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

２）ソフト対策の主な取り組み　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動

　Ｄ）住民等の避難行動につながるわかりやすいリスク情報の周知

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

9
対策本部、警戒本部等設
置時の情報収集伝達設備

・災害対策本部や災害警戒本部を設置
した際に必要となる、情報の収集・伝達
のための設備（パソコン、FAX、CCTV
表示モニタ等）の整備

10
排水機場の耐水化等、水
門等操作の水圧対策

・浸水時においても排水活動を継続す
るための施設の整備及び耐水化

11
まるごとまちごとハザード
マップ整備・拡充

・河川氾濫時の浸水深や避難所等を示
した看板の公共施設や電柱等への設
置

【鉄道事業者】
・洪水浸水想定区域図の想定 大浸水
深を示す看板を駅舎や駅周辺の電柱
等に設置する。

12 越水開始予測情報の提供

・リードタイム（避難猶予時間）を考慮し
た堤防天端到達時間（避難判断水位や
氾濫危険水位到達からの時間）の予測
情報の市区町への提供

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・パソコン、FAX、電話に加え、防災関係機関
にMCA無線を配備済み。

〖継続実施〗
・災害対策本部は政策審議室に設置すること
としている。
・パソコン、FAX等の機器は事務室にあるもの
を使用する。
〖R3〗
・必要な空間を確保できる会議室等に、災害
対策本部の設置を検討している。

〖継続実施〗
・群馬県防災行政無線（地上系、衛星系）、ＦＡ
Ｘ、パソコンが整備済。
・町防災行政無線（移動系）。
・町所有の通常パソコン。
〖R3〗
・本部と避難所、現場等とリアルタイムで情報
交換ができるようタブレットを導入した（10
台）。町防災行政無線（移動系）を廃止し、ＩＰ
無線機（20台）を導入した。

〖継続実施〗
・災害対策本部は、町役場庁舎２階の地域防
災室に設置することとしている。
・執務室に群馬県防災行政無線（地上系、衛
星系）、防災ＦＡＸが整備され、地域防災室に
も電話機を設置している。
・情報収集設備として執務室のパソコン、ＮＴＴ
―ＦＡＸを使用する。
・情報伝達設備として280MHzデジタル同報無
線（防災ラジオ）の配信局を執務室と地域防
災室に設置している。
〖H28〗
・庁舎建設中。
〖H29〗
・280MHzデジタル同報無線（防災ラジオ）の導
入について調査を実施した。
〖H30〗
・地域防災室を備えた新庁舎が完成。280MHz
デジタル同報無線（防災ラジオ）の送配信設
備を備え、情報伝達体制を確保。

〖継続実施〗
・災害対策本部用の部屋はないため、執務室
で対応することとなる。
・特に災害対策用の設備はないため、普段使
用しているパソコンやFAXを利用する。

〖継続実施〗
・災害対策専用パソコンは１台ある。それ以外
は、職員が普段使用しているノートパソコンを
用いるしかない。FAXは、総務課に設置されて
いるものを使用する。また、大型TVがある。
・災害対策本部専用の部屋はないため、執務
室で対応することとなる。特に災害対策用の
設備はないため、普段使用しているパソコン
やFAXを利用する。

〖継続実施〗
・災害対策本部用の部屋はないため、会議室
を対策本部として使用することとなる。
・災害対策用の設備はないので、通常事務で
使用しているパソコンやFAXなどを利用するこ
ととなる。
〖H28〗
・防災行政無線施設整備が完了し、操作卓を
本庁舎と別庁舎（保健福祉総合センター）に設
置した。
〖R3〗
・防災行政無線設備の保守点検を実施。

〖継続実施〗
・災害対策用の部屋はないため、会議室での
対応になる。
・災害対策用の設備はないので普段使用して
いるパソコンやFAXを利用する。

〖継続実施〗
・災害対策本部は、危機管理部の執務室があ
る消防庁舎に設置することとしている。
・「さいたま市総合防災システム」にパソコンや
携帯電話からログインすることで、被害情報
の収集等が可能である。
・危機管理部執務室にＦＡＸ、大型TVが、災害
対策室にパソコンと接続する大型モニタが常
設されている。
〖R3〗
・対策本部、警戒本部等設置時の情報収集伝
達設備については、整備済みである。

〖継続実施〗
・災害対策本部は、市長室と同じフロアの会
議室に設置する。
・本庁舎の回線がダウンした場合に備えて、
wifiモバイルルーターでインターネット接続可
能なノートパソコンを１台所有している。その
ほか、テレビ、プロジェクター、スクリーン各１
台所有。
〖H29～R1〗
・災害時用ノートパソコンの更新を行った。
〖R2〗
・大規模災害時における外部職員との協働を
想定し、より広い会議室を対策本部室として
使用できるよう、新たに電気配線を整備し、専
用テレビ、プロジェクター、電話機等を購入し
た。
〖R3〗
必要に応じて見直しを行った。

〖継続実施〗
・災害対策本部や災害警戒本部を設置した際
に必要となる、情報の収集・伝達のための設
備を設置を検討している
〖R3〗
・通信障害が発生した際の代替手段について
検討中

〖継続実施〗
・災害対策本部は市長室に近い会議室に設
置する。
・災害対策専用パソコンはないので、職員が
普段使用しているノートパソコンを情報収集に
使用する。
・伝達設備は、FAXやMCA無線機などを使用
する。

〖継続実施〗
・地域防災計画で設定。
・災害対策本部は本庁舎における庁議室に設
け、代替施設は加須市防災センターを位置付
けている。通信連絡の体制は、市又は県の防
災行政無線（MCA無線を含む）、災害時優先
電話、携帯電話、県オペレーション支援システ
ムを活用する。
〖R1〗
・台風第19号の事後検証に係る見直し中。
〖R2〗
・災害対策情報収集室を立ち上げ、大型モニ
タ、PC、複合機等を整備した。
・運用訓練の実施、マニュアルの整備。
〖R3〗
・運用訓練の実施

・災害警戒本部訓練、災害対策本部訓練実
施。

Ｒ３年度に本部レイアウトを整備、それに準じ
て防災訓練を実施、不足資材等なし

・災害対策本部用の部屋はないため、執務室
で対応することとなる。
・特に災害対策用の設備はないため、普段使
用しているパソコンやFAXを利用する

〖継続実施〗
・災害対策専用パソコンは１台ある。それ以外
は、職員が普段使用しているノートパソコンを
用いるしかない。FAXは、総務課に設置されて
いるものを使用する。また、大型TVがある。
・災害対策本部専用の部屋はないため、執務
室で対応することとなる。特に災害対策用の
設備はないため、普段使用しているパソコン
やFAXを利用する。

・防災行政無線設備の保守点検を実施。 ・取り組みなし。 〖継続実施〗
・災害対策本部は、危機管理部の執務室があ
る消防庁舎に設置することとしている。
・「さいたま市総合防災システム」にパソコンや
携帯電話からログインすることで、被害情報
の収集等が可能である。
・危機管理部執務室にＦＡＸ、大型TVが、災害
対策室にパソコンと接続する大型モニタが常
設されている。
〖R4〗
・対策本部、警戒本部等設置時の情報収集伝
達設備については、整備済みである。

必要に応じて見直しを行った。 ・災害用インターネット回線開通及び災害用Ｐ
Ｃの設定を行い、設営の時間短縮と通信障害
のリスク軽減となるよう整備をした。

特になし ・災害対策本部となる庁議室に、大型テレビ、
WEBカメラを整備した。

・停電や通信障害が発生した際の手段につい
て今後検討していく。

引き続き、訓練等を通じて不足資材がある場
合は購入等の整備を検討

必要な設備・機材を順次、整備する ・継続して実施 ・継続実施。 ・引き続き防災行政無線設備の保守点検を実
施し、有事の際に備える。

・これ以上取り組む予定なし。 必要な設備が整備済みであるため特段の取
組は予定していない。

必要に応じて見直しを行う。 ・従前のとおり実施。 ・引き続き、必要な資機材の整備を行う。

〖継続実施〗
・浸水想定区域には、電柱に浸水深などの表
示看板の設置を検討する。
〖R3〗
・看板等の設置について検討した。

〖継続実施〗
・まるごとまちごとハザードマップ整備を検討
する。【平成28年度～】
〖R3〗
・検討の結果、まちごとまるごとハザードマップ
については、整備を行わない方向で決定。

〖継続実施〗
・浸水想定区域には、電柱に浸水深などの表
示看板の設置を検討する。

〖継続実施〗
・今後、浸水想定区域内の避難経路などの電
柱に、夜間でも視認できる表示看板を設置し
ていく。【平成29年度～】
・公共施設や地域の集会所等に河川氾濫時
の浸水深を示したパウチを設置している。

〖継続実施〗
・今後、浸水想定区域内の電柱、学校、公共
施設等に水深、避難経路などの表示看板を設
置していく予定。
〖H30～R1〗
・検討を行った。
〖R2〗
・この事業を進めることは防災上メリットがある
が、移住・定住および企業誘致の観点からは
デメリットになってしまう。そのため今後も検討
を重ねていきたい。

〖継続実施〗
・浸水想定区域の表示について検討する。【平
成29年度～】
〖R1〗
・設置箇所の検討を行った。
〖R2〗
・町内の電柱に浸水新看板を設置した。
〖R3〗
・整備は完了したが、状況により必要に応じて
見直しを実施した。（施設名変更に伴う、施設
名変更表示の実施）

〖継続実施〗
・浸水想定区域には、電柱に浸水深などの表
示看板の設置を検討する。
〖H28～H30〗
・設置の検討を行った。
〖R1〗
・浸水深について、パウチで看板を作成し設
置した。来年度に電柱に浸水深看板を設置予
定。
〖R2〗
・電柱に浸水深看板の設置を検討した。
〖R3〗
・わかりやすいリスク情報の周知について検
討した。

〖継続実施〗
・まるごとまちごとハザードマップ整備を検討
する。
〖H28～H30〗
・今後も検討していく。
〖R3〗
・町内小中学校に想定浸水深のステッカーを
設置。

〖継続実施〗
・利根川浸水域については。特段、河川氾濫
時の浸水深や避難所等を示した看板の公共
施設や電柱等へ設置することを検討していな
い。

〖継続実施〗
・浸水想定区域の見直し後、必要に応じて、ま
るごとまちごとハザードマップの整備を検討し
ていく。
〖H30～R1〗
・市内約240箇所の防災行政無線に各地域の
「 大浸水深」標識シールを貼付した。
〖R2～〗
・新規設置分（３か所）の防災行政無線に地域
の「 大浸水深」標識シールを貼付した。

〖継続実施〗
・位置情報を利用し、自分のいる場所の浸水
想定を確認できるスマートフォンアプリを公開
している。
・市内300カ所の電柱に荒川氾濫時の想定浸
水深を表示した看板を設置済み。5年に一度
更新作業を行う（次回更新は令和５年）。

〖継続実施〗
・今後、まるごとまちごとハザードマップの整備
について検討を行う。
〖H28～R2〗
・まるごとまちごとハザードマップの整備につ
いては、現時点において予定なし。
〖R3〗
・引き続き、まるごとまちごとハザードマップの
整備について検討を行う。

〖継続実施〗
・市内では大利根地域の一部で、実際にカス
リーン台風による洪水被害が発生したしたとき
の浸水深を、電柱に巻き付けた看板に避難所
情報と併せて表示・周知している。
〖H28〗
・電柱広告掲示の際に、避難所誘導看板等を
併せて掲示することを、民間企業と地域貢献
型広告に関する協定を締結した。
〖R3〗
・洪水による想定浸水深（想定 大規模）を表
示した掲示物を避難場所、公共施設等へ掲示

・R5年度に電柱浸水想定看板の設置又はピク
トグラム入り避難所看板の設置について検
討。

まちごとまるごとハザードマップについては、
引き続き、整備を行わない方向
ハザードマップの見直しを実施

・今後、避難場所や避難経路について、表示
看板の設置を検討していく。

・検討を行った。 ・浸水深の見直しを実施した。新たな浸水深に
てついての掲示を来年度に実施予定。

・上記から変更なし ・取り組みなし。 〖継続実施〗
・利根川浸水域については。特段、河川氾濫
時の浸水深や避難所等を示した看板の公共
施設や電柱等へ設置することを検討していな
い。

新規設置分（１か所）の防災行政無線に地域
の「 大浸水深」標識シールを貼付した。

・前年同様、継続して実施。 検討中。 ・避難場所の追加、変更に伴う看板の整備

・R5どちらかを設置予定 ・まちごとまるごとハザードマップの整備を行
わないが、ハザードマップの普及啓発や避難
所標識整備を行うことで、災害危険度や避難
場所・避難所の周知を図る。

町内浸水区域に30箇所設置予定（R5) ・継続して検討を行う。 ・上記を継続実施していく。 ・引き続きわかりやすいリスク情報の周知につ
いて検討していく。

・これ以上取り組む予定なし。 特段検討は予定していない。 継続して実施する。 ・位置情報を利用し、自分のいる場所の浸水
想定を確認できるスマートフォンアプリについ
ての更新等の対応。
・市内３００カ所の電柱に荒川氾濫時の想定
浸水深を表示した設置済みの看板について、
５年ごとに更新作業を行う（次回更新は令和５
年）。

・上記のとおり。 ・継続して実施
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

２）ソフト対策の主な取り組み　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動

　Ｄ）住民等の避難行動につながるわかりやすいリスク情報の周知

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

9
対策本部、警戒本部等設
置時の情報収集伝達設備

・災害対策本部や災害警戒本部を設置
した際に必要となる、情報の収集・伝達
のための設備（パソコン、FAX、CCTV
表示モニタ等）の整備

10
排水機場の耐水化等、水
門等操作の水圧対策

・浸水時においても排水活動を継続す
るための施設の整備及び耐水化

11
まるごとまちごとハザード
マップ整備・拡充

・河川氾濫時の浸水深や避難所等を示
した看板の公共施設や電柱等への設
置

【鉄道事業者】
・洪水浸水想定区域図の想定 大浸水
深を示す看板を駅舎や駅周辺の電柱
等に設置する。

12 越水開始予測情報の提供

・リードタイム（避難猶予時間）を考慮し
た堤防天端到達時間（避難判断水位や
氾濫危険水位到達からの時間）の予測
情報の市区町への提供

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・通常業務に使用しているパソコン等を使用予
定。
・坂東上流水害予防組合の水防対策本部は
市の災害対策本部と併せて設置されるが、組
合としては職員が普段使用しているノートパソ
コンを用いる。テレビ、FAXは3階フロアに設置
されているものを使用する。
・通常業務に使用しているパソコン等を使用予
定。
・テレビ、FAXは3階フロアに設置されているも
のを使用する。
〖R3〗
・災害対策本部設置訓練を実施し、設備等の
確認をした。

〖継続実施〗
・本部設置にあたり、特に必要な情報収集・伝
達設備として、パソコンやFAX等を整備してい
る。
・また、市の防災行政無線や県の防災行政無
線及び災害オペレーション支援システム等を
活用し、情報集収及び伝達を行っている。
〖H28〗
・防災行政無線のデジタル化が完了し、無線
操作卓が市医療センター８階にも設置されて
いるため、浸水時でも放送手段の確保ができ
るようになった。
〖H29～〗
・災害時に、職員参集メール、移動系防災行
政無線、PHSを活用し、職員間での連絡体制
を構築した。
〖R2～〗
・ＰＨＳがサービス終了となるため、代替機とし
てＩＰ無線機を各避難所に配備した。

〖継続実施〗
・災害対策本部は羽生市役所本庁舎に開設
することになっている。
・対策本部開設にあたり必要となるパソコン、
コピー機器、FAX等については企画課が、テレ
ビ等に関しては財政課といったように、各課分
類して準備することになっている。
・災害対策本部用の部屋はないため、執務
室、会議室等で対応することとになる。
〖H28〗
・次年度（平成29年度）において移動系携帯型
無線機を追加するため、予算計上。
〖H29〗
・移動系携帯型無線機を追加配備した。
〖R3〗
・情報収集、伝達設備を含めた防災行政無線
デジタル化の実施設計を行った。

〖継続実施〗
・災害対策本部用の部屋はないため、執務室
で対応することとなる。
・特に災害対策用の設備はないため、普段使
用しているパソコンやFAXを利用する。

〖継続実施〗
・災害対策本部設置時は、業務で使用してい
るパソコンやFAX等を活用し、対応にあたる。
〖H28〗
・情報伝達用のFAX機を購入。
〖H29～R1〗
・情報伝達用のFAX機を整備済み。
〖R2〗
・避難所と本部の連絡用にIP無線機を整備。
〖R3〗
・必要な設備について整備済
・整備済の設備について、訓練等で使用方法
の習熟

〖継続実施〗
・災害対策本部や災害警戒本部を設置した際
に必要となる、情報の収集・伝達のための設
備の設置を検討する。
〖H30〗
・自主防災組織への情報伝達手段を目的とし
たシステムの導入について(5covoice)検討中・
平成３１年度予算に要求中。
〖R1〗
・令和２年２月２日に対策本部運営設置訓練
を実施予定。そこで、課題等の検証をする。
〖R2〗
・災害対策本部を設置した際に必要となるモ
ニターを2台整備。令和３年２月７日に対策本
部運営設置訓練を実施予定。そこで、課題等
の検証をする。
〖R3〗
・令和４年２月６日に対策本部運営設置訓練
を実施予定。そこで、課題等の検証をする。

〖継続実施〗
・災害対策本部は、市役所本庁舎西棟５階の
会議室に設置するとしている。
・パソコン等設備については、言及していな
い。
・災害対策本部を設置した際に必要となる、情
報の収集・伝達のための設備（パソコン、
FAX、CCTV表示モニタ等）の整備を行う。
〖H29～R1〗
・必要な設備について、関係課と協議した。ま
た、新庁舎建設に向けた設備整備について、
関係課と協議した。
〖R2〗
・災害発生時に対策本部と現場での情報伝達
に使用するＧＩＳシステムを導入し、職員への
研修を行った。今後は、訓練等を通じて実情
に即した運用ができるよう調整を進める。
〖R3〗
・新庁舎建設に向け、他市を視察するなど、災
害対策室のレイアウトを調整する。
・本部作業室職員及避難所担当職員に向け、
ＧＩＳシステムの研修を行う。
・指定避難所等に地域ＢＷＡ回線を利用でき
るＷｉ－Ｆｉを配備する。

〖継続実施〗
・災害対策本部は、原則、市長室の隣の会議室に設置さ
れるため、無線設備を備えてあるが、本庁舎が被災した場
合も想定し、代替となる第二庁舎の大会議室にも同様に
備えてある。
・また、災害情報管理システムを構築し、職員の参集状況
や市内の被災状況等の情報を集約、一元化・共有化する
体制を整備している。
・平成27年度に移動系デジタル防災行政無線を整備し、
地区防災拠点となる地区センターや指定緊急避難場所・
指定避難所となる小中学校、各ライフライン機関等にＦＡＸ
を備えた無線子局を整備した。
〖H28～H30〗
・平成29年度の現本庁舎の一部解体から開始となる新本
庁舎建設工事に向けて、平成28年度に基本計画、平成29
年度に基本設計、平成30年度に詳細設計を実施。
〖R1～R2〗
・令和元年度（2019年度）から令和2年度（2020年度）まで
の2か年を工期とする「越谷市役所新本庁舎建設工事」を
実施。
・新本庁舎は免震構造とし、非常用発電設備は屋上に設
置した。
・新本庁舎に庁議室兼災害対策本部室を設置し、固定系
デジタル防災行政無線整備工事に併せて消防局・保健セ
ンターとの間にテレビ会議機能を構築した。【～令和2年
度】

〖継続実施〗
・災害対策本部は桶川市役所本庁舎に開設
することになる。
※現在は庁舎建替のため、仮設庁舎にて開
設する
・平成３０年５月に庁舎移転が完了。

〖継続実施〗
・災害対策本部設置時は、平常時の業務で使
用している職員毎の端末やFAX等を使用して
情報収集及び伝達を行う。
〖H28～H30〗
・災害対策本部設置訓練を実施。
〖R1〗
・令和２年３月１１日　災害対策本部設置訓練
を実施。
〖R3〗
・連絡手段を確立するためにスマートフォンを
配備し、トークアプリ「ＷｏｗＴａｌｋ」を導入して、Ｉ
Ｐ電話網を利用した連絡手段の確保等を行っ
た。

〖継続実施〗
・災害対策本部設置時は、平常時の業務で使
用している職員毎の端末及び防災室のFAXを
使用して情報収集及び伝達を行う。
〖R2〗
・移動系防災行政無線の更新について検討
し、デジタル簡易無線を選定した。（R3年度更
新）
〖R3〗
・移動系防災行政無線を、デジタル簡易無線
機へ更新した。

〖継続実施〗
・固定系・移動系防災行政無線、トランシー
バー、衛星携帯電話、消防無線及びモバイル
Wi―Fiルーターのほか、埼玉県災害オペレー
ション支援システム、埼玉県衛星系・地上系防
災行政無線を整備している。
〖H28〗
・上記のほか、BizFAXを導入し、各自主防災
組織への連絡体制を強化した。
〖H30～R1〗
・移動系防災行政無線のデジタル化に向けて
基本設計を実施した。
〖R2〗
・移動系防災行政無線のデジタル化を実施し
た。
〖R3〗
・整備済みである。

〖継続実施〗
・非常体制発令時の災害対策本部は、市役所
本庁舎7階大会議室に設置することとしている
が、それ以外の警戒体制及び緊急体制発令
時には市役所本庁舎5階と庁議室を災害対応
の事務室としている。
・災害対策専用パソコンは5台あり、それ以外
は、職員が普段使用しているノートパソコンを
用いることになる。危機管理部門の事務室が
併設されているのでFAX等は常設している。
大型TVがあり、パソコンと接続することで
CCTVを表示できる。

〖継続実施〗
・通常業務に使用しているパソコン等を使用予
定。
・坂東上流水害予防組合の水防対策本部は
市の災害対策本部と併せて設置されるが、組
合としては職員が普段使用しているノートパソ
コンを用いる。テレビ、FAXは3階フロアに設置
されているものを使用する。
・通常業務に使用しているパソコン等を使用予
定。
・テレビ、FAXは3階フロアに設置されているも
のを使用する。
〖R4〗
・災害対策本部設置訓練を実施予定。

〖継続実施〗
・パソコンやFAX等を配備済み。
・市の防災行政無線や県の防災行政無線及
び災害オペレーション支援システム等を活用
し、情報集収及び伝達を行っている。
・防災行政無線のデジタル化が完了。
・災害時に、職員参集メール、移動系防災行
政無線、ＩＰ無線機を活用し、職員間での連絡
体制の構築。
・ＩＰ無線機を各避難所に配備。

・情報収集、伝達設備を含めた防災行政無線
デジタル化工事を発注。

〖継続実施〗
・災害対策本部用の部屋はないため、執務室
で対応することとなる。
・特に災害対策用の設備はないため、普段使
用しているパソコンやFAXを利用する。
・平時に使用しているモニターやWi-Fiなどの
設備の災害時の利用方法を検討。

・必要な設備について整備済
・整備済の設備について、訓練等で使用方法
の習熟

令和５年２月１８日に対策本部運営設置訓練
を実施予定。そこで、課題等の検証をする。

新庁舎建設に向けて災害対策本部での必要
機器の調達手続きを進める。

― 上記内容を継続して実施。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・災害対策本部設置時は、平常時の業務で使
用している職員毎の端末及び防災室のFAXを
使用して情報収集及び伝達を行う。
〖R2〗
・移動系防災行政無線の更新について検討
し、デジタル簡易無線を選定した。（R3年度更
新）
〖R3〗
・移動系防災行政無線を、デジタル簡易無線
機へ更新した。

新庁舎への移転にあたり、新機器の導入を検
討している。

・非常体制発令時の災害対策本部は、市役所
本庁舎7階大会議室に設置することとしている
が、それ以外の警戒体制及び緊急体制発令
時には市役所本庁舎5階と庁議室を災害対応
の事務室としている。
・災害対策専用パソコンは5台あり、それ以外
は、職員が普段使用しているノートパソコンを
用いることになる。危機管理部門の事務室が
併設されているのでFAX等は常設している。
大型TVがあり、パソコンと接続することで
CCTVを表示できる。

訓練の結果、課題解決のための設備等の整
備について検討していく。

新庁舎建て替え時に防災機能の増設、整備
を検討

・防災行政無線デジタル化と併せて情報収
集、伝達設備の強化を行う予定

・整備が完了しているため、必要に応じて見直
し
・訓練等で使用方法の習熟

・ＧＩＳシステムを全庁に対し、運用の定着を図
る。

― 必要に応じて見直していく。 ・整備が完了したため必要に応じて見直し 固定系・移動系防災行政無線、トランシー
バー、衛星携帯電話、消防無線及びモバイル
Wi―Fiルーターのほか、埼玉県災害オペレー
ション支援システム、埼玉県衛星系・地上系防
災行政無線を維持管理する。

継続して実施。（災害対策業務に必要なノート
パソコンやFAX、複合機など十分な数が足りて
いるか随時検討する）

〖継続実施〗
・浸水想定区域には、電柱に浸水深などの表
示看板の設置を検討する。
・避難場所の標識を設置している。
〖H28～H29〗
・検討中。
〖H30～R1〗
・老朽化した標識の建て替えを行った。
〖R2〗
・避難場所の標識点検を実施。

〖継続実施〗
・避難場所に指定避難場所であることを表示
する看板を設置している。
・各駅に避難場所案内看板を設置している。
・避難場所誘導案内付電柱広告に関する協
定を東京電力グループ及びＮＴＴグループの
広告代理事業者と締結しており、電柱に避難
場所案内看板を随時設置している。
〖R1〗
・市内に設置している避難場所案内看板のう
ち、１か所を洪水関連図記号を用いた看板に
更新した。今後は順次実施していく。
〖R2〗
・現在、洪水ハザードマップの更新作業を行っ
ているため、完了後、設置箇所など検討して
いく。
〖R3〗
・市内にある避難所看板など精査中。精査
後、レイアウト含めて検討していく

〖継続実施〗
・避難所等の看板設置促進のため、地域貢献
型電柱広告に関する協定を民間企業と締結し
た。
〖H28～R2〗
・協定を周知するため、啓発チラシを庁舎内に
おいて配布した。
〖R3〗
・新たな取り組みはなし

〖継続実施〗
・浸水想定区域内の電柱、学校、公共施設等
に水深、避難経路などの表示看板を設置する
予定。
・企業と「広告付避難場所等電柱看板に関す
る協定」を締結して、町内各所に設置してある
電柱に避難場所、避難経路を示していく予
定。

〖継続実施〗
・浸水想定区域には、浸水深等の表示看板の
設置を検討
〖H28～〗
・検討中。

〖継続実施〗
・避難所看板・避難所案内標識をピクトグラム
を活用したわかりやすいものに更新していく。
・平成28年8月に東京電力タウンプランニング
㈱と協定を締結したこともあり、協定に基づく
電柱への広告表示等の活用も視野に入れて
引き続き検討していく。
〖R2〗
・指定避難所及び指定緊急避難場所の見直し
を実施した.。印刷・配布には令和3年度に実
施予定である。配布は出水期前の令和３年の
７月末を目途に配布を予定したい。
・また、多言語版マップは、日本語版の完成後
に翻訳作業を行うかたちとなるので、作成・印
刷・配布を令和3年度に行う。
〖R3〗
・平成28年8月に締結した東京電力タウンプラ
ンニング㈱との協定に基づき、令和3年度電柱
への広告表示等の活用し、8本の避難所の経
路を設置予定。

〖継続実施〗
・市内小中学校に指定避難場所の看板設置
済み。
・電柱に避難場所等の案内広告を設置してい
く。
〖H28〗
・東京電力グループ会社と、電柱への看板設
置に関する協定を締結。
〖H29～R2〗
・避難所看板で、劣化が著しいものについて、
表示内容の見直し及び交換を実施。
〖R3〗
・防災行政無線屋外拡声子局に浸水深を掲
示する。

〖継続実施〗
・電柱への看板設置に関する協定を締結し、
電柱への避難場所案内表示を随時設置して
いる。
〖R3〗
・想定浸水深標識、避難所誘導標識の設置を
行う。

〖継続実施〗
・浸水想定区域には、電柱に浸水深などの表
示看板の設置を検討する。
・江川に関しては、立入禁止の表示看板を常
設してあり、江川が氾濫するおそれがある場
合はチェーン等で川に近づけないようにしてい
る。

〖継続実施〗
・電柱に張り付ける形で設置している３９個の
看板を平成２７年度末に更新した。昭和２２年
カスリーン台風時の実績浸水深及び付近の
避難所について記載している。
〖R2〗
・現在取り付けている電柱看板を想定 大浸
水深及び付近の避難所を示す看板に更新し
た。
〖R3〗
・広報紙にてまるごとまちごとハザードマップ
について周知した。

〖継続実施〗
・「まるごと、まちごとハザードマップ」の作成を
検討する。
〖R1～〗
・本市の浸水区域は一部において、まるごと、
まちごとハザードマップ実施を検討する。

〖継続実施〗
・想定浸水深を表示する看板は未整備である
が、市内150箇所の電柱に、避難所誘導看板
を設置している。
・避難所誘導看板の設置箇所を増やす。
〖H30〗
・まるごとまちごとハザードマップについて検
討した。
〖R1〗
・東電タウンプランニングと協定を結び電柱広
告に公共スペースを設け、避難所・避難場所
等の掲示を予定している。
〖R2〗
・避難所誘導看板の更新整備を実施した。
〖R3〗
・Ｈ２８年度に設置した避難所誘導看板の更新
整備を実施した。

〖継続実施〗
・市内に設置している指定避難場所の案内看
板の修繕を随時実施する。（H29～R2）
〖R3〗
・まるごとまちごとハザードマップを整備。

〖継続実施〗
・浸水想定区域には、電柱に浸水深などの表
示看板の設置を検討する。
・避難場所の標識を設置している。
〖R4〗
実施なし

〖継続実施〗
・避難場所に指定避難場所であることを表示
する看板を設置している。
・各駅に避難場所案内看板を設置している。
・避難場所誘導案内付電柱広告に関する協
定を東京電力グループ及びＮＴＴグループの
広告代理事業者と締結しており、電柱に避難
場所案内看板を随時設置している。
・市内に設置している避難場所案内看板のう
ち、まるまち看板設置済み。

・新たな取り組みはなし。 〖継続実施〗
・浸水想定区域内の電柱、学校、公共施設等
に水深、避難経路などの表示看板を設置する
予定。
・企業と「広告付避難場所等電柱看板に関す
る協定」を締結して、町内各所に設置してある
電柱に避難場所、避難経路を示していく予
定。

・検討中。 平成28年8月に締結した東京電力タウンプラン
ニング㈱との協定に基づき、電柱への広告表
示等を活用し、1本の電柱に避難所の経路を
表示した。

取組なし ・想定浸水深標識、避難所誘導標識の設置を
行う。

上記内容を継続して実施。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・「まるごと、まちごとハザードマップ」の作成を
検討する。
〖R1～〗
・本市の浸水区域は一部において、まるごと、
まちごとハザードマップ実施を検討する。

H２９年度に設置した避難所誘導看板の更新
整備を実施中。

必要に応じて見直し。

・引続き、浸水想定区域には、電柱に浸水深
などの表示看板の設置を検討する。

・今後は順次更新、新設していく。 ・R３年度に改定を実施している洪水ハザード
マップ等の周知に力を入れることとし、まるご
とまちごとハザードマップの整備は優先順位
が相対的に低いと考えている。

〖継続実施〗
・浸水想定区域には、浸水深等の表示看板の
設置を検討

電柱への浸水深表示を検討中 ― 継続して実施。 ・必要に応じて設置場所の見直しを行う。 避難所誘導看板の更新整備を継続するととも
に、まるごとまちごとハザードマップの整備に
着手する。

整備が完了したため必要に応じて見直し。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

２）ソフト対策の主な取り組み　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動

　Ｄ）住民等の避難行動につながるわかりやすいリスク情報の周知

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

9
対策本部、警戒本部等設
置時の情報収集伝達設備

・災害対策本部や災害警戒本部を設置
した際に必要となる、情報の収集・伝達
のための設備（パソコン、FAX、CCTV
表示モニタ等）の整備

10
排水機場の耐水化等、水
門等操作の水圧対策

・浸水時においても排水活動を継続す
るための施設の整備及び耐水化

11
まるごとまちごとハザード
マップ整備・拡充

・河川氾濫時の浸水深や避難所等を示
した看板の公共施設や電柱等への設
置

【鉄道事業者】
・洪水浸水想定区域図の想定 大浸水
深を示す看板を駅舎や駅周辺の電柱
等に設置する。

12 越水開始予測情報の提供

・リードタイム（避難猶予時間）を考慮し
た堤防天端到達時間（避難判断水位や
氾濫危険水位到達からの時間）の予測
情報の市区町への提供

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・災害対策本部用の部屋はないため、執務室
や会議室で対応することとなる。
・特に災害対策用の設備はないため、普段使
用しているパソコンやFAXを利用する。
・県の災害オペレーション支援システム等を使
用し情報集収及び伝達を行う。
〖R2〗
・令和元年度よりＩＰ無線機を４か年計画で整
備予定。（目標５０台）現在、３０台保有してお
り、災害時における情報収集・伝達に活用して
いる。
〖R3〗
・令和元年度よりＩＰ無線機を４か年計画で整
備。現在、４５台保有しており、災害時におけ
る情報収集・伝達に活用している。新たに庁
内で整備した大型モニター、ノートパソコン、モ
バイルWi―Fiルーターを使用し、オンラインで
災害対策本部運営訓練を実施した。

〖継続実施〗
・災害対策室にあるFAXやTV、CCTV表示モ
ニタを使用し、パソコンについては職員が普段
使用しているノートパソコンを用いる。
〖H28〗
・災害対策室にあるFAXやTV、CCTV表示モ
ニタを使用し、パソコンについては職員が普段
使用しているノートパソコンを用いるようになっ
ている。
〖H30～〗
・整備済。

〖継続実施〗
・災害対策本部は、３階会議室に設置すること
としている。
・災害対策専用パソコンはある。FAX、TVは常
設していないので、倉庫に保管されているも
のを使用する。また、パソコンとプロジェクター
を接続し表示するようにしている。
〖H28〗
・同報系防災行政無線のデジタル化に伴い、
避難所近傍地の子局にアンサーバック機能を
付与した。
〖H30〗
・庁舎移転に伴い災害対策本部を３階会議室
に設置するようにした。
〖R1〗
・災害対策活動時は、パソコン、モニター、市
民対応用電話、防災機関専用FAX等を設置
する。
〖R3〗
・災害対策本部内でリモート会話できるように
情報管理担当でタブレットの整備をしたほか、
気象情報を共有するにあたり、パソコンからの
映像をスクリーンに映すため、プロジェクター
を購入した。

〖継続実施〗
・通常業務用パソコン、タブレット、ＦＡＸ（電話
回線）、防災行政無線（同報系、移動系）、非
常用電話（地上系、衛星系）、埼玉県防災用Ｆ
ＡＸ（地上系、衛星系）、災害時緊急連絡用携
帯電話等。
〖R3〗
・なし

〖継続実施〗
・災害対策本部や災害警戒本部を設置した際
に必要となる、情報の収集・伝達のための設
備の設置を検討する。
〖R1〗
・引き続き、検討中
〖R2〗
・災害時の伝達手段となるIP無線機の整備が
目標台数（60台）に達した。
〖R3〗
・整備が完了しているため特に取組なし

〖継続実施〗
・災害対策本部は、庁議室に設置することとし
ている。
・災害対策専用パソコンは１台あるが、それ以
外は、職員が普段使用しているノートパソコン
を用いるしかない。FAXは常設していないの
で、総務課に設置されているものを使用する。
〖R1～R2〗
・災害対策本部は、３F庁議室に設置する。
・埼玉県災害オペレーションシステムを利用す
る専用パソコンを使用する。
・それ以外は、普段使用のパソコンを使用す
る。
・FAXは送信が庁舎各階の複合機で可能とな
り、受信はPDF対応となった。
〖R3〗
・特になし

〖継続実施〗
・災害対策本部は、庁舎内の会議室に設置す
ることとしている。
・情報収集資機材については、防災行政無線
デジタル化整備工事の中で設置予定。
〖H28〗
・情報収集資機材については、防災行政無線
デジタル化整備工事の中で整備中。
〖H29～H30〗
・情報収集資機材として、移動系防災行政無
線を整備し、収集した情報を管理するために
防災情報システムを導入した。
〖R1～R2〗
・実施済み。
〖R3〗
・本年度の実施なし

〖継続実施〗
・パソコン、ＦＡＸ。
〖R3〗
・パソコン、ＦＡＸ、携帯電話アプリ。

〖継続実施〗
・災害対策本部専用の部屋は無いため、会議
室で対応する。
・移動系防災行政無線の親局の利用可能。
・普段使用しているパソコンを利用する。
・設備の充実を図っていく。

〖継続実施〗
・設備については以下のとおり。
(1)パソコン
・防災安全課職員が平常時に使用している端
末が１2台、Em―Net（緊急情報ネットワークシ
ステム）専用端末が１台、千葉県防災情報シ
ステム専用端末が１台。
(2)電話
・NTT電話が５台、防災電話が１台。
(3)FAX
・NTTFAXが１台、防災FAXが１台。

〖継続実施〗
・災害対策本部は、本庁舎３階の庁議室に設
置することとしている。
・特に災害対策用の設備はないため、普段使
用しているパソコンやFAXを利用する。常設ス
クリーンを使用し，音声及び映像による情報
通信を消防本部と実施可能。
〖H30～R2〗
・円滑な対応を可能とするため、災害対策本
部設置訓練を実施した。
〖R3〗
・災害対策本部設置時の対応確認のため，災
害対策本部設置訓練を実施予定であったが，
新型コロナウイスの影響を鑑みて，中止とし
た。

〖継続実施〗
・災害対策本部や災害警戒本部を設置した際
に必要となる、情報の収集・伝達のための設
備を設置を検討する。
〖R1〗
・必要 低限（防災危機管理課職員ＰＣ、千葉
県ＰＣ，ＭＣＡ無線、災害時優先電話、防災ＦＡ
Ｘ　等）は整備済である。
〖R2〗
・引続き設備の改良等を行う。
〖R3〗
・多メディア一斉配信システムの導入に伴い、
災害対策本部事務局の執務室に、各種警報
や気象情報の集約に効果的なＰＣを整備し
た。

〖継続実施〗
・災害対策本部の設置場所は、議会棟１階AB
会議室に設置することとしている。
・災害本部事務所の設置場所は、本庁舎又は
庁舎分館内の会議室に設置することとしてお
り、庁舎車両班は事務所に必要な設備の設置
を行う。
・災害対策本部を設置する会議室の維持管理
及び設置に必要な設備の管理を行なってい
る。

令和元年度より進めているIP無線機の整備が
完了。現在、５０台保有しており、災害時にお
ける情報収集・伝達に活用している。

整備済。 移動系無線としてMCAアドバンスを導入した。 LOGOチャットを試験的に導入し、職員間での
連絡ツールとした。災害時に対策本部党の連
絡手段や情報共有手段として運用を進めてい
く予定である。

〖R4〗
・整備が完了しているため特に取組なし

・特に実施していない。 〖継続実施〗
・災害対策本部は、庁舎内の会議室に設置す
ることとしている。
・情報収集資機材については、防災行政無線
デジタル化整備工事の中で設置予定。
〖H28〗
・情報収集資機材については、防災行政無線
デジタル化整備工事の中で整備中。
〖H29～H30〗
・情報収集資機材として、移動系防災行政無
線を整備し、収集した情報を管理するために
防災情報システムを導入した。
〖R1～R4〗
・実施済み。

・パソコン、ＦＡＸ、携帯電話アプリ。 ・災害対策本部専用の部屋は無いため、会議
室で対応する。
・移動系防災行政無線の親局の利用可能。
・普段使用しているパソコンを利用する。
・設備の充実を図っていく。

〖継続実施〗
・設備については以下のとおり。
(1)パソコン
・防災安全課職員が平常時に使用している端
末が11台、Em―Net（緊急情報ネットワークシ
ステム）専用端末が１台、千葉県防災情報シ
ステム専用端末が１台。
(2)電話
・NTT電話が6台、防災電話が１台。
(3)FAX
・NTTFAXが１台、防災FAXが１台。

円滑な対応を可能とするため、災害対策本部
設置訓練を実施した。

・災害対策本部や災害警戒本部を設置した際
に必要となる、情報の収集・伝達のための設
備を設置を検討する。

〖継続実施〗
・災害対策本部の設置場所は、議会棟１階AB
会議室に設置することとしている。
・災害本部事務所の設置場所は、本庁舎又は
庁舎分館内の会議室に設置することとしてお
り、庁舎車両班は事務所に必要な設備の設置
を行う。
・災害対策本部を設置する会議室の維持管理
及び設置に必要な設備の管理を行なってい
る。

次年度は、モバイルWi-Fiルーターを各避難所
に整備していくことを計画している。

・整備済のため、必要に応じて見直し。 訓練や実災害での課題を精査し、適宜、情報
伝達設備を整備していく。

引き続き設備の維持管理と併せ更新を行う。 ・整備が完了しているため必要に応じて見直し ・必要に応じて見直し。 必要に応じて随時整備を進める。 パソコン、ＦＡＸ、携帯電話アプリなどの強化 ・災害対策本部専用の部屋は無いため、会議
室で対応する。
・移動系防災行政無線の親局の利用可能。
・普段使用しているパソコンを利用する。
・設備の充実を図っていく。

今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

引き続き，年に１度災害対策本部設置訓練を
開催し，マニュアルの見直し及び備品の整備
に努めていく。

〖継続実施〗
・広告関連業者と協定を結び電柱広告に公共
スペースを設け、避難所・避難場所の掲示に
努めている。
〖H28〗
・上記の協定に基づき、新規に２箇所設置。

〖継続実施〗
・カスリーン台風の時の浸水深が分かる場所
については、電柱に表示看板が設置されてい
る。
〖H28〗
・カスリーン台風の時の浸水深が分かる場所
については、電柱に表示看板が設置されてい
る。
〖H29～〗
・新たに設置できる場所があるか検討を行っ
た。

〖継続実施〗
・市内小中学校、県立高校、一部公共施設に指定
避難場所の看板設置済み。
・指定避難場所誘導看板を20箇所設置済み。
・企業と避難場所誘導案内付電柱広告に関する協
定を締結しており、順次、設置を拡大している。
〖H28〗
・市内小中学校、県立高校、一部公共施設に指定
避難場所の看板設置済み。
・指定避難場所誘導看板を20箇所設置済み。
・企業と避難場所誘導案内付電柱広告に関する協
定を締結しており、順次、設置を拡大した。
〖R1〗
・まるごとまちごとハザードマップ設置に向けて、設
置場所の確認や検討を実施した。
〖R2〗
・電力会社の電柱に想定浸水深の標識を１２０カ所
設置した。
〖R3〗
・令和2年度に想定浸水深を120カ所設置したが、
令和2年10月に設置した40カ所の浸水深の表記
が、洪水ハザードマップに基づいた浸水深表記で
あったため、令和3年3月に設置した80カ所の浸水
深表記（浸水ナビで各地点ごと浸水深を計測）と合
わせた。
また、市民から新規設置要望を踏まえ、市内に11
か所設置予定である。

〖継続実施〗
・企業との協定により、電柱公告を活用した避
難所誘導案内を設置した。
・避難場所の表示看板は設置済みだが、内閣
府により標準化されたピクトグラムを使用した
ものに更新する予定。
〖R3〗
・なし

〖継続実施〗
・電柱等への表示看板の設置を検討中
〖R1〗
・引き続き、検討中
〖R2〗
・ニューシャトルの駅や公園、地区集会施設等
に、 寄りの指定避難所を示した看板を設置
した。
〖R3〗
・整備が完了しているため特に取組なし

〖継続実施〗
・学校、公共施設等に避難所などの表示看板
を設置している。
・指定緊急避難場所、指定避難所を指定した
ので、設置看板の見直しを予定。
〖H29〗
・電柱広告による避難誘導の検討。
〖H30～R1〗
・防災ガイド・ハザードマップを作成（更新）。
〖R2〗
・看板の点検、整備、補修等を実施。
〖R3〗
・埼玉県管理河川の浸水想定等を反映した、
防災ガイド・ハザードマップの改訂を行った。、

〖継続実施〗
・過去の水害の浸水深を、電柱などに明示し
ている。
・「地域貢献型広告に関する協定」を締結して
おり、町内各所に設置してある東電柱に避難
場所等の情報を示していく。
〖H28～H29〗
・今年度においても、過去の水害の浸水深に
ついて電柱に新設した。
〖R1～〗
・東電タウンプランニングとの協定である地域
貢献型広告について、継続して設置していく。

〖継続実施〗
・現在１７箇所設置済み。
〖R1〗
・引き続き実施するため、予算計上済み。
〖R2〗
・更新作業完了。

〖継続実施〗
・今後、まるごとまちごとハザードマップの整備
の検討を行う。
〖R1〗
・電柱、公共施設壁面への水位看板を設置。
〖R3〗
・令和元年度整備済み

〖継続実施〗
・現在、野田市で浸水域等を示す看板の整備
は行っていない。
・今後、看板設置の必要性について、検討をし
ていく。
・洪水対応の可否を表示した避難所看板を設
置した。
〖R2〗
・指定解除となった避難所に避難場所周知看
板の設置を行う。
〖R3〗
・指定解除となった避難所に浸水想定の 大
浸水深と 大浸水時間を周知する看板の設
置を行う。

・まるごとまちごとハザードマップの導入は検
討中であるが，洪水発生時避難不可能な施
設については，避難所看板等で示すこととして
いる。

〖継続実施〗
・各指定避難所・避難場所に標示板を設置し
ていることから、水深表示看板の設置予定は
ない。

〖継続実施〗
・避難所の案内表示板は設置している。
※まるごとまちごとハザードマップの整備は実
施していない。
〖H28～〗
・避難場所案内標識の修繕を実施した。

整備は完了しているため、適宜見直していく。 ・新たに設置できる場所について検討を行っ
た。

市内に設置した想定浸水深標識を活用し、市
民等へ水害時における避難行動の考え方の
周知・啓発に努めていく。

なし 〖R4〗
・整備が完了しているため特に取組なし

・浸水深の深い地域内の電柱に、浸水想定看
板を設置した。
・避難所へラミネートされたハザードマップ（A0
版）を掲示した。

〖継続実施〗
・過去の水害の浸水深を、電柱などに明示し
ている。
・「地域貢献型広告に関する協定」を締結して
おり、町内各所に設置してある東電柱に避難
場所等の情報を示していく。
〖H28～H29〗
・今年度においても、過去の水害の浸水深に
ついて電柱に新設した。
〖R1～〗
・東電タウンプランニングとの協定である地域
貢献型広告について、継続して設置していく。

・現在１７箇所設置済み。 ・令和元年度整備済み 〖継続実施〗
・現在、野田市で浸水域等を示す看板の整備
は行っていないが、今後、看板設置の必要性
について、検討をしていく。
・洪水対応の可否を表示した避難所看板の設
置が完了したため、必要に応じて柔軟に対応
する。
〖R４〗
・指定避難場所2箇所の老朽化している避難
場所標識看板箇所の修繕工事を実施。
・国土交通省より洪水が起こる確率を５段階に
想定した「浸水想定図」と、その想定を５段階
の浸水深ごとに示した「水害リスクマップ」を公
表したことで、浸水想定区域内における垂直
避難や施設ごとの浸水深、垂直避難施設の
選定など、多くの課題があり、検討を進める。

・まるごとまちごとハザードマップの導入は検
討中であるが，洪水発生時避難不可能な施
設については，避難所看板等で示すこととして
いる。
・令和４年度で避難所看板の整備を完了する
予定。

・各指定避難所・避難場所に標示板を設置し
ていることから、水深表示看板の設置予定は
ない。

〖継続実施〗
・避難所の案内表示板は設置している。
※まるごとまちごとハザードマップの整備は実
施していない。
〖H28～〗
・避難場所案内標識の修繕を実施した。

整備は完了しているため、適宜見直していく。 継続して実施。 市内に設置した想定浸水深標識を活用し、市
民等へ水害時における避難行動の考え方の
周知・啓発に努めていく。

国、県の動向を確認しつつ、対応する。 ・整備が完了しているため必要に応じて見直し ・避難所等へのラミネートされたハザードマッ
プの掲示。
・浸水深が深い地域を中心に、電柱等への浸
水マークを掲示。

同上 新規設置カ所の検討する。 ・令和元年度整備済み 今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

・引き続き，まるごとまちごとハザードマップの
導入の検討及び必要に応じて避難所看板等
の設置，更新に努めていく。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

２）ソフト対策の主な取り組み　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動

　Ｄ）住民等の避難行動につながるわかりやすいリスク情報の周知

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

9
対策本部、警戒本部等設
置時の情報収集伝達設備

・災害対策本部や災害警戒本部を設置
した際に必要となる、情報の収集・伝達
のための設備（パソコン、FAX、CCTV
表示モニタ等）の整備

10
排水機場の耐水化等、水
門等操作の水圧対策

・浸水時においても排水活動を継続す
るための施設の整備及び耐水化

11
まるごとまちごとハザード
マップ整備・拡充

・河川氾濫時の浸水深や避難所等を示
した看板の公共施設や電柱等への設
置

【鉄道事業者】
・洪水浸水想定区域図の想定 大浸水
深を示す看板を駅舎や駅周辺の電柱
等に設置する。

12 越水開始予測情報の提供

・リードタイム（避難猶予時間）を考慮し
た堤防天端到達時間（避難判断水位や
氾濫危険水位到達からの時間）の予測
情報の市区町への提供

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・防災行政無線、高所カメラ、災害用定点カメ
ラ、MCA無線、DIS（東京都災害情報システ
ム）等を配備。
・河川水位については、区の水位・雨量監視
システム及び都の水防災総合情報システム
にて情報収集している。
〖R3〗
・区の水位、雨量監視位置の精査、改修を検
討

〖継続実施〗
・情報の収集・伝達のための設備（パソコン、
FAX、CCTV表示モニタ等）の整備はしている
が、庁舎が浸水すると使用できなくなる。

〖継続実施〗
・防災行政無線（デジタル化）、高所カメラ、
MCA無線、DIS（東京都災害情報システム）、
河川管理者の映像共有化システムを配備。
〖R1〗
・防災行政無線のデジタル化の完了。
〖R2〗
・地域BWAシステムの通信サービスを利用し
たタブレット端末を待避施設となる各小中学校
に配備。
〖R3〗
・クラウドを利用した防災情報システムを構
築。

〖継続実施〗
・県防災情報ネットワークシステムの整備。
・各市町村間での情報共有。
・災害対策室の大型スクリーンの整備　等。
〖H28〗
・県，市町村，関係機関で情報共有ができるよ
う，県防災情報ネットワークシステムを整備し
た。
・災害対策本部室，災害対策室，情報指令室
に大型モニターを整備した。
〖R1、R3〗
・整備済み

〖継続実施〗
・災害対策本部は、危機管理センターに設置
することとしている。スクリーンや放送設備等
が設置され1箇所で会議をすることが可能と
なっている。
・危機管理センター情報司令室に防災行政無
線を設置しており、各防災機関との連絡を
行ったり、災害対策本部の決定事項を各防災
機関に伝えたりすることができる。
〖H30〗
・防災行政無線やモニターなどの機器の更新
を行った。
〖R1〗
整備済み
〖R2〗
災害対策本部設置時において、本部事務局
員だけでなく、外部からの応援職員も利用で
きるネットワーク環境の設備の拡充を検討
中。
〖R3〗
・外部からの応援職員も利用できるネットワー
ク環境を整備済み。

〖継続実施〗
・県庁７階に災害対策本部会議室が設置され
ており、約５０人が１箇所で会議することが可
能となっている。（８５インチ×３及び５０インチ
×１のモニターがある。）　このほか、県警のヘ
リテレ映像や関東地方整備局からの映像配
信ラインなどの投影が可能となっている。
〖H28～R2〗
・整備済み

〖継続実施〗
・災害対策本部を設置する危機管理防災セン
ター本部会議室に大画面のスクリーンモニ
ターを配備している。
・災害時に職員等が集まり、情報を収集、分
析、指揮するためのオペレーションルームが
確保している。
・オペレーションルーム内には、インターネット
へ接続できるパソコン、行政無線、パソコン画
面を映し出すテレビモニター等を配備してい
る。
・防災行政無線は、地上系と衛星系により多
重化を図っている。

〖継続実施〗
・災害対策本部や災害警戒本部を設置した際
に必要となる、情報の収集・伝達のための設
備を設置する。
〖H28〗
・災害対策本部には大画面のスクリーンモニ
ターを設置済み、新規設置は無し
〖H29〗
防災情報システム更新に合わせた機能整備
の検討
〖H30〗
・防災情報システム更新。
〖R3〗
・特に無し

〖継続実施〗
・水防対策本部は、都庁第二本庁舎６階にあ
り、河川状況監視や情報伝達のためにパソコ
ン、ＦＡＸ、モニタ等を配備している。
〖R3〗
・災害対策本部は、都庁第一本庁舎９階にあ
り、情報の収集・伝達に必要な設備を配備し
ている。

・水位気象システムの更新（設置箇所の精査） ・タワーホール船堀に設置されている高所カメ
ラ更新。

・各市町村と、河川情報システムへのアクセス
集中時にも河川情報の共有ができるよう、防
災情報ネットワークシステムで河川情報シス
テムが閲覧できる整備を行った。

・特になし（整備完了) ・災害対策本部を設置する危機管理防災セン
ター本部会議室に大画面のマルチモニタを配
備している。
・災害時に職員等が集まり、情報を収集、分
析、指揮するためのオペレーションルームを
確保している。
・オペレーションルーム内には、インターネット
へ接続できるパソコン、行政無線、パソコン画
面を映し出すテレビモニター等を配備してい
る。
・防災行政無線は、地上系と衛星系により多
重化を図っている。

・新規システムについて導入を検討。 ・水防対策本部は、都庁第二本庁舎６階にあ
り、河川状況監視や情報伝達のためにパソコ
ン、ＦＡＸ、モニタ等を配備している。
・災害対策本部は、都庁第一本庁舎９階にあ
り、情報の収集・伝達に必要な設備を配備し
ている。

R4　区の水位、雨量監視システムの全面改修
を実施

・庁舎が浸水した場合の停電や通信障害に対
応できるよう検討していく。

・必要に応じて設備の整備を検討していく。 適宜、機器等の更新を実施する。 引き続き、災害対策本部活動に有用なシステ
ムの導入について検討していく。

・引続き、水防対策本部に必要な設備につい
て、適切に使用できるように定期点検を実施し
ていく。
・災害対策本部は、都庁第一本庁舎９階にあ
り、情報の収集・伝達に必要な設備を配備し
ている。

〖継続実施〗
・排水機能の向上や浸水時においても排水活
動を継続するための施設の整備及び耐水化
の検討。

〖継続実施〗
・排水機能の向上や浸水時においても排水活
動を継続するための施設の整備及び耐水化
の検討。
〖H28〗
・杣井木排水機場について、耐水化（耐水壁
の設置）を実施。
〖R1～R2〗
・巴波川の支川である杣井木川において、排
水機場の排水ポンプ増設工事中(令和４年度
末まで)
〖R3〗
・排水機場の排水ポンプ増設工事を実施

〖継続実施〗
・排水機能の向上や浸水時においても排水活
動を継続するための施設の整備及び耐水化
の検討。
〖R1〗
・県管理河川の浸水想定においては、耐水化
の対象となる施設がないことを確認した。
〖R2〗
・対象施設がないことが確認されたため、取組
として実施予定なし。

〖継続実施〗
・排水機能の向上や浸水時においても排水活
動を継続するための施設の整備及び耐水化
の検討。
・簡易的な耐水化を実施
〖H28〗
・18内水排水機場を対象に委託業務を発注し
検討中

〖継続実施〗
・排水機能の向上や浸水時においても排水活
動を継続するための施設の整備及び耐水化
の検討。

〖継続実施〗
・排水機能の向上や浸水時においても排水活
動を継続するための施設整備及び耐水化に
ついては、必要の有無を含め検討中。
〖R3〗
・排水機場やポンプ所の耐震、耐水化につい
て、計画に基づき順次実施している。

継続実施 ・排水機場の排水ポンプ増設工事を実施、完
成（R３年度からの継続工事）。

・排水機能の向上や浸水時においても排水活
動を継続するための施設の整備及び耐水化
の検討。

・排水機場やポンプ所の耐震、耐水化につい
て、計画に基づき順次実施している。

・排水機場の適切な運用、管理を継続する。 ・引き続き検討 水防計画書に記載されている排水機場や水
門等はあるが、利根川に直接排水している機
場や水門がないため、今年度から対象外とす
る。

・引続き、排水機場やポンプ所の耐震、耐水
化について、計画に基づき順次実施していく。

〖継続実施〗
・協定に基づき、河川氾濫時の浸水深を示し
た看板を電柱に設置している。
・今後新たな浸水想定区域図に基づいて、設
置を進めていく予定。（ただし、当区にとって一
番大きな被害が想定される河川の浸水想定
深を表示予定）
〖H30〗
・区内の主要道路沿いに設置するロケット型
消火器格納箱への海抜表示ステッカー貼付を
開始した。
〖R1〗
・公共施設への水位表示を検討。
〖R2〗
・小中学校の浸水深表示が完了し、引き続き
民間施設にも表示を検討していく。
〖R3〗
・電柱への浸水深表示設置を進めており、現
在区内299箇所に設置済みである。今年度中
に401箇所増設を行い、計700箇所の設置を
予定している。

〖継続実施〗
・まるごとまちごとハザードマップは整備済。

〖継続実施〗
・水害に対する区民の意識を啓発するため、
小中学校の校舎や公園、堤防など区内174箇
所に「水位標示板」を設置済み。
・洪水浸水想定区域の見直し後、公共施設や
電柱を中心に看板の設置を検討していく。
・まるごとまちごとハザードマップの実施につ
いて検討中。

・第二次（福祉）避難所として災害時協定を締
結している施設１０箇所に浸水深表示板を設
置する予定。

〖R4〗
・防災活動拠点となっている区内の公園３５か
所に「浸水リスク標示板」を新たに設置した。
（防災活動拠点の浸水リスクや近くの洪水避
難建物を標記している）

・水害に対する区民の意識を啓発するため、
小中学校の校舎や公園、堤防など区内164箇
所に「水位標示板」を設置済み。
・まるごとまちごとハザードマップの実施につ
いて検討中。

区内施設のみならず、福祉避難所として協定
締結している老人ホーム等福祉施設への浸
水深表示設置を行っていく。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

２）ソフト対策の主な取り組み　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動

　Ｄ）住民等の避難行動につながるわかりやすいリスク情報の周知

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

9
対策本部、警戒本部等設
置時の情報収集伝達設備

・災害対策本部や災害警戒本部を設置
した際に必要となる、情報の収集・伝達
のための設備（パソコン、FAX、CCTV
表示モニタ等）の整備

10
排水機場の耐水化等、水
門等操作の水圧対策

・浸水時においても排水活動を継続す
るための施設の整備及び耐水化

11
まるごとまちごとハザード
マップ整備・拡充

・河川氾濫時の浸水深や避難所等を示
した看板の公共施設や電柱等への設
置

【鉄道事業者】
・洪水浸水想定区域図の想定 大浸水
深を示す看板を駅舎や駅周辺の電柱
等に設置する。

12 越水開始予測情報の提供

・リードタイム（避難猶予時間）を考慮し
た堤防天端到達時間（避難判断水位や
氾濫危険水位到達からの時間）の予測
情報の市区町への提供

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・浸水時においても排水活動を継続するため
の施設の整備及び耐水化を実施する。
〖H29～H30〗
・実施済み

〖継続実施〗
・設置に向け検討する。（◯）

〖継続実施〗
・当社所有設備について検討する。（◯）

〖継続実施〗
・海抜表示は設置済み
・想定浸水深が各河川で違うため設置につい
ては検討（▲）
〖R3〗
・国土交通省関東運輸局「荒川水系荒川　洪
水想定区域図」
・東京都洪水ハザードマップ（改訂版）
※各行政機関からハザードマップが随時更新
されており各河川で想定浸水深さが違い困難
を招く恐れがあることから駅舎等の表示はし
ない。

〖継続実施〗
・洪水浸水想定区域図の想定 大浸水深を
示す看板を駅舎や駅周辺の電柱等に設置す
ることを検討する。（◯）

〖継続実施〗
・想定 大浸水深を示す看板等を駅舎に設置
する事が可能か等、検討する。（◯）

〖継続実施〗
・避難場所等について、関係自治体の啓発活
動に協力する。（◯）
・関係自治体の各種啓発活動の協力を継続
実施

〖継続実施〗
・地下駅、一部地上駅に海抜表示は設置済
み。
・想定 大浸水深を示す表示については、現
在協議中。（▲）

〖継続実施〗
・河川氾濫時の浸水深や出水時の避難所等
を示した看板の公共施設や電柱等への設置
に関する自治体支援を行う。

・継続した取り組みとして、実施に向けて検討
する。

・当社所有設備について検討する。 〖継続実施〗
・海抜表示は設置済み
・想定浸水深が各河川で違うため設置につい
ては検討（▲）
〖R4〗
・国土交通省関東運輸局「荒川水系荒川　洪
水想定区域図」
・東京都洪水ハザードマップ（改訂版）
※各行政機関からハザードマップが随時更新
されており各河川で想定浸水深さが違い混乱
を招く恐れがあることから駅舎等の表示はし
ない。

〖継続実施〗
・想定 大浸水深を示す看板等を駅舎に設置
する事が可能か等、検討する。（◯）

〖継続実施〗
・避難場所等について、関係自治体の啓発活
動に協力する。（◯）
・関係自治体の各種啓発活動の協力を継続
実施

〖継続実施〗
・地下駅、一部地上駅に海抜表示は設置済
み。
・想定 大浸水深を示す表示については、保
留。

・設置する際には、協議をお願いします。 ・当社所有設備について、沿線自治体等の要
請等に基づき検討を行う。

【想定浸水深が各河川で違うため設置につい
ては検討（▲）】
・国土交通省関東運輸局「荒川水系荒川　洪
水想定区域図」
・東京都洪水ハザードマップ（改訂版）
※各行政機関からハザードマップが随時更新
されており各河川で想定浸水深さが違い困難
を招く恐れがあることから駅舎等の表示はし
ない。

・自治体と協力し駅構内にある電柱等におい
て想定 大浸水深を示す看板を検討する。

・看板等の設置依頼があれば、協力していく。 ・関係自治体の各種啓発活動の協力を今後も
継続する

〖継続実施〗
・地下駅、一部地上駅に海抜表示は設置済
み。
・想定 大浸水深を示す表示については、保
留。

〖継続実施〗
・リードタイム（避難猶予時間）を考慮した堤防
天端到達時間（避難判断水位や氾濫危険水
位到達からの時間）の予測情報を市区町へ提
供する。
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

〖H30～〗
・ハザードマップを作成し、ＨＰでの公表、全世
帯へ配布、防災講話などをとおして周知して
いる。

令和4年度の
取組内容

防災講話等を通じて浸水に関する説明を行っ
た。

今後の
取り組み方

〖R4〗
・浸水想定区域の新規公表等があれば、ハ
ザードマップを改訂する。（R4）

　Ｅ）避難計画、情報伝達方法等の改善

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・毎年，ホットラインを更新し，連絡体制を確認
している。
・洪水時における河川管理者からの情報提供
方法が構築できている。

進捗（●＝実施済）と整合が取れるよう取組内
容を記入願います。

〖継続実施〗
・洪水時における河川管理者とのホットライン
が構築できている。

〖R1～R2〗
・毎年，ホットラインを更新し，連絡体制を確認
している。
〖R3〗
・連絡体制の確認を行った。

〖R1～R2〗
・洪水対応の避難訓練を行った。
〖R1～R3〗
・連絡体制の確認、タイムラインの改定を行っ
た。

〖R1〗
・河川管理者からの情報提供等（ホットライン
の構築）が構築出来ており、毎年、出水期前
に協議会において連絡体制を確認している。
洪水対応訓練や避難訓練等を実施し、明らか
になった課題等を通してタイムラインを検証
し、必要に応じて改定している。
〖R2〗
・出水期前に連絡体制を確認した。また、洪水
対応の訓練（職員によるコロナ対応を踏まえ
た避難所開所訓練）を7月に実施した。
〖R3〗
・出水期前において、連絡体制を確認した。ま
た、職員と町民による、水害時一時避難所に
おける避難車両の誘導訓練を11月に実施し
た。

〖R1～〗
・毎年，ホットラインを更新し，連絡体制を確認
している。

〖R2〗
・令和元年東日本台風を踏まえ、本市に影響
の大きい河川から順次、タイムラインの検討を
行っていく。
〖R3〗
・利根川上流のタイムラインを作成した。

〖R1～〗
・出水期前に連絡体制(ホットライン)を確認。
〖R1～R2〗
・台風による被災等の検証をし、明らかになっ
た課題等を踏まえ、必要に応じて、中小河川
等についてもタイムラインの作成を進める。
〖R3〗
・避難情報の名称の変更等に応じて市対応タ
イムラインを修正した。

〖R1〗
・タイムラインの改定済
〖R2～〗
・洪水タイムラインの改訂を行った。
〖R3〗
・ホットラインを通じた洪水対応演習の実施

〖R1～R2〗
・必要に応じて対応する
〖R3〗
・必要に応じて検証し対応する。

〖継続実施〗
・出水期前に国、県の河川管理者と連絡体制
（ホットライン）を確認

〖R2～〗
・洪水時における災害ホットライン、第二ホット
ラインによる連絡体制の確認を行った。

令和4年度の
取組内容

・利根川上流河川事務所が実施する洪水対
応演習等に参加し、ホットラインによる情報伝
達を行った。

利根川上流河川事務所が実施する洪水対応
演習等に参加し，ホットラインによる情報伝達
を行った。

〖継続実施〗
・洪水時における河川管理者とのホットライン
訓練実施により構築の維持確認を行う

関東地方整備局等が開催する洪水対応演習
等に参加した。

到達レベルは事務局案を入れていますので
適宜更新願います。

出水期前において、連絡訂正を確認した。ま
た、職員による初動等の体制構築に向けた情
報伝達訓練を実施した、

・河川事務所と連携しホットラインを更新
・河川事務所が実施する情報伝達訓練に参
加
・４月の基準水位変更に伴い、タイムラインを
修正

令和３年度までの取組内容と変更なし 出水期前に連絡体制（ホットライン）を確認し
た

利根川上流河川事務所が実施する洪水対応
演習等に参加し、ホットラインによる情報伝達
を行った。

利根川上流河川事務所が実施する洪水対応
演習等に参加した。

・出水期前に国、県の河川管理者と連絡体制
（ホットライン）を確認

・洪水時における災害ホットライン、第二ホット
ラインによる連絡体制の確認を行った。

今後の
取り組み方

令和4年度までの取り組み内容を継続して実
施。

必要に応じて見直し 〖継続実施〗
・洪水時における河川管理者とのホットライン
訓練実施により構築の維持確認を行う

・今後も連絡体制の確認を継続して実施す
る。

・継続して実施。 職員による洪水対応訓練は毎年必要であり、
避難所の開設、車両の誘導、初動対応による
各班の行動等を確認する機会を設ける。

継続 ・出水期前に連絡体制(ホットライン)を確認。
・市対応タイムラインの

・法改正、組織改正等があれば、その都度洪
水タイムラインの改訂を行う。
・引き続きホットラインによる情報伝達を行う。

・必要に応じて検証し対応する。 ・今後も引き続き、出水期前に国、県の河川管
理者と連絡体制（ホットライン）を確認してい
く。

・継続して実施

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・避難準備情報・避難勧告・避難指示を発令し
た場合は、防災行政無線、広報車、市公式サ
イトメール配信サービス、フェイスブック、ツ
イッター、緊急速報メール、Ｌアラート、報道機
関の協力を得て広報を行う。
・対象区域住民自治組織の長に連絡するな
ど、関係地域内の全ての人に伝わるよう留意
して、伝達する。
・防災行政無線スピーカーを防災行政無線が
聞こえにくい地域（難聴地域）に設置。【H26
～】
・古河市防災・防犯情報メールを導入【H29～】
・防災無線デジタル化整備実施。【R1～】
・既存の情報伝達手段を広報・ホームページ、
防災出前講座等で市民に周知。【H29～】

〖継続実施〗
・有事の際は、防災行政無線、市ホームペー
ジ、市メールサービス、緊急速報メール、報道
機関の協力を得て広報を行う。
・防災行政無線放送内容の聴取機能，緊急通
報時のプッシュ通知機能，避難所検索機能，
災害情報連絡・閲覧機能を備えており，また
多言語にも対応。
〖H30〗
・防災アプリの運用開始。
・新たにfacebook等のSNSによる情報発信を
開始。
〖R2〗
SMSの運用を開始し，市内区長宛の防災情報
発信を開始。
〖R3〗
防災ラジオから情報配信を一元化→防災ラジ
オ・HP・twitter・登録制メール・緊急速報メー
ル。

〖継続実施〗
・避難指示等の発令をした際は、防災行政無
線、防災ラジオ、広報車、ホームページ、メー
ルマガジン、ツイッター、フェイスブック、公式
LINE,Lアラートによる情報伝達を行う。
〖H28〗
・株式会社茨城放送と災害時における放送要
請に関する協定を締結した。
〖R2〗
・令和2年4月より、280MHｚデジタル防災行政
無線及び防災ラジオの運用開始。

〖継続実施〗
・避難準備情報・避難勧告・避難指示を発令し
た場合は、広報車、緊急速報メール、ホーム
ページ、Lアラート、報道機関などで広報を行
う。
〖H29〗
・上記に加え，市民生活総合支援アプリ
「Morinfo（もりんふぉ）」のプッシュ型情報伝達
を活用する。
〖H30～R2〗
・上記に加え，市民生活総合支援アプリ
「Morinfo（もりんふぉ）」のプッシュ型情報伝達
を防災訓練時に実施した。
〖R3〗
・市民生活総合支援アプリ「Morinfo（もりん
ふぉ）」の防災機能の拡充を検討した。

〖継続実施〗
・広報車、市ホームページ、市情報メール配信
サービス（登録者のみ）、エリアメールでの周
知。
対象区域の区長（自治会長）に対する電話連
絡。
〖H28～R2〗
・防災ラジオの運用を開始。
〖H29～R2〗
・情報メール登録の促進を行った。
〖R2〗
・Yahoo！防災速報アプリ登録の促進を行っ
た。
〖R3〗
・情報メール・ヤフー防災アプリ・坂東市ライン
公式アカウントの登録の促進を図った。

〖継続実施〗
・避難準備情報・避難勧告・避難指示を発令した場
合は、防災行政無線、広報車、町公式サイトメール
配信サービス、フェイスブック、ツイッター、緊急速
報メール、Ｌアラート、報道機関の協力を得て広報
を行う。
・対象区域住民自治組織の長に連絡するなど、関
係地域内の全ての人に伝わるよう留意して、伝達
する。
・各地域の民生委員、自主防災組織の地域コミュ
ニティとの協力・連携により、避難行動要支援者を
はじめ住民への周知漏れを防ぐ。
・防災行政無線のデジタル化の検討を行う。【平成
28年度～】
〖R1〗
・避難準備情報・避難勧告・避難指示を発令した場
合や、気象情報、水位情報等を、防災行政無線、
町公式サイト、メール配信サービス、SNS、で発信
できるよう、庁内で役割を決めた。　そのほかは継
続して検討する。
〖R2〗
・関係部署と打合せを行い、情報発信体制の明確
にし、発信する内容（水位、気象、避難情報等）ごと
にその手法（防災無線、メルマガ、SNS等）をリスト
化した。
〖R3〗
・マイ・タイムライン作成講習会や出水期前の説明
会等により、民生委員による住民等への情報伝達
及び支援について認識を深めるための機会を設け
た。

〖継続実施〗
・地域防災計画に情報伝達の体制を記載してい
る。また、現在作成中の避難計画の中で改善方策
を考えていく。
・２９年度に補助事業で、災害情報伝達手段等の
高度化事業が計画されていて、その実証実験結果
を踏まえて町内の計画を進めていきたい。
・ＩＴ企業の協力を得て、情報伝達の改善に取り組
む事業を２９年度に実施する運びとなった。
〖H28〗
・情報伝達の高度化事業は補助が受けられなかっ
た。
〖H29〗
・スマホを利用した新たな伝達手段（プッシュ型）に
ついて、立教大学との連携により実証実験を実施
〖H30〗
・立教大学との共同連携により開発した、防災アプ
リ「sakainfo（さかいんふぉ）」を導入。
・防災行政無線デジタル化に向け、設計開始。
〖R1〗
・防災行政無線のデジタル化事業の施工開始、令
和元年度は庁舎内の親局及び町内６カ所の屋外
拡声子局設備工事を実施
〖R2〗
・新規に１１か所の屋外拡声子局の設置完了（年度
末予定）
・移動局無線装置（携帯型）ＩＣ―Ｄ７０50機導入
・防災行政無線と防災アプリ「Ｓａｋａｉｎｆｏ」の連携化
（操作端末を防災安全課に設置）
・Yahoo！防災速報運用開始（６月協定締結）
〖R3〗
・防災行政無線戸別無線機について、全戸配布
（8000世帯分を配布予定）

〖継続実施〗
・避難準備・高齢者等避難開始・避難勧告・避
難指示を発令した場合は、防災行政無線、広
報車、メール配信サービス、フェイスブック、ツ
イッター、Ｌアラート、報道機関の協力を得て
広報を行うことを検討する。
〖H30〗
・行政から市民への情報伝達方法の整備の
ほか、市民から市民への情報伝達について協
力を依頼している。
〖R1〗
・地区での情報伝達連絡網の構築について検
討している。
・水門操作時の情報伝達について、パトランプ
の設置を検討している。
〖R2〗
・地域での情報伝達連絡網の構築について、
各地域に依頼し、作成を支援している。
・令和元年東日本台風の実績を踏まえ、一部
の水門にパトランプとサイレンを設置し、水門
操作時に近隣住民に周知する環境を整備し
た。
〖R3〗
・地区防災計画の作成を促進する中で、地域
コミュニティーを活用した情報伝達を推進して
いる。

〖継続実施〗
・避難準備情報・避難勧告・避難指示を発令した場
合は、防災行政無線、コミュニティFM、広報車、
メール配信サービス、フェイスブック、ツイッター、緊
急速報メール、Ｌアラート、報道機関の協力等によ
り広報を行う。
・同報系防災行政無線を約120基増設し、全体で
185基整備する。【平成28年度～平成30年度】
・コミュニティFM放送が聞こえにくい地域（難聴地
域）の調査を実施し、改善を図る。【平成28年度～】
・防災ラジオの自治会への配付と、購入費用の一
部助成を実施する。【平成28年度～】
・住民自治組織の長への連絡体制を構築する。【平
成28年度】
・自主防災組織を充実させ、地域コミュニティ内で
の協力・連携により、避難行動要支援者をはじめ住
民への周知漏れを防ぐ。【平成28年度～】
〖H29〗
・コミュニティFM放送の難聴地域解消対策工事の
実施設計が完了。
〖H30〗
・コミュニティＦＭ放送の難聴地域対策工事を実施。
〖R1～R2〗
・同報系防災行政無線の適切な維持管理を行っ
た。
〖R3〗
・コミュニティFM放送設備及び同報系防災行政無
線の適切な維持管理を行った。
・災害情報の収集手段について周知を図った。
・適切な避難行動について周知を図った。

〖継続実施〗
・避難情報を発令した場合、防災行政無線、
消防車等による広報、市ＨＰ、ＳＮＳ，ケーブル
テレビ、緊急速報メール、Ｌアラート、自治会町
への電話連絡等で伝達している。また、登録
制のメールサービスを平成２８年10月より運
用を開始した。
〖H29〗
・全ての指定避難所（５５ヶ所）に防災ラジオを
配備した。
〖R1〗
・令和２年度より、テレビ放送による文字情報
発信（とちぎＴＶ）予定。
〖R2〗
・市ＬＩＮＥアカウントの開設。防災行政無線再
送信子局の移設による、電波状況の改善。
〖R3〗
・避難所の開設情報が確認できるように、佐
野市避難所開閉状況サイト（クラウド）を開設
した。

〖継続実施〗
・同報系防災行政無線、小山市安全安心情報
メール、Ｌアラート、緊急速報メール、行政テレ
ビ及び車両広報により情報伝達を行う。
〖H29～R2〗
・上記のほか、小山市コミュニティFM「おーラ
ジ」を活用し情報を伝達する。
〖R3〗
・市役所新庁舎の災害対策本部から、今まで
の伝達手段の他、新たな情報伝達手段の市
防災ポータルサイトを活用して伝達する。

〖継続実施〗
・避難準備情報・避難勧告・避難指示を発令し
た場合は、防災行政無線、町ホームページ、
広報車、メール配信サービス、エリアメール、
Ｌアラート等により広報を行う。
・対象区域の自主防災組織及び自治組織の
長に連絡するなど、関係地域内の全ての人に
伝わるよう留意して、伝達する。
・避難行動要支援者への対応については、現
在検討中。
・今後、防災行政無線スピーカーを防災行政
無線が聞こえにくい地域（難聴地域）に設置し
ていく予定。
〖H28～R2〗
・防災行政無線を増設した。
〖R3〗
・防災行政無線の子局を1基増設した。

〖継続実施〗
・防災行政無線、登録制メール、広報車、フェ
イスブック、ツイッター、緊急速報メール、報道
機関の協力を得て行う。
・自主防災組織の長に連絡をして、関係地域
内のすべての人に伝わるように留意する。
〖R2〗
・従前からの同報系防災行政無線、登録制
メール、広報車、フェイスブック、ツイッター、緊
急速報メール、報道機関の協力を得て行う情
報伝達体制の確認を実施。
・情報伝達手段として、登録制FAXを整備。
・自主防災組織の長との連絡体制の確認を実
施。
〖R3〗
・住民への避難情報の伝達は、防災行政無
線、登録制メール（FAX機能を含む）、広報
車、フェイスブック、ツイッター、緊急速報メー
ル、報道機関の協力を得て行う。
・避難情報等の受け取り方や避難行動につい
て、広報紙や出前講座等で住民へ周知した。

令和4年度の
取組内容

・古河ケーブルテレビ株式会社との覚書締結
により、「防災チャンネル」内で市からの防災
情報をテロップで迅速に発信することが可能と
なった。
・市公式LINEを使っての発信の整備を行っ
た。

防災ラジオからの発信情報の連携。
（Facebook，Yahoo!防災速報）
東京電力より発表される停電情報をHPへ表
示されるよう自動連携。

〖継続実施〗
・避難指示等の発令をした際は、防災行政無
線、防災ラジオ、広報車、ホームページ、メー
ルマガジン、ツイッター、フェイスブック、公式
LINE、Lアラートによる情報伝達を行う。各地
区の自主防災会長には、災害用携帯電話へ
メールでの情報伝達も併せて行う。

・緊急速報メールの一斉配信システムを新た
に整備する。（令和４年度中完了予定）

前年度同様、継続実施。 五霞町防災の日に実施した避難所見学会・体
験会において、参加した町民に対して避難の
伝達方法を含めたマイタイムライン作成講習
会を実施した。

耳の不自由な方に対する文字表示機能付個
別受信機の無償貸与（１２世帯）

自動音声による一斉架電システムを導入し、
自主防災会との連絡体制を整備した

コミュニティFM放送設備及び同報系防災行政
無線の適切な維持管理を行った。
災害情報の収集手段について周知を図った。
適切な避難行動について周知を図った。

広報誌や防災講話による避難所開設状況サ
イトの周知・説明

令和3年同様、多様な伝達手段を用いて伝達
する。

・防災行政無線の子局を1基増設した。 ・伝達方法の多重化・改善について、検討を
行った。
・避難情報等の受け取り方や避難行動につい
て、広報紙、出前講座、災害図上訓練等を通
じて住民へ周知した。

今後の
取り組み方

災害緊迫時の避難行動要支援者への連絡体
制を構築予定

必要に応じて見直し 〖継続実施〗
・避難指示等の発令をした際は、防災行政無
線、防災ラジオ、広報車、ホームページ、メー
ルマガジン、ツイッター、フェイスブック、公式
LINE、Lアラートによる情報伝達を行う。各地
区の自主防災会長には、災害用携帯電話へ
メールでの情報伝達も併せて行う。

・継続して防災機能の拡充を実施するととも
に、情報配信手段の多重化についても引き続
き検討する。

・継続して実施。 災害情報の伝達は、防災行政無線・メールマ
ガジン・ＨＰを主軸に、ＳＮＳや町アプリで補填
していく方向性とした（R3年度協議）。その他、
民生委員による福祉サイドによる支援と自主
防災会による支援活動が実際の避難行動の
要となるので、それぞれが一定の認識を持っ
て共助が行われるよう、話し合いの場を設け
るなどして、実際に即した体制の構築に向け
て協議する。

・防災行政無線デジタル化事業終了
・情報伝達手段の進化に連携して今後の対応
を検討

今後も情報伝達手段の充実を図る ・既存設備の適切な維持管理。
・災害情報の収集手段について継続して周知
を図る。
・適切な避難行動について継続して周知を図
る。

引き続き広報誌や防災講話による避難所開
設状況サイトの周知・説明を行う。
防災行政無線の更新や、新たな伝達手法を
検討していく。

・継続して実施する。 ・難聴地域に防災行政無線の子局を増設して
いく。

・継続して実施

13
自治体や住民の視点に
立った浸水シミュレーショ
ン情報の提供

・市区町別に、注視すべき水位観測所
や、破堤すると氾濫水が到達する堤防
区間と浸水シミュレーション結果を示し
た資料の作成とホームページでの提供

14
立ち退き避難が必要な浸
水危険区域情報の提供

・家屋倒壊、氾濫水の 大深度の観点
から立ち退き避難が必要なリスクの高
い区域の表示

15
洪水時における河川管理
者からの情報提供等（ホッ
トラインの構築）

・毎年、出水期前に協議会において連
絡体制を確認。洪水対応訓練や避難
訓練等を実施し、明らかになった課題
等を通してタイムラインを検証し、必要
に応じて改定。

16
住民等への情報伝達方法
の改善

・高齢者等避難、避難指示、緊急安全
確保の伝達の体制や機器等の整備

【鉄道事業者】
・災害発生のおそれのある降雨により、
関係市区町が住民等に向けて避難勧
告等の発令を行った際に駅や列車内
の広報、情報伝達を行う。

25



具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｅ）避難計画、情報伝達方法等の改善

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

13
自治体や住民の視点に
立った浸水シミュレーショ
ン情報の提供

・市区町別に、注視すべき水位観測所
や、破堤すると氾濫水が到達する堤防
区間と浸水シミュレーション結果を示し
た資料の作成とホームページでの提供

14
立ち退き避難が必要な浸
水危険区域情報の提供

・家屋倒壊、氾濫水の 大深度の観点
から立ち退き避難が必要なリスクの高
い区域の表示

15
洪水時における河川管理
者からの情報提供等（ホッ
トラインの構築）

・毎年、出水期前に協議会において連
絡体制を確認。洪水対応訓練や避難
訓練等を実施し、明らかになった課題
等を通してタイムラインを検証し、必要
に応じて改定。

16
住民等への情報伝達方法
の改善

・高齢者等避難、避難指示、緊急安全
確保の伝達の体制や機器等の整備

【鉄道事業者】
・災害発生のおそれのある降雨により、
関係市区町が住民等に向けて避難勧
告等の発令を行った際に駅や列車内
の広報、情報伝達を行う。

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖R1～〗
・毎年、出水期前に協議会において連絡体制
を確認。洪水対応訓練や避難訓練等を実施
し、明らかになった課題等を通してタイムライ
ンを検証。

〖R3〗
県河川課、下久保ダム管理事務所と洪水対
応演習

〖R1〗
・利根川上流河川事務所、渡良瀬川河川事務
所、館林土木事務所とのホットラインを構築
済。

〖R1～〗
・利根川上流河川事務所、渡良瀬川河川事務
所、館林土木事務所とのホットラインを構築
済。

〖R3〗
・ホットラインは構築されているが、出水期前
の確認・訓練等は実施できていない。実施に
向けて検討を進めた。

〖R2〗
・利根川上流河川事務所、渡良瀬川河川事務
所、館林土木事務所とのホットラインを構築
済。
〖R3〗
・洪水応対訓練等に参加し、連絡体制の確認
を行った。

〖R1〗
・連絡体制を確認する。
〖R2〗
・気象台、館林土木事務所、利根川上流河川
事務所、渡良瀬川河川事務所とのホットライン
を構築している。
〖R3〗
・ホットラインの確認とタイムラインの改定を実
施。

〖R1～R2〗
・利根川上流河川事務所と首長間でホットライ
ンを構築。河川水位の状況に応じて情報共有
可能な体制を実現。
〖R3〗
・出水期前に、ホットラインによる連絡体制の
確認し、情報共有を行った。

〖R1～R2〗
・洪水時における河川管理者からの情報提供
方法（ホットライン等）が構築できている。
〖R3〗
・必要に応じて見直しを行った。

〖R3〗
・関東地方整備局主催の「令和３年度利根川・
荒川・多摩川洪水予報伝達演習」において連
絡体制の確認及び連絡訓練を実施。

〖R1～〗
・国（河川事務所）・県とのホットラインを更新し
た。

〖R2〗
・タイムラインの改定。
・利根川・渡良瀬川・荒川を統合したタイムライ
ンを作成した。
〖R3〗
・利根川・渡良瀬川・荒川を統合したタイムライ
ンの改定。

到達レベルは事務局案を入れていますので
適宜更新願います。

国が実施す情報伝達訓練に参加し、情報伝
達に関する確認を実施
本年度実予定であった部内の図上訓練につ
いては諸事情のため中止

R4年度に開催された国、県の洪水演習等に
参加した

・利根川上流河川事務所、渡良瀬川河川事務
所、館林土木事務所とのホットラインを構築
済。

到達レベルは事務局案を入れていますので
適宜更新願います。
・個別避難計画作成に伴ない、避難着目型タ
イムラインを見直し、庁舎内で水害対応図上
訓練を実施した。

・利根川上流河川事務所が実施する洪水対
応演習等に参加し、ホットラインによる情報伝
達を行った。

・上記取り組みを継続実施。 〖R1～R2〗
・利根川上流河川事務所と首長間でホットライ
ンを構築。河川水位の状況に応じて情報共有
可能な体制を実現。
〖R4〗
・出水期前に、ホットラインによる連絡体制の
確認し、情報共有を行った。

タイムラインの検証を行った。 ・「令和４年度利根川・荒川・多摩川洪水予報
伝達演習」に参加し、連絡体制の確認及び連
絡訓練を実施。

到達レベルは事務局案を入れていますので
適宜更新願います。

・利根川・渡良瀬川・荒川を統合したタイムライ
ンの改定。

・引き続き連絡体制の確認や訓練等を実施
し、課題等に対して改善を行っていく。

引き続き、訓練等を通じて教訓・課題をタイム
ラインや避難判断基準等に反映

訓練を通じて課題を検証する ・引き続き、連絡体制の確認や訓練等を実施
し、課題の発見や改善を図っていく。

・利根川上流河川事務所、渡良瀬川河川事務
所、館林土木事務所とのホットラインを構築
済。

・出水期前の体制の確認。また、対応訓練を
計画・実施し、課題等を洗い出し今後に生かし
た取り組みを実施していく。

・引き続き関係機関と連携し、連絡体制を維持
していく。

・必要に応じて見直し等を行っていく。 今後も継続して、出水期前に、ホットラインに
よる連絡体制の確認し、情報共有を行う取り
組みを実施する。

必要に応じて見直しを行う。 ・令和５年度以降の利根川・荒川・多摩川洪水
予報伝達演習に参加し、連絡体制の確認及
び連絡訓練を実施。

・従前のとおり実施。

〖継続実施〗
・避難の準備情報・勧告・指示を発令した場合
は、下記の方法により市民へ伝達する。
・インターネット(おおた安全・安心メール、市
ホームページ、広報課ツイッター)
・固定電話(登録者)
・携帯電話各社による緊急速報メール
・市広報車、消防車両等による巡回
・テレビ、ラジオへの放送依頼
・防災行政無線
〖R3〗
・群馬テレビのｄボタンでの避難指示等の発信
を追加。
・太田市公式ＬＩＮＥによる避難指示等の発信
を追加。

〖継続実施〗
・テレビ・ラジオを通じた広報・館林ケーブルテ
レビを通じた広報。
・広報車による広報。
・ホームページへの掲示。
・たてばやし情報配信メールによる配信（登録
制メール配信サービス）。
・携帯電話事業者が提供する緊急速報メー
ル。
〖H28～H30〗
・たてばやし安全安心メールの加入啓発を実
施した。
〖H30〗
・ツイッターによる配信を実施した。
・防災行政無線整備の資料作成のため、屋外
スピーカーの音達試験を実施した。
〖R2〗
・防災情報伝達システムの整備を実施。
〖R3〗
・スマートフォンアプリを中心とした防災情報伝
達システムの運用。

〖継続実施〗
・地元区長への電話連絡。
・広報車、水防団車両による広報。
・登録制の情報メール配信。　→　「メルたま」
・緊急災害情報配信サービス。（携帯会社３
社）
・災害に係る情報発信。（ヤフー）
・ラジオ放送による情報発信。（ＦＭたまむら）
〖R1〗
・台風19号対応で実施。
〖R3〗
・災害情報一斉送信システムを導入した。

〖継続実施〗
・避難準備・高齢者等避難開始、避難指示を
発令した場合は、防災ラジオ、広報車、登録
制メール、緊急速報メール、町ホームページ、
消防団、報道機関の協力を得て広報を行う。
・自主防災組織との協力・連携により、避難行
動要支援者をはじめ住民への周知漏れを防
ぐ。
〖H29〗
・280MHzデジタル同報無線（防災ラジオ）の導
入について調査を実施した。
〖H30〗
・280MHzデジタル同報無線（防災ラジオ）を整
備した。
〖R1〗
・町登録制メールにおいて、「町からのお知ら
せ」と「防災・防犯情報」を分けて発信できるよ
う変更した。

〖継続実施〗
・避難準備情報・避難指示を発令した場合は、
広報車、町公式サイトメール配信サービス、緊
急速報メール、報道機関の協力を得て広報を
行う。
・防災行政無線を整備する。【平成28年度】
〖H29〗
・デジタル同報系防災行政無線が整備され、
定時放送や随時の放送を行った。
〖H30〗
・町公式メール配信サービスについて、自分
の欲しい情報だけ取得出来るサービスへ移行
した。
〖R1〗
・防災行政無線、緊急速報メール、Ｌアラート、
登録制メール。広報車等を活用している。
〖R2〗
・群馬県総合防災情報システムを活用し、緊
急速報メールについて、楽天モバイルに対応
できるよう準備している。

〖継続実施〗
・避難準備・高齢者等避難開始・避難指示を
発令した場合は、防災行政無線、広報車、安
全・安心メール、緊急速報メール、報道機関の
協力を得て広報を行う。
〖R1〗
・HP,ツイッターによる広報を開始。
〖R2〗
・風水害時に防災行政無線の音声が聞き取り
きくくなるため、警戒レベル４「全員避難」発令
時には防災行政無線にてサイレンを吹聴す
る。それに伴い訓練放送及び広報を行った。
〖R3〗
・令和3年5月の法改正に伴い、町広報紙によ
る避難情報の再周知を行った。
・防災訓練にて警戒レベル４「全員避難」発令
時のサイレン放送を実施し、住民へ再確認し
てもらった。

〖継続実施〗
・避難準備情報・避難指示を発令した場合は、
広報車、登録制メール配信サービス、ホーム
ページ、フェイスブック、ツイッター、緊急速報
メール、報道機関の協力を得て広報を行う。
・防災行政無線を整備する（平成28年度）
〖H28〗
・防災行政無線施設整備が完了した。
〖H29〗
・防災行政無線施設整備の運用を開始した。
〖R2〗
・災害などに関する緊急情報を音声メッセージ
でお知らせする「電話配信サービス」を開始し
た。
〖R3〗
・広報誌等を通じて「安全安心メール」や「電話
配信サービス」の周知を行った。

〖継続実施〗
・避難指示は同報系無線による屋外放送、サ
イレン、広報車、おうらお知らせメール、テレ
ビ・ラジオ放送等伝達手段を複合的に活用す
る。
〖H28〗
・平成29年2月28日ケーブルテレビ株式会社と
協定を締結。
〖H30〗
・J―アラートとおうらお知らせメールの連動を
開始。
〖R1〗
・緊急速報メールの配信方法を再確認した。
〖R2～〗
・yahoo!防災速報アプリへの緊急情報の配信
を開始。

〖継続実施〗
・避難指示を発令した場合は、下記伝達手段
により、関係地域内の全ての人に伝わるよう
留意して、伝達する。
・市ＨＰ、防災課ＨＰ、テレ玉データ放送（Ｌア
ラート）、フェイスブック、ツイッター、エリアメー
ル・緊急速報メール、防災行政無線、防災行
政無線メール、広報車、Yahoo!防災速報アプ
リ。
〖R1〗
・地域防災計画に定める、住民への避難情報
の伝達体制に加え、市内部マニュアルにて、
河川の水位等に応じて、避難情報を伝達する
ことが可能な庁内の体制を構築した。
〖R2〗
・上記に加え、避難情報を伝達する手段とし
て、災害時防災情報電話サービスを導入し
た。
〖R3〗
これまでの取組に加えて、災害時の情報伝達
手段とし、防災アプリを構築し、令和４年度よ
り運用を開始する予定である。
また、情報の伝達方法やその情報を受け取っ
た際にとるべき行動等については、令和３年５
月の災害対策基本法改正の内容を踏まえた
うえで、市報、市ホームページ、自治会回覧、
出前講座等の手段を活用し、住民等に対し、
広く周知を行っている。

〖継続実施〗
・避難指示を発令した場合は、防災行政無
線、広報車、市職員・消防団員による巡視等
により、全ての人に伝わるよう留意して、伝達
する。
・自治会又は自主防災組織への電話。
・緊急速報メール、インターネット（HP、ツイッ
ター、フェイスブック）による情報伝達。
・ファクシミリによる関係各所への一斉送信。
・防災行政無線（放送内容確認テレフォンサー
ビス含む）、広報車の利用。
・県災害オペレーション支援システムを利用し
たLアラートへの情報配信（ラジオ、テレビ等報
道機関への広報協力要請）。
〖H29～H30〗
・㈱ジェイコム北関東熊谷・深谷局と協定を締
結し、各家庭に設置した装置から防災無線情
報を聴けるジェイコム簡易告知放送サービス
を開始した。
〖R1～〗
・市の地域防災計画に、住民への避難指示等
の情報伝達体制が定められている。また、情
報伝達のための機器等（防災行政無線等）も
整備されている。また、協定を締結し、コミュニ
ティFMによる災害時の緊急放送を開始した。

〖継続実施〗
・コミュニティFM（FMかわぐち）との協定締結済
み。
〖R3〗
・災害対策基本法の改定を踏まえ、避難情報
の判断・伝達マニュアルを改定済み。

〖継続実施〗
・高齢者等避難、避難指示を発令した場合
は、防災行政無線、広報車、行田ケーブルテ
レビ、ホームページ、緊急速報メール、ツイッ
ター、フェイスブック等を活用し、防災関係機
関、防災拠点、市民、事業所等に対し情報等
を迅速に伝達する。
〖R2〗
・令和２年７月１日、避難情報等電話配信サー
ビスを導入した。
〖R3〗
・従前のとおり実施。

〖継続実施〗
・地域防災計画上に、災害広報として、防災行
政無線、自治会や消防団などによる呼びか
け、電話・ＦＡＸなどを用い、段階的に、誰が、
何を、どのように、情報伝達していくかを定め
ている。
〖R1〗
・防災行政無線の放送内容が聞こえる防災ラ
ジオの希望する全世帯への無償貸与に着手
〖R2〗
・防災ラジオの希望する全世帯への無償貸与
を開始
・防災無線システムの機能を拡充し、Twitter
等をワンオペレーションで配信できるシステム
とした
・防災アプリ導入作業中（伝達すべき内容、手
法の再整理）
〖R3〗
・避難情報との防災情報のプッシュ通知のほ
か、避難場所、ハザードマップ等の防災情報
が確認可能なスマートフォンアプリ「加須市防
災アプリ」の配信を開始

・ヤフー防災速報アプリとおおた安全・安心
メールの連携を行った。

スマートフォンアプリを中心とした防災情報伝
達システムの運用、総合防災訓練での検証

災害情報一斉送信システムへの登録の促進 ・継続して実施 ・個別避難計画作成に伴ない、避難着目型タ
イムラインの見直しを実施。災害時避難行動
要支援者への連絡方法を追加した。

・改訂した総合防災マップ（ハザードマップ）に
新の情報伝達手段の情報を掲載した。

・戸別受信機の無償貸与を実施。 〖継続実施〗
・避難指示を発令した場合は、下記伝達手段
により、関係地域内の全ての人に伝わるよう
留意して、伝達する。
・市ＨＰ、防災課ＨＰ、テレ玉データ放送（Ｌア
ラート）、フェイスブック、ツイッター、エリアメー
ル・緊急速報メール、防災行政無線、防災行
政無線メール、広報車、Yahoo!防災速報アプ
リ。
〖R1〗
・地域防災計画に定める、住民への避難情報
の伝達体制に加え、市内部マニュアルにて、
河川の水位等に応じて、避難情報を伝達する
ことが可能な庁内の体制を構築した。
〖R2〗
・これまでの取組に加えて、避難情報を伝達
する手段として、災害時防災情報電話サービ
スを導入した。
〖R3〗
これまでの取組に加えて、情報の伝達方法や
その情報を受け取った際にとるべき行動等に
ついて、令和３年５月の災害対策基本法改正
の内容を踏まえたうえで、市報、市ホームペー
ジ、自治会回覧、出前講座等の手段を活用
し、住民等に対し、広く周知を行っている。
〖R4〗
・これまでの取組に加えて、避難情報を伝達
する手段として、さいたま市防災アプリを導入
した。

継続して実施した。 ・実施済のため回答なし。 検討中。 ・台風の接近上陸を想定し、各避難情報を発
出し、広域避難訓練及び避難場所開設運営
訓練を総合的に訓練を行う「総合水害広域避
難訓練」を市民参加により実施した。

・伝達体制や手段については 善の方法を継
続して検討し、改善を行っていく。

整備が完了したため、住民等への普及啓発を
図る（出前講座や防災訓練等にて、メール、ア
プリ登録者数を増やせるよう取り組む）。

災害情報一斉送信システムへの登録の促進 ・継続して実施 ・整備は完了しているが、今後も引き続き継
続・見直しを行っていく。

・引き続き広報誌等を通じて「安全安心メー
ル」や「電話配信サービス」の周知を行う。

・今後も上記取り組みを継続実施していく。 防災アプリの普及啓発を積極的に行う予定で
ある。

継続して実施する。 ・多様な伝達方法を検討する。 ・ハード的な整備は終了しており、今後は防災
アプリ、防災ラジオの活用を市民へ周知して
いく。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｅ）避難計画、情報伝達方法等の改善

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

13
自治体や住民の視点に
立った浸水シミュレーショ
ン情報の提供

・市区町別に、注視すべき水位観測所
や、破堤すると氾濫水が到達する堤防
区間と浸水シミュレーション結果を示し
た資料の作成とホームページでの提供

14
立ち退き避難が必要な浸
水危険区域情報の提供

・家屋倒壊、氾濫水の 大深度の観点
から立ち退き避難が必要なリスクの高
い区域の表示

15
洪水時における河川管理
者からの情報提供等（ホッ
トラインの構築）

・毎年、出水期前に協議会において連
絡体制を確認。洪水対応訓練や避難
訓練等を実施し、明らかになった課題
等を通してタイムラインを検証し、必要
に応じて改定。

16
住民等への情報伝達方法
の改善

・高齢者等避難、避難指示、緊急安全
確保の伝達の体制や機器等の整備

【鉄道事業者】
・災害発生のおそれのある降雨により、
関係市区町が住民等に向けて避難勧
告等の発令を行った際に駅や列車内
の広報、情報伝達を行う。

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖R1～〗
・ホットラインの連絡先を確認している。

〖R1～R2〗
・出水期前に利根川河川事務所とのホットライ
ンを更新した。
〖R3〗
・11月にホットラインの更新を行った。

〖R1～R2〗
・毎年、出水期前に協議会において連絡体制
を確認。利根川上流河川事務所とのホットライ
ンの導通確認を行った。
・また、実災害対応時にもホットラインを活用し
た。
〖R3〗
・利根川上流河川事務所とホットラインの連絡
先確認を行った。

〖R1〗
・平成元年度の協議会に出席。
〖R2～〗
・洪水時における河川管理者からの情報提供
方法（ホットライン）が構築できている。

〖R1～〗
・訓練方法について検討する。

〖R1～〗
・洪水時における河川管理者からのホットライ
ン等が確立されており、また、明らかになった
課題についてタイムラインの検証を行ってい
る。

〖R1～〗
・毎年、出水期前に協議会において連絡体制
を確認。
・随時、避難情報の発令基準やタイムラインの
検証を行い、必要に応じて改訂を行う。

〖R1～〗
・ホットライン等の連絡先の確認を実施予定。

〖R1〗
・洪水時における利根川上流河川事務所との
ホットラインを構築済み。
〖R2〗
・栗橋水位観測所（利根川）の「氾濫危険水
位」及び「避難判断水位」の変更に伴い、タイ
ムラインを改訂した。
〖R3〗
・災害対策基本法の一部改正に伴う避難情報
の名称が変更されたことにより、タイムライン
を改訂した。

〖R1～〗
・洪水時における河川管理者からの情報提供
方法（ホットライン）が構築できている。

〖R1～R2〗
・洪水時における河川管理者からの情報提供
方法（ホットライン）が構築できている。
〖R3〗
・避難指示に着目したタイムラインを作成し
た。
・県管理河川におけるﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの更新につ
いて、着手中である。

〖継続実施〗
・洪水時における河川管理者からの情報提供
方法（ホットライン等）が構築できている。（R1
～R3）

〖R4〗
利根川上流河川事務所が実施する洪水対応
演習等に参加し、ホットラインによる情報伝達
を行った。

・訓練に参加を行い、意見の聴取及び市の課
題を確認し、改善を行っているところである。

・利根川上流河川事務所が実施する洪水対
応演習等に参加し、ホットラインによる情報伝
達を行った。

到達レベルは事務局案を入れていますので
適宜更新願います。

・利根川上流河川事務所が実施する洪水対
応演習等に参加したほか、ホットラインにの連
絡先の確認を行った。

未実施。 上記取組を行った ・毎年、出水期前に協議会において連絡体制
を確認。
・随時、避難情報の発令基準やタイムラインの
検証を行い、必要に応じて改訂を行う。

洪水対応訓練や情報伝達訓練等の参加につ
いて検討する。

・利根川上流河川事務所が実施する洪水対
応演習等に参加し、ホットラインによる情報伝
達を行った。

〖R1～〗
・洪水時における河川管理者からの情報提供
方法（ホットライン）が構築できている。

・利根川における避難判断水位変更に伴い、
タイムラインの修正を行った。
・埼玉県作成の水害リスク情報に基づくその
他河川のタイムラインの策定をおこなった。
・昨年度作成した県管理河川におけるハザー
ドマップの配布を行うとともに、周知に努めた。

・洪水時における河川管理者からの情報提供
方法（ホットライン等）が構築できている。

・引続き、ホットラインの連絡先を確認する ・今後の訓練に参加を行い、課題を解決して
いく。

・同様の取り組みを継続予定。 ・利根川上流河川事務所が実施する洪水対
応演習等に継続して参加していく

・継続して実施。 継続して洪水対応訓練や情報伝達訓練等の
参加について検討予定。

・必要に応じて見直し 引き続き、タイムラインの検証をしていく。 整備が完了したため必要に応じて見直し。

〖継続実施〗
・防災行政無線、緊急速報メール等で情報伝
達を行うことを地域防災計画で規定している。
〖R2〗
・協定を締結し、コミュニティFMによる災害時
の緊急放送を開始を検討している。
〖R3〗
・防災行政無線自動応答サービスのフリーダ
イヤル化を実施。

〖継続実施〗
・避難情報を発令した場合は、防災行政無
線、広報車、メール配信サービス、ホームペー
ジ、フェイスブック、ツイッター、緊急速報メー
ル、Ｌアラートなどのツールを活用し広報を行
う。
・各自治会あて一斉ＦＡＸを利用し、情報を提
供する。
〖H28〗
・防災行政無線デジタル化完了に伴い、無線
と連動した自動応答の実施や、本庁舎と支所
に設置した電光掲示板での情報伝達が新た
に行えるようになった。
〖H29～H30〗
・国が実施する洪水予報等のプッシュ型配信
に同意をし、広報誌などで市民への周知を
図った。
〖R1～R2〗
・上記に加え、令和2年1月より協定先民間企
業が運営する防災アプリを利用して防災情報
を発信できるようになり、情報発信媒体を拡充
した。
〖R3〗
・9月より障がい者手帳所有者向けに避難情
報などを伝達するプッシュ型情報通信のサー
ビスを開始した。

〖継続実施〗
・防災行政無線、メール配信サービス、緊急
速報メール、アマチュア無線、タクシー無線、
市ホームページ、twitter等公式ソーシャルメ
ディア、道路情報表示板等を有効的に活用
し、情報伝達を迅速かつ的確に行う。
〖H28〗
・テレ玉データ放送の活用について検討した
が、予算確保の面から見送りとなった。
〖H29〗
・テレ玉データ放送の活用について再検討し、
平成30年度の予算計上となった。
〖H30～R2〗
・テレ玉データ放送を活用を開始した。
〖R3〗
・テレ玉データ放送の活用を取りやめた。

〖継続実施〗
・「避難準備・高齢者等避難開始」「避難指示」
を発令した場合は、防災行政無線、広報車、
サイレン、口頭伝達、テレビ、ラジオ、緊急速
報メール、インターネット等を通じて広報を行
う。
・消防団員、自主防災組織の協力を得て、当
該地区の避難行動要支援者にも周知徹底を
図る。
〖R2〗
・280MHz帯の防災行政無線及び戸別受信機
の導入を開始。
〖R3〗
・上記に加え、280㎒帯の防災行政無線システ
ムを導入。また、それに伴い防災ラジオの有
償貸与を開始した。（聴覚障害にも対応）

〖継続実施〗
・防災行政無線、深谷市メール配信サービ
ス、テレビ埼玉ｄメニュー、テレホンサービス、
緊急速報メール、広報車、Lアラートなどの伝
達手段により周知を行う。

〖継続実施〗
・平成25年に㈱ジェイコムさいたまと「災害時
における放送等に関する協定」を締結し連携
しており、今後も連携強化を図っていく。
・また、テレビ埼玉のデータ放送を平成25年よ
り活用しており、連携して情報伝達する体制を
構築している。
〖H30〗
・ヤフー株式会社と協定を締結し、Yahoo!防災
アプリによるプッシュ通知を実施する体制を構
築。
〖R1～〗
・市LINEアカウントの導入、電話による一斉情
報伝達システムの導入。
〖R3〗
・引き続き、テレビ埼玉のデータ放送・市ホー
ムページへ・メールマガジン・Yahoo!防災アプ
リ・Twitter・LINE・電話による一斉情報伝達シ
ステムを活用していく。

〖継続実施〗
・地域防災計画（水害編）で記載している。
・[市]対象地域住民に対し、市防災行政用無線（同
報系）、広報車、口頭等により避難指示等を伝達、
インターネットのホームページ等に掲載。
・[消防]消防団員、消防車両、口頭等により伝達、
自主防災組織等の協力による組織的な伝達。
・[放送機関]市は各放送機関に避難指示の内容の
放送を要請。
・防災行政用無線が聞こえにくい地域について、市
民にメール配信サービスの登録等啓発していく。
〖H29〗
・防災行政用無線情報等に係るキャリアメール、市
民登録メール等の同時配信について関係課を集め
検討した。
〖H30〗
・防災行政用無線情報等に係るキャリアメール、市
民登録メール等の同時配信について、業者との契
約を締結し、運用に向けた調整を行った。
〖R1〗
・防災行政用無線情報等に係るキャリアメール、市
民登録メール等の同時配信について、業者との契
約を締結し、運用を開始した。また、広報やホーム
ページにより運用開始を周知した。
〖R2〗
・上記のメール配信システムを運用するとともに、
防災アプリ等の導入について検討を行った。
〖R3〗
・ＬＩＮＥ、Ｙａｈｈｏ！防災速報、ＦＡＸをメール配信シ
ステムと連携させ、瞬時に配信できる体制を構築し
た。
・防災アプリの運用を実施した。

〖継続実施〗
・高齢者等避難、避難指示を発令した場合
は、防災行政無線、広報車、市ホームペー
ジ、登録制メール、ツイッター、LINE、防災アプ
リ、Ｌアラート、緊急速報メールなどの伝達手
段により周知を行う。
〖R2〗
・令和元年度（2019年度）から令和2年度
（2020年度）までの2か年を工期とする「越谷市
固定系デジタル防災行政無線整備工事」を実
施。
・デジタル化に伴い、音声放送のほか、市ホー
ムページ、登録制メール、ツイッター、防災ア
プリ、電話自動応答サービス等、複数の情報
伝達媒体へ一斉に情報配信することが可能
になった。
〖R3〗
・防災行政無線の放送が届きにくい地域を中
心に、防災ラジオの整備を検討する。

〖継続実施〗
・防災行政無線
・桶川市防災情報メール
・桶川市ＨＰ
・広報車
・電話
・テレビ等報道機関への広報依頼。
・以上を整備済み。
・桶川市地域防災計画等で定めている情報伝
達手段を、有事の際に迅速かつ正確に市民
に周知できるようにする。
〖H29〗
・防災行政無線のデジタル化に併せて電話応
答装置（防災行政無線の内容を電話で確認で
きる機能）の導入を検討した。
〖H30～R1〗
・防災行政無線のデジタル化に向けて、調査
設計を行った。
〖R2〗
・防災行政無線のデジタル化工事を行った。
〖R3〗
・情報伝達システムを導入し、実用化のため
の訓練を自主防災組織と実施した。

〖継続実施〗
・地域防災計画で伝達方法について記載して
いる。
・防災行政無線、防災行政無線情報メール、
広報車、Ｌアラート、エリアメール、緊急速報
メール、フェイスブック、ツイッター、ライン。
〖H30〗
・防災行政無線のデジタル化に併せて電話応
答サービス（防災行政無線の内容を電話で確
認できる）を導入した。
〖R2〗
・防災行政無線音声応答サービスのフリーダ
イヤル化を実施した。
・令和３年３月から緊急情報架電サービス（携
帯電話等を所有していない住民に対し、固定
電話の電話番号やＦＡＸ番号に架電するもの）
を開始した。
〖R3〗
・既存の情報伝達手段について、広報・ホー
ムページ、防災出前講座等で周知を行った。

〖継続実施〗
・地域防災計画で伝達方法について記載して
いる。
・防災行政無線、防災行政無線情報メール、
広報車、Ｌアラート、エリアメール等。
〖R2～〗
・地域防災計画に住民への避難指示等の情
報伝達体制が定められている。また、情報伝
達のための機器等が整備されている。

〖継続実施〗
・防災行政無線、市ホームページ、緊急速報
メール、Ｌアラート、市メール配信システム、広
報車、一斉ＦＡＸを整備している。
〖H28〗
・市ホームページに防災情報のリンク先を集
約したリンクページを作成した。
〖H29〗
・引き続き情報伝達方法の改善を検討。
〖H30～R1〗
・聴覚障がいの方を対象に、登録制メール及
びFAX一斉送信サービス登録の案内を実施し
た。
〖R2〗
・防災行政無線難聴地域改善のため音達調
査を実施した。
〖R3〗
・市ホームページをリニューアルし、災害時に
より情報にアクセスしやすくなった。
・災害時に使用できるよう防災行政無線等の
各設備の点検等を行った。

〖継続実施〗
・三郷市メール配信サービスを整備。（H28）
・防災情報架電サービスを整備。（R1）
〖R3〗
・広報・HPを活用し、住民に対してマイタイムラ
インの作成を推進。

〖継続実施〗
・防災行政無線、緊急速報メール等で情報伝
達を行うことを地域防災計画で規定している。
〖R4〗
・実施なし

昨年度内容を継続的に実施 ・防災行政無線デジタル化工事を発注（工期：
令和４年度から令和６年度まで）。

〖継続実施〗
・「高齢者等避難」「避難指示」を発令した場合
は、防災行政無線、広報車、サイレン、口頭伝
達、テレビ、ラジオ、緊急速報メール、インター
ネット、防災ラジオ等を通じて広報を行う。
・消防団員、自主防災組織の協力を得て、当
該地区の避難行動要支援者にも周知徹底を
図る。

・防災行政無線、深谷市メール配信サービ
ス、テレビ埼玉ｄメニュー、テレホンサービス、
緊急速報メール、広報車、Lアラートなどの伝
達手段により周知を行う。
・改訂したハザードマップを使用し、住民等へ
対して情報の伝達方法やその情報を受け取っ
た際にとるべき行動等に対して周知を行なっ
た。

・引き続き、テレビ埼玉のデータ放送・市ホー
ムページ・メールマガジン・Yahoo!防災アプリ・
Twitter・LINE・電話による一斉情報伝達シス
テムを活用していく。
なお、各媒体へ一括で入力可能なシステムの
導入を検討中。

コミュニティＦＭとの連携に向けて調整中。 〖R4〗
・災害時要援護者避難支援制度への登録者
や、防災行政無線が聞こえづらいとの問合せ
のあった市民を中心に防災ラジオの有償配布
を実施した。

情報伝達システムを利用した訓練を継続して
実施した。

・既存の情報伝達手段について、広報・ホー
ムページ、防災出前講座等で周知を行った。

〖継続実施〗
・地域防災計画で伝達方法について記載して
いる。
・防災行政無線、防災行政無線情報メール、
広報車、Ｌアラート、エリアメール等。
〖R2～〗
・地域防災計画に住民への避難指示等の情
報伝達体制が定められている。また、情報伝
達のための機器等が整備されている。

・消防庁主催の災害情報伝達アドバイザー会
議に参加し、今後のよりよい情報伝達につい
て検討を行った。
・災害時に使用できるよう防災行政無線等の
各設備の点検等を行った。

・マイタイムライン作成のマニュアルブックの配
布やパネル展を開催し、住民等への周知を
行った。

引続き、伝達の体制や機器等の整備を検討
する。

プッシュ型通信などの拡充などを検討してい
く。

・防災行政無線デジタル化と併せて防災アプ
リの導入を進める予定。

・伝達手段について整備が完了しているた
め、必要に応じて見直し
・改訂したハザードマップを使用し、住民等へ
対して情報の伝達方法やその情報を受け取っ
た際にとるべき行動等に対して周知を行う
〖継続実施〗
・防災行政無線、深谷市メール配信サービ
ス、テレビ埼玉ｄメニュー、テレホンサービス、
緊急速報メール、広報車、Lアラートなどの伝
達手段により周知を行う

上記取組について、令和５年度の運用に向け
て引き続き調整を行う。

・令和５年度も引き続き防災ラジオの有償配
布を実施する。

継続して実施し、必要に応じて見直していく。 ・必要に応じて見直しを行う。 ・引き続き、より良い情報伝達方法の改善を
検討。

継続して実施。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｅ）避難計画、情報伝達方法等の改善

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

13
自治体や住民の視点に
立った浸水シミュレーショ
ン情報の提供

・市区町別に、注視すべき水位観測所
や、破堤すると氾濫水が到達する堤防
区間と浸水シミュレーション結果を示し
た資料の作成とホームページでの提供

14
立ち退き避難が必要な浸
水危険区域情報の提供

・家屋倒壊、氾濫水の 大深度の観点
から立ち退き避難が必要なリスクの高
い区域の表示

15
洪水時における河川管理
者からの情報提供等（ホッ
トラインの構築）

・毎年、出水期前に協議会において連
絡体制を確認。洪水対応訓練や避難
訓練等を実施し、明らかになった課題
等を通してタイムラインを検証し、必要
に応じて改定。

16
住民等への情報伝達方法
の改善

・高齢者等避難、避難指示、緊急安全
確保の伝達の体制や機器等の整備

【鉄道事業者】
・災害発生のおそれのある降雨により、
関係市区町が住民等に向けて避難勧
告等の発令を行った際に駅や列車内
の広報、情報伝達を行う。

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
・〖継続実施〗
・市洪水ハザードマップにより周知（窓口及び
市ホームページ）
・国土交通省の「地点別浸水シミュレーション
検索システム」のURLを市洪水ハザードマップ
及び市ホームページに記載し周知。
〖H30〗
・まめメール、Twitterにより、災害情報の発信
を実施。

〖継続実施〗
・市洪水ハザードマップにより周知（窓口及び
市ホームページ）
・国土交通省の「地点別浸水シミュレーション
検索システム」のURLを市洪水ハザードマップ
及び市ホームページに記載し周知。

〖R1～R2〗
・洪水時における河川管理者からの情報提供
方法（ホットライン）が構築されている。
〖R3〗
・年度当初に連絡体制の確認を行った。水害
対応タイムラインを策定した。

〖R2〗
・洪水時における河川管理者からの情報提供
方法（ホットライン）が構築されている。
〖R3〗
・洪水時における河川管理者からの情報提供
方法（ホットライン）を確認するとともに、令和3
年度の災害対策基本法改正に伴い避難情報
に変更があったことからタイムラインを修正し
た。

・継続して実施 〖R2〗
・洪水時における河川管理者からの情報提供
方法（ホットライン）が構築されている。

〖R1～〗
・毎年ブロック会議にて連絡先の交換を実施。

〖R2〗
・連絡先の交換を実施。
〖R3〗
・タイムラインの更新を実施。

〖R1〗
・ホットラインを活用した防災訓練の実施を検
討する。
〖R2〗
・出水期前に協議会において連絡体制を確
認。
・避難情報の発令基準やタイムラインの検証
を行い、必要に応じて改訂を行う。
〖R3〗
・避難情報の発令基準を反映したタイムライン
の作成を実施。

〖継続実施〗
〖R3〗
・年度当初に連絡体制の確認を行っている。

〖R1～R2〗
・各協議会に出席し，連絡体制の確認を行っ
ている。
〖R3〗
・新型コロナウイルスの影響を受け，各協議会
書面開催であったため，書面対応した。

〖R1～R2〗
・検討していく。
〖R3〗
・河川管理者とのホットラインの構築を行っ
た。

〖R1～〗
・連絡体制の確認を行う。

・利根川上流河川事務所が実施する洪水対
応演習等に参加し、ホットラインによる情報伝
達を行った。

・洪水時における河川管理者からの情報提供
方法（ホットライン）を確認するとともに、必要
に応じてタイムラインの修正を行った。

進捗がありましたら記載願います。（到達レベ
ルや右の取組例も参考にしてください。）既に
取り組まれていることがありましたら到達レベ
ルも選択願います。

・利根川上流河川事務所が実施する洪水対
応演習等に参加し、ホットラインによる情報伝
達を行った。

・利根川上流河川事務所が実施する洪水対
応演習等に参加し、ホットラインによる情報伝
達を行った。

〖R4〗
・利根川上流河川事務所が実施する洪水対
応演習等に参加し、ホットラインによる情報伝
達を行った。
・情報伝達訓練等を実施し、明らかになった課
題等を通してタイムラインを検証した。

・連絡先の交換を実施。 ・避難情報の発令基準を反映したタイムライン
の作成を実施。

〖継続実施〗
・年度当初に連絡体制の確認を行っている。

・各協議会に出席し，連絡体制の確認を行っ
ている。

・河川管理者とのホットラインを構築し、情報
交換を行った。

・利根川上流河川事務所が実施する洪水対
応演習等に参加し、ホットラインによる情報伝
達を行った。

引き続き連絡体制の確認を継続する。また、
避難訓練等によりタイムラインの見直しを行
う。

・洪水時における河川管理者からの情報提供
方法（ホットライン）を確認するとともに、必要
に応じてタイムラインの修正を行っていく。

・継続して実施 ・継続して実施。 ・ブロック会議にて連絡先の交換を実施。 ・洪水対応訓練の実施を検討する。 ・引き続きタイムラインを検証し、必要に応じて
改定を行う。

・各協議会に出席し、連絡体制を確認。 ・引き続き各協議会に出席し，連絡体制の確
認を行っていき，必要であればタイムライン等
の見直しを行っていく。

・引き続き河川管理者とのホットラインの構築
を行っていく。

〖継続実施〗
・防災行政無線、広報車、市ホームページ、市
公式メール配信サービス、防災無線放送確認
ダイヤル、報道機関の協力を得て広報を行
う。
・本部体制設置の際に自主防災会長に連絡。
・埼玉県災害情報支援システムのLアラート機
能を活用して、情報発信を行う。
・ケーブルテレビ会社と締結した「災害時にお
ける放送等に関する協定」に基づき、情報発
信を行う。
〖H28〗
・5月17日Lアラート全国総合訓練に参加し、L
アラート機能活用及びテレビ会社と連携した
情報発信について訓練した。
〖R2〗
・防災行政無線、ＨＰ上での周知、安心安全
メール（登録制メール）、データ放送（テレビ埼
玉）などを活用して情報伝達を行っている。
〖R3〗
・市HPにてJアラート概要についての説明ペー
ジを公開した。情報伝達手段と、とるべき行動
について周知を行った。

〖R1～〗
・メール配信サービスに登録するように、市民
に対して呼びかけを行った。

〖継続実施〗
・高齢者等避難・避難指示を発令した場合は、
防災行政無線、広報車、ホームページ、登録
制メール、ツイッター、スマートフォンアプリ
（Yahoo!防災速報）、緊急速報メール、Ｌアラー
ト、報道機関の協力を得て広報を行う。
・対象区域住民自治組織の長に連絡するな
ど、関係地域内の全ての人に伝わるよう留意
して、伝達する。
・自主防災組織の地域コミュニティとの協力・
連携により、避難行動要支援者をはじめ住民
への周知漏れを防ぐ。
・電話での情報配信システムを構築した。
〖H28～R1〗
・自主防災組織の地域コミュニティとの協力・
連携を強化した。
〖R1〗
・電話による情報配信システムを構築した。
〖R3〗
・市民等へ情報伝達手段の拡充を図るため、
令和４年４月に運用開始する市公式アプリ「減
災ナビ」を導入作業を進めている。

〖継続実施〗
・防災行政無線、広報車、白岡市安心安全
メール（登録制メール）、緊急速報メール、イン
ターネット（ホームページ等）、回覧、ハンドマ
イク、県の防災システム（災害用オペレーショ
ン支援システム）を用いてＬアラートへの発
信。
・ケーブルテレビ企業と協定を締結しており、
要請をすれば、ケーブルテレビにて情報公開
可能。

〖R3〗
・白岡市防災行政用無線戸別受信機無償貸
出事業を行っている。

〖継続実施〗
・すでにJ―COMさいたまと災害時における協
定を締結済み。現在、防災情報等の新たな伝
達手段について協議中
〖R3〗
・防災情報等の新たな伝達手段について検討
中

〖継続実施〗
・避難準備、避難指示を発令した場合は、防
災行政無線、広報車、町公式ホームページ、
フェイスブック、防災メール、Lアラート、報道機
関との協力を得て広報を行う。
〖H30～R1〗
・防災行政無線デジタル化整備工事の着工。
〖R2〗
・防災行政無線（同報系）デジタル化に伴う拡
声子局、メール配信装置、電話応答装置を整
備した。
・コミュニティFM放送局と防犯・防災情報の緊
急放送に関する協定締結
〖R3〗
・町のLINE公式アカウント開始。
・電話応答装置の回線増設（4回線→8回線）
・災害情報伝達手段に関するアドバイザー会
議を開催（消防庁からアドバイザーを派遣して
いただき、会議を開催）

〖継続実施〗
・避難準備・高齢者等避難開始、避難指示を
発令した場合は、防災行政無線、広報車等で
情報を伝達するとともに、消防団、自主防災
組織等の協力を得て、町民への周知徹底を
図るとともに、町本部は、避難の指示に関する
情報を町ホームページ等に掲載する。
・広域にわたって避難の指示の伝達を行う必
要があるときは、県を通じて各放送機関に対
して、避難指示に関する内容の放送の協力要
請をする。
〖H29～H30〗
・防災行政無線をはじめ、ツイッター、登録制
メール、地上デジタル放送等を防災情報シス
テムを通じて配信する。
〖R1～R2〗
・防災行政無線、広報車、町ホームページ、町
Twitter、町LINE〖R2〗、登録制メール、テレ
ビ埼玉データ放送、エリアメール、Yahoo!防災
アプリ、宮代町防災情報システム、Lアラートを
情報発信手段として整備している。
〖R3〗
・防災行政無線、広報車、町ホームページ、町
Twitter、町LINE、登録制メール、テレビ埼玉
データ放送、エリアメール、Yahoo!防災アプリ、
VACAN（避難所情報検索サービス）〖R3〗、
宮代町防災情報システム、Lアラートを情報発
信手段として整備している。

〖継続実施〗
・防災行政無線、広報車、登録制メール、エリ
アメール、Ｌアラート。
・メール配信サービスの登録の推進及びその
他「川の防災情報」等周知している。
〖R3〗
・防災行政無線、広報車、登録制メール、エリ
アメール、Ｌアラート、Twitter、ヤフー防災アプ
リ

〖継続実施〗
・防災行政無線、広報車、メール配信サービ
ス、フェイスブック、ツイッター、Ｌアラート、報
道機関の協力を得て、広報を行う。
・自主防災組織等の地域コミュニティとの協
力、連携により、住民への周知漏れを防ぐ。
〖R1〗
・防災行政無線、広報車、町ホームページ、
Twitter、登録制メール、エリアメール、Yahoo!
防災アプリ、Lアラートを情報発信手段として
整備している。
〖R3〗
・防災行政無線が聞き取りづらい方で、町から
のメール配信サービスが受けられない情報弱
者のために、新たに架電サービスの導入を実
施。

〖継続実施〗
・地域防災計画において避難情報や避難所開
設情報等については、防災行政無線や登録
制メール（野田市安全安心メール「まめメー
ル」）、ホームページ、ツイッター、広報車を活
用する旨を記載している。その他にもLアラー
ト（データ放送）、各携帯会社（NTTドコモ、ソフ
トバンク・モバイル、KDDI）による災害緊急速
報メールも活用する。
〖R3〗
・地域防災計画において避難情報や避難所開
設情報等については、防災行政無線や登録
制メール（野田市安全安心メール「まめメー
ル」）、ホームページ、ツイッター及びLINE等
SNS、災害広報紙の発行、広報車を活用する
旨を記載している。その他にもLアラート（デー
タ放送）、各携帯会社（NTTドコモ、ソフトバン
ク・モバイル、KDDI）による災害緊急速報メー
ルも活用する。

〖継続実施〗
・防災行政無線、消防団等による巡回広報、
ホームページ、メール配信サービス、ツイッ
ター、テレビ，HP，防災アプリによる周知を行
なっている。
・既存の情報伝達手段の他に，必要に応じて
整備を検討していくこととした。
・帰宅困難者ネットワークにて，駅内の電光掲
示板等で情報発信を行うよう取り決めている。

〖継続実施〗
・プッシュ型メールの配信手続き【H29】。
〖R3〗
・多メディア一斉配信システムを導入し、情報
伝達の多重化（メール、twitter、HP等）を実施
した。

〖継続実施〗
・防災行政無線の放送、メール配信、広報車
による巡回、災害広報誌の配布、ホームペー
ジへの掲載、ツイッターへの掲載及び報道機
関への放送を行う。
〖H28～〗
・メール配信登録者増加に向けた取り組みの
実施（我孫子市総合防災訓練会場などにおい
て）した。

整備は完了しているが、市公式メール配信
サービスの機能強化を図るため、情報収集を
行った。

・メール配信サービスに登録するように、市民
に対して呼びかけを行った。

市民等へ情報伝達手段の拡充を図るため、
令和４年４月に運用開始する市公式アプリ「減
災ナビ」を導入した。

防災行政無線フリーダイヤルを開始した。 〖継続実施〗
・すでにJ―COMさいたまと災害時における協
定を締結済み。現在、防災情報等の新たな伝
達手段について協議中
〖R4〗
・防災情報等の新たな伝達手段について検討
中

・屋内へ音声による確実な情報伝達を行うた
めのシステムや機器等の導入を始めとした手
段の多重化に向けて、調査・研究を行ってい
る。

〖継続実施〗
・避難準備・高齢者等避難開始、避難指示を
発令した場合は、防災行政無線、広報車等で
情報を伝達するとともに、消防団、自主防災
組織等の協力を得て、町民への周知徹底を
図るとともに、町本部は、避難の指示に関する
情報を町ホームページ等に掲載する。
・広域にわたって避難の指示の伝達を行う必
要があるときは、県を通じて各放送機関に対
して、避難指示に関する内容の放送の協力要
請をする。
〖H29～H30〗
・防災行政無線をはじめ、ツイッター、登録制
メール、地上デジタル放送等を防災情報シス
テムを通じて配信する。
〖R1～R2〗
・防災行政無線、広報車、町ホームページ、町
Twitter、町LINE〖R2〗、登録制メール、テレ
ビ埼玉データ放送、エリアメール、Yahoo!防災
アプリ、宮代町防災情報システム、Lアラートを
情報発信手段として整備している。
〖R3〗
・防災行政無線、広報車、町ホームページ、町
Twitter、町LINE、登録制メール、テレビ埼玉
データ放送、エリアメール、Yahoo!防災アプリ、
VACAN（避難所情報検索サービス）〖R3〗、
宮代町防災情報システム、Lアラートを情報発
信手段として整備している。

・防災行政無線、広報車、登録制メール、エリ
アメール、Ｌアラート、Twitter、ヤフー防災アプ
リ、テレビ埼玉のｄボタン
・メール配信サービスの登録の推進及びその
他「川の防災情報」等の周知をしている。

・令和４年度から防災行政無線が聞き取りづ
らい方で、町からのメール配信サービスが受
けられない情報弱者のために、新たに架電
サービスを開始。広報やホームページで周知
し、自主防災組織の会議や出前講座等で普
及啓発を実施した。

〖継続実施〗
・地域防災計画において避難情報や避難所開
設情報等については、防災行政無線や登録
制メール（野田市安全安心メール「まめメー
ル」）、ホームページ、ツイッター及びLINE等
SNS、ヤフー防災など災害時応援協定等の民
間通信会社による通信手段、災害広報紙の
発行、広報車を活用する旨を記載している。
その他にもLアラート（データ放送）、各携帯会
社（NTTドコモ、ソフトバンク・モバイル、KDDI）
による災害緊急速報メールも活用する。

・防災行政無線、消防団等による巡回広報、
ホームページ、メール配信サービス、ツイッ
ター、ＬＩＮＥ、テレビ，HP，防災アプリによる周
知を行なっている。
・既存の情報伝達手段の他に，必要に応じて
整備を検討していくこととした。
・帰宅困難者ネットワークにて，駅内の電光掲
示板等で情報発信を行うよう取り決めている。

・多メディア一斉配信システムの配信先に、電
話・ＦＡＸを追加した。

〖継続実施〗
・防災行政無線の放送、メール配信、広報車
による巡回、災害広報誌の配布、ホームペー
ジへの掲載、ツイッターへの掲載及び報道機
関への放送を行う。
〖H28～〗
・メール配信登録者増加に向けた取り組みの
実施（我孫子市総合防災訓練会場などにおい
て）。
〖R4～〗
・LINEの配信登録者増加に向けた取り組みの
実施（我孫子市総合防災訓練会場などにおい
て）。

次年度に市公式メール配信サービスの付加
機能として、一斉架電できる機能を持たせ、自
治会長等に一斉に情報伝達することを計画し
ている。

継続して実施。 高齢者等避難・避難指示を発令した場合は、
防災行政無線、広報車、ホームページ、登録
制メール、ツイッター、スマートフォンアプリ
（Yahoo!防災速報）、緊急速報メール、Ｌアラー
ト、市公式アプリ、報道機関の協力を得て広
報活動を行っていく。

引き続き事業に取り組む。 ・避難行動要支援者等を対象に、J:COMの緊
急地震速報端末装置を配布予定

・引き続き情報伝達手段の多重化に努める。 引き続き、情報伝達手段を整備していく。 ・防災ラジオの活用を調査・検討する。 ・防災講座等で、防災情報のメール配信サー
ビス、架電サービスの普及啓発を行う。

・今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。
・スマートフォンが使用できない市民や、防災
行政無線の音声が聞き取りにくい市民向け
に、固定電話へ情報伝達する災害時電話シス
テムの導入を検討する。
・外国人向けに、登録制メールについては多
言語翻訳システムの導入も検討する。

・来年度も防災行政無線、消防団等による巡
回広報、ホームページ、メール配信サービス、
ツイッター、ＬＩＮＥ、テレビ，HP，防災アプリ等
あらゆる媒体を用いて周知することとする。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｅ）避難計画、情報伝達方法等の改善

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

13
自治体や住民の視点に
立った浸水シミュレーショ
ン情報の提供

・市区町別に、注視すべき水位観測所
や、破堤すると氾濫水が到達する堤防
区間と浸水シミュレーション結果を示し
た資料の作成とホームページでの提供

14
立ち退き避難が必要な浸
水危険区域情報の提供

・家屋倒壊、氾濫水の 大深度の観点
から立ち退き避難が必要なリスクの高
い区域の表示

15
洪水時における河川管理
者からの情報提供等（ホッ
トラインの構築）

・毎年、出水期前に協議会において連
絡体制を確認。洪水対応訓練や避難
訓練等を実施し、明らかになった課題
等を通してタイムラインを検証し、必要
に応じて改定。

16
住民等への情報伝達方法
の改善

・高齢者等避難、避難指示、緊急安全
確保の伝達の体制や機器等の整備

【鉄道事業者】
・災害発生のおそれのある降雨により、
関係市区町が住民等に向けて避難勧
告等の発令を行った際に駅や列車内
の広報、情報伝達を行う。

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖R1～〗
・洪水時における災害ホットライン、第二ホット
ラインによる連絡体制を構築。

〖R1～〗
・ホットラインを用いて河川情報等を収集す
る。

〖R1〗
・検証の検討。
〖R2〗
・河川事務所長のホットライン連絡先及び災
害時第二ホットライン連絡先を確認。
〖R3〗
・荒川下流タイムライン（拡大試行版）をもと
に、河川管理者とタイムラインの改善のため
の協議を継続的に実施。

〖継続実施〗
・「武蔵水路内水排除連絡会議」を毎年開催
し、操作方法や連絡体制などについて関係機
関と共有
〖R3〗
・４月19日に「武蔵水路内水排除連絡会議」を
開催し、操作方法や連絡体制などについて関
係機関と共有した。

・到達レベルは事務局案を入れていますので
適宜更新願います。

利根川・荒川・多摩川洪水予報伝達訓練への
参加に参加した。

・5月11日に「武蔵水路内水排除連絡会議」を
開催し、操作方法や連絡体制などについて関
係機関と共有した。

・構築したホットラインについて、必要に応じて
見直しを行っていく。

・継続実施。

〖継続実施〗
・防災行政無線の放送、メール配信、広報車による
巡回、ホームページへの掲載、ツイッターへの掲
載、デジタルサイネージ、エリアメール、あだち安心
電話。
・避難情報を発令した場合は、防災行政無線、広
報車、区公式サイトメール配信サービス、フェイス
ブック、ツイッター、緊急速報メール、Ｌアラート、あ
だち安心電話、報道機関の協力を得て広報を行
う。
・防災行政無線が聞こえにくい地域（難聴地域）に
防災行政無線スピーカーの増設を予定。
〖H28〗
・区の防災アプリで河川水位や河川の映像をリア
ルタイムで確認できるよう整備した。
〖H29～H30〗
・防災行政無線が聞こえにくい地域（難聴地域）に
防災行政無線スピーカーを増設。
〖R1～R2〗
・風水害時、防災無線が聞こえない場合の対応を
検討。
〖R3〗
・風水害時に防災無線が聞こえない場合の対応と
して、電話による防災無線の聞き取りができる「防
災無線テレホン案内」等の情報をまとめたマグネッ
トシートを作成し、防災普及啓発活動時に配布を
行った。
・避難情報改定に伴い、チラシを作成して周知を
図った。

〖継続実施〗
・防災行政無線、広報車、エリアメール
（docomo）・緊急速報メール（softbank、
KDDI）、安全・安心情報メール、区ホームペー
ジ、区公式フェイスブック、区公式ツイッター、
かつしかFM、J：COM東葛葛飾、NHK総合テレ
ビのデータ放送。
〖H30〗
・防災情報サービス端末を設置した。
〖R1～〗
・防災行政無線が聞こえにくい地域の、防災
行政無線スピーカーの調整を行った。

〖継続実施〗
・防災行政無線デジタル化による取り換えに
伴い、難聴地域を改善する。【平成27年度～
31年度】
・メールニュース・ツイッター・フェイスブック・
FMラジオ・ケーブルテレビによる情報伝達手
段の整備。
〖R1〗
・防災行政無線のデジタル化の完了。
〖R2〗
・防災行政無線の多言語版を開始。
〖R3〗
・ＬＩＮＥを用いた情報伝達サービスを開始。

・足立区防災アプリを更新した。 〖R4〗
・区公式LINEアカウントの作成により、LINEで
も避難情報の発令等災害に関する情報の発
信が可能となった。友だち登録すると、区から
発信した情報の確認だけでなく、ハザードマッ
プや防災マップなどの情報も確認することが
できる。

・防災ポータル、アプリの運用開始。

・上記マグネットシートの全戸配布等、災害情
報を確実に区民に届けるべく対応継続してい
く。

・上記の情報収集ツールについて、説明会や
講座等で区民に周知していく。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｅ）避難計画、情報伝達方法等の改善

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

13
自治体や住民の視点に
立った浸水シミュレーショ
ン情報の提供

・市区町別に、注視すべき水位観測所
や、破堤すると氾濫水が到達する堤防
区間と浸水シミュレーション結果を示し
た資料の作成とホームページでの提供

14
立ち退き避難が必要な浸
水危険区域情報の提供

・家屋倒壊、氾濫水の 大深度の観点
から立ち退き避難が必要なリスクの高
い区域の表示

15
洪水時における河川管理
者からの情報提供等（ホッ
トラインの構築）

・毎年、出水期前に協議会において連
絡体制を確認。洪水対応訓練や避難
訓練等を実施し、明らかになった課題
等を通してタイムラインを検証し、必要
に応じて改定。

16
住民等への情報伝達方法
の改善

・高齢者等避難、避難指示、緊急安全
確保の伝達の体制や機器等の整備

【鉄道事業者】
・災害発生のおそれのある降雨により、
関係市区町が住民等に向けて避難勧
告等の発令を行った際に駅や列車内
の広報、情報伝達を行う。

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・市区町別に、注視すべき水位観測所や、破
堤すると氾濫水が到達する堤防区間と浸水シ
ミュレーション結果を示した資料を作成し、提
供する。
〖H28〗
・自治体別の浸水シミュレーション結果の作
成・公表（Ｈ２８一部完）
〖H29〗
想定 大規模降雨による浸水シミュレーショ
ンの自治体別資料の作成を検討。

〖継続実施〗
・家屋倒壊、氾濫水の 大深度の観点から立
ち退き避難が必要なリスクの高い区域の表示
を行う。
〖H29〗
想定 大規模降雨による浸水シミュレーショ
ン結果を用いた避難対策重点地区図の作成
を検討。

〖継続実施〗
・実施に向け検討する。（◯）

〖継続実施〗
・計画運休や従業員避難の実施状況により検
討する。（◯）

〖継続実施〗
・駅構内及び営業列車車両内に情報提供
・沿線自治体への情報提供（大規模水害のお
それがある場合、事前に各自治体に計画運
休の情報を個別に伝達することとしている。）
（●）
〖R3〗
・完了している

〖継続実施〗
・災害発生のおそれのある降雨により、関係
自治体が住民等に向けて避難指示の発令を
行った際は、駅や列車内の広報、SNS等の活
用にて情報伝達を行う。（●）
〖R3〗
・災害発生のおそれのある降雨により、関係
自治体が住民等に向けて避難指示の発令を
行った際は、駅や列車内の広報、SNS等の活
用にて情報伝達を迅速に行うよう、定型文の
作成を行った。（令和3年度配信はなし）

〖継続実施〗
・遠隔放送やＳＮＳ等を活用し情報伝達を行っ
ていく。（●）

〖継続実施〗
・避難指示等発令時に、情報発信を実施する
関係自治体職員等の、駅構内等への受入れ
協力の継続。（◯）

〖継続実施〗
・具体的な伝達体制については、今後、協議さ
せて頂きたい。（◯）

・継続した取り組みとして、実施に向けて検討
する。

・計画運休や従業員避難の実施状況により検
討する。

〖継続実施〗
・駅構内及び営業列車車両内に情報提供
・沿線自治体への情報提供（大規模水害のお
それがある場合、事前に各自治体に計画運
休の情報を個別に伝達することとしている。）
（●）
〖R4〗
・完了している

〖継続実施〗
・遠隔放送やＳＮＳ等を活用し情報伝達を行っ
ていく。（●）

〖継続実施〗
・避難指示等発令時に、情報発信を実施する
関係自治体職員等の、駅構内等への受入れ
協力の継続。（◯）

・当社からの情報発信は、主に利用者に向け
ての発信であり、地元住民の方へ向けての情
報発信ではない。
・このため発信方法としては、車内放送、駅構
内放送、当社ホームページ、SNS、乗換検索
サイトなどにより運行状況や今後の運行につ
いて情報発信をして行くことになる。

・ディスプレイ等を用いた情報伝達を行う際に
は、協議をお願いします。

・沿線自治体等からの要請等に基づき、検討
を行う。

完了している ・災害発生のおそれのある降雨により、関係
自治体が住民等に向けて避難指示の発令を
行った際の訓練等を実施を検討する。

・遠隔放送やＳＮＳ等の情報伝達方について、
理解しやすく、統一性のある文言となるよう、
　マニュアル等を精査していく。

当該協力が必要な状況になった場合の連絡
系統を定期的に確認する

〖継続実施〗
・地元自治体向けについては、今後、協議をさ
せて頂きたい。
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

〖R1～〗
・浸水想定区域内の病院に関する情報を把握
しており、情報伝達体制・方法について検討し
ている。

〖R3〗
拠点病院との連携については、電子＠連絡帳
を利用した仕組みづくりを継続して行ってい
る。

〖R1〗
・災害拠点病院に対し、防災ラジオの無償貸
出を実施予定。
〖R2〗
行政施設、災害拠点病院等、重要施設に防
災ラジオを設置。

〖R1〗
・令和２年度以降に協議会で実施する。
〖R2〗
・必要に応じ，検討を行う。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

・市内の公共施設及び災害協定締結事業所
に防災ラジオを配付(H28～)

〖R1～R2〗
・五霞町は全域が浸水想定区域。水害ハザー
ドマップで町公共施設の施設管理者と情報は
共有済み。洪水時の情報伝達体制・方法につ
いて検討予定。
〖R2～〗
・町内に災害拠点病院はなく、町外の病院を
指定している。
〖R3〗
・浸水想定区域内にある公共施設の施設管理
者等への情報伝達体制・方法は継続して検討
する。

〖R1〗
・防災行政無線戸別受信機（アナログ防災ラ
ジオ）学校及び主な公共施設等に配布済。
・役場職員及び関連施設職員等には防災アプ
リのインストールを推奨
〖R2〗
・防災行政無線戸別受信機（デジタル防災ラ
ジオ）について配布（３８個施設（予定を含
む））
〖R3〗
・庁内の公共施設、学校及び広域避難所の県
立高校３か所に対し、デジタル方式の防災行
政無線戸別受信機を設置

〖R1～R2〗
・利根川の浸水想定区域内に庁舎及び災害
拠点病院等はない。

〖R1～〗
・災害時の状況に応じた情報の伝達体制・伝
達方法等について、各施設管理者等と調整を
行った。

〖R1～R2〗
・浸水想定区域内の災害拠点病院等と情報を
共有し、各施設管理者等に対する洪水時の情
報伝達体制を確認する。

〖R1～R2〗
・浸水想定区域に市役所庁舎は無い。また、
災害拠点病院も市内にはない。各市町の情
報を参考にさせていただく。
〖R3〗
・市役所新庁舎及び災害拠点病院に準じた病
院については、現状では浸水想定区域内には
建築されていない。

・病院等の施設関係者の会議を行い、災害時
の対応について確認
〖R3〗
・進捗なし

〖R2～〗
・浸水想定区域内にある市有施設、病院を把
握している。情報伝達体制については、今後、
検討していく。

令和4年度の
取組内容

・市職員（庁舎管理者を含む）に対して防災・
防犯メール、LoGoチャットを用いた情報伝達
体制を構築している。
・浸水想定区域内の病院や介護施設等の要
配慮者利用施設に対し毎年伝達訓練を実施
している。

- 【R4】各施設に配布している災害用携帯電話
及び防災ラジオによる情報伝達について検討
を行う。

・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。 浸水想定区域内にある公共施設の施設管理
者等への情報伝達体制・方法は継続して検討
する

情報伝達手段の運用を継続 災害時の状況に応じた情報の伝達体制・伝達
方法等について、各施設管理者等と調整を
行った

浸水想定区域内の災害拠点病院等と情報を
共有し、各施設管理者等に対する洪水時の情
報伝達体制を確認した。

・市役所新庁舎及び災害拠点病院に準じた病
院については、現状では浸水想定区域内には
建築されていない。

・進捗なし ・浸水想定区域内にある市有施設、病院を把
握している。情報伝達体制については、今後、
検討していく。

今後の
取り組み方

令和4年度までの取り組み内容を継続して実
施。

IDR4Mのシステムを利用し、今後5年中には、
電子＠連絡帳との紐づけを検討

【R5】各施設に配布している災害用携帯電話
及び防災ラジオによる情報伝達について検討
を行う。

・必要に応じて伝達体制及び方法について検
討する。

・継続して実施。 引き続き検討を要する。 ・防災行政無線デジタル化事業終了
・情報伝達手段の進化に連携して今後の対応
を検討

・災害時の状況に応じた情報の伝達体制・伝
達方法等について、各施設管理者等と調整を
行った。

〖継続実施〗
・浸水想定区域内の災害拠点病院等と情報を
共有し、各施設管理者等に対する洪水時の情
報伝達体制を確認する。

・必要に応じて対応する。 ・病院等の施設関係者の会議において、情報
伝達体制や方法について確認していく。

・継続して実施

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・ハザードマップにて避難情報発令の目安を
記載している。
・タイムラインを策定済。
・出水期前に、発令基準、文面、発令方法等
について、確認を行っている。
〖H29〗
・避難勧告等の判断伝達マニュアルの策定を
実施。
・想定 大規模の浸水想定に対しては未対応
のため、今後改正を検討する。
〖R1〗
・警戒レベルの導入に合わせ、避難勧告等の
文面を改定した。

〖継続実施〗
・地域防災計画の改定などに合わせて，災害
避難マニュアルを作成する予定。【～平成30
年度】
〖H30〗
・地域防災計画の改定により，避難勧告等の
発令に関する主要考慮事項を明記する予定。
〖R2〗
地域防災計画に「警戒レベル」の記載を追
加。

〖継続実施〗
・水位観測所の避難判断水位を基準としてお
り、利根川については取手新町水位観測所、
小貝川については小貝川水海道水位観測所
を基準としている。
・「取手市避難勧告等の判断・伝達マニュア
ル」を策定済み。【平成24年度】
〖H28〗
・避難勧告等の発令基準を記載した「取手市
防災対策ＮＥＷＳ」を全戸配布した
〖H30～R1〗
・基準の確認を実施。
〖R3〗
・5月20日に避難情報の名称変更に伴い、取
手市防災マップの関連事項の変更済み

〖継続実施〗
・災害対応マニュアルを作成し，担当職員にわ
かりやすい指針を示した。
・地域防災計画の見直しを行なっている。【平
成28年度～】
〖H28〗
・地域防災計画及びマニュアル作成を実施中
〖H29～H30〗
・守谷市災害時初動対応マニュアルを策定
し，基準を改善し，新たに定めた。
〖R1〗
・守谷市避難勧告等発令基準マニュアルを策
定し，基準を明確にした。
〖R2〗
・必要に応じ，マニュアルの見直しを実施。
〖R3〗
・マニュアルの見直し等を実施した。

〖継続実施〗
・災害対策本部での協議・判断により発令して
いるため、明文化されたものはない。今後避
難判断マニュアルの作成を検討していきた
い。
〖H28〗
・避難判断マニュアルを作成中。
〖H29～H30〗
・避難勧告等の発令基準を作成。
〖R1～R3〗
・発令基準を、必要に応じ改善している。

〖継続実施〗
・地域防災計画で避難準備情報、避難勧告、
避難指示の発令基準を記載している。【平成
24年度】
・避難勧告判断マニュアルを地域防災計画に
掲載し、わかりやすい避難勧告・指示の発令
基準を設定した。【平成24年度】
・地域防災計画の改訂に合わせて、避難勧告
判断マニュアルの見直しを検討【平成29年度】
〖H30〗
・地域防災計画の改訂に合わせて、避難情報
の判断基準の見直しを実施した。（3月）
〖R1〗
・台風接近時のタイムラインに、警戒レベル及
び、夜間の大雨が予想される場合のレベル3
の発令などを追記した。
〖R2〗
・利根川及び江戸川における基準水位の見直
しに伴い、地域防災計画に定める発令基準の
見直しを検討。
〖R3〗
・令和3年5月の法改正による避難情報等の区
分変更（避難勧告の廃止等）について、町HP
及び広報紙で周知した。
・中川ハザードマップの新規作成及び配布に
合わせて、上記の変更について改めて掲載し
た。

〖継続実施〗
・地域防災計画では発令基準を設けている。
・国交省利根川上流工事事務所の呼び掛け
により、利根川における水害を想定した『水害
対応チェックリスト』の作成と、『避難勧告等の
発令に着目したﾀｲﾑﾗｲﾝ』の策定をした。
〖H28〗
・２８年度に作成した、広域避難計画で検討と
対策を実施した。また、２９年度は補助事業で
広域避難についての検討を再度実施予定で
ある。
〖H29～H30〗
・地方自治研究機構との研究連携事業とし
て、関東・東北豪雨を検証。さらに広域避難の
方向性研究し、避難勧告等について見直す。
〖R1～R2〗
・６月、避難情報等の警戒レベル導入に伴い
発令要領を見直し
〖R3〗
・６月、災害対策基本法改正に連携し利根川、
渡良瀬川及び思川を対象としたタイムラインを
改訂

〖継続実施〗
・避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、
避難指示の発令基準の見直しを検討する。
〖R1〗
・避難勧告等の判断・伝達マニュアルの改訂
を実施。利根川についても定量的基準による
避難情報の発令基準を設けた。
〖R3〗
・「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を改
訂し、「避難情報の判断伝達マニュアル」とし
た。

〖継続実施〗
・地域防災計画において、避難勧告・避難指
示等の発令について、記載している。
・避難勧告等の判断・伝達マニュアルを作成
し、避難勧告・避難指示等の発令基準を定め
ている。
・平成24年度作成の避難判断等のマニュアル
を改定している。【平成28年度】
・平成27年9月関東・東北豪雨災害の検証結
果を踏まえ、地域防災計画を改定する。【平成
28年度】
〖H30〗
・地域防災計画・水防計画の改訂を行った。
〖R1〗
・台風第19号に伴う避難勧告等の発令につい
て検証を行い、明らかになった課題等を踏ま
え、避難勧告等の判断・伝達マニュアルの改
善につなげる。
〖R2〗
・避難勧告等の判断・伝達マニュアルの改善
を継続実施。
〖R3〗
・避難指示等の判断・伝達マニュアルを避難
情報の名称変更等に応じて修正した。

〖継続実施〗
・地域防災計画、水防計画に記載、避難勧告
等の判断・伝達マニュアルを作成済み。
〖H30〗
・地域防災計画、水防計画を改定した。
〖H30～R2〗
・避難勧告等の判断・伝達マニュアルを改定し
た。
〖R2〗
・洪水タイムラインを改訂し、流域雨量指数を
用いた基準を設定した。
〖R3〗
・避難発令情報の改正により、各種計画の改
訂を行う。

〖継続実施〗
・国の基準を準拠。
・内水被害による判断基準を規定している。
〖H28〗
・平成２８年１２月に避難準備情報等の名称変
更に伴い、地域防災計画の見直しを実施して
いる。
〖H29〗
・平成29年8月に地域防災計画を見直しする。
〖R3〗
・令和３年５月の避難発令基準の改正に伴い
関係する計画の地域防災計画及び水防計画
を令和４年３月改正する。

〖継続実施〗
・避難準備情報、避難勧告、避難指示の発令
基準を定めている。
・避難勧告等の判断マニュアルを作成し、わ
かりやすい避難勧告・指示等の発令基準を設
定した。
〖R3〗
・災害対策基本法の改正に伴い、発令基準を
一部変更した。

〖継続実施〗
・避難判断・伝達マニュアルを作成してある。
〖R1〗
・台風19号において、検証を行いマニュアル等
の改定を行う予定。
〖R2〗
・令和元年東日本台風の対応時に課題となっ
た点を抽出し、マニュアルの修正を行った。
〖R3〗
・タイムラインの見直しを行った。

令和4年度の
取組内容

・向堀川（水位周知河川外の県管理河川）の
浸水想定区域を公表に伴い、避難情報等の
発令判断・伝達マニュアルを修正した。
・線状降水帯による水害を想定した図上訓練
を行い、避難情報発令の基準を検討した。

- 〖R4〗
・基準の確認を実施。

・地域防災計画の見直しを実施した。 前年度同様、継続実施。 2022年7月号の広報誌で災害特集「災害に備
えてできること」を掲載し、発令基準等を改め
て周知した。

４月、基準水位変更に伴いマイタイムラインを
修正

令和３年度までの取組内容と変更なし 避難指示等の判断・伝達マニュアルを必要に
応じて修正した

地域防災計画の改訂に際して、避難指示等
の発令基準の確認を行った。

・今年度は見直しを行っていないが、引き続き
必要に応じて見直しを実施する。

・進捗なし ・作成済みの避難判断・伝達マニュアルにつ
いて、見直しを行う予定

今後の
取り組み方

今後も県が他河川の浸水想定区域を公表予
定のため、マニュアルを修正予定。

必要に応じて見直し 〖R5〗
・基準の確認を実施。

・必要に応じ，マニュアルの見直し等を随時実
施する。

・継続して実施。 地域防災計画に定める発令基準の見直しを
実施する。

継続 マニュアルに即した円滑な避難情報の発令が
実施できるよう訓練する。

・必要に応じ見直しを行う。 各種計画を都度見直す。 ・必要に応じて見直しを実施する。 ・適宜、必要に応じて改善を図っていく。 ・必要に応じて見直す。

17
市町村庁舎や災害拠点病
院等の施設関係者への情
報伝達の充実

・協議会等の場において、浸水想定区
域内の市町村庁舎や災害拠点病院等
に関する情報を共有し、各施設管理者
等に対する洪水時の情報伝達体制・方
法について検討。

18
リアルタイム情報の提供
やプッシュ型洪水予報の
情報発信

・避難行動のきっかけとなる洪水予報
等のリアルタイム情報のプッシュ型配
信

【鉄道事業者】
・災害発生のおそれのある豪雨の際
に、河川管理者が発信している河川水
位情報やCCTVカメラ画像等のリアルタ
イム情報や洪水予報を駅や列車内の
広報危機によって発信する。

19
避難指示等の発令基準の
改善

・高齢者等避難、避難指示、緊急安全
確保の発令基準の改善
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

17
市町村庁舎や災害拠点病
院等の施設関係者への情
報伝達の充実

・協議会等の場において、浸水想定区
域内の市町村庁舎や災害拠点病院等
に関する情報を共有し、各施設管理者
等に対する洪水時の情報伝達体制・方
法について検討。

18
リアルタイム情報の提供
やプッシュ型洪水予報の
情報発信

・避難行動のきっかけとなる洪水予報
等のリアルタイム情報のプッシュ型配
信

【鉄道事業者】
・災害発生のおそれのある豪雨の際
に、河川管理者が発信している河川水
位情報やCCTVカメラ画像等のリアルタ
イム情報や洪水予報を駅や列車内の
広報危機によって発信する。

19
避難指示等の発令基準の
改善

・高齢者等避難、避難指示、緊急安全
確保の発令基準の改善

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖R1～〗
・情報伝達体制を強化する。

〖R1〗
・想定区域内の公共施設等の情報を把握して
いる。

〖R1～〗
・検討を行う。

〖R2～〗
・情報伝達体制について検討していく。

〖R1〗
・検討していく。
〖R2〗
・館林地域災害医療対策会議において、災害
拠点病院や関係機関との連絡体制を構築し
ている。
〖R3〗
・取り組みなし。

〖R1～〗
・利根川の洪水浸水想定区域図において、本
市の災害対策本部等を設置する庁舎や、災
害拠点病院は浸水想定区域外となっている。
・ なお、水防警報等については、電話・FAX等
を利用し、庁内関連部署に周知し、庁内関連
部署から関係機関へ伝達することとしている。

〖R1～〗
・浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠点
病院等の各施設管理者等に対する洪水時の
情報伝達体制・方法について検討済である。

〖R3〗
・未実施のため回答なし

〖R1～〗
・検討中。

〖R1〗
・検討予定。
〖R2～〗
・災害対策情報収集室の運用により、他の庁
舎との連絡体制を強化。

― ・上記から変更なし。 ・取り組みなし。 〖R1～〗
・利根川の洪水浸水想定区域図において、本
市の災害対策本部等を設置する庁舎や、災
害拠点病院は浸水想定区域外となっている。
・ なお、水防警報等については、電話・FAX等
を利用し、庁内関連部署に周知し、庁内関連
部署から関係機関へ伝達することとしている。

・浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠点
病院等の施設管理者等に対する洪水時の情
報伝達体制・方法について検討した。

・未実施のため回答なし。 検討中。 ・医師会と災害拠点病院等の連絡体制を構築
するため「加須市災害時医療救護連絡調整会
議」の設置を予定

・継続して検討 今後、取組にむけて検討 ・検討を行う ・引き続き情報伝達体制について検討を行っ
ていく。

・取り組む予定なし。 洪水浸水想定区域外であるため、特段の取
組はなし。

継続して実施する。 ・検討中。 定期的に連絡調整会議を開催するとともに訓
練を実施する。

〖継続実施〗
・「避難指示等の判断・伝達マニュアル」(内閣
府ガイドライン参考)を定めている。
〖H28～H30〗
・上記マニュアルを策定済み。
〖R2〗
・上記マニュアルの修正。
〖R3〗
―

〖継続実施〗
・避難指示等の判断・伝達マニュアル（内閣府
ガイドライン参考）を定めている。
〖R3〗
・令和3年5月の災害対策基本法改正に伴い、
避難情報の発令判断・伝達マニュアルを改訂

〖継続実施〗
・利根川水系
　避難準備情報：
①上福島観測所の水位が３．７０ｍに達し、か
つ水位の上昇が見込まれる場合
②降雨を伴う台風が夜間から明け方に接近、
通過し、多量の降雨が予想される場合
③漏水等が発見された場合
  避難勧告：
①上福島水位観測所の水位がはん濫危険水
位である５．２４ｍに到達した場合
②異常な漏水等が発見され河川氾濫のおそ
れがある場合
　避難指示：
①付近の堤防高に到達する
②堤防が決壊するおそれがある
・想定 大規模降雨による洪水浸水想定区域
図の作成を受けて、洪水ハザードマップの改
定を行う。【平成29年度以降】
〖R3〗
・災害発令基準の見直しによるタイムラインの
修正

〖継続実施〗
・地域防災計画に避難指示等の発令基準を
記載している。
・避難指示等の判断・伝達マニュアルを作成
し、避難指示等のわかりやすい発令基準を設
定した。【平成25年度】
・マニュアルは町ホームページで周知してい
る。
・タイムラインの見直し。【令和２年度】

〖継続実施〗
・避難判断マニュアルを作成し、担当職員にわ
かりやすい避難指示の発令基準を設定した。
【平成24年度】
・避難指示の発令基準の見直しを予定。
〖H30〗
・タイムラインを作成した。
〖R1〗
・地域防災計画に避難指示等の発令基準等
を記載している。
〖R3〗
・新たな避難情報に伴い、地域防災計画の改
定を行った。
・広報紙、ケーブルテレビ等で新たな避難情
報についてPR活動を行った。

〖継続実施〗
・水害対応チェックリストで高齢者等避難、避
難指示の発令基準を記載している。
・地域防災計画の見直しを実施しており、地域
防災計画にも記載を予定している。【平成28年
度】
〖R1〗
・警戒レベルに合わせて適応した。

〖継続実施〗
・地域防災計画で避難準備情報、避難指示の
発令基準を記載している。
・避難指示等の判断・伝達マニュアルを作成
し、避難指示の発令基準を設定した。（平成27
年度修正）
〖R3〗
・警戒レベルの見直しに対応、町ホームペー
ジでも警戒レベル見直しの周知を行った。
・地域防災計画の修正を行っている。

〖継続実施〗
・地域防災計画及び避難指示等の判断伝達
マニュアルで避難指示等の発令基準を定めて
いる。
〖R1～R2〗
・避難指示等に関するガイドラインの改定を踏
まえ、町の避難指示等の判断・伝達マニュア
ルを修正した。
〖R3〗
・災害対策基本法の一部改正に伴い、避難情
報発令マニュアルを修正した。

〖継続実施〗
・地域防災計画で避難準備情報、避難指示の
発令基準を記載している。
〖R2〗
・河川氾濫後、本市に氾濫流が到達するまで
の時間を考慮した避難情報の発令基準を検
討し、タイムラインに反映させた。
〖R3〗
・令和３年５月の災害対策基本法の改正内容
を踏まえ、地域防災計画や関連マニュアルの
避難情報の内容の見直しを行った。

〖継続実施〗
・地域防災計画で避難準備情報、避難指示の
発令基準を記載している。
〖R1～R2〗
・警戒レベルを導入した「洪水対応タイムライ
ン」を各河川ごとに作成し、市HPで公開した。
〖R3〗
・災害対策基本法改正に伴う「洪水対応タイム
ライン」の更新を行った。

〖継続実施〗
・避難準備・高齢者等避難開始、避難指示の
発令基準の見直しを検討する。
〖R1〗
・国から新たに提示された警戒レベルに基づく
運用を実施した。
〖R3〗
・災害対策基本法の改定を踏まえ、避難情報
の判断・伝達マニュアルを改定済み。

〖継続実施〗
・八斗島水位観測所の水位が避難判断水位
3.9ｍに到達した場合、状況に応じ、避難準備
情報を発令する。また、氾濫危険水位4.8ｍに
到達した場合や到達するおそれがある場合、
避難指示を発令する。

〖継続実施〗
地域防災計画上に、河川ごとに、避難準備・
高齢者等避難開始、避難指示のそれぞれの
避難情報ごとに、それぞれの発令基準とな
る、水位を設定している。
〖H28〗
・利根川・渡良瀬川タイムラインを策定し、運
用を開始した。
〖H29〗
・利根川上流河川事務所 　栗橋水位観測所、
古河水位観測所の基準水位見直しに基づき、
地域防災計画の避難情報発令水位を変更し
た。
〖H30〗
・利根川中流4県境広域避難協議会におい
て、広域避難指示の合同発表について検討し
た。
〖R1〗
・令和元年台風19号の事後検証の一環で改
正予定。
〖R2〗
・指示発令の基準を、日中に避難を完了でき
るよう改正した。（日中連続5時間の確保）
〖R3〗
・指示発令の基準を、日中に避難を完了でき
るよう改正し運用中。（日中連続5時間の確
保）

・「避難情報の判断・伝達マニュアル」の更新。 河川の水位基準の見直しにあたり、避難情報
の発令判断・伝達マニュアルを改訂

総合防災マップの改定を行った ・発令タイミングについて、引き続き検討した。 ・個別避難計画作成に伴ない、避難着目型タ
イムラインを見直した。また庁舎内で水害対応
図上訓練を実施し、発令時期の確認を行っ
た。

・改訂した総合防災マップに（ハザードマップ）
に警戒レベルの情報を掲載した。

・群馬県が中小河川の洪水浸水想定区域を
法指定したことに伴い、避難情報発令マニュ
アルを修正した。

〖継続実施〗
・地域防災計画で避難準備情報、避難指示の
発令基準を記載している。
〖R2〗
・河川氾濫後、本市に氾濫流が到達するまで
の時間を考慮した避難情報の発令基準を検
討し、タイムラインに反映させた。
〖R3〗
・令和３年５月の災害対策基本法の改正内容
を踏まえ、地域防災計画や関連マニュアルの
避難情報の内容の見直しを行った。
〖R4〗
令和３年度に作成した基準に基づき運用を
行っている。

必要に応じて見直しを行った。 ・実施済のため回答なし。 〖継続実施〗
・八斗島水位観測所の水位が避難判断水位
3.1ｍに到達した場合、状況に応じ、避難準備
情報を発令する。また、氾濫危険水位4.1ｍに
到達した場合や到達するおそれがある場合、
避難指示を発令する。

・R3に改正し運用中

・必要に応じ発令基準などの改善を行ってい
く。

県管理の中小河川に係る避難判断基準の設
置に向けて検討を加速

・発令基準に基づき行動していく。 ・より良い発令基準の改善方策を模索しなが
ら、見直し・改善を実施していく。

・今後も広報誌や町ホームページ等を通じて
情報を周知していく。
・今後も変更等の際には対応していく。

・今後も必要に応じてマニュアルの修正を行っ
ていく。

今後も、庁内外体制の変更や、関連法令やマ
ニュアルの改正、また基準水位の見直しの内
容等を踏まえて、必要に応じて、地域防災計
画や関連マニュアルの避難情報の内容の見
直しを行う予定。

必要に応じて見直しを行う。 ・継続して実施。 随時検証し見直しを行う。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

17
市町村庁舎や災害拠点病
院等の施設関係者への情
報伝達の充実

・協議会等の場において、浸水想定区
域内の市町村庁舎や災害拠点病院等
に関する情報を共有し、各施設管理者
等に対する洪水時の情報伝達体制・方
法について検討。

18
リアルタイム情報の提供
やプッシュ型洪水予報の
情報発信

・避難行動のきっかけとなる洪水予報
等のリアルタイム情報のプッシュ型配
信

【鉄道事業者】
・災害発生のおそれのある豪雨の際
に、河川管理者が発信している河川水
位情報やCCTVカメラ画像等のリアルタ
イム情報や洪水予報を駅や列車内の
広報危機によって発信する。

19
避難指示等の発令基準の
改善

・高齢者等避難、避難指示、緊急安全
確保の発令基準の改善

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖R1～R2〗
・浸水想定区域内に市庁舎や災害拠点病院
がない。
〖R3〗
・実施なし

〖R1～R2〗
・医療機関や医師会等との連携を行ってい
る。
・浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠点
病院等について把握している。
・今後、各施設管理者等に対する洪水時の情
報伝達体制・方法について検討していく。
〖R3〗
・医療救護所にＩＰ無線機を導入した。

〖R1～〗
・対策会議等を通して、担当部長等を通じて施
設管理者と洪水に係る情報について共有して
いる。

〖R1〗
・平成元年度の協議会に出席。
〖R2～〗
・情報伝達体制・方法について検討する。

〖R1～〗
・協議会の場を利用し、情報伝達体制の検討
を行う。

〖R1～〗
・浸水想定区域内にある所管施設に関する情
報を把握している。今後は、情報の伝達体制
や方法について検討していく。

〖R1～〗
・協議会等の場において情報を共有し、各施
設管理者等に対する洪水時の情報伝達体
制・方法について検討。

〖R1～〗
・情報伝達体制・方法について検討する。

〖R2〗
・市町村庁舎と災害拠点病院間の情報伝達
手段として，防災行政無線（移動系）や衛星携
帯電話等を整備している。
〖R3〗
・埼玉県地上系防災行政無線により、情報体
制を確保した。

〖R1～〗
・浸水区域に対象施設なし。

〖R3〗
・施設管理者等に対する洪水時等の情報伝
達体制・方法について検討した。

〖継続実施〗
・各施設管理者等に対する洪水時の情報伝
達体制・方法について検討。（R1～R2）
〖R3〗
・避難確保計画作成の対象となっている要配
慮者利用施設に対して、希望する施設には、
災害時の避難情報等をメールで伝達する手
段を構築。

〖R4〗
・実施なし

ＩＰ無線機の使用方法や対応など現地確認や
訓練等を行った。

・対策会議等を通して、担当部長等を通じて施
設管理者と洪水に係る情報について共有して
いる。

〖継続実施〗
・情報伝達体制・方法について検討する。

・協議会の場を利用し、情報伝達体制の検討
を行う。

水害ハザードマップの更新を行い、周知を
図ったほか、IP無線機を整備した。

上記を継続して実施。 ・協議会等の場において情報を共有し、各施
設管理者等に対する洪水時の情報伝達体
制・方法について検討。

情報伝達体制・方法について検討する。 ・継続して実施 〖R1～〗
・浸水区域に対象施設なし。

・洪水時の情報連絡体制について、他課協力
の元、職員連絡ツールのトライアルの実施
中。

・避難確保計画作成の対象となっている要配
慮者利用施設に対して、希望する施設には、
災害時の避難情報等をメールで伝達する手
段を構築済み

・浸水想定区域内に市庁舎や災害拠点病院
がない。

上記を継続して実施 ・対策会議等を通して、担当部長等を通じて施
設管理者と洪水に係る情報について共有して
いる。

・協議会の場を利用し、情報伝達体制の検討 情報の伝達体制や方法について検討してい
く。

・継続して実施。 情報伝達システムの利用を検討。 ・継続して実施 継続して、各施設管理者等に対する洪水時の
情報伝達体制や方法について検討していく。

継続して実施。

〖継続実施〗
・地域防災計画では警戒水位で避難準備情
報、避難判断水位で避難勧告、氾濫危険水位
で避難指示となっている。
・地域防災計画に記載している。
〖R2〗
・発令基準をわかりやすく、一覧表として管理
した。
〖R3〗
・避難情報の変更に伴い、発令基準の見直し
を実施した。

〖継続実施〗
・地域防災計画で避難準備情報、避難指示の
発令基準を記載している。
〖H28〗
・春日部市避難指示等の判断伝達マニュアル
の見直しを行った。
〖H29〗
・タイムライン試行版の検証と避難指示等の
判断伝達に関するマニュアルの改定を行っ
た。
〖H30〗
・春日部市避難指示等の判断伝達マニュアル
の見直しを行った。
〖R1〗
・警戒レベルの導入に伴い、春日部市避難指
示等の判断伝達マニュアルの見直しを行っ
た。
〖R2〗
・避難指示の水位変更に伴い、春日部市避難
指示等の判断伝達マニュアルの見直しを行っ
た。
〖R3〗
・警戒レベルの変更に伴い、春日部市避難指
示等の判断伝達マニュアルの見直しを行っ
た。

〖継続実施〗
・地域防災計画で避難準備情報、避難指示の
発令基準を記載している。
〖R3〗
・上記に加えて、避難情報の判断・伝達マニュ
アルを作成。

〖継続実施〗
・地域防災計画で避難準備情報（避難準備・
高齢者等避難開始）、避難指示の発令基準を
記載している。
〖H29〗
・避難指示等マニュアルを作成済。【平成２９
年度】
〖R3〗
・福川の水害タイムラインを整備

〖継続実施〗
・地域防災計画に発令基準を記載している。
〖H28～〗
・職員初動マニュアル【風水害編】、避難判断
マニュアルを作成し、発令基準を記載してい
る。
〖R3〗
・地域防災計画については改訂中

〖継続実施〗
・避難準備・高齢者等避難開始、避難指示の
発令基準の見直しを検討する。
〖R1〗
・気象庁の基準である、警戒レベルを含めた
基準の見直し案作成中。
〖R2〗
・台風19号をふまえ、避難指示等判断・伝達マ
ニュアルの更新を行った。
〖R3〗
・避難情報の変更をふまえ、避難指示等判
断・伝達マニュアルの更新を行った。

〖継続実施〗
・地域防災計画（水害編）で避難準備情報、避
難指示等の発令判断基準を記載している。
・避難判断基準等の見直しを検討していく。
〖H29～H30〗
・避難準備情報等の名称、タイムライン、避難
指示等の発令判断基準水位等について、庁
内会議で情報共有を図った。
〖R1〗
・本年度の台風で課題となった避難情報発令
のタイミングについて、見直しを行った。
〖R2〗
・前年からの改定なし。令和３年に改正予定の
避難指示等の名称・基準に対応予定。
〖R3〗
・避難指示等の名称・基準の変更に対応し
た。

〖継続実施〗
・地域防災計画で避難準備・高齢者等避難開
始、避難指示の発令基準を記載している。
〖H28～R1〗
・地域防災計画の改訂なし。
〖R2～〗
・令和２年度（2020年度）から令和３年度（2021
年度）までの2か年で越谷市地域防災計画の
改訂を実施。その中で必要に応じて見直しを
行う。（令和３年度改訂済。）

〖継続実施〗
・地域防災計画で避難準備情報、避難指示の
発令基準を記載している。
（荒川水位観測所の避難判断水位4.8ｍを超
えた時点で避難準備情報を発令し、氾濫危険
水位5.6mを超えた時点で避難勧告を発令）
〖H28〗
・桶川市地域防災計画（平成27年2月）に定め
られている発令基準を基に避難指示等を発令
する。
〖H29～R1〗
・避難指示等判断伝達マニュアルを作成し、よ
りスムーズに発令できるように仕組みづくりを
行った。
〖R2～〗
・発令基準改善の検討を行った。

〖継続実施〗
・地域防災計画で避難準備情報避難指示の
発令基準について記載している。
〖H30〗
・平成３１年２月に避難指示等の発令基準を
見直し改定。
〖R3〗
・地域防災計画の改訂に伴い、発令基準を見
直した。

〖継続実施〗
・避難準備・高齢者等避難開始、避難指示の
発令基準の見直しを検討する。
〖R2～〗
・地域防災計画（あるいは水防計画等）で避難
準備情報、避難指示の発令基準を記載してい
る。

〖継続実施〗
・現状は以下のとおり定めている。
・避難準備情報：氾濫注意情報が発表され、
河川水位の状況や気象情報等から判断して
一定時間後、避難を要する状況になる可能性
がある場合。
・避難勧告：避難判断水位に到達し、その後も
水位の上昇が見込まれる場合。
・避難指示：氾濫危険水位に到達し、その後も
水位の上昇が見込まれる場合。
〖H29〗
・地域防災計画を修正し、避難指示の名称変
更を行った。
〖R1〗
・避難指示等に関するガイドラインの改定を受
け、警戒レベルの運用等について周知を行っ
た。
〖R2〗
・必要に応じて対応していく。
〖R3〗
・地域防災計画の避難情報の名称等を修正し
た。

〖継続実施〗
・地域防災計画（あるいは水防計画等）で高齢
者等避難、避難指示の発令基準を記載してい
る。

〖継続実施〗
・地域防災計画では警戒水位で避難準備情
報、避難判断水位で避難勧告、氾濫危険水位
で避難指示となっている。
・地域防災計画に記載している。
〖R4〗
・実施なし

内容の確認や周知を行った。 ・避難情報の判断・伝達マニュアルの作成（令
和４年４月）

〖継続実施〗
・地域防災計画で高齢者等避難、避難指示の
発令基準を記載している。
・避難指示等マニュアルを作成済。【平成２９
年度】

・令和3年に地域防災計画の改訂を行った。
・地域防災計画に合わせて、各種マニュアル
の発令基準について見直しを行う

引き続き、必要に応じて避難指示等判断・伝
達マニュアルの更新を実施する。

前年から改定なし。 ・越谷市地域防災計画の修正を実施。発令基
準については現状維持。

避難勧告の廃止に伴い、発令基準の改善を
検討した。また、桶川市地域防災計画の改定
作業のなかで、避難指示等の発令基準につ
いても見直した。

・継続して実施 〖継続実施〗
・避難準備・高齢者等避難開始、避難指示の
発令基準の見直しを検討する。
〖R2～〗
・地域防災計画（あるいは水防計画等）で避難
準備情報、避難指示の発令基準を記載してい
る。

・昨年度作成したハザードマップ内に、避難情
報等の情報を明示し、周知に努めた。
・出水期に広報を用い、避難情報の周知を
行った。

・地域防災計画（あるいは水防計画等）で高齢
者等避難、避難指示の発令基準を記載してい
る。

引続き、避難情報の発令基準等の見直しを実
施する。

変更に伴い継続して実施 ・必要に応じて、地域防災計画及び避難情報
の判断・伝達マニュアルの見直しを行う。

・改訂した地域防災計画に合わせて、各種マ
ニュアルの発令基準について見直しを行う

・必要に応じて見直しを行う。 必要に応じて見直していく。 ・必要に応じて見直し 必要に応じて、対応していく。 整備が完了したため必要に応じて見直し。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

17
市町村庁舎や災害拠点病
院等の施設関係者への情
報伝達の充実

・協議会等の場において、浸水想定区
域内の市町村庁舎や災害拠点病院等
に関する情報を共有し、各施設管理者
等に対する洪水時の情報伝達体制・方
法について検討。

18
リアルタイム情報の提供
やプッシュ型洪水予報の
情報発信

・避難行動のきっかけとなる洪水予報
等のリアルタイム情報のプッシュ型配
信

【鉄道事業者】
・災害発生のおそれのある豪雨の際
に、河川管理者が発信している河川水
位情報やCCTVカメラ画像等のリアルタ
イム情報や洪水予報を駅や列車内の
広報危機によって発信する。

19
避難指示等の発令基準の
改善

・高齢者等避難、避難指示、緊急安全
確保の発令基準の改善

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖R1～R2〗
・市内に災害拠点病院はない。また、市庁舎も
浸水想定区域外である。

－ なし ・実施予定なし 〖R2～〗
・町役場庁舎は浸水想定区域にあり情報伝達
体制を構築しているが、災害拠点病院等の施
設は無い。

〖R1～〗
・継続して実施。

〖R2～〗
・方法を検討。

〖R1〗
・施設管理者等に対する洪水時の情報伝達
体制・方法について検討していく。
〖R2～〗
・継続して実施。

〖R1〗
・災害医療拠点となる各医療施設にMCA無線
を整備することで情報伝達体制を整える。
〖R2～〗
・引き続き実施中。

〖R1～〗
・市町村庁舎と災害拠点病院間の情報伝達
手段として，防災行政無線（移動系）や衛星携
帯電話等を整備している。

〖R1～〗
・市役所庁舎や市内の指定避難所、総合病院
等に情報伝達手段として、ＭＣＡ無線機を整
備している。

〖R1～〗
・病院等と情報共有を行う。

・市内に災害拠点病院はない。また、市庁舎も
浸水想定区域外である。

－ ・実施予定なし ・特に実施していない。 〖R1～〗
・継続して実施。

・方法を検討。 ・継続して実施。 〖継続実施〗
・災害医療拠点となる各医療施設にMCA無線
を整備することで情報伝達体制を整える。（本
年度も一部医療機関にて追加でMCA無線の
整備を行った）

・市町村庁舎と災害拠点病院間の情報伝達
手段として，防災行政無線（移動系）や衛星携
帯電話等を整備している。

・市役所庁舎や市内の指定避難所、総合病院
等に情報伝達手段として、ＭＣＡ無線機を整
備している。

〖R1～〗
・病院等の施設管理者等と洪水時の情報伝
達体制について情報共有を行う。

必要に応じて、実施する。 － 関係課及び関係機関との連携を検討する。 ・実施予定なし ・取り組み予定なし。 同上 ・先行自治体等の調査する。 ・継続して実施。 今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

・防災行政無線（移動系）をトランシーバー型
からスマホ型のIP無線に更新する予定。
・既存のもの以外の連絡手段が必要と判断さ
れた場合には，多媒体の導入を検討していく。

〖継続実施〗
・地域防災計画に避難準備情報、避難指示の
発令基準を記載している。
〖H29〗
・タイムラインの作成について検討する。
〖H30〗
・利根川のタイムラインを作成した。
・荒川については、今後作成を検討する。
〖R1～R2〗
・避難情報の名称変更を、広報誌や出前講座
などで周知を行った。
〖R3〗
・地域防災計画の改定に併せて、発令基準の
見直しを行った。

〖継続実施〗
・地域防災計画及び水防計画で避難準備情
報避難指示の発令基準を記載している。
〖H28、H30～〗
・地域防災計画及び水防計画で避難準備情
報、避難指示の発令基準を記載している。

〖継続実施〗
・地域防災計画で避難準備情報、避難指示の
発令基準を記載している。
〖H28〗
・地域防災計画で避難準備情報、避難指示の
発令基準を記載している。
〖H29～H30〗
・避難情報の名称の変更を出前講座などで周
知を行った。
〖R1〗
・水害時タイムラインの改正を行った。
・避難情報の発令のタイミングを出前講座など
で周知を行った。
〖R2〗
・タイムラインの見直し。
〖R3〗
・災害対策基本法改正に伴う避難情報の変更
について、各河川のタイムラインの見直しを行
い、また今年度改定する地域防災計画内にお
いて、避難情報変更に伴う発令基準の修正を
行った。

〖継続実施〗
・地域防災計画で避難準備情報、避難指示の
発令基準を記載している。
・利根川の水位観測所（栗橋）の水位が「避難
判断水位」（7.60ｍ）に達した際に、「避難準備
情報」の発令を判断する。
・利根川の水位観測所（栗橋）の水位が「氾濫
危険水位」（9.20ｍ）に達した際に、「避難勧
告」等の発令を判断する。
〖R1、R3〗
・避難情報の警戒レベルについて、職員出前
講座等で周知を行った。

〖継続実施〗
・避難準備・高齢者等避難開始、避難指示の
発令基準の見直しを検討する。
〖R2〗
・避難情報の発令基準を明確に定めた。
〖R3〗
・避難指示等の発令基準を定めているため特
に取組なし

〖継続実施〗
・地域防災計画等で避難準備情報、避難指示
の発令基準を記載している。
・地域防災計画の見直しを行う予定。
〖H29〗
・地域防災計画の見直しを行い、計画に発令
基準を記載している。
〖H30〗
・更新のハザードマップに掲載。
〖R1〗
・避難指示等の判断・伝達マニュアルにより継
続して実施。
〖R2〗
・現在示されている避難指示等のマニュアル
により発令する。
〖R3〗
・防災ガイド・ハザードマップの改訂に伴い、避
難情報等を掲載。
・避難情報の判断・伝達マニュアルを改訂し避
難情報の発令の判断基準を見直した。

〖継続実施〗
・地域防災計画で避難準備・高齢者等避難開
始、避難指示の発令基準を記載している。
〖H29～H30〗
・地域防災計画を改訂した。
〖R1～R2〗
・警戒レベルの変更。
〖R3〗
・地域防災計画を改訂し、災害対策基本法の
改正内容を反映させる

〖継続実施〗
・現状は以下のとおり定めている。
・避難準備情報は、利根川(栗橋）が氾濫注意
水位に達し、さらに水位の上昇が予想されると
き。
・避難勧告は、利根川(栗橋）が避難判断水位
に達し、さらに水位の上昇が予想されるとき。
・避難指示は、破堤したとき。破堤に繋がるよ
うな大量の漏水、亀裂。内水はん濫により、近
隣で浸水が床上に及んだ時。特別警報が発
令されたとき。
〖R3〗
・杉戸町地域防災計画の改定。

〖継続実施〗
・地域防災計画で発令判断の目安を記載して
いる。
・避難判断マニュアルの作成を検討中。
〖H29〗
・避難指示等の判断・伝達マニュアル作成済
み。
〖R2〗
・地域防災計画を見直し、発令判断の目安を
見直し。
・避難準備情報：利根川で氾濫警戒情報が発
表されたとき。
・避難勧告：利根川で氾濫危険情報が発表さ
れたとき。
・避難指示：利根川右岸で氾濫が発生したと
き。
〖R3〗
・新たな発令基準を反映した避難判断マニュ
アルの改訂を実施。

〖継続実施〗
・地域防災計画で各避難情報の発令基準を
定めており、ホームページや洪水ハザード
マップにて周知している。
・現在、水害に対する避難の判断基準につい
ては、地域防災計画で定めており、避難指示
については次のとおりとしている。
(1)避難行動要支援者の場合
・栗橋観測所
・氾濫危険水位に到達した状況（はん濫危険
情報が発令されたとき）
・野田・芽吹橋観測所
３時間後に両観測所のいずれかにおいて氾
濫危険水位に達すると予想される状況
(2)一般（避難行動要支援者でない方）の場合
・野田・芽吹橋観測所
・１時間後に、両観測所のいずれかにおいて
氾濫危険水位に達すると予想される状況（氾
濫警戒情報が発令されたとき
〖R3〗
・なお、発令基準については、法改正等に応じ
て柔軟に対応する。

〖継続実施〗
・地域防災計画において，水防上の基準水位
にあわせた避難の発令基準，対象区域を位
置づけてある。
〖H28〗
・H29.2に地域防災計画の見直し・修正を実
施。
〖H29〗
・H30.2に地域防災計画の見直し・修正を実
施。
〖H30〗
・H30.3に地域防災計画の見直し・修正を実
施。
〖R2〗
・R２.3に地域防災計画の見直し・修正を実施。
〖R3〗
・避難情報が変更されたことに伴い，「柏市地
域防災計画」の修正を実施している。

〖継続実施〗
・夜間や荒天時等における避難指示等の発令
基準については、必要性について検討し、柔
軟に対応する。【H29～】

〖継続実施〗
・避難に関する発令基準は、地域防災計画で
位置づけられている。
〖H28〗
・発令基準の検証を開始した。
〖H29〗
・避難指示等の発令に関する基準を定め、地
域防災計画に具体的な避難指示の発令基準
を明記している。(国のガイドライン(案)に基づ
き修正済み。
〖H30〗
・地域防災計画の修正に合わせ、避難指示等
の発令に関する基準の追加や見直しを行な
い、具体的な発令基準を明記した。
〖R1〗
・避難指示等の発令に関する基準の検証を実
施した。
〖R2〗
・避難指示等の発令に関する基準について引
き続き検討・検証を実施する。
〖R3〗
・災対法の改正に合わせ避難指示等の発令
に関する基準の追加や見直しを行ない、地域
防災計画に具体的な発令基準を明記した。

基準水位見直しに伴い、避難着目型タイムラ
インの見直しを行った。

・地域防災計画及び水防計画で避難準備情
報、避難指示の発令基準を記載している。

・避難情報の発令のタイミングを出前講座など
で周知を行った。

避難情報の警戒レベルについて、職員出前講
座等で周知を行った。

〖R4〗
・避難指示等の発令基準を定めているため特
に取組なし

・地域防災計画の改訂を行い、発令基準等を
反映した。

〖継続実施〗
・地域防災計画で避難準備・高齢者等避難開
始、避難指示の発令基準を記載している。
〖H29～H30〗
・地域防災計画を改訂した。
〖R1～R2〗
・警戒レベルの変更。
〖R3～R4〗
・地域防災計画を改訂し、災害対策基本法の
改正内容を反映させる

・現状は以下のとおり定めている。
・高齢者等避難は、利根川（栗橋）が氾濫注意
水位に達し、さらに水位の上昇が予想されると
き等。
・避難指示は、利根川（栗橋）が避難判断水位
に達し、さらに水位の上昇が予想されるとき
等。
・緊急安全確保は、利根川の水位が氾濫危険
水位に到達したとき等。

・新たな発令基準を反映した避難判断マニュ
アルを作成済。

〖継続実施〗
・地域防災計画で各避難情報の発令基準を
定めており、ホームページや洪水ハザード
マップにて周知している。
・現在、水害に対する避難の判断基準につい
ては、地域防災計画で定めており、避難指示
については次のとおりとしている。
(1)避難行動要支援者の場合
・栗橋観測所
・氾濫危険水位に到達した状況（はん濫危険
情報が発令されたとき）
・野田・芽吹橋観測所
３時間後に両観測所のいずれかにおいて氾
濫危険水位に達すると予想される状況
(2)一般（避難行動要支援者でない方）の場合
・野田・芽吹橋観測所
・１時間後に、両観測所のいずれかにおいて
氾濫危険水位に達すると予想される状況（氾
濫警戒情報が発令されたとき

・なお、発令基準については、法改正等に応じ
て柔軟に対応する。また、発令基準を満たす
タイミングが夜間になる場合、早い段階で避
難情報を発令し避難行動を分散させるため、
発令基準を満たす前（日中）に本部長判断で
発令する場合がある。そのため、河川水位で
はなく、気象状況を基準としたタイムラインの
作成も進めている。

今年度中に地域防災計画の見直し・修正を実
施予定。

・夜間や荒天時等における避難指示等の発令
基準については、必要性について検討し、柔
軟に対応する。

〖継続実施〗
・避難に関する発令基準は、地域防災計画で
位置づけられている。
〖H28〗
・発令基準の検証を開始した。
〖H29〗
・避難指示等の発令に関する基準を定め、地
域防災計画に具体的な避難指示の発令基準
を明記している。(国のガイドライン(案)に基づ
き修正済み。
〖H30〗
・地域防災計画の修正に合わせ、避難指示等
の発令に関する基準の追加や見直しを行な
い、具体的な発令基準を明記した。
〖R1〗
・避難指示等の発令に関する基準の検証を実
施した。
〖R2〗
・避難指示等の発令に関する基準について引
き続き検討・検証を実施する。
〖R3〗
・災対法の改正に合わせ避難指示等の発令
に関する基準の追加や見直しを行ない、地域
防災計画に具体的な発令基準を明記した。

継続して改善を実施していく。 ・地域防災計画の見直しを行う。 必要に応じて避難情報の発令基準を修正して
いく。

・避難情報の警戒レベルについて、職員出前
講座等を通じ、引き続き周知啓発を行う。

・避難指示等の発令基準を定めているため必
要に応じて見直し

・地域防災計画の改訂による見直し。 引き続き必要に応じ改善を検討する。 ・洪水を想定した訓練の検討 ・必要に応じて避難判断マニュアルを見直す。 ・地域防災計画で各避難情報の発令基準を
定めており、ホームページや洪水ハザード
マップにて周知している。
・なお、発令基準については、法改正等に応じ
て柔軟に対応する。

・災害傾向等に応じて，避難情報の発令基準
を改善する必要があると判断した場合には，
修正作業を実施する。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

17
市町村庁舎や災害拠点病
院等の施設関係者への情
報伝達の充実

・協議会等の場において、浸水想定区
域内の市町村庁舎や災害拠点病院等
に関する情報を共有し、各施設管理者
等に対する洪水時の情報伝達体制・方
法について検討。

18
リアルタイム情報の提供
やプッシュ型洪水予報の
情報発信

・避難行動のきっかけとなる洪水予報
等のリアルタイム情報のプッシュ型配
信

【鉄道事業者】
・災害発生のおそれのある豪雨の際
に、河川管理者が発信している河川水
位情報やCCTVカメラ画像等のリアルタ
イム情報や洪水予報を駅や列車内の
広報危機によって発信する。

19
避難指示等の発令基準の
改善

・高齢者等避難、避難指示、緊急安全
確保の発令基準の改善

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖R1～R2〗
・災害対策本部等の連絡体制を確認していく。
〖R3〗
・区総合防災訓練において、災害拠点病院や
協定先等関係機関との通信訓練を実施し、連
絡体制の確認を行った。

〖R1～〗
・電話やFAXで直接避難情報を伝達する。

〖R1〗
・情報伝達体制、方法について検討。
〖R2〗
・情報伝達体制、方法について把握。
〖R3〗
・定期的に行われている医師会災害対策協議
会に参加し、意見交換や情報共有を図ってい
る。

〖R1～〗
・茨城県災害情報共有システムにより、関係
者が情報を取得できる体制が構築済み。
・関係者向けの研修を実施した。

〖R3〗
浸水想定区域内に対象施設がないため、対
象外に変更。

〖R1〗
・利根川の浸水想定においては、県庁舎（出
先の行政県税事務所含む）及び災害拠点病
院は浸水想定区域外である。
〖R2〗
・対象施設がないことが確認されたため、取組
としては実施予定なし。

〖R2〗
想定 大規模の洪水浸水想定区域図の浸水
深・浸水継続時間を関係機関に情報共有して
いる。

〖R1～R2〗
・協議会等の場において、浸水想定区域内の
市町村庁舎や災害拠点病院等に関する情報
を共有し、各施設管理者等に対する洪水時の
情報伝達体制・方法について検討。
〖R3〗
・特に実施していない

〖R1～R2〗
・区市町村庁舎管理者であり、災害拠点病院
へ情報伝達を行っている区市町村に対して、
確実に防災情報を伝達している。
〖R3〗
・都減災協議会の場を活用し、浸水予想区域
内における災害拠点病院等の施設管理者へ
の迅速かつ確実な情報伝達体制・内容につい
て情報共有を図っている。
・これまでの取組を継続して実施している。

・震災ベースになるが、区総合防災訓練にお
いて、EMISや防災無線を用いた通信訓練を実
施し、連絡体制の確認を行った。

〖R4〗
・東京都図上訓練のなかで実施する情報伝達
訓練に参加予定

・定期的に行われている医師会災害対策協議
会に参加し、意見交換や情報共有を図ってい
る。

・浸水想定区域を公表・通知。 ・都減災協議会の場を活用し、浸水予想区域
内における災害拠点病院等の施設管理者へ
の迅速かつ確実な情報伝達体制・内容につい
て情報共有を図っている。

・災害時に関係者間の情報伝達が円滑に行
えるよう、引き続き確認していく。

引き続き、関係者向けの研修を実施する 協議会等の場において、情報共有していく。 ・引続き、都減災協議会の場を活用し、浸水
予想区域内における災害拠点病院等の施設
管理者への迅速かつ確実な情報伝達体制・
内容について情報共有を図っていく。

〖継続実施〗
・各ダムのホームページにおいて、防災操作
情報を適時公表
〖R3〗
・防災態勢時は、当事業所HPの緊急のお知ら
せ欄に防災操作情報を随時公表。

・防災態勢時は、当事業所HPの緊急のお知ら
せ欄に防災操作情報を随時公表。

・継続実施。

〖継続実施〗
・地域防災計画において、各河川の水位にお
ける避難情報の発令基準を定めている。
〖R1〗
・気象データを扱う法人と契約し、逐次情報提
供とアドバイスを受ける体制を構築した。
〖R2〗
・災対本部等でのタイムラインを検討してい
る。
〖R3〗
・荒川を対象とした「足立区水害時庁内タイム
ライン」を作成し、避難情報発令のタイミング
等を整理し記載した。

〖継続実施〗
・利根川の避難指示等の発令基準についても
検証して、定める予定。
〖R1～〗
・利根川の避難指示等の発令基準についても
検証した。

〖継続実施〗
・広域避難情報の発令基準を定め、運用を検
討する。
〖H28〗
・江東５区広域避難推進協議会を立ち上げ検
討中。
〖H29〗
・江東５区広域避難推進協議会において検討
中。
〖H30～R1〗
・江東５区広域避難推進協議会において、高
潮及び荒川流域における広域避難指示・域内
垂直避難指示（緊急）等の発令基準を定め
た。江戸川流域における発令基準についても
検討する予定。
〖R2〗
・広域避難情報の発令基準の運用を検討。
〖R3〗
・災害対策基本法の改正に伴い、各種避難情
報の発令基準を含めて見直し。

・広域避難情報の発令について、運用の検討
を継続。

・作成した庁内タイムラインの実効性が高まる
よう必要に応じて見直すと共に、荒川以外の
河川についてもタイムライン作成の検討を
行っていく。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

17
市町村庁舎や災害拠点病
院等の施設関係者への情
報伝達の充実

・協議会等の場において、浸水想定区
域内の市町村庁舎や災害拠点病院等
に関する情報を共有し、各施設管理者
等に対する洪水時の情報伝達体制・方
法について検討。

18
リアルタイム情報の提供
やプッシュ型洪水予報の
情報発信

・避難行動のきっかけとなる洪水予報
等のリアルタイム情報のプッシュ型配
信

【鉄道事業者】
・災害発生のおそれのある豪雨の際
に、河川管理者が発信している河川水
位情報やCCTVカメラ画像等のリアルタ
イム情報や洪水予報を駅や列車内の
広報危機によって発信する。

19
避難指示等の発令基準の
改善

・高齢者等避難、避難指示、緊急安全
確保の発令基準の改善

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・実施に向け検討する。（◯）

〖継続実施〗
・駅構内及び営業列車車両内に情報提供
（●）
〖R3〗
・完了している

〖継続実施〗
・避難指示等発令時に、情報発信を実施する
関係自治体職員等の、駅構内等への受入れ
協力の継続。（◯）

〖継続実施〗
・河川管理者が発信している河川水位情報や
CCTVカメラ画像等の情報をリアルタイムに発
信していない。

〖継続実施〗
・避難行動のきっかけとなる洪水予報等のリ
アルタイム情報のプッシュ型配信を行う。
〖H29〗
 緊急速報メールを活用した洪水情報のプッ
シュ型配信を国の全洪水予報河川で実施。

・継続した取り組みとして、実施に向けて検討
する。

〖継続実施〗
・駅構内及び営業列車車両内に情報提供
（●）
〖R4〗
・完了している

〖継続実施〗
・河川管理者が発信している河川水位情報や
CCTVカメラ画像等の情報をリアルタイムに発
信していない。

・ディスプレイ等を用いた情報伝達を行う際に
は、協議をお願いします。

完了している 他鉄道事業者の実施状況について、情報収
集、研究する

〖継続実施〗
・河川管理者が発信している河川水位情報や
CCTVカメラ画像等の情報をリアルタイムに発
信していない。
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・指定避難所については、ハザードマップ等で
市民へ周知している。
・避難所は主に学校、及び公民館などの県
有、市有施設としている。
・多くの市民が避難所を利用できるように地区
ごとに避難先の避難所を指定している（強制と
いうわけではない）
・想定 大規模の洪水浸水想定区域が公表
されたため、ハザードマップの作成に合わせ
て指定緊急避難場所及び指定避難所の再確
認を検討している。【H29～】
・指定緊急避難場所及び指定避難所の再確
認を検討を進めている。【H30～】
〖R1〗
・浸水想定区域内の避難場所等について、見
直しを行い改善を図っている。
〖R2〗
・浸水想定区域内の庁舎の公用車の退避方
法等について検討を実施。
・避難所内の福祉スペースや、咳発熱スペー
スの確保を実施。
〖R3〗
・現地参集訓練を実施。
・避難所物品の補充。

〖継続実施〗
・指定避難所・二次避難所はホームページや
ハザードマップで市民へ周知している。
・避難経路は、地域防災計画の改定などに合
わせて，マニュアルの策定を検討する。【～
H30年度】
〖H29〗
・洪水ハザードマップの更新に伴い，避難所
の見直しを行った。
〖H30〗
・鬼怒川・小貝川下流域の広域避難計画策定
の検討に当たり，避難経路の一部確認を行っ
た。
〖R1〗
自主避難所の開設場所の見直しをおこなっ
た。
〖R2〗
・二次避難所を含むすべての指定避難所の施
設と面積の確認作業をおこなった。
・避難行動要支援者の個別計画策定を開始し
た。
〖R3〗
内閣府　個別避難計画作成モデル事業に参
加。

〖継続実施〗
・浸水想定区域外にある小中学校等を避難場
所として設定済み。
〖H28〗
・利根川を挟んで千葉県側にある取手市の小
堀地区において、民間の専門学校と災害協定
を締結し災害時の避難場所・避難所として指
定を行った。
〖H29〗
・医療機関、社会福祉法人協定を締結し、２カ
所、福祉避難所を増加させた。
〖H30〗
・浸水想定エリア内の人数や避難所収容人数
の確認を行った。
〖R1、R3〗
・避難場所と避難経路の確認を実施。
〖R2〗
我孫子市と水害時の小堀地区住民の受入れ
について協議、確認を行った。
【R3】
民間企業と避難場所に関わる協定を締結した
（1件）

〖継続実施〗
・避難場所について，ハザードマップ，ホーム
ページで情報公開している。
・ハザードマップ（防災マップ）の改正
【平成29～30年度】
〖H30～R2〗
・想定 大規模降雨における洪水を対象に、
広域避難計画も反映した洪水ハザードマップ
を策定し，全戸配布（H31.2.8）及びホームペー
ジで公開した。
〖R3〗
・市ホームページ等で分散避難の呼び掛けを
行った。また，避難方法のフローチャートを作
成し，発災時の避難行動について確認が可能
になった。

〖継続実施〗
・避難所はホームページ及びハザードマップ
により周知しているが、避難路については未
策定のため、今後策定し周知を図る予定であ
る。【平成29年度】
〖H29〗
・ハザードマップの改定を検討。
〖H30〗
・ハザードマップの改定おこない、各戸配布実
施。
〖R3〗
・出前講座及び学校の防災授業においてハ
ザードマップの周知を行った。

〖継続実施〗
・町内のほぼすべてが浸水想定区域となるた
め、公共施設で２階以上にある建物を緊急避
難場所とし、学校、公民館などの公共施設を
避難所として指定している。
これらは、ハザードマップ、ホームページで情
報公開している。
※・避難経路は設定していない。
・避難所はハザードマップ、ホームページ、広
報誌により周知しているが、避難経路につい
ては未策定のため、今後、検討する。【H29年
度～】
〖R1〗
・ハザードマップの 大浸水深と、指定してい
る避難所の高さを照らし合わせ、指定した避
難所の安全性を検証中。
〖R2〗
・町福祉課、社会福祉協議会、民生委員と合
同で会議を持ち、要配慮者等の避難誘導に関
する対応方法や行動開始時期について検討
した。
〖R3〗
・出水期前において、教育委員会事務局と公
民館の自主避難所開所に関し、調整を行っ
た。
避難行動要支援者の対応は、民生委員に説
明するなどし、避難支援（対応）が円滑に行わ
れるよう調整を行った。

〖継続実施〗
・境町広域避難計画の策定中。
・２９年度事業として、補助を受けて、共同調
査事業として、昨年の災害の検証と、詳細な
避難計画の策定を予定している。
〖H28〗
・２８年度に作成した、広域避難計画で検討と
対策を実施した。
〖H29〗
・地方自治研究機構との研究連携事業とし
て、関東・東北豪雨を検証。さらに広域避難の
方向性研究する。
〖H30〗
・地区ごとの避難方向やタイミング、避難場所
について検討し、その成果を基に逃げ時マッ
プを作成中。
〖R1〗
・３月に境町水害ハザードマップ「逃げどきマッ
プ」を作成し、４月に全戸配布
〖R2〗
・コロナ禍の広域避難に対応した「新たな広域
避難用パンフレット」及び「垂直避難検討マッ
プ」を作成し１月までに全戸配布
〖R3〗
・福祉施設１か所、小学校１か所及び校長会
における防災講話による防災意識の高揚

〖継続実施〗
・浸水想定区域内となっている避難場所、避
難経路が多く、安全性を再確認し、必要に応じ
改善を図る。
〖R1〗
・洪水浸水想定区域図を基に避難所の見直し
について検討している。
〖R2〗
・ハザードマップの作成と並行して避難場所の
見直しを実施
〖R3〗
・自主防災組織における地区防災計画の作成
を支援するなかで要配慮者への対応を含め
避難誘導等について指導している。
車ごと避難できる避難場所として「車中避難場
所」を設置、民間企業と協定を締結し、民間施
設の屋上駐車場等を使用出来るようにしてい
る。
・要配慮者対策として、要配慮者利用施設に
対し、避難確保計画の作成を支援している。

〖継続実施〗
・公民館、学校等の施設123箇所を避難所として指
定している。
・高台となる緊急避難地（桜づつみ）を整備してい
る。
・指定避難所は、ハザードマップ・ホームページで
公開している。
・避難所は防災マップ、ホームページ、広報誌によ
り周知している。
〖H28〗
・指定緊急避難場所を土砂災害、水害、地震に分
けて120箇所指定。
・高台となる指定緊急避難場所（部屋南部地区）の
整備の実施設計を行う。
〖H29〗
見直しを行った指定避難所及び避難場所の一覧
を、広報誌に掲載。また、全自治会へ通知し、周知
を図った。
〖H30〗
・ 大規模の降雨による浸水想定区域内にある指
定緊急避難場所及び避難所の見直しを行い、作成
中の防災ハザードマップにて周知を行う。
〖R2～〗
・安全な場所に住んでいる場合は避難の必要が無
いことや、避難先として指定避難所のみではなく、
安全な場所に住む知人宅等も選択肢となることを
広報誌等により周知した。
〖R3〗
・指定緊急避難場所を土砂災害、水害、地震に分
けて116箇所指定。

〖継続実施〗
・市有施設を緊急避難場所及び避難所として
指定。その他、各自治会で一時避難場所を指
定してもらっている。
・洪水ハザードマップは全戸配布済み、ホーム
ページで情報公開中。【平成26年】
・避難経路提示はない。
〖H29〗
・平成30年度にハザードマップ作成するため
の検討と予算確保を行った。
〖H30〗
・上記実施済み。
・ハザードマップを更新し、全戸配布済み、
ホームページで情報公開中。
〖R1〗
・台風19号の被害を受け、各地区町会や自主
防災組織の役員等と意見交換会を開催し、避
難所や避難経路の見直しを行う。
〖R2〗
・避難所の見直しを行い、指定避難所を３箇
所追加する。
・学校施設の統廃合に伴い、避難所の見直し
を検討する。
〖R3〗
・安全な場所に住んでいる場合は、避難の必
要が無いことや、避難先として指定避難所の
みではなく、安全な場所に住む知人宅等も選
択肢となることを広報誌等により周知した。

〖継続実施〗
・避難経路については、市では示していない
が、自主防災組織の一部は避難経路図を示
した防災マップを作成している。
・指定緊急避難場所…大規模公園
・指定避難所…小・中学校、高等学校、大学
校、県立体育館、県立プール館
・自主防災組織に対し、避難経路を示したマッ
プなどの作成を指導する。
〖R3〗
・災害時における指定避難所等の迅速な開設
ができるよう職員や関係機関への再確認、及
び浸水想定区域内の自主防災会等への継続
的な啓発をした。

〖継続実施〗
・避難所について、平成27年9月関東・東北豪
雨を教訓に見直しを実施している。
・「広告付避難場所等電柱看板に関する協
定」を締結しており、町内各所に設置してある
東電柱に避難場所、避難経路を示していく。
〖H28〗
・指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難
所を設定した
〖R3〗
・避難の際の目安となるよう想定浸水深を表
示した看板の更新及び新規設置を実施した。

〖継続実施〗
・小中学校や公民館等を指定しており、ハ
ザードマップ作成の際に、洪水時に使用でき
るかの検証を行っている。
〖R2〗
・浸水想定区域内にある小学校等の校舎部分
（２階以上）を避難所として使用することについ
て、施設管理者に改めて依頼するなど、情報
の共有を図った。
・新型コロナウイルス感染症を考慮した避難
場所について、市HP、フェイスブック、ツイッ
ター等により周知を行った。
〖R3〗
・避難場所・避難経路、要配慮者への避難行
動支援等について、災害図上訓練を通じて住
民へ周知した。
・避難所開設の際の対応について、出前講座
で学校関係者に説明を行い、情報共有を図っ
た。
・新型コロナウイルス感染症を考慮した避難
場所について、市HP、フェイスブック、ツイッ
ター等により周知を行った。

令和4年度の
取組内容

・一般社団法人茨城県バス協会貸切委員会
県西支部と協定を締結し、避難行動要支援者
をバスにより避難先に安全かつ迅速に避難さ
せること又は一時的な避難先としてバスを利
用することについて取り決めを行った。

引き続き，内閣府　個別避難計画作成モデル
事業に参加

〖R4〗
・避難場所の確認。
・市による避難経路の指定の撤廃。

・ハザードマップの見直しを実施した。（令和４
年度中完了予定）

前年度同様、継続実施。 災害発生前において、避難所として も早く開
所する可能性がある自主避難所の運営係員
となる職員による避難所開所訓練を実施し、
対応方法の確認を行った。

・４月、広域指定避難所である県立坂東総合
高校の廃止に伴い、引き続き避難所として使
用することができるよう、茨城県、坂東市及び
坂東清風高校関係者と調整

令和３年度までの取組内容と変更なし 指定避難所及び指定緊急避難場所の見直し
を行った

緊急的な避難先として定められた民間施設等
について、洪水ハザードマップに記載してい
る。

災害時における指定避難所等の迅速な開設
ができるよう職員と関係機関の打ち合わせを
実施。

・進捗なし ・避難場所・避難経路、要配慮者への避難行
動支援等について、災害図上訓練を通じて住
民へ周知した。
・学校関係者と連絡先を交換するなど、情報
の共有を図った。

今後の
取り組み方

今後も協定締結を進めていく。 個別避難計画の推進 〖R5〗
・引き続き避難場所の確認を実施予定。

・ハザードマップの見直し等を随時検討，実施
する。

・継続して実施。 職員や関係機関の委員に異動が生じることも
あるので、毎年協議（調整）を行うものとする。

広域避難場所（所）の拡充検討を継続 上記取り組みの充実を図る。 ・必要に応じて指定緊急避難場所の新規指
定・取り消しを行う。

緊急的な避難先として定められた民間施設等
について、今後も周知していく。

・継続して実施する。 ・避難経路を示した看板の設置について検討
をしていく。

・継続して実施

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・避難先や駐車場等で民間施設の活用につい
て協定締結等の調整を継続して実施。

― 〖R1〗
・民間企業と避難場所に係る協定を締結して
おり、今後も拡充を検討していく。
〖R3〗
・民間企業と避難場所に係わる協定を締結し,
一件追加（指定管理施設）

〖R1〗
・協議会の場等を通じて，実施予定。
〖R2〗
・民間施設を利用するための協定を締結し
た。引き続き，協議会の場等を通じ，情報収集
を行う。
〖R3〗
・民間企業との協定を締結した。

・未実施 〖R1〗
・R元年度中に、新規で民間施設を活用した一
時避難所等の協定締結を締結予定。
〖R2〗
・R2.1に「水害発生時における施設等の提供
協力に関する協定」を町内事業者1社と締結。
レベル3の段階で開設する要支援者を対象と
した避難所として運用することを関係部署等で
検討した。
〖R3〗
・実績なし。継続して情報を収集し、適宜、民
間施設等の活用について検討する。

〖R1〗
・新たな広域避難所（場所）の適地について情
報収集中
〖R2〗
・ＰＦＩ方式による定住促進住宅（ＲＣ３階建て）
の屋上３棟を緊急避難場所として設定
　→アイレットハウス　モクセイ館　３００名
　→アイレットハウス　さくら館２棟　６００名
・坂東市の協力を得て公園等駐車場３カ所及
び宗教法人駐車場１カ所を指定避難場所（車
中避難用）として設定
〖R3〗
・６月、八千代町、県立八千代高校及び八千
代高校隣接駐車場等地権者との境町民の町
外広域避難に関する覚書締結

〖R1〗
・洪水時に避難所として協力してもらえる民間
施設が増えるよう取り組んでいく。
・協力要請等について、協議会等の場を通じ
て働きかけていきたい。
〖R2〗
・洪水時の避難場所として、大型商業施設等
との災害時応援協定を締結している。
・地域住民が避難したい避難場所について、
民民の覚書等の締結の支援・調整を実施して
いる。
〖R3〗
・協定内容及び締結後の周知等について、情
報提供できる。

〖R1〗
・台風第19号による被災等の検証をし、明ら
かになった課題等を踏まえ、民間施設等の緊
急的な避難場所としての活用について、検討
を進める。
〖R2〗
・水害時における車両の一時避難場所として
民間施設を利用するための協定について検
討をすすめる。
〖R3〗
・水害時における車両の一時避難場所として
民間施設を利用するための協定を締結した。

〖R1〗
・台風１９号の被害を踏まえ、緊急的な避難先
として民間施設等を検討し、協定の締結を進
める。
〖R2〗
・洪水時の一時避難場所として、イオンモール
及びプレミアムアウトレットと災害協定を締結
した。防災会議で情報を共有し、ハザードマッ
プにも掲載した。
〖R3〗
・改訂したハザードマップにも引き続き、洪水
時一時避難場所の掲載を行い周知を図った。
協定先とは引き続き連絡体制の確認を行っ
た。

〖R1～R2〗
・避難場所等の確保について、協定等を活用
し検討していく
〖R3〗
・災害時に避難スペースを提供する協定を活
用するなど、継続的に避難場所を確保する。

〖R2～〗
・民間企業等との避難場所提供に関する協力
協定について、引き続き検討を進めている。

令和4年度の
取組内容

・株式会社ダイナム・社会福祉法人古河市社
会福祉協議会と協定を締結し、災害時の駐車
場一部の貸出等の取り決めを行った。

- 〖R4〗
・民間企業と避難場所に係る協定の締結に向
け、協議を進めた。

・取り組みなし。 ・未実施 実績無し。継続して情報を収集し、適宜、民間
施設等の活用について検討する。

実施状況等について協議会の場で紹介及び
他の会員から情報を収集

令和３年度までの取組内容と変更なし 水害時における車両の一時避難場所として民
間施設を利用するための協定を締結した施設
と情報共有を行った

広報誌等で洪水時一時避難場所に関する周
知を図った。協定先とは引き続き連絡体制の
確認を行った。

・災害時に避難スペースを提供する協定をの
検討を引き続き行った。

・今後検討する。 ・民間企業等との避難場所提供に関する協力
協定について、引き続き検討を進めている。

今後の
取り組み方

今後も協定締結を進めていく。 〖R5〗
・民間企業と避難場所に係る協定の拡充を進
めていく

・今後も協議会の場を通じて，情報収集，情報
提供を行う。

・検討中 地域防災計画に定める避難所の見直しに合
わせ、民間施設等の活用について検討する。

継続 ・民間施設等を活用した緊急的な避難先の事
例を収集し、必要に応じて協定内容や協定締
結先を拡充する。

必要に応じて、災害協定の締結を検討する。 ・継続して実施する。 ・今後、検討していきたい。 ・継続して実施

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・地域防災計画に避難誘導の方法を記載して
いる。（市、消防機関、警察等と連携し、市民
が安全かつ迅速に避難できるように記載有
り）
・避難行動要支援者支援制度をH26から策定
し、名簿同意を得た人の台帳を作成を毎年継
続し、行政区長に渡している。
〖R3〗
・関係機関（警察、消防、自衛隊、民間企業）と
の訓練の実施。

〖継続実施〗
・地域防災計画の改定に伴い，避難誘導体制
について記載する。【～平成30年度】
〖H30〗
地域防災計画の改定により，避難誘導の実施
主体について明記する予定。
〖R2〗
・自主防災組織未結成地区への未結成理由
アンケートを実施
・自主防災組織未結成地区区長を訪問し，結
成方法のアドバイスと結成のお願いをおこ
なった。
〖R3〗
小学校区単位の自主防災組織結成促進。

〖継続実施〗
・市職員、消防職員、自主防災組織、警察官
が連携して、避難誘導に努める。
・要配慮者・避難行動要支援者の対応につい
ては、民生委員との連携を強化する。
〖H28〗
・今年度も取手市防災会議を3月に開催した
際に、警察・消防・行政・自主防災組織が一堂
に会す機会があり、その際に連携の再確認を
行った。
〖H30〗
・連絡体制の確認を実施。
〖R3〗
・東京大学客員教授の松尾一郎氏を招き、市
内浸水想定区域に該当している自主防災会、
市政協力員、民生委員・児童委員及び市内の
防災士に対し、地域の住民を守る行動や課題
の共有や解決のための手法について、グルー
プに分かれてのディスカッション及びタイムラ
インの作成を実施。

〖継続実施〗
・警察、消防団、自主防災組織等が連携して
避難誘導に努める。
〖H29～H30〗
・地域防災計画及びマニュアル作成を実施
し，避難誘導要領等について定めた。
〖R1〗
・自治会等と連携し避難訓練を実施した。
〖R2〗
・自治会等の代表者に参加してもらい，新型コ
ロナウイルス影響下における避難所設置訓練
を実施。
〖R3〗
・新型コロナウイルス感染症に配慮した避難
所設置訓練を実施した。地域を限定し，まちづ
くり協議会や自治会の代表者等に参加しても
らい，消防団による避難行動要支援者への支
援訓練も行った。

〖継続実施〗
・警察、消防団、自主防災組織等が連携して
避難誘導に努める。
〖H29～R1〗
地域ごとの防災訓練にて避難誘導体制の充
実を図った。
〖H30〗
・市防災訓練にて避難誘導訓練を実施する。
〖R1〗
・市防災訓練にて利根川の洪水を想定した避
難訓練を実施。
〖R2〗
・茨城県・坂東市避難力強化訓練を実施し避
難誘導体制の充実を図った。
〖R3〗
・地域の防災訓練にて避難誘導体制の充実を
図った。

〖継続実施〗
・避難誘導の体制は以下の通り。
（１）避難の誘導は、警察官、消防団，町職員等が
連携し実施する。
（２）消防機関、県警察本部、自主防災組織等の協
力を得て、組織的な避難誘導に努めるほか平時か
ら避難経路の安全性の向上に努める。
（３）避難行動要支援者の所在を把握しておくととも
に、自主防災組織等、地域の協力を得て、避難誘
導と確認に努める。
（４）学校，社会教育施設、及び社会福祉施設等に
おいては、各施設の管理者が、児童・生徒施設利
用者等を安全に避難誘導する。
・避難に自家用車を使用しないよう指導する。
・年１回防災訓練を実施しており、その際は警察や
消防にも協力してもらっている。
・地域防災計画（または水防計画等）に避難誘導体
制について記載する。【平成29年度～】
〖R3〗
・令和3年度五霞町総合避難訓練では、全ての町
民を対象に、水害時一時避難所へ車両で避難する
形式の訓練を実施した。また、訓練には、自主防災
会（行政区）、民生委員、議員、消防団員には積極
的な参加を促し、実際の避難対応（誘導）の確認を
行った。
・要配慮者、避難行動要支援者へ直接的なアプ
ローチをすることとなる民生委員に対し、避難の際
の誘導の仕方について説明をした。

〖継続実施〗
・境町広域避難計画を策定中である。
・２９年度の事業として、補助を受けて、共同
調査事業として、昨年の災害の検証と、詳細
な避難計画の策定を予定している。
〖H28〗
・２８年度に作成した、広域避難計画で検討と
対策を実施した。
〖H29～H30〗
・地方自治研究機構との研究連携事業とし
て、関東・東北豪雨を検証。さらに広域避難の
方向性研究する。
〖R1～R2〗
・１０月、茨城県バス協会貸切委員会県西支
部（会員数４２社）と災害時の広域雛輸送に係
る災害協定を締結、台風１９号による避難準
備・高齢者等避難開始及び避難勧告に際し避
難者輸送に６台のバスを配車
〖R3〗
・関係組織、機関等との連携を継続

〖継続実施〗
・地域防災計画において、避難誘導にあたる
機関等に対する情報伝達手段の整備及び避
難行動要支援者の避難誘導体制の整備につ
いて記載している。
・関係機関等と連携した避難誘導訓練につい
て検討する。
・避難路の選定について実施する。
〖H30〗
・地区合同防災訓練において、警察と連携し、
避難誘導訓練を実施。
〖R1〗
・地区合同防災訓練において、地域住民によ
る、避難行動要支援者の避難誘導訓練を実
施。
〖R1～R2〗
・地域防災計画に基づき継続実施
〖R3〗
・自主防災組織における地区防災計画の作成
を支援するなかで要配慮者への対応を含め
避難誘導等について指導している。
要配慮者対策として、要配慮者利用施設に対
し、避難確保計画の作成を支援している。

〖継続実施〗
・地域防災計画に記載されている体制は以下
のとおり。
（１）避難の誘導は、警察官、消防団，市職員
等が連携し実施する。
（２）消防機関、県警察本部、自主防災組織等
の協力を得て、組織的な避難誘導に努めるほ
か平時から避難経路の安全性の向上に努め
る。
（３）学校，社会教育施設、及び社会福祉施設
等においては、各施設の管理者が、児童・生
徒施設利用者等を安全に避難誘導する。
・毎年防災訓練を実施しており、その際には警
察や消防にも協力してもらっている。
・地域防災計画の避難誘導体制について、具
体的なマニュアルを策定する。【平成28年度
～】
・避難行動要支援者の避難誘導と確認につい
て、自主防災組織等の協力体制を整える。
【平成28年度～】
〖H28〗
・「栃木市支え合い条例」を制定し、要配慮者
の避難誘導体制について検討した。
〖R3〗
・新型コロナウイルス感染症の影響により、市
総合防災訓練は中止となった。

〖継続実施〗
・警察、消防団、自主防災組織等が連携して
避難誘導に努める。

〖継続実施〗
・学校施設管理者への連絡体制が出来てい
る。
・要配慮者、避難行動要支援者については、
対応マニュアルに従い、市、避難支援等関係
者（消防、自主防災会、民生委員等）、避難時
協力者（近隣住民等）が連携して避難誘導に
努める。
・警備会社と避難誘導、避難対象地域の警戒
巡視について災害時応援協定を締結する予
定。

〖継続実施〗
・要配慮者、避難行動要支援者への対応につ
いて、現在、マニュアルを作成している。
・避難時に危険となる箇所や避難経路の掲示
等については、現在、「道路冠水マップ」を作
成し対応しようとしている。
〖H28〗
・避難する際の参考となるよう「洪水ハザード
マップ」の作成に併せ、「道路冠水マップ」を作
成した。
〖R3〗
・自主防災組織の訓練時にハザードマップを
用い、浸水箇所（経路）の確認を行った。

〖継続実施〗
・市、消防機関及び警察機関は連携し、避難
誘導を行う。
・地域住民や自主防災組織の協力を得て、災
害時要援護者の安全確保に努める。
〖R3〗
・要配慮者への避難行動支援等について、災
害図上訓練を通じて住民へ周知した。

令和4年度の
取組内容

・毎年災害対策本部図上訓練を行い、関係機
関（警察、消防、自衛隊、民間企業）と対応の
確認を行っている。

引き続き，小学校区単位の自主防災組織結
成促進。

【R4】自主防災組織未結成地区を対象とした、
講演会を実施し、自主防災組織結成を呼びか
けた。

・まちづくり協議会等の訓練に参加し、避難要
領等について地域住民の方と確認を行った。

前年度同様、継続実施。 五霞町防災の日に実施した避難所見学会・体
験会に議員、行政区長、民生委員等に参加を
要請し、様々な意見交換が行えた。

避難行動要支援者名簿を更新し関係者と情
報共有

自主防災会関係者や避難行動要支援者の避
難時協力者の防災活動中の事故等に対して
補償をする地域防災活動保険制度を創設し
た。

栃木県と共催で総合防災訓練を実施し、関係
機関と連携強化を図った

継続実施する。 ・要配慮者、避難行動要支援者については、
対応マニュアルに従い、市、避難支援等関係
者（消防、自主防災会、民生委員等）、避難時
協力者（近隣住民等）が連携して避難誘導に
努める。
・学校施設管理者への連絡体制が出来てい
る。

・全町避難訓練において、避難経路の確認を
行った。

・避難行動要支援者名簿を消防機関、警察機
関、自主防災組織及び民生委員に提供し、情
報共有を図った。
・要配慮者への避難行動支援等について、災
害図上訓練や出前講座を通じて住民へ周知
した。
・避難行動要支援者対策について、消防団に
説明した。
・消防団、区長及び民生委員が連携した避難
行動要支援者支援対策を実施するための協
議を行った。

今後の
取り組み方

災害緊迫時の避難行動要支援者への連絡体
制を構築予定

5年間で、自主防災組織結成率100％と地区
防災計画の内容充実を図る

〖継続実施〗
・市職員、消防職員、自主防災組織、警察官
が連携して、避難誘導に努める。
・要配慮者・避難行動要支援者の対応につい
ては、民生委員との連携を強化する。

・継続して実施を検討する。 ・継続して実施 避難誘導における基本的な考えや対応につ
いて、統制が取れたものとなるよう、関係機関
等と連携を密にし、共通の認識を保持できる
よう努める。

継続 ・市総合防災訓練等を通じて関係機関との連
携を図る。
・避難行動要支援者名簿の利用、個別避難計
画の策定により、要配慮者・避難行動要支援
者への対応拡充を図る。

継続実施する。 ・継続して実施する。 ・訓練等を通じ、避難誘導体制の充実を図っ
ていく。

・継続して実施

20
避難場所・避難経路の再
確認と改善

・避難誘導にあたる組織や関係機関、
学校や社会教育施設への対応、要配
慮者・避難行動要支援者への対応

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定し、職員の避
難場所・避難経路の確認、改善を行う。
利根川等の氾濫を想定し、車両の退避
場所の検討を行う。

・洪水ハザードマップに記載されている
民間施設等を活用した緊急的な避難先
の事例を収集し、調整内容や協定の締
結方法等について協議会の場等を通じ
て情報提供。

21 避難誘導体制の充実

・避難誘導にあたる組織や関係機関、
学校や社会教育施設への対応、要配
慮者・避難行動要支援者への対応

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫のおそれのある豪雨
の際に、駅や列車等の乗降客及び職
員の避難誘導を円滑に行う体制を検討
し充実させる。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の
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の
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令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

20
避難場所・避難経路の再
確認と改善

・避難誘導にあたる組織や関係機関、
学校や社会教育施設への対応、要配
慮者・避難行動要支援者への対応

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定し、職員の避
難場所・避難経路の確認、改善を行う。
利根川等の氾濫を想定し、車両の退避
場所の検討を行う。

・洪水ハザードマップに記載されている
民間施設等を活用した緊急的な避難先
の事例を収集し、調整内容や協定の締
結方法等について協議会の場等を通じ
て情報提供。

21 避難誘導体制の充実

・避難誘導にあたる組織や関係機関、
学校や社会教育施設への対応、要配
慮者・避難行動要支援者への対応

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫のおそれのある豪雨
の際に、駅や列車等の乗降客及び職
員の避難誘導を円滑に行う体制を検討
し充実させる。

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・災害種別ごとに指定緊急避難場所を定めて
おり、洪水等については、浸水想定区域外も
しくは浸水深0.5m未満の区域に立地する２階
以上の施設を指定している。
〖H30〗
・太田市防災マップの更新。
〖R1〗
・広報紙にて市民に周知。
〖R2〗
・水害時に開設する避難所を指定し、段階的
に開設することを、広報誌・市ホームページに
て市民に周知。
・太田市防災マップ修正版の刷新。
〖R3〗
・広報活動や防災講習などをとおして周知を
行った。
・群馬避難総合対策チームの専門チーム（個
別避難計画）に所属し、要配慮者への対応を
強化していく体制が整った。

〖継続実施〗
・洪水ハザードマップを全世帯に配布済。
・洪水ハザードマップを転入者等に配布（随
時）。
・洪水ハザードマップを市ホームページに公
開。
・行政区掲示板、各コンビニに該当地区の避
難場所の案内掲示。
・防災出前講座等で洪水ハザードマップの周
知。
〖H28〗
・行政区回覧板用の避難場所表示ステッカー
を作成・配付し、避難場所の周知を行った。
〖R3〗
・防災出前講座等で洪水ハザードマップを周
知を行った。

〖継続実施〗
・役場庁舎、学校、幼稚園、保育所、児童館、
社会体育館、文化センター、老人福祉セン
ター、道の駅を指定避難所としている。
・町内の北西方向の高い場所、高い建物等へ
の緊急避難を案内する。
・車両を使用しての避難案内をする。
・玉村町地域総合防災マップの作成。【平成29
年度】
〖R2〗
・社会福祉協議会と連携し避難支援の協定を
締結した。
〖R3〗
・要配慮者支援名簿の更新

〖継続実施〗
・３階以上または高台にある浸水しない公共
施設（学校や公民館）を避難所として指定して
いる。
・避難所の位置は、洪水ハザードマップ（全戸
配布）と町ホームページで周知している。
・避難経路を策定し、町ホームページ等で周
知する。【平成30年度～】
・板倉町防災マップに令和元年東日本台風時
の道路冠水箇所を表示し、避難経路の確認
ができるようにした。
〖R2〗
・地域ケア会議地域密着型介護サービス連絡
部会に出席し、町内老人ホーム及び介護施設
等の施設長・ケアマネージャー等へ防災マッ
プの説明と洪水時の緊急福祉避難場所の確
認を行った。

〖継続実施〗
・町内は平地が多いため、大きな建物の２階
以上場所を避難場所（公共・民間）として指定
している。避難場所については、ホームページ
で情報公開を行っている。
・避難経路の設定は、未策定のため、今後検
討していく。
〖H30～R1〗
・ホームページにて避難場所を周知するととも
に、明和町総合防災マップを作成し、その中で
避難場所及び避難経路の確認が出来るよう
にした。
〖R2〗
・要配慮者利用施設の避難確保計画の策定
を推進した。
・避難行動要支援者名簿のリニューアルを実
施し、自主防災組織・民生委員・消防組織へ
情報提供を行っている。
〖R3〗
・明和メディカルセンタービル完成に伴い、避
難場所の見直しを行い、福祉避難所について
も見直しを行った。

〖継続実施〗
・町内は平地が多いため、大きな建物の２階
以上の場所を避難場所（公共・民間）として指
定している。
・避難場所については、ホームページで情報
公開を行っている。
・避難経路の設定は、未策定のため、今後検
討していく。【平成29年度～】
〖R3〗
・要配慮者、避難行動要支援者について、各
地区自主防災組織と対応について、検討を進
めた。

〖継続実施〗
・洪水時の避難場所、避難所については、浸
水想定区域外の施設を指定している。

〖継続実施〗
・学校や公民館などのうち2階以上の建物を洪
水時の指定緊急避難場所に指定している。
・住民にはハザードマップやホームページ等で
周知している。
〖R3〗
・増刷したハザードマップを窓口で配付。

〖継続実施〗
・避難場所については、浸水の危険性を考慮
し、利用の可否について整理を行いしていして
いる。
・避難経路については、「地下道などの注意を
要する箇所」をハザードマップ等に掲載し、住
民自身で事前に確認していただくようお願いし
ている。

〖継続実施〗
・浸水想定区域外の公園等［屋外施設］を指
定緊急避難場所とし、浸水のおそれがない場
所等（※）にある学校、公民館、保育所等［屋
内施設］を指定緊急避難場所兼指定避難所と
した。
※指定避難所は「平屋の場合、浸水深0.5m未
満の場所にあること」「2階建ての場合、想定
浸水深が2.0ｍ未満の場所にあること」「3階建
て以上の場合、想定浸水深が5.0ｍ未満の場
所にあること」を満たす施設を指定している。
・これらは、ハザードマップ及びくらしのカレン
ダー（全戸配布）に掲載し、ホームページでも
情報公開している。
〖R2〗
・想定 大規模の浸水深に基づくハザード
マップを作成し、新たに避難所指定の見直し
を行った。
〖R3〗
必要に応じて見直しを行った。

〖継続実施〗
・浸水想定区域内となっている避難場所、避
難経路が多く、安全性を再確認し、必要に応じ
改善を図る。
・要配慮者施設における避難確保計画未作成
事業者に対する作成周知及び作成講習会を
実施する。
〖R1〗
・台風第19号の対応を踏まえ、避難所・避難
場所の在り方について見直し・検討を進めて
いく。

〖継続実施〗
・指定緊急避難場所、緊急避難所は、主に小
中学校や公民館を指定している。
・市の大半が浸水想定区域になっており、避
難場所の階数を限定して使用可としている。
〖H29～R1〗
・施設の建替えに伴い、避難場所の階数を限
定していた施設について見直しを図った。その
他従前のとおり実施。
〖R2～〗
・小中学校と協議し、避難スペースとして、新
たに校舎棟が利用可能となった。（従来は体
育館のみ使用可能）

〖継続実施〗
・地域防災計画上に、防災活動拠点として、震
災と風水害対策の、それぞれ別に避難所や避
難場所のほかに救援物資集積施設等を含め
た防災活動拠点を指定している。
〖H28〗
・市内企業4社と災害時に避難所としての使用
について協定を締結した。
〖H29〗
・関東どまんなかサミットにおいて、災害時に
相互間において、広域避難の協定を締結し
た。
〖R2〗
・避難場所の位置付けの改正、避難場所及び
動員の再編等を実施。
〖R3〗
・見直しした避難場所及び避難場所から広域
避難する際の推奨ルートを掲載した「水害時
の避難行動マップ（洪水ハザードマップ）」を作
成、各戸配布し、周知した。

・出前講座、マイ・タイムライン作成講習会を
通じて周知を行った。
・群馬避難総合対策チームの専門チーム（個
別避難計画）に所属し、要配慮者への対応を
強化していく体制が整った。

ハザードマップマップの見直しを実施 個別避難計画作成（4件）
総合防災マップの改定

・台風14号の際、個別避難計画に基づいて実
際に避難行動要支援者を避難させた。

・災害時避難行動要支援者に対して、優先度
の高い要支援者に「個別避難計画」を作成し
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・指
定福祉避難所の公示を行い要配慮者の直接
避難を指定した。

・浸水想定以上の高さに避難者を受け入れる
部分がある施設（２回以上に避難できる施設）
は洪水時の避難所に指定している。

・上記取り組み継続実施。 〖継続実施〗
・避難場所については、浸水の危険性を考慮
し、利用の可否について整理を行いしていして
いる。
・避難経路については、「地下道などの注意を
要する箇所」をハザードマップ等に掲載し、住
民自身で事前に確認していただくようお願いし
ている。

必要に応じて見直しを行った。 ・令和元年東日本台風の経験を踏まえ、従
来、内水氾濫時一とき避難所に位置づけてい
た公民館だけでなく、洪水時の浸水深を考慮
し、小・中・高等学校１２４箇所を指定緊急避
難場所に指定した。
・避難確保計画未作成事業者に対する作成
及び訓練の実施をホームページ等で啓発して
いく。

特になし ・「水害時の避難行動マップ（洪水ハザード）」
等により継続して周知している。

・避難確保計画、個別避難計画の作成や防災
講習などをとおして対応を強化していく。

・引き続き、防災出前講座等で洪水ハザード
マップの周知を図る。

要配慮者個別避難計画の策定 ・要配慮者支援について関係課と共に具体的
な避難態勢の確立に取り組んでいく。

・避難経路の策定。
・要配慮者、避難行動要支援者について、関
係機関と協力し個別避難計画の作成等、要支
援者等の避難支援を実施していく。

・上記の取組を継続していく。 ・必要に応じて改訂版の作成を検討していく。 今後も継続して実施する予定。 必要に応じて見直しを行う。 ・要配慮者施設における避難確保計画未作成
事業者に対する作成周知及び避難確保計画
に基づく
訓練の実施を啓発していく。

・上記のとおり変更なし。 ・「水害時の避難行動マップ（洪水ハザード）」
等により継続して周知していく。

〖R1〗
・広報紙にて市民に周知。
〖R3〗
―

民間施設との緊急避難場所の協定を締結
〖R3〗
・庁内事業所に働きかけを行った。

〖R1〗
・民間企業と協定を締結し、指定避難所として
いる。

〖R1～R2〗
・民間企業と緊急避難場所として利用できるよ
う、協定締結を推進している。
〖R3〗
・協定締結について検討した。

〖R3〗
・防災訓練の中で、民間企業の施設を避難場
所として使用する際の打ち合わせを実施し
た。

〖R2～〗
・民間企業との協定締結を調整している。

〖R1〗
・検討していく。
〖R3〗
・取り組みなし。

〖R1～〗
・市における民間施設等を活用した緊急的な
避難先の指定については、現在のところ検討
していない。

〖R1～〗
・災害協定を締結し民間施設（立体駐車場等）
を活用した洪水時の緊急的な避難先を設定し
た。

〖R3〗
・未実施のため回答なし

〖R1～〗
・今後、民間施設等との協定締結について、
検討していく。

〖R1〗
・台風第19号の事後検証に係る見直し中。
〖R2〗
・避難場所として使用できる民間施設との調
整、ハザードマップ記載を実施。
・避難経路図の作成・周知。
〖R3〗
・民間施設等を含むすべての避難場所につい
て、開設を担当する水害時避難場所運営班
の班長が具体的な開設手順や避難スペース
等について、年1回以上調整している。

― ・協定先と避難所開設訓練を実施し、連携を
密にした。

・上記から変更なし。 ・取り組みなし。 〖R1～〗
・市における民間施設等を活用した緊急的な
避難先の指定については、現在のところ検討
していない。

継続して実施した。 ・未実施のため回答なし 検討中。 ・民間施設等を含むすべての避難場所の施設
管理者と開設を担当する水害時避難場所運
営班の班長にて、具体的な開設手順や避難
スペース等について、年1回以上調整してい
る。

・継続して検討 ・民間企業と緊急避難場所として利用できるよ
う、協定締結を推進している。

・今後も民間の施設を有効利用させて頂くた
めの方策を模索しつつ、見直し・改善を進めて
いく。また、協議会の場を通して、こういった取
り組み事例の情報共有を進めていきたい。

・上記の取組を継続していく。 ・取り組む予定なし。 必要に応じて検討を行う。 継続して実施する。 ・継続して検討中。 ・継続して実施

〖継続実施〗
・市職員、消防機関、自主防災組織等が連携
して、避難誘導に努める。
〖H29～H30〗
・避難所開設訓練の実施。
〖H30〗
・太田市防災マップの更新。
〖R1～R2〗
・広報紙の防災特集号を発行し市民に周知。
〖R3〗
・広報活動や防災講習などをとおして周知を
行った。
・群馬避難総合対策チームの専門チーム（個
別避難計画）に所属し、要配慮者への対応を
強化していく体制が整った。

〖継続実施〗
・市、警察、消防、自主防災組織等が連携して
避難誘導に努める。
〖H28〗
・総合防災訓練において避難誘導訓練を実施
した。
〖H29～H30〗
・自主避難所を開設した。
〖R1〗
・台風第１９号に伴い避難所を開設した。
〖R3〗
・避難所（小中学校）ごとに開設運営のための
マニュアルを作成。

〖継続実施〗
・地域防災計画に沿って、各関係者が初動対
応を図る。
・広報等で、住民に対して避難場所、避難経
路、危険箇所の確認等を促す。
〖H29〗
・昨年雨天中止となった地域防災訓練を実施
し、併せて玉村町総合防災マップを作成した。
〖R1～R2〗
・今年度より、地区自主防災組織を中心とした
訓練に移行。
〖R3〗
・コロナに対応した避難所レイアウトの作成と
それに基づいた職員による避難所設置訓練を
実施

〖継続実施〗
・警察・消防機関、町職員等が連携して、組織
的な避難誘導を実施する。
・避難行動要支援者の所在を把握しておき、
自主防災組織等の協力を得て避難誘導を実
施する。
・避難する際には、自家用車を使用しないよう
指導する。
・避難訓練を年１回実施しており、警察・消防
機関に協力してもらっている。
〖R1〗
・台風第１９号の接近に伴い、自主防災組織と
避難支援者により避難行動要支援者の避難
を実施した。

〖継続実施〗
・避難誘導の体制は以下の通り。
　避難の誘導は、警察官、消防団，町職員等
が連携し実施する。
　消防機関、県警察本部、自主防災組織等の
協力を得て、組織的な避難誘導に努めるほか
平時から避難経路の安全性の向上に努め
る。
　避難行動要支援者の所在を把握しておくとと
もに、自主防災組織等、地域の協力を得て、
避難誘導と確認に努める。
　学校，社会教育施設、及び社会福祉施設等
においては、各施設の管理者が、児童・生徒
などの施設利用者等を安全に避難誘導する。
・地域防災計画に避難誘導体制について記載
する。
〖R2～〗
・要配慮者利用施設の避難確保計画の策定
を推進した。
・避難行動要支援者名簿のリニューアルを実
施し、自主防災組織・民生委員・消防組織へ
情報提供を行っている。

〖継続実施〗
・避難誘導の体制は以下の通り。
（１）避難の誘導は、警察官、消防団，町職員
等が連携し実施する。
（２）避難行動要支援者の所在を把握しておく
とともに、自主防災組織等、地域の協力を得
て、避難誘導と確認に努める。
・避難に自家用車を使用しないよう指導する。
（早期の避難は、自家用車の使用を推進）
・避難誘導体制について検討する。【平成29年
度～】
〖R1〗
・職員動員体制を見直し、早め早めの行動を
できるようにした。
〖R3〗
・各地域自主防災組織と要配慮者、避難行動
要支援者の情報を共有した。避難行動要支援
者についての避難対応について、検討を進め
ている。

〖継続実施〗
・避難誘導の体制は以下の通り。
（１）　避難誘導は、町職員のほか、警察官、
消防団員、区長等の協力を得て行い、できる
だけ地域ごとの集団避難を心がけるものとす
る。
（２）　危険な地点には標示、縄張りを行うほ
か、状況により誘導員を配置し安全を期する。
また、夜間においては可能な限り照明器具等
を使用して避難中の事故防止に努めるものと
する。
（３）　避難立退きにあたっては、高齢者、障害
者等避難行動要支援者を優先して行うものと
する。
（４）　避難は、原則として徒歩によるものとす
るが、状況により高齢者、障害者、乳幼児、病
人又は歩行困難者は、適当な場所に集合さ
せ、車両等による輸送を行うものとする。
・タクシー事業者や、観光バスを所有する旅行
業者と、災害時における避難者の移送の協力
に関する協定を結んでいる。

〖継続実施〗
・町、消防機関、警察機関及び自主防災組織
が相互に連携し、 も安全と思われる避難経
路を選定し、避難誘導を行う。
・避難者の通行を確保するため、避難経路の
要所に誘導員を配置する。

〖継続実施〗
・避難行動要支援者への避難誘導は、自治
会、自主防災組織、民生・児童委員が行う。
・避難経路については、ハザードマップ等を参
考に、住民自身で事前に確認していただくよう
お願いしている。
〖R1～〗
・避難行動要支援者名簿を活用した訓練を
行った自主防災組織に対し、追加で補助金を
交付するなど、地域において避難行動要支援
者の避難が円滑に行われるよう取組を推進。

〖継続実施〗
・避難の誘導は、消防職員、消防団員又は 警
察官が行う。  自主防災組織は、これらの機関
に協力する。
・避難は、原則として、避難者による自力避難
とする。
・避難にあたっては、要配慮者を優先させる。
・市民に対しては、自家用車を使用した避難に
より浸水等に巻き込まれることのないよう、周
知及び広報に努める。
・隔年で市総合防災訓練を実施しており、その
際は消防団に協力してもらい避難誘導訓練を
行っている。
〖R1～〗
・令和元年東日本台風において、消防分団車
を使った避難指示伝達や見回りを実施した。

〖継続実施〗
・地域防災計画に避難行動要支援者の避難
誘導体制について記載することを検討する。
〖R3〗
・要配慮者利用施設の避難誘導体制について
は今後検討する。
・避難行動要支援者における個別避難計画に
関しては福祉部と連携し、各町会・自治会へ
の作成協力を依頼。

〖継続実施〗
・避難誘導の体制は以下のとおり。
（１）避難の誘導は、警察官、消防団，市職員
等が連携し実施する。
（２）自治会、自主防災組織は、自らが主体と
なって、事前に安全を確認しておいた避難経
路による避難に努めるものとする。
（３）避難行動については、原則として徒歩に
よるものとするが、状況により要配慮者又は
歩行困難者を、適当な場所に集合させ、車両
等による輸送を実施する。

〖継続実施〗
・地域防災計画上に、避難対策として、避難の
仕方や避難のタイミング、民生委員などが避
難誘導する災害時要援護者への避難のあり
方や、学校などの文教対策としての避難対策
などを定めている。
〖R1〗
・避難タイミングは包括的に見直し中。
〖R2〗
・避難誘導にあたる自治協力団体、民生委員
に対し避難場所運営についての説明会及び
実地研修を実施。
〖R3〗
・避難誘導にあたる自治協力団体、民生委員
に対し、避難行動等についての説明会を実施
（実地での研修は新型コロナウイルス感染症
のため中止）

・出前講座、マイ・タイムライン作成講習会を
通じて周知を行った。
・群馬避難総合対策チームの専門チーム（個
別避難計画）に所属し、要配慮者への対応を
強化していく体制が整った。

・総合防災訓練で運用を確認 自主防災組織3区と町による合同防災訓練（7
月）

・台風14号の際、個別避難計画に基づいて実
際に避難行動要支援者をケアマネージャーと
連携し避難させた。

・優先度の高い避難行動要支援者への「個別
避難計画」を作成を完了した。

・上記から変更なし。 ・上記取り組みを継続実施。 〖継続実施〗
・避難行動要支援者への避難誘導は、自治
会、自主防災組織、民生・児童委員が行う。
・避難経路については、ハザードマップ等を参
考に、住民自身で事前に確認していただくよう
お願いしている。
〖R1～〗
・避難行動要支援者名簿を活用した訓練を
行った自主防災組織に対し、追加で補助金を
交付するなど、地域において避難行動要支援
者の避難が円滑に行われるよう取組を推進。

継続して実施した。 ・前年に引き続き、個別避難計画については、
関係部署と連携して各町会・自治会への作成
協力を依頼していく。

特になし ・災害時要援護者利用施設に、、水防法によ
り、年に１度（以上）洪水時の避難訓練を実施
し、結果を市に報告する旨、指導している。

・避難確保計画、個別避難計画の作成や防災
講習などをとおして対応を強化していく。

・マニュアルをもとに、避難所の開設運営訓練
を実施し、体制強化を図っていく。

・要配慮者支援について関係課と共に具体的
な避難態勢の確立に取り組んでいく。

・優先度の高い避難行動要支援者の「個別避
難計画」の作成を順次進めていき、逃げ遅れ
ゼロを対策を進めていく。　　　　　　　　　　・避
難行動要支援者名簿に記載されている全て
の要配慮者に対し「個別避難計画」を順次作
成していく。

・上記の取組を継続していく。 ・今後も上記取り組みを継続実施していく。 今後も同様の取組を継続していく。 継続して実施する。 ・計画策定に際して対象者の優先順位を決
定。優先順位の高い地区や住民の方より計画
を策定していくことを検討する。

・上記のとおり変更なし。 ・継続して実施
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

20
避難場所・避難経路の再
確認と改善

・避難誘導にあたる組織や関係機関、
学校や社会教育施設への対応、要配
慮者・避難行動要支援者への対応

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定し、職員の避
難場所・避難経路の確認、改善を行う。
利根川等の氾濫を想定し、車両の退避
場所の検討を行う。

・洪水ハザードマップに記載されている
民間施設等を活用した緊急的な避難先
の事例を収集し、調整内容や協定の締
結方法等について協議会の場等を通じ
て情報提供。

21 避難誘導体制の充実

・避難誘導にあたる組織や関係機関、
学校や社会教育施設への対応、要配
慮者・避難行動要支援者への対応

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫のおそれのある豪雨
の際に、駅や列車等の乗降客及び職
員の避難誘導を円滑に行う体制を検討
し充実させる。

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・指定避難所、指定緊急避難場所について
ホームページで掲載している。
・既存の地域防災計画で定める避難所・避難
場所については、ハザードマップにおいてそ
の浸水深等を示している。
〖R2〗
・洪水・内水ハザードマップの改訂し、要配慮
者利用施設の洗い出しを実施。
〖R3〗
・要配慮者利用施設管理者に対し、避難確保
計画の作成依頼、計画に基づく訓練の実施調
査を実施した。
出前講座の実施。

〖継続実施〗
・ハザードマップやホームページで避難場所を
掲示している。
・浸水の生じない場所又はフロアとなる公共施
設等を緊急避難場所とし、そのうち、建物を有
する箇所を避難所として指定している。
・市のポータルサイト（オラナビ）や各駅の避難
場所案内看板等で避難場所への案内をして
いる。なお、避難場所案内看板にはＱＲコード
による案内もしている。
・自主防災訓練での避難訓練の実施や訓練
時及び各種イベント等において、防災啓発
リーフレットを配布し、避難場所・避難経路の
再確認を行っている。
〖R3〗
・民間施設において、ハザードマップの配布や
「我が家の浸水診断」として、浸水ナビを利用
して、各家庭の 大浸水深や浸水継続時間な
どを伝えるイベントを実施。
・避難所の施設管理者と避難所担当者に、避
難所の開設基準や避難所のレイアウトなどを
現地で話し合う「現地打合せ会]を実施。

〖継続実施〗
・指定避難所は、小・中学校の体育館や公民
館棟を応急的に使用するが、1階が浸水する
見込みの場合、施設の2階以上を使用する。
指定避難所については、食料・日用品・資機
材等の備蓄を浸水のおそれのない安全な場
所で管理することができる施設を対象に指定
する。
・これらについては、ホームページやハザード
マップで情報公開している。
〖H29〗
・避難所、避難場所の再検討を実施。想定
大規模降雨時における施設の使用可否を明
確し、ハザードマップに掲載した。
〖R3〗
・洪水ハザードマップの改定を実施した。

〖継続実施〗
・防災マップ、ホームページで避難場所・避難
経路を周知している。
〖R2〗
・補助避難所を３箇所追加で指定した。
・避難所のレイアウトを作成し、各種災害に対
応。
〖R3〗
・ハザードマップの情報を公開型GISシステム
に搭載し、Google　map上に重ねて確認できる
ようになった。
・避難所のレイアウトの更新を行った。

〖継続実施〗
・ハザードマップ、市ホームページにて周知し
ている。
・災害時には浸水想定区域外の避難所を開
設することとしている。
〖H28～R1〗
・浸水想定区域外の公民館や学校などの公
共施設を指定緊急避難場所として指定してい
る。
※避難経路の掲示はしていない。
〖R2〗
・現状の計画に則ったものはハザードマップ、
市ホームページにて周知している。
・今後の地域防災計画の改訂に合わせて見
直しを実施する。
〖R3〗
・地域防災計画及びハザードマップの改訂に
伴い、避難所と避難場所を見直し
・関係各課と連携し、要配慮者利用施設の避
難確保計画作成を促進

〖継続実施〗
・浸水想定区域内となっている避難場所、避
難経路が多く、安全性を再確認し、必要に応じ
改善を図る。
〖R1〗
・避難場所等の見直しを検討するため、予算
要求。
〖R2〗
・指定避難所の見直しを実施。
〖R3〗
・ハザードマップの改定を実施。

〖継続実施〗
・ハザードマップにより避難場所を周知してい
る。
〖H28〗
・避難場所等を記載したハザードマップを改訂
し、市民に配布した。
〖H29〗
・避難場所等を記載したハザードマップを全戸
配布しており、新たに転入者及び防災教育の
一環として小学５年生、中学２年生に配布。Ｈ
Ｐで公開。
〖H30～〗
・昨年度に継続し、防災教育の一環として小
学５年生、中学２年生に配布。
・避難場所等を掲載したハザードマップを改訂
し、市民に配布した。

〖継続実施〗
・水害時の指定緊急避難場所や指定避難所となる施設
は、２階以上の部分としている。
・災害発生時における道路の損壊や周囲の延焼等による
被害状況に応じて、迅速に安全な場所に避難するため、
平常時から市民自らが指定緊急避難場所や指定避難所
を認識しておくよう出張講座や防災マップ等で啓発してい
る。
※本市では、道路の破損、周辺の火災や浸水等により通
行が困難になることも考えられるため、地域ごとの避難場
所や避難経路を固定化していない。
〖H28～〗
・出張講座を実施（予定含む）。
・防災マップを 新データに更新（毎年）。
〖R2〗
・令和２年度（2020年度）から令和３年度（2021年度）まで
の2か年で、更新中のハザードマップに防災対策ガイドや
防災マップ等のほか、 新の防災に関する知見等を１冊
にまとめた「越谷市総合防災ガイドブック」を作成し、全戸
配布を実施する。
・帰宅困難者対策については、新越谷駅・南越谷駅周辺
帰宅困難者協議会の会議を実施。年１回住民参加型の訓
練を実施している（令和２年度は新型コロナのため、訓練
は中止）。
〖R3〗
・令和２年度（2020年度）から令和３年度（2021年度）まで
の2か年で、ハザードマップに防災対策ガイドや防災マップ
等のほか、 新の防災に関する知見等を１冊にまとめた
「越谷市総合防災ガイドブック」を作成し、８月から９月の期
間に全戸配布を実施した。
・帰宅困難者対策については、新越谷駅・南越谷駅周辺
帰宅困難者協議会の会議を実施。年１回住民参加型の訓
練を実施している（令和３年度は新型コロナのため、訓練
は中止）。

〖継続実施〗
・避難場所を桶川市ＨＰ、防災ガイド等で周知
している。
・避難経路については、自主防災組織と連携
を図り、地域に適した避難経路を策定する。
〖H29〗
・桶川市自主防災組織連絡協議会にて地区ご
とのハザードマップ作成について周知を行っ
た。
〖H30～R1〗
・地域防災訓練を通じて、市職員と地域の住
民で、訓練を実施した。
〖R2〗
・避難行動要支援者の支援制度を改正し、同
意を得られた要支援者の情報を避難支援者
に提供した。
〖R3〗
・要支援者名簿の更新を行った。

〖継続実施〗
・現在指定緊急避難場所として１０４箇所、指
定避難所として８８箇所指定している。指定避
難所は学校や福祉施設等を指定しているが、
指定緊急避難場所はその他に公園等も指定
している。指定緊急避難場所１０４箇所のう
ち、５５箇所は洪水に対応しており、具体的に
は学校の２階以上などを利用することを想定
している。
・避難経路については、ハザードマップ等を参
考に、住民自身で事前に確認していただくよう
お願いしている。
〖H30〗
・地域防災計画(H31.2）及びハザードマップ
（H31.3）改定に、想定 大規模降雨による洪
水浸水想定区域図を反映し、洪水対応の避
難所を更新した。
〖R2〗
・福祉避難所として１３施設を指定した。

〖継続実施〗
・浸水想定区域内となっている避難場所はな
い。

〖継続実施〗
・現状は以下のとおり定めている。
・避難場所・避難所：小学校、中学校、高校
・避難場所：公園、運動グラウンド
・避難所：公民館、体育施設
・浸水時は、浸水深以上の避難場所、避難所
に限る。
※避難経路は未指定。
〖H29〗
・町会・自治会と避難所運営会議を行い、避難
所運営マニュアルの修正を検討するとともに、
避難所である学校体育館の開錠方法の検討
などを行った。
〖H30〗
・避難場所・避難所のホームページを更新し、
災害別の対応表を新たに掲載した。
〖R1〗
・指定避難場所を1箇所新たに指定した。
〖R2〗
・必要に応じて対応していく。
〖R3〗
・自主防災組織や施設管理者とともに避難所
開設訓練を実施した。
・出前講座を実施した。
・要配慮者利用施設における避難確保計画の
作成義務化に伴い、関係各課と連携し、未策
定の施設への働きかけを行った。

〖継続実施〗
・避難場所は学校等を指定しており、浸水時
は浸水深以上の階層としている。
・指定緊急避難場所を指定した。（H30）
〖R3〗
・地域防災計画の改訂（R2～R3）にあたり、本
市に影響のある4つの河川（利根川・荒川・江
戸川・中川）の想定 大規模降雨の浸水想定
に合わせて、避難場所として利用可能な施設
を「通常通り利用可能」「2階以上利用可能」「3
階以上利用可能」といった目安を定めた

〖継続実施〗
・指定避難所、指定緊急避難場所について
ホームページで掲載している。
・既存の地域防災計画で定める避難所・避難
場所については、ハザードマップにおいてそ
の浸水深等を示している。
〖R4〗
・要配慮者利用施設管理者に対し、避難確保
計画の作成依頼、計画に基づく訓練の実施調
査を実施した。
出前講座の実施。

・民間施設やイベントにおいて、ハザードマッ
プの配布や「我が家の浸水診断」として、浸水
ナビを利用して、各家庭の 大浸水深や浸水
継続時間などを伝えるイベントを実施。
・避難所の施設管理者と避難所担当者に、避
難所の開設基準や避難所のレイアウトなどを
現地で話し合う「現地打合せ会]を実施。

・令和４年３月作成の洪水ハザードマップを活
用し、周知を進めた。

〖継続実施〗
・ホームページで避難場所・避難経路を周知
するほか、GISシステムにハザードマップの情
報を掲載。
・避難所のレイアウトを作成し、毎年更新する
ことで各種災害に対応。

・地域防災計画及びハザードマップの改訂に
伴い、見直しした避難所と避難場所を周知し
ている。
・関係各課と連携し、要配慮者利用施設の避
難確保計画作成が完了。また、施設に対し訓
練の実施を依頼している。

改定したハザードマップの配布により、洪水時
に安全な避難場所・避難経路の周知を行って
いる。

防災教育の一環として小学５年生、中学２年
生に配布。

・越谷市総合防災ガイドブックなどを活用した
出張講座を実施。
・帰宅困難者対策については、新越谷駅・南
越谷駅周辺帰宅困難者協議会の会議を実
施。帰宅困難者対策の訓練を２月に実施予
定。

令和４年度の防災訓練を通じて、要配慮者に
対する安否確認手順と誘導訓練を実施。

・ハザードマップに災害時に帰宅困難者や避
難者を受け入れる協定を締結している施設を
記載した

〖継続実施〗
・浸水想定区域内となっている避難場所はな
い。

・関係各課と連携を図り、要配慮者利用施設
において避難確保計画のすべての策定を完
了した。
・出前講座の実施
・職員を対象として避難所開設訓練の実施
・自主防災組織（2団体）を対象とした避難所
開設訓練の実施

地域防災計画において、本市に影響のある4
つの河川（利根川・荒川・江戸川・中川）の想
定 大規模降雨の浸水想定に合わせて、避
難場所として利用可能な施設を「通常通り利
用可能」「2階以上利用可能」「3階以上利用可
能」といった目安を定めている。

引続き、依頼や講座の実施を継続する。 上記を継続して実施 ・洪水ハザードマップを活用し、周知を進めて
いく。

R3の災害対策基本法の一部改正などを受
け、新たなハザードマップの作成について検
討。

・避難確保計画に基づいた避難訓練の促進
・避難行動要支援者の個別避難計画の策定

・出張講座を実施する。
・帰宅困難者対策については、新越谷駅・南
越谷駅周辺帰宅困難者協議会の会議を実施
する。また、年１回住民参加型の訓練を実施
する。

上記の内容を継続して実施。 ・必要に応じて対応していく。 ・継続して、関係機関、組織等と訓練を実施す
る。

整備が完了したため必要に応じて見直し。

〖R2〗
・今後検討する。
〖R3〗
・実施なし

〖R1～〗
・立体駐車場などある施設と協定を結び、水
害時の車中泊避難所の整備を行った。

〖R1～R2〗
・民間施設との新たな協定の締結はなかっ
た。今後検討をしていく。
〖R3〗
・市内短期大学との協定を見直し締結

〖R1〗
・平成元年度の協議会に出席。
〖R2〗
・緊急避難場所として、フジモール吹上、ファッ
ションセンターしまむら（鴻巣・吹上）、ベルク
鴻巣宮前店、ヘイワールド（北本市）と協定を
締結。
〖R3〗
・情報収集を行った。

〖R1〗
・協議会の場等を利用して情報収集を実施す
る。
〖R2〗
・民間事業者等と協定締結に向けて調整中。
〖R3〗
・民間事業者等と緊急的な避難先についての
協定締結に向けて調整中。

〖R1～〗
・洪水時の避難場所の提供について、民間施
設との協定について調整・検討を進めていく。

〖R1～〗
・協議会等の場において情報を共有し、実施
を検討。

〖R1〗
・検討予定。
〖R2〗
・車中避難が可能になるように、民間施設と調
整し、合意を得た。
〖R3〗
・分散避難のため、地域の集会所等の利用の
検討を自主防災組織に依頼した。

〖R1〗
・ラウンドワンスタジアムさいたま・栗橋店と、
施設の一部を一時受入場所として無償提供す
る協定を締結済みであり、協議会で情報共有
済み。
〖R3〗
・立体駐車場のある民間施設等と、緊急的な
避難先について協議した。

〖R1～〗
・民間施設に避難することは、現時点では考
えにくい。

〖R3〗
・市における民間施設等を活用した緊急的な
避難先の指定については、現在のところ検討
していない。

〖継続実施〗
・民間施設等を活用した洪水時の緊急的な避
難先を設定済。（R1～R3）

〖R4〗
・実施なし

・今後、民間施設等との協定について調整・検
討していく。

・市内民間企業５社との協定見直し締結 〖継続実施〗
・情報収集を実施。

・民間事業者等と緊急的な避難先についての
協定を締結した。

未実施。 上記取組を継続して行う。 ・協議会等の場において情報を共有し、実施
を検討。

継続して実施。 ・継続して実施 〖R1～〗
・民間施設に避難することは、現時点では考
えにくい。

・市における民間施設等を活用した緊急的な
避難先の指定を検討中。

・民間施設等を活用した洪水時の緊急的な避
難先を設定済。

・今後検討する。 上記を継続して実施 ・随時協定締結先を拡大していく。 ・民間事業者等と必要に応じて協定締結 ・継続して実施。 必要に応じて見直していく。 ・継続して実施 洪水時の避難場所の提供について、民間施
設との協定も視野に検討を進めていく。

整備が完了したため必要に応じて見直し。

〖継続実施〗
・地域防災計画では、各施設管理者、警察
署、消防機関、自主防災組織等が避難誘導
にあたることとなっている。
〖H28～H29〗
・避難場所標識の設置を行い、自主防災組織
リーダー養成講座でDIG訓練を実施した。
〖R3〗
・要配慮者利用施設管理者に対し、避難確保
計画の作成依頼、計画に基づく訓練の実施調
査を実施した。
出前講座の実施。

〖継続実施〗
・安全な避難活動を実施するために、避難路
の指定、避難場所標識の整備、誘導体制の
確立を整備している。
・避難行動要支援者名簿を作成、及び災害時
要援護者避難支援制度を導入し、自治会等
の地域の支援者の協力により避難支援を行う
体制を構築している。
・避難場所案内看板の設置や、自治会等によ
る要援護者の支援体制の確保を行った。
〖R2〗
・警察・消防・協定事業者との大規模水害を想
定した救助訓練を実施した。
〖R3〗
・協定業者との顔合わせ及び打ち合わせを
行った。

〖継続実施〗
・避難にあたっては自治会単位とし、市は、高齢
者、障がい者、妊産婦、乳幼児などの自力避難が
困難な人、また地理に不案内な人、日本語を解さ
ない人等の避難行動要支援者の確実な避難のた
め、自治会や自主防災組織と連携し、安全で迅速
な避難を図る。
・既に河川が氾濫し、移動が危険な場合は、自宅
の上階や安全が確保された屋内などに留まるとい
う避難行動も重要であることに留意しながら誘導を
行う。
〖H28〗
・避難を自治会単位としている為、自主防災組織
リーダー養成訓練において、自治会長を対象に水
害を想定したDIG訓練を実施した。
〖H30〗
・洪水避難訓練を実施。
〖H30～R1〗
・自治会長（自主防災組織リーダー）を対象とした
DIG訓練を実施。
〖R2〗
・要配慮者と支援者向けの情報発信ツールとして、
避難情報一斉配信電話サービスを導入した。
〖R3〗
・担当課を通して、避難行動要支援者名簿を避難
支援者である自治会と民生委員に情報提供してい
る。
・避難所開設訓練実施時に避難情報の変更やマ
イ・タイムラインについて説明をし、避難に備えられ
るようにしている。

〖継続実施〗
・避難の誘導は、警察官、消防団、自治会、自
主防災組織、市職員が連携し実施する。
・避難にあたっては自治会単位とする。
・避難行動要支援者の確実な避難のため、自
治会や自主防災組織と連携し、安全で迅速な
避難を図る。

〖継続実施〗
・避難誘導は市、消防本部、警察、消防団、自
治会及び自主防災会等が連携して実施する。
〖R3〗
・関係各課と連携し避難確保計画作成を促進
し、避難誘導の実施体制を定める

〖継続実施〗
・地域防災計画に避難行動要支援者の避難
誘導体制について記載することを検討する。
〖H30〗
・水害の可能性がある河川流域の自主防災
組織に対して連絡をとるための連絡網の作
成。要配慮者への伝達手段として、ヤフー株
式会社との協定締結によるYahoo!防災アプリ
の導入を追加。
〖R1〗
・上記に加えて、LINEや電話による一斉情報
伝達システムの導入。
〖R2～〗
・避難行動要支援者システムの導入により、
地図情報を渡せるようになった。自主防災会
の避難誘導の円滑化を図った。

〖継続実施〗
・地域防災計画（水害編）で記載している。
・市職員、消防職員、消防団員、警察官等は
相互に協力し、避難者を避難所又は避難場所
へ誘導し、安全に移送。
・災害時要配慮者台帳等を基に、地域住民及
び自主防災組織等の協力の下に、災害時要
配慮者の発見と誘導に努める。
・市職員、消防機関、自主防災組織等が連携
して、避難誘導に努める。
〖H29～〗
・避難場所等を記載したハザードマップを全戸
配布しており、新たに転入者及び防災教育の
一環として小学５年生、中学２年生に配布。Ｈ
Ｐで公開。

〖継続実施〗
・市民を適切に避難誘導するため、市は、あらかじ
め自主防災組織における避難誘導組織を整備す
るよう指導するとともに、市、消防、警察と自主防災
組織との連携体制を確立している。
・要配慮者の避難誘導に際しては、自治会（自主防
災組織）、民生委員・児童委員、介護保険事業者、
障害福祉サービス事業者等の多様な主体と連携し
ている。
〖H28～R2〗
・県との共催による自主防災組織リーダー養成講
座を実施。
・災害時要援護者避難支援制度に基づく台帳を更
新、自治会等の関係機関に配布。
〖R2〗
・帰宅困難者対策については、新越谷駅・南越谷
駅周辺帰宅困難者協議会の会議を実施。年１回住
民参加型の訓練を実施している（令和２年度は新
型コロナのため、訓練は中止）。
〖R3〗
・自主防災組織リーダー養成講座を２月に実施予
定。
・災害時要援護者避難支援制度に基づく台帳を更
新し、自治会等の関係機関に配布予定。
・帰宅困難者対策については、新越谷駅・南越谷
駅周辺帰宅困難者協議会の会議を実施。年１回住
民参加型の訓練を実施している（令和３年度は新
型コロナのため、訓練は中止）。
・災害対策基本法の改正を受け、要援護者避難支
援制度の運用について検討する。

〖継続実施〗
・有事の際、市職員、警察、消防、消防団員、
自主防災組織等の関係機関が連携し、市民
の避難誘導及び安全の確保を行えるようにす
る。

〖継続実施〗
・地域防災計画で避難誘導体制について記載
している。
・市の総合防災訓練において、毎年避難誘導
訓練を実施しており、避難行動要支援者にも
参加していただいている。
〖R2〗
・令和２年１１月２日実施の福祉避難所開設訓
練において要配慮者の福祉避難所への移送
について説明した。
〖R3〗
・令和３年１１月５日に福祉避難所開設訓練を
実施した。

〖継続実施〗
・消防署員、消防団員、民生委員・児童委員
及び自主防災組織等の避難支援等関係者の
協力を得て、個別計画に従い避難行動要支
援者名簿情報を共有して避難行動要支援者
の安否確認及び避難誘導を行う。
〖R3〗
・避難行動要支援者名簿を更新

〖継続実施〗
・広報班による災害情報の発信、援護班によ
る避難行動要支援者の避難誘導を計画して
いる。
・避難行動要支援者名簿を作成。
〖R3〗
・災害時、安全に避難するために案内標識及
び誘導標識の整備維持管理を実施した。

〖継続実施〗
（1）避難の誘導は、消防本部、警察、消防団
員、自主防災会などの協力を得て実施する。
（2）要配慮者の避難誘導については、町会・
自主防災会・民生委員・児童委員などの避難
支援等関係者と連携を図り、避難行動要支援
者名簿に基づく個別計画の早期作成を促進
する。

〖継続実施〗
・地域防災計画では、各施設管理者、警察
署、消防機関、自主防災組織等が避難誘導
にあたることとなっている。
〖R4〗
・避難確保計画を作成していない要配慮者利
用施設管理者に対し再度作成依頼をし、また
全ての要配慮者利用施設管理者を対象に計
画に基づく訓練の実施調査を実施した。
出前講座の実施。

昨年度内容を継続して実施 ・担当課を通して、避難行動要支援者名簿を
避難支援者である自治会と民生委員に情報
提供している。
・避難所開設訓練実施時に避難情報の変更
やマイ・タイムラインについて説明をし、避難に
備えられるようにしている。

〖継続実施〗
・避難の誘導は、警察官、消防団、自治会、自
主防災組織、市職員が連携し実施する。
・避難にあたっては自治会単位とする。
・避難行動要支援者の確実な避難のため、自
治会や自主防災組織と連携し、安全で迅速な
避難を図る。

・関係各課と連携し、要配慮者利用施設の避
難確保計画の作成が完了。要配慮者利用施
設ごとに避難誘導の実施体制が定まった。

引き続き、自主防災会の避難誘導の円滑化を
図っていく。

新規転入者及び小学５年生、中学２年生にハ
ザードマップを配布。

・自主防災組織リーダー養成講座を９月に実
施。
・災害時要援護者避難支援制度に基づく台帳
を更新し、自治会等の関係機関に配布予定。
・帰宅困難者対策については、新越谷駅・南
越谷駅周辺帰宅困難者協議会の会議を実
施。帰宅困難者対策の訓練を２月に実施予
定。
・災害対策基本法の改正を受け、要援護者避
難支援制度の運用について検討する。

令和４年度の防災訓練を通じて、自主防災組
織や消防団と要配慮者に対する誘導訓練を
実施。

・令和４年１１月１４日に福祉避難所開設運営
訓練を実施した。

〖継続実施〗
・消防署員、消防団員、民生委員・児童委員
及び自主防災組織等の避難支援等関係者の
協力を得て、個別計画に従い避難行動要支
援者名簿情報を共有して避難行動要支援者
の安否確認及び避難誘導を行う。
〖R3～〗
・避難行動要支援者名簿を更新

・災害時、安全に避難するために案内標識及
び誘導標識の整備維持管理を実施した。

（1）避難の誘導は、消防本部、警察、消防団
員、自主防災会などの協力を得て実施する。
（2）要配慮者の避難誘導については、町会・
自主防災会・民生委員・児童委員などの避難
支援等関係者と連携を図り、避難行動要支援
者名簿に基づく個別計画の早期作成を促進
する。

引続き、依頼や講座の実施を継続する。 上記を継続して実施 上記の取り組みを継続して実施していく。 福祉部局と連携して、個別避難計画の作成促
進について検討

・避難行動要支援者の個別避難計画を作成
し、避難誘導の関係者に連絡のとれる体制を
整備する
〖継続実施〗
・避難誘導は市、消防本部、警察、消防団、自
治会及び自主防災会等が連携して実施する。

・継続して実施。 上記の内容を継続して実施。 ・必要に応じて対応していく。 継続して、避難誘導等はは市、消防、警察、
消防団、及び自主防災組織等が連携を図り、
災害発生時に混乱をきたさないよう避難誘導
方法への習熟に努める。

継続して実施。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

20
避難場所・避難経路の再
確認と改善

・避難誘導にあたる組織や関係機関、
学校や社会教育施設への対応、要配
慮者・避難行動要支援者への対応

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定し、職員の避
難場所・避難経路の確認、改善を行う。
利根川等の氾濫を想定し、車両の退避
場所の検討を行う。

・洪水ハザードマップに記載されている
民間施設等を活用した緊急的な避難先
の事例を収集し、調整内容や協定の締
結方法等について協議会の場等を通じ
て情報提供。

21 避難誘導体制の充実

・避難誘導にあたる組織や関係機関、
学校や社会教育施設への対応、要配
慮者・避難行動要支援者への対応

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫のおそれのある豪雨
の際に、駅や列車等の乗降客及び職
員の避難誘導を円滑に行う体制を検討
し充実させる。

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・浸水区域から離れた公共施設を避難所に指
定している。
・広告関連業者と協定を結び電柱広告に公共
スペースを設け、避難所・避難場所の掲示に
努めている。
・避難場所の絶対数が不足する地域を検証す
る。

〖継続実施〗
・公共施設がある場所の浸水深を考慮して、
建物が浸水しない上階を緊急避難場所として
指定している。
・これらは、ハザードマップ、ホームページで情
報公開している。
・情報を公開しているが把握していない市民も
いるので、今後も引き続き周知していく。【平成
28年度～】
〖H28〗
・公共施設がある場所の浸水深を考慮して、
建物が浸水しない上階を緊急避難場所として
指定している。
・ハザードマップ、ホームページで洪水時に使
用できる避難場所を示しているので、市民に
事前に確認しておくように呼びかけを行った。
〖H29～〗
・ハザードマップ、ホームページで洪水時に使
用できる避難場所を示しているので、市民に
事前に確認しておくように呼びかけを行った。

〖継続実施〗
・指定緊急避難場所、指定避難所は防災マップ、ホーム
ページ、広報誌、その他情報発信ツールにより周知してい
る。
・避難経路は現場の状況や居住地により異なると考える。
出前講座等で避難経路の選定方法や、避難時の注意点
等を周知している。
〖H28〗
・指定緊急避難場所、指定避難所は防災マップ、ホーム
ページ、広報志、その他情報発信ツールにより周知してい
る。
・避難経路は現場の状況や居住地により異なると考える。
出前講座等で避難経路の選定方法や、避難時の注意点
等を周知した。
〖H29～H30〗
・避難経路は現場の状況や居住地により異なると考える。
出前講座等で避難経路の選定方法や、避難時の注意点
等を周知した。
〖R1〗
・出前講座等で避難の考え方や、避難経路の選定、避難
時の注意点等を周知した。
・吉川市災害時避難行動要支援者避難支援計画を策定し
た。
〖R2〗
・地域住民・施設管理者と避難所開設運営マニュアル検討
会を実施し、避難所開設運営マニュアルを策定した。
・災害時避難行動要支援者避難支援の手引きを策定し
た。
〖R3〗
・要配慮者利用施設等へ避難確保計画の提出と避難確保
計画に基づく避難訓練を促すとともに、避難確保計画の緊
急点検を行った。また、令和2年度に作成した災害時避難
行動要支援者避難支援の手引きに基づき、避難支援等関
係者、避難支援者へ避難行動要支援者の個別支援計画
の作成を促している。

〖継続実施〗
・避難経路に関しては、市長の特定の指示が
なされた場合には、その経路とする。
・特別の指示がない場合には「土木班」が指
定をするが、状況により、指定が困難な場合
には特に指定しない場合もある。
〖H28〗
・東京電力との協定により、電柱公告を活用し
た避難所誘導案内を設置した。
〖R2～〗
・要配慮者利用施設における避難確保計画の
作成を関係課を通じて対象施設へ通知した。

〖継続実施〗
・浸水想定区域内となっている避難場所、避
難経路が多く、安全性を再確認し、必要に応じ
改善を図る。

〖継続実施〗
・指定緊急避難場所及び指定避難所を指定し
ている。【平成２７年度】
・避難所は防災マップ、ホームページ、広報誌
により周知しているが、避難経路については
未策定のため、今後策定する。【H28年度～】
〖H30～R1〗
・更新のハザードマップに掲載。
〖R2〗
・指定緊急避難場所及び指定避難所の指定
は、随時手続きを行い、町ホームページ等に
よりお知らせしている。避難経路の設定は予
定なし。
〖R3〗
・指定緊急避難場所及び指定避難所の指定
は、随時手続きを行い、町ホームページ等に
よりお知らせしている。
・防災ガイド・ハザードマップの改訂に伴い、避
難所及び避難場所を更新掲載。
・避難経路の設定は予定なし。

〖継続実施〗
・グランドや公園、体育館、公民館などの公共
施設を避難場所として指定している。
・これらは、ハザードマップ、ホームページで情
報公開している。
※避難経路は設定していない。
〖H29～R2〗
・改訂した地域防災計画に指定緊急避難所、
指定避難場所、福祉避難所を記載した。

〖継続実施〗
・小中学校や公民館を指定緊急避難場所、指
定避難所に指定している。
・これらは、ハザードマップに掲載しており、町
ホームページで情報を公開している。
・避難経路については未策定のため、今後検
討する。
〖H28〗
・自主防災訓練時に避難所等を周知説明し
た。
〖R3〗
・防災講座を活用し、洪水ハザードマップや避
難場所等を周知した。

〖継続実施〗
・小中学校、県営公園（高台）等を指定緊急避
難場所及び指定避難所を指定している。
・これらは、町ホームページで情報を公開して
いる。
・避難経路については未策定のため、今後検
討する。
〖R1〗
・民間施設（物流倉庫）と洪水時の避難場所と
しての利用について協定を締結。
〖R2～〗
・民間施設と洪水時の一時避難場所としての
利用について協定を締結。

〖継続実施〗
・避難所として指定されている主な公共施設
は各公民館や各小中学校であり、洪水に対応
している避難所については、想定される浸水
の程度によって３階以上や２階以上が対応可
能であると設定している。
・浸水時に対応可能な避難所の情報について
は、野田市で配布している「防災ハンドブック」
や「洪水ハザードマップ」で掲載しており、窓口
での配布のほか、ホームページでも公開して
いる。
※避難経路については特に提示していない。
〖R2〗
・想定浸水深0.5ｍを越える避難所34箇所の
指定から解除した。

〖継続実施〗
・洪水ハザードマップ及びホームページにより周知
している。
・学校，近隣センター等を避難所に指定している。
※避難経路については定めていない。
〖H28〗
・洪水ハザードマップに，要配慮者利用施設を新た
に明記した。
・避難経路は定めていないが，防災講習会等にお
いて，各自定める（た）避難経路の安全性等を確認
するよう啓発した。
〖H29〗
・WEB版ハザードマップの作成に着手している。
（H30年度公表予定）
・避難経路は定めていないが，防災講習会等にお
いて，各自定める（た）避難経路の安全性等を確認
するよう啓発した。
〖H30～R2〗
・WEB版ハザードマップを作成，5月に公表した。
・避難経路は定めていないが，防災講習会等にお
いて，各自定める（た）避難経路の安全性等を確認
するよう啓発した。
〖R2〗
・駅や列車等に関しては今後検討していく。
〖R3〗
・防災講習会，柏市ホームページに公開している講
義映像等において，各自定める（た）避難経路の安
全性等を確認するよう啓発した。

〖継続実施〗
・浸水想定区域内となっている避難場所、避
難経路が多く、安全性を再確認し、必要に応じ
改善を図る。
〖R3〗
・令和２年９月に洪水ハザードマップの改定、
配布を行い、想定 大規模の浸水想定区域
について広く周知した。
・地域防災計画に位置づけする浸水想定区域
内の社会福祉施設において、避難確保計画
未提出の施設に対して、作成を促し、各施設
に避難時における実効性のある対応作りを進
めた。

〖継続実施〗
・指定緊急避難場所・指定避難所や大まかな
避難経路をハザードマップに掲示しており、周
知をしている。
・また、上記ハザードマップは市ホームページ
においても情報公開している。
〖H28〗
・避難場所・避難経路の再確認を実施した。
〖H29～〗
・避難所等の施設に関する案内表示板等を整
備している。

・ハザードマップ、ホームページで洪水時に使
用できる避難場所を示しているので、市民に
事前に確認しておくように呼びかけを行った。

・要配慮者利用施設等へ避難確保計画の提
出と避難確保計画に基づく避難訓練を促すと
ともに、避難確保計画の緊急点検を行った。
また、令和2年度に作成した災害時避難行動
要支援者避難支援の手引きに基づき、避難支
援等関係者、避難支援者へ避難行動要支援
者の個別支援計画の作成を促した。

要配慮者施設における避難確保計画の作成
について周知や各関係課の協力により令和５
年１月４日時点で作成率１００％となった。

〖継続実施〗
・浸水想定区域内となっている避難場所、避
難経路が多く、安全性を再確認し、必要に応じ
改善を図る。

・各地区での防災講習会で、ハザードマップで
水害リスクの周知を図った。、
・要配慮者利用施設管理者に避難確保計画
の作成及び訓練の依頼をした。

〖継続実施〗
・グランドや公園、体育館、公民館などの公共
施設を避難場所として指定している。
・これらは、ハザードマップ、ホームページで情
報公開している。
※避難経路は設定していない。
〖H29～R2〗
・改訂した地域防災計画に指定緊急避難所、
指定避難場所、福祉避難所を記載した。
〖R4〗
・要配慮者への対応（個別避難計画作成等）
の進め方について関係課で協議し検討した。

・自主防災会の訓練や、防災講座を活用し、
避難所等を周知説明した。

・自主防災組織の会議、出前講座等で、避難
場所・避難経路についての啓発活動を実施。

〖継続実施〗
・避難所として指定されている主な公共施設
は各公民館や各小中学校であり、洪水に対応
している避難所については、想定される浸水
の程度によって３階以上や２階以上が対応可
能であると設定している。
・浸水時に対応可能な避難所の情報について
は、野田市で配布している「防災ハンドブック」
や「洪水ハザードマップ」で掲載しており、窓口
での配布のほか、ホームページでも公開して
いる。
※避難経路については特に提示していない。
〖Ｒ４〗
・風水害対応の避難所を新たに２箇所指定し
た。

・ＷＥＢ版ハザードマップ及び紙版ハザード
マップの更新を行った。
・柏市ホームページに公開している講義映像
等において，各自定める（た）避難経路の安全
性等を確認するよう啓発した。

・地域防災計画に位置づけする浸水想定区域
内の社会福祉施設において、避難確保計画
の作成や避難訓練の実施を促し、各施設に避
難時における実効性のある対応作りを進め
た。

〖継続実施〗
・指定緊急避難場所・指定避難所や大まかな
避難経路をハザードマップに掲示しており、周
知をしている。
・また、上記ハザードマップは市ホームページ
においても情報公開している。
〖H28〗
・避難場所・避難経路の再確認を実施した。
〖H29～〗
・避難所等の施設に関する案内表示板等を整
備している。

避難場所の絶対数が不足する地域を検証す
る。

継続して実施。 要配慮者利用施設等へ避難確保計画の提出
と避難確保計画に基づく避難訓練を促すとと
もに、避難支援等関係者、避難支援者へ避難
行動要支援者の個別支援計画の作成を促し
ていく。

・新規施設など、適宜周知を図る。 ・継続して実施 ・継続して実施。 引き続きハザードマップやホームページで避
難場所を周知するとともに、避難経路の設定
について検討する。

・引き続き啓発に努める。 引き続き実施 今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

・現在，公開している講義映像の見直しを行
い，多くの市民に確認してもらうよう努める。
・各種ハザードマップ等を活用した避難行動に
ついて，引き続き周知を図っていく。

〖R1～R2〗
・民間事業者との協定により、施設の一部を
一時避難所や帰宅困難者滞在施設として活
用する。

〖継続実施〗
・市内の民間企業と洪水等の災害における一
時避難場所施設利用に関する協定を締結。
〖R3〗
・一時避難場所確保に向けて、市内の民間企
業等と調整を進めていく。また、市の総合防災
訓練（第６回吉川市減災プロジェクト）におい
て、協定締結した民間企業と連携して、訓練
参加自治会に向けた、民間一時避難場所の
施設見学を行った。

・実施予定なし 〖R2〗
・協定により民間施設を緊急的な避難先として
締結している。
〖R3〗
・大型商業施設と災害時における施設等の一
時使用に関する協定を締結。

〖R2〗
・民間施設の活用について検討した。
〖R3〗
・災害協定締結に伴い、避難先を確保した。

〖R1～〗
・引き続き、民間施設の活用について検討す
る。

〖R1～R2〗
・２８年度の取組内容と同様。
〖R3〗
・適宜事例集収を行っているところであるが、
情報提供については今後検討する。

〖R1～R2〗
・洪水ハザードマップに掲載している要配慮者
利用施設については，緊急連絡先の確認を
行っている。
〖R3〗
・事例が無い為，情報共有は行っていない。

〖R1、R3〗
・適宜事例集収を行っているところであるが、
情報提供については今後検討する。

〖R1～R2〗
・避難先の先進的な取り組み事例を収集す
る。

・市内の民間企業１社と洪水等の災害におけ
る一時避難場所施設利用に関する協定を締
結した。

・実施予定なし ・特に実施していない。 〖R4〗
・検討結果や検討状況について協議会等の場
で紹介した。

・災害協定を締結した企業と、防災訓練の実
施について協議を実施した。

・引き続き、民間施設の活用について検討す
る。

〖R４〗
・適宜事例集収を行っているところであるが、
情報提供については今後検討する。

民間施設と協定を締結して避難所として活用
する等，避難所の拡充に努めた。

・適宜事例集収を行っているところであるが、
情報提供については今後検討する。

〖R1～R2〗
・避難先の先進的な取り組み事例を収集す
る。

一時避難場所確保に向けて、引き続き、市内
の民間企業等と調整を進めていく。

・実施予定なし ・民間企業と災害時における施設等の一時使
用に関する協定の締結等を継続して検討す
る。

今後も協議会で情報共有を行う。 ・避難訓練の実施について、検討する。 ・引き続き、民間施設の活用について検討す
る。

今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

民間施設と協定を締結して避難所として活用
する等，引き続き避難所の拡充に努めてゆ
き，協議会等で情報提供していく。

〖継続実施〗
・避難誘導の体制は以下の通り。
（１）避難の誘導は、警察官、消防団，市職員
等が連携し実施する。
（２）消防機関、県警察本部、自主防災組織等
の協力を得て、組織的な避難誘導に努めるほ
か平時から避難経路の安全性の向上に努め
る。
（３）避難行動要支援者の所在を把握しておく
とともに、自主防災組織等、地域の協力を得
て、避難誘導と確認に努める。
（４）学校，社会教育施設、及び社会福祉施設
等においては、各施設の管理者が、児童・生
徒施設利用者等を安全に避難誘導する。
〖H29〗
・避難行動要支援者名簿に基づき関係機関へ
の情報提供に関する同意書を発送した。同意
者については、関係機関に情報提供を行い、
個別計画の作成を依頼している。
〖R3〗
・避難行動要支援者名簿の更新について、関
係各課、自治会館、民生委員と協力して実
施。

〖継続実施〗
・避難誘導の体制は以下の通り。
（１）避難の誘導は、自主防災組織、自治会、
警察官、消防団，市職員等が連携し実施す
る。
（２）避難行動要支援者の所在を把握しておく
とともに、自主防災組織等、地域の協力を得
て、避難誘導と確認に努める。
（３）学校，社会教育施設、及び社会福祉施設
等においては、各施設の管理者が、児童・生
徒施設利用者等を安全に避難誘導する。
〖H28〗
・避難誘導体制の継続。
〖H30～R2〗
・避難誘導の体制は以下の通り。
（１）避難の誘導は、自主防災組織、自治会、
警察官、消防団，市職員等が連携し実施す
る。
（２）避難行動要支援者の所在を把握しておく
とともに、自主防災組織等、地域の協力を得
て、避難誘導と確認に努める。
（３）学校，社会教育施設、及び社会福祉施設
等においては、各施設の管理者が、児童・生
徒施設利用者等を安全に避難誘導する。
〖R3〗
・避難誘導対策の継続を行った。

〖継続実施〗
・避難の誘導は、市職員、消防団員、自主防災組
織が実施するものとし、状況に応じ、地区ごとに責
任者及び誘導員を定めておくものとする。被害の規
模等により対応が困難な場合においては、必要に
より、警察官、消防職員、自衛官等に協力を要請
する。
〖H28～H30〗
・避難の誘導は、市職員、消防団員、自主防災組
織が実施するものとし、状況に応じ、地区ごとに責
任者及び誘導員を定めておくものとする。被害の規
模等により対応が困難な場合においては、必要に
より、警察官、消防職員、自衛官等に協力を要請
する。
〖R1〗
・要配慮者支援班の情報を基に自主防災組織や、
民生委員・児童委員が実施。
・地域の方が対応が困難な場合になった時は、必
要により、警察官、消防職員、自衛官等に協力を要
請。
・災害時避難高度要支援者避難支援計画の策定
〖R2〗
・災害時避難行動要支援者避難支援の手引きの策
定
〖R3〗
・災害時避難行動要支援者避難支援の手引きに基
づき、避難支援等関係者、避難支援者へ避難行動
要支援者の個別支援計画の作成を促した。

〖継続実施〗
・避難は自ら行うことを原則としているが、要
配慮者等、自力による避難が困難な場合に
は、車両等による輸送を行う。
・危険な地域には標示、縄張りを行い、必要に
応じて、誘導員を設置する。
・避難誘導は、避難所等の救助物資配給を考
慮し、自主防災組織、行政区等の単位で行
う。
・避難順位はおおむね、次の順位で行う。第１
順位「病弱者・障がい者」、第２順位「高齢者・
妊産婦・乳幼児・児童」、第３順位「一般市
民」。
・学校に関しては避難誘導マニュアルを作成
し、教職員は運用の精通、日頃から避難訓練
を実施し、、児童・生徒に災害時の行動につい
て周知しておく。
〖R3〗
・要配慮者施設に対して、避難行動計画の呼
びかけを行った。

〖継続実施〗
・地域防災計画に避難行動要支援者の避難
誘導体制について記載することを検討する。

〖継続実施〗
・避難誘導の体制は以下の通り。
（１）避難の誘導は、警察官、消防職員、消防
団員等の協力により連携して地域ごとに効率
よく実施する。
（２）学校、会社、事業所、その他多数の人が
集合する場所における避難等の措置は、その
場所の責任者、管理者等による自主統率を原
則とする。ただし、学校及び夜間多人数が集
合している場所等については、必要に応じて
職員を派遣し、避難誘導に必要な措置をと
る。
（３）自動車による避難及び家財の持ち出し等
は中止させる。
〖H30～R2〗
・地区防災講習会で講話。
〖R3〗
・各種防災講座等で周知。

〖継続実施〗
・町職員は避難指示が発せられた場合、消防
職員、消防団、自主防災組織等と協力して避
難場所等安全な場所に町民を誘導又は移送
する。

〖継続実施〗
・町、警察、消防機関等により、自主防災組織
の協力を得て避難誘導を行っている。
〖R3〗
・避難の誘導は、自主防災組織、自治会、警
察官、消防団、町職員等が連携し努めた

〖継続実施〗
・住民の避難誘導は、自主防災組織、自治
会、消防団が行う。
・避難行動要支援者の避難は、自主防災組
織、民生委員、児童委員等が支援する。
・学校・幼稚園・保育園の園児・児童・生徒や、
社会教育施設の利用者は、施設管理者が誘
導する。
〖R3〗
・防災講座、避難所開設訓練等を通じて、避
難誘導にあたる組織に啓発発動を実施。

〖継続実施〗
・避難誘導体制については以下のとおり
(1)市民等の避難誘導は、自主防災組織等に
よる市民の自主的な避難誘導を原則とする
が、避難指示を発令した場合は、市職員、警
察官、消防職員、消防団員等が自主防災組
織等の協力により実施する。
(2)学校、幼稚園、保育所（園）、事業所、スー
パーその他多数の人が集まる場所における
避難誘導は、その施設の責任者、管理者等に
よる自主的な統制を原則とする。
○避難行動要支援者での対応について
・野田市避難行動要支援者支援計画に基づ
き、市から平常時に、自主防災組織等へ要支
援者名簿の提供を行っている。自主防災組織
等を中心に、地域で要支援者の個別計画を作
成し、避難の際の支援者を決めてもらってい
る。

〖継続実施〗
【在宅者】
・消防団，消防局，警察官，町会，自治会，区
等が協力し，組織的に避難を誘導する。
・要配慮者の登録名簿に基づき，安否確認と
避難誘導を行う。
【学校，病院】
・学校，病院，社会福祉施設，その他不特定
多数の者が利用する施設の管理者は，施設
利用者の避難誘導を行う。
〖R2〗
・駅や列車等に関しては今後検討していく。
〖R3〗
・要配慮者については，逃げ遅れが無いようK
―net制度を整備している。
・避難誘導にあたる組織は，地域防災計画で
定めている。

〖継続実施〗
・自治会（自主防災組織）、消防団、各施設管
理者と連携し、避難誘導を行うこととしている。

〖継続実施〗
・避難誘導は、自主防災組織等が行うことを
原則とし、浸水箇所や水路等には必要に応じ
て水防団等を配置し警戒にあたることが位置
づけられている。
・要配慮者は、策定積みの避難行動用支援者
避難支援計画に基づき名簿を作成するととも
に、自助・共助・公助を分担した体制を構築し
ている。
〖H28〗
・避難行動要支援者名簿を作成し、警察、社
会福祉協議会、民生委員、自治会に配布し
た。
〖H30～〗
・変更及び更新の際は、警察、社会福祉協議
会、民生委員、自治会に配布している。

避難行動要支援者名簿について、自治会の
協力を得て、既存名簿の更新と計画の新規作
成を実施した。

・避難誘導対策について検討するなど継続し
て対策を行った。

・災害時避難行動要支援者避難支援の手引
きに基づき、避難支援等関係者、避難支援者
へ避難行動要支援者の個別支援計画の作成
を促した。

要配慮者施設における避難確保計画の作成
について周知や各関係課の協力により令和５
年１月４日時点で作成率１００％となった。

・避難行動要支援者の避難誘導体制の構築
について検討を進める。

・各種防災講習会等で周知している。 〖継続実施〗
・町職員は避難指示が発せられた場合、消防
職員、消防団、自主防災組織等と協力して避
難場所等安全な場所に町民を誘導又は移送
する。

・避難の誘導は、自主防災組織、自治会、警
察官、消防団、町職員等が連携し努めた。

・防災講座、避難所開設訓練等を通じて、避
難誘導にあたる組織に啓発発動を実施。

〖継続実施〗
・避難誘導体制については以下のとおり
(1)市民等の避難誘導は、自主防災組織等に
よる市民の自主的な避難誘導を原則とする
が、避難指示を発令した場合は、市職員、警
察官、消防職員、消防団員等が自主防災組
織等の協力により実施する。
(2)学校、幼稚園、保育所（園）、事業所、スー
パーその他多数の人が集まる場所における
避難誘導は、その施設の責任者、管理者等に
よる自主的な統制を原則とする。
○避難行動要支援者での対応について
・野田市避難行動要支援者支援計画に基づ
き、市から平常時に、自主防災組織等へ要支
援者名簿の提供を行っている。自主防災組織
等を中心に、地域で要支援者の個別計画を作
成し、避難の際の支援者を決めてもらってい
る。

・要配慮者については，逃げ遅れが無いようK
―net制度を整備している。
・避難誘導にあたる組織は，地域防災計画で
定めている。

・自治会（自主防災組織）、消防団、各施設管
理者と連携し、避難誘導を行うこととしている。

〖継続実施〗
・避難誘導は、自主防災組織等が行うことを
原則とし、浸水箇所や水路等には必要に応じ
て水防団等を配置し警戒にあたることが位置
づけられている。
・要配慮者は、策定積みの避難行動用支援者
避難支援計画に基づき名簿を作成するととも
に、自助・共助・公助を分担した体制を構築し
ている。
〖H28〗
・避難行動要支援者名簿を作成し、警察、社
会福祉協議会、民生委員、自治会に配布し
た。
〖H30～〗
・変更及び更新の際は、警察、社会福祉協議
会、民生委員、自治会に配布している。

浸水想定区域に居住する避難行動要支援者
の個別避難計画の作成を優先的に進めるべ
く、引き続き関係機関と協力していく。

継続して実施。 災害時避難行動要支援者避難支援の手引き
に基づき、避難支援等関係者、避難支援者へ
避難行動要支援者の個別支援計画の作成を
促していく。

・引き続き、要配慮者施設に対して、避難行動
を呼びかける。

・避難行動要支援者の避難誘導体制の構築
について検討を進める。

・継続して実施。 同上 引き続き関係機関と連携する。 引き続き、防災講座、避難所開設訓練等を通
じて、避難誘導に関する啓発活動を行う。

今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

これまでの取り組みを継続していく。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

20
避難場所・避難経路の再
確認と改善

・避難誘導にあたる組織や関係機関、
学校や社会教育施設への対応、要配
慮者・避難行動要支援者への対応

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定し、職員の避
難場所・避難経路の確認、改善を行う。
利根川等の氾濫を想定し、車両の退避
場所の検討を行う。

・洪水ハザードマップに記載されている
民間施設等を活用した緊急的な避難先
の事例を収集し、調整内容や協定の締
結方法等について協議会の場等を通じ
て情報提供。

21 避難誘導体制の充実

・避難誘導にあたる組織や関係機関、
学校や社会教育施設への対応、要配
慮者・避難行動要支援者への対応

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫のおそれのある豪雨
の際に、駅や列車等の乗降客及び職
員の避難誘導を円滑に行う体制を検討
し充実させる。

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・足立区洪水ハザードマップに掲載しており、
ホームページで情報公開している。
〖R1〗
・洪水時の緊急避難建物の開設方法など再
検討を実施。
〖R2〗
・避難所開設を滞りなく行うため「水害時避難
所運営手順書」を作成し各避難所運営会議と
共有した。
・第二次避難所の拡充等を進める。
〖R3〗
・福祉施設等と協定を締結し、第二次避難所
(福祉避難所)の拡充を行った。
・避難行動要支援者の対応として、自宅の浸
水や障害等の事象を踏まえて優先区分を設
定し、優先区分の高い者から個別避難計画作
成を進めている。

〖継続実施〗
・浸水しない地域への避難ができなかった場
合に、緊急的に生命を守るために垂直避難が
できるように、区の２４０施設を「洪水緊急避難
建物」として指定をした。
・自治町会が、民間マンション等と水害時の一
時避難に関する協定を締結できるように、ガイ
ドラインを作成する等して支援をしている。
〖R1～〗
・洪水緊急避難建物の見直しを図った。

〖継続実施〗
・避難場所：区内（大島小松川公園、葛西南部
地区）２箇所、区外（国府台）１箇所
・避難経路：指定なし。徒歩で避難
・広域避難の見直しをする予定。
〖H28〗
・江東５区広域避難推進協議会を立ち上げ検
討中。
〖H29～R1〗
・江東５区広域避難推進協議会において検討
中。
〖R2〗
・待避施設となる各小中学校において想定浸
水深や浸水継続時間などの危険性を改めて
確認するため、避難可能な階層を周知するこ
とを検討。
〖R3〗
・避難行動要支援者の個別支援計画につい
て、ケアマネージャーとも共同して作成中。
・福祉避難所となる施設及びケアマネー
ジャー等福祉専門職と連携し、水害リスクの
周知と取るべき避難行動について啓発を行
う。

・福祉施設等と協定を締結し、第二次避難所
(福祉避難所)の拡充を行った。
・避難行動要支援者の対応として、自宅の浸
水や障害等の事象を踏まえて優先区分を設
定し、優先区分の高い者から個別避難計画作
成を進めている。
・避難行動要支援者を自宅から第二次避難所
（福祉避難所）に移送する訓練を実施した。

〖R4〗
・昨年度洪水緊急避難建物の見直しを実施
し、水害ハザードマップを更新した。

・避難行動要支援者見直し、個別避難計画作
成について、福祉部局及び健康部局と連携し
取り組みを継続。
・福祉避難所となる施設及びケアマネー
ジャー等福祉専門職と連携し、水害リスクの
周知と取るべき避難行動について啓発を行
う。

・第二次避難所(福祉避難所)の拡充やや個別
避難計画の作成について、引き続き実施す
る。

〖R1〗
・協定を行っている民間施設と洪水時の対応
について再確認を実施している。
〖R2〗
・避難所等の拡充に向け、民間施設等との災
害協定締結を進めている。
〖R3〗
・水害時における緊急避難先として、日暮里・
舎人ライナーコンコースや民間施設立体駐車
場を一時避難施設として利用できる協定を締
結した。

〖R1〗
・洪水時の避難方法について、新しいハザー
ドマップを用いて、説明会等で周知を図る。
〖R2～〗
・民間施設との緊急的な避難に関する協定締
結を推進した。

〖R2〗
・地震時を前提とした都立高校との協定に水
害時の避難についても追加することを協議
中。
〖R3〗
・地震時を前提とした都立高校との協定に水
害時の避難についても追加することについ
て、概ね協議が完了。

〖R3〗
取組機関は、市町が対象であることから、対
象外に変更。
（取組方針にも記載あり。）

〖R1～〗
・洪水リスク情報等を県減災協議会により情
報共有し、減災に向けた取組を実施。

〖R3〗
・減災対策協議会を通じ、取組事例で好事例
を収集する

〖R1～R2〗
・洪水ハザードマップに記載されている民間施
設等を活用した緊急的な避難先の事例を収
集し、調整内容や協定の締結方法等について
協議会の場等を通じて情報提供。
〖R3〗
・特に実施していない

〖R1〗
・広域避難等における検討において、民間施
設等の活用について検討中である。
〖R2～〗
・商業施設団体等と駐車場等の活用につい
て、包括的な協定を結び、区市町村における
避難先確保の取組を支援。
〖R3〗
・都減災協議会の場を活用し、隣接市区町村
の避難場所を共有する体制構築に関して情
報共有を図っている。

・東京都が確保している水害時における広域
避難先との協定締結を進めた。

〖R3〗
・令和4年3月に分散避難の視点を盛り込んだ
「水害避難ガイド」を作成した。
〖R4〗
水害避難ガイドを用いて、洪水緊急避難建物
等に緊急的に垂直避難する避難方法につい
て改めて説明した。

・地震時を前提とした都立高校との協定に水
害時の避難についても追加した協定に見直し
が完了。

・洪水リスク情報等を県減災協議会により情報 減災対策協議会を通じ、取組事例で好事例を
収集する

・特に実施していない。 ・都減災協議会の場を活用し、隣接市区町村
の避難場所を共有する体制構築に関して情
報共有を図っている。

・今後も水害時の避難場所確保に向け、継続
して取り組んでいく。
・緊急避難先は緊急安全確保発令時等に利
用することを考えているため、原則として公に
情報公開は行わない。

・どのような時に洪水緊急避難建物への避難
が必要かなど、今後の説明会でも説明してい
く。

・引き続き、洪水リスク情報や事例等を県協議
会の場を通じて情報提供。

減災対策協議会を通じ、取組事例で好事例を
収集する

協議会等の場において、情報共有していく。 ・引続き、都減災協議会の場を活用し、隣接
市区町村の避難場所を共有する体制構築に
関して情報共有を図っていく。

〖継続実施〗
・地域防災計画に、避難情報に基づく区、警
察、消防等と連携した避難誘導について記載
している。
・区、警察、消防等と連携した避難誘導につい
て連携を確認していく。
・避難誘導の体制や要配慮者の誘導について
は、コミュニティの協力推進など検討する。
〖R3〗
・区医師会や介護サービス事業者連絡協議
会、区社会福祉法人連絡会と、要支援者の実
情把握や避難誘導、個別避難計画作成への
福祉専門職との連携について、検討及び意見
交換を行った。

〖継続実施〗
・個人情報の外部提供に同意した避難行動要
支援者の名簿を、希望する自治町会に配布し
て、避難時の支援などについて依頼している。
・避難誘導の体制や要配慮者の移送等につ
いて検討する。

〖継続実施〗
・地域防災計画に避難指示に基づく、区、警
察、消防による自主防災組織と連携した住民
誘導について記載している。
〖H28〗
・江東５区広域避難推進協議会を立ち上げ検
討中。
〖H29～R1〗
・江東５区広域避難推進協議会において検討
中。
〖R2〗
・避難行動要支援者への対応について所管部
署と調整中。
〖R3〗
・避難行動要支援者の個別支援計画につい
て、ケアマネージャーとも共同して作成中。
・福祉避難所となる施設及びケアマネー
ジャー等福祉専門職と連携し、水害リスクの
周知と取るべき避難行動について啓発を行
う。

・個別避難計画に基づく避難行動要支援者の
移送訓練を行った。

〖R4〗
・民生委員児童委員協議会からの依頼によ
り、区の水害リスクや要配慮者の対応につい
て出前講座を実施した。

・避難行動要支援者の個別支援計画につい
て、ケアマネージャーとも共同して作成中。
・福祉避難所となる施設及びケアマネー
ジャー等福祉専門職と連携し、水害リスクの
周知と取るべき避難行動について啓発を行
う。

・今後も関係機関との連携を深め、円滑な避
難誘導体制の確立に向け取組んでいく。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

20
避難場所・避難経路の再
確認と改善

・避難誘導にあたる組織や関係機関、
学校や社会教育施設への対応、要配
慮者・避難行動要支援者への対応

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定し、職員の避
難場所・避難経路の確認、改善を行う。
利根川等の氾濫を想定し、車両の退避
場所の検討を行う。

・洪水ハザードマップに記載されている
民間施設等を活用した緊急的な避難先
の事例を収集し、調整内容や協定の締
結方法等について協議会の場等を通じ
て情報提供。

21 避難誘導体制の充実

・避難誘導にあたる組織や関係機関、
学校や社会教育施設への対応、要配
慮者・避難行動要支援者への対応

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫のおそれのある豪雨
の際に、駅や列車等の乗降客及び職
員の避難誘導を円滑に行う体制を検討
し充実させる。

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・当社内マニュアルを策定済（●）
〖R3〗
・実施済み。

〖継続実施〗
・職員の避難場所、経路については、定期的
に見直しを実施している
・車両退避場所については検討中（▲）
〖R3〗
・車両避難計画を策定し、その計画に基づい
た車両避難訓練を2021年7月に実施した。
（●）

〖継続実施〗
・大規模水害に対応した、各種対応を策定（車
両退避、防水ゲート閉扉等の実施判断のタイ
ミングについて見直しを図った。）（●）
〖R3〗
・完了している

〖R2〗
・台風等による大雨に起因して河川氾濫が予
想される場合の対応マニュアル制定した。
（●）
〖R3〗
・台風等による大雨に起因して河川氾濫が予
想される場合の対応マニュアルについて再確
認した。

〖R2〗
・２０２１年度を目途に車両避難計画を策定す
る予定です。（▲）
〖R3〗
・２０２１年度を目途に車両避難計画を策定す
る。

〖継続実施〗
・防災週間等の各種運動期間に、各駅及び事
業所近隣の避難場所等の確認することを継
続。（●）

〖継続実施〗
・社内で検討中。（▲）

・実施済み。 ・車両避難計画を策定し、その計画に基づい
た車両避難訓練を2022年7月に実施した。

完了している。 ・２０２３年３月３１日に「浸水時の車両退避計
画」「車両退避準備計画書」を制定した。

〖継続実施〗
・防災週間等の各種運動期間に、各駅及び事
業所近隣の避難場所等の確認することを継
続。（●）

〖継続実施〗
・社内で検討中。（▲）

・必要により社内マニュアルを更新する。 ・今後も車両避難訓練について、定期的な実
施を検討する。

完了している。 ・台風等による大雨に起因して河川氾濫が予
想される場合の対応マニュアルについて訓練
等にて確認する。

・策定後も、必要に応じて見直しを行う。 避難場所等が変更となる場合もあるので、定
期的に 新の情報を確認する

〖継続実施〗
・社内で引き続き検討。

〖R2～〗
・水防法に基づき、洪水時のお客様及び社員
の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防
止を図るための計画を作成（▲）

・水防法に基づき、洪水時のお客様及び社員
の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防
止を図るための計画を作成している。

完了している。

〖継続実施〗
・当社内マニュアルを策定済（●）
〖R3〗
・実施済み。

〖継続実施〗
・乗客及び職員の避難誘導についてはすでに
規程類を制定している（●）
〖R3〗
・規程類について、従業員に周知教育を行っ
た。

〖継続実施〗
・水防法に基づき、洪水時のお客様の円滑か
つ迅速な避難の確保および浸水の防止を図
るための計画を作成し公表しています。「洪水
時の避難確保・浸水防止計画」（●）
〖R3〗
・完了している。

〖R2〗
・台風等による大雨に起因して河川氾濫が予
想される場合の対応マニュアルを制定した。
（●）
〖R3〗
・台風等による大雨に起因して河川氾濫が予
想される場合の対応マニュアルについて再確
認した。

〖継続実施〗
・通常行っている避難訓練に水害に対する項
目を追加し、関係各課と連携して避難誘導を
円滑に行う体制を構築できるよう、社内にて検
討中です。（▲）
〖R3〗
・感染症拡大の影響により、近年大規模な訓
練が実施できていない。

〖継続実施〗
・河川氾濫等、浸水のおそれがある場合の旅
客及び社員の避難についてを含んだ、社内規
程を整備済である。【R2～】（●）

〖継続実施〗
・現在社内で検討中。（▲）

・実施済み。 ・規程類について、従業員に周知教育を行っ
た。

完了している。 〖継続実施〗
・通常行っている避難訓練に水害に対する項
目を追加し、関係各課と連携して避難誘導を
円滑に行う体制を構築できるよう、社内にて検
討中です。（▲）

・感染症拡大の影響により、近年大規模な訓
練が実施できていない。

〖継続実施〗
・河川氾濫等、浸水のおそれがある場合の旅
客及び社員の避難についてを含んだ、社内規
程を整備済である。【R2～】（●）

〖継続実施〗
・現在社内で検討中。（▲）

・必要により社内マニュアルを更新する。 ・今後も従業員に対し、定期的に規程類の周
知教育を行う。

完了している。 ・台風等による大雨に起因して河川氾濫が予
想される場合の対応マニュアルについて訓練
等にて確認する。

・感染症の状況を注視しつつ、訓練の再開を
検討していく。

訓練等を通じて手順の確認を定期的におこな
う。

〖継続実施〗
・引き続き社内で検討。
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・避難計画未策定の施設や、新たに浸水区域
内にある要配慮者利用施設に対して計画提
出を依頼し、提出のあった施設に対して計画
のチェックを継続して実施している。【H29～】
・要配慮者利用施設において策定している避
難計画の対象災害の中に水害も対象として位
置づけてもらうように助言するように検討す
る。
〖H30〗
・市HPにて専用のページを開設し、市で準備
したテンプレートを公開することで、施設に対
して計画の作成を援助した。

〖継続実施〗
・要配慮者施設において策定している避難計
画の対象災害の中に水害も対象として位置づ
け，避難訓練等を支援する。【平成28年度～】
〖H29〗
市内の要配慮者施設の洗い出しを行い，その
施設が浸水想定区域内かどうかの確認作業
を行った。
〖H30〗
・茨城県主導により要配慮者利用施設の避難
確保計画策定に関する説明会を実施。
・地域防災計画の改定により，浸水想定区域
内の要配慮者利用施設について明記する予
定。
〖R1〗
日本気象協会と連携した避難確保計画作成
支援事業を6施設を対象に行い、同システム
を活用して、未作成施設に対して、計画書作
成会を実施した。
〖R2〗
日本気象協会が作成したアプリを利用しても
らい、システムの課題について意見をもらっ
た。
〖R3〗
継続して管理。

〖継続実施〗
・毎年、市内で開催されている「障害者のため
の防災訓練」に参加している
〖H28〗
・要配慮者利用施設における避難計画作成状
況調査を実施
〖H29〗
・要配慮施設に対し、水害時の避難計画を策
定状況を確認し、助言を行った。
〖H30〗
・浸水想定エリア内の要配慮者施設に対し、
水害時の避難計画策定を促した。
〖R1〗
・浸水想定エリア内の要配慮者施設見直しを
実施し、避難確保計画策定を促した。
・NPO法人及び福祉部と連携し、2度の福祉避
難所訓練を実施した。
〖R2〗
避難確保計画未提出施設に対し計画制定を
促した。
〖R3〗
・浸水想定エリア内の要配慮者施設見直しを
実施し、避難確保計画策定を促した。

〖R1～R2〗
・浸水想定区域内に位置する要配慮者利用
施設の位置づけを完了。
・提出された計画について確認、指導を行って
いる。
〖R3〗
・浸水想定区域内にある要配慮者利用施設を
地域防災計画に位置付ける。（令和３年度末
までに対応予定）

〖継続実施〗
・担当課と調整し今後検討していく。【平成28
年度～】
〖H30〗
・担当課との調整を図り、浸水想定区域内の
要配慮者利用施設における避難確保計画の
作成状況調査を行った。
〖R1〗
・要配慮者利用施設の管理者等に避難確保
計画の作成を指導するとともに、国・県の協力
を得て作成講習会を行った。
・浸水想定区域に位置する要配慮者利用施
設を、地域防災計画に位置付ける。
・浸水想定区域内の全ての要配慮者利用施
設は避難確保計画を作成・報告済。
〖R2〗
・計画に基づく避難訓練を実施した。
〖R3〗
・要配慮者利用施設の、新設・移転・廃止等に
よる見直しを実施。

〖継続実施〗
・福祉担当課と調整し，要配慮者利用施設に
おける訓練の実施支援を検討する。
〖R1〗
・地域防災計画に位置付ける要配慮者利用
施設について検討。また、県の協力のもと、避
難確保計画作成の周知。
〖R2〗
・要配慮者利用施設が作成した避難確保計画
に基づいた訓練の実施状況を確認し、状況に
合わせて進展を促した。
〖R3〗
・避難確保計画に基づいた訓練の進捗状況
の確認と合わせ、状況に応じて訓練実施を促
した。

〖継続実施〗
・要配慮者利用施設において策定している避
難計画の対象災害の中に水害も対象として位
置づけてもらうように助言するように検討す
る。
〖H29〗
・平成30年度以降、共同連携事業の成果を踏
まえ、施設管理者等の理解促進及び計画作
成の援助
〖H30〗
・地域防災計画に位置付ける要配慮者利用
施設について検討。また、県の協力のもと、避
難確保計画作成の周知。
〖R1～R2〗
・５月に町内に事業所を有する要配慮者施設
等管理者に対し水防法に係る避難確保計画
作成のための説明会を開催
・地域防災計画に位置付ける必要のある施設
等について２８個施設を検討中（うち１２個施
設から計画を提出受け）
〖R3〗
・避難確保計画作成対象施設２９施設の計画
作成完了

〖継続実施〗
・避難計画の作成支援を行っている。今後も
継続的に支援していく。
・また、職員や利用者、利用者のご家族を対
象とした防災講話を実施している。
〖H30〗
・浸水想定区域内に位置する要配慮者利用
施設の位置づけを完了。
・説明会を開催、提出された計画について確
認、指導を行っている。
〖R1～R2〗
・要配慮者利用施設の見直しを実施
〖R3〗
・避難情報の変更、洪水浸水想定区域図の追
加に伴い、施設に示すひな型の修正を実施
中。

〖継続実施〗
・要配慮者利用施設において水害に関する避
難計画の策定をお願いしていく。【平成28年度
～】
・福祉担当課と調整し，要配慮者利用施設に
おける訓練の実施を検討していく。【平成29年
度～】
〖H28～R2〗
・避難計画の作成支援を行っている。
〖R3〗
・避難確保計画の作成支援を行った。

〖継続実施〗
・社会福祉施設に防災行政無線等の通信手
段を整備し、災害時に必要な情報を確実に連
絡できる体制づくりを行う。
〖H29〗
・平成30年度に地域防災計画への位置づけ
と、避難確保計画作成説明会の開催に向けて
準備中。
〖H30～R2〗
・要配慮者利用施設の管理者に対しての説明
会等を開催し、避難確保計画の作成及び訓練
実施の支援をする。
〖R3〗
・避難確保計画未作成施設に対し、通知を行
い。記入方法等について助言を行った。

〖継続実施〗
・要配慮者利用施設における避難計画（災害
マニュアル）を定めており、各施設において計
画に基づく訓練を実施している。
〖H28〗
・平成２８年９月、警備会社との協定締結済
み。
〖R3〗
・令和３年５月の避難訓練後の報告義務化に
伴い、対象施設に周知を行った。
・該当施設から避難訓練の実施、報告の提
出。

〖継続実施〗
・要配慮者利用施設において策定している避
難計画の対象災害の中に水害も対象として位
置づけてもらうように助言するように検討す
る。
〖H28〗
・施設ごとに避難計画を作成するように依頼し
た。
〖H30〗
・該当施設７施設中、３施設が避難計画作成
〖R1～R2〗
・継続して実施する。
〖R3〗
・避難計画未策定の施設に対し、継続して依
頼を実施。

〖継続実施〗
・施設ごとに避難計画を作成するように依頼
する。
〖H29〗
・地域防災計画を改訂し、浸水想定区域内に
ある要配慮者利用施設を明示した。今後、改
めて計画の作成や訓練の実施を周知する。
〖H30～R1〗
・要配慮者利用施設に避難確保計画の作成、
訓練の実施等を依頼した。提出された計画の
内容を確認するとともに、すべての施設が提
出するように周知する。
〖R2〗
・提出された避難確保計画の内容を確認する
とともに、すべての施設が提出するよう関係部
署と情報共有を図っている。
〖R3〗
・提出された避難確保計画の内容を確認し、
施設に対して適宜助言を行った。
・すべての施設が提出するよう関係部署及び
県と情報共有を図り、未提出施設への指導を
行っている。

令和4年度の
取組内容

・利根川基準水位変更に伴い、利根川の浸水
想定区域に位置する要配慮者施設へ避難確
保計画の修正を促した。
・向堀川浸水想定区域公表に伴い、向堀川の
浸水想定区域に位置する要配慮者施設へ避
難確保計画の作成を促した。
・新規施設開設時には、随時避難確保計画の
作成を依頼している。

継続して管理 〖継続実施〗
・避難確保計画未策定施設に対し、計画策定
を促した
・要請のあった市内の要配慮者利用施設の訓
練に参加

・浸水想定区域内にあるよう配慮者利用施設
を地域防災計画に位置付け、避難確保計画
を作成中。

前年同様、継続実施。 避難確保計画に基づいた訓練の進捗状況の
確認と合わせ、状況に応じて訓練の実施を促
した。

住所移転及び新設された要配慮者施設（各１
か所）に対し避難確保計画策定を支援

施設に示すひな型の修正を実施。ホームペー
ジでの公表を行った。

避難確保計画の作成支援・指導を行った 未策定施設に関する催促の通知を送付した。
避難確保計画の作成に関する支援・助言を実
施した。
避難確保計画書の雛型及び記入例を更新す
る。

要配慮者利用施設管理者へ、施設ごとの避
難確保計画に基づく年1回の水害を想定した
避難訓練を依頼し、その実施により、再度避
難に必要な事項の再確認をしてもらう。また従
前の取組を継続していく。

・追加で２施設が避難確保計画作成（７施設
中５施設が作成済み）

・避難確保計画未提出の施設に対して個別に
作成支援を行い、対象施設のすべての作成
が完了した。

今後の
取り組み方

令和4年度の取り組みを継続して実施。 令和6年度事業継続計画義務化に対する支
援（個別避難計画作成支援）を充実させる

〖継続実施〗
・毎年、市内で開催されている「障害者のため
の防災訓練」に参加
・避難確保計画未策定施設に対し、計画策定
を促す
・要請があれば、市内の要配慮者利用施設の
訓練に参加する

・要配慮者利用施設への避難計画について、
作成率１００％を早期に達成する。

・継続して実施。 要配慮者利用施設として実施している訓練の
内容を施設間で共有することで、内容の充実
化を図る。

継続 頻繁に更新される情報等に置いて行かれない
よう、各施設の避難計画作成を支援していく。

要配慮者利用施設に対し、避難確保計画の
作成義務についての周知及び計画作成支援
を行い、作成率の向上を図る。

避難訓練の実施報告について、様式や提出
方法を確立し、避難訓練実施報告の件数を伸
ばしていく。（R4）

継続して実施する。 ・今後も継続して依頼を実施していく。 ・提出された避難確保計画の内容を確認し、
必要に応じて要配慮者利用施設へ助言等を
行う。

令和3年度まで
の

取組内容

〖R1～〗
・地域防災計画において要配慮者利用施設に
定められた小学校について避難確保計画作
成済みであり、それに基づいた避難訓練等も
実施している。

〖R1〗
令和元年度に作成した計画書をもとに学校と
連携した避難訓練の実施を検討した。

〖R1〗
・浸水想定エリア内の要配慮者施設見直しを
実施した結果を、取手市地域防災計画へ反映
中。
・一部の施設では水害を対象とした避難確保
計画を作成済みである。
〖R3〗
・浸水想定エリア内の要配慮者施設見直しを
実施した結果を、取手市地域防災計画へ反映
済み。

〖R1～R2〗
・協議会と連携し，実施を検討する。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖R1〗
・施設管理者と調整し、一部の施設で水害を
対象とした避難計画を作成済である。
〖R2〗
・浸水想定区域内の全ての小学校・中学校は
避難確保計画を作成・提出済。
・計画に基づく避難訓練を実施した。
〖R3〗
・市ホームページに専用のページを開設して
避難訓練結果報告作成の支援を行った。

〖R1〗
・要配慮者の利用施設の指定の見直しを行わ
なければならない。また、今後指定となる見込
みの施設には、避難確保計画の策定を依頼
する。作成方法が分からないという施設には、
予定を合わせて戸別訪問し、ヒアリングしなが
ら一緒に避難確保計画を作成していく。
〖R2〗
・対象の施設において避難確保計画は策定済
みであるが、計画に基づいた避難訓練は実施
されなかった。
・五霞町教育委員会が主体となって、防災教
育事業（マイタイムライン作成講座）を小中学
校で行った。
〖R3〗
・コロナ禍において、十分な訓練の実施が困
難な状況であった。

〖R1〗
・小・中学校及び保育園・幼稚園等を対象とし
た避難確保計画作成の支援を検討中
〖R2〗
・認定こども園管理者等に対する避難確保計
画作成講習会を実施（８個施設１００%作成）
〖R3〗
・校長会の場を活用して防災講話を実施、ま
た、静小４学年に対しする防災教育を支援

〖R1〗
対象となる全小中学校にて避難確保計画の
提出されている。
〖R2〗
避難確保計画の更新等を確認、支援してい
る。
〖R3〗
・避難情報の変更、洪水浸水想定区域図の追
加に伴い、施設に示すひな型の修正を実施
中。

〖R1～〗
・避難確保計画の作成支援を行った。
〖R1～R2〗
・平常時からの防災への取り組みについて、
啓発等に努める。

〖R1〗
・避難確保計画の作成及び防災訓練等の支
援を行う。
〖R2〗
・新規で浸水想定区域に指定された施設につ
いては、通知を行う。
〖R3〗
・浸水想定区域の新規指定に伴い、要配慮者
利用施設の抽出を行う。
・継続して、避難確保計画作成及び避難訓練
の実施について助言を行う。

〖R1～〗
・該当がないため、今後必要に応じて検討す
る

・地域防災計画に定められた小学校・中学校
なし
〖R3〗
・町教育委員会と情報共有を行った。

〖R2〗
・要配慮者利用施設に定めている小学校、中
学校の避難訓練についても実施済みを確認し
た。
〖R2～〗
・地域防災計画において要配慮者利用施設に
定めている小学校、中学校のすべてから避難
確保計画が提出された。
・引き続き関係部署と情報共有を図り、より実
効性のある計画とするため、必要がある場合
には随時見直し・指導等を行う。

令和4年度の
取組内容

・地域防災計画において要配慮者利用施設に
定められた小学校について避難確保計画作
成済みであり、それに基づいた避難訓練等も
実施している。

- 【R4】
要請のあった市内の要配慮者利用施設の訓
練に参加した。

・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。 コロナ禍において、特に社会福祉施設では十
分な訓練の実施が困難であった。

・静小学校及び総和工業高等学校の防災教
育を支援

施設に示すひな型の修正を実施。ホームペー
ジでの公表を行った。

避難確保計画の作成支援・指導を行った 避難確保計画の作成、避難訓練の実施及び
訓練結果の報告の義務について、施設に通
知を行った。
避難確保計画の作成に関する支援・助言を実
施した。

・該当がないため、今後必要に応じて検討す
る

・町地域防災計画の改訂に伴い、要配慮者利
用施設として、新たに追加となる小学校、中学
校があるため、町教育委員会と避難確保計画
の作成に関し、情報共有を行った。

・関係部署と情報共有を図り、より実効性のあ
る計画とするため、必要がある場合には随時
見直し・指導等を行う。

今後の
取り組み方

令和4年度までの取り組みを継続して実施。 公立小中学校一斉防災訓練時に実施していく 〖継続実施〗
・要請があれば市内の要配慮者利用施設の
訓練に参加する

・協議会と連携して行う。 ・継続して実施。 要配慮者利用施設として実施している訓練の
内容を施設間で共有することで、内容の充実
化を図る。

継続 頻繁に更新される情報等に置いて行かれない
よう、各施設の避難計画作成を支援していく。

要配慮者利用施設に対し、避難確保計画の
作成義務についての周知及び計画作成支援
を行い、作成率の向上を図る。

継続して、避難確保計画作成及び避難訓練
の実施について助言を行う。

・必要に応じて検討する。 ・令和4年に地域防災計画の改訂を予定して
おり、その際に要配慮者利用施設として、新た
に追加となる小学校、中学校があるため、町
教育委員会と連携して、避難確保計画の策定
等に取り組んでいく。

・継続して実施

　Ｆ）企業防災等に関する事項

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・大規模工場に対して、避難計画の策定支援
を検討する。

〖継続実施〗
・大規模工場に対して、避難計画の策定支援
を検討する。
〖R3〗
コロナ禍により実績なし。

〖継続実施〗
・浸水想定区域内にある大規模工場に対し、
避難計画の策定状況と訓練実施状況を確認
し、助言した。
・その他の大規模工場に対しても、現況確認と
助言の検討を行っていく。

〖継続実施〗
・大規模工場に対して、避難計画の策定支援
を検討する。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖継続実施〗
・大規模工場に対して、避難計画の策定支援
を検討する。
〖R1～R3〗
・大規模工場に対して、防災教育講習を行い
浸水対策支援を実施中。

〖継続実施〗
・町内の大規模工場について、浸水対策計画
の策定支援を検討する。
〖R2〗
・町内企業が独自に計画策定する動きが見ら
れ、町として必要な情報（資料）提供を行った。
〖R3〗
・企業から提供依頼があった際、町が保有す
る必要な情報（資料等）の提供を行った。

〖継続実施〗
・大規模工場に対して、避難計画の策定支援
を検討する。
〖R3〗
・申し出や支援要請なし。

〖継続実施〗
・大規模工場に対して、避難計画の策定支援
を検討する。

〖継続実施〗
・大規模工場に対して、避難計画の策定支援
を検討する。
〖H28～H29〗
・洪水ハザードマップにより周知している。
〖R3〗
・未実施

〖継続実施〗
・大規模工場に対して、避難計画の策定支援
を検討する。

・水防法第15条第1項第4号ハの規定に基づ
き、伊勢崎市地域防災計画に定める大規模
工場等の用途及び規模を定める条例を制定
している。

令和4年度の
取組内容

・大規模工場を持つ某市内企業に対し、BCP
の作成や訓練の支援を行っている。

- 〖継続実施〗
・浸水想定区域内にある大規模工場に対し、
避難計画の策定状況と訓練実施状況を確認
し、助言した。
・その他の大規模工場に対しても、現況確認と
助言の検討を行っていく。

・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。 企業から浸水対策に関する相談に対し、利根
川上流河川事務所の災害情報普及推進室を
紹介した。

境町商工会事務局が実施中の「事業継続力
強化支援計画」に、必要な意見を提出

未実施 ・進捗なし

今後の
取り組み方

他企業へも支援を進める。 連携した避難訓練を実施 〖継続実施〗
・浸水想定区域内にある大規模工場に対し、
避難計画の策定状況と訓練実施状況を確認
し、助言した。
・その他の大規模工場に対しても、現況確認と
助言の検討を行っていく。

・必要に応じて支援を検討する。 ・継続して実施 具体的な助言・指導を求められたときは、利根
川上流河川事務所の災害情報普及推進室を
紹介し、支援を受けてもらうことを提案する。

継続 先進事例を研究し、避難計画の策定・避難訓
練等の支援について検討する。

・引き続き、策定支援の検討を行う。 ・該当する大規模工場がある場合、適時指
導・助言を行う。

22
要配慮者利用施設の避難
計画の作成及び訓練の促
進

・要配慮者利用施設において策定して
いる避難計画の対象災害の中に水害
も対象として位置づける

・水防法又は土砂災害防止法に基づき
市町村地域防災計画において要配慮
者利用施設に定められた小学校、中学
校に対して、避難確保計画の作成、計
画に基づく避難訓練及び避難訓練を通
じた防災教育の実施に努めるよう、協
議会等による支援体制を構築。
・2019年度中に避難確保計画を作成
し、2020年度の年間計画に避難訓練及
び避難訓練を通じた防災教育の実施に
ついて定めるよう通知を発出。また、協
議会等による支援を行うとともに、先進
的な事例については協議会等の場を活
用し、共有。

23
不特定多数の利用する地
下施設の避難計画の作成
及び訓練の促進

・不特定多数が利用する地下施設
（ショッピングモール等）における、洪水
を対象とした避難計画の策定や避難訓
練等への支援

24
大規模工場の避難計画の
作成及び訓練の促進

・大規模工場における、浸水対策や避
難計画の策定への支援、また、避難訓
練等の支援

43
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22
要配慮者利用施設の避難
計画の作成及び訓練の促
進

・要配慮者利用施設において策定して
いる避難計画の対象災害の中に水害
も対象として位置づける

・水防法又は土砂災害防止法に基づき
市町村地域防災計画において要配慮
者利用施設に定められた小学校、中学
校に対して、避難確保計画の作成、計
画に基づく避難訓練及び避難訓練を通
じた防災教育の実施に努めるよう、協
議会等による支援体制を構築。
・2019年度中に避難確保計画を作成
し、2020年度の年間計画に避難訓練及
び避難訓練を通じた防災教育の実施に
ついて定めるよう通知を発出。また、協
議会等による支援を行うとともに、先進
的な事例については協議会等の場を活
用し、共有。

23
不特定多数の利用する地
下施設の避難計画の作成
及び訓練の促進

・不特定多数が利用する地下施設
（ショッピングモール等）における、洪水
を対象とした避難計画の策定や避難訓
練等への支援

24
大規模工場の避難計画の
作成及び訓練の促進

・大規模工場における、浸水対策や避
難計画の策定への支援、また、避難訓
練等の支援

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・洪水浸水想定区域の修正を受け、該当施設
に作成及び訓練の実施を促す。
〖H28〗
・H26年度該当施設を戸別訪問を実施済み。
〖H29〗
・該当施設の調査を実施。
〖H30〗
・群馬県減災対策協議会地域部会で検討。
〖R1〗
・要配慮者利用施設に避難計画等の作成を
周知した。
〖R2〗
・要配慮者利用施設とともに避難計画等作成
中。
〖R3〗
・中小河川を含めた浸水想定区域に該当する
施設の避難確保計画についても作成支援をし
た。

〖継続実施〗
・福祉担当課と調整し、要配慮者利用施設に
おける避難計画や、避難訓練の実施支援を
検討していく。【平成29年度】
〖H28～H30〗
・要配慮者利用施設に避難計画等の作成を
周知した。
〖R2〗
・地域防災計画に位置付けた要配慮者利用
施設145施設において避難確保計画を策定済
み。
〖R3〗
・対象施設の加除を行い、要配慮者利用施設
149施設において避難確保計画を策定済み。

〖継続実施〗
・福祉担当課と調整し，要配慮者利用施設に
おける避難計画や、避難訓練の実施支援を
検討していく。
〖H28〗
・福祉施設関係者を集め「地域とのネットワー
ク作り」を図る。（H29.3.5）
〖H30〗
・福祉施設関係者に対して、施設ごとに避難
計画書を作成する様に依頼した。
〖R1〗
・要配慮者利用施設を対象に、避難確保計画
作成の講習会を開催した。（R1.11.28)
〖R3〗
・避難計画書の未提出施設に提出の督促を
行った

〖継続実施〗
・担当課と連携し、要配慮者利用施設の避難
計画作成を支援する。
・要配慮者利用施設と連携し、町の避難訓練
と併せて訓練を実施するよう促進する。【平成
29年度～】
〖H28〗
・該当施設に避難計画書の有無を確認、作成
済みの施設からは避難計画を収集した。
〖H29〗
・未作成施設の訪問を実施した。
〖R1〗
・子育て支援施設の非常災害対策計画の中
に水害を位置づけ、避難計画の策定に向けて
準備した。
〖R3〗
・群馬県と連携し、要配慮者施設の避難確保
計画策定についてモデル施設を選定し支援を
行った。

〖継続実施〗
・福祉担当課と調整し，要配慮者利用施設に
おける訓練の実施支援を検討していく。
〖R1〗
・要配慮者利用施設の避難確保計画の策定
推進を図った。
〖R2〗
・要配慮者利用施設の避難確保計画の策定
について、施設へ呼びかけ更なる推進を図っ
た。
〖R3〗
・町防災計画の改定を行い、新たに要配慮者
利用施設に位置づけられた施設について、避
難確保計画策定の推進を図った。

〖継続実施〗
・要配慮者利用施設において策定している避
難計画の対象災害の中に水害も対象として位
置づけてもらうように助言する。【H28年度】
・福祉担当課と調整し，要配慮者利用施設に
おける訓練の実施支援を検討していく。【平成
28年度～】
・該当施設に、計画の策定状況を確認し、早
期に作成してもらう。及び訓練の実施を行うよ
う促す。【平成２９年度～】
〖R1〗
・町内にて訓練を実施予定。
〖R3〗
・浸水想定区域内にある全要配慮者利用施設
（17施設）の避難確保計画作成に向け、取り
組んでいる。（現在、15施設が作成済。今年度
中に全施設作成予定）（R4.2に全施設作成完
了）
・訓練の実施、報告については、文書にて「義
務化」になっている旨、通知し訓練実施、報告
を促している。（9施設実施・報告済み）

〖継続実施〗
・浸水想定区域内の福祉施設に対し。避難計
画作成についての働きかけを行った。
・避難計画作成等について説明、協力を行っ
ていく予定。
〖H28～R1〗
・町内の要配慮者利用施設に避難確保計画
の作成状況を確認し、計画作成に係る相談を
受け付けた。
〖R2〗
・浸水想定区域内の要配慮者利用施設から、
避難確保計画が提出された。
〖R3〗
・地域防災計画の修正を行っており、対象施
設の見直しを行った。

〖継続実施〗
・避難計画策定の支援を実施予定。
〖H29〗
・町内児童館について避難確保計画を作成。
〖H30〗
・該当する要配慮者利用施設を見直し、地域
防災計画を修正した。
・要配慮者利用施設の所管課へ計画作成を
促した。
〖R1〗
・要配慮者利用施設のうち、介護福祉施設か
ら計画が提出された。
〖R2〗
・学童保育所から避難確保計画が提出され
た。
〖R3〗
・町内すべての要配慮者利用施設において、
避難確保計画が作成された。

〖継続実施〗
・福祉担当課と調整し，要配慮者利用施設に
おける避難計画や、避難訓練の実施支援を
検討していく。
〖H28〗
・関係課との協議を行った。
〖H29〗
・該当する施設を地域防災計画に掲載した。
〖H30～R1〗
・対象となる配慮者利用施設へ計画の作成と
避難訓練の実施を推進した。
〖R2〗
・地域防災計画へ対象となる施設を追加する
など取組を推進。適宜、避難確保計画の提出
を受付。
〖R3〗
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成を
推進するため、避難確保計画の作成方法や
市へ計画や訓練実施報告の提出方法までの
手順を示したチラシを市独自で作成しました。
また、市ホームページから計画作成に係る様
式をダウンロードすることが可能になるよう措
置を行うなど、避難計画の作成及び訓練の促
進に係る取組を推進しました。
・対象となる施設に対し、作成及び市への提
出までの手順を示したチラシを配布するととも
に、市ホームページより様式をダウンロードす
ることが出来るよう取組を推進した。

〖継続実施〗
・平成29年度、浸水想定区域内の要配慮者利
用施設を対象に「避難確保計画の作成に関す
る説明会」を実施した。
〖H29〗
・上記を実施し、計画作成・提出の促進を図っ
た。
・その後、訓練実施状況についても照会し、あ
わせて計画作成・訓練実施の勧奨を行った。
・水防法改正の経緯や計画作成の資料等を
市ホームページで公開している。
〖H30～R1〗
・要配慮者利用施設への氾濫注意水位FAX
通知訓練の送付文面に、計画未作成施設に
対して作成を促す内容を盛り込んだ。
〖R2〗
・新たに作成した想定 大規模の浸水深を記
載したハザードマップに基づいて、市内の要
配慮者利用施設に再度計画作成の通知を発
出予定。
〖R３〗
・地域防災計画に記載されている要配慮者利
用施設の避難確保計画を策定済み。

〖継続実施〗
・対象施設管理者に対し、出前講座などの機
会を捉えて計画の作成、及び訓練の実施につ
いて促していく。
〖H30〗
・関係部局が要配慮者利用施設の管理者に
対し、避難確保計画の作成及び訓練の実施
について、周知を図った。
〖R1〗
・関係部局と連携し、利用施設に計画作成を
促している。
〖R3〗
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成に
係る講習会の開催により計画作成を促進し、
令和３年度末までに作成率１００％を目指す。

〖継続実施〗
・福祉担当課と調整し、要配慮者利用施設に
おける避難計画や、避難訓練の実施支援を
検討していく。
〖H28〗
・検討を実施。
〖H29〗
・要配慮者利用施設の管理者に対し、避難確
保計画の作成及び訓練の実施について、周
知を図った。
〖H30〗
・要配慮者施設の避難計画作成に向けた取り
組みについて、関係課と協議を行った。
〖R1～R2〗
・国及び県の協力を得て、要配慮者利用施設
への避難確保計画作成講習会を実施した。
〖R3〗
・計画作成の支援を継続。

〖継続実施〗
・要配慮者利用施設において策定している避
難計画の対象災害の中に水害も対象として位
置づけてもらうように検討する。
〖H29〗
・小中学校や病院など要配慮者利用施設の
管理者に対し、避難確保計画の作成及び訓
練の実施について、周知を図った。
〖H30～R2〗
・避難確保計画を未提出の要配慮者利用施
設の管理者に対し、再度周知を図るとともに、
提出された避難確保計画の確認、修正依頼を
行った。
〖R3〗
・避難確保計画を未提出の要配慮者利用施
設の管理者に対し、作成を促すとともに、全て
の要配慮者利用施設に訓練実施を促進して
いる。
・要配慮者利用施設を対象に研修会の開催
予定であったが、新型コロナウイルス拡大の
ため中止となった。（R4.1.19)

・中小河川を含めた浸水想定区域に該当する
施設の避難確保計画についても作成支援をし
た。

・対象施設の加除を行い、要配慮者利用施設
150施設において避難確保計画を策定済み。

避難計画書提出率１００％
避難訓練実地立会い（一部施設）

・地域防災計画を全面改訂し、要配慮者施設
の見直し、更新を行った。

・要配慮者利用施設職員との訓練を2月に実
施

・要配慮者利用施設（入所施設）の関係者と
避難確保計画の見直しを実施。施設ごとの収
容避難所の確認を実施した。
・今年度は全施設で「避難確保計画」に沿った
訓練を実施した。

・浸水想定区域内の要配慮者施設には、避難
確保計画の作成呼びかけ、支援を行った。

・取り組みなし。 〖継続実施〗
・福祉担当課と調整し，要配慮者利用施設におけ
る避難計画や、避難訓練の実施支援を検討してい
く。
〖H28〗
・関係課との協議を行った。
〖H29〗
・該当する施設を地域防災計画に掲載した。
〖H30～R1〗
・対象となる配慮者利用施設へ計画の作成と避難
訓練の実施を推進した。
〖R2〗
・地域防災計画へ対象となる施設を追加するなど
取組を推進。適宜、避難確保計画の提出を受付。
〖R3〗
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成を推進す
るため、避難確保計画の作成方法や市へ計画や
訓練実施報告の提出方法までの手順を示したチラ
シを市独自で作成しました。また、市ホームページ
から計画作成に係る様式をダウンロードすることが
可能になるよう措置を行うなど、避難計画の作成及
び訓練の促進に係る取組を推進しました。
・対象となる施設に対し、作成及び市への提出まで
の手順を示したチラシを配布するとともに、市ホー
ムページより様式をダウンロードすることが出来る
よう取組を推進した。
〖R4〗
令和３年度の取り組みを継続して実施した。

地域防災計画改定以降に開設した要配慮者
利用施設についても、適宜避難確保計画を策
定した。

・現段階では作成率１００％を達成できておら
ず、引き続きホームページ等で未作成の事業
者について支援をしていく。

継続。 ・災害時要援護者利用施設に、避難確保計画
の作成や避難訓練の実施、報告等を周知す
る研修会を実施した。

・作成された避難計画等を基に施設に対する
助言や支援を行っていく。

・適宜対象施設の加除を行い、避難確保計画
の策定を促す。

訓練報告書の提出要請 ・未作成施設への作成指導を実施し、全施設
の計画策定を推進する。

・継続して実施 ・それぞれの施設が訓練の実施を通して、避
難確保計画を見直し、より良い避難確保計画
となるよう支援していく。　　　　　　　　　　　・令
和5年度からも訓練の実施をサポートし、計画
の見直しを推進していく。

・要配慮者施設に避難訓練等の実施を呼び
かけていく。

・今後要配慮者利用施設が新設された際は、
避難確保計画の作成を促していく。

今後も継続して、避難確保作成の対象となる
施設の把握及び作成推進に係る取組を進め
ていく。

継続して実施する。 ・要配慮者利用施設の避難確保計画につい
て、未作成の事業者や新たに設置された事業
者など、計画未策定の事業者がある場合に
は、ホームページ等を活用し計画の作成を支
援する。

・計画作成の支援を継続。 ・継続して実施

〖R1～〗
・避難確保計画の受理。

〖R2〗
・地域防災計画に位置付けた要配慮者利用
施設のうち、小中学校についても避難確保計
画策定済み。
〖R3〗
・全対象施設において避難確保計画策定済
み。計画に基づいた避難訓練等の実施を促
す。

〖R1〗
・要配慮者利用施設向けの研修会を行い、作
成を促した。
〖R3〗
・避難訓練の実施を促す通知をした

〖R1～R2〗
・小中学校は要配慮者避難施設に位置付けさ
れていないため、検討をしていく。
〖R3〗
・地域防災計画を改定し、町内小中学校を要
配慮者避難施設に位置づけた。

〖R3〗
・小学校、中学校に対し、避難確保計画の作
成及び計画に基づく訓練の実施について、文
書により通知し、小学校２校については、現時
点で作成済み。中学校は作成中となってい
る。（中学校も作成済み）

〖R2〗
・小中学校へ避難確保計画を作成するよう指
導していく。
〖R3〗
・地域防災計画の修正を行っており、対象施
設の見直しを行った。

〖R1〗
・小中学校へ避難確保計画を作成するよう指
導していく。
〖R2〗
・小中学校から避難確保計画が提出された。
〖R3〗
・小学校で水害を想定した避難訓練を実施。

〖R2〗
・学校施設所管課と調整を行うなど、学校等
の避難確保計画作成に向けた取り組みに着
手。
〖R3〗
・避難確保計画作成推進に係る取組を学校所
管課と協議、今年度中に校長会等の場で説
明を行い、次年度中に各校において避難確保
計画を作成し、地域防災計画への位置づけを
行う予定。

〖R1〗
・平成３０年度、対象施設の中学校で避難確
保計画作成済み。
〖R1～〗
・例年どおり、対象となる中学校とは、全国土
砂災害防災訓練に合わせる形で、市から情報
伝達訓練を行った。

〖R3〗
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成に
係る講習会の開催により、計画作成と併せて
避難訓練の必要性について説明し、訓練の実
施を促進する。

〖R1～〗
・避難確保計画に基づいた訓練等の実施に係
る支援等について検討中。

〖R1～R2〗
・未提出施設に継続して作成および訓練・教
育に努めるよう依頼予定。
〖R3〗
・避難確保計画を未提出の要配慮者利用施
設の管理者に対し、作成を促すとともに、全て
の要配慮者利用施設に訓練実施を促進して
いる。
・要配慮者利用施設を対象に研修会の開催
予定であったが、新型コロナウイルス拡大の
ため中止となった。（R4.1.19)

・避難確保計画の受理。 ・訓練について検討する。 ・避難確保計画に基ずく避難訓練についても
実施済みである。しかしながら、避難訓練につ
いては職員間での訓練となっており、避難訓
練を通じた防災教育へは進展していないよう
である。

・地域防災計画の改訂により新たに浸水想定
区域内の要配慮者利用施設に避難確保計画
の作成を呼びかけ、支援を行った。

・小中学校、幼稚園、こども園において、避難
訓練を実施。

〖R2〗
・学校施設所管課と調整を行うなど、学校等
の避難確保計画作成に向けた取り組みに着
手。
〖R3〗
・避難確保計画作成推進に係る取組を学校所
管課と協議、今年度中に校長会等の場で説
明を行い、次年度中に各校において避難確保
計画を作成し、地域防災計画への位置づけを
行う予定。
〖R4〗
対象となる要配慮者利用施設に学校施設（市
立学校）の追加を行った。

例年どおり、対象となる中学校とは、全国土砂
災害防災訓練に合わせる形で、市から情報伝
達訓練を行った。

・訓練の実施及び実施後の報告を求める通知
を事業者に対して行い、訓練を実施するよう
促した。

検討中。 ・災害時要援護者利用施設に、避難確保計画
の作成や避難訓練の実施、報告等を周知す
る研修会を実施した。

・作成された避難計画等を基に施設に対する
助言や支援を行っていく。

・引き続き、計画に基づいた避難訓練等の実
施を促す。

・計画に基づく避難訓練及び避難訓練を通じ
た防災教育の実施の支援について検討する。

・学校と連携し、防災教育について調整を行
う。

・避難確保計画を基にした訓練実施・報告を
支援し、より良い避難確保計画となるよう支援
していく。また、避難訓練を通じた防災教育を
実施していくよう支援していく。

・避難訓練等の実施を呼びかけていく。 ・避難訓練の実施を促していく。 市内各校において、避難確保計画の作成に
着手する予定。

継続して実施する。 ・要配慮者利用施設の避難訓練について、訓
練未実施の事業者にはホームページ等を活
用し、訓練の実施を支援する。

・検討中。 ・継続して実施

〖継続実施〗
・水防法の規定に基づき、大規模工場等の用
途及び規模の基準を条例で定め、該当する浸
水想定区域内の工場等へ個別訪問を行い、
周知を図っている。
〖H28～R2〗
・H２６年度該当施設を戸別訪問を実施済み。
〖R3〗
―

〖継続実施〗
・資料提供等により計画策定の支援を行う。

〖継続実施〗
・大規模工場の避難計画等の策定支援を検
討する。

〖継続実施〗
・大規模工場に対して、避難計画の策定支援
を検討する。

〖継続実施〗
・町内の大規模工場について、浸水対策計画
の策定支援を予定している。

〖継続実施〗
・町内の大規模工場について、浸水対策計画
の策定支援を予定している。【平成28年～】
〖R3〗
・町内大規模工場へ水害時の避難計画の作
成状況について、聞き取りを実施。何らかの
形で計画作成に取り組んでいるとのことであっ
たが、詳細に作成しているものはなかった。

〖継続実施〗
・避難計画作成等について説明、協力を行っ
ていく予定。
〖H28～R2〗
・避難計画作成等の説明について検討した。
〖R3〗
・企業担当課と連携し、避難確保計画作成等
を検討。

〖継続実施〗
・浸水想定区域の見直しなど情報提供に努
め、避難計画等の作成を促進する。（予定）
〖R3〗
・取り組みなし。

〖継続実施〗
・大規模工場の避難計画等の策定支援は現
在のところ検討していない。

〖継続実施〗
・市ホームページに大規模工場の避難計画の
国ひな型等を掲載し、策定支援を行う。
〖H28〗
・大規模工場等の用途及び規模を定める条例
を制定した。（平成２９年４月１日から施行）
〖R3〗
・継続して実施した。

〖継続実施〗
・大規模工場に対して、避難計画の策定支援
を検討する。
〖R3〗
・未実施のため回答なし

〖継続実施〗
・大規模工場の定義の条例化については、他
市町村の動向を注視しながら検討していく。
〖R3〗
・特になし。

〖継続実施〗
・大規模工場に対して、避難計画の策定支援
に向けた検討を行う。
〖R2〗
・工業団地に所在する企業に対し、ハザード
マップを配布し情報提供した。

― ・大規模工場に対して、避難計画の策定支援
を検討する。

・継続して実施 ・水防法の規定に基づき、大規模工場等の用
途及び規模の基準を条例に定めるための検
討。

・上記から変更なし。 ・取り組みなし。 〖継続実施〗
・大規模工場の避難計画等の策定支援は現
在のところ検討していない。

継続して実施した。 ・未実施のため回答なし 特になし ・継続して実施

・大規模工場より申し出等あった際に助言や
指導を行っていく。

・継続して実施 ・水防法の規定に基づき、大規模工場等の用
途及び規模の基準を条例で定め、該当する浸
水想定区域内の工場等へ個別訪問を行い、
周知を図っていく。

・上記の取組を継続していく。 ・取り組む予定なし。 今後も特段検討を行う予定はない。 継続して実施する。 ・特になし。 ・継続して実施
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｆ）企業防災等に関する事項

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

22
要配慮者利用施設の避難
計画の作成及び訓練の促
進

・要配慮者利用施設において策定して
いる避難計画の対象災害の中に水害
も対象として位置づける

・水防法又は土砂災害防止法に基づき
市町村地域防災計画において要配慮
者利用施設に定められた小学校、中学
校に対して、避難確保計画の作成、計
画に基づく避難訓練及び避難訓練を通
じた防災教育の実施に努めるよう、協
議会等による支援体制を構築。
・2019年度中に避難確保計画を作成
し、2020年度の年間計画に避難訓練及
び避難訓練を通じた防災教育の実施に
ついて定めるよう通知を発出。また、協
議会等による支援を行うとともに、先進
的な事例については協議会等の場を活
用し、共有。

23
不特定多数の利用する地
下施設の避難計画の作成
及び訓練の促進

・不特定多数が利用する地下施設
（ショッピングモール等）における、洪水
を対象とした避難計画の策定や避難訓
練等への支援

24
大規模工場の避難計画の
作成及び訓練の促進

・大規模工場における、浸水対策や避
難計画の策定への支援、また、避難訓
練等の支援

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・ハザードマップに浸水想定区域の要配慮者
施設の記載があり、相談があった場合は、支
援等の対応を行う予定。
〖R3〗
・要配慮者利用施設管理者に対し、避難確保
計画の作成依頼、計画に基づく訓練の実施調
査を実施した。
出前講座の実施。

〖継続実施〗
・市内の浸水想定区域内にある要配慮者利用
施設に対し、水防計画の策定や、水防訓練の
実施を呼びかけている。
〖H28〗
・防災対策課の窓口や電話で、要配慮者利用
施設の避難計画の策定や訓練実施について
アドバイスを行った。
〖H29〗
・関係部局と連携し、改めて要配慮者利用施
設を抽出した。なお、 大規模降雨による浸
水想定における各施設の浸水深を現在確認
中。
〖H30〗
・要配慮者利用施設における避難確保計画作
成等の義務化について説明会を行った。
〖R1〗
・要配慮者利用施設において避難確保計画が
速やかに作成されるよう、電話や窓口にて作
成支援を行った。
〖R2〗
・計画未作成の施設あてに、作成を促すた
め、再度通知を発送予定。
〖R3〗
・計画未作成の施設あてに、作成を促すた
め、再度通知を発送

〖継続実施〗
・市は、病院や福祉施設の入所者・通所者の
避難誘導が実施できるよう、施設管理者と自
主防災組織等との連携協力体制を確立する
よう支援する。
〖H28〗
・避難計画の作成及び訓練実施について、検
討を継続。
〖H29〗
・関係各課と協議のうえ、市内各施設における
策定状況調査を実施した。
〖R1〗
・施設等からの相談に応じ、支援ができるよう
近隣市で実施のあった説明会を聴講した。
〖R2～〗
・施設担当課から改めて計画の作成依頼を
行った。

〖継続実施〗
・福祉担当課や高齢者担当課と調整し，要配
慮者利用施設における避難計画の策定に向
けた支援を検討していく。
　※要配慮者利用施設における浸水対策計
画は現在策定されていない。
・保育、児童施設に対し、避難確保計画の作
成を依頼。
・HPに避難確保計画の作成について周知の
ページを掲載した。

〖継続実施〗
・福祉担当課と連携し要配慮者利用施設にお
ける支援を検討していく。
〖H29～R1〗
・一部の要配慮者利用施設において、FAXを
用いた情報伝達訓練を実施。
〖R2〗
・庁内の要配慮者利用施設関係課に対して避
難確保計画の策定に向けた説明会を実施、

大規模降雨によるハザードマップの作成を
進めるなど避難確保計画作成に向けた準備
を進めている。
〖R3〗
・関係各課と連携し、要配慮者利用施設の避
難確保計画の作成及び訓練を促進

〖継続実施〗
・市内の浸水想定区域内の要配慮者利用施
設に対して、避難確保計画の雛型を作成し、
計画作成依頼を行った。
・令和３年1月現在、市内２９施設中２２施設で
避難確保計画を策定済。

〖継続実施〗
・関係課と調整し、要配慮者利用施設を対象
とした避難訓練等について検討していく。
〖H29～R1〗
・要配慮者施設の避難計画について、関係課
と情報共有を図った。
〖R2〗
・地域防災計画の改訂を行い、要配慮者利用
施設の更新を行った。
〖R3〗
・関係課と情報共有を図った。

〖継続実施〗
・関係課と調整し、要配慮者利用施設におけ
る避難計画や、避難訓練の実施支援を検討し
ていく。（平成30年度～）
〖H30～R2〗
・平成30年度に関係課によるプロジェクトチー
ムを設置。要配慮者利用施設における避難計
画の作成及び避難訓練の実施に係る支援に
ついて検討中。
〖R3〗
・要配慮者利用施設における避難計画の作成
及び避難訓練の実施に係る支援を実施。

〖継続実施〗
・担当課と調整予定。
〖R2〗
・市内２施設から避難計画の提出があった。
〖R3〗
・避難計画提出のあった２施設の訓練実施確
認を行った。

〖継続実施〗
・福祉担当課と調整し，要配慮者利用施設に
おける避難計画作成や、避難訓練の実施支
援を検討していく。
〖H29〗
・水防法改正に伴う要配慮者利用施設の避難
確保計画作成義務化及び避難訓練の実施に
ついて、関係課を通じ周知し対応を依頼した。
〖H30〗
・水防法改正に伴う要配慮者利用施設の避難
確保計画作成及び避難訓練について、関係
課と連携し取組を推進した。
〖R3〗
・水防法改正に伴う要配慮者利用施設の避難
訓練を実施した際の報告義務化などについ
て、関係課を通じて周知及び依頼をした。

〖継続実施〗
・要配慮者施設関係課と調整し，要配慮者利
用施設における避難計画や、避難訓練の実
施支援を検討していく。

〖継続実施〗
・要配慮者施設関係課と調整し，要配慮者利
用施設における避難計画や、避難訓練の実
施支援を検討していく。
〖R3〗
・要配慮者施設関係課と調整し，要配慮者利
用施設における避難確保計画の作成や、避
難訓練の実施に対し関係施設へ義務化の通
知をし、実施を促した。

〖継続実施〗
・福祉担当部局と連携を図り、地域防災計画
に掲載が必要な洪水浸水想定区域内に立地
する要配慮者利用施設の見直しを行った。対
象となる施設に対して、記載例や作成の手引
きを提供し簡易に作成ができるよう支援を行っ
た。（R2）
※要配慮者利用施設における浸水対策計画
は現在策定されていない。
〖R3〗
・未作成の施設には、計画作成が義務である
ことの周知を行い、計画に基づく避難訓練実
施を促した。（令和3年12月20日現在、対象施
設216に対して計画作成済が208。進捗率は
96％）

〖継続実施〗
・ハザードマップに浸水想定区域の要配慮者
施設の記載があり、相談があった場合は、支
援等の対応を行う予定。
〖R4〗
・避難確保計画を作成していない要配慮者利
用施設管理者に対し再度作成依頼をし、また
全ての要配慮者利用施設管理者を対象に計
画に基づく訓練の実施調査を実施した。
出前講座の実施。

全施設避難確保計画作成完了 ・施設担当課から改めて計画の作成依頼を
行った。

〖継続実施〗
・福祉担当課や高齢者担当課と調整し，要配
慮者利用施設における避難計画の策定に向
けた支援を検討していく。
　※要配慮者利用施設における浸水対策計
画は現在策定されていない。
・HPにて避難確保計画の作成について周知。
〖R４〗
学校に対し、避難確保計画の作成を呼びかけ
た。

・関係各課と連携し、要配慮者利用施設の避
難確保計画の作成が完了。また、施設に対し
訓練の実施を依頼している。

市内の浸水想定区域内の要配慮者利用施設
に対して、避難確保計画の雛型を作成し、計
画作成依頼を行った。
令和４年１２月現在、８２％の施設で計画策定
済み。

関係課を巻き込み、未作成施設に対し作成依
頼を行った。

・要配慮者利用施設における避難計画の作成
及び避難訓練の実施に係る支援を実施。

避難計画及び訓練実施の確認を行った。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・要配慮者施設関係課と調整し，要配慮者利
用施設における避難計画や、避難訓練の実
施支援を検討していく。

・関係各課と連携を図り、要配慮者利用施設
において避難確保計画のすべての策定を完
了した。

・福祉担当課と調整し、要配慮者利用施設に
おける避難計画や、避難訓練の実施支援を
検討していく。
・未作成の施設には、計画作成が義務である
ことの周知を行い、計画に基づく避難訓練実
施を促した。（令和4年12月26日現在、対象施
設246に対して計画作成済が242。進捗率は
98％）

引続き、依頼や講座の実施を継続する。 新規施設を確認し、作成していく。 ・随時、施設担当課から未策定施設に策定を
促す。

計画未作成の施設に対し、作成を呼びかけ
る。

・作成した避難確保計画に基づいた訓練の促
進

避難訓練実施についても周知を行う。 ・継続して実施。 必要に応じて見直していく。 ・継続して実施 継続して、要配慮者施設の把握及び避難確
保計画の作成や避難訓練の充実化を図る。

継続して実施。

〖R1～R2〗
・要配慮者利用施設に定められた小・中学校
に対して避難確保計画の作成等の依頼を検
討する。
〖R3〗
・要配慮者利用施設管理者に対し、避難確保
計画の作成依頼、計画に基づく訓練の実施調
査を実施した。
出前講座の実施。

〖R1〗
・令和２年２月に要配慮者利用施設あてに通
知を発出し、計画作成と訓練等の実施につい
て周知した。令和２年度に新規対象施設向け
説明会を実施予定。
〖R2〗
・地域防災計画上、要配慮者利用施設に定め
られた小中学校はないため、対象施設として
定めるよう関係部局と調整を行っていく。
〖R3〗
・すべて指定避難所となっているため、現時点
では対象施設とはしない。

〖R1～R2〗
・市防災計画上、要配慮者利用施設に定めら
れた小中学校がない。
〖R3〗
・地域防災計画上の要配慮者利用施設にしな
い小中学校を位置づけ、計画策定を促す。

〖R3〗
・未実施

〖R1〗
・地域防災計画への要配慮者利用施設の位
置づけを実施する。
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成を
促進する。
〖R2〗
・庁内の小学校・中学校の避難確保計画関係
課に対して避難確保計画の策定に向けた説
明会を実施、 大規模降雨によるハザード
マップの作成を進めるなど避難確保計画作成
に向けた準備を進めている。
〖R3〗
・小中学校の避難確保計画の作成及び訓練
の促進

〖R2〗
・小中学校を含めるかどうかも含め、要配慮
者施設の再度の洗い直しを検討中である。

〖R1〗
・要配慮者利用施設の避難確保計画策定に
関して、作成に関する通知を行い、併せて施
設担当者向けの説明会を開催予定。
〖R2〗
・地域防災計画の改訂に伴って更新された要
配慮者利用施設に対して、作成に関する通知
を行い、併せて施設担当者向けの説明会を開
催予定。
〖R3〗
・要配慮施設に対して避難確保計画の作成依
頼を通知している。

〖R1～R2〗
・協議会等の場において情報を共有し、実施
を検討。
〖R2～〗
・関係各課による水防法に係る避難確保計画
プロジェクトチーム会議を開催。進捗状況の確
認及び各課が所管する施設に対し、避難確保
計画の作成に関する依頼を実施。

〖R1〗
・関係部署と調整し検討予定。

〖R1〗
・市地域防災計画において要配慮者利用施設
に定められた全小学校、中学校で避難確保計
画作成済み。一部施設で避難訓練実施済み。
〖R2〗
・全小中学校で避難訓練を実施した。
〖R2～〗
・小学校５校で防災教育を実施した。

〖継続実施〗
・対象である中学校に対する研修の実施につ
いて検討する。

〖R3〗
・市内小中学校の担当課と調整を図り、実施
に努めた。

〖継続実施〗
・要配慮者利用施設に定めた施設に対して、
水害を対象とした避難計画を作成中。（R1）
〖R3〗
・地域防災計画（R2～R3）の改訂にあたり、
小・中学校を対象とした避難確保計画の作成
について記載する予定。

〖R4〗
・避難確保計画を作成していない要配慮者利
用施設管理者に対し再度作成依頼をし、また
全ての要配慮者利用施設管理者を対象に計
画に基づく訓練の実施調査を実施した。
出前講座の実施。

対象施設なし ・市防災計画上、要配慮者利用施設として小
中学校を位置づけ、計画策定を促す。

・要配慮者利用施設に定められた小学校、中
学校に対して、避難確保計画の作成の呼びか
け及び支援を実施。（埼玉県作成の様式を使
用）

・関係課と連携し、小中学校の避難確保計画
の作成が完了。また、小中学校に対し訓練の
実施を依頼している。

小中学校の要配慮者利用施設を定め、避難
確保計画の策定を要請し、５３％の施設で計
画策定済み。

関係課を巻き込み、未作成施設に対し作成依
頼を行った。

・関係各課による水防法に係る避難確保計画
プロジェクトチーム会議を開催し、進捗状況の
確認及び各課が所管する施設に対し、継続的
に避難確保計画の作成と訓練の実施につい
て指導するよう指示する。。

関係部署と調整し検討予定。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・対象である中学校に対する研修の実施につ
いて検討する。

・市内小中学校の担当課と実施に努めた。 ・要配慮者利用施設に定めた施設に対して、
水害を対象とした避難計画を作成中。
・小・中学校を対象とした避難確保計画作成
済み。

引続き、依頼や講座の実施を継続する。 ・引き続き制度の状況を注視していく ・未策定の学校に策定を促す。 計画未作成の学校に対し、作成を呼びかけ
る。

・小中学校の避難確保計画に基づく訓練の促
進

避難訓練実施についても周知を行う。 ・継続して実施。 関係部署と調整し検討予定。 ・継続して実施 担当課と調整し、訓練及び、避難確保計画の
作成の促進に努める。

継続して実施。

〖継続実施〗
・大規模工場の避難計画等の策定支援を検
討する。
〖H28～H29〗
・検討中。
〖R3〗
・実施なし。

〖継続実施〗
・大規模工場の避難計画等の策定支援を検
討する。

〖継続実施〗
・市内の大規模工場に対して、避難計画の必
要性を周知すると共に、策定支援を検討す
る。

〖継続実施〗
・大規模工場の避難計画等の策定支援を検
討する。

〖継続実施〗
・浸水想定区域内に大規模工場はないが、必
要に応じて市内工場へ情報提供等を実施す
る。

〖継続実施〗
・大規模工場に対して、避難計画の策定支援
を検討する。

〖継続実施〗
・大規模工場の避難計画について、必要な資
料提供等、支援を検討する。

〖継続実施〗
・大規模工場の避難計画等の策定支援を検
討する。

〖継続実施〗
・平成29年度以降、大規模工場の避難計画等
の策定支援を検討する。

〖継続実施〗
・大規模工場の避難計画等の策定支援を検
討する。

〖継続実施〗
・大規模工場に対して、避難計画の策定支援
を検討する。
〖H30〗
・企業向け防災講座を行い、被害想定及び避
難計画作成の必要性について説明した。

〖継続実施〗
・大規模工場の避難計画等の策定支援を検
討する。
〖H28～〗
・実施に向けて検討した。

〖継続実施〗
・大規模工場の避難計画等の策定支援を検
討する。避難訓練についても、実施を検討して
いく。

〖継続実施〗
・大規模工場の避難計画等の策定支援を検
討する。
〖R4〗
・実施なし。

・市内の大規模工場に対して、避難計画の必
要性を周知すると共に、策定支援を検討す
る。

〖継続実施〗
・大規模工場の避難計画等の策定支援を検
討する。

・浸水想定区域内に大規模工場はないが、必
要に応じて市内工場へ情報提供等を実施す
る。

大規模工場に対して、避難計画の策定支援を
検討する。

上記取組を継続して行う。 ― 上記の内容を継続して実施を検討。 ・大規模工場の避難計画等の策定支援を検
討する。

〖継続実施〗
・大規模工場に対して、避難計画の策定支援
を検討する。
〖H30〗
・企業向け防災講座を行い、被害想定及び避
難計画作成の必要性について説明した。

・実施に向けて検討した。 ・大規模工場の避難計画等の策定支援を検
討する。避難訓練についても、実施を検討して
いく。

引続き、検討する。 ・市内の大規模工場に対して、避難計画の必
要性を周知すると共に、策定支援を検討す
る。

〖継続実施〗
・浸水想定区域内に大規模工場はないが、必
要に応じて市内工場へ情報提供等を実施す
る

― 上記の内容を継続して実施を検討。 ・継続して実施 引き続き、実施に向けて検討していく。 継続して実施。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｆ）企業防災等に関する事項

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

22
要配慮者利用施設の避難
計画の作成及び訓練の促
進

・要配慮者利用施設において策定して
いる避難計画の対象災害の中に水害
も対象として位置づける

・水防法又は土砂災害防止法に基づき
市町村地域防災計画において要配慮
者利用施設に定められた小学校、中学
校に対して、避難確保計画の作成、計
画に基づく避難訓練及び避難訓練を通
じた防災教育の実施に努めるよう、協
議会等による支援体制を構築。
・2019年度中に避難確保計画を作成
し、2020年度の年間計画に避難訓練及
び避難訓練を通じた防災教育の実施に
ついて定めるよう通知を発出。また、協
議会等による支援を行うとともに、先進
的な事例については協議会等の場を活
用し、共有。

23
不特定多数の利用する地
下施設の避難計画の作成
及び訓練の促進

・不特定多数が利用する地下施設
（ショッピングモール等）における、洪水
を対象とした避難計画の策定や避難訓
練等への支援

24
大規模工場の避難計画の
作成及び訓練の促進

・大規模工場における、浸水対策や避
難計画の策定への支援、また、避難訓
練等の支援

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・関係各課と調整し，要配慮者利用施設にお
ける避難計画や、避難訓練の実施支援を検
討していく。
〖H29～R2〗
・引き続き関係各課から要配慮者利用施設に
対して計画作成に努めるよう周知する。
〖R3〗
・市内の浸水想定区域内にある要配慮者施設
における避難確保計画の策定率を１００％と
するべく、関係各課と協力し、施設の作成の
支援を行っている。

〖継続実施〗
・地域防災計画で社会福祉施設に対して、緊
急体制の確保や避難誘導計画について記載
している。
〖H28〗
・福祉担当課による避難計画の作成に対する
支援により、一部の施設において避難計画の
作成に着手した。
〖H29～〗
・福祉担当課による避難計画の作成に対する
支援により、一部の施設において避難計画を
作成した。

〖継続実施〗
・要配慮者利用施設への対応等を考慮した避
難計画の導入の必要性を検証し、必要に応じ
避難計画を検討する。
〖H28～H30〗
・要配慮者利用施設における福祉避難所開設
訓練を実施。
〖R1～R2〗
・要配慮者利用施設における避難確保計画の
作成状況を確認した。
・避難確保計画に基づく、訓練を行っていただ
くよう周知を実施した。
〖R3〗
・関係各課と連携して、要配慮者利用施設等
へ避難確保計画の提出と避難確保計画に基
づく避難訓練を促している。

〖継続実施〗
・地域防災計画で、要配慮者利用施設に対し
て、避難誘導計画の作成や訓練の実施につ
いて記載している。
・要配慮者利用施設による避難誘導計画の作
成や訓練の実施について支援する。
〖R3〗
・要配慮者施設に対して避難行動計画の策定
及び訓練の実施を呼びかけを行った。

〖継続実施〗
・H28年度から福祉避難所（１施設）において
避難訓練を実施中
・他の福祉避難所においても実施を促してい
く。

〖継続実施〗
・福祉担当課と調整し，要配慮者利用施設に
おける避難計画や、避難訓練の実施支援を
検討していく。
〖H30～R2〗
・要配慮者利用施設への助言等の実施。
〖R3〗
・避難確保計画未作成の施設に対し、計画作
成及び避難訓練の実施について依頼。

〖継続実施〗
・防災に関する訓練を事業所ごとに事業所主
体で実施している。

〖継続実施〗
・福祉担当課と調整し、要配慮者利用施設に
おける訓練の実施支援を検討する。
〖H28、H30～R1〗
・障害者団体と防災訓練を実施。
〖R2〗
・個別相談を行い、計画を推進した。
〖R3〗
・杉戸町地域防災計画に要配慮者利用施設
を定めた。

〖継続実施〗
・福祉担当課と調整し、訓練の実施支援を検
討していく。
〖H29〗
・対象施設の管理者を対象に説明会を開催し
た。
〖H30〗
・避難計画の作成について支援している。
〖R1〗
・ホームページに避難計画の雛形を掲載。
〖R2〗
・避難確保計画未作成施設に対し、計画提出
の催促依頼通知を発送し、町ホームページを
見直す。
〖R3〗
・避難確保計画未作成施設に対し、計画提出
の催促依頼通知を発送を行う。

〖継続実施〗
○学校施設
・市内公立幼稚園については、洪水対象の浸水対策計画
や避難計画は策定されていないが、洪水の際は保護者に
引渡すこととなるため、引渡し訓練は実施している。
○児童館、学童保育所等
※避難訓練は実施しているが、洪水対象ではない。
○障がい者福祉施設
・施設からの要請があれば支援を検討したい。
○高齢者福祉施設
・一部の指定管理者施設では風水害時の対応マニュアル
作成している。
※指定管理者施設の避難訓練は火災・地震を想定。
※市が管理する福祉センターでは、風水害を想定した施
設の避難マニュアルは作成していない。
※避難訓練は火災を想定して実施している。
○保育施設
※避難訓練は実施しているが、洪水対象ではない。
○避難計画
・各種施設毎に、水害対象の避難計画作成の検討や支援
の検討をするとともに、関係部署と協議を進める。
・また施設によっては、避難計画導入の必要性を検証した
上で、避難計画を検討
〖R1〗
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成講習会プロジェ
クト事業を活用し、令和元年11月に要配慮者利用施設の
避難確保計画作成に係る講習会を開催した。
〖R3〗
・一部の要配慮者利用施設については避難計画策定済み
であり(順次策定)、訓練実施に向けたサポートを今後検討
を行う。

〖継続実施〗
・介護保険事業所を対象に避難計画等の作
成について集団指導を実施済み。
〖H28〗
・避難計画等の作成等，周知を行なった。
〖H29～〗
・避難計画等の作成に伴い，要配慮者利用施
設への実地指導等を行った。

〖継続実施〗
・関係課と調整し，要配慮者利用施設におけ
る訓練の実施支援を検討していく。【H28～】
〖H30〗
・市内全域の浸水想定区域内の要配慮者利
用施設を対象として説明会を行い、避難計画
の作成を促した。
〖R2〗
・洪水ハザードマップの更新に併せて、対象施
設の見直しを行い、当該施設に対し、計画の
策定（見直し）及び避難訓練の実施の呼びか
けを行った。
〖R3〗
・地域防災計画に、水害を対象災害とする浸
水想定区域内の社会福祉施設を位置付けし
ており、避難確保計画未提出の施設に対して
作成を促し、各施設に避難時における実効性
のある対応作りを進めた。

〖継続実施〗
・要配慮者施設における避難計画の作成を要
請している。
〖H28〗
・避難計画作成に向けた説明会への参加を要
請した。
〖H29～〗
・一部の要配慮者利用施設については避難計
画策定済みであり(順次策定)、訓練実施に向
けたサポートについて検討を行う。

市内の浸水想定区域内にある要配慮者施設
における避難確保計画の策定率を１００％と
するべく、関係各課と協力し、施設の作成の
支援を行っている。

・福祉担当課による避難計画の作成に対する
支援により、一部の施設において避難計画を
作成した。

関係各課と連携して、要配慮者利用施設等へ
避難確保計画の提出と避難確保計画に基づく
避難訓練を促した。

要配慮者施設における避難確保計画の作成
について周知や各関係課の協力により令和５
年１月４日時点で作成率１００％となった。

・浸水想定区域内にある要配慮者利用施設に
ついて、避難確保計画の作成を促している。

・避難確保計画未作成の施設に対し、計画作
成及び避難訓練の実施について依頼してい
る。

〖継続実施〗
・防災に関する訓練を事業所ごとに事業所主
体で実施している。

・要配慮者利用施設における訓練の実施支援
を検討する。

・避難確保計画については全施設作成済。
・訓練の実施について支援した。

〖継続実施〗
○学校施設
・市内公立幼稚園については、洪水対象の浸水対
策計画や避難計画は策定されていないが、洪水の
際は保護者に引渡すこととなるため、引渡し訓練
は実施している。
○児童館、学童保育所等
※避難訓練は実施しているが、洪水対象ではな
い。
○障がい者福祉施設
・施設からの要請があれば支援を検討したい。
○高齢者福祉施設
・一部の指定管理者施設では風水害時の対応マ
ニュアル作成している。
※指定管理者施設の避難訓練は火災・地震を想
定。
※市が管理する福祉センターでは、風水害を想定
した施設の避難マニュアルは作成していない。
※避難訓練は火災を想定して実施している。
○保育施設
※避難訓練は実施しているが、洪水対象ではな
い。
○避難計画
・各種施設毎に、水害対象の避難計画作成の検討
や支援の検討をするとともに、関係部署と協議を進
める。
・また施設によっては、避難計画導入の必要性を
検証した上で、避難計画を検討
〖R４〗
・一部の要配慮者利用施設については避難計画策
定済みであり(順次策定)、訓練実施に向けたサ
ポートを今後検討を行う。

・要配慮者利用施設に対して，所管課を通し
て，避難確保計画の作成，訓練の実施につい
て依頼を行った。

・地域防災計画に位置づけする浸水想定区域
内の社会福祉施設において、避難確保計画
の作成や避難訓練の実施を促し、各施設に避
難時における実効性のある対応作りを進め
た。また、関係各課に照会し、対象施設の更
新を行った。

〖継続実施〗
・要配慮者施設における避難計画の作成を要
請している。
〖H28〗
・避難計画作成に向けた説明会への参加を要
請した。
〖H29～〗
・一部の要配慮者利用施設については避難計
画策定済みであり(順次策定)、訓練実施に向
けたサポートについて検討を行う。

引き続き避難確保計画の作成支援を行ってい
くとともに、避難訓練の実施についても助言・
支援できるようにしていく。

継続して実施。 関係各課と連携して、要配慮者利用施設等へ
避難確保計画の提出と避難確保計画に基づく
避難訓練を促していく。

・引き続き、要配慮者施設に対して、避難行動
計画の策定及び訓練の実施を呼びかける。

・継続して実施 ・継続して促進する。 同上 継続的に支援する。 ・避難確保計画に則った訓練の実施を支援し
ていく。

今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

・要配慮者利用施設に対して，引き続き所管
課を通して，避難確保計画の作成，訓練の実
施について依頼を行っていく

〖R1～R2〗
・協議会で収集した情報を関係各課に情報共
有し、避難訓練や防災教育の実施を促進す
る。
〖R3〗
・関係各課を通じて避難確保計画の作成の依
頼を一部施設に通知。

〖R3〗
・令和３年度地域防災計画改定に合わせ、市
内小学校、中学校、高校を要配慮者利用施設
として定め、避難確保計画の作成及び提出を
促した。

・実施予定なし 〖R2～〗
・対象の施設に対し関係機関と連携して、計
画の作成や見直し、訓練の実施を継続して推
進する。
・様式及び記載例を町ホームページへ掲載し
ている。

〖R2〗
・計画の作成には至っておらず、引き続き、作
成支援に努める。
〖R3〗
・杉戸町地域防災計画に要配慮者利用施設
を定めた。

〖R1、R3〗
・小中学校と連携し避難訓練等を支援してい
く。
〖R2〗
・町内小中学校で避難確保計画を作成。
・今後は、小中学校と連携し避難訓練等を支
援していく。

〖R1～〗
・水防法によって要配慮者利用施設として位
置づけられた施設に対し令和元年度に避難
確保計画作成講習会を実施。避難確保計画
を令和２年２月までに作成・提出するよう求め
た。また、その際に避難訓練を行うことも法定
義務であることを説明した。市から訓練を特に
行うようにとの通知は発出していない。

〖R1～〗
・要配慮者利用施設への避難確保計画実地
指導に併せ，機会を捉えを行っていく。

・地域防災計画に位置づけする浸水想定区域
内の要配慮者利用施設において、避難確保
計画の作成や避難訓練の実施を促し、各施
設に避難時における実効性のある対応作りを
進めた。

〖R2～〗
・該当する小・中学校なし。

各小中学校においては全校で避難確保計画
の作成が完了している。防災訓練実施につい
て、教育委員会と連携して支援を検討してい
く。

関係課と連携して、市内の小学校、中学校、
高校へ避難確保計画の提出と避難確保計画
に基づく避難訓練を促した。

・実施予定なし ・対象の施設に対し、計画の作成や見直し、
訓練の実施を継続して推進する。
・様式及び記載例を町ホームページへ掲載し
ている。

〖R4〗
・計画に基づく避難訓練及び避難訓練を通じ
た防災教育の実施の支援について検討する。

・計画に基づく避難訓練及び避難訓練を通じ
た防災教育の実施の支援について検討する。

・小中学校と連携し避難訓練等を支援してい
く。

〖R4〗
・年に２回対象施設に対し、避難確保計画の
作成状況及び訓練実施状況について照会を
行っている。
・避難確保計画未作成の施設に対し、作成を
促すため、テンプレートを見直しを行い、対象
施設に送付を行った。

・未策定の施設が策定しやすいよう，市独自
の様式を作成し，利用することを進めており，
施設の負担を減らす取り組みを行っている。

・地域防災計画に位置づけする浸水想定区域
内の要配慮者利用施設において、避難確保
計画の作成や避難訓練の実施を促し、各施
設に避難時における実効性のある対応作りを
進めた。

〖R2～〗
・該当する小・中学校なし。

教育委員会と連携して支援していく。 関係課と連携して、市内の小学校、中学校、
高校へ避難確保計画の提出と避難確保計画
に基づく避難訓練を促していく。

・実施予定なし ・継続して実施。 同上 継続的に支援する。 ・小中学校と連携し、避難訓練等を支援してい
く。

今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

・要配慮者利用施設に対して，関係部局と共
に支援を行っていく。

〖継続実施〗
・浸水想定区域内に大規模工場があるかの調
査を予定している。
〖H30〗
・平成３１年度にハザードマップの改定を予定
している。
〖H30～R1〗
・ハザードマップの改定後、作成を検討する。
〖R2〗
・令和２年３月に改訂が完了。浸水想定区域
内には大規模工場は位置していないが、浸水
対策や避難訓練についての助言・支援を求め
られれば実施していく。

〖継続実施〗
・大規模工場の避難計画等の策定支援を検
討する。
〖H28〗
・該当する大規模工場が市内にはない。
〖H30～〗
・大規模工場の避難計画等の策定支援につ
いて検討した。

〖継続実施〗
・対象となる大規模工場に対して避難計画作
成の働きかけを行う【平成28年度～】。
〖R3〗
・対象となる大規模工場に対して、浸水対策
や避難計画の策定への支援、また、避難訓練
等の支援について検討する。

〖継続実施〗
・対象となる施設について調査し、必要に応じ
て水防法の規定に基づき用途と規模を条例で
制定後、実施していく。
〖R3〗
・なし

〖継続実施〗
・大規模工場に対して、避難計画の策定支援
を検討する。

〖継続実施〗
・大規模工場の避難計画等の策定支援を検
討する。
〖R1〗
・引き続き検討。
〖R2〗
・浸水想定区域内に大規模工場がない。

〖継続実施〗
・町内に大規模工場がない。

〖継続実施〗
・大規模工場の避難計画等の策定支援を検
討する。

〖継続実施〗
・特になし

〖継続実施〗
・大規模工場に対して、避難計画の策定支援
を検討する。
・対象施設が存在しないが必要に応じ引き続
き検討を行う。
〖R3〗
・必要に応じて、検討していく。

浸水想定区域内には大規模工場は位置して
いないが、浸水対策や避難訓練についての助
言・支援を求められれば実施していく。

・大規模工場の避難計画等の策定支援につ
いて検討を行った。

対象となる大規模工場に対して、浸水対策や
避難計画の策定への支援、また、避難訓練等
の支援について検討する。

〖継続実施〗
・大規模工場に対して、避難計画の策定支援
を検討する。

・対象となる大規模工場がないため実施して
いない。

・大規模工場の避難計画等の策定支援を検
討する。

〖継続実施〗
・特になし

・対象施設が存在しないが、必要に応じて引き
続き検討を行う。

該当施設なし。 ・大規模工場の避難計画等の策定支援を検
討する。

対象となる大規模工場に対して、浸水対策や
避難計画の策定への支援、また、避難訓練等
の支援について検討する。

・国、県などが提供している企業防災に関する
情報を発信し、活用を促す。

・継続して実施 ・特に取り組む予定はない。 同上 ・大規模工場の避難計画等の策定支援を検
討する。

今後取り組みついて確認する。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｆ）企業防災等に関する事項

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

22
要配慮者利用施設の避難
計画の作成及び訓練の促
進

・要配慮者利用施設において策定して
いる避難計画の対象災害の中に水害
も対象として位置づける

・水防法又は土砂災害防止法に基づき
市町村地域防災計画において要配慮
者利用施設に定められた小学校、中学
校に対して、避難確保計画の作成、計
画に基づく避難訓練及び避難訓練を通
じた防災教育の実施に努めるよう、協
議会等による支援体制を構築。
・2019年度中に避難確保計画を作成
し、2020年度の年間計画に避難訓練及
び避難訓練を通じた防災教育の実施に
ついて定めるよう通知を発出。また、協
議会等による支援を行うとともに、先進
的な事例については協議会等の場を活
用し、共有。

23
不特定多数の利用する地
下施設の避難計画の作成
及び訓練の促進

・不特定多数が利用する地下施設
（ショッピングモール等）における、洪水
を対象とした避難計画の策定や避難訓
練等への支援

24
大規模工場の避難計画の
作成及び訓練の促進

・大規模工場における、浸水対策や避
難計画の策定への支援、また、避難訓
練等の支援

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・要配慮者施設における避難計画の作成を要請し
ている。
〖H28〗
・庁内検討会を開催した。
〖H29〗
・要配慮者利用施設の確定と施設管理者への周知
に向けて、庁内検討会及び説明会を実施。
〖H30〗
・避難確保計画作成に向け、要配慮者利用施設の
管理者等に対する支援策について検討（手引き等
を作成）。
・計画策定率は0％。
〖R1〗
・地域防災計画に定めた施設（要配慮者利用施
設、地下街）について避難確保計画の作成状況を
確認した。
・計画策定率は１％。
〖R2〗
・避難確保計画様式及び作成の手引きを作成し
た。
・上記様式及び手引きを要配慮者利用施設に送付
し、計画作成及び提出依頼を行った。
・計画策定率は4.2％。
〖R3〗
・避難確保計画の作成及び提出を行っていない施
設に対し、作成及び提出を促す通知を送付した。
・避難確保計画に基づく避難訓練の実施報告書の
様式を作成し、要配慮者利用施設に当該様式を送
付し提出依頼を行った。
・計画策定率は52％(Ｒ3.12.28時点)

〖継続実施〗
・区立の障害者通所施設（ウェルピアかつし
か）や保育園では、避難計画を作成している。
・訓練を実施している施設もある。
〖H28～H29〗
・要配慮者利用施設を対象に、避難計画作成
のための説明会を実施した。
〖H30～〗
・要配慮者利用施設を対象に情報伝達訓練を
実施する。

〖継続実施〗
・水没後も活動を継続できるようなBCPづくり
を促し、要配慮者施設どうしの受入れのため
の連携、協定締結等の支援を検討する。
〖H28～H30〗
・要配慮者利用施設の避難計画作成義務化
に向けた対応を検討中。
〖R1〗
・避難確保計画の作成説明会を実施し、作成
を依頼した。
〖R2〗
・地域防災計画の改定に伴い要配慮者利用
施設を更新し、約８割の施設が避難確保計画
を作成・提出済み。
〖R3〗
・地域防災計画の改定に伴い要配慮者利用
施設を更新し、９割以上の施設が避難確保計
画を作成・提出済み。
・要配慮者利用施設の避難確保計画に基づく
避難訓練の実施状況の確認について主管課
と連携して対応。

〖R1～R2〗
・国や市町村と連携し、施設向けに避難確保
計画の作成を支援する講習会を開催した。
・施設による避難確保計画に基づく避難訓練
の実施を支援した。
〖R3〗
・R3年5月協議会時点の星取表では 「対象
外」となっています　　取組内容と進捗の整合
がとれるように修正願います

〖H29〗
・要配慮者利用施設対象施設（福祉施設、学
校、医療施設）の位置情報と洪水浸水想定区
域図を重ね合わせ、各施設が区域内に所在
するか確認できる要配慮者利用施設Viewer
の作成・配布を行っている。
〖H30〗
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成支
援として、モデル施設を選定し、作成促進を図
ることを検討。
〖R1〗
・医療関係者に対する避難確保計画作成等
の説明会を実施。（邑楽館林地域）
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成支
援としてモデル施設での作成、他施設で活用
できる手引き書を作成。
〖R2〗
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成支
援としてモデル施設での作成、他施設で活用
できる手引き書を作成。
〖R3〗
・県減災対策協議会を通じて避難確保計画作
成や訓練実施の働きかけを実施。
・県保健福祉部局や教育部局等と連携し、市
町村関係部局又は施設管理者等に対して避
難確保計画作成を促す通知発出。

・避難確保計画の作成及び提出を行っていな
い施設に対し、関係所管と連携して作成及び
提出を促す督促を行った。
・避難確保計画の作成及び提出を行っていな
い施設の関係所管（担当者レベル）を対象とし
た連絡会を行い、未作成及び未提出施設の
データ更新を依頼した。
・計画策定率は74％(Ｒ4.12.1時点)

〖継続実施〗
・要配慮者利用施設を対象に情報伝達訓練を
実施する。

・地域防災計画の改定に伴い要配慮者利用
施設を更新し、９割以上の施設が避難確保計
画を作成・提出済み。
・要配慮者利用施設の避難確保計画に基づく
避難訓練の実施状況の確認について主管課
と連携して対応。

・県減災対策協議会を通じて避難確保計画作
成や訓練実施の働きかけを実施。

・避難確保計画未作成・訓練未実施施設に対
し、作成や訓練実施の働きかけを行っていく。

・避難確保計画提出率は9割以上に達してい
るが、全施設提出を目標に、対象施設に対し
て避難確保計画の提出を促していく。

・避難確保計画に基づいた訓練の実施に向け
て市町村を支援する。

〖R1〗
・地域防災計画に定めた要配慮者利用施設
に対し、説明会を実施して避難確保計画の作
成を支援していく。
・効率的で効果的な避難確保計画を作成する
ための支援方法を検討していく。
・要配慮者利用施設における避難確保計画の
手引き・様式を作成中。
〖R2〗
・避難確保計画様式及び作成の手引きを作成
した。
・上記様式及び手引きを要配慮者利用施設に
送付し、計画作成及び提出依頼を行った。
〖R3〗
・避難確保計画の作成及び提出を行っていな
い施設に対し、作成及び提出を促す通知を送
付した。
・避難確保計画に基づく避難訓練の実施報告
書の様式を作成し、要配慮者利用施設に当該
様式を送付し提出依頼を行った。

〖R1～〗
・要配慮者利用施設を対象に情報伝達訓練を
実施する。

〖R2〗
・地域防災計画の改定に伴い要配慮者利用
施設を更新し、約８割の施設が避難確保計画
を作成・提出済み。
〖R3〗
・地域防災計画の改定に伴い要配慮者利用
施設を更新し、９割以上の施設が避難確保計
画を作成・提出済み。
・要配慮者利用施設の避難確保計画に基づく
避難訓練の実施状況の確認について主管課
と連携して対応。

〖R1～R2〗
・国や市町村と連携し、施設向けに避難確保
計画の作成を支援する講習会を開催した。
・施設による避難確保計画に基づく避難訓練
の実施を支援した。
〖R3〗
・R3年5月協議会時点の星取表では 「対象
外」となっています　　取組内容と進捗の整合
がとれるように修正願います

・避難確保計画の作成及び提出を行っていな
い施設に対し、関係所管と連携して作成及び
提出を促す督促を行った。
・避難確保計画の作成及び提出を行っていな
い施設の関係所管（担当者レベル）を対象とし
た連絡会を行い、未作成及び未提出施設の
データ更新を依頼した。

〖継続実施〗
・要配慮者利用施設を対象に情報伝達訓練を
実施する。

・地域防災計画の改定に伴い要配慮者利用
施設を更新し、９割以上の施設が避難確保計
画を作成・提出済み。
・要配慮者利用施設の避難確保計画に基づく
避難訓練の実施状況の確認について主管課
と連携して対応。

・避難確保計画未作成・訓練未実施施設に対
し、作成や訓練実施の働きかけを行っていく。

〖継続実施〗
・区内に大規模工場はない。

〖継続実施〗
・平成２６年度に、水防法改正についての説明
会を大規模工場も対象として実施して、避難
計画や浸水防止計画の作成について説明し
た。区ホームページでは、避難計画や浸水防
止計画の雛形を公開している。

〖継続実施〗
・工場等へ大規模水害時のリスクを説明する
とともに、避難計画や訓練の必要性について
啓発していく。
〖H28～〗
・大規模工場の用途、規模等の現状について
庁内関係部署と検討中。

・区内に大規模工場はない。 〖継続実施〗
・平成２６年度に、水防法改正についての説明
会を大規模工場も対象として実施して、避難
計画や浸水防止計画の作成について説明し
た。区ホームページでは、避難計画や浸水防
止計画の雛形を公開している。

・大規模工場の用途、規模等の現状について
庁内関係部署と検討中。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｆ）企業防災等に関する事項

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

22
要配慮者利用施設の避難
計画の作成及び訓練の促
進

・要配慮者利用施設において策定して
いる避難計画の対象災害の中に水害
も対象として位置づける

・水防法又は土砂災害防止法に基づき
市町村地域防災計画において要配慮
者利用施設に定められた小学校、中学
校に対して、避難確保計画の作成、計
画に基づく避難訓練及び避難訓練を通
じた防災教育の実施に努めるよう、協
議会等による支援体制を構築。
・2019年度中に避難確保計画を作成
し、2020年度の年間計画に避難訓練及
び避難訓練を通じた防災教育の実施に
ついて定めるよう通知を発出。また、協
議会等による支援を行うとともに、先進
的な事例については協議会等の場を活
用し、共有。

23
不特定多数の利用する地
下施設の避難計画の作成
及び訓練の促進

・不特定多数が利用する地下施設
（ショッピングモール等）における、洪水
を対象とした避難計画の策定や避難訓
練等への支援

24
大規模工場の避難計画の
作成及び訓練の促進

・大規模工場における、浸水対策や避
難計画の策定への支援、また、避難訓
練等の支援

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・平成30年10月に実施した取り組みの進捗ア
ンケート結果を踏まえ、要配慮者利用施設に
関して、国土交通省ホームページで事例とし
て示されている区分の施設について、国土数
値情報や厚生労働省等の検索ホームページ
から抽出を行い、各施設の名称、住所、連絡
先等と浸水想定区域関連情報の提供を行い、
市区町の取り組みを支援する。
〖H30〗
要配慮者利用施設に関して、国土交通省ホー
ムページで事例として示されている区分の施
設について、国土数値情報や厚生労働省等
の検索ホームページから抽出を行い、各施設
の名称、住所、連絡先等と浸水想定区域関連
情報について、市区町に提供を行った。

〖継続実施〗
浸水対策や避難計画の策定に向けた検討を
行い、資料提供等、支援を実施する。

〖継続実施〗
浸水対策や避難計画の策定に向けた検討を
行い、資料提供等、支援を実施する。
・平成30年10月に実施した取り組みの進捗ア
ンケート結果を踏まえ、大規模工場に関して、
公開されているデータから抽出を行い、各施
設の名称、住所、連絡先等と浸水想定区域関
連情報の提供を行い、市区町の取り組みを支
援する。
〖H30〗
大規模工場に関して、国土交通省令で示され
ている基準を参考に、公開されているデータ
から抽出を行い、各施設の名称、住所、連絡
先等と浸水想定区域関連情報について、市区
町に提供を行った。
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

　Ｇ）広域避難を考慮したハザードマップの作成・　周知等

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・想定 大規模降雨の洪水浸水想定区域図
に基づき、広域避難も含めた避難計画を策定
を検討する。

〖継続実施〗
・鬼怒川・小貝川下流域大規模氾濫に関する
減災対策協議会の中で広域避難計画を検討
している。
〖H29〗
・茨城県及び鬼怒川・小貝川下流域大規模氾
濫に関する減災対策協議会の主導のもと，広
域避難に係る調査を実施している。
〖R1〗
・鬼怒川・小貝川下流大規模氾濫に関する減
災対策協議会において、計画書を策定した。
〖R2〗
・広域避難の避難先について詳細を検討し
た。
〖R3〗
つくばみらい市と広域避難訓練を実施。

〖継続実施〗
・利根川における想定 大規模降雨の浸水想
定区域図が策定された後、広域避難計画を策
定していく。

〖継続実施〗
・想定 大規模降雨の洪水浸水想定区域図
に基づき、広域避難も含めた避難計画を策定
を検討する。
〖H29〗
・ハザードマップの具体的な検討を実施した。
・タイムラインの新たな修正を実施した。
〖R1〗
・地域防災計画を改定し，広域避難について
記載済み。
〖R3〗
・令和３年度末までに地域防災計画を一部改
訂する予定。

〖継続実施〗
・想定 大規模降雨の洪水浸水想定区域図
に基づき、広域避難も含めた避難計画の策定
を検討する。

〖継続実施〗
・今後、近隣市町と連携し、広域避難計画を検
討していく予定。
・五霞町防災に関するアンケートにおいて、住
民による広域避難の意識状況を確認した。
【R3.9】

〖継続実施〗
・現在、境町広域避難計画の作成を作成中。
・２９年度の事業として、補助を受けて、共同
調査事業として、昨年の災害の検証と、詳細
な避難計画の策定を予定している。
〖H28〗
・２８年度に作成した、広域避難計画で検討と
対策を実施した。
〖H29～H30〗
・地方自治研究機構との研究連携事業とし
て、関東・東北豪雨を検証。さらに広域避難の
方向性研究する。
〖R1〗
・台風１９号に伴い広域避難を実施
・今後、住民アンケート結果を分析し計画見直
しに反映予定
〖R2〗
・コロナ禍の広域避難に対応した「新たな広域
雛用パンフレット」及び「垂直避難検討マップ」
を作成し１月までに全戸配布
〖R3〗
・新たな広域避難所（場所）として八千代高校
及びその隣接地を確保（八千代町、八千代高
校及びその隣接地権者等との境町民の広域
避難に関する覚書を締結）

〖継続実施〗
浸水想定の見直しの際、必要に応じて、他市
町と連携し、広域避難計画の作成について検
討する。（利根川については、浸水想定区域
の範囲を考慮し、広域避難を必要とする地域
はない。）

〖継続実施〗
・今後広域避難計画の策定を検討していく。
【平成28年度～】
〖H29〗
・小山市、結城市、下野市、野木町と、災害時
広域支援連携協定を締結。
〖R3〗
・協定を結ぶ関係市町と、運用について検討
を進めた。

〖継続実施〗
・広域避難計画の作成について検討する。

〖継続実施〗
・近隣市町間で、広域支援連携を進めてい
る。
〖H28〗
・小山市・栃木市・野木町・結城市・下野市と４
市１町で協定の締結に向けて準備を進めてい
る。
〖H29〗
・災害時広域支援連携協定（栃木市・野木町・
結城市・下野市）と協定締結する。
〖H30〗
・平成３１年９月１日の小山市水防訓練時に広
域避難訓練を実施する。
〖R1〗
・各種防災訓練においても連携を図った
〖R1～R2〗
・小山市・栃木市・下野市・野木町・結城市と
の協定の中で広域避難計画を調整
〖R3〗
・過去の実災害を検証することで、近隣市町と
の災害時広域支援協定の避難先の見直しを
する。

〖継続実施〗
・小山市・栃木市・結城市・下野市と４市１町で
協定の締結に向けて準備を進めている。
・災害協定を締結している古河市・加須市・栃
木市・板倉町と３市２町で準備を進めていく。
〖R1〗
・協定締結済。
〖R3〗
・会議を開催し、広域避難の実施方法等につ
いて確認及び検討を行った。

〖継続実施〗
・広域避難計画は未策定だが、地域防災計画
に広域的避難について記載してある。

令和4年度の
取組内容

想定 大規模降雨の洪水浸水想定区域図に
基づき、広域避難も含めた避難計画を策定を
検討する。

つくばみらい市と広域避難訓練を実施。
つくば市と広域避難訓練を実施。

〖継続実施〗
・利根川における想定 大規模降雨の浸水想
定区域図が策定された後、広域避難計画を策
定していく。

・令和４年度当初に地域防災計画を改定し
た。

前年度同様、継続実施。 地域住民による広域避難及び自治体による
避難受入体制の広域化について、引き続き検
討を行う。

境町地域防災計画の改訂 協定を結ぶ関係市町と、運用について調整を
行った

広域避難計画の作成について検討する。 ・広域支援連携協定締結自治体間で意見交
換を行った。

・広域避難の実施方法等について確認及び検
討を行い、協定実施細目の見直しを行った。

今後の
取り組み方

令和４年度の取り組みを継続して実施。 作成した計画に基づき、訓練を実施し、必要
に応じて見直し

〖継続実施〗
・利根川における想定 大規模降雨の浸水想
定区域図が策定された後、広域避難計画を策
定していく。

・計画を随時見直し，必要に応じて改定する。 ・想定 大規模降雨の洪水浸水想定区域図
に基づき、広域避難も含めた避難計画の策定
を検討する。

広域避難所の必要性について再度検討した
上で、必要に応じて具体的な調整に移行す
る。

広域避難場所（所）の拡充検討を継続 ・協定を結ぶ関係市町と、運用について検討
を進める。

広域避難計画の作成について検討する。 必要に応じて実施する。 ・広域避難を行う上での詳細事項を検討して
いく。

・必要に応じ検討する。

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・災害協定を締結している加須市・栃木市・野
木町・板倉町と３市２町で広域避難を進めてい
る。
〖R1〗
・どまんなかサミット構成自治体で広域避難に
ついて災害協定を締結しており、受け入れ施
設を相互に定めている。
〖R2～〗
・広域避難協議会構成員の近隣市町村と協
議、調整を実施。

〖継続実施〗
・茨城県や鬼怒川・小貝川下流域大規模氾濫
に関する減災対策協議会関係市町の協力を
得て，避難場所の指定をお願いする。
〖H30〗
茨城県及び鬼怒川・小貝川下流域大規模氾
濫に関する減災対策協議会の主導のもと，広
域避難先を検討し，近隣市町村と協議を行っ
た。
〖R1〗
台風19号において、実際に近隣市に広域避
難を実施・連携を図った。
〖R2〗
避難場所について，近隣市町と情報交換をお
こなった。
〖R3〗
つくばみらい市との広域避難訓練を検討。

〖継続実施〗
・協議を行い、広域避難場所について検討し
ていく。
〖R1〗
・鬼怒川・小貝川流域の大規模水害に関する
広域避難計画に参画。

〖継続実施〗
・隣接する市町と避難所の相互利用に関する
協定の締結を検討する。
〖R1〗
・鬼怒川・小貝川下流域大規模氾濫に関する
減災対策協議会で，「大規模水害時広域避難
に関する協定」を締結した。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖継続実施〗
・境町と茨城県の協定に基づき坂東総合高校
を受け入れ施設として指定している。
・境町からの車中避難用として市公園等駐車
場３箇所を受入場所として指定している。

〖継続実施〗
・自治体間の相互災害時応援協定を結ぶ中
で、避難所を定め相互の広域避難を検討す
る。

〖継続実施〗
・現在、境町広域避難計画を作成中。
・広域避難場所の確保として、町外の施設と
協定書（覚書）を交わしている。今後も町外の
施設と協定締結に向けて進めている。
〖H29〗
・県立高校１校と協定締結
〖H30〗
・水害広域避難基礎検討を実施し、さらに広
域避難場所の確保に努める。
〖R1〗
・台風１９号対応の状況を踏まえ、新たな広域
雛所の確保に向け情報収集中
〖R2〗
・坂東市の協力を得て公園等駐車場３カ所及
び宗教法人駐車場１カ所を指定避難場所（車
中避難用）として設定（約５５０台分）
〖R3〗
・新たな広域避難所（場所）として八千代高校
及びその隣接地を確保（八千代町、八千代高
校及びその隣接地権者等との境町民の広域
避難に関する覚書を締結）

〖継続実施〗
・周辺市区町の協力を得て住民の避難場所
の確保と避難経路の設定等を進める。
・近隣市との相互応援協定について検討す
る。
（利根川については、他市町の住民を受け入
れられるよう避難場所の検討を行う。）

27―1：〖継続実施〗
・隣接する市町と避難所の相互利用について
調整している。【平成28年度】
・隣接する市町と避難所の相互利用に関する
協定を締結する。【平成28年度】
〖H29〗
・小山市、結城市、下野市、野木町と、災害時
広域支援連携協定を締結。
〖H30〗
・広域避難時に受け入れるための施設、広域
避難をした際の避難先での避難場所の確保
について調整を進めた。
〖R2〗
・水害時に優先的に開設する避難所の見直し
を隣接する市町からの広域避難者受け入れ
も想定して行った。
〖R3〗
・協定を結ぶ関係市町と、運用について検討
を進めた。

〖継続実施〗
・隣接する市町と避難所の相互利用に関する
協定の締結を検討する。

〖継続実施〗
・茨城県結城市の承諾を得て、結城東中学校
を隣接する小山市中河原地区住民の水害時
の避難所として指定している。
・広域支援連携を進め、避難所の確保を行う。
〖H28〗
・小山市・栃木市・野木町・結城市・下野市と４
市１町で協定の締結に向けて準備を進めてい
る。
〖H29〗
・災害時広域支援連携協定（栃木市・野木町・
結城市・下野市）と協定締結する。
〖H30〗
・平成３１年９月１日の小山市水防訓練時に広
域避難訓練を実施する。
〖R1〗
・各種防災訓練においても連携を図った
〖R1～R2〗
・小山市・栃木市・下野市・野木町・結城市と
の協定の中で広域避難計画を調整
〖R3〗
・近隣市町との災害時広域支援協定の避難
場所等の見直し調整を実施する。

〖継続実施〗
・町内の指定避難所を活用する。
・小山市・栃木市・結城市・下野市と４市１町で
協定の締結に向けて準備を進めている。
・災害協定を締結している古河市・加須市・栃
木市・板倉町と３市２町で準備を進めていく。
〖H29〗
・小山市・栃木市・結城市・下野市と４市１町で
協定を締結
〖R1〗
・協定締結済。
〖R3〗
・会議を開催し、広域避難の実施方法等につ
いて確認及び検討を行った。

〖継続実施〗
・本庄市、深谷市と三市で協力協定を締結し
ている。
・避難者の受入れについては指定避難所を利
用する。

令和4年度の
取組内容

利根川中流４県境広域避難協議会構成員の
近隣市町村と毎年協議会を開催し、調整を実
施している。

つくばみらい市と広域避難訓練を実施。
つくば市と広域避難訓練を実施。

〖継続実施〗
・協議を行い、広域避難場所について検討し
ていく。

・取り組みなし。 前年度同様、継続委実施。 引き続き、相互による広域避難の検討を行う。 ・４月、広域指定避難所である県立坂東総合
高校の廃止に伴い、引き続き避難所として使
用することができるよう、茨城県、坂東市及び
坂東清風高校関係者と調整

協定を結ぶ関係市町と、運用について調整を
行った

・隣接する市町と避難所の相互利用に関する
協定の締結を検討する。

広域支援連携協定締結自治体間で避難場所
等の見直しを行った。また、避難所の相互利
用について見解の合意を進めた。

・広域避難の実施方法等について確認及び検
討を行い、協定実施細目の見直しを行った。

・協定を締結している近隣の自治体と連絡先
を交換するなど、情報共有を図った。

今後の
取り組み方

令和４年度の取り組みを継続して実施。 近隣市と個別に受入場所の指定について継
続して協議

〖継続実施〗
・協議を行い、広域避難場所について検討し
ていく。

・協定を締結した自治体と平時から連絡体制
等を確認しておく。

・継続して実施 近隣の自治体における避難場所や収容人数
等の情報収集

広域避難場所（所）の拡充検討を継続 ・協定を結ぶ関係市町と、運用について検討
を進める。

・隣接する市町と避難所の相互利用に関する
協定の締結を検討する。

・必要に応じて見直し実施する。 ・広域避難を行う上での詳細事項を検討して
いく。

・継続して実施

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・災害協定を締結している加須市・栃木市・野
木町・板倉町と３市２町で広域避難を進めてい
る
・どまんなかサミット構成自治体で広域避難に
ついて引き続き検討。
・どまんなかサミット構成自治体で広域避難に
ついて災害協定を締結しており、受け入れ施
設を相互に定めている。
〖R2～〗
・広域避難協議会構成員の近隣市町村と協
議、調整を実施。

〖R1〗
台風19号で明らかになった広域避難の対象と
なった近隣市と連携した広域避難に関する避
難訓練の実施について検討した。

〖R1〗
・各市町村において、水害リスク情報を踏まえ
て避難場所及び避難経路を検討し、当該市町
村内の避難場所だけで避難者を収容できない
ため、協議会等の場を活用して、隣接市町村
等における避難場所の設定や洪水時の連絡
体制等について検討・調整を実施。

〖R1～R2〗
・協議会と連携し，実施を検討する。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖R1～R3〗
・市内で避難場所を確保できる見込みである。

〖R1〗
・町内全域が浸水想定区域のため、近隣の市
町村と広域避難体制の構築を検討する。
〖R2〗
・新たに水害時一時避難所を整備し、対応の
強化が図られたが、引き続き近隣の市町村と
広域避難体制の構築を検討する。
〖R3〗
・住民に対し、新たに整備した水害時一時避
難所が、水害時の避難先として十分に認知し
てもらうために、広報紙や町HPへ掲載し、水
害に関連する説明会等で紹介するなどした。

〖R1〗
・新たな広域避難場所を検討
〖R2〗
・坂東市の協力を得て公園等駐車場３カ所及
び宗教法人駐車場１カ所を指定避難場所（車
中避難用）として設定（約５５０台分）
〖R3〗
・新たな広域避難所（場所）として八千代高校
及びその隣接地を確保（八千代町、八千代高
校及びその隣接地権者等との境町民の広域
避難に関する覚書を締結）

〖R1～R2〗
・近隣市との連携について検討する。
（利根川については、他市町の住民を受け入
れられるよう避難場所の検討を行う。）

〖R1〗
・台風第19号による被災等の検証をし、明ら
かになった課題等を踏まえ、広域避難のあり
方について、関係市町等と検討を進める。
〖R3〗
・協定を結ぶ関係市町と、運用について検討
を進めた。

〖R2～〗
・近隣市町と協議し、広域避難場所の確保を
検討する。
〖R3〗
・ハザードマップには、近隣市の避難所を図示
した。

〖R1～R2〗
・引き続き調整していく
〖R3〗
・必要に応じて調整する。

〖R3〗
・広域避難者の受入に使用する避難所の見
直しを検討。

・協定を締結している近隣の自治体と連絡先
を交換するなど、情報共有を図った。

令和4年度の
取組内容

利根川中流４県境広域避難協議会構成員の
近隣市町村と毎年協議会を開催し、調整を実
施している。

- 〖継続実施〗
・近隣自治体との協定は締結しているが、避
難場所の設定や洪水時の連絡体制等につい
て検討・調整を実施。

・住民に対して分散避難について周知を行っ
た。

前年度同様、継続実施。 引き続き、水害時一時避難所に関する情報を
地域住民に周知し、当該避難所の存在の定
着を図る。

・４月、広域指定避難所である県立坂東総合
高校の廃止に伴い、引き続き避難所として使
用することができるよう、茨城県、坂東市及び
坂東清風高校関係者と調整

協定を結ぶ関係市町と、運用について調整を
行った

防災アセスメント調査を実施し、想定避難者数
および収容人数に対する過不足を算出する。

・広域支援連携協定に基づき、自市区町内の
避難場所だけで避難者を収容できない場合の
近隣市区町等における避難場所を検討し、近
隣市区町等との調整をした。

・広域避難者の受入に使用する避難所の見
直しを実施。

・協定を締結している近隣の自治体と連絡先
を交換するなど、情報共有を図った。
・指定避難所以外への避難について、災害図
上訓練や出前講座を通じて、住民へ周知し
た。

今後の
取り組み方

令和４年度の取り組みを継続して実施。 近隣市と個別に受入場所の指定について継
続して協議

〖継続実施〗
・近隣自治体との協定は締結しているが、避
難場所の設定や洪水時の連絡体制等につい
て検討・調整を実施。

・協議会と連携し、引き続き検討していく。 ・市内で避難場所を確保できる見込みである。 当該避難所の認知が十分にされた上で、住民
のうちどの位が町の避難所に避難するかを予
測し、全ての避難者の収容対応がどこまで可
能かのシュミレーションを行う。その基礎資料
には、五霞町防災に関するアンケート結果（避
難するであろう避難所）を用いる。
近隣自治体との広域避難体制の構築に係る
具体的な調整は、これらのシュミレーション結
果を根拠に臨む。

広域避難場所（所）の拡充検討を継続 ・協定を結ぶ関係市町と、運用について検討
を進める。

・近隣市町と協議し、広域避難場所の確保を
検討する。

・必要に応じて実施する。 ・継続して実施

25
想定 大規模降雨による
洪水浸水想定区域図、氾
濫シミュレーションの公表

・管理河川の洪水浸水想定区域図、氾
濫シミュレーションの策定・公表

26
氾濫特性を考慮した被害
シナリオと緊急避難及び
広域避難計画の策定

・氾濫特性を考慮した被害シナリオと緊
急避難及び広域避難計画の策定

【鉄道事業者】
・台風接近等による列車の計画運休の
実施に関する情報をいち早く協議会関
係機関に提供する。

【鉄道事業者】
・協議会関係市区町の住民が行政界を
超えて広域避難を行う際の移動手段と
して、鉄道やバス等を提供する。

27
広域避難のための避難場
所の確保

・広域避難に向けた、他の市区町村に
おける避難場所の確保
・他の市区町村からの避難者の受け入
れのための施設の指定

【鉄道事業者】
・洪水氾濫のおそれのある際に、帰宅
困難者等が駅周辺で一時滞留する場
や水・軽食等の提供を行うこと等に関
する協定の締結

・各市町村において、水害リスク情報を
踏まえて避難場所及び避難経路を検
討し、当該市町村内の避難場所だけで
避難者を収容できない場合等において
は、協議会等の場を活用して、隣接市
町村等における避難場所の設定や洪
水時の連絡体制等について検討・調整
を実施。
・2020年度までに隣接市町村等への広
域避難体制を構築。
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具体的取組 主な内容 目標時期

　Ｇ）広域避難を考慮したハザードマップの作成・　周知等

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

25
想定 大規模降雨による
洪水浸水想定区域図、氾
濫シミュレーションの公表

・管理河川の洪水浸水想定区域図、氾
濫シミュレーションの策定・公表

26
氾濫特性を考慮した被害
シナリオと緊急避難及び
広域避難計画の策定

・氾濫特性を考慮した被害シナリオと緊
急避難及び広域避難計画の策定

【鉄道事業者】
・台風接近等による列車の計画運休の
実施に関する情報をいち早く協議会関
係機関に提供する。

【鉄道事業者】
・協議会関係市区町の住民が行政界を
超えて広域避難を行う際の移動手段と
して、鉄道やバス等を提供する。

27
広域避難のための避難場
所の確保

・広域避難に向けた、他の市区町村に
おける避難場所の確保
・他の市区町村からの避難者の受け入
れのための施設の指定

【鉄道事業者】
・洪水氾濫のおそれのある際に、帰宅
困難者等が駅周辺で一時滞留する場
や水・軽食等の提供を行うこと等に関
する協定の締結

・各市町村において、水害リスク情報を
踏まえて避難場所及び避難経路を検
討し、当該市町村内の避難場所だけで
避難者を収容できない場合等において
は、協議会等の場を活用して、隣接市
町村等における避難場所の設定や洪
水時の連絡体制等について検討・調整
を実施。
・2020年度までに隣接市町村等への広
域避難体制を構築。

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・想定 大規模降雨の洪水浸水想定区域図
に基づき、広域避難も含めた避難計画の策定
を検討する。
〖R3〗
―

〖継続実施〗
・近隣町と連携し、策定の検討。【平成28年度
～】
〖H30〗
・近隣市町に対し、広域避難に関する各市町
の避難所について照会を行った。
・利根川中流4県境広域避難協議会にオブ
ザーバー参加し、広域避難計画に参画してい
る。
〖R1〗
・利根川中流4県境広域避難協議会に、オブ
ザーバー参加からメンバーに就任し、広域避
難計画に参画している。

〖継続実施〗
・想定 大規模降雨の洪水浸水想定区域図
に基づき、広域避難も含めた避難計画の策定
を検討する。

〖継続実施〗
・近隣市町と協議し、広域避難計画を策定して
いく予定。【平成29年度～】
・利根川中流4県境広域避難協議会におい
て、広域避難体制の課題と対応について検討
する。
〖H29〗
・近隣市町とタイムラインについて整理した。
〖H30〗
・利根川中流4県境広域避難協議会におい
て、広域避難のための参集訓練を実施した。
また、広域避難マップ、広域避難リーフレット
の作成について協議した。
〖R1〗
・利根川中流4県境広域避難協議会におい
て、台風第１９号のふりかえりと広域避難体制
の課題への対応について検討した。

〖継続実施〗
・今後広域避難計画を策定していく。
〖R1〗
・利根川中流4県境広域避難協議会への参加
を検討。
〖R2〗
・利根川中流4県境広域避難協議会への参加
を正式に打診を行った。
〖R3〗
・利根川中流4県境広域避難協議会への参加
が内諾された。
・町民全戸に対し広域避難に関する住民アン
ケートを行い、広域避難が必要な人について
調査を行った。

〖R3〗
・地域防災計画に広域避難について明文化し
た。
・広域避難についての住民アンケートを実施。

〖継続実施〗
・県及び近隣市町と広域避難計画について協
議・策定していく予定。
〖H28〗
・近隣市町と広域避難計画等について協議を
行った。
〖H29～〗
・広域避難計画等について検討した。

〖継続実施〗
・県及び近隣市町と広域避難計画を協議・策
定していく。
〖H28～H30〗
・検討中。
〖R1〗
・広域避難について検討した。
〖R3〗
・取り組みなし。

〖R2～〗
・浸水想定区域が市域の一部で限定的であ
り、市外への避難を想定していないことから、
現状、広域避難計画を検討していない。

〖継続実施〗
・今後、広域避難計画の策定を検討していく。
〖H28〗
・荒川上流河川事務所の取り組みの一つ「荒
川右岸広域避難検討会」に近隣自治体ととも
に参加し、荒川氾濫時の広域避難についての
検討に着手した。
〖H29～R1〗
・引き継き、「荒川右岸広域避難検討会」にお
いて吉見町・川島町からの広域避難者受け入
れについて協議を行っている。
〖R2～〗
・ハザードマップ更新に伴い、群馬県太田市と
締結済みの協定に基づき、妻沼小島地区（利
根川北岸の地区）の住民が、群馬県太田市の
施設を避難所として使用できるよう、改めて太
田市と調整し、了解を得た。

〖継続実施〗
・近隣市区町村との協定締結済み。
〖R3〗
・未実施のため回答なし

〖継続実施〗
・浸水想定区域図に基づき、広域避難を含め
た避難計画策定の検討に努める予定。
〖H28～H30〗
・検討を実施。
〖H29～H30〗
・検討中。
〖R1～〗
・近隣市町と災害時の応援協定を締結済。

〖継続実施〗
・地域防災計画上に、避難対策の一つに、広
域避難を位置付け対応している。具体的に
は、自治体間の相互災害時応援協定を結ぶ
中で、避難所を定め相互の広域避難について
規定している。
〖H29〗
・広域避難の実践に向け利根川中流4県境広
域避難協議会を、国、2市3町と設立した。
〖H30〗
・利根川中流4県境広域避難協議会におい
て、広域避難指示の合同発表について検討し
た。
〖R1〗
・利根川中流4県境広域避難協議会におい
て、広域避難指示運用を検討。
・台風19号対応の事後検証の一環で見直しを
実施中
〖R2〗
・上記事務を継続するとともに、市の避難発令
基準を見直し、 接近―72hから自主的広域
避難の発動を付加。
〖R3〗
・地域防災計画を改訂し、令和元年東日本台
風（台風第19号）の検証結果に基づく（広域）
避難対策を反映した。

― ・広域避難協議会や県、近隣市町と広域避難
計画について、意見交換を行った。

・継続して検討した。 ・町広報紙に広域避難についての住民アン
ケート結果及び応援協定に基づく広域避難の
受け入れ施設を掲載し、避難方法についての
選択肢を提示した。

・上記から変更なし。 ・本町については、広域避難を実施しないこと
としているため、広域避難計画の策定予定な
し。

〖R2～〗
・浸水想定区域が市域の一部で限定的であ
り、市外への避難を想定していないことから、
現状、広域避難計画を検討していない。

継続して実施した。 ・未実施のため回答なし 特になし ・必要に応じて、適宜見直し

・継続して検討 ・有効な広域避難計画について、引き続き関
係市町と協議していく必要がある。

・広域避難について住民に強く周知すると共
に、広域避難計画について策定を行っていく。

・住民アンケート結果を踏まえ、それぞれの住
民にとってベストな避難方法を考察しながら提
示していく。

・上記の取組を継続していく。 ・これ以上取り組む予定なし。 今後も特段検討を行う予定はない。 継続して実施する。 ・上記のとおり実施済み。 ・必要に応じ、適宜見直し

〖継続実施〗
・近隣市町と協議し、広域避難場所の確保を
検討する。
〖H29〗
・茨城県水戸市と「原子力災害における水戸
市民の県外広域避難に関する協定」を締結し
ており、被災者の受入のための施設を指定し
ている。
〖R3〗
―

〖継続実施〗
・近隣町と連携し、避難場所確保の検討を実
施。【平成28年度～】
〖H30〗
・近隣市町に対し、広域避難に関する各市町
の避難所について照会を行った。
〖R1〗
・加須市と広域避難の受入れを含む相互応援
に関する協定を締結。
・広域避難者を受け入れるための避難場所と
して、館林高校ほか2か所を確保。

〖継続実施〗
・自治体間の相互災害時応援協定を結ぶ中
で、避難所を定め相互の広域避難を検討す
る。

〖継続実施〗
・近隣市町と協議し、広域避難場所を確保す
る予定。【平成28年度～】
・関東どまんなかサミット会議構成市町（古河
市、栃木市、小山市、加須市、野木町、板倉
町）相互応援協定を締結し、広域避難所を確
保した。
・３市３町（行田市、羽生市、加須市、板倉町、
明和町、千代田町）相互応援協定締結し、広
域避難について検討した。
〖H29〗
・近隣市町と協議し、広域避難場所の候補施
設を指定した。
〖R2〗
・群馬県に対し、県有施設の広域避難場所と
しの提供について要望した。
・町外の学校法人に対し、避難場所の提供を
要請した。

〖継続実施〗
・今後、館林市などの近隣自治体の協力を得
て、広域避難場所を確保する予定。
〖H30〗
近隣市町と相互応援協定を締結し、広域避難
について検討。
〖R1〗
・浸水が想定されない区域との相互応援協定
を検討。
〖R2〗
・利根川中流4県境広域避難協議会への参加
を正式に打診を行った。
〖R3〗
・利根川中流4県境広域避難協議会への参加
が内諾された。
・町民全戸に対し広域避難に関する住民アン
ケートを行い、広域避難が必要な人について
調査を行った。

〖継続実施〗
・今後、館林市・邑楽郡内の町の協力を得て、
広域避難場所の検討予定。【平成29年度～】
〖H30〗
・３市３町広域避難　行田市、羽生市、加須
市、明和町、板倉町、千代田町　平成31年2月
4日締結。
・熊谷市、大泉町、千代田町でも協定を締結。

〖H28～〗
・近隣市町と広域避難計画等について協議を
行った中で検討した。

〖継続実施〗
・広域避難計画の協議の中で検討していく。
〖H28～H30〗
・検討中。
〖R1〗
・広域避難について検討した。
〖R2〗
・他市町から広域避難時の避難者の受け入
れについて相談があった。
〖R3〗
・取り組みなし。

〖継続実施〗
・埼玉県及び株式会社さいたまアリーナと協
定を締結しており、他市町村からの避難者を
受け入れる体制をとっている。

〖継続実施〗
・妻沼小島地区（利根川北岸の地区）の住民
等を対象とした群馬県太田市の施設を、指定
避難所兼指定緊急避難場所（太田市立南小
学校、太田市立南中学校）、指定緊急避難場
所（太田市沢野スポーツ広場）に指定してい
る。
〖H28～R1〗
・荒川上流河川事務所の取り組みの一つ「荒
川右岸広域避難検討会」に近隣自治体ととも
に参加し、荒川氾濫時の広域避難についての
検討に着手した。
〖R2～〗
・ハザードマップ更新に伴い、群馬県太田市と
締結済みの協定に基づき、妻沼小島地区（利
根川北岸の地区）の住民が、群馬県太田市の
施設を避難所として使用できるよう、改めて太
田市と調整し、了解を得た。

〖継続実施〗
・周辺市区町の協力を得て住民の避難場所
の確保と避難経路の設定等を進める。
〖R3〗
・荒川上流河川事務所および県所管課主催に
よる広域避難会議の中で、避難元自治体とし
て避難先自治体との情報交換を行い、避難先
の施設等の検討を行う。

〖継続実施〗
・県や協定先と連携を図り市外の避難場所確
保の検討に努める予定。
〖H28～H29〗
・検討を実施。
〖H29〗
・検討中。
〖H30～〗
・利根川両岸３市３町と相互応援協定を締結し
た。

〖継続実施〗
・地域防災計画上に、避難対策の一つに、広
域避難を位置付け対応している。具体的に
は、自治体間の相互災害時応援協定を結ぶ
中で、避難所を定め相互の広域避難について
規定している。
〖H29〗
・関東どまんなかサミット会議構成市町との間
で広域避難に使用する避難所を決定した。
〖H30〗
・利根川中流4県境広域避難協議会におい
て、県外への避難先を検討した。
〖R1〗
・台風19号対応時に広域避難を実施。
・事後検証の一環で見直し中。
〖R2〗
・台風19号対応後の検証およびコロナ禍の影
響により、市外広域避難場所の増設について
引き続き調整。
〖R3〗
・令和元年東日本台風（台風第19号）の検証
結果、及び台風後の他市町との協議により、
広域避難先となる避難場所を見直した。

― ・広域避難の受入れについて受入れ施設、受
入れ自治体間で調整を実施
・本市の市民の受入れ自治体ついては継続
的に検討

〖継続実施〗
・自治体間の相互災害時応援協定を結ぶ中
で、避難所を定め相互の広域避難を検討す
る。

・広域避難協議会や県、近隣市町と広域避難
先の確保について、意見交換を行った。

・館林市が広域避難場所を指定したため、住
民に周知した。

・館林市より広域避難者を受入れるための施
設を3施設提示され、広報紙に掲載し、住民へ
の周知を図った。

・上記から変更なし。 ・邑楽・館林地域における広域避難計画につ
いて、意見交換を行った。

〖継続実施〗
・埼玉県及び株式会社さいたまアリーナと協
定を締結しており、他市町村からの避難者を
受け入れる体制をとっている。

必要に応じて見直しを行った。 ・広域避難検討会議等で関係各所と情報交換
を行い、検討していく。

引き続き、避難場所確保の検討に努める。 ・県に広域避難対策への関わり強化を要望し
た。

・継続して検討 ・本市の市民の広域避難受入れについて検討
を実施

・広域避難先の確保を進めるとともに、広域避
難所の運用方法等についても、関係者間で協
議を進める。

・アンケートの結果を基に、広域避難場所を確
保する。

・広域避難計画の策定。他の市町村における
避難場所の明確化。避難者受け入れのため
の施設の指定などを進めていく。

・上記の取組を継続していく。 ・上記取り組みを継続実施。 今後も継続して、避難者受け入れに係る取組
を実施する。

必要に応じて見直しを行う。 ・今後も検討会議の中で現実的に避難先とし
て運用可能な施設や用法を検討していく。

・上記のとおり。 ・市民には、まずは自主的な避難先の確保を
促していくが、併せて、関係自治体に広域避
難の受け入れを引き続き要請していく。

〖R1～R2〗
・近隣市町と協議し、広域避難場所の確保を
検討する。
〖R3〗
―

〖R2〗
・群馬県災害時の避難に関する検討会に、広
域避難場所の調整を要請した。

〖R1〗
・実施を検討する。
〖R2〗
・利根川中流4県境広域避難協議会への参加
を正式に打診を行った。
〖R3〗
・利根川中流4県境広域避難協議会への参加
が内諾された。
・町民全戸に対し広域避難に関する住民アン
ケートを行い、広域避難が必要な人について
調査を行った。

〖R3〗
・隣接市町との協定を締結しているが、避難
場所の設定など詳細については進んでいな
い。

〖R2～〗
・隣接する市町と広域避難について検討・調
整を行う。

〖R1〗
・隣接する市町と広域避難について検討・調
整を行う。
〖R2〗
・邑楽・館林圏域広域避難について検討を
行った。
〖R3〗
・取り組みなし。

〖R1～〗
・利根川に関しては、市内避難所で避難者を
収容することが可能であるこから、検討をして
いない。

〖R3〗
特になし。

〖R3〗
・荒川上流河川事務所および県所管課主催に
よる広域避難会議の中で、避難元自治体とし
て避難先自治体との情報交換を行い、避難先
施設や連絡体制の検討を行う。

〖R1～〗
・県や協定先と連携を図り市外の避難場所確
保の検討に努める予定。

〖R1～R2〗
・台風19号対応時に市内の避難施設のみで
収容できなかったことを教訓に避難体制につ
いて見直しを実施中。
〖R3〗
・令和元年東日本台風（台風第19号）の検証
結果、及び台風後の他市町との協議により、
広域避難先となる避難場所を見直した。

― ・本市との協定締結自治体と連絡体制につい
て随時情報提供
・本市との協定締結自治体の職員を交えた広
域避難受入れ施設について現地での顔合わ
せ及び施設見学を実施

・町民へのアンケートを実施し、避難場所の収
容可能人数と想定される避難者数を整理し、
収容できない避難者数を算出した。

・引き続き検討した。 ・上記から変更なし。 ・邑楽・館林地域における広域避難計画につ
いて、意見交換を行った。

〖R1～〗
・利根川に関しては、市内避難所で避難者を
収容することが可能であるこから、検討をして
いない。

特になし。 ・広域避難検討会議等で関係各所と情報交換
を行い、検討していく。

引き続き、避難場所確保の検討に努める。 ・市民には、まずは自主的な避難先の確保を
促していくが、併せて、関係自治体に広域避
難の受け入れを引き続き要請していく。

・継続して検討 ・本市の市民の広域避難受入れについて検討
を実施

・広域避難先の確保を進めるとともに、広域避
難所の運用方法等についても、関係者間で協
議を進める。

・避難者全員を受け入れることは出来ないた
め、広域避難体制の確立が急務である。

・近隣市町との水害時における避難場所の設
定等、詳細な取り決めについて進めていきた
い。

・上記の取組を継続していく。 ・必要に応じて、近隣市町と広域避難につい
て検討・調整を行っていく。

今後も特段検討を行う予定はない。 特になし。 ・今後も検討会議の中で現実的に避難先とし
て運用可能な施設や連絡体制を検討してい
く。

・上記のとおり。 ・市民には、まずは自主的な避難先の確保を
促していくが、併せて、関係自治体に広域避
難の受け入れを引き続き要請していく。
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具体的取組 主な内容 目標時期

　Ｇ）広域避難を考慮したハザードマップの作成・　周知等

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

25
想定 大規模降雨による
洪水浸水想定区域図、氾
濫シミュレーションの公表

・管理河川の洪水浸水想定区域図、氾
濫シミュレーションの策定・公表

26
氾濫特性を考慮した被害
シナリオと緊急避難及び
広域避難計画の策定

・氾濫特性を考慮した被害シナリオと緊
急避難及び広域避難計画の策定

【鉄道事業者】
・台風接近等による列車の計画運休の
実施に関する情報をいち早く協議会関
係機関に提供する。

【鉄道事業者】
・協議会関係市区町の住民が行政界を
超えて広域避難を行う際の移動手段と
して、鉄道やバス等を提供する。

27
広域避難のための避難場
所の確保

・広域避難に向けた、他の市区町村に
おける避難場所の確保
・他の市区町村からの避難者の受け入
れのための施設の指定

【鉄道事業者】
・洪水氾濫のおそれのある際に、帰宅
困難者等が駅周辺で一時滞留する場
や水・軽食等の提供を行うこと等に関
する協定の締結

・各市町村において、水害リスク情報を
踏まえて避難場所及び避難経路を検
討し、当該市町村内の避難場所だけで
避難者を収容できない場合等において
は、協議会等の場を活用して、隣接市
町村等における避難場所の設定や洪
水時の連絡体制等について検討・調整
を実施。
・2020年度までに隣接市町村等への広
域避難体制を構築。

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖R2〗
・今年度県からデータをいただいたので、現在
作成中。
〖R3〗
・6月より公表開始

公表中

変更に伴い修正を行う

〖継続実施〗
・想定 大規模降雨の洪水浸水想定区域図
に基づき、広域避難も含めた避難計画を策定
する。
・広域避難計画は未策定だが、地域防災計画
に広域的避難について記載してある。
〖H28〗
・現在、利根川の 大規模の浸水想定区域が
示されるのを待っている。
〖H29〗
・避難計画は策定していないが、洪水ハザー
ドマップの作成にあたり、一部地域を考慮し、
伊勢崎市の避難場所を掲載した。
〖R3〗
・避難所開設、混雑情報確認システムの運用
にあたり、伊勢崎市と同様のシステムを導入
できた。

〖継続実施〗
・広域避難計画は策定していないが、地域防
災計画に広域避難対策に関する内容を記載
している。
〖H28～〗
・広域避難計画策定について検討した。

〖継続実施〗
・広域避難計画は策定していないが、市地域
防災計画に広域避難対策に関する内容を記
載している。
〖R3〗
・関係自治体と応援協定を締結済み。

〖継続実施〗
・今後、近隣市町と協議を実施し、広域避難計
画を検討していく予定。

〖継続実施〗
・広域避難計画は策定していないが、地域防
災計画に該当する内容を記載している。

〖継続実施〗
・協議会で引き続き検討を進めていく。

〖継続実施〗
・広域避難計画は策定していないが、地域防
災計画（または水防計画等）に広域避難対策
に関する内容を記載している。
・広域避難計画の策定について検討していく
予定。

〖継続実施〗
・広域避難計画は策定していないが、隣接市
への広域避難の情報を入れた洪水ハザード
マップを公表している。
・地域防災計画に広域避難対策に関する内容
を記載している。
〖R2～〗
・越谷市総合防災ガイドブックにおいても広域
避難に関する内容を掲載する。
・帰宅困難者対策については、毎年、新越谷
駅・南越谷駅周辺帰宅困難者協議会の会議
を実施。計画運休の実施に関する情報も提供
してもらえる体制を構築している。

〖継続実施〗
・想定 大規模降雨の洪水浸水想定区域図
に基づき、広域避難も含めた避難計画の策定
を検討する。
〖H28～〗
・洪水ハザードマップを桶川市HP、桶川市防
災ガイドで周知済み。
・荒川が決壊するおそれがある場合に備え、
広域避難も含めた避難計画の策定を進める。

〖継続実施〗
・広域避難計画は策定していないが、地域防
災計画に広域避難対策に関する内容を記載
している。
〖R2〗
・要立退き避難者数の推定を実施した。
〖R3〗
・地域防災計画を改訂し、広域避難の必要性
の周知について記載した。
・風水害時におけるバスの利用に関する協定
を締結し、広域避難の移動手段を拡充した。

〖継続実施〗
・本市の浸水区域は一部のため広域避難計
画の策定は考えていないが、隣接する市から
の広域避難については協力し対応する。
・隣接する川島町と協定を結んだ。
〖R2～〗
・吉見町と広域避難に係る打合せを実施した
（荒川による被害想定）。

〖継続実施〗
・想定 大規模降雨の洪水浸水想定区域図
に基づき、広域避難も含めた避難計画を検討
する。
〖H28～〗
・実施に向けて検討した。

〖継続実施〗
・広域避難計画の検証をし、必要に応じて近
隣自治体と連携を図る。

〖継続実施〗
・想定 大規模降雨の洪水浸水想定区域図
に基づき、広域避難も含めた避難計画を策定
する。
・広域避難計画は未策定だが、地域防災計画
に広域的避難について記載してある。
〖R4〗
・R3に導入した避難所混雑情報確認システム
について、避難所担当者に説明をした。

昨年度に引き続き検討中 ・広域避難計画は策定していないが、市地域
防災計画に広域避難対策に関する内容を記
載している。
・関係自治体と応援協定を締結済み。

〖継続実施〗
・荒川上流河川事務所、県、近隣市町と協議
を実施し、広域避難計画を検討。

・広域避難計画は策定していないが、地域防
災計画に該当する内容を記載している。

協議会で引き続き検討を進めていく。 上記取組を継続して行う。 ・越谷市総合防災ガイドブックにおいても広域
避難に関する内容を掲載。
・帰宅困難者対策については、新越谷駅・南
越谷駅周辺帰宅困難者協議会の会議を実
施。計画運休の実施に関する情報も提供して
もらえる体制を構築している。

広域避難検討会や合同会議に参加。 ・広域避難訓練にて手順を確認する予定。 〖継続実施〗
・本市の浸水区域は一部のため広域避難計
画の策定は考えていないが、隣接する市から
の広域避難については協力し対応する。
・隣接する川島町と協定を結んだ。
〖R2〗
・吉見町と広域避難に係る打合せを実施した
（荒川による被害想定）。
〖R3〗
・吉見町と広域避難に係る協定を締結

・実施に向けて検討した。 ・広域避難計画の検証をし、必要に応じて近
隣自治体と連携を図る。

・広域避難も含めた避難計画を策定する。 上記を継続して実施 〖継続実施〗
・広域避難計画は策定していないが、地域防
災計画に該当する内容を記載している

・帰宅困難者対策については、新越谷駅・南
越谷駅周辺帰宅困難者協議会の会議を実施
する。

必要に応じて見直していく。 ・必要に応じて対応する。 引き続き、実施に向けて検討していく。 継続して実施。

〖継続実施〗
・加須市、渋川市、深谷市、伊勢崎市と災害時
協定を締結をしているが、具体的な施設まで
は決まっていない。
〖H29〗
・想定 大規模降雨による浸水想定区域図に
基づくハザードマップを作成した。一部地域を
考慮し、伊勢崎市の避難場所を掲載した。
〖R3〗
・避難所開設、混雑情報確認システムの運用
にあたり、伊勢崎市と同様のシステムを導入
できた。

〖継続実施〗
・広域避難に関し、既存の指定避難場所を利
用し受け入れる体制を構築している。特に、茨
城県と静岡県からの避難に関しては、埼玉県
と連動し、春日部市で受け入れる想定数が満
たされる施設を整備している。
〖H28〗
・広域避難者に関して、市内で受け入れる避
難場所を指定し、受け入れる体制を整えた。
〖H29〗
・広域避難者を受け入れる際の中継拠点を設
定し、避難元市町村と検討を重ねた。
〖H30〗
・県外の自治体と相互応援協定を締結した。

〖継続実施〗
・福島県金山町、山梨県富士河口湖町、群馬
県藤岡市・富岡市、神奈川県藤沢市、静岡県
藤枝市、愛知県江南市・島津市などと大規模
災害に備えた相互応援に関する協定を締結し
ている。
※他市町村からの避難者受入れ等に関して
は具体的な取り決めが出来ていない。
〖H30〗
・茨城県水戸市と協定を締結。
・埼玉県行田市、加須市、羽生市、群馬県明
和町、千代田町、板倉町の3市3町で広域避難
に関する協定を締結。
〖R3〗
・協定締結先自治体と緊急時の連絡先等の
確認を行った。

〖継続実施〗
・災害時応援協定を締結している福島県金山
町及び静岡県三島市を含め、大規模災害時
の避難場所について検討していく予定。
・原発事故を想定した広域避難として、茨城県
及び静岡県から避難者の受け入れについて
依頼を受けており、施設の指定について検討
している。
〖R2〗
・補助避難所を３箇所追加で指定した。
〖R3〗
・荒川の氾濫を基準に近隣市と広域避難につ
いて検討会を実施。

〖継続実施〗
・近隣市町村等と災害時相互応援協定を締結
している。

〖継続実施〗
・周辺市区町の協力を得て住民の避難場所
の確保と避難経路の設定等を進める。

〖継続実施〗
・県南４市（川口市、蕨市、戸田市、本市）は避
難場所の相互利用に関する協定を結んでお
り、各市が指定するすべての避難場所を利用
することができるとしている。
・広域避難場所の確保について、他自治体と
協議していく予定。
〖R1～〗
・近隣自治体との意見交換の場を通じて、引
き続き検討していく。

〖継続実施〗
・下記の近隣市町と災害協定を締結し、避難
場所等の相互利用を行う。
・災害に対する相互応援及び協力に関する協
定（草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・
松伏町）。
・災害時における避難場所相互利用に関する
協定（春日部市）。
・災害時における避難場所相互利用に関する
協定（さいたま市（旧岩槻市） ）。
・災害時における埼玉県内市町村間の相互応
援に関する基本協定。
・新越谷駅・南越谷駅周辺帰宅困難者協議会
において、毎年協議を実施している。
・帰宅困難者の受け入れに関する協定の締結
を推進している。（現在、５社と締結済）
〖R2〗
・帰宅困難者の一時滞在施設に関する協定
締結先と新型コロナ対策も踏まえた内容への
変更を協議。
〖R2～〗
・帰宅困難者対策については、新越谷駅・南
越谷駅周辺帰宅困難者協議会の会議を実
施。

〖継続実施〗
・群馬県安中市、栃木県真岡市、茨城県那珂
市、新潟県阿賀野市、埼玉県川島町などと災
害時における相互応援に関する協定を締結し
ている。
・総合防災訓練等で、災害協定都市との連携
強化を図る。
〖R3〗
・引き続き検討。

〖継続実施〗
・近隣市町で構成する田園都市づくり協議会
で災害時相互応援協定を結んであり、各市町
が指定する全ての避難所を利用できる。

〖継続実施〗
・本市の浸水区域は一部のため広域避難計
画の策定は考えていないが、隣接する市から
の広域避難については協力し対応する。
〖R2～〗
・吉見町と広域避難に係る打合せを実施した
（荒川による被害想定）。

〖継続実施〗
・下記の近隣市町と災害協定を締結し、避難
場所等の相互利用を行う。
・災害時における埼玉県内市町村間の相互応
援に関する基本協定。
・災害に対する相互応援及び協力に関する協
定（草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・
松伏町）。
・足立区と八潮市との災害時における相互援
助に関する協定。
・災害時における八潮市と葛飾区との相互応
援に関する協定。
・災害時におけるみどり市と八潮市との相互
応援に関する協定書。
〖H29〗
・山梨県笛吹市との「災害時における相互応
援に関する協定」について検討を行った。ま
た、垂直避難を含めた避難場所の確保を検討
した。
〖H30〗
・山梨県笛吹市と「災害時における相互応援
に関する協定」を締結した。
〖R1～〗
・継続して協定の締結を検討した。

〖継続実施〗
・災害に対する相互応援及び協力に関する協
定を締結。（草加市・越谷市・八潮市・三郷市・
吉川市・松伏町・行田市、館山市、葛飾区、長
野県安曇野市、奈良県三郷町、福島県広野
町・西会津市）

〖継続実施〗
・加須市、渋川市、深谷市、伊勢崎市と災害時
協定を締結をしているが、具体的な施設まで
は決まっていない。
〖R4〗
・R3に導入した避難所混雑情報確認システム
について、避難所担当者に説明をした。

昨年に引き続き検討中 ・協定締結先自治体と緊急時の連絡先等の
確認を行った。

〖継続実施〗
・災害時応援協定を締結している福島県金山
町及び静岡県三島市を含め、大規模災害時
の避難場所について検討していく予定。
・原発事故を想定した広域避難として、茨城県
及び静岡県から避難者の受け入れについて
依頼を受けており、施設の指定について検討
している。
・荒川の氾濫を基準に近隣市と広域避難につ
いて検討会を実施。

・近隣市町村等と災害時相互応援協定を締結
している。

周辺市区町の協力を得て住民の避難場所の
確保と避難経路の選定を進める。

上記取組を継続して行う。 ・近隣市である川口市と「指定緊急避難場所
の相互利用に関する協定」を締結し、広域避
難体制を強化した。
・帰宅困難者対策については、新越谷駅・南
越谷駅周辺帰宅困難者協議会の会議を実
施。

引き続き検討。 ・受け入れ先候補と打合せを行ったが、先方
も受け入れ依頼が多く、確実に対応できると
は言えない状況であった。

〖継続実施〗
・本市の浸水区域は一部のため広域避難計
画の策定は考えていないが、隣接する市から
の広域避難については協力し対応する。
・隣接する川島町と協定を結んだ。
〖R2〗
・吉見町と広域避難に係る打合せを実施した
（荒川による被害想定）。
〖R3〗
・吉見町と広域避難に係る協定を締結

・継続して協定の締結を検討した。 ・災害に対する相互応援及び協力に関する協
定を締結。（草加市・越谷市・八潮市・三郷市・
吉川市・松伏町・行田市、館山市、葛飾区、長
野県安曇野市、奈良県三郷町、福島県広野
町・西会津市）

引続き、連携できるよう検討する。 上記を継続して実施 ・継続して、協定締結先自治体と緊急時の連
絡先等の確認を行う。

〖継続実施〗
・近隣市町村等と災害時相互応援協定を締結
している
・内容については必要に応じて見直し

・継続して実施。 引き続き検討。 ・継続して実施 継続して協定の締結を検討していく。 継続して実施。

〖R1～〗
・広域避難について検討する。

〖R1～〗
・近隣市町と避難場所相互利用に関する協定
を締結している。今後、近隣市町と協議を重
ね、効果的な広域避難について検討する。

〖R1～R2〗
・想定 大規模降雨時に使用できる避難所と
階層を記載した。避難経路については自主防
災組織の避難訓練等で検討する。
・災害時における利根川両岸3市3町相互応援
に関する協定などの災害協定を締結し、広域
避難体制の充実を図っている。
・また、災害時におけるバス利用に関する協
定も締結しており、広域避難時のバス利用が
できるようにしている。
〖R3〗
・協定締結先自治体と緊急時の連絡先等の
確認を行った。

〖R3〗
・未実施

〖R1～R2〗
・ 大規模降雨による水害リスクを踏まえた避
難場所及び避難経路の検討や、協議会の場
を活用した調整の検討を実施する。
〖R3〗
・ 大規模降雨による水害リスクを踏まえた避
難所、避難場所の収容可能人数を検討

〖R1～〗
・近隣自治体との意見交換の場を通じて、引
き続き検討していく。

〖R1～〗
・協議会等の場において情報を共有し、実施
を検討。

〖R1～〗
・関係部署と調整し検討予定。

〖継続実施〗
・水害リスク情報を踏まえて、避難場所及び避
難経路を検討する。

〖R1～〗
・浸水想定区域が限定的であり、広域避難は
考えていない。

実施無し。 ・隣接市町村等における避難場所の設定や洪
水時の連絡体制等について検討。（R1～R3）

〖R1～〗
・広域避難について検討する。

・訓練等で自宅や避難所以外の避難方法など
の検討を促した。

・協定締結先自治体と緊急時の連絡先等の
確認を行った。

・住民に対して自主避難場所を確保や在宅避
難の実施について周知した。

・ 大規模降雨による水害リスクを踏まえた避
難所、避難場所の収容可能人数を把握してい
る。
・近隣市町村等と災害時相互応援協定を締結
している。

未実施。 上記取組を継続して行う。 ・協議会等の場において情報を共有し、実施
を検討。

自主防災組織に対して自主避難場所を確保
するよう周知した。

・協議会の場で、避難場所の設定等の検討・
調整を強く希望する。

〖R1～〗
・浸水想定区域が限定的であり、広域避難は
考えていない。

実施無し。 ・隣接市町村等における避難場所の設定や洪
水時の連絡体制等について検討。

引続き、検討する。 上記を継続して実施 ・継続して、協定締結先自治体と緊急時の連
絡先等の確認を行う。

・ 大規模降雨による水害リスクを踏まえた避
難者数を、市内の避難所のみで収容可能。必
要に応じて見直し

近隣自治体との意見交換の場を通じて、引き
続き検討していく。

・継続して実施。 関係部署と調整し検討予定。 ・継続して実施 近隣自治体との意見交換の場を通じて、引き
続き検討していく。

継続して実施。
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具体的取組 主な内容 目標時期

　Ｇ）広域避難を考慮したハザードマップの作成・　周知等

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

25
想定 大規模降雨による
洪水浸水想定区域図、氾
濫シミュレーションの公表

・管理河川の洪水浸水想定区域図、氾
濫シミュレーションの策定・公表

26
氾濫特性を考慮した被害
シナリオと緊急避難及び
広域避難計画の策定

・氾濫特性を考慮した被害シナリオと緊
急避難及び広域避難計画の策定

【鉄道事業者】
・台風接近等による列車の計画運休の
実施に関する情報をいち早く協議会関
係機関に提供する。

【鉄道事業者】
・協議会関係市区町の住民が行政界を
超えて広域避難を行う際の移動手段と
して、鉄道やバス等を提供する。

27
広域避難のための避難場
所の確保

・広域避難に向けた、他の市区町村に
おける避難場所の確保
・他の市区町村からの避難者の受け入
れのための施設の指定

【鉄道事業者】
・洪水氾濫のおそれのある際に、帰宅
困難者等が駅周辺で一時滞留する場
や水・軽食等の提供を行うこと等に関
する協定の締結

・各市町村において、水害リスク情報を
踏まえて避難場所及び避難経路を検
討し、当該市町村内の避難場所だけで
避難者を収容できない場合等において
は、協議会等の場を活用して、隣接市
町村等における避難場所の設定や洪
水時の連絡体制等について検討・調整
を実施。
・2020年度までに隣接市町村等への広
域避難体制を構築。

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・隣接市町村との避難所相互利用に関する協
定を結んでいる。
・広域拡散を考慮したタイムラインについて、
検討していく。

〖継続実施〗
・広域避難計画は策定していないが、隣接市
への広域避難の情報を入れた洪水ハザード
マップを公表している。
〖H28〗
・利根川が洪水した場合の、広域避難の実現
性について検討。
〖H30～R2〗
・広域避難計画は策定していないが、隣接市
への広域避難の情報を入れた洪水ハザード
マップを公表している。
〖R3〗
・隣接市への広域避難の情報を入れた洪水
ハザードマップを作成中。

〖継続実施〗
・想定 大規模降雨の洪水浸水想定区域図
に基づき、広域避難も含めた避難計画の策定
を検討する。

〖継続実施〗
・広域避難計画は策定していないが、地域防
災計画に広域避難対策に関する内容を記載
している。
〖R3〗
・引き続き、改訂作業中のハザードマップに浸
水継続時間や家屋倒壊等氾濫想定区域に関
するページを設け、広域避難を含めた避難行
動の検討を促している。

〖継続実施〗
・広域避難計画は未策定だが、隣接市町との
避難所相互利用に関する協定はすでに締結
している。
〖R3〗
・広域避難計画は未策定だが、隣接市町との
避難所相互利用に関する協定について、必要
に応じて見直しを行う。

〖継続実施〗
・地域防災計画の見直しを検討中であり、そ
の際に内容について検証する予定。
〖H29〗
・地域防災計画の見直しを行ったが、広域避
難計画は引き続き検討する予定。
〖R1～〗
・引き続き検討。

〖継続実施〗
・広域避難計画は策定していないが、地域防
災計画に広域避難対策に関する協定を掲載
している。

〖継続実施〗
・広域避難計画は策定していないが、周辺市
町との協定を締結している。
〖R2〗
・一部の小学校において、洪水を想定した避
難訓練を実施。
〖R3〗
・広域避難も含めた避難計画の策定を検討し
た。

〖継続実施〗
・広域避難計画は策定していないが、地域防
災計画に広域避難対策に関する内容を記載
している。
・引き続き協議会等を通じて検討していく。

〖継続実施〗
・近隣自治体と連携した広域避難計画の策定
の必要性について検討する。

〖継続実施〗
・田中調整池があり，浸水想定区域の範囲を
考慮すると，市内の避難所等で対応可能であ
るため，広域避難の必要性はない。

〖継続実施〗
・東葛中部地区連合水防団として検討してい
く。【R2～】
〖R3〗
・今後の地域防災計画の修正に合わせ、被害
想定の見直しや避難体制づくりを計画してい
る。

〖継続実施〗
・広域避難計画は策定しないが、周辺の市町
との協定を締結している。
※市内における避難場所で、収容人数を満た
している。
・協定に基づく訓練等の取り組みを検討する。
【平成28年度～】
〖H28〗
・協定に基づく避難訓練の検討を開始した。
〖H29～〗
・避難訓練については検討中。

広域避難のタイムラインについて検討してい
る。

・隣接市への広域避難の情報を入れた洪水
ハザードマップを作成し、公表した。

〖継続実施〗
・想定 大規模降雨の洪水浸水想定区域図
に基づき、広域避難も含めた避難計画の策定
を検討する。

なし 〖継続実施〗
・広域避難計画は未策定だが、隣接市町との
避難所相互利用に関する協定はすでに締結
している。
〖R4〗
・広域避難計画は未策定だが、隣接市町との
避難所相互利用に関する協定について、必要
に応じて見直しを行う。

・特に実施していない。 〖継続実施〗
・広域避難計画は策定していないが、地域防
災計画に広域避難対策に関する協定を掲載
している。

・広域避難も含めた避難計画の策定を検討し
た。

・広域避難計画は策定していないが、地域防
災計画に広域避難対策に関する内容を記載
している。
・引き続き協議会等を通じて検討していく。

〖継続実施〗
・近隣自治体と連携した広域避難計画の策定
の必要性について検討する。
【Ｒ４】
・千葉県と広域避難について協議したところ、
「広域避難の取り組みは課題が多く千葉県が
中心的な役割りで進めても策定まで至るのは
困難である」との意見があった。
・令和4年度13市防災事務連絡会（千葉県東
葛飾地域を中心とした市町村間で行う意見交
換会）第1回にて会員となっている自治体間
で、広域避難者の避難計画の協定等の検討
を提案した。

〖継続実施〗
・田中調整池があり，浸水想定区域の範囲を
考慮すると，市内の避難所等で対応可能であ
るため，広域避難の必要性はない。

・令和５年度にかけての地域防災計画の修正
に合わせ、被害想定の見直しや避難体制づく
りを計画している。

〖継続実施〗
・広域避難計画は策定しないが、周辺の市町
との協定を締結している。
※市内における避難場所で、収容人数を満た
している。
・協定に基づく訓練等の取り組みを検討する。
【平成28年度～】
〖H28〗
・協定に基づく避難訓練の検討を開始した。
〖H29～〗
・避難訓練については検討中。

広域避難計画の策定について検討していく。 ・隣接市への広域避難の情報を入れた洪水
ハザードマップを活用し、緊急・広域避難計画
について検討を行う。

〖継続実施〗
・想定 大規模降雨の洪水浸水想定区域図
に基づき、広域避難も含めた避難計画の策定
を検討する。

・改訂作業中のハザードマップに浸水継続時
間や家屋倒壊等氾濫想定区域に関するペー
ジを設け、広域避難を含めた避難行動の検討
を促す。

・広域避難計画は未策定だが、隣接市町との
避難所相互利用に関する協定について、必要
に応じて見直しを行う。

・引き続き検討。 同上 引き続き広域避難も含めた避難計画の策定を
検討する。

・引き続き協議会等を通じて検討していく。 今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

・田中調整池があり，浸水想定区域の範囲を
考慮すると，市内の避難所等で対応可能であ
るため，広域避難の必要性はない。

〖継続実施〗
・隣接市町村との避難所相互利用に関する協
定を結んでいる。

〖継続実施〗
・近隣市町で構成する田園都市づくり協議会
で災害時相互応援協定を結んであり、各市町
が指定する全ての避難所を利用できる。
・埼玉県内の全ての市町村で相互に協力する
協定を結んであり、被災者の一時収容のため
に施設を提供される。
・さくらサミット加盟団体と相互応援協定を結
んであり、被災者の一時収容のために施設を
提供される。
〖H28〗
・他自治体との相互応援協定により避難場所
は確保されている。
〖H30〗
・近隣市町で構成する田園都市づくり協議会
で災害時相互応援協定を結んであり、各市町
が指定する全ての避難所を利用できる。
・埼玉県内の全ての市町村で相互に協力する
協定を結んであり、被災者の一時収容のため
に施設を提供される。
・さくらサミット加盟団体と相互応援協定を結
んであり、被災者の一時収容のために施設を
提供される。
・埼玉県秩父市と相互応援協定を締結してお
り、避難者の一時受け入れ施設が確保され
る。

〖継続実施〗
・近隣市町と災害協定を締結し、避難場所等
の相互利用を行う。
・災害に対する相互応援及び協力に関する協
定（草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・
松伏町）。
〖H28～R2〗
・災害に対する相互応援及び協力に関する協
定（草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・
松伏町）。
・越谷市に隣接した地域に居住する自治会に
対して、災害時における避難場所の意向調査
を実施し、居住する場所から近い越谷市の避
難場所へ避難できるように調整を行った。
〖R3〗
・広域避難に向けた、他の市区町村における
避難場所の確保に向けた検討を行った。

〖継続実施〗
・近隣市町で構成する東部中央都市連絡協議
会及び田園都市づくり協議会において構成市
町と相互応援及び避難所相互利用の協定を
締結している。
〖R3〗
・東部中央都市連絡協議会会議にて避難行
動等を含めた意見交換等を行っている。

〖継続実施〗
・周辺市区町の協力を得て住民の避難場所
の確保と避難経路の設定等を進める。

〖継続実施〗
・地域防災計画の見直しを検討中であり、そ
の際に内容について検証する予定。
〖H29〗
・地域防災計画の見直しを行ったが、避難場
所の確保は引き続き検討する予定。
〖R1～〗
・引き続き検討。

〖継続実施〗
・東部中央都市連絡協議会（春日部市、蓮田
市、白岡市、杉戸町、宮代町）及び田園都市
づくり協議会（久喜市、蓮田市、幸手市、白岡
市、杉戸町、宮代町）において構成市町と相
互応援の協定を締結しており、避難場所を確
保している。

〖継続実施〗
・他市町と協定を締結している。

〖継続実施〗
・自治体間の相互災害時応援協定を結ぶ中
で、避難所を定め相互の広域避難を検討す
る。
〖R1〗
・広域避難の可能性について、近隣市と情報
交換を実施。
〖R2～〗
・引き続き協議会等の場を活用し広域避難に
ついて検討する。

〖継続実施〗
・隣接する市町と避難所の相互利用に関する
協定の締結を検討する。(同じ流域市町村と協
同での協定締結を想定）

〖継続実施〗
・隣接市と避難に関する相互支援の協定を締
結している。
〖R2～〗
・帰宅困難者等が駅周辺で一時滞留する場等
について，協定を締結している。

〖継続実施〗
・隣接市と避難に関する相互支援の協定を締
結している。

〖継続実施〗
・隣接市と避難に関する相互支援の協定を締
結している。
・毎年、相互支援協定を締結している自治体
等との情報交換を実施している。

・実施済。 広域避難に向けた、他の市区町村における避
難場所の確保に向けた検討を行った。

引続き、ハザードマップに浸水「想定時間や家
屋倒壊等氾濫想定区域に関するページを用
いて、広域避難を含めた避難行動の検討を促
す。

〖継続実施〗
・周辺市区町の協力を得て住民の避難場所
の確保と避難経路の設定等を進める。

・地域防災計画の改訂に伴い広域避難等に
ついて、検討や協議を進めることを明記した。

〖継続実施〗
・東部中央都市連絡協議会（春日部市、蓮田
市、白岡市、杉戸町、宮代町）及び田園都市
づくり協議会（久喜市、蓮田市、幸手市、白岡
市、杉戸町、宮代町）において構成市町と相
互応援の協定を締結しており、避難場所を確
保している。

・他市町と協定を締結している。 ・引き続き協議会等の場を活用し広域避難に
ついて検討する。

〖継続実施〗
・隣接する市町と避難所の相互利用に関する
協定の締結を検討する。(同じ流域市町村と協
同での協定締結を想定）

・隣接市と避難に関する相互支援の協定を締
結している。
・帰宅困難者等が駅周辺で一時滞留する場等
について，協定を締結している。

・隣接市と避難に関する相互支援の協定を締
結している。

〖継続実施〗
・隣接市と避難に関する相互支援の協定を締
結している。
・毎年、相互支援協定を締結している自治体
等との情報交換を実施している。

適宜、見直しを行う。 ・新たな協定を検討する。 広域避難に向けた、他の市区町村における避
難場所の確保に向けた検討を行っていく。

・具体的な広域避難計画等を検討する。 ・継続して実施 ・引き続き検討。 同上 ・近隣市町との避難者の受け入れ体制につい
ての調整を図る。

・引き続き協議会等の場を活用し広域避難に
ついて検討する。

今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

・隣接市と避難に関する相互支援の協定を締
結している。
・帰宅困難者等が駅周辺で一時滞留する場等
について，協定を締結している。

〖R1～R2〗
・近隣自治体との協議会を設けて、日ごろから
の連絡体制を整えている。

〖R2〗
・隣接市町村等における避難場所の設定や洪
水時の連絡体制等について検討・調整を行っ
た。実施隣接市町村等への広域避難体制を
構築について検討した。
〖R3〗
・隣接市町村等における避難場所の設定や洪
水時の連絡体制等について検討した。実施隣
接市町村等への広域避難体制を構築につい
て検討した。

〖継続実施〗
・近隣市町で構成する東部中央都市連絡協議
会及び田園都市づくり協議会において構成市
町と相互応援及び避難所相互利用の協定を
締結している。
〖R3〗
・東部中央都市連絡協議会会議にて避難行
動等を含めた意見交換等を行っている。

・実施予定なし 〖R2〗
・隣接の自治体間で協議、検討が必要。
〖R3〗
・引き続き検討。

〖R1～〗
・隣接市町と避難所の相互利用の協定を結ん
でいる。今後は広域避難体制、連絡体制の整
備を進める。

〖R2～〗
・広域避難について、検討した。

〖R1〗
・広域避難の可能性について、検討していく。
〖R2～〗
・引き続き協議会等の場を活用し広域避難に
ついて検討する。

〖R3〗
・隣接する市町と避難所の相互利用に関する
協定の締結を検討する。（同じ流域市町村と
共同での協定締結を想定）

〖継続実施〗
・隣接市と避難に関する相互支援の協定を締
結している。

〖R1～〗
・隣接市と避難に関する相互支援の協定を締
結している。

〖R2～〗
・市内における避難場所で、収容人数を満た
している。

近隣自治体との協議会を設けて、日ごろから
の連絡体制を整えている。

隣接市町村等における避難場所の設定や洪
水時の連絡体制等について検討・調整を行っ
ていく。実施隣接市町村等への広域避難体制
を構築について検討した。

東部中央都市連絡協議会会議にて避難行動
等を含めた意見交換等を行っている。

・実施予定なし ・地域防災計画の改訂に伴い広域避難等に
ついて、検討や協議を進めることを明記した。

〖R1～〗
・隣接市町と避難所の相互利用の協定を結ん
でいる。今後は広域避難体制、連絡体制の整
備を進める。

・広域避難について、検討した。 ・引き続き協議会等の場を活用し広域避難に
ついて検討する。

〖継続実施〗
・隣接する市町と避難所の相互利用に関する
協定の締結を検討する。（同じ流域市町村と
共同での協定締結を想定）

・隣接市と避難に関する相互支援の協定を締
結している。

・隣接市と避難に関する相互支援の協定を締
結している。

〖R2～〗
・市内における避難場所で、収容人数を満た
している。

引き続き連絡体制を確保し、強化に努めてい
く。

隣接市町村等における避難場所の設定や洪
水時の連絡体制等について検討・調整を行っ
ていく。実施隣接市町村等への広域避難体制
を構築について検討していく。

・具体的な広域避難計画等を検討する。 ・実施予定なし ・引き続き検討。 同上 ・近隣市町との避難者の受け入れ体制につい
ての調整を図る。

・引き続き協議会等の場を活用し広域避難に
ついて検討する。

・隣接市と避難に関する相互支援の協定を検
討。

・隣接市と避難に関する相互支援の協定を締
結している。
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具体的取組 主な内容 目標時期

　Ｇ）広域避難を考慮したハザードマップの作成・　周知等

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

25
想定 大規模降雨による
洪水浸水想定区域図、氾
濫シミュレーションの公表

・管理河川の洪水浸水想定区域図、氾
濫シミュレーションの策定・公表

26
氾濫特性を考慮した被害
シナリオと緊急避難及び
広域避難計画の策定

・氾濫特性を考慮した被害シナリオと緊
急避難及び広域避難計画の策定

【鉄道事業者】
・台風接近等による列車の計画運休の
実施に関する情報をいち早く協議会関
係機関に提供する。

【鉄道事業者】
・協議会関係市区町の住民が行政界を
超えて広域避難を行う際の移動手段と
して、鉄道やバス等を提供する。

27
広域避難のための避難場
所の確保

・広域避難に向けた、他の市区町村に
おける避難場所の確保
・他の市区町村からの避難者の受け入
れのための施設の指定

【鉄道事業者】
・洪水氾濫のおそれのある際に、帰宅
困難者等が駅周辺で一時滞留する場
や水・軽食等の提供を行うこと等に関
する協定の締結

・各市町村において、水害リスク情報を
踏まえて避難場所及び避難経路を検
討し、当該市町村内の避難場所だけで
避難者を収容できない場合等において
は、協議会等の場を活用して、隣接市
町村等における避難場所の設定や洪
水時の連絡体制等について検討・調整
を実施。
・2020年度までに隣接市町村等への広
域避難体制を構築。

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・江東５区広域避難推進協議会において協議
中。
〖H30〗
・広域避難を要する、荒川・江戸川の同時氾
濫及び高潮を対象とした「江東５区大規模水
害広域避難計画」を策定した。
〖R1〗
・緊急避難建物の開設方法など見直しを行っ
ている。
・江東５区大規模水害広域避難計画につい
て、課題抽出、検討を実施している。
〖R2〗
・緊急避難建物の見直しや拡充を行ってい
る。
・江東５区大規模水害広域避難計画につい
て、課題抽出、検討を実施している。
〖R3〗
・緊急避難建物の見直しや拡充を行ってい
る。
・江東５区において、広域避難にかかる課題
抽出・検討を行っている。
・東京都が確保した広域避難先である「国立
オリンピック記念青少年総合センター」の運用
について、東京や関係区と検討を行っている。

〖継続実施〗
・新たな浸水想定区域図に基づき、広域避難
も含めた避難計画を策定予定。
〖R3〗
・広域避難も含めた避難計画を検討中

〖継続実施〗
・江東５区広域避難推進協議会において協議
中。
〖H28〗
・江東５区広域避難推進協議会を立ち上げ検
討中。
〖H29〗
・江東５区広域避難推進協議会において検討
中。
〖H30～R1〗
・江東５区広域避難推進協議会において「江
東５区大規模水害広域避難計画」を策定。
〖R2～〗
・江東５区広域避難推進協議会において広域
避難の実現に向けた行政機関の具体的な体
制及び実行計画を協議中。

〖継続実施〗
・広域避難計画策定の際の参考となるよう，
指定避難所等について水没の可能性等の有
無を検討するよう市町村に依頼した。
・市町村の広域避難計画の策定を支援する。
〖H28〗
・市町村の広域避難計画策定支援のための
ワーキンググループを設置した。
〖H29〗
・市町村の広域避難計画策定支援のための
ワーキンググループでガイドラインを策定
〖H30～〗
・広域避難計画策定ガイドラインに基づき，市
町の計画策定を支援した。

〖継続実施〗
・市町の広域避難計画の策定を支援する。
〖H28〗
・市町に対し、広域避難計画の策定を働きか
けていく。
〖H29〗
・国の広域避難検討ワーキングの報告書につ
いて、市町に情報提供を行った。
〖H30〗
・市町の広域避難計画の策定を支援する。
〖R3〗
・特になし

〖継続実施〗
・新たな洪水浸水想定区域図に基づく洪水リ
スク情報等を県減災協議会により情報共有
し、減災のための取組を検討することとしてお
り、本協議会を通じて検討する。
〖H28〗
・県減災対策協議会を設立。地域部会を通じ
て減災のための取組を検討する旨を確認。
・県減災対策協議会（安中地域部会）を開催。
〖H29〗
・11の地域部会において減災に係る課題抽
出・対策検討を行い、協議会において減災の
ための取組を決定した。
・中小河川を含む県内全河川における減災対
策を検討するため、12の地域部会（中之条・
吾妻地域追加）で検討開始。
〖H30〗
・邑楽館林地区における広域避難のあり方に
ついて検討
〖R3〗
・広域避難計画策定につながる広域避難者
数・分散避難者数を把握するための住民アン
ケートひな形を作成し、市町村へ共有。

〖継続実施〗
・直轄河川事務所及び市町における広域避難
計画の策定を支援。

〖継続実施〗
・市町における氾濫特性を考慮した被害シナ
リオと緊急避難及び広域避難計画の策定を
支援する。
〖H28～〗
・中央防災会議の「洪水・高潮氾濫からの大
規模・広域避難検討ＷＧ」への参加による情
報収集。
〖H28～R2〗
・上記国検討会を受けた庁内検討組織の設置
及び市町村説明会の実施。【H30～】

〖継続実施〗
・中央防災会議「洪水・高篠氾濫からの大規
模・広域避難検討ワーキンググループ」等の
議論を踏まえて検討している。
・国と共同で設置した「首都圏における大規模
水害広域避難検討会」において、広域避難場
所や避難手段の確保などについて、関係機関
間の連携・役割分担等について検討を進めて
いる。
〖R3〗
・施設と協定を締結し、広域避難先確保に取り
組んでいる。
・令和4年3月、「首都圏における大規模水害
広域避難検討会」において、「広域避難計画
策定支援ガイドライン」を公表した。

〖継続実施〗
・気象情報等の視点で作成に必要な情報の提供及び策定を支援する。
〖H28～H30〗
・江東５区広域避難推進協議会に参加し、関係各区の広域避難実施体制
の検討を行った。
〖H29～H30〗
・利根川中流4県境広域避難協議会に参加し、課題整理等に協力した。
〖R1〗
・利根川中流4県境広域避難協議会にオブザーバ参加し、関係各区市町
の広域避難実施体制の検討を行った。
〖R2〗
・地元の地方気象台も関係市町村への避難計画に関する助言及び判断に
資する情報提供を行う。
〖R3〗
・利根川中流4県境広域避難協議会に参加し、広域避難についての新たな
考え方について利根川上流河川事務所と打ち合わせを行った。(東京管
区）
・計画の策定に必要な支援及び情報提供ができることがあれば協力してい
く。（宇都宮）
・利根川中流4県境広域避難協議会（オンライン開催）にオブザーバ参加し
た。（水戸、宇都宮、前橋、熊谷）

・江東５区において、広域避難にかかる課題
抽出・検討を行っている。
・東京都が確保した広域避難先の開設・運用
について、東京都や関係区と検討を行ってい
る。
・広域避難手段や情報伝達手段について、
国、東京都、関係区、関係機関等と検討して
いる。

〖継続実施〗
・広域避難も含めた避難計画を検討中

・氾濫特性を考慮したシナリオの検討のため、
浸水シミュレーションを作成中。

広域避難計画策定ガイドラインに基づき，市
町の計画策定を支援した。

・特になし ・広域避難に係る現状の取組や課題等を共有
するため、市町や振興局を集めた意見交換会
を実施し、住民アンケートの結果を共有。

・直轄河川事務所及び市町における広域避難
計画の策定を支援。
・市町村による広域避難計画の策定等に係る
経費に対する補助の実施。

・体制整備にあたり市町村より問い合わせが
あった場合は、適宜対応を行う事で、市町村と
連携を図っていく。
　併せて国等の検討結果を踏まえ、関係機関
と連携を図りながら、検討を行っていく。

・内閣府と共同で設置している「首都圏におけ
る広域的な避難対策の具体化に向けた検討
会」（令和4年度新設）において、首都圏におけ
る大規模風水害時の広域避難等を円滑に実
施するために、平時から各機関の関係を深め
た上で、必要な取組事項等について検討を進
めている。
・施設と協定を締結し、広域避難先の確保に
取り組んでいる。

・利根川中流4県境広域避難協議会（オンライン）にメンバー（東京管区）・
オブザーバー（水戸、宇都宮、前橋、熊谷）として参加し、関係自治体の広
域避難実施体制の検討を行った。（全体、予定）

・円滑な広域避難計画の実行が図られるよ
う、東京都や江東５区等関係者と連携を図っ
ていく。

引き続き、広域避難計画策定ガイドラインに基
づき，市町の計画策定を支援する。

・引き続き、必要に応じて市町の広域避難計
画の策定を支援する。

・利根川左岸邑楽館林地区における広域避難
計画の策定に向けた市町村支援を検討。

市町における広域避難計画の策定を支援す
る。

・引き続き、「洪水・高潮氾濫からの大規模・広
域避難検討ＷＧ」への参加し、情報収集に努
めていく。

広域避難先や避難手段の確保などについて、
関係機関間の連携・役割分担等について引き
続き検討していく。

・引き続き、計画の策定に必要な情報提供及び技術的支援を行う。（全体）

〖継続実施〗
・利根川の決壊により、区内避難所だけでは
浸水区域に居住する区民を収容しきれなく
なった場合には、近隣自治体等へ避難者の受
け入れを要請する可能性があるが、具体的な
避難先は決まっていない。
〖R1～〗
・江東５区及び国・都が設置した「首都圏にお
ける大規模水害広域避難検討会」に参画して
検討中。
〖R3〗
・東京都が確保した広域避難先である「国立
オリンピック記念青少年総合センター」の運用
について、東京や関係区と検討を行っている。

〖継続実施〗
・利根川上流部の破堤により、区内避難所だ
けでは浸水区域に居住する区民を収容しきれ
なくなった場合には、区より西部の特別区に
受け入れを依頼するが、具体的な避難先は決
まっていない。
・新たな浸水想定区域図に基づき、広域避難
場所の確保についても検討していく予定。
〖H30～R2〗
・江東５区広域避難推進協議会において東京
都と連携して広域避難先を検討中。
〖R3〗
・東京都と連携して広域避難先施設を確保し
た。

〖継続実施〗
・長野県安曇野市【昭和49年】、山形県鶴岡市
【昭和56年】と友好都市関係。
・23区と相互協力支援の協定を締結。【平成
25年度】
・千葉県市川市と災害時における相互応援協
定を締結。【平成20年度】
・茨城県東茨城郡城里町と災害時における相
互支援協定を締結。【平成27年度】
・千葉県浦安市と災害時における相互支援協
定を締結。【令和元年度】
・新潟県南魚沼市と災害時における相互支援
協定を締結。【令和2年度】
・今後、避難先の自治体範囲を拡大して、災
害時協力協定の締結を目指すとともに具体的
な避難施設を確保する。
〖H28〗
・江東５区広域避難推進協議会を立ち上げ、
東京都と連携して広域避難先を検討中。
〖H29〗
・江東５区広域避難推進協議会において東京
都と連携して広域避難先を検討中。
〖H30～〗
・国・都が設置した「首都圏における大規模水
害広域避難検討会」に参画して検討中。
〖R3〗
・都が確保した公的広域避難先施設につい
て、具体的運用を検討中。

〖継続実施〗
・東日本大震災の際など，県有施設を避難所
として開設した。
・県が避難所を開設する場合のマニュアル作
成を検討する。
・広域避難場所の確保について市町村を支援
する。
〖H28〗
・境町と坂東市との広域避難に関する協定に
ついて助言した。
〖H29～〗
・広域避難計画策定ガイドラインにおいて，広
域避難場所を確保するよう明示（継続）。

〖継続実施〗
・市町の広域避難所の確保のため、隣接する
県の協力が必要となった場合は、市町と一緒
に協議を行うなどの支援をする。
〖H28〗
・広域避難のための避難場所の必要性につい
て、市町と検討する。
〖R3〗
・特になし

〖継続実施〗
・市町の広域避難所確保のため、隣接する県
の協力が必要となった場合は、市町と一緒に
協議を行うなどの支援をする。（適宜）
（洪水リスク情報等を県減災対策協議会によ
り情報共有し、減災のための取組を検討する
こととしており、本協議会を通じて広域避難に
ついても検討する）
〖H28〗
・県減災対策協議会を設立。地域部会を通じ
て減災のための取組を検討する旨を確認。
・県減災対策協議会（安中地域部会）を開催。
〖H29〗
・11の地域部会において減災に係る課題抽
出・対策検討を行い、協議会において取組を
決定した。
・中小河川を含む県内全河川における減災対
策を検討するため、12の地域部会（中之条・
吾妻地域追加）で検討を開始。
〖H30〗
・邑楽館林地における広域避難のあり方につ
いて検討
〖R3〗
・広域避難計画策定につながる広域避難者
数・分散避難者数を把握するための住民アン
ケートひな形を作成し、市町村へ共有。

〖継続実施〗
・県地域防災計画において、市町村は広域避
難場所を選定確保するよう規定しており、市
町村の地域防災計画においても、同様に規定
するよう助言している。

〖継続実施〗
・市町の広域避難所の確保のため、隣接する
県の協力が必要となった場合は、市町と一緒
に協議を行うなどの支援をする。
〖H28〗
・市町における氾濫特性を考慮した被害シナ
リオと緊急避難及び広域避難計画の策定を
支援。
〖H29～R2〗
・中央防災会議の「洪水・高潮氾濫からの大
規模・広域避難検討ＷＧ」への参加による情
報収集。
・上記国検討会を受けた庁内検討組織の設置
及び市町村説明会の実施。【H30～】
〖R3〗
・市町村から問い合わせがあった際に適宜対
応

〖継続実施〗
・中央防災会議「洪水・高篠氾濫からの大規
模・広域避難検討ワーキンググループ」等の
議論を踏まえて検討している。
・国と共同で設置した「首都圏における大規模
水害広域避難検討会」において、広域避難場
所や避難手段の確保などについて、関係機関
間の連携・役割分担等について検討を進めて
いる。
〖R3〗
・施設と協定を締結し、広域避難先確保に取り
組んでいる。
・令和4年3月、「首都圏における大規模水害
広域避難検討会」において、「広域避難計画
策定支援ガイドライン」を公表した。

・東京都が確保した広域避難先の開設・運用
について、東京都や関係区と検討を行ってい
る。

〖R4〗
・引き続き東京都と連携し、広域避難先施設
の確保を進めている。

・都が確保した公的広域避難先施設との協定
を締結し、運用方法について検討中。

広域避難計画策定ガイドラインにおいて，広
域避難場所を確保するよう明示（継続）。

・特になし ・広域避難に係る現状の取組や課題等を共有
するため、市町や振興局を集めた意見交換会
を実施し、住民アンケートの結果を共有。

・県地域防災計画において、市町村は広域避
難場所を選定確保するよう規定しており、市
町村の地域防災計画においても、同様に規定
するよう助言している。

・体制整備にあたり市町村より問い合わせが
あった場合は、適宜対応を行う事で、市町村と
連携を図っていく。
　併せて国等の検討結果を踏まえ、関係機関
と連携を図りながら、検討を行っていく。

・内閣府と共同で設置している「首都圏におけ
る広域的な避難対策の具体化に向けた検討
会」（令和4年度新設）において、首都圏におけ
る大規模風水害時の広域避難等を円滑に実
施するために、平時から各機関の関係を深め
た上で、必要な取組事項等について検討を進
めている。
・施設と協定を締結し、広域避難先の確保に
取り組んでいる。

・円滑な広域避難計画の実行が図られるよ
う、東京都や江東５区等関係者と連携を図っ
ていく。

・関係機関とともに広域避難先施設の運営等
を検討していく。

・公的広域避難先の運営も含めて職員配備態
勢を検討し、実効性向上に努める。

・広域避難場所の確保について市町村を支援
する。

・市町の広域避難所の確保のため、隣接する
県の協力が必要となった場合は、市町と一緒
に協議を行うなどの支援をする。

・利根川左岸邑楽館林地区における避難先の
検討・調整等の市町村支援を検討。

・市町村による広域避難場所を選定確保する
よう助言を行う。

引き続き、協議会のネットワークを活用するな
どして、関係市と広域避難計画に係る検討を
進めていく。

広域避難先や避難手段の確保などについて、
関係機関間の連携・役割分担等について引き
続き検討。

〖R1～〗
・江東５区及び国・都が設置した「首都圏にお
ける大規模水害広域避難検討会」に参画して
検討を行う。
〖R3〗
・東京都が確保した広域避難先である「国立
オリンピック記念青少年総合センター」の運用
について、東京や関係区と検討を行っている。

〖R1～R2〗
・江東５区広域避難推進協議会において東京
都と連携して広域避難先を検討する。
〖R3〗
・東京都と連携して広域避難先施設を確保し
た。

〖R2～〗
・国・都が設置した「首都圏における大規模水
害広域避難検討会」に参画して検討中。
〖R3〗
・都が確保した公的広域避難先施設につい
て、具体的運用を検討中。

〖R1～〗
・利根川中流域広域避難協議会に参画し、検
討を行った。

〖R1～R2〗
・平成30年度より邑楽館林地区での広域避難
のあり方について検討
〖R3〗
・広域避難計画策定につながる広域避難者
数・分散避難者数を把握するための住民アン
ケートひな形を作成し、市町村へ共有。

〖継続実施〗
・県地域防災計画において、市町村は広域避
難場所を選定確保するよう規定しており、市
町村の地域防災計画においても、同様に規定
するよう助言している。

〖R1～R2〗
・各市町村において、水害リスク情報を踏まえ
て避難場所及び避難経路を検討し、当該市町
村内の避難場所だけで避難者を収容できない
場合等においては、協議会等の場を活用し
て、隣接市町村等における避難場所の設定
や洪水時の連絡体制等について検討・調整を
実施していく。
〖R3〗
・市町村から問い合わせがあった際に適宜対
応。

〖R1～〗
国と共同で設置した「首都圏における大規模
水害広域避難検討会」において、広域避難先
や避難手段の確保などについて、関係機関間
の連携・役割分担等について検討を進めてい
る。

・東京都が確保した広域避難先の開設・運用
について、東京都や関係区と検討を行ってい
る。

〖継続実施〗
・東京都と連携し、広域避難先施設の確保を
進めている。
〖R4〗
・水害ハザードマップ説明会で、広域避難の
可能性や広域避難する場合の避難行動等に
ついて区民に周知した。

・都が確保した公的広域避難先施設につい
て、具体的運用を検討中。

・利根川中流域広域避難協議会に参画し、検
討を行った。

・広域避難に係る現状の取組や課題等を共有
するため、市町や振興局を集めた意見交換会
を実施し、住民アンケートの結果を共有。

・県地域防災計画において、市町村は広域避
難場所を選定確保するよう規定しており、市
町村の地域防災計画においても、同様に規定
するよう助言している。

・市町村から問い合わせがあった際に適宜対
応。

・内閣府と共同で設置している「首都圏におけ
る広域的な避難対策の具体化に向けた検討
会」（令和4年度新設）において、首都圏におけ
る大規模風水害時の広域避難等を円滑に実
施するために、平時から各機関の関係を深め
た上で、必要な取組事項等について検討を進
めている。

・円滑な広域避難計画の実行が図られるよ
う、東京都や江東５区等関係者と連携を図っ
ていく。

・引き続き、東京都と連携して広域避難先施
設の確保を進めるとともに、避難先施設の運
営についても検討していく。

・公的広域避難先の運営も含めて職員配備態
勢を検討し、実効性向上に努める。

引き続き、利根川中流域広域避難協議会に
参画し、広域避難体制の構築を支援する。

・利根川左岸邑楽館林地区における避難先の
検討・調整等の市町村支援を検討。

・引き続き、協議会のネットワークを活用する
などして、関係市と広域　避難計画に係る検
討を進めていく。

広域避難先や避難手段の確保などについて、
関係機関間の連携・役割分担等について引き
続き検討。
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具体的取組 主な内容 目標時期

　Ｇ）広域避難を考慮したハザードマップの作成・　周知等

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

25
想定 大規模降雨による
洪水浸水想定区域図、氾
濫シミュレーションの公表

・管理河川の洪水浸水想定区域図、氾
濫シミュレーションの策定・公表

26
氾濫特性を考慮した被害
シナリオと緊急避難及び
広域避難計画の策定

・氾濫特性を考慮した被害シナリオと緊
急避難及び広域避難計画の策定

【鉄道事業者】
・台風接近等による列車の計画運休の
実施に関する情報をいち早く協議会関
係機関に提供する。

【鉄道事業者】
・協議会関係市区町の住民が行政界を
超えて広域避難を行う際の移動手段と
して、鉄道やバス等を提供する。

27
広域避難のための避難場
所の確保

・広域避難に向けた、他の市区町村に
おける避難場所の確保
・他の市区町村からの避難者の受け入
れのための施設の指定

【鉄道事業者】
・洪水氾濫のおそれのある際に、帰宅
困難者等が駅周辺で一時滞留する場
や水・軽食等の提供を行うこと等に関
する協定の締結

・各市町村において、水害リスク情報を
踏まえて避難場所及び避難経路を検
討し、当該市町村内の避難場所だけで
避難者を収容できない場合等において
は、協議会等の場を活用して、隣接市
町村等における避難場所の設定や洪
水時の連絡体制等について検討・調整
を実施。
・2020年度までに隣接市町村等への広
域避難体制を構築。

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・管理河川の洪水浸水想定区域図、氾濫シ
ミュレーションの策定・公表を行う。
〖H29〗
想定 大規模降雨による洪水浸水想定区域
図の策定・公表。

〖R2～〗
・当社プレスの情報提供を検討する。（▲）

〖継続実施〗
・運行情報メールにより実施（▲）
〖R3〗
・運行情報メールにより実施（●）

〖継続実施〗
・国の指導により、48時間前及び24時間前に
情報提供を実施（▲）

〖継続実施〗
・台風接近等による列車の計画運休の実施に
関する情報を迅速に協議会関係機関に提供
する。（●）
〖R3〗
・令和3年度、台風等に関する計画運休等実
績なし

〖R2〗
・昨年の台風１９号の際に、ＳＮＳ等にて情報
を発信いたしましたが、不特定の方への発信
であり、特定機関への発信は運用方法を含め
検討が必要です。（▲）
〖R3〗
・計画運休の実施や運行情報については、Ｓ
ＮＳ等を利用し情報発信を行っている。

〖継続実施〗
・台風接近時等の計画運休実施時やその他
当社線の運行情報については、自社ホーム
ページ等で公表している。（▲）

〖R2～〗
・計画運休の実施については、令和元年の台
風19号での対応においても関係各所に情報
提供を実施した。（●）

〖継続実施〗
・広域避難計画（案）の策定のためのワーク
ショップ開催等支援を行う。
〖H29〗
・加須市（北川辺地域）、板倉町、古河市、境
町、坂東市及び利根川上流河川事務所をメン
バーに平成２９年８月２２日に「利根川中流４
県境広域避難協議会」を設立し、利根川氾濫
時における流域自治体からの“逃げ遅れゼ
ロ”を実現するための協議を開始した。
〖H30〗
・平成30年11月8日に「利根川中流４県境広域
避難協議会」を開催し、利根川氾濫時におけ
る流域自治体からの“逃げ遅れゼロ”を実現
するための協議を行った。（継続中）

・継続して実施中。 ・運行情報メールにより実施 〖継続実施〗
・国の指導により、48時間前及び24時間前に
情報提供を実施（▲）

・計画運休の実施や運行情報については、Ｓ
ＮＳ等を利用し情報発信を行っている。

〖継続実施〗
・台風接近時等の計画運休実施時やその他
当社線の運行情報については、自社ホーム
ページ等で公表している。（▲）

・計画運休の実施については、引き続き関係
各所に情報提供を実施する。

・継続して実施中。 ・運行情報メールにより実施 〖継続実施〗
・国の指導により、48時間前及び24時間前に
情報提供を実施（▲）

・台風接近等による列車の計画運休の実施に
関する情報を迅速に協議会関係機関に提供
する。（訓練等の実施検討）

・計画運休の実施や運行情報については、Ｓ
ＮＳ等を利用し情報発信を行っていく。
　特定機関への発信は運用方法を含め検討
が必要。

誰もが速やかに状況把握できるよう、わかり
やすく的確な表現に努める

・計画運休の実施については、引き続き関係
各所に情報提供を実施する。

〖R2〗
・浸水が想定される場合、当社として車両浸水
に至らないように、あらかじめ車両を避難させ
る対応をとるため（―）
〖R3〗
・車両を避難させる対応を取るため、実施の
予定なし。

〖継続実施〗
・計画運休実施までの当社の運行実施状況に
応じて対応を検討する。（費用、応援体制等の
調整が必要。）（◯）

〖継続実施〗
・計画運休実施前までは検討する。（通常運
行ダイヤで対応）（▲）

〖R2〗
・昨年台風19号の際は関係自治体・警察・沿
線学校へ情報提供した。
〖R3〗
・広域避難の移動手段として、鉄道を使用す
る場合について、想定・運用方法等を含め検
討

〖R2～〗
・広域避難の移動手段として、鉄道を使用す
る場合について、想定・運用方法等を含め検
討する。（◯）

〖継続実施〗
・列車運行中であれば、広域避難の際の移動
手段として、鉄道を提供する。（▲）

〖R2～〗
・内閣府による「首都圏における大規模水害
広域避難検討会」構成員として移動手段につ
いて協議している。（▲）

・氾濫が見込まれる場合、予め車両を避難さ
せる対応を取るため、実施の予定なし。

・計画運休実施までの当社の運行実施状況に
応じて対応を検討する。（費用、応援体制等の
調整が必要。）

〖継続実施〗
・計画運休実施前までは検討する。（通常運
行ダイヤで対応）（▲）

・広域避難の移動手段として、鉄道を使用す
る場合について、想定・運用方法等を含め検
討する。（◯）

〖継続実施〗
・列車運行中であれば、広域避難の際の移動
手段として、鉄道を提供する。（▲）

・内閣府による「首都圏における広域的な避
難対策の具体化に向けた検討会」の「避難手
段・誘導検討ＷＧ」構成員として移動手段につ
いて引き続き協議する。

・実施の予定なし。 ・広域避難に関する対応について、国や沿線
自治体等とのWG等を通じ、検討を行う。

〖継続実施〗
・計画運休実施前までは検討する。（通常運
行ダイヤで対応）（▲）

・広域避難の移動手段として、鉄道を使用す
る場合について、想定・運用方法等を含め検
討する。

・広域避難の移動手段として、鉄道を使用す
る場合について、想定・運用方法等を含め検
討していく。

費用負担の問題等は未解決。 ・内閣府による「首都圏における大規模水害
広域避難検討会」構成員として移動手段につ
いて引き続き協議する。

〖継続実施〗
・大地震等の震災発災時用に、一時滞留者に
向けた飲食物の備蓄品は確保済。（●）
〖R3〗
・実施済み。

〖継続実施〗
・一時滞在施設等が開設されるまでの一時待
機場所（鉄道利用者用）として飲用水・軽食等
を備蓄している（●）
〖R3〗
・備蓄品の保存期限に合わせて、入替えを実
施した。

〖R3〗
・全線で営業休止のため対応不可

〖継続実施〗
・当社駅周辺に帰宅困難者が滞留できる施設
を有しておりません。（―）

〖継続実施〗
・自治体に避難場所等の開設を要請すること
としている。（―）
〖R3〗
・自治体の避難場所等をご利用いただく。
（－）

〖継続実施〗
・駅周辺に帰宅困難者等が滞留できる施設を
所有していない。（―）

・実施済み。 ・備蓄品の保存期限に合わせて、入替えを実
施した。

・全線で営業休止のため対応不可 ・当社駅周辺に帰宅困難者が滞留できる施設
を有しておりません。（―）

〖継続実施〗
・自治体に避難場所等の開設を要請すること
としている。（―）
〖R3〗
・自治体の避難場所等をご利用いただく。
（－）

・内閣府による「首都圏における広域的な避
難対策の具体化に向けた検討会」の「避難手
段・誘導検討ＷＧ」構成員として移動手段につ
いて協議しており、避難場所については東京
都にて設定。

・継続的に備蓄品の管理を行う。 ・今後も備蓄品の保存期間に合わせて、入替
えを実施する。

全線で営業休止のため対応不可 ・他社鉄道を参考に自治体との締結について
検討する。

・当社駅周辺に帰宅困難者が滞留できる施設
を有しておりません。

適切な情報提供に努める。 〖継続実施〗
・駅周辺に帰宅困難者等が滞留できる施設を
所有していない。

〖R3〗
・計画運休の見込みについての情報を４８時
間前、２４時間前に提供する。

・計画運休の見込みについての情報を４８時
間前、２４時間前に提供する。

計画運休の見込みについての情報を４８時間
前、２４時間前に提供する。
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

【継続実施】
・広域避難の情報を入れたハザードマップを
検討する。
〖R2～〗
・想定 大規模降雨による洪水を対象とした
ハザードマップを全戸配布し、周知啓発動画
の作成等を実施。

〖継続実施〗
・広域避難計画に関する部分を反映した洪水
ハザードマップへの更新を検討。

〖継続実施〗
・龍ケ崎市とつくばみらい市、千葉県我孫子市
とは広域避難について協議し,ハザードマップ
に広域避難のための方向を記載している。
・広域避難場所が策定した際、広域避難場所
をハザードマップに記載する。
〖H28〗
・隣接市と広域避難に関して協議を行った。
〖R1〗
・平成30年度末に洪水ハザードマップを更新
し、令和元年5月に全戸配布を実施。
〖R2〗
・引き続き、ハザードマップの増刷配布、周知
を行う。
〖R3〗
・避難情報発令基準変更にともない、ハザード
マップを更新。

〖継続実施〗
・広域避難の情報を入れたハザードマップを
今後検討する。
〖H30～R2〗
・想定 大規模降雨における洪水を対象に、
広域避難計画も反映した洪水ハザードマップ
を策定し，全戸配布（H31.2.8）
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖継続実施〗
・市内で避難場所を確保できる見込みである。

〖継続実施〗
・広域避難の情報を入れたハザードマップを
今後検討する。
・広域避難計画の検討に使用するデータ（五
霞町防災に関するアンケート）の集計。【R3 完
了】
〖H30～R1〗
・想定 大規模降雨による洪水を対象とした、
水害ハザードマップを作成。（H30.3月）広域避
難については検討中のため記載していない。

〖継続実施〗
・現在、境町広域避難計画ハザードマップを更
新中
〖H28〗
・ハザードマップは関東・東北豪雨を受けて改
訂版を町内全戸に配布した。
〖H29〗
・地方自治研究機構との共同事業を基に平成
30年度に逃げ時マップを作成。
〖H30〗
・昨年度の共同研究事業及び今年度の水害
広域避難基礎検討事業成果を反映させ、現
在、逃げ時マップを作成中。
〖R1〗
・３月に境町水害ハザードマップ「逃げどきマッ
プ」を作成し、４月に全戸配布
〖R2〗
・コロナ禍の広域避難に対応した「新たな広域
雛用パンフレット」及び「垂直避難検討マップ」
を作成し１月までに全戸配布
〖R3〗
・住民課窓口での転入者に対し及び防災安全
課窓口での希望者に対するハザードマップ
「逃げどきマップ」の説明・配布

〖継続実施〗
・広域避難計画を反映した洪水ハザードマップ
を今後検討する。
〖R1〗
・次年度に実施。作成準備を開始。
〖R2〗
・3月中のデータ公表を予定している。
〖R3〗
・洪水・土砂災害ハザードマップを作成、全戸
配布

〖継続実施〗
・広域避難の情報を入れたハザードマップの
作成を検討する。【平成28年度～】
〖H28〗
・ハザードマップの改訂について検討した。
〖H30〗
・作成中の防災ハザードマップにて、広域避難
について周知する。
〖R1〗
・作成したハザードマップを全戸に配布すると
ともに、各地域において説明会を実施した。
〖R2〗
・ハザードマップを市ホームページに掲載して
いるほか、市関係施設において配布を行って
いる。
〖R3〗
・来年度のハザードマップ改訂に向けて、記載
事項の検討を行った。

〖継続実施〗
・広域避難の情報を入れたハザードマップを
今後検討する。
〖R3〗
・ハザードマップに、近隣市の避難所を図示し
た。

〖継続実施〗
・水害時に隣接市の公共施設を避難所として
指定していることを洪水ハザードマップに記載
し公表している。
・水害時における隣接市との避難所指定につ
いて、さらに充実を図り、洪水ハザードマップ
改訂に合わせて掲載していく予定。
〖H28〗
・小山市・栃木市・野木町・結城市・下野市と４
市１町で協定の締結に向けて準備を進めてい
る。
〖H29〗
・現在、公表された浸水想定区域図を基に、
ハザードマップの改訂作業中。
・災害時広域支援連携協定（栃木市・野木町・
結城市・下野市）と協定締結する。
〖H30〗
・公表された浸水想定区域図を基に、小山市
洪水ハザードマップの改訂
・浸水が想定される地区を対象として、住民説
明会の開催
・浸水が想定される地区を対象として、洪水ハ
ザードマップの全戸配布
・広報誌・ホームページ・各公民館・公共施設・
ラジオ等で周知・PRの実施
〖R1～〗
・出前講座・各公民館・公共施設等で周知・PR
を実施。

〖継続実施〗
・近隣市町との協定締結が終了した後に実
施。
〖H30〗
・作成中
〖R3〗
・作成について検討中

〖継続実施〗
・ハザードマップを新しく作成する際に検討す
る。
〖R3〗
・ハザードマップ改訂に合わせ、近隣市の指
定避難所を掲載し、住民に周知することを検
討した。

令和4年度の
取組内容

・古河生活べんりMAPを公開し、ハザードマッ
プをインターネット上のデジタル地図で見られ
るようになった。

- 【R4】
・洪水、浸水継続時間、揺れやすさ、液状化等
を包括した冊子型の総合防災マップを作成し
た。
・総合防災マップに広域避難計画に関する記
事（広域避難場所について等）を掲載した。

・ハザードマップを改定した。（令和４年度中完
了予定）

前年度同様、継続実施。 広域避難計画の検討後、必要に応じてハザー
ドマップの改定を実施する、

継続 新たに洪水浸水想定区域が示された河川を
反映した洪水・土砂災害ハザードマップの作
成中

栃木県が新たに作成した中小河川における浸
水リスク想定図、土砂災害警戒区域の新規指
定・変更箇所及び令和元年東日本台風の浸
水実績マップ等を反映したハザードマップを作
成中

近隣市の避難所を図示している。説明会等で
他市への避難に関する説明を実施した。

・令和5年度のハザードマップ改訂に向けて資
料収集、調査を実施。（近隣自治体の広域避
難者の受け入れ施設を反映予定）

・作成について検討中 ・ハザードマップ改訂に合わせ、近隣市の指
定避難所を掲載し、住民に周知することを検
討した。

今後の
取り組み方

・広域避難の情報を入れたハザードマップを
検討する。

必要に応じて見直し 【継続実施】
・計画の変更，拡充に伴い掲載内容を更新す
る。

・随時，ハザードマップの内容を見直して改定
する。

・市内で避難場所を確保できる見込みである。
必要に応じて検討す。

広域避難計画の検討については、前問参照。 継続 ハザードマップの見直し、周知等を実施してい
く。
令和５年度：洪水・土砂災害ハザードマップの
配布予定

栃木県が作成した中小河川における浸水リス
ク想定図、土砂災害警戒区域の新規指定・変
更箇所及び令和元年東日本台風の浸水実績
マップ等を反映したハザードマップを令和4年
度に作成し、全戸配布する。

実施済み。 ・継続した取り組みとして出前講座・各公民
館・公共施設等で周知・PRを実施する。

・他市町の洪水ハザードマップを調査研究し、
作成について検討していく。

・継続して実施

令和3年度まで
の

取組内容

〖R2～〗
・協議会での取り組み内容にあげ、情報共有
をした。

― ― 〖R1～R2〗
・協議会と連携し，実施を検討する。

〖R1～R2〗
・各自治体等の優良事例を情報収集

〖R1〗
・台風第19号による被災等の検証をし、明ら
かになった課題等を踏まえ、ハザードマップに
よる災害時のリスク、事前の備え、避難行動
等について、引き続き周知に努める。
〖R3〗
・該当無し

― 〖R1～R2〗
・継続して出前講座・各公民館・公共施設等で
周知・PRを実施する。
〖R3〗
・必要に応じて実施する。

〖R3〗
・他市町の広域避難について記載されたハ
ザードマップを調査研究

令和4年度の
取組内容

ハザードマップを用いた洪水シミュレーション
ゲームや会話劇など、市民向けの新たな周知
方法を作成し、周知を行った。

- ・取組なし 継続 該当無し ― ・必要に応じて実施する。 ・他市町の広域避難について記載されたハ
ザードマップを調査研究

今後の
取り組み方

令和4年度の取り組みを継続して実施。 ― ・協議会と連携し、引き続き検討していく。 継続 該当無し ― ・必要に応じて実施する。 ・引き続き、他市町の事例を調査研究してい
く。

　Ｈ）避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・利根川・渡良瀬川・思川の台風による洪水を
対象とした避難勧告の発令等に着目したタイ
ムラインを作成済み。
・市民への周知方法について検討する。（マイ
タイムラインの説明会などの実施等）
〖R3〗
・出前講座及び動画にてマイ・タイムラインの
作成方法を説明。

〖継続実施〗
・タイムラインを策定済。【平成28年5月末】
〖H28〗
・緊急速報メール配信，避難準備情報等の名
称変更に伴い，タイムラインの一部見直しを
行った。
・みんなでタイムラインプロジェクトを始動。常
総市にモデル地区（若宮戸地区，根新田地
区）を選定し，自分自身にあった「マイ・タイム
ライン」を作成。
〖H29・30〗
鬼怒川・小貝川タイムラインの一部見直しを
行った。

〖継続実施〗
・作成済み【平成28年度】
〖H28〗
・作成したタイムラインを29年3月1日に新聞に
折り込み配布を行った
〖R3〗
・R1年度より配布している取手市防災マップに
「台風による洪水を対象とした避難指示発令
等に着目したタイムライン」を折り込み済み。

〖継続実施〗
・タイムラインを作成済み。【平成28年度】
・タイムラインの見直し・検証を行って行く【平
成28年度～】
〖H29〗
・新たにタイムラインを修正した。
〖R1～R2〗
・タイムラインに加え，守谷市避難勧告等発令
基準マニュアルを策定し，基準を明確にした。
〖R3〗
・避難勧告の廃止等に伴い，内容を更新した。

〖継続実施〗
・タイムラインを作成済み。
〖R3〗
・タイムラインの見直しを行った。

〖継続実施〗
・タイムラインの試作版を作成済み。【平成28
年度】
・タイムラインの試作版を検証・見直しをして、
運用版を作成する。【平成29年度】
〖R1〗
・既存のタイムラインに、警戒レベルを付与し
修正した。また、早期のレベル3の発令も追記
した。
〖R2〗
・基準水位の改訂に伴い、タイムラインを一部
修正
〖R3〗
・タイムラインの表記（警戒レベル等）を修正
し、町HP等に公表した。
・今年度作成したハザードマップ（中川版）に
は、避難行動判定フロー等を掲載し、避難判
断を促す工夫を施した。

〖継続実施〗
・利根川における水害を想定した『水害対応
チェックリスト』の作成と、『避難勧告等の発令
に着目したﾀｲﾑﾗｲﾝ』の策定をした。
〖H28〗
・２８年度に作成した、広域避難計画で検討と
対策を実施した。
〖H29〗
・地方自治研究機構との研究連携事業とし
て、関東・東北豪雨を検証。さらに広域避難の
方向性研究し、タイムラインについて見直す。
〖H30〗
・昨年度の共同研究及び今年度の水害広域
避難基礎検討事業の成果を反映。
〖R1～R2〗
・６月、避難情報等の警戒レベル導入に伴い
タイムラインを一部修正
〖R3〗
・６月、災害対策基本法改正に連携し利根川、
渡良瀬川及び思川を対象としたタイムラインを
改訂

〖継続実施〗
・利根川のタイムラインは今後策定を検討して
いく。
〖R2〗
・本市に影響の大きい河川から順次、見直し
を実施している。
〖R3〗
・利根川のタイムラインを作成

〖継続実施〗
・タイムラインの試作版を作成済み。【平成27
年度】
・タイムラインの試作版を検証・見直しをして、
運用版を作成する。【平成28年度～】
・発災時に有効活用できるように、チェックリス
ト付のタイムラインを作成する。【平成28年度】
〖R3〗
・特になし。

〖継続実施〗
・タイムラインを作成済み。【平成28年6月】
〖R1～R2〗
・タイムラインの更新を行う。
〖R2〗
・マイ・タイムラインの作成を行う。
〖R3〗
・タイムラインの改訂を行う。

〖継続実施〗
・タイムライン作成し、ホームページに掲載済
み。
〖H28〗
・内容の見直しを随時行い、 新データ更新
を平成２８年１１月に実施済み。
〖H29〗
・平成29年10月に内容の見直しを実施する。
〖R3〗
・令和３年５月避難情報発令の改正に伴うタイ
ムラインの改定実施、直面する災害に即した
タイムラインを作成し市ホームぺージに掲載し
周知した。

〖継続実施〗
・タイムラインの運用版を作成済み。
〖R3〗
・災害対策基本法の改正に伴い、発令基準を
一部変更した。

〖継続実施〗
・タイムラインを作成済み。
〖R3〗
・タイムラインの見直しを行った。

令和4年度の
取組内容

・利根川基準水位の変更に伴い、市タイムライ
ンを修正した。

- 【R4】
・市ホームページに「台風による洪水を対象と
した避難指示発令等に着目したタイムライン」
を掲載し、市民への周知を図っている。

・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。 避難行動判定フローを町ＨＰに掲載し、避難
判断の支援を行った。

４月、基準水位変更に伴いマイタイムラインを
修正

令和３年度までの取組内容と変更なし 避難指示等の発令に着目したタイムラインを
作成中

マイ・タイムラインは作成済みである。必要に
応じて見直しを行う。

R3同様に掲載及び周知を継続した。 ・進捗なし ・タイムラインの見直しを行った。

今後の
取り組み方

令和4年度までの取り組みを継続して実施。 必要に応じて見直し 〖R5〗
・適宜、必要に応じて見直しを実施する

・随時，見直しを行う。 ・必要に応じてタイムラインの見直しを行う。 タイムラインの新規作成及び以降の修正に当
たっては、見やすい、使いやすい、分かりやす
いを意識し、より実用的なものに仕上げる。

必要に応じ適時見直し タイムラインの見直し、充実を図る。 避難指示等の発令に着目したタイムラインを
市内河川ごとに作成

・必要に応じてタイムラインの改訂を行う。 ・継続して実施 ・適宜、必要に応じて見直しを実施していく。 ・必要に応じて見直す。

令和3年度まで
の

取組内容

〖R1～R2〗
洪水対応訓練を実施しており、必要に応じてタ
イムラインの見直し等も検討している。
〖R3〗
・水害対応タイムラインの見直し。

〖R1〗
台風19号で明らかになった広域避難の対象と
なった近隣市と連携した広域避難に関する避
難訓練の実施について検討する。
〖R2〗
タイムラインを見直し中

〖R1〗
・令和元年度の台風時におけるタイムライン
活用結果等を踏まえ、タイムライン等の見直し
を検討する。
〖R3〗
・避難情報名称の変更に伴い、「台風による洪
水を対象とした避難指示発令等に着目したタ
イムライン」の見直し、更新済み

〖R1～R2〗
協議会と連携し，実施を検討する。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖R1〗
・洪水対応避難訓練を実施した。
〖R2〗
・茨城県・坂東市避難力強化訓練を実施。
〖R3〗
・訓練未実施。

〖R1〗
・毎年、出水期前に協議会において、市町村
等関係機関と水害対応タイムラインを確認す
る。
〖R1～R2〗
・水害対応タイムラインを活用して、河川管理
者は洪水対応訓練を実施し、また市町村は関
係機関と連携して避難訓練等を実施して、明
らかになった課題等を踏まえ、避難勧告の発
令基準や水害対応タイムライン等を見直す。
〖R3〗
・11月に実施した総合避難訓練で設置した災
害対策本部では、水害対応タイムラインを活
用し、各部署の業務対応の確認を行った。

〖R1〗
・河川管理者の実施するメール又はＦＡＸを使
用した洪水対応訓練に参加
〖R2～〗
・取組を継続

〖R1〗
・台風第19号による被災等の検証をし、明ら
かになった課題等を踏まえ、必要に応じて、中
小河川等についてもタイムラインの作成を進
める。
〖R3〗
・特になし。

〖R1～R2〗
・タイムラインの更新を行う。
〖R3〗
・タイムラインの改訂を行う。

〖R1～R2〗
・必要に応じ検討していく
〖R3〗
・実災害の検証や法令・計画の改正時など、
必要に合わせて検討・見直しする。

〖R3〗
・タイムラインを活用した訓練の検討

〖R2～〗
・タイムラインの確認及び見直しを行ってい
る。

令和4年度の
取組内容

・関係機関（警察、消防、自衛隊、民間企業）と
毎年災害対策本部図上訓練を行い、連携の
確認を行っている。

- ・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。 五霞町防災の日に実施した住民参加型訓練
において、訓練用災害想定を設定し、水害対
応タイムラインに沿った避難及び避難所運営
について講習会を実施した。

・河川事務所の実施する情報伝達訓練に参
加
・茨城県が作成した「我が家のタイムライン」を
全戸及び全小中学校に配布し活用を依頼

特になし。 マイ・タイムラインは作成済みである。必要に
応じて見直しを行う。

・引き続き必要に応じて検討・見直しを図って
いく。

・進捗なし ・タイムラインの確認及び見直しを行った。

29
避難指示の発令に着目し
たタイムラインの作成

・試行版タイムラインを検証・見直し、
チェックリストを活用した運用版のタイ
ムラインを作成

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫のおそれのある豪雨
の際に、駅や列車等の運行休止や利
用者及び従業員の避難誘導を行うタイ
ムライン（事前防災行動計画）を作成す
る。

・毎年、出水期前に協議会において、市
町村等関係機関と水害対応タイムライ
ンを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、河
川管理者は洪水対応訓練を実施し、ま
た市町村は関係機関と連携して避難訓
練等を実施して、明らかになった課題
等を踏まえ、避難指示の発令基準や水
害対応タイムライン等を見直し。

28
広域避難を考慮したハ
ザードマップの作成・周知

・想定 大規模降雨による洪水を対象
とした、広域避難計画も反映した洪水
ハザードマップの策定

・協議会の場等を活用して、水害ハ
ザードマップの作成、周知及び訓練等
への活用に関する優良事例を収集し
て、適宜、「水害ハザードマップ作成の
手引き」を充実し、市町村に提供。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｈ）避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

29
避難指示の発令に着目し
たタイムラインの作成

・試行版タイムラインを検証・見直し、
チェックリストを活用した運用版のタイ
ムラインを作成

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫のおそれのある豪雨
の際に、駅や列車等の運行休止や利
用者及び従業員の避難誘導を行うタイ
ムライン（事前防災行動計画）を作成す
る。

・毎年、出水期前に協議会において、市
町村等関係機関と水害対応タイムライ
ンを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、河
川管理者は洪水対応訓練を実施し、ま
た市町村は関係機関と連携して避難訓
練等を実施して、明らかになった課題
等を踏まえ、避難指示の発令基準や水
害対応タイムライン等を見直し。

28
広域避難を考慮したハ
ザードマップの作成・周知

・想定 大規模降雨による洪水を対象
とした、広域避難計画も反映した洪水
ハザードマップの策定

・協議会の場等を活用して、水害ハ
ザードマップの作成、周知及び訓練等
への活用に関する優良事例を収集し
て、適宜、「水害ハザードマップ作成の
手引き」を充実し、市町村に提供。

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・広域避難の情報を入れたハザードマップを
今後検討する。
〖H30〗
・学習面を強化した防災マップを作成した。
〖R2〗
・防災マップ修正版を作成した。
〖R3〗
―

〖継続実施〗
・近隣町と連携し、策定の検討。【平成28年度
～】
〖H29〗
・次期ハザードマップ作製の検討を行った。
〖H30〗
・広域避難の情報を入れたハザードマップを
作成。

〖継続実施〗
・想定 大規模降雨による浸水想定区域図が
示され次第、検討する。
〖H29〗
・想定し得る 大規模の降雨に対応した浸水
想定に対し、これに応じた避難方法等を住民
等に周知するため玉村町総合防災マップを作
成した。
〖H30～R1〗
・各地区での防災避難訓練及び出前講座等
で、玉村町総合防災マップの周知を行った。
〖R3〗
・洪水ハザードマップの改定を検討

〖継続実施〗
・想定 大外力を反映した洪水ハザードマップ
を作成する際、広域避難を考慮して近隣市町
の浸水区域や避難場所を併せて表示する。
【平成31年度】
〖H30〗
・利根川中流4県境広域避難協議会におい
て、広域避難マップ、広域避難リーフレットの
作成について協議した。
〖R1〗
・洪水ハザードマップの更新に伴い、板倉町
防災マップを作成し、広域避難所の確認がで
きるようにする。
〖R2〗
・洪水ハザードマップの更新に伴い、板倉町
防災マップを作成し、広域避難所の確認がで
きるようにした。

〖継続実施〗
・広域避難の情報を入れたハザードマップを
今後検討する。
〖H30〗
・広域避難の情報を取り入れた明和町総合防
災マップを作成した。
〖R1～R2〗
・広域避難を踏まえたハザードマップを作製
済。
〖R3〗
・町民全戸に対し広域避難に関する住民アン
ケートを行い、広域避難が必要な人について
調査を行った。

〖継続実施〗
・広域避難の情報を入れたハザードマップを
今後検討する。【平成29年度～】
〖H29〗
・平成２９年７月　国土交通省発表の「洪水浸
水想定区域図」を受けて「千代田町防災マッ
プ」を作成（平成30年3月）し、全戸配布を行っ
た。
〖R1〗
・国交省の協力を得て住民用にマイタイムライ
ンの作成講習会を実施。
〖R3〗
・広域避難についての住民アンケートを全戸
で実施。

〖H28～H29〗
・浸水想定区域が改定された際に作成するハ
ザードマップについて、近隣市町との協議を踏
まえ、広域避難の情報を記載するか検討し
た。
〖R1～〗
・広域避難の情報を記載したハザードマップの
作成を検討中。

〖継続実施〗
・広域避難の情報をいれたハザードマップを
今後検討していく。
〖H28～H30〗
・検討中。
〖R1〗
・次回のハザードマップ作成時に広域避難を
盛り込むよう検討した。
〖R3〗
・取り組みなし。

〖継続実施〗
・想定 大規模降雨による浸水想定区域図が
示され次第、検討する。
〖H28〗
・検討を実施。
〖H29〗
・想定 大規模降雨に対応したハザードマッ
プを作成した
〖H30〗
・想定 大規模降雨を踏まえ作成したハザー
ドマップの周知を行った。
・広域避難計画については、市内での避難が
可能であることから、現在、検討をしていな
い。
〖R1～〗
・利根川に関しては、市内避難所で避難者を
収容することが可能であるこから、検討をして
いない。

〖継続実施〗
・想定 大規模降雨による浸水想定区域図が
示され次第、検討に入る予定。
・利根川洪水ハザードマップにおいて、妻沼小
島地区（利根川北岸の地区）の住民等を対象
とした指定避難所兼指定緊急避難場所（太田
市立南小学校、太田市立南中学校）、指定緊
急避難場所（太田市沢野スポーツ広場）を掲
載し、全戸配布している。【平成19年度、平成
27年度】
〖R2〗
・想定 大規模降雨による洪水を対象とした
洪水ハザードマップを作成し、妻沼小島地区
（利根川北岸の地区）の住民が、群馬県太田
市の施設を避難所として使用できることにつ
いても記載した。
〖R3〗
必要に応じて見直しを行った。

〖継続実施〗
・広域避難計画を反映した洪水ハザードマップ
を今後検討する。
〖R3〗
・未実施のため回答なし

〖継続実施〗
・広域避難計画策定後に掲載を検討する予
定。
〖H28～H29〗
・検討を実施。
〖H30〗
・想定 大規模降雨に対応したハザードマッ
プを今年度作成している。
〖R1～〗
・想定 大規模降雨に対応したハザードマッ
プの周知を図った。

〖継続実施〗
・市内を４地域に分割し、裏表の両面刷りで、
震災・風水害時の広域避難のイメージがわか
るようなマップを作成中であり、平成28年中に
配布する。
〖H29〗
・広報紙にて、避難方向の分かる図を掲載し、
周知した。
〖H30〗
・想定 大規模降雨に対応したハザードマッ
プを作成中であり、広域避難に役立つ広域
マップを掲載する予定である。
〖R1〗
・ハザードマップ（地震・風水害の2種類）を作
成し、市内の世帯、事業所、関係機関に配布
し、各地区ごとに説明会を開催し、避難に関す
る説明を行った。
〖R1～R2〗
・ハザードマップの見直し中。
〖R3〗
・令和元年東日本台風（台風第19号）の検証
結果を反映した水害時の避難行動マップ（洪
水ハザードマップ）を作成、配布した。

― ・ハザードマップの見直し・改訂を実施 ・引き続き検討した。 ・ハザードマップ改定に向けた記載内容の検
討。

・上記から変更なし。 ・取り組みなし。 〖継続実施〗
・想定 大規模降雨による浸水想定区域図が
示され次第、検討する。
〖H28〗
・検討を実施。
〖H29〗
・想定 大規模降雨に対応したハザードマッ
プを作成した
〖H30〗
・想定 大規模降雨を踏まえ作成したハザー
ドマップの周知を行った。
・広域避難計画については、市内での避難が
可能であることから、現在、検討をしていな
い。
〖R1～〗
・利根川に関しては、市内避難所で避難者を
収容することが可能であるこから、検討をして
いない。

必要に応じて見直しを行った。 ・未実施のため回答なし 継続して周知。 ・必要に応じて改定する。

― ・個人による自主的な広域避難について、引
き続き推奨していく。

・ハザードマップの更新についてはR６年度以
降実施予定。

・住民アンケートの結果を通して、広域避難計
画等に反映していく。

・上記の取組を継続していく。 ・本町については、広域避難を実施しないた
め、これ以上取り組む予定なし。

今後も特段検討を行う予定はない。 必要に応じて見直しを行う。 ・広域避難計画を反映した洪水ハザードマップ
を検討していく

・継続して周知を実施中。 ・必要に応じて改定する。

― 〖R3〗
・ハザードマップ改訂に向けた記載内容の検
討。

・水害ハザードマップ作成について今後検討
する。
〖R3〗
・水害ハザードマップ作成について検討した。

〖R2～〗
・次回のハザードマップ作成時に広域避難を
盛り込むよう検討している。

〖R3〗
・取り組みなし。

〖継続実施〗
洪水ハザードマップを、市ホームページや市
内公共施設において、通年を通じて周知を
行っている。
また、市総合防災訓練や出前講座の機会を
通じて、積極的に配布を行っている。

〖R3〗
特になし。

〖R3〗
・実施予定なしのため回答なし

〖R1～〗
・実施を検討する。

・広域避難協議会にて、各市町のハザード
マップを持ち寄り周知した。

― ・上記から変更なし。 ・取り組みなし。 〖継続実施〗
洪水ハザードマップを、市ホームページや市
内公共施設において、通年を通じて周知を
行っている。
また、市総合防災訓練や出前講座の機会を
通じて、積極的に配布を行っている。

特になし。 ・未実施のため回答なし 検討中。 ・広域避難への啓発事例を紹介した。

― ・ハザードマップ、外国語版ハザードマップ(英
語・中国語・ベトナム語・ミャンマー語)の改訂。

・水害ハザードマップ作成について今後検討
する。

・上記の取組を継続していく。 ・取り組む予定なし。 今後も継続して取組を実施する。 特になし。 継続して検討中。 ・引き続き実施

〖継続実施〗
・タイムラインの試作版を作成済み。
〖R1～R2〗
・県管理河川のタイムラインを作成。
〖R3〗
―

〖継続実施〗
・タイムラインを策定済み。
・タイムラインの随時見直しを行う。【平成29年
度～】
〖H28～H30〗
・タイムラインの見直しを行った。
〖R3〗
・タイムラインの見直し（避難情報の名称の変
更）を行った。

〖継続実施〗
・チェックリストを見直すとともに、タイムライン
の試作版を作成する。【平成28年度】
〖R1〗
・台風19号の対応に基づいた検証・見直し。
〖R2〗
・協議会で意見交換を行い、従来よりも早め
早めの対応が出来るよう見直した。

〖継続実施〗
・タイムラインの試作版を作成している。
・タイムラインの試作版を検証・見直しをして、
運用版を作成する。【平成29年度～】
〖H29〗
・広域避難を考慮し、近隣市町とタイムライン
について整理した。
〖R1〗
・台風第１９号のふりかえり及び板倉町防災
マップの作成に伴い、タイムラインの検証を
行った。

〖継続実施〗
・タイムラインの試作版を検証・見直しをして、
運用版を作成する。
〖H29〗
・タイムラインの試作版を作成し、災害時初動
訓練を行った。
〖H30〗
・明和町タイムラインを作成した。
〖R1〗
・作成した明和町タイムラインを運用。
〖R2～〗
・現実に即したタイムラインの見直しを検討し
た。

〖継続実施〗
・タイムラインの運用版を作成済み。【平成27
年度】
〖R2〗
・タイムラインの見直しを行った。
〖R3〗
・法改正に伴う見直しの実施。

〖継続実施〗
・タイムライン（案）を作成済み。【平成28年度】
〖H28～R2〗
・タイムラインの必要に応じた見直しを検討し
た。
〖R3〗
・新たな警戒レベルに文言修正を行った。

〖継続実施〗
・タイムラインを作成済み。
〖H30～R1〗
・必要に応じて見直しを検討した。
〖R3〗
・タイムラインを改定した。

〖継続実施〗
・市内を複数の河川が流れているため、順次
タイムラインを作成している。
〖H29～R1〗
・利根川については、必要に応じて検討。
〖R2〗
・利根川に係るタイムラインを作成。

〖継続実施〗
・利根川版タイムラインの運用版を作成済み。
【平成28年度】
〖R1〗
・福川版・小山川版タイムラインを作成済み。
〖R2〗
・台風１９号の反省を活かし、住民による避難
所運営協力を明記した令和２年度版タイムラ
インを更新した。
〖R3〗
・災害対策基本法改正に伴う「洪水対応タイム
ライン」の更新を行った。

〖継続実施〗
・利根川のタイムラインは今後策定を検討して
いく。

〖継続実施〗
・タイムラインの運用版を作成済。【平成28年
度】
〖H29〗
・見直し及び修正を行った。
〖R2～〗
・見直し・修正を行う。

〖継続実施〗
・洪水時の避難情報の発令に着目したタイム
ラインを設定している。
〖H28〗
・利根川・渡良瀬川タイムラインを策定し、運
用を開始した。
〖H29〗
・地域防災計画にタイムラインを盛り込み運用
している。
〖H30～R1〗
・タイムラインは随時見直し・修正を行ている。
〖R2～〗
・発令基準の見直しによるタイムライン改定を
実施。

― ・利根川の基準変更に伴う修正を実施 ・継続して実施した。 ・個別避難計画作成に伴なう見直しを実施。 ・必要に応じた見直しを行った。 ・取り組みなし。 〖継続実施〗
・市内を複数の河川が流れているため、順次
タイムラインを作成している。
〖H29～R1〗
・利根川については、必要に応じて検討。
〖R2〗
・利根川に係るタイムラインを作成。

必要に応じて見直しを行った。 ・未実施のため回答なし 特になし ・必要に応じて、適宜見直す。

・整備が完了したため必要に応じて見直し ・タイムラインの見直しを随時行う。 ・現実に即したタイムラインの見直しを検討す
る。

・整備の完了により、必要に応じて見直し。 ・必要に応じて修正を行う。 ・必要に応じて見直し等を行っていく。 タイムラインを作成済みであるため、必要に応
じて見直しを実施

必要に応じて見直しを行う。 ・継続して実施。 ・適宜見直し・修正を行う。 ・必要に応じて、適宜見直す

〖R1～R2〗
・必要に応じタイムラインを修正。
〖R3〗
―

〖R2〗
・板倉町防災マップの作成に伴い、タイムライ
ンの見直しを実施した。

〖R1～R2〗
・必要に応じ見直しを検討する。
〖R3〗
・新たに新堀川が被害想定河川に認定された
ため、地域防災計画に位置づけた。

〖R2〗
・今後、見直し等を検討していく。
〖R3〗
・新たな警戒レベルに文言修正を行った。

〖R1〗
・今後、見直し等を検討していく。
〖R3〗
・出水期前に避難情報発令マニュアルとタイ
ムラインを改定した。

〖R1〗
・利根川に係るタイムラインを未作成であるた
め、事例なし。
〖R２〗
・利根川に係るタイムラインを作成
〖R3〗
・令和３年５月の災害対策基本法の改正内容
を踏まえ、タイムラインにおける避難情報の内
容等の見直しを行った。

〖R1～〗
・今後実施を検討する。

〖R3〗
・利根川のタイムラインは今後検討していく。

〖R1～〗
・検討中。

〖R2～〗
・発令基準の見直しによるタイムライン改定を
実施。

― ・必要に応じ見直しを検討する。 ・上記から変更なし。 ・出水期前にタイムラインを再確認した。 〖R1〗
・利根川に係るタイムラインを未作成であるた
め、事例なし。
〖R２〗
・利根川に係るタイムラインを作成
〖R3〗
・令和３年５月の災害対策基本法の改正内容
を踏まえ、タイムラインにおける避難情報の内
容等の見直しを行った。
〖R4〗
・必要に応じてタイムラインの見直しを行う。
（令和４年度は見直しの実績なし）

引き続き検討した。 ・未実施のため回答なし 検討中。 ・必要に応じて、適宜見直す。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｈ）避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

29
避難指示の発令に着目し
たタイムラインの作成

・試行版タイムラインを検証・見直し、
チェックリストを活用した運用版のタイ
ムラインを作成

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫のおそれのある豪雨
の際に、駅や列車等の運行休止や利
用者及び従業員の避難誘導を行うタイ
ムライン（事前防災行動計画）を作成す
る。

・毎年、出水期前に協議会において、市
町村等関係機関と水害対応タイムライ
ンを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、河
川管理者は洪水対応訓練を実施し、ま
た市町村は関係機関と連携して避難訓
練等を実施して、明らかになった課題
等を踏まえ、避難指示の発令基準や水
害対応タイムライン等を見直し。

28
広域避難を考慮したハ
ザードマップの作成・周知

・想定 大規模降雨による洪水を対象
とした、広域避難計画も反映した洪水
ハザードマップの策定

・協議会の場等を活用して、水害ハ
ザードマップの作成、周知及び訓練等
への活用に関する優良事例を収集し
て、適宜、「水害ハザードマップ作成の
手引き」を充実し、市町村に提供。

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・想定 大規模降雨による浸水想定区域図が
示され次第、検討に入る予定。
・今後検討する。
〖H29〗
・想定 大規模降雨による浸水想定区域図に
基づくハザードマップを作成した。一部地域を
考慮し、伊勢崎市の避難場所を掲載した。
〖R2〗
・他市の緊急避難場所を記載した、洪水・内水
ハザードマップを作成。
〖R3〗
・実施なし。

〖継続実施〗
・既に広域避難の情報を入れた洪水ハザード
マップを公表している。
・洪水ハザードマップは近隣市町と共同で作
成した。
〖H28～H30〗
・訓練等で配布し、周知している。
〖R3〗
・ハザードマップの策定完了。市民へ配布済
み。

〖継続実施〗
・浸水想定区域図が示され次第、ハザードマッ
プの改定と併せ検討していく。
〖H29〗
・想定 大規模降雨時におけるハザードマッ
プを策定。今後この結果を基に、広域避難に
ついて再検討したうえで、随時ハザードマップ
についても修正を加えていく。
〖R1～R2〗
・想定 大規模降雨によるハザードマップと
なっているが、広域避難の反映については、
次回改定時に検討する。
〖R3〗
・避難所への避難以外の方法も紹介した洪水
ハザードマップの改定を実施している。令和４
年３月完成予定。

〖継続実施〗
・ハザードマップで北本市方向に避難するよう
示している。

〖継続実施〗
・広域避難の情報を入れたハザードマップを
検討する。
〖R3〗
・広域避難を想定し、改訂中のハザードマップ
では、浸水想定区域の色合いについて、他市
町村のハザードマップと差異のないように作
成

〖継続実施〗
・平成28年3月にハザードマップを改訂した
が、想定 大規模降雨に対応したものではな
い。
・今後は、想定 大規模降雨や広域避難に対
応したハザードマップに改訂を検討する。（時
期未定）
〖R3〗
・令和3年度想定 大規模降雨による洪水を
対象とした洪水ハザードマップの策定

〖継続実施〗
・近隣自治体とハザードマップの共同作成に
ついて検討する。
・想定 大規模降雨による浸水想定区域図の
更新とともに、広域避難を考慮した洪水ハ
ザードマップの改訂を行った。

〖継続実施〗
・既に広域避難の情報を入れた洪水ハザード
マップを公表している。
・洪水ハザードマップは近隣市町と共同で作
成した。
〖R2〗
・想定 大規模降雨を対象とした水害ハザー
ドマップを作成する。（今年度中に完成予定。）
〖R3〗
・洪水ハザードマップを含む総合防災ガイド
ブックを令和３年８月に配布した。

〖継続実施〗
・今後策定予定
・桶川市防災ガイド（洪水ハザードマップを含
む）の次回改訂時に、広域避難を考慮したハ
ザードマップの作成を検討する。
〖H30〗
・H31年度までに想定 大規模降雨を対象とし
た水害ハザードマップを作成中。
〖R1〗
・平成３１年４月にハザードマップの改訂を
行った。
〖R2～〗
・改定したハザードマップともに、県管理河川
の災害リスク情報図を市ホームページで周知
した。

〖継続実施〗
・次回ハザードマップ改訂時に広域避難情報
の記載について検討する。
〖H30〗
・H31年2月に想定 大規模降雨を対象とした
水害ハザードマップを作成済み。
〖R1〗
・H31年4月に想定 大規模降雨を対象とした
水害ハザードマップを全戸配布済み。
　また、ハザードマップ説明会を実施した。
〖R2〗
・新規住民等に対し、ハザードマップを配布し
ている。
〖R3〗
・洪水避難決断ブックを作成し、全戸配布を
行った。
・出前講座にて、説明会を行った。

〖継続実施〗
・浸水想定区域が限定的であり、広域避難は
考えていない。

〖継続実施〗
・既に広域避難の情報を入れた洪水ハザード
マップを公表している。
・洪水ハザードマップは近隣市町と共同で作
成した。
〖R1〗
・想定 大規模降雨を対象とした水害ハザー
ドマップを作成した。
〖R3〗
・ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの更新を実施する。

〖継続実施〗
・想定 大規模降雨の浸水想定による水害ハ
ザードマップの改訂を行った。（H30）
・水害ハザードマップ改訂版を全戸配布。
（H30）
・水害ハザードマップ多言語版（英語・中国語・
ベトナム語）を作成。（R1）
〖R3〗
・県管理河川の水害ハザードマップを作成し
た。

〖継続実施〗
・想定 大規模降雨による浸水想定区域図が
示され次第、検討に入る予定。
・今後検討する。
〖R4〗
・実施なし

継続して実施 ・避難所への避難以外の方法も紹介した洪水
ハザードマップを活用し、出前講座等で周知を
行った。

〖継続実施〗
・ハザードマップで北本市方向に避難するよう
示している。

・広域避難を想定し、改訂中のハザードマップ
では、浸水想定区域の色合いについて、他市
町村のハザードマップと差異のないように作
成した。

未実施。 上記取組を継続して行う。 ― 上記内容を継続して実施。 ・3月にハザードマップ改訂を行い、全戸配布
する予定。

〖継続実施〗
・浸水想定区域が限定的であり、広域避難は
考えていない。

・県管理河川における洪水ハザードマップの
配布及び周知を実施。

広域避難計画も反映した洪水ハザードマップ
の作成について今後検討していく。

引続き、見直しする。 今後、広域避難計画の策定後、それらに応じ
たハザードマップの作製を検討していく。

・洪水ハザードマップの周知を進めていく。 ・必要に応じて見直し ― 必要に応じて見直していく。 ・必要に応じて対応する。 必要に応じてハザードマップの更新を行って
いく。

広域避難計画も反映した洪水ハザードマップ
の策定について今後検討していく。

〖R2〗
・今後検討する。
〖R3〗
・実施なし

〖R1～〗
・協議会の場を活用して事例収集を実施す
る。

〖R2〗
・協議会等の場において情報を共有し、実施
を検討。

・出前講座でハザードマップの見方について
周知した。

〖R2～〗
・浸水想定区域が限定的であり、広域避難は
考えていない。

―

〖R４〗
・実施なし

・水害ハザードマップを活用した訓練を実施。 ・協議会の場を活用して事例収集を実施す
る。

― 水害ハザードマップを活用した出前講座を実
施した。

・出前講座でハザードマップの見方について
周知した。

〖R2～〗
・浸水想定区域が限定的であり、広域避難は
考えていない。

―

検討する。 ・協議会の場を活用して事例収集を実施する ― 上記内容を継続して実施していく。 ・継続して実施 ―

〖継続実施〗
・タイムラインを作成済み。
※避難判断水位で避難準備情報、氾濫危険
水位で避難勧告、堤防天端水位到達で避難
指示となっているが、今後、地域防災計画と
整合を図る必要がある。
〖R3〗
・実施なし

〖継続実施〗
・タイムラインの試作版を作成済み。【平成28
年度】
・タイムラインの試作版を検証・見直しをして、
運用版を作成する。【平成28年度】
〖H29〗
・タイムライン試行版の検証と、避難指示等の
判断伝達に関するマニュアルの改定を行っ
た。
〖H30〗
・タイムラインの試作版を検証・見直しをして運
用版を検討した。
〖R1〗
・タイムラインを見直し、実際に発令した。
・その後、検証中。
〖R2〗
・避難判断水位の変更に伴い、タイムラインを
見直した。
〖R3〗
・レベルの変更に伴い、タイムラインの修正を
行った。

〖継続実施〗
・タイムラインを作成済み。【平成28年度】
〖R3〗
・避難情報発令の基準やタイミングを定めた
避難情報の判断・伝達マニュアルを作成した。

〖継続実施〗
・タイムラインを作成済み。【平成28年度】

〖継続実施〗
・タイムライン作成済み。
〖R2〗
・タイムライン作成済み。必要に応じて見直し
を行っていく。
〖R3〗
・避難情報の変更に伴い、タイムラインについ
て見直し

〖継続実施〗
・利根川のタイムラインは今後策定を検討して
いく。
〖R2〗
・上尾市菅井対応タイムラインに利根川氾濫
を反映済み。
〖R3〗
・台風等にに伴う大規模水害に関するタイムラ
インを作成済み。

〖継続実施〗
・タイムラインは今後策定を検討していく。
〖H29〗
・中川、綾瀬川、江戸川タイムラインは作成
済。荒川タイムライン作成を検討。
〖H30〗
・中川、綾瀬川、江戸川、荒川タイムラインは
作成済。県管理河川のタイムライン作成を検
討。
〖R1〗
・県管理河川のタイムラインを作成し、国管理
河川のタイムラインと併せて運用・検証を行っ
た。
〖R2〗
・運用版タイムラインを作成した。
〖R3〗
・県管理河川のタイムラインを県からの指示に
基づき修正した。
・災害対策基本法改正に基づき、タイムライン
を修正した。

〖継続実施〗
・タイムラインを作成済み。
〖R2〗
・各河川の水害対応タイムラインを参考に、当
課の対応の詳細を落とし込んだタイムラインを
作成した。
〖R3〗
・令和３年５月に災害対策基本法が改正され、
避難情報の名称が変更されたため、各河川の
水害対応タイムラインの修正を行った。

〖継続実施〗
・水害対応チェックリストを作成済み。
・平成29年度以降、河川担当部署と調整を図
り、タイムラインを作成予定。
〖H29〗
・避難指示等判断伝達マニュアルを作成した
際に、タイムラインを添付し作成を行った。
〖R2〗
・タイムラインの見直しを行った
〖R3〗
・特になし。

〖継続実施〗
・利根川、荒川、江戸川に係るタイムラインを
作成済み。
〖R2〗
・基準水位の見直しに基づき、タイムラインの
再策定を行った。
〖R3〗
・災害対策基本法の一部改正に伴う避難情報
の名称が変更されたことにより、タイムライン
を改訂した。

〖継続実施〗
・利根川のタイムラインは今後策定を検討して
いく。
〖R2〗
・利根川による被害は、荒川による被害と比
較して発災後長時間経過後に発生することか
ら、荒川に係るタイムラインを準用する。
〖R3〗
・避難勧告の廃止等の改正があったため、荒
川・利根川のタイムラインを修正した。

〖継続実施〗
・中川、綾瀬川については、作成済み。
〖H28〗
・江戸川のタイムラインを作成した。
〖H29〗
・荒川のタイムラインを作成予定。
〖H30～R2〗
・県管理河川及び荒川のタイムライン作成に
向けて検討した。
〖R3〗
・利根川、元荒川、綾瀬川、芝川・新芝川、中
川、江戸川のタイムラインを修正した。

〖継続実施〗
・利根川のタイムラインは今後策定を検討す
る。

〖継続実施〗
・タイムラインを作成済み。
※避難判断水位で避難準備情報、氾濫危険
水位で避難勧告、堤防天端水位到達で避難
指示となっているが、今後、地域防災計画と
整合を図る必要がある。
〖R４〗
・実施なし

・チェックリストの作成を検討中 ・避難情報発令の基準やタイミングを定めた
避難情報の判断・伝達マニュアルを作成した
（令和４年４月）。

〖継続実施〗
・タイムラインを作成済み。【平成28年度】

・避難情報や基準水位の変更に伴い、タイム
ラインについて見直し済。

台風等に伴う大規模水害に関するタイムライ
ンを作成済み。

利根川の氾濫危険水位等の変更に伴いタイ
ムラインの修正を行った。

― 特になし。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・利根川のタイムラインは今後策定を検討して
いく。
〖R2〗
・利根川による被害は、荒川による被害と比
較して発災後長時間経過後に発生することか
ら、荒川に係るタイムラインを準用する。
〖R3〗
・避難勧告の廃止等の改正があったため、荒
川・利根川のタイムラインを修正した。

・利根川における避難判断水位変更に伴うタ
イムラインの変更及び水害リスク情報図に基
づくその他河川におけるタイムラインの策定を
行った。

・利根川のタイムラインは今後策定を検討す
る。

見直しする。 今後、チェックリストの作成を行う。 ・必要に応じてタイムラインの見直しを行って
いく。

・タイムライン作成済みのため、必要に応じて
見直し
・タイムラインに基づいた訓練の実施

・必要に応じて、見直し、修正を行う。 必要に応じて見直していく。 ・必要に応じて対応する。 引続き作成したタイムラインの検証・見直しを
行っていく。

継続して実施。

〖R1～R2〗
・今後検討する。
〖R3〗
・実施なし。

〖R1〗
・警戒レベルの導入や台風19号対応等により
タイムラインの見直しを行った。今後は、訓練
等の実施について検討する。
〖R2〗
・避難判断水位の変更に伴い、タイムラインを
見直した。
〖R3〗
・感染症禍のため、訓練等なし

〖R1〗
・平成30年7月に洪水避難訓練を実施した。
・今後は、来年度予定の総合防災訓練におい
て、水害対応の訓練を検討する。
・避難指示等の発令基準についても必要の都
度見直しを行う。
〖R2〗
・今後、避難所開設訓練時の訓練内容に反映
できる部分は反映する。
〖R3〗
・避難所開設訓練を継続して実施した。

〖R1〗
・平成元年度の協議会に出席。
〖R2～〗
・作成したタイムラインの検証・見直しを行って
いく。

〖R1〗
・協議会において、タイムラインの確認を行う。
〖R2～〗
・協議会において、タイムラインの確認を行う
ほか、避難訓練等の実施について情報収集
及び検討を行った

〖R1～〗
・引続き作成したタイムラインの検証・見直しを
行っていく。

〖R1～R2〗
・協議会等の場において情報を共有し、実施
を検討。
〖R2〗
・水位周知河川の水害タイムラインを作成予
定。
〖R3〗
・令和３年３月に各河川の水害対応タイムライ
ンを作成し、令和３年５月に災害対策基本法
が改正され、避難情報の名称が変更されたた
め、各河川の水害対応タイムラインの修正を
行った。

〖R1～〗
・河川担当部署と検討予定。

〖R1〗
・水害対応タイムラインを活用して、避難訓練
等を実施して、明らかになった課題等を踏ま
え、避難指示の発令基準や水害対応タイムラ
イン等の見直しを検討する。
〖R2〗
・水害タイムラインを確認した。
〖R3〗
・災害対策基本法の一部改正に伴う避難情報
の名称が変更されたことにより、タイムライン
を改訂した。

〖R1～R2〗
・今後策定及び見直しを検討する。
〖R3〗
・避難勧告の廃止等の改正があったため、荒
川・利根川のタイムラインを修正した。

― 〖継続実施〗
・江戸川及び中川については作成済。利根川
のタイムラインは江戸川を準用。（R1～R2）
〖R3〗
・県管理河川のタイムラインを作成。

〖R４〗
・実施なし。

・タイムラインの確認を行った ・避難所開設訓練を継続して実施した。 〖継続実施〗
・作成したタイムラインの検証・見直しを行う。

・協議会において、タイムラインの確認を行う
ほか、避難訓練等の実施について情報収集
及び検討を行った

関係機関と連携した避難訓練・情報伝達訓練
を実施した。

上記取組を継続して行う。 ― 河川担当部署と検討予定。 ・継続して実施 〖R1～R2〗
・今後策定及び見直しを検討する。
〖R3〗
・避難勧告の廃止等の改正があったため、荒
川・利根川のタイムラインを修正した。

― ・江戸川及び中川については作成済。利根川
のタイムラインは江戸川を準用。
・県管理河川のタイムラインを作成済み。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｈ）避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

29
避難指示の発令に着目し
たタイムラインの作成

・試行版タイムラインを検証・見直し、
チェックリストを活用した運用版のタイ
ムラインを作成

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫のおそれのある豪雨
の際に、駅や列車等の運行休止や利
用者及び従業員の避難誘導を行うタイ
ムライン（事前防災行動計画）を作成す
る。

・毎年、出水期前に協議会において、市
町村等関係機関と水害対応タイムライ
ンを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、河
川管理者は洪水対応訓練を実施し、ま
た市町村は関係機関と連携して避難訓
練等を実施して、明らかになった課題
等を踏まえ、避難指示の発令基準や水
害対応タイムライン等を見直し。

28
広域避難を考慮したハ
ザードマップの作成・周知

・想定 大規模降雨による洪水を対象
とした、広域避難計画も反映した洪水
ハザードマップの策定

・協議会の場等を活用して、水害ハ
ザードマップの作成、周知及び訓練等
への活用に関する優良事例を収集し
て、適宜、「水害ハザードマップ作成の
手引き」を充実し、市町村に提供。

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・想定 大規模降雨による浸水想定区域図が
示され次第、検討に入る予定。
・平成30年度以降に予算化し、利根川の浸水
想定区域を含めたマップの作成を行い、全戸
に配布する予定。
〖R1〗
・作成担当課で、ハザードマップの改定を行
う。
〖R2〗
・想定 大規模降雨による洪水を対象として
ハザードマップの策定
〖R3〗
・中川流域の水害リスク情報図を反映した洪
水ハザードマップを作成。

〖継続実施〗
・想定 大規模降雨による浸水想定区域図が
示され次第、検討する。
〖H28～R1〗
・想定 大規模降雨による浸水想定区域図な
ど、ハザードマップ作成に必要な情報の収
集。
〖R2〗
・令和３年度作成に向けた淳義を行った。
〖R3〗
・令和3年度中に作成できるよう、業者と契約
し、作成中。

〖継続実施〗
・既に広域避難の情報を入れた洪水ハザード
マップを公表している。
・洪水ハザードマップは近隣市町と共同で作
成した。
〖H28～H30〗
・洪水時の避難方法については、自治会や自
主防災会への出前講座にて周知を行った。
〖R1〗
・洪水時の避難方法を、自治会や自主防災会
への出前講座にて周知を行った。
〖R3〗
・今年度、防災マップ（洪水ハザードマップ等
を含む）の見直しを行っている。

〖継続実施〗
・想定 大規模の浸水想定区域の公表後、ハ
ザードマップの改訂と併せて検討する。
〖H28〗
・平成29年度当初予算にハザードマップ改訂
に関する予算を計上した。
〖H29〗
・ハザードマップを改定。
〖R3〗
・ハザードマップの改訂作業を行った。隣接自
治体の避難所等を併せて掲載している。

〖継続実施〗
・広域避難計画を反映した洪水ハザードマップ
を今後検討する。

〖継続実施〗
・地域防災計画の見直しを検討中であり、そ
の際に内容について検証する予定。
〖H29〗
・地域防災計画の見直しを行ったが、ハザード
マップの作成は引き続き検討する予定。
〖R1～R2〗
・引き続き検討。
〖R3〗
・防災ガイド・ハザードマップを改訂したが、広
域避難は考慮していない。

〖継続実施〗
・ハザードマップの改訂時に広域避難の記載
について検討する。
〖H28〗
・地域防災計画改訂業務について発注してお
り、その中で今後検討していく。
〖H29～〗
・ハザードマップの改訂時に広域避難の記載
について検討する。

〖継続実施〗
・想定 大規模降雨による浸水想定区域図が
示され次第、検討する。
〖R2〗
・洪水ハザードマップを更新した。
〖R3〗
・洪水ハザードマップを活用した、防災講座の
実施。

〖継続実施〗
・想定 大規模降雨による浸水想定区域図が
示され次第、検討する。
〖R2〗
・ハザードマップの見直しに着手。
・広域避難計画は掲載できないが、広範囲で
の浸水想定区域を掲載することにより水害リ
スクを周知する。
〖R3〗
・ハザードマップの見直し、全戸配布を実施。
・広域避難計画は掲載できないが、広範囲で
の浸水想定区域を掲載することにより水害リ
スクを周知する。

〖継続実施〗
・広域避難の情報を入れたハザードマップを
今後検討する。
〖H29～R2〗
・検討中。
〖R3〗

〖継続実施〗
・田中調整池があり，浸水想定区域の範囲を
考慮すると，本市の避難所等で対応可能であ
るため，広域避難の必要性はない。
・広域避難の必要性がないため，広域避難を
考慮したハザードマップの作成は不要。

〖継続実施〗
・広域避難計画を反映した洪水ハザードマップ
を今後検討する。
〖R2～〗
・洪水ハザードマップの更新が完了したが、広
域避難計画の策定は現時点では予定してい
ないため、反映していない。

〖継続実施〗
・市内における避難場所で、収容人数を満た
している。

広域避難計画について情報を収集。 令和３年度に新たにハザードマップを策定し
た。

防災マップ（洪水ハザードマップ等を含む）の
見直しを行った。

なし ・実施予定なし ・特に実施していない。 〖継続実施〗
・ハザードマップの改訂時に広域避難の記載
について検討する。
〖H28〗
・地域防災計画改訂業務について発注してお
り、その中で今後検討していく。
〖H29～〗
・ハザードマップの改訂時に広域避難の記載
について検討する。

・洪水ハザードマップを活用した、防災講座の
実施。

・ハザードマップの見直し、全戸配布を実施。
・広域避難計画は掲載できないが、広範囲で
の浸水想定区域を掲載することにより水害リ
スクを周知する。

〖継続実施〗
・広域避難の情報を入れたハザードマップを
今後検討する。

・田中調整池があり，浸水想定区域の範囲を
考慮すると，本市の避難所等で対応可能であ
るため，広域避難の必要性はない。
・広域避難の必要性がないため，広域避難を
考慮したハザードマップの作成は不要。

・洪水ハザードマップの更新が完了したが、広
域避難計画の策定は現時点では予定してい
ないため、反映していない。

〖継続実施〗
・市内における避難場所で、収容人数を満た
している。

広域避難（計画）について反映するか検討して
いく。

必要に応じて見直し。 引き続き、市民等へ防災マップの周知・啓発
に努めていく。

・具体的な広域避難計画を検討する。 ・実施予定なし ・引き続き検討。 同上 引き続き、洪水ハザードマップの周知。 ・広範囲での浸水想定区域を掲載することに
より水害リスクを周知する。

継続実施 ・田中調整池があり，浸水想定区域の範囲を
考慮すると，本市の避難所等で対応可能であ
るため，広域避難の必要性はない。
・広域避難の必要性がないため，広域避難を
考慮したハザードマップの作成は不要。

〖R1～R2〗
・手引き等の情報をハザードマップ作成課と共
有する。

― ・実施予定なし 〖R2～〗
・予定なし
〖R3〗
・防災ガイド・ハザードマップを活用して、防災
講習会を実施した。

〖R3〗
策定した洪水ハザードマップを近隣市町に配
布した。

〖継続実施〗
・申請があった自主防災組織等に水害ハザー
ドマップを活用した防災講座を実施。

〖継続実施〗
・田中調整池があり，浸水想定区域の範囲を
考慮すると，本市の避難所等で対応可能であ
るため，広域避難の必要性はない。
・広域避難の必要性がないため，広域避難を
考慮したハザードマップの作成は不要。

― ・実施予定なし ・防災ガイド・ハザードマップを活用した防災講
習会を開催した。

〖R4〗
・実施なし

・ハザードマップを活用した優良事例の収集。 〖継続実施〗
・申請があった自主防災組織等に水害ハザー
ドマップを活用した防災講座を実施。

・田中調整池があり，浸水想定区域の範囲を
考慮すると，本市の避難所等で対応可能であ
るため，広域避難の必要性はない。
・広域避難の必要性がないため，広域避難を
考慮したハザードマップの作成は不要。

― ・実施予定なし ・引き続き実施。 ・水害ハザードマップを活用した訓練や講習会
を検討する。

継続的に活用する。 継続実施 ・田中調整池があり，浸水想定区域の範囲を
考慮すると，本市の避難所等で対応可能であ
るため，広域避難の必要性はない。
・広域避難の必要性がないため，広域避難を
考慮したハザードマップの作成は不要。

〖継続実施〗
・タイムラインの作成について今後策定を検討
していく。
〖R3〗
・タイムラインを作成した。

〖継続実施〗
・タイムラインを作成済み。【平成28年度】
〖H28〗
・タイムラインを作成した。
〖H30～R2〗
・タイムラインを作成済み。【平成28年度】
〖R3〗
・新たな基準のタイムラインの作成を検討。

〖継続実施〗
・タイムライン運用版を作成済み。【平成28年
度】
〖H28～H30〗
・タイムライン運用版を作成済み。【平成28年
度】
〖R1〗
・警報レベルの導入に基づく、タイムラインの
一部改定を行った。
〖R3〗
・災害対策基本法の改正に伴う避難情報の変
更に合わせて、タイムラインの一部改定を行っ
た。

〖継続実施〗
・タイムラインを作成済み。
〖R3〗
・広報紙に簡易的なタイムラインを掲載したほ
か、改訂作業中のハザードマップにマイ・タイ
ムラインを掲載した。

〖継続実施〗
・氾濫シミュレーションを参考に、タイムライン
の作成を検討中
〖H30〗
・荒川については作成済み。
〖R1～〗
・タイムライン作成に向けて検討中

〖継続実施〗
・地域防災計画の見直しを検討中であり、そ
の際に内容について検証する予定。
〖H29〗
・タイムラインについては作成済み。
〖H30～R1〗
・必要に応じ見直し。
〖R2〗
・タイムライン作成済み。
〖R3〗
・新たな避難情報に対応したタイムラインを作
成。

〖継続実施〗
・タイムラインの案を作成済み。【平成28年度】
〖H28〗
・地域防災計画改訂業務の中で（案）がとれる
よう、より具体的に検討予定。
〖H29〗
・荒川のタイムラインを作成した。
〖H30〗
・利根川のタイムラインを作成した。
〖R1～〗
・引き続き実施。

〖継続実施〗
・タイムライン策定済み。
〖R2〗
・見直しを行った。
〖R3〗
・警戒レベルの変更に伴う、タイムラインの見
直し。

〖継続実施〗
・利根川に係るタイムラインの作成を検討す
る。
〖R3〗
・タイムライン作成済。

〖継続実施〗
・作成したタイムライン(案)をもとに、見直し・検
証を行っていく。
〖H28〗
・検証中。
〖H29～〗
・実用化に向けて検討していく。

〖継続実施〗
・タイムラインを作成済み。
〖R2〗
・駅や列車等についてのタイムラインは今後
検討する。
〖R3〗
・避難情報が変更される前のタイムラインは作
成済み。

〖継続実施〗
・利根川のタイムラインは今後策定を検討して
いく。
〖R2〗
・令和２年４月にタイムラインを作成した。
〖R3〗
・なし。

〖継続実施〗
・タイムラインを策定済み。
〖H28〗
・タイムラインの検証を開始した。
〖H29～R1〗
・発令基準の見直しに伴い、避難指示に着目
したタイムラインを更新している。
〖R2～〗
・タイムラインを策定済み。

基準水位見直しに伴い、避難着目型タイムラ
インの見直しを行った。

新たにタイムラインを作成した。 ・洪水時における河川管理者からの情報提供
方法（ホットライン）を確認するとともに、必要
に応じてタイムラインの修正を行った。

マイタイムラインの作成について外部講師を
招き、自主防災組織等を対象に訓練を実施す
る予定（R5。2.2）

〖継続実施〗
・氾濫シミュレーションを参考に、タイムライン
の作成を検討中

・特に実施していない。 〖継続実施〗
・タイムラインの案を作成済み。【平成28年度】
〖H28〗
・地域防災計画改訂業務の中で（案）がとれる
よう、より具体的に検討予定。
〖H29〗
・荒川のタイムラインを作成した。
〖H30〗
・利根川のタイムラインを作成した。
〖R1～〗
・引き続き実施。

・自主防災会の防災訓練において、タイムライ
ンの掲示及び説明を実施。

・タイムライン作成済。 ・これまでの河川水位を基準とした水害対応タ
イムラインを見直し、気象状況（主に台風）に
応じた水害対応タイムラインの作成を進めた。

・タイムラインを作成済み。 ・特になし。 〖継続実施〗
・タイムラインを策定済み。
〖H28〗
・タイムラインの検証を開始した。
〖H29～R1〗
・発令基準の見直しに伴い、避難指示に着目
したタイムラインを更新している。
〖R2～〗
・タイムラインを策定済み。

必要に応じて修正していく。 必要に応じて見直し。 ・洪水時における河川管理者からの情報提供
方法（ホットライン）を確認するとともに、必要
に応じてタイムラインの修正を行っていく。

・改訂したハザードマップの説明等に合わせて
マイ・タイムラインを作成を周知する。

・継続して実施 ・作成済みのため、必要に応じて見直し。 ・引き続き実施。 検証を行い、適宜見直しを図る。 ・適宜見直しを行う。 ・実用化に向けて検討していく。 ・避難情報の変更に伴う修正等，必要に応じ
て対応していく。

・必要に応じてタイムラインの見直しを行う。

〖R1〗
・市総合防災訓練において、タイムラインを活
用した水防訓練の実施を検討する。
〖R2〗
・本年度は市総合防災訓練を実施できなかっ
たため、次年度に取り組めるよう検討してい
く。

― 〖継続実施〗
・町総合防災訓練において、タイムラインを活
用した水防訓練の実施を検討する。
〖R3〗
・コロナ禍により、町総合防災訓練が中止と
なったため、次年度以降にタイムラインを活用
した水防訓練が実施できるよう検討を進めて
いく。

〖R2〗
・訓練の実施、課題の抽出、タイムラインの見
直しを検討する。
〖R3〗
・洪水予報伝達演習への参加。

〖R1～〗
・関係機関と連携し、随時見直しを行う。

〖R2〗
・見直しを行った。
〖R3〗
・警戒レベルの変更に伴う、タイムラインの見
直し。

〖R1〗
・水害対応タイムラインを作成する。
〖R2〗
・地域防災計画見直しに伴い、避難指示等の
発令基準を見直し。
〖R3〗
・タイムライン作成済。

〖継続実施〗
・水害対応タイムラインを活用した訓練の検討
を進める。

〖R1〗
・Ｒ１年度に水害を想定した柏市総合防災訓
練を実施。浸水想定区域内の住民の避難訓
練等を踏まえ，現在地域防災計画を見直し，
公開予定。
〖R2〗
・Ｒ１年度の柏市総合防災訓練等を参考に，
柏市地域防災計画について，風水害時の対
応について，見直した。
〖R3〗
・新型コロナウイルスの感染拡大を鑑みて，我
孫子市と合同で実施している水防訓練を中止
とした。

〖R2〗
・必要に応じ検討していく。
〖R3〗
・なし。

〖R1～〗
・避難訓練の実施について検討する。

本年度も市総合防災訓練を実施できなかった
ため、次年度に取り組めるよう検討していく。 ― 〖継続実施〗

・町総合防災訓練において、タイムラインを活
用した水防訓練の実施を検討する。

・洪水予報伝達演習（利根川・荒川・多摩川）
や洪水対応演習（下久保ダム）に参加した。

〖R1～〗
・関係機関と連携し、随時見直しを行う。

・水害対応タイムラインの見直し。 ・タイムライン作成済。 〖継続実施〗
・水害対応タイムラインを活用した訓練の検討
を進める。

我孫子市と合同で実施している水防訓練を実
施した。

・特になし。 〖R1～〗
・避難訓練及び情報伝達訓練の実施について
検討する。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｈ）避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

29
避難指示の発令に着目し
たタイムラインの作成

・試行版タイムラインを検証・見直し、
チェックリストを活用した運用版のタイ
ムラインを作成

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫のおそれのある豪雨
の際に、駅や列車等の運行休止や利
用者及び従業員の避難誘導を行うタイ
ムライン（事前防災行動計画）を作成す
る。

・毎年、出水期前に協議会において、市
町村等関係機関と水害対応タイムライ
ンを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、河
川管理者は洪水対応訓練を実施し、ま
た市町村は関係機関と連携して避難訓
練等を実施して、明らかになった課題
等を踏まえ、避難指示の発令基準や水
害対応タイムライン等を見直し。

28
広域避難を考慮したハ
ザードマップの作成・周知

・想定 大規模降雨による洪水を対象
とした、広域避難計画も反映した洪水
ハザードマップの策定

・協議会の場等を活用して、水害ハ
ザードマップの作成、周知及び訓練等
への活用に関する優良事例を収集し
て、適宜、「水害ハザードマップ作成の
手引き」を充実し、市町村に提供。

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・想定 大規模降雨の洪水ハザードマップを
作成予定。
・江東５区広域避難推進協議会にて、広域避
難の方針等を記載したハザードマップを作成
予定。
〖H28〗
・ハザードマップの作成を準備中。
〖H29〗
・想定 大規模降雨の洪水ハザードマップを
作成中。
〖H30〗
・想定 大規模の降雨による利根川ハザード
マップについて、平成31年3月の公表、区内全
戸配布に向けて作業中。
〖R1〗
・江東5区による広域避難計画を踏まえたハ
ザードマップを平成31年3月に作成し、区内全
戸に配布した。
〖R2～〗
・広域避難を反映した洪水ハザードマップを作
成し、公表済みである。

〖継続実施〗
・利根川のハザードマップについても作成を検
討し、その際には広域避難の記述についても
考慮する予定。
〖R1〗
・広域避難を考慮した新しいハザードマップを
作成した。
〖R3〗
※R1時点で、広域避難を考慮した新しいハ
ザードマップを作成している。

〖継続実施〗
・23区内の高台や隣接する千葉県市川市の
国府台を広域避難先としたハザードマップを
公表している。
・各河川、事象ごとに分けたハザードマップの
作成。
〖H28〗
・ハザードマップの作成を準備中。
〖H29〗
・ハザードマップの見直しに着手。
〖H30〗
・江東５区広域避難推進協議会にて、江東５
区大規模水害ハザードマップを作成・公表。
・江戸川区水害ハザードマップを作成。
〖R1〗
・江戸川区水害ハザードマップを作成・公表。
〖R2～〗
・町会・自治会等を対象に説明会を実施。

・広域避難を反映した洪水ハザードマップを作
成し、公表済みである。

〖R4〗
・水害ハザードマップ説明会で、広域避難の
可能性や広域避難する場合の避難行動等に
ついて区民に周知した。

・町会・自治会等を対象に説明会を実施。

〖R1～R2〗
・新しいハザードマップの内容について、説明
会等を通じて周知を図る。
〖R3〗
・ハザードマップ説明会を実施した。

―

・ハザードマップの重要性について説いた総
合防災行政アドバイザーのインタビュー動画
を作成し、ホームページに掲載した。
・ハザードマップの解説について、出前講座を
実施した。

〖継続実施〗
・ハザードマップ説明会を実施した。
・出前講座にて自治町会や学校等向けにハ
ザードマップについて説明した。

・水害時（外水氾濫、内水氾濫）の避難方法等
について、水害ハザードマップを用いて自治
会や各団体向けに防災講演会を実施してい
る。

・ハザードマップ説明会を継続して実施してい
く。

〖継続実施〗
・利根川に係るタイムラインの作成を検討す
る。
〖H28～R1〗
・荒川下流タイムライン（拡大試行版）を参考
に、利根川に係るタイムラインの作成を検討。
〖R2～〗
・荒川下流タイムライン（拡大試行版）を参考
に、利根川に係るタイムラインの作成を検討。

〖継続実施〗
・荒川下流タイムラインを策定後、他河川のタ
イムラインの策定についても検討する。
〖H30〗
・荒川下流タイムライン（拡大試行版）を参考
に、利根川に係るタイムラインの作成を検討。
〖R1〗
・葛飾区版のタイムラインについて検討をす
る。
〖R2～〗
・新しいハザードマップの内容について、説明
会等を通じて周知を図った。

〖継続実施〗
・北区、板橋区、足立区をモデルエリアとした
荒川下流タイムライン（試行版）及びチェックリ
ストを参考に、国と連携して拡大試行版を策
定する予定。【平成28年度～】
〖H28〗
・荒川下流タイムライン（拡大試行版）の作成
に着手。
〖H29〗
・荒川下流タイムライン（拡大試行版）の運用
開始。
〖H30〗
・荒川下流タイムライン（拡大試行版）を参考
に、利根川に係るタイムラインの作成を検討。
〖R1〗
・荒川下流タイムライン（拡大試行版）を参考
に、利根川に係るタイムラインの作成を検討。
〖R2〗
・荒川下流タイムライン（拡大試行版）を基に
関係機関全体に関わる防災行動に特化した
（共通版）を検討中。
〖R3〗
・利根川版のタイムラインを作成。
・荒川下流タイムライン（拡大試行版）をもと
に、河川管理者とタイムラインの改善のため
の協議を継続的に実施。

〖継続実施〗
・気象情報に対する防災行動との関連整理について、市区町のタイムライン検討・
見直しに適宜協力する。
〖H28〗
・荒川下流タイムライン検討会に参加し、関係各区の支援を実施した。
〖H28～H30〗
・利根川流域区市町からの問合せに対応できるよう準備した。
〖R1〗
・利根川流域区市町のタイムライン検証・見直しに対応するために利根川上流河川
事務所と打ち合わせた
〖R2〗
・流域平均雨量の予測値の提供について、利根川上流河川事務所と内容協議。
・台風接近時の防災行動計画（タイムライン）に沿った対応を効果的に支援するた
め、24時間以内に台風に発達する見込みの熱帯低気圧の予報を、これまでの1日
先までから5日先までに延長。
〖R3〗
・荒川下流タイムラインの運用（東京管区）
・多摩川タイムラインの訓練参加（東京管区）
・タイムライン作成の中で支援できることがあれば協力していく。（宇都宮）
・利根川ダム統合管理事務所が作成・検討中の「赤谷川（みなかみ町）タイムライ
ン」について、助言などの協力を行った。（前橋）
・自治体からのタイムラインや避難情報の判断基準の見直しの照会の際、必要に
応じて大雨警報（土砂災害）及び洪水警報の危険度分布（キキクル）等の利活用を
促進した。（熊谷）

・荒川下流タイムライン（拡大試行版）を参考
に、利根川に係るタイムラインの作成を検討。

〖継続実施〗
・荒川下流タイムラインを策定後、他河川のタ
イムラインの策定についても検討する。
・ハザードマップの内容について、説明会や出
前講座等を通じて周知を図った。

・利根川版のタイムラインを随時見直し。
・荒川下流タイムライン（拡大試行版）をもと
に、河川管理者とタイムラインの改善のため
の協議を継続的に実施。

・自治体タイムラインの見直しの支援に際し、適宜、大⾬警報（土砂災害）
及び洪水警報の危険度分布（キキクル）、流域雨量指数の予測値等を利
活用するよう助言した。（熊谷）

・引続き、荒川下流タイムライン（拡大試行版）
を参考に、利根川に係るタイムラインの作成を
検討していく。

・引き続き、関係防災機関からの要請に応じ、タイムラインの策定・検証・見
直しの支援を行う。（全体）

〖R1～〗
・出水期前に協議会において、河川管理者に
対して水害対応タイムラインを確認する。

〖R2～〗
・葛飾区版のタイムラインに基づいて、図上訓
練を実施した。

〖R2～〗
・荒川下流タイムライン（拡大試行版）適用後
に対応のふり返りを実施。

〖R3〗
・荒川下流域タイムラインについて関係機関と確認。（東京管区）
・江東5区広域避難推進協議会の関係機関とタイムラインを確認。（東京管
区）
・タイムライン作成の中で支援できることがあれば協力していく。（宇都宮）

・出水期前に協議会において、河川管理者に
対して水害対応タイムラインを確認する。

〖R2～〗
・図上訓練には、東京都、消防、警察、自衛
隊、河川事務所等の関係機関も参加してい
る。
〖R4〗
・葛飾区版タイムラインに基づき、今年度は広
域避難発令も盛り込んだ図上訓練を実施し
た。

・利根川版のタイムラインを随時見直し。
・荒川下流タイムライン（拡大試行版）をもと
に、河川管理者とタイムラインの改善のため
の協議を継続的に実施。

・自治体タイムラインの見直しの支援に際し、適宜、大⾬警報（土砂災害）
及び洪水警報の危険度分布（キキクル）、流域雨量指数の予測値等を利
活用するよう助言した。（熊谷）
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｈ）避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

29
避難指示の発令に着目し
たタイムラインの作成

・試行版タイムラインを検証・見直し、
チェックリストを活用した運用版のタイ
ムラインを作成

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫のおそれのある豪雨
の際に、駅や列車等の運行休止や利
用者及び従業員の避難誘導を行うタイ
ムライン（事前防災行動計画）を作成す
る。

・毎年、出水期前に協議会において、市
町村等関係機関と水害対応タイムライ
ンを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、河
川管理者は洪水対応訓練を実施し、ま
た市町村は関係機関と連携して避難訓
練等を実施して、明らかになった課題
等を踏まえ、避難指示の発令基準や水
害対応タイムライン等を見直し。

28
広域避難を考慮したハ
ザードマップの作成・周知

・想定 大規模降雨による洪水を対象
とした、広域避難計画も反映した洪水
ハザードマップの策定

・協議会の場等を活用して、水害ハ
ザードマップの作成、周知及び訓練等
への活用に関する優良事例を収集し
て、適宜、「水害ハザードマップ作成の
手引き」を充実し、市町村に提供。

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・タイムラインは無いが、当社内マニュアルを
策定済（●）
〖R3〗
・実施済み。

〖継続実施〗
・計画運休タイムラインにより対応している
（●）
〖R3〗
・計画運休タイムラインについて、一部改訂を
実施した。

〖継続実施〗
・大規模水害の発生に備えた、タイムラインを
計画（荒川）（▲）

〖R2〗
・台風等による大雨に起因して河川氾濫が予
想される場合の対応マニュアル制定した。
（●）
〖R3〗
・台風等による大雨に起因して河川氾濫が予
想される場合の対応マニュアルの再確認を実
施

〖継続実施〗
・計画運休の実施を主とした想定を、現在社
内にて検討中です。（▲）
〖R3〗
・2021年度を目途に策定する車両退避計画に
タイムラインを掲載予定。

〖継続実施〗
・台風接近時等に、運転休止が見込まれる場
合の計画運休・運転再開時の情報提供タイム
ラインについて整備済である。（●）

〖継続実施〗
・計画運休時の対応等を含め、現在社内で検
討中。（▲）

〖継続実施〗
・タイムライン運用版への改訂支援を行う。

・社内マニュアルの策定を実施済み ・一部改訂した内容について従業員に周知教
育を行った。

・台風等による大雨に起因して河川氾濫が予
想される場合の対応マニュアルの再確認を実
施

・２０２２年３月３１日制定の「浸水時の車両退
避計画」にタイムラインを掲載。

〖継続実施〗
・台風接近時等に、運転休止が見込まれる場
合の計画運休・運転再開時の情報提供タイム
ラインについて整備済である。（●）

・台風接近に伴う風の影響または荒川下流域
に於いて増水による河川の越水などを想定
し、計画運休や社員の避難などを組み入れた
タイムラインを作成途中。

・必要により社内マニュアルを更新する。 ・今後も必要に応じ、計画運休タイムラインの
見直し、改訂を行う。

〖継続実施〗
・大規模水害の発生に備えた、タイムラインを
計画（荒川）（▲）

・マニュアルに基づいた訓練（机上）実施予定 ・車両退避計画策定後も必要に応じ、見直し
を行う。

今後の気象変化などに応じて必要があれば
修正。

・実際にタイムラインを使用した図上訓練を実
施、不足している情報や修正を行うなど、見直
しを行いながら精査します。

〖R2～〗
・大規模水害の発生に備えた、タイムラインを
計画（利根川水系・荒川水系）（▲）

・大規模水害の発生に備えた、タイムラインを
計画（利根川水系・荒川水系）（▲）
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

今後の
取り組み方

令和4年度までの取り組みを継続して実施。 〖R5〗
・状況に応じて逐次見直し及び更新予定

・協議会と連携して行う。 ・訓練の実施を検討。 様々な業務において水害対応タイムラインを
当て込むことで、浮き彫りになる課題が出る。
これらの意見を集約し、見直しの際の参考と
する。

継続 避難指示等の発令に着目したタイムラインを
市内河川ごとに作成する。

中小河川版のタイムラインの作成を検討す
る。

・必要に応じて実施する。 ・タイムラインを活用した訓練を検討していく。 ・継続して実施
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具体的取組 主な内容 目標時期

今後の
取り組み方

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
・整備が完了したため必要に応じて見直し ・継続して避難訓練等を実施することにより、

課題の洗い出しを行っていく。
・必要に応じ見直しを検討する。 ・必要に応じて修正を行う。 ・必要に応じて見直し等を行っていく。 今後も必要に応じてタイムラインの見直しを実

施する。
引き続き検討する。 ・継続して実施。 ・検討する。 ・必要に応じて、適宜見直す
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具体的取組 主な内容 目標時期

今後の
取り組み方

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
今後検討する。 ・訓練等の結果に応じて修正等を行っていく。 ・未実施地域を対象に避難所開設訓練を実施

する。
・協議会において、タイムラインの確認を行う
ほか、避難訓練等の実施について情報収集
検討していく

・必要に応じて、見直し、修正を行う。 河川担当部署と検討予定。 ・必要に応じて対応する。 ― 継続して実施。
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具体的取組 主な内容 目標時期

今後の
取り組み方

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
作成したタイムラインの訓練等での活用など
検討していく。 ― ・町総合防災訓練において、タイムラインを活

用した水防訓練の実施を検討する。
・継続して実施。 同上 検証を行い、適宜見直しを図る。 ・適宜見直しを行う。 継続実施 ・我孫子市と合同で実施している水防訓練を

引き続き実施するとともに，適宜水害対応タイ
ムライン等の見直しをしていく。

・必要に応じ検討していく。
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具体的取組 主な内容 目標時期

今後の
取り組み方

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
・出水期前に協議会において、河川管理者に
対して水害対応タイムラインを確認する。

・引き続き、関係防災機関からの要請に応じ、タイムラインの策定・検証・見
直しの支援を行う。（全体）
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具体的取組 主な内容 目標時期

今後の
取り組み方

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖R2〗
・大規模水害の発生に備えた、タイムラインを
計画（利根川水系・荒川水系）（▲）
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・タイムラインに基づき、実際の災害を想定し
て、図上訓練を実施している。
〖R3〗
・一部の自治会・行政区に対して避難判断訓
練を実施した。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づき関係機関等による訓練
の実施を検討する。
〖H28〗
・当市で作成した「鬼怒川・小貝川におけるタ
イムライン」を活用し，代表機関による洪水時
情報伝達シミュレーションを実施・査察を行
い，関係機関で水防災意識の共有を図った。
〖H29〗
平成29年5月28日に行政・住民の合同による
出水期を想定した図上訓練を実施。災害時対
応能力向上と水防災意識の共有を図った。
〖H30〗
下館河川事務所主導のもと，タイムラインに基
づく図上訓練を実施。
〖R1〗
2月庁内図上訓練にてワークショップ形式の訓
練にて行動手順の再検討を行った。
〖R3〗
6月にタイムラインに基づき、SIPシステムを活
用した訓練を実施。

〖継続実施〗
・訓練実施の検討をしていく。
〖H30〗
・近隣自治体とともにライムラインに基づく図
上訓練を実施。
〖R3〗
・市民大学（コミュミティ防災）において浸水想
定区域の自主防災会、民生委員、市政協力
員、市内の防災士とともに地区別のライムライ
ンを作成。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。
〖R1〗
・タイムラインに基づく洪水対応避難訓練を実
施した。
〖R2〗
・茨城県・坂東市避難力強化訓練を実施。
〖R3〗
・訓練未実施。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。
〖R2〗
・水害避難所開所訓練を実施した。
〖R3〗
・職員による水害避難所開所訓練を実施し
た。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。
〖R1〗
・１０月２６日に茨城県・古河市・五霞町・境町
総合防災訓練の実施を予定し、４月以降、各
行政区長及び関係機関等との調整会議（１回
／月）を行い、利根川の水害を想定した広域
避難訓練を予定していたが、台風１９号の上
陸を受け、訓練よりも先に実対応することと
なった。
〖R2〗
・コロナ禍の広域避難に向けた避難所開設要
員　に対する現地研修訓練を実施
・広域避難所である坂東総合高校との合同防
災訓練を１１月に計画するも、コロナ感染拡大
の影響から延期
〖R3〗
・コロナ禍のため担当部署内の書面による認
識共有を実施

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。
〖R1〗
・水害を想定した災害対策本部運営訓練を実
施した。
〖R2〗
・水害を想定した情報伝達訓練を実施した。
・水害を想定した避難所開設訓練を実施した。
〖R3〗
・他の河川のタイムラインを用いた実践的訓
練を実施した。

〖継続実施〗
・タイムラインの運用版を作成し、それに基づ
いたロールプレイング及び避難行動実働訓練
等を実施する。【平成28年～】
〖R3〗
・特になし。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。
・実災害で運用する。
〖H29～R1〗
・災害警戒本部訓練にてタイムラインを活用し
た避難情報発令を行う図上訓練を実施した。

〖継続実施〗
・風水害実動訓練を実施。
・今後は、主にライフライン事業所に対しても
訓練実施及び啓発をしていく予定。
〖R3〗
・職員実動訓練、感染症に対応した避難者の
避難所収容訓練及び災害情報収集訓練等の
部分的な訓練を実施した。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な図上訓練を実
施する予定【平成29年度】
〖H30〗
・2019年度の全町避難訓練に向け、説明会等
を開催
〖R1〗
・令和元年１０月６日にタイムラインに基づく全
町避難訓練実施。

〖継続実施〗
・タイムラインに沿って水防演習を実施した。

令和4年度の
取組内容

・庁内において気象庁の線状降水帯予報発表
を想定した実践的な災害対応の図上訓練を
行い、タイムラインの確認を行った。

タイムラインに基づく，ホットライン訓練を実施 ・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。 今年の職員訓練は、7月に講習会形式で全職
員を対象に行い、また、1月には一部の避難
所を担当する職員を対象に実践形式による訓
練（避難所開所訓練）を実施した。

コロナ禍のため未実施 令和３年度までの取組内容と変更なし 特になし。 ・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。

・職員対象の風水害実動訓練を実施した。 ・進捗なし

今後の
取り組み方

令和4年度の取り組みを継続して実施。 継続して実施 〖R5〗
・タイムラインに基づく図上訓練の実施を検討

・タイムラインに基づく実践的な訓練につい
て，実施するか検討する。

・訓練の実施を検討。 職員訓練以外で、自主防災組織等や関係機
関と共同による、実践的な避難所運営訓練の
実施を目指し、検討をする。

令和５年度２市１町水防訓練担任予定（時期・
場所別示）

利根川に着目した訓練の実施についても検討
していく。

水害時の初動対応訓練を口ールプレイング形
式等により全庁的に実施することを検討。

・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。

・継続して実施する。 ・コロナ収束後に、タイムラインに基づく全町避
難訓練を実施予定

・当市水防訓練を実施する際に、タイムライン
に基づく訓練が実施できるよう、引き続き関係
部署と連携していく。

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

30
タイムラインに基づく実践
的な訓練

・口ールプレイング等の実践的な訓練
を検討、実施する

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定したタイムライ
ン（事前防災行動計画）に基づく実践的
な訓練を実施し習熟を図る。

31

気象情報発信時の「危険
度の色分け」や「警報級の
現象」等の改善（水害時の
情報入手のし易さをサ
ポート）

・警報等における危険度の色分け表示
・警報級の現象になる可能性の情報発
信
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

30
タイムラインに基づく実践
的な訓練

・口ールプレイング等の実践的な訓練
を検討、実施する

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定したタイムライ
ン（事前防災行動計画）に基づく実践的
な訓練を実施し習熟を図る。

31

気象情報発信時の「危険
度の色分け」や「警報級の
現象」等の改善（水害時の
情報入手のし易さをサ
ポート）

・警報等における危険度の色分け表示
・警報級の現象になる可能性の情報発
信

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。
〖H30～〗
・災害対策本部設置運営訓練を実施。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施の
検討。【平成28年度～】
〖H29〗
・災害対策本部員で図上訓練を行った。
・庁内各部で図上訓練を行った。
〖H30・R1〗
・災害対策本部と関係機関が連携した図上訓
練を行った。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。
〖R1～R2〗
・職員を対象に模擬演習を行い、それに基づ
いた検証。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な避難訓練の実
施を検討する。【平成29年度～】
〖H29～R1〗
・タイムラインに基づく避難訓練を実施した。
〖H30〗
・広域避難タイムラインに基づく参集訓練を実
施した。
〖R3〗
・タイムラインに基づき、避難訓練（情報伝達
訓練）を実施した。

〖継続実施〗
・今年度市区町のタイムラインを作成し、来年
度にそれに基づいたロールプレイング及び避
難行動実働訓練等の実践的な避難訓練を検
討する。
〖R3〗
・新型コロナウイルス感染拡大のため、防災
訓練が実施できなかった。来年度は実践的な
避難訓練を検討している。

〖継続実施〗
・ロールプレイング及び避難行動実働訓練等
の実践的な避難訓練を検討する。【平成29年
～】
〖R2〗
・職員の非常招集訓練を実施した。
〖R3〗
・防災訓練の中で、民間企業の施設を避難場
所として使用する際の打ち合わせを実施し
た。職員の非常招集訓練及び水害対応訓練
（避難所対応、小中河川の確認）を実施した。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。
〖H28～〗
・来年度以降訓練を実施するため、他自治体
の事例や手法等を確認した。

〖継続実施〗
・タイムライン作成後、訓練を検討する。
〖H28～H30〗
・検討中。
〖R3〗
・取り組みなし。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。
〖R1〗
・現状、タイムラインを作成しておらず、訓練実
施は検討していない。
〖R2〗
・今年度、利根川タイムラインを策定。
・利根川を含め市内に浸水を及ぼす可能性の
ある河川の水位の上昇を踏まえた訓練を実
施。
〖R3〗
・令和３度については、訓練の実績なし。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づいたロールプレイング等
の実践的な避難訓練の実施を検討していく。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。
〖R3〗
・利根川のタイムラインと併せて、実践的な訓
練についても検討していく。

〖継続実施〗
・今後、タイムラインに基づく訓練について検
討していく。
〖H28〗
・他市の動向を注視。
〖H29〗
・検討中。
〖H30〗
・洪水ハザードマップを使用した図上訓練を自
治会代表者を集めて実施した。
〖R1～〗
・次年度以降計画する。

〖継続実施〗
・地域ごとに洪水避難訓練を実施している。
〖H29〗
第66回利根川水系連合・総合水防演習をタイ
ムラインに基づいた実践的な演習を行った。
〖H30〗
・新たに市街の広域避難所の現地確認を行っ
た。
〖R2〗
・災害対策情報収集室の立ち上げに伴う、気
象・河川情報の表示、伝達など初期対応の訓
練を実施。
〖R3〗
・台風の接近、避難情報の発令、避難場所の
開設等、利根川・渡良瀬川・荒川タイムライン
に基づき、確認する総合水害広域避難訓練
（図上訓練）を実施した。なお、当初は市民参
加型訓練を予定していたが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により図上訓練とした。

― 総合防災訓練でタイムラインの運用について
確認を実施

・住民参加型の総合防災訓練を実施し、避難
所開設運営訓練や、バス輸送訓練等、実践的
な訓練を行った。

・災害対策本部員で洪水対応図上訓練を実
施した。

・必要に応じてガイドラインの修正を行った。 ・取り組みなし。 〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。
〖R1〗
・現状、タイムラインを作成しておらず、訓練実
施は検討していない。
〖R2〗
・今年度、利根川タイムラインを策定。
・利根川を含め市内に浸水を及ぼす可能性の
ある河川の水位の上昇を踏まえた訓練を実
施。
〖R3〗
・令和３度については、訓練の実績なし。
〖R4〗
・集中豪雨による被害を想定し、鴨川の河川
上昇を考慮した災害対応図上訓練を実施し
た。
（今回の訓練では、利根川の水位の上昇は考
慮していない。）

引き続き検討した。 ・未実施のため回答なし 水資源機構利根導水総合事業所の実施する
武蔵水路内水排除情報伝達訓練にあわせ、
忍川周辺の自治会が参加する「忍川浸水対
策連絡協議会」とともに、災害情報伝達訓練
を実施。

・総合水害広域避難訓練を実施した。

・継続して実施 ・関係機関と連携し、タイムラインに基づいた
実践的な訓練を実施する。

・タイムラインにもとづいたロールプレイング及
び実践的な避難訓練を検討する。

・図上訓練などを通して、実践的な訓練も取り
入れていく。

・上記の取組を継続していく。 ・取り組む予定なし。 今後も継続してタイムラインに基づく実践的な
訓練を実施する。（次回開催は令和６年度を
想定）

引き続き検討する。 ・継続して実施。 ・適宜実施する。 ・タイムラインを基にした参加型、実践的な訓
練として実施していく。

〖H29〗
・市のホームページにおいて、随時閲覧できる
ようにページを作成・公開済み。

・引き続き実施

引き続き実施
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

30
タイムラインに基づく実践
的な訓練

・口ールプレイング等の実践的な訓練
を検討、実施する

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定したタイムライ
ン（事前防災行動計画）に基づく実践的
な訓練を実施し習熟を図る。

31

気象情報発信時の「危険
度の色分け」や「警報級の
現象」等の改善（水害時の
情報入手のし易さをサ
ポート）

・警報等における危険度の色分け表示
・警報級の現象になる可能性の情報発
信

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。
〖H28〗
・検討中。
〖H29〗
・消防団（水防団）を対象とした水防研修を実
施した。
〖R3〗
・実施なし。

〖継続実施〗
・タイムラインの運用版を作成した後、それに
基づいたロールプレイング等の実践的な避難
訓練を実施する。
〖R1〗
・タイムラインを見直し、実際に発令した。
・その後、検証中。
〖R2〗
・今後、検討していく。
〖R3〗
・感染症禍のため、訓練等なし

〖継続実施〗
・今後、防災訓練の内容の検討と併せて、タイ
ムラインの導入を検討していく。
〖H28〗
・タイムラインをそのまま使用した訓練ではな
いが、職員災害対応訓練を実施し、訓練の中
でタイムラインを活用、検討した。
〖H30〗
・タイムラインをそのまま使用した訓練ではな
いが、洪水避難訓練を実施。
〖R3〗
・タイムラインを使用した訓練の実施はなかっ
た。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づいたロールプレイング等
の実践的な避難訓練を実施する。
〖R3〗
・タイムラインに基づいた訓練を実施。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づいた訓練について検討し
ていく。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。

〖継続実施〗
・タイムラインは今後策定を検討していく。
〖H29〗
・作成済のタイムラインについて検証。荒川タ
イムライン作成を検討。
〖H30〗
・作成済のタイムラインについて検証。県管理
河川のタイムライン作成を検討。
〖R1～〗
・作成したタイムラインに基づく実践的な訓練
を検討する。

〖継続実施〗
・今後、タイムラインを活用した訓練に向けて
検討を行う。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。
・タイムラインの作成が終わり次第、訓練の実
施等を調整予定。

〖継続実施〗
・今後タイムラインを活用した訓練に向けて検
討を行う。

〖継続実施〗
・ロールプレイング等の実践的な訓練実施を
検討する。
〖R3〗
・台風を想定した災害策本部訓練を実施した。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。
〖H28～〗
・実施に向けて検討した。

〖R４〗
・実施なし。

・感染症禍のため、訓練等なし ・タイムラインを使用した訓練の実施はなかっ
た。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づいた訓練を実施。

・タイムラインに基づいた訓練について検討し
ていく。

タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。

上記取組を継続して行う。 ・今後、タイムラインを活用した訓練に向けて
検討を行う。

訓練実施を検討。 ・今後タイムラインを活用した訓練に向けて検
討を行う。

〖継続実施〗
・ロールプレイング等の実践的な訓練実施を
検討する。
〖R3〗
・台風を想定した災害策本部訓練を実施した。

・Ｒ４．５．２５　Lアラート全国合同訓練に参
加。
・Ｒ４．６．９　　洪水予報伝達演習に参加。

今後検討する。 ・今後訓練を検討、実施していく ・今後の訓練において、タイムラインを使用し
た訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づいた訓練について検討し
ていく。

・継続して実施。 引き続き検討。 ・継続して実施 継続して、タイムラインに基づく実践的な訓練
の実施を検討する。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

30
タイムラインに基づく実践
的な訓練

・口ールプレイング等の実践的な訓練
を検討、実施する

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定したタイムライ
ン（事前防災行動計画）に基づく実践的
な訓練を実施し習熟を図る。

31

気象情報発信時の「危険
度の色分け」や「警報級の
現象」等の改善（水害時の
情報入手のし易さをサ
ポート）

・警報等における危険度の色分け表示
・警報級の現象になる可能性の情報発
信

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・タイムラインを作成した後、それに基づいた
ロールプレイング等の実践的な避難訓練を実
施する。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。（H30～）

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。
〖H28〗
・平成29年度に水害を想定した総合的な訓練
を行うため、関係者と協議を行った。
〖H29〗
・水害を想定とし、地域と連携した総合的な訓
練を行った。
〖H30〗
・平成３１年度に水害を想定した総合的な訓練
を行うため、関係者と協議を行った。
〖R1〗
・水害を想定した総合的な訓練（避難訓練・避
難場所の開設訓練）を実施した。
〖R2〗
・水害を想定した避難所運営訓練を実施した。
〖R3〗
・水害を想定した総合的な訓練（避難場所の
開設訓練）を実施した。

〖継続実施〗
タイムラインに基づくロールプレイング等の実
践的な訓練を実施する。

〖R3〗
・職員、自主防災組織、行政区、避難所運営
職員を対象に、風水害を想定した避難所開設
訓練を実施した。

〖継続実施〗
・ロールプレイング等の実践的な訓練の実施
を検討中

〖継続実施〗
・地域防災計画の見直しを検討中であり、そ
の際に内容について検証する予定。
〖H29〗
・実践的な訓練については引き続き検討する
予定。
〖R1〗
・引き続き検討。
〖R2〗
・烏川・神流川での訓練をもとに利根川での想
定も行う。
〖R3〗
・引き続き検討。

〖継続実施〗
・タイムラインを活用した訓練の実施について
検討する。
〖H28〗
・地域防災計画改訂業務について発注してお
り、その中で今後検討していく。
〖H29～〗
・タイムラインを活用した訓練の実施について
検討する。

〖継続実施〗
・タイムラインを活用した訓練に向けて検討を
行う。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づいたロールプレイング及
び避難行動実働訓練等の実践的な避難訓練
の実施を検討する。
〖R3〗
・作成したタイムライン（案）をもとに避難訓練
の実施を検討する。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づいた，実践的な訓練の実
施を検討していく。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。
〖R3〗
・必要に応じ検討していく。

〖継続実施〗
・タイムラインの検証を検討。
〖H28〗
・タイムラインの検証を開始した。
〖R2〗
・策定したタイムラインについて引き続き検討・
検証を実施する。
〖H29～R1、R3〗
・発令基準の見直しに伴い、避難指示に着目
したタイムラインを更新している。

未実施 タイムラインを活用した実践的訓練を検討す
る。

・水害などの災害を想定した総合的な訓練（避
難所開設運営訓練）を実施した。

なし 〖継続実施〗
・ロールプレイング等の実践的な訓練の実施
を検討中

・特に実施していない。 〖継続実施〗
・タイムラインを活用した訓練の実施について
検討する。
〖H28〗
・地域防災計画改訂業務について発注してお
り、その中で今後検討していく。
〖H29～〗
・タイムラインを活用した訓練の実施について
検討する。

・タイムラインを活用した訓練に向けて検討を
行う。

・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づいたロールプレイング及
び避難行動実働訓練等の実践的な避難訓練
の実施を検討する。
・作成したタイムライン（案）をもとに避難訓練
の実施を検討する。

・タイムラインに基づいた，実践的な訓練の実
施を検討していく。

・必要に応じ検討していく。 〖継続実施〗
・タイムラインの検証を検討。
〖H28〗
・タイムラインの検証を開始した。
〖R2〗
・策定したタイムラインについて引き続き検討・
検証を実施する。
〖H29～R1、R3〗
・発令基準の見直しに伴い、避難指示に着目
したタイムラインを更新している。

検討していく。 継続して実施。 ・水害などの災害を想定した総合的な訓練（避
難所開設運営訓練）を実施していく。

・引き続き、訓練を行う。 ・継続して実施 ・烏川・神流川での訓練をもとに引き続き検
討。

・タイムラインを活用した訓練の実施について
検討する。

継続的に検討を行う。 ・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。

作成したタイムライン（案）をもとに避難訓練の
実施を検討する。

・引き続きタイムラインに基づいた，実践的な
訓練の実施を検討していく。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

30
タイムラインに基づく実践
的な訓練

・口ールプレイング等の実践的な訓練
を検討、実施する

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定したタイムライ
ン（事前防災行動計画）に基づく実践的
な訓練を実施し習熟を図る。

31

気象情報発信時の「危険
度の色分け」や「警報級の
現象」等の改善（水害時の
情報入手のし易さをサ
ポート）

・警報等における危険度の色分け表示
・警報級の現象になる可能性の情報発
信

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。
〖H28～H30〗
・足立区・消防署合同水防訓練にて、タイムラ
インに基づく広域避難訓練を実施。
〖R1〗
・江東５区にて、タイムラインに基づいた図上
訓練を検討。
〖R2〗
・江東５区にて、広域避難を目的としてフェー
ズ毎の防災行動手順を検討するワークショッ
プを予定。
〖R3〗
・足立区水害時庁内タイムライン(対象河川：
荒川)を元に、各部におけるフェーズ毎の防災
行動を検証した。
・江東５区にて、広域避難を目的としてフェー
ズ毎の防災行動手順を検討するワークショッ
プを実施。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。
〖R2～〗
・葛飾区版のタイムラインに基づいて、図上訓
練を実施した。

〖継続実施〗
・大規模水害を想定した訓練は実施していな
いため、本部訓練の実施から検討する。【平
成29年度～】
〖H28〗
・荒川下流タイムライン（拡大試行版）の作成
に着手。
〖H29〗
・荒川下流タイムライン（拡大試行版）の運用
開始。
〖H30～R1〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討中。
〖R2～〗
・荒川下流タイムライン（拡大試行版）の適用
演習を実施。
〖R3〗
・江東５区広域避難検討ワークショップを実
施。

〖継続実施〗
・図上型訓練のモデル構築を行う(予定)。
・市町におけるタイムラインに基づく実践的な
訓練への参加・協力を行う。
〖H28〗
・市町村版の図上型防災訓練モデルを構築
〖H28～H30〗
・タイムラインに基づく訓練に参加
〖H29〗
・市町村の図上型防災訓練実施を支援（地
震）
〖H30〗
・つくば市が実施する図上型防災訓練実施を
支援した。
〖R1〗
・県災害対策本部の図上訓練である風水害対
応訓練において，タイムラインを考慮して訓練
した。
〖R3〗
・令和3年度風水害対応図上型実務研修会に

おいて、県職員向けに大規模風水害を想定し

た図上訓練を行い、初動対応時及び応急対
応時における災害対策本部事務局員の災害
対応能力の向上を図った。

〖継続実施〗
・市町におけるタイムラインに基づく実践的な
訓練への参加。
〖H28〗
・市町に対し、タイムラインに基づく実践的な
訓練の実施を働きかけていく。
〖H29〗
・県が作成した県土整備部タイムラインを市町
に情報提供した。
〖H30～R1〗
・国交省下館河川事務所主催の鬼怒川（石井
水位観測所）に係わる市町を対象としたタイム
ラインに基づく図上訓練に参加。
〖R2〗
令和元年東日本台風の被災を踏まえ、既存タ
イムラインの改定を実施し、市町へ新たなタイ
ムラインを情報提供した。
〖R3〗
・災害対策基本法の改正を踏まえ、既存タイ
ムラインの改定を実施し、市町へ新たなタイム
ラインを情報提供した。

〖継続実施〗
・市町におけるタイムラインに基づく実践的な
訓練への参加・協力を行う。
〖R1〗
・県管理洪水予報河川、水位周知河川のタイ
ムラインの本格運用に向けた試行運用を行っ
た。
〖R2〗
・令和元年台風第19号等を受けた市町村の避
難情報発令基準の見直しに伴うタイムライン
の見直しを行った。
〖R3〗
・県減災対策協議会を通じて、災害対策基本
法一部改正（避難情報の見直し）に伴う、タイ
ムラインの見直しを依頼。

〖継続実施〗
・市町におけるタイムラインに基づく実践的な
訓練への参加・協力を行う。
〖H28〗
・年３回の水防連絡調整会議において議題と
して説明。
〖H29〗
・利根川水系連合・総合水防演習において、
関係機関と連携し、タイムラインに基づく訓練
を実施した。
〖H30～R2〗
・県管理洪水予報河川のタイムラインを作成し
た。
・今後、洪水予報伝達演習等に合わせてタイ
ムラインを利用した訓練を行う。

〖継続実施〗
・市 町におけるタイムラインに基づく実践的な
訓練への参加・協力を行う。
〖H30〗
・利根川水系連合・総合水防演習において、
関係機関と連携し、タイムラインに基づく訓練
を実施した。
〖R3〗
・実施無し。

〖継続実施〗
・区の取組を支援していく。
〖R3〗
・大規模風水害を想定した図上訓練を区市町
村と合同で実施した。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練に必要に
応じて協力する。
〖H28～H29〗
・下流自治体のタイムラインの策定状況の情
報収集を行った。
〖H30〗
・洪水期前に実施する洪水対応演習（洪水予
測、防災操作、ダム放流情報発信、関係機関
への伝達・連絡等）等の中で、関係機関のタイ
ムラインと連携のとれた情報発信等について
検討中。
〖R1～〗
・本社や関係事務所にて、洪水対応演習を毎
年実施している。関係機関との情報伝達・連
絡等訓練を行った。
〖R3〗
・5月12日に「利根川・荒川・多摩川洪水予報
伝達系統訓練」に参加した。

〖継続実施〗
・水防管理者が実施する訓練に必要に応じて協力する。
〖H28〗
・東京消防庁・江戸川区合同総合水防訓練に参加した。
〖H29〗
・東京消防庁・足立区合同総合水防訓練に参加した。
〖H28～R2〗
・情報伝達訓練として、利根川・荒川・多摩川洪水予報連絡会による洪水
予報伝達演習を実施した。
〖R3〗
・江東5区広域避難推進協議会のワークショップへの参加。（東京管区）
・令和3年栃木県・市貝町防災図上総合訓練に参加し、災害対策本部会議
（県庁）において気象解説を実施。（宇都宮）
・災害時情報伝達訓練（足利市）において、ホットライン対応の協力を実
施。（宇都宮）
・令和3年「県管理河川情報伝達訓練」において、洪水予報の伝達対応の
協力を実施。（宇都宮）
・情報伝達訓練として、利根川・荒川・多摩川洪水予報連絡会による洪水
予報伝達演習を実施した。（水戸、宇都宮、前橋）

・江東５区において、広域避難に向けた机上
訓練を実施。

〖継続実施〗
・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討する。

・江東５区広域避難検討ワークショップを実
施。

令和4年度風水害対応図上型実務研修会に
おいて、県職員向けに大規模風水害を想定し
た図上訓練を行い、初動対応時及び応急対
応時における災害対策本部事務局員の災害
対応能力の向上を図った。

・特になし ・県減災対策協議会を通じて、中小河川の浸
水想定区域の追加に伴う、タイムラインの見
直しを依頼。

・洪水予報伝達演習の実施 ・実施無し。 ・大規模風水害を想定した図上訓練を区市町
村と合同で実施した。

・6月8日に「利根川・荒川・多摩川洪水予報伝
達系統訓練」に参加した。
・6月21日に武蔵水路内水排除情報伝達訓練
を開催した。
・荒川大規模洪水による武蔵水路内水排除中
止に伴うタイムラインを作成した。

・自治体防災担当者向けの気象防災ワークショップ（土砂・中小河川）を適
宜実施した。（全体）
・管内特定自治体をモデルとしたワークショップを作成した。（東京管区）
・情報伝達訓練として、利根川・荒川・多摩川洪水予報連絡会による洪水
予報伝達演習を実施した。（水戸、宇都宮、前橋、熊谷）
・令和4年度「栃木県管理河川情報伝達訓練」において、洪水予報の伝達
対応の協力を実施した。（宇都宮）
・その他管内防災機関による訓練に適宜参加した。（構成員でない防災機
関に係るものは割愛）

・引続き、口ールプレイング等の実践的な訓練
を検討、実施していく。

引き続き、実践的な研修を実施する。 ・引き続き、タイムラインを改定をした場合に
は、市町へ情報提供を行い、訓練を支援す
る。

・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を
検討。

・洪水予報伝達演習の実施 ・市町村から訓練への参加要請があった場合
は、訓練へ協力を行っていく。

・風水害を想定した訓練実施等の取組につい
て、引き続き区市町村と合同で訓練実施して
いく。

・継続実施。 ・引き続き、関係防災機関からの要請に応じ、情報伝達訓練や水防訓練等
に積極的に参加する。（全体）

〖継続実施〗
・定時的情報としての「警報級の現象になる可能性」を提供する。
・大雨注意報警報の発表時の「時系列で危険度を色分けした表示」を実施する。
・メッシュ情報の充実化を行う。
・大雨、洪水注意報・警報基準の改善を実施する。
〖H28〗
「警報級の可能性の提供」、「危険度の色分け」、メッシュ情報の充実化等について、運用開始
に向けた準備を実施し、流域都県および区市町村に概要説明を実施した。
〖H29〗
「危険度を色分けした時系列」及び「警報級の可能性」の提供を5/17に開始すると共に、メッ
シュ情報を活用した大雨、洪水注意報警報の改善等を7月に実施した。
〖H30〗
平成２９年度に改善した防災気象情報について、流域の自治体等における理解・活用を促進す
るための説明等を実施。
〖R1〗
・防災気象情報の改善について、流域の自治体等における理解・活用を促進するための説明
を引き続き実施
・「危険度分布」に洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域等のリスク情報を重ね合わせて表
示できるよう改善
〖R2〗
・大雨特別警報の発表に新たな発表指標を用いる改善を実施。
・大雨特別警報の切替時に発表する、河川氾濫に関する情報の運用開始。
・防災情報提供システムに変わる気象庁ホームページ（防災担当者向け）の試験運用を開始。
〖R3〗
・災対法改正に伴う警戒レベル相当情報の変更。（東京管区）
・顕著な大雨に関する情報の提供開始（東京管区）
・防災メールを活用し、「警報級の現象になる可能性」等について、自治体へ警戒を呼びかける
と同時に気象庁ホームページのキキクル（危険度分布）等の防災気象情報の確認先を明示。
（宇都宮）
・大雨、洪水警報・注意報基準の見直しを行い、令和4年度出水期を目途に適用予定。（宇都
宮）
・群馬県市町村防災担当者会議において、防災気象情報の伝え方に関する検討会等を受けた
取り組み（顕著な大雨への注意喚起、指定河川洪水予報の改善、警戒レベル相当情報の見直
しなど）についての説明を、県会議システムを活用し、県及び各市町村の防災担当者に向けて
行った。（前橋）

・令和4年出水期からの防災気象情報の改善について、県や市町村、報道
機関やライフライン機関への説明及び解説を実施した。（全体）
・防災メールを活用し、「警報級の現象になる可能性」等について自治体へ
警戒を呼びかけると同時に、気象庁ホームページのキキクル（危険度分
布）等の防災気象情報の確認先を明示した。（宇都宮）
・大雨、洪水警報・注意報基準の見直しを行い、令和5年度出水期を目途
に適用予定。（宇都宮）
・群馬県市町村防災担当者会議において、「キキクルの黒色新設と紫色統
合」や「指定河川洪水予報の改善」などの説明を実施した。（前橋）

・引き続き、防災気象情報の普及啓発に努める。（全体）

71



具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

30
タイムラインに基づく実践
的な訓練

・口ールプレイング等の実践的な訓練
を検討、実施する

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定したタイムライ
ン（事前防災行動計画）に基づく実践的
な訓練を実施し習熟を図る。

31

気象情報発信時の「危険
度の色分け」や「警報級の
現象」等の改善（水害時の
情報入手のし易さをサ
ポート）

・警報等における危険度の色分け表示
・警報級の現象になる可能性の情報発
信

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・駅の防災訓練にて実施を検討する。（▲）

〖R2〗
・荒川下流河川事務所主催の「タイムライン演
習」「タイムライン勉強会」等に参加（●）
〖R3〗
・各河川の協議会などが主催する訓練（荒川
下流河川事務所主催の「タイムライン演習」
「タイムライン勉強会」等）に参加した。

〖継続実施〗
・【社内】大規模水害の発生に備えた、各種訓
練を実施（●）
〖R2～〗
・【外部】荒川下流河川事務所主催の「タイム
ライン演習」「タイムライン勉強会」等に参加

〖継続実施〗
・実践的な訓練を実施し習熟を図るため、毎
年実施している事故等の想定訓練のほか氾
濫を想定した訓練を実施できるか検討する。
（▲）

〖継続実施〗
・事故等を想定した異常時訓練を行っておりま
すが、その中で氾濫を想定した訓練が行える
か、検討中です。（▲）
〖R3〗
・感染症拡大の影響により、近年大規模な訓
練が実施できていない。

〖R2～〗
・現在、荒川TL専門部会にて図上訓練等を実
施している。（●）

〖継続実施〗
・タイムラインに基づいたロールプレイング等
の実践的な避難訓練を実施する。

・駅の防災訓練にて継続して実施中。 ・各河川の協議会などが主催する訓練（荒川
下流河川事務所主催の「タイムライン演習」
「タイムライン勉強会」等）に参加した。

〖継続実施〗
・【社内】大規模水害の発生に備えた、各種訓
練を実施（●）

・実践的な訓練を実施し習熟を図るため、毎
年実施している事故等の想定訓練のほか氾
濫を想定した訓練を実施できるか検討する。

〖継続実施〗
・事故等を想定した異常時訓練を行っておりま
すが、その中で氾濫を想定した訓練が行える
か、検討中です。（▲）
・感染症拡大の影響により、近年大規模な訓
練が実施できていない。

〖継続実施〗
・事故・災害等への備え及び発生時の行動能
力の強化を目的に、机上訓練を定期的に実施
しており、避難誘導等を題材としたものの実施
を検討する。（▲）
〖R3〗
・令和３年度は新型コロナウイルス感染症の
影響により、訓練は縮小。

・実際にタイムラインを使用した図上訓練を実
施、不足している情報や修正を行うなど、見直
しを行いながら精査します。

・防災訓練等にて担当者へ周知を行う。 ・今後も各河川の協議会などが主催する訓練
等に参加を検討する。

〖継続実施〗
・【社内】大規模水害の発生に備えた、各種訓
練を実施（●）
〖R３以降〗
・【外部】荒川下流河川事務所主催の「タイム
ライン演習」「タイムライン勉強会」等に参加

・氾濫を想定した机上訓練（車両避難含む）を
実施予定

・感染症の状況を注視しつつ、訓練の再開を
検討していく。

対応想定を目的とした机上訓練に当該題材を
取り入れることを検討する。

・タイムラインを使用した図上訓練を重ねて実
施、不足している情報や修正を行うなど、見直
しを行いながら精査します。
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

　Ｉ）防災教育や防災知識の普及

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方など、水災害の事前準
備に関する問い合わせ窓口は消防防災課とし
ている。

〖継続実施〗
・問合せ窓口の設置・公表。【平成28年度～】

〖継続実施〗
・ハザードマップについては、総務部安全安心
対策課にて問い合わせを受けている
〖H28、R3〗
・総務部安全安心対策課を窓口として設置。

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は，生活経済
部交通防災課としている。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖継続実施〗
・水害に関する事前準備の問い合わせ窓口は
総務部交通防災課としている。

〖継続実施〗
・災害時の事前準備に関する問合せ等窓口
は、生活安全課としている。

〖継続実施〗
・災害に対する窓口は危機管理部・防災安全
課としている。

〖継続実施〗
・問い合わせ窓口を設置済（危機管理課）

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は、総合政策
部危機管理課としている。
・引き続き、防災に関する窓口は総合政策部
危機管理課とし、水害に関する資料を充実さ
せる。
〖R3〗
・問い合わせ内容によって所管課へ引継ぎを
行った。

〖継続実施〗
・危機管理課を窓口としている。
〖R3〗
・ハザードマップの見方及び改訂内容につい
ての説明動画を作成し、Youtubeに掲載する。

〖継続実施〗
・小山市防災ガイドブックに関する問い合わせ
窓口は消防本部防災対策課、洪水ハザード
マップに関する問い合わせ窓口は、建設水道
部建設政策課としている。
〖H28〗
・平成２９年度より消防本部防災対策課は、消
防本部危機管理課に組織名称が変更となる。
〖R3〗
・窓口での洪水ハザードマップの見方や、避
難の方法、災害への備えなど防災に関して対
応する。

〖継続実施〗
・総務課　消防交通係としている。
〖R2〗
・係名を消防防災交通係に変更。
〖R3〗
・ハザードマップの抜粋を広報誌に掲載し、併
せて問い合わせ窓口の周知を行った。

〖継続実施〗
・総務部安心安全課で対応している。

令和4年度の
取組内容

ハザードマップの見方など、水災害の事前準
備に関する問い合わせ窓口は消防防災課とし
ている。

- 〖継続実施〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせは、総務部安全安
心対策課にて対応している。

・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。 水災害の事前準備に関する問合せ窓口は、
変更なく生活安全課としている。

継続、特に、不動産事業者や太陽光発電設
備事業者からの問合せが増加

令和３年度までの取組内容と変更なし ハザードマップの見方など水災害の事前準備
に関する問い合わせ窓口は、危機管理課とし
ている。問い合わせ内容によって、所管課へ
引き継いでいる。

・ハザードマップの見方や活用方法について
広報誌や防災講話で周知を図った。

・窓口での洪水ハザードマップの見方や、避
難の方法、災害への備えなど防災に関して随
時対応。

・町広報紙、ホームページを活用し、問い合わ
せ窓口の周知を行った。

・総務部安心安全課で対応している。

今後の
取り組み方

令和4年度までの取り組みを継続して実施。 継続して実施 〖継続実施〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせは、総務部安全安
心対策課にて対応する。

・問い合わせ窓口等に変更があった場合に
は，ホームページ等で周知を行うことを検討す
る。

・継続して実施。 内容によっては、福祉部署と連携を取って対
応することも想定されるので、担当者間の情
報共有は日頃から意識して行う。

継続 継続して実施 ・ハザードマップの見方や活用方法についてさ
らに周知を図る。

・継続し、窓口での洪水ハザードマップの見方
や、避難の方法、災害への備えなど防災に関
して対応を行う。

・今後もハザードマップ及び問い合わせ窓口
を周知していきたい。

・継続して実施

令和3年度まで
の

取組内容

〖R3〗
個別避難計画作成リーダー研修を開催（内閣
府個別避難計画モデル事業の一環）

〖R3〗
・東京大学客員教授の松尾一郎氏を招き、市
内浸水想定区域に該当している自主防災会、
市政協力員、民生委員・児童委員及び市内の
防災士に対し、地域の住民を守る行動や課題
の共有や解決のための手法について、グルー
プに分かれてのディスカッション及びタイムラ
インの作成を実施。

〖R2〗
・いばらき防災大学（結城会場）に境町から２５
名が参加、１７名が防災士資格試験に合格

〖R1〗
・地区防災計画の作成等について、地域の中
に入って支援をしていく。
〖R2〗
・地区防災計画のモデル地区を選定し、調整
中。
・地区防災計画を作成している自主防災組織
を対象とした、資器材等の購入補助制度につ
いて、検討している。
〖R3〗
・地区防災計画の作成支援を実施。
・地区防災計画の作成促進補助金事業を実
施。

〖R1〗
・地域防災力の向上を図るため、モデル地区
を選定し、地域防災計画の策定に向け調整を
行う。
〖R2～〗
・地区防災計画策定のため、モデル地区と協
議を行った。

〖R3〗
・地区防災計画の作成等について、助言等を
行う。

〖R1～〗
・必要に応じて検討をする

〖R1〗
・地域防災力向上を目的として、市内の防災
士資格取得者名簿を各自主防災組織の代表
に提供した。

令和4年度の
取組内容

・地域の防災リーダーの育成を目指し、市内
で防災士所得のための講座（いばらき防災大
学）を開催予定（R5.1～2月）
・市内防災士との意見交換会を開催予定
（R5.3月）

避難支援者を対象とした，避難行動要支援者
対策に関する講演会を実施。（内閣府個別避
難計画モデル事業の一環）

【R4】
・自主防災組織未結成地区を対象に、外部講
師を招き、自主防災組織の重要性・必要性に
ついての講演会を開催。
・防災士の資格取得を支援する補助金を交付
し、補助金を利用し、資格を取得した資格所有
者のリストを作成している。

・取組なし。 ・いばらき防災大学の実施をHPで広報
・合格者（防災士登録者）があった場合、助成
金を補助

令和３年度までの取組内容と変更なし 特になし。 ・地区防災計画の作成等について、助言等を
行った。
・自主防災組織の役員と防災士による、研修
会を実施した。

・気象庁の気象防災アドバイザー制度を活用
し、職員に対し、気象の研修を実施した。

・地域防災の担い手の育成を促進するため、
防災士の資格を取得しようとする方に補助金
を交付。
（令和4年度：1名取得）

・市内の防災士資格保有者リストを更新した。

今後の
取り組み方

引き続き防災リーダーの育成や意見交換の
場の提供を実施予定

継続して実施 〖R5〗
・今後も外部講師を招き自主防災会、市政協
力員、民生委員・児童委員等への講演会や、
自主防災組織未結成地区への新規結成の働
きがけを行う

継続 今後も同様の取組を継続する 継続して実施 ・地区防災計画の作成等について、助言等を
行う。
・自主防災組織の役員と防災士による、研修
会を実施する。防災士連絡会にて、防災同士
の横のつながりの強化を図る。

・必要に応じて検討する。 ・防災士の新規資格取得者に対する補助を実
施していく。

・継続して実施

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・個別支援計画の作成を実施している。
・高齢者の避難行動の理解促進に向けて福
祉部と連携をとって協議検討している。

〖R1〗
令和元年度にはケアマネージャー等へのマ
イ・タイムラインの研修会等も行っている。こう
した勉強会を継続していけるような体制を構
築していく。
〖R3〗
内閣府個別避難計画モデル事業に参加。

〖R1〗
・協議会等の場を活用して、避難時の声かけ
や避難誘導等の訓練及び出水時における実
際の事例の情報を共有し、より充実した取組
を検討する。
〖R3〗
・希望する自主防災会長、市政協力員に対
し、民生委員が作成する避難行動要支援者
台帳の共有を行った。

〖R1～R2〗
・協議会と連携し，実施を検討する。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

・未実施 〖R1〗
・在宅の要配慮者の避難誘導など、自主防災
組織、民生委員の連携体制の構築を検討す
る。
・自主防災組織を対象とした避難訓練の実施
を継続していく。
〖R3〗
民生委員が防災活動に当たる際の考え方等
について、出水期前に説明をした。

〖R1〗
・要配慮者の避難要領について検討中
〖R2〗
・福祉部（社会福祉課）において「避難行動要
支援者名簿」記載者のうち、真に行政で支援
が必要な実態に即した支援者名簿について、
ケアマネ―ジャーと連携しつつ作成中
〖R3〗
・避難行動要支援者名簿の更新に伴う情報を
福祉部署と共有

〖R1～R2〗
・地区単位で実施している防災訓練時の避難
誘導訓練に役立てる。
・要配慮者向けの支援対策について、先進事
例を研究していく。
・地域包括支援センターにハザードマップを提
供したほか、防災学習会等の実施について呼
び掛けている。
〖R3〗
・ケアマネージャーの協議会の中で、防災に
ついての取り組みを推進している。
・防災に関する基礎知識の普及や災害時の
福祉部局の活動との擦り合わせ等を実施し
た。

〖R1〗
・台風第19号による被災等の検証をし、明ら
かになった課題等を踏まえ、高齢者の避難行
動の実態等を関係者と共有し、発災時等にお
ける情報共有や共助の仕組み等について検
討を進める。
〖R3〗
・特になし。

〖R1〗
・地域包括支援センターやケアマネジャーの
研修会を通じて、水害からの高齢者の避難行
動について情報共有を図る。
〖R2～〗
・地域包括センター・ケアマネージャーに対し
て防災講話をおこなう。

〖R1～〗
・地域包括支援センター等と避難時の声かけ
や避難誘導等の訓練及び出水時における実
際の事例を共有し、水害対応の理解を深め
る。

〖R3〗
・避難行動要支援者名簿を更新した。
・避難時の声掛けなどの共助の重要性につい
て、災害図上訓練等を通じて住民に説明し
た。

令和4年度の
取組内容

・ケアマネージャーや相談支援専門員と連携
した避難行動要支援者への避難の呼びかけ
の連絡体制を検討中

引き続き，内閣府　個別避難計画作成モデル
事業に参加

【R4】
避難行動要支援者台帳の拡充に向け、避難
行動要支援者選定研修会を実施した。

・取り組みなし。 ・未実施 災害による町民の避難対応には、民生委員
の活動が深く関与していることから、町主催の
防災に関する訓練や講習会といった場面で情
報を共有している。

・避難行動要支援者名簿を更新し関係者と情
報を共有
・福祉部と連携し、避難行動要支援者の個別
避難計画（総括表）について作成中

令和３年度までの取組内容と変更なし 特になし。 地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携
した水害からの高齢者の避難行動の理解促
進に向けた取組を検討・実施する。

・必要に応じて検討、調整。 ・進捗なし ・避難行動要支援者名簿を更新した。
・避難時の声掛けなどの共助の重要性につい
て、災害図上訓練等を通じて住民に説明し
た。
・地域が一体となって避難行動要支援者支援
対策を行えるよう、消防団、区長及び民生委
員とで協議を行った。

今後の
取り組み方

上記連絡体制を構築し、訓練を実施予定 継続して実施 〖R5〗
・避難行動要支援者台帳の援助者欄等必要
な部分を記載できるよう働きかける

・協議会と連携する。 ・検討中 福祉部署の災害時要援護者を担当する職員
とは十分に防災制度に関して情報の共有を図
り、適切な方針を随時検討していく。

継続 上記のような取り組みに対する支援を継続し
たい。

高齢者に限らず全市民に対して、広報紙や出
前講座等により避難行動の理解促進を図る。

地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携
した水害からの高齢者の避難行動の理解促
進に向けた取組を検討・実施する。

・継続して実施する。 ・適宜、地域包括支援センターと連携を図って
いく。

・継続して実施

32
水防災の事前準備に関す
る問い合わせ窓口の設置

・ハザードマップの見方などの水災害の
事前準備に関する問い合わせ窓口の
設置

33
地域防災力の向上のため
の人材育成

・モデル地区を選定し、地域に精通し水
害・土砂災害リスク等に関する豊富な
知見を有する専門家による支援方法に
ついて検討。
・市町村等の取組を支援する専門家の
リストを作成。
・市町村の要請に応じ、専門家を派遣。
・支援結果について協議会等の場で共
有。

34 共助の仕組みの強化

・協議会等の場を活用して、避難時の
声かけや避難誘導等の訓練及び出水
時における実際の事例の情報を共有
し、より充実した取組を検討・調整。
・地域包括支援センター・ケアマネ
ジャーと連携した水害からの高齢者の
避難行動の理解促進に向けた取組の
実施およびその状況を共有。

73



具体的取組 主な内容 目標時期

　Ｉ）防災教育や防災知識の普及

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

32
水防災の事前準備に関す
る問い合わせ窓口の設置

・ハザードマップの見方などの水災害の
事前準備に関する問い合わせ窓口の
設置

33
地域防災力の向上のため
の人材育成

・モデル地区を選定し、地域に精通し水
害・土砂災害リスク等に関する豊富な
知見を有する専門家による支援方法に
ついて検討。
・市町村等の取組を支援する専門家の
リストを作成。
・市町村の要請に応じ、専門家を派遣。
・支援結果について協議会等の場で共
有。

34 共助の仕組みの強化

・協議会等の場を活用して、避難時の
声かけや避難誘導等の訓練及び出水
時における実際の事例の情報を共有
し、より充実した取組を検討・調整。
・地域包括支援センター・ケアマネ
ジャーと連携した水害からの高齢者の
避難行動の理解促進に向けた取組の
実施およびその状況を共有。

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・防災に関する問合せについては、総務部災
害対策課で対応している。

〖継続実施〗
・問い合わせ窓口は総務部安全安心課として
いる。

〖継続実施〗
・環境安全課　消防防災係を窓口としている。
・環境安全課　消防防災係を窓口としている
【平成30年4月1日～】（課名変更による）。
〖R3〗
・問合せ等について随時対応している

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方など、水災害の事前準
備に関する問い合わせ窓口は、総務課として
いる。

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方など、水災害の事前準
備に関する問い合わせ窓口は、総務課として
いる。

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は、総務課危
機管理室としている。

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は、総務部安
全安心課としている。

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は、安全安心
課交通防災係としている。

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方などや災害の事前準
備に関する問い合わせ窓口は、総務局危機
管理部防災課としている。

〖継続実施〗
・危機管理課で対応している。

〖継続実施〗
・問い合わせ窓口を設置する。
〖R3〗
・ハザードマップの配布、内容に係る説明等は
危機管理課の窓口にて実施。

〖継続実施〗
・防災安全課が窓口になっている。
〖R3〗
・組織名称の変更により危機管理課となった
が従前のとおり実施している。

〖継続実施〗
・問い合わせ窓口を設置済み。（危機管理防
災課）
〖R1～〗
・自主防災組織の中心となる人物を対象とし
た自主防災組織リーダー養成講座を開催する
予定であったが、新型コロナウイルス感染症
の関係で延期した。
・共助の要となる自主防災組織の全地区での
設立、設立済みの団体には訓練やマニュアル
作成などの活動支援を行っている。

・防災に関する問合せについては、総務部危
機管理室で対応している。

・引き続き、総務部安全安心課を問合せ窓口
として対応を実施

問合せ等について随時対応 ・継続して実施。 ・上記から変更なし。 ・機構改革に伴い、ハザードマップの見方など
の水災害の事前準備に関する問い合わせ窓
口は、総務課交通防災係となった。

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方などや災害の事前準
備に関する問い合わせ窓口は、総務局危機
管理部防災課としている。

継続して実施した。 ・前年同様、継続して実施。 ・危機管理課が窓口になっている。 ・継続して実施

・継続して対応 問合せ等について随時対応 ・ハザードマップの見方など、水災害の事前準
備に関する問い合わせ窓口は、総務課として
いる。

・継続実施しながら、改善点等見直しを図って
いく。

・上記の取組を継続していく。 ・これ以上取り組む予定なし。 今後も継続して実施する予定。 継続して実施する。 ・継続して実施。 ・従前のとおり実施。 ・継続して実施

〖R1～R2〗
・住民参加型の総合防災訓練を実施予定。
〖R3〗
―

〖R2〗
・町内在住の防災士に対して、ミーティングと
訓練を実施した。

〖継続実施〗
・さいたま市では、防災士の資格を有し、地域
防災力向上のための活動を行っていただける
方を「防災アドバイザー」として登録いただい
ており、自主防災組織等地域からの要望に応
じて派遣され、防災活動を行っていただいてい
る。

〖R3〗
特になし。

〖R3〗
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成に
係る講習会にて、気象台職員、荒川上流河川
事務所職員をお招きし、各専門分野について
ご説明いただいた。

〖R1～〗
・地区防災計画の策定について検討中。

・出前講座、マイ・タイムライン作成講習会を
実施

・町内在住の防災士を対象とした、連絡会を
設立した。

・町内在住防災士や自主防災組織リーダー等
を対象に、2月に訓練を実施予定である。
・自主防災組織への新たな補助事業を創設し
た（防災訓練や資機材の購入に対して 大20
万円の補助）。

・地域防災力の向上のための防災リーダー等
の人材育成について検討した。

・取り組みなし。 〖継続実施〗
・さいたま市では、防災士の資格を有し、地域
防災力向上のための活動を行っていただける
方を「防災アドバイザー」として登録いただい
ており、自主防災組織等地域からの要望に応
じて派遣され、防災活動を行っていただいてい
る。
この防災アドバイザーに対して市では育成活
動を行っており、令和4年度には、マイ・タイム
ラインを地域で普及啓発するための講習会を
実施した。

地域防災力の向上のため、自主防災組織
リーダー研修会を開催した。

・地域防災力の向上のため、防災リーダー認
定講習及び中学生防災リーダー認定講習を
実施した。

検討中。

・出前講座、マイ・タイムライン講習会の継続
実施
・R5総合防災訓を実施予定

・継続して実施。 ・引き続き、地域防災力の向上のための防災
リーダー等の人材育成について検討していく。

・取り組む予定なし。 今後も継続して、防災アドバイザーの確保や
育成に係る活動を行う。

特になし。 ・専門家による支援等については、今後検討
していく。

・検討中。

〖R1～R2〗
・住民参加型の総合防災訓練を実施予定。
〖R3〗
―

〖継続実施〗
・要支援者名簿の作成と自主防災組織、民生
委員への提供

〖R2〗
・地域ケア会議地域密着型介護サービス連絡
部会に出席し、町内老人ホーム及び介護施設
等の施設長・ケアマネージャー等との情報共
有及び意見交換を行い、連携の強化を図っ
た。

〖R1〗
・避難行動要支援者名簿及び個別計画を作
成し、地域包括支援センター・ケアマネジャー
などと情報共有し、連携強化に努める。
〖R2～〗
・避難行動要支援者名簿について、見直しを
行い、 新の情報に更新した。その他、上記
取組を継続している。

〖R2～〗
・自主防災組織、民生委員等の連携体制や要
配慮者の避難誘導について定めた、「自主防
災組織活動ガイドライン」を作成した。

〖R1〗
・地域包括支援センターとの連携を検討してい
く。
〖R3〗
・ケアマネージャーから避難行動要支援者名
簿登録制度についての相談を受けた。

〖R2〗
・地域包括支援センターに対し、洪水ハザード
ハザードマップや、避難の際の注意点を記し
たリーフレット等を配布することで、高齢者の
避難行動の理解促進に向けた取組を推進。
・令和３年度は特段、新たな取組は実施して
いない。

〖R1〗
・地域包括支援センター総会及びケアマネー
ジャー連絡協議会の場で、水害に関する説明
を行い、ハザードマップを配付し、施設への掲
示を依頼した。
〖R2〗
・新たに作成したハザードマップに、共助の重
要性や、高齢者や身体が不自由な方の避難
誘導のポイントを明記し、全戸配付を行った。
〖R3〗
・引き続き検討した。

〖R3〗
・個別避難計画策定も併せて、高齢者の避難
行動への理解促進の取り組みを検討。

〖R1〗
・実施予定。
〖R2～〗
・民生委員を通じて高齢者向けの情報伝達手
段の周知を実施した。

〖R2〗
・避難の重要性を市民に周知する目的で、市
が避難行動動画を作成し、公式HP、FB、TW、
市庁舎エントランス、審議会、研修会、学校幼
稚園等で上映を実施、貸出用のDVDを作成し
た。
〖R3〗
・避難に関する啓発動画に新作1本を追加す
るとともに、災害対策基本法改正に伴う修正
を行い、公式HP、FB、TW、市庁舎エントランス
等で上映した。
・避難誘導の中心となる自治協力団体、民生
委員に対し、避難行動の説明会を開催した。

・依頼があった地区で出前講座を行い、自助、
共助について情報提供を行った。

・地区防災計画の作成支援 福祉部局と防災部局でプロジェクトチームを作
成し、個別避難計画の作成と、情報共有を
図っている

・令和4年度より、福祉部局が主として当事業
を行うこととなり、関係機関との連携を強化し
た。

・必要に応じてガイドラインの修正・検討を行っ
た。

・取り組みなし。 〖R2〗
・地域包括支援センターに対し、洪水ハザード
ハザードマップや、避難の際の注意点を記し
たリーフレット等を配布することで、高齢者の
避難行動の理解促進に向けた取組を推進。
・令和３、４年度は特段、新たな取組は実施し
ていない。

訓練の実施方法を見直した。 ・前年同様、継続して検討。 継続して周知を実施。 ・継続して実施

・継続して検討 ・引き続き地区防災計画の作成支援を実施 個別避難計画の作成 ・避難行動要支援者名簿及び個別計画を作
成し、地域包括支援センター・ケアマネジャー
などと情報共有し、連携強化に努める。

・必要に応じガイドラインの修正を行っていく。 ・共助の取り組みを強化するため、今後も包
括支援センターやケアマネージャーと連携し
ていく。

必要に応じて、関係部署と連携し、取組を推
進していく予定。

引き続き検討する。 ・継続して実施。 ・継続して周知を実施。 ・継続して実施
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具体的取組 主な内容 目標時期

　Ｉ）防災教育や防災知識の普及

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

32
水防災の事前準備に関す
る問い合わせ窓口の設置

・ハザードマップの見方などの水災害の
事前準備に関する問い合わせ窓口の
設置

33
地域防災力の向上のため
の人材育成

・モデル地区を選定し、地域に精通し水
害・土砂災害リスク等に関する豊富な
知見を有する専門家による支援方法に
ついて検討。
・市町村等の取組を支援する専門家の
リストを作成。
・市町村の要請に応じ、専門家を派遣。
・支援結果について協議会等の場で共
有。

34 共助の仕組みの強化

・協議会等の場を活用して、避難時の
声かけや避難誘導等の訓練及び出水
時における実際の事例の情報を共有
し、より充実した取組を検討・調整。
・地域包括支援センター・ケアマネ
ジャーと連携した水害からの高齢者の
避難行動の理解促進に向けた取組の
実施およびその状況を共有。

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・市民生活部危機管理課が窓口となってい
る。
・ハザードマップの見方などの問い合わせは
市民生活部危機管理課が窓口となっている。

〖継続実施〗
・主に問い合わせは、防災対策課で対応して
いる。
・自主防災訓練等において、事前準備を説明
している。
〖R3〗
・自主防災訓練時などで見方の説明を行って
いる。

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方等水災害の事前準備
に関する問い合わせ窓口は、総務部地域振
興課としている。
・土のう配布場所等の問い合わせ窓口は、ま
ちづくり部建設課としている。

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は危機管理課
としている。

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方等の問い合わせは、
総務防災課で対応している。またHPで問い合
わせ先を周知

〖継続実施〗
・問い合わせ窓口を設置する。
〖H30～R2〗
・情報の発信窓口は、危機管理防災課。
・基本的には、問い合わせ窓口は危機管理防
災課。

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問合せ窓口は、市長室危機管
理課としている。
・今後も継続していく。

〖継続実施〗
・水防災に関する問い合わせについては、
ホームページや河川課、危機管理室で対応し
ている。

〖継続実施〗
・桶川市 環境経済部 安心安全課を窓口とし
ている。

〖継続実施〗
・水災害の事前準備等の問い合わせについて
は、消防防災課もしくは各総合支所防災担当
職員が窓口となっている。

〖継続実施〗
・くらし安全課が対応する。

〖継続実施〗
・危機管理防災課、道路治水課、下水道課が
対応する。
〖R3〗
・問い合わせ等、窓口来庁に関しても適宜説
明をし、対応した。

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は、危機管理
防災課としている。

〖継続実施〗
・市民生活部危機管理課が窓口となってい
る。
・ハザードマップの見方などの問い合わせは
市民生活部危機管理課が窓口となっている。

・訓練等で周知済
・ＨＰで周知済

・ハザードマップの見方等水災害の事前準備
に関する問い合わせ窓口は、総務部地域振
興課としている。
・土のう配布場所等の問い合わせ窓口は、ま
ちづくり部建設課としている。

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は危機管理課
としている。

・ハザードマップの見方等の問い合わせは、
総務防災課で対応している。またHPで問い合
わせ先を周知

危機管理防災課にて問い合わせの対応を実
施している。

上記取組を継続して行う。 ・水防災に関する問い合わせについては、
ホームページや河川課、危機管理室で対応し
ている。

継続して実施。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・くらし安全課が対応する。

・問い合わせ等、窓口来庁に関しても適宜説
明をし、対応した。

・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は、危機管理
防災課としている。

引続き、同体制を継続。 上記を継続して実施 ・上記問い合わせ窓口について継続して周知
する。

HPでハザードマップの見方や水害の事前準
備等の周知ページを作成する。

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方等の問い合わせ窓口
を設置済み、またHPで問い合わせ先を周知

・継続して実施。 必要に応じて見直していく。 ・継続して実施 継続して対応する。 整備が完了したため必要に応じて見直し。

〖R2〗
・今後検討する。
〖R3〗
・実施なし。

・公民館や学校と地域、市において、協定を締
結し、避難所に関して鍵の引き渡しや、訓練
の実施、担当者選出などを行い、地域に精通
している避難施設や人材育成を行っている。

〖R3〗
・県、防災士会、地元住民と協力し、地区防災
計画の作成に着手した。

〖R1～R2〗
・訓練や研修を通じて、地域防災力向上のた
めの人材を検討する。
〖R2〗
・協議会の場で情報収集を実施する。

― 〖R1～〗
・関係部署と調整し検討予定。

・実施予定無し 〖継続実施〗
・地区防災計画の作成支援を行った。
〖R3〗
・自主防災組織向けに防災士養成のための
補助金制度を設立し、支援を行った。

〖R４〗
・実施なし。

・今年度新たに学校三施設と地域と市で協定
を締結した。

・県、防災士会、地元住民と協力し、地区防災
計画の作成が完了。

・協議会の場で情報収集を実施する。 地域防災力向上を目的に、市民の防災士資
格取得を支援した。また、防災士と協力し、小
中学校の生徒を対象に防災講座を実施した。

防災士資格取得のための補助金を創設した。 ― 防災リーダー等の人材育成について検討。 ・実施予定無し ・自主防災組織向けに防災士資格取得にか
かる費用に補助金を出し、支援を行った。
・自主防災組織（3団体）を対象に地区防災計
画の作成支援を行った。
〖予定〗
・地区防災計画の作成に向けた意識の醸成を
図ることを目的とした研修会を実施予定。

・今後検討する。 今後、協定等の取組を増やしていく。 地域防災計画に概要を掲載し、計画をHPで掲
載予定。

・協議会の場で情報収集を実施する。 上記取組を継続して行う。 ― 継続して検討予定。 ・実施予定無し ・訓練や研修を通じて、地域防災力向上のた
めの人材育成を検討する。

〖R2〗
・今後検討する。
〖R3〗
・出前講座を実施。

〖R1～R2〗
・先進事例を参考に、今後、より充実した取組
について検討・調整する。
〖R3〗
・学校、春日部市、地域と協定を結び、市民を
交えた避難訓練を実施、その中で、共助のあ
りかたなど再確認。

〖R1～R2〗
・先進事例を参考に、今後情報共有を図って
いきたい。
〖R3〗
・自治会を中心に実施した避難所開設訓練等
において、避難情報の変更や避難の仕方、マ
イ・タイムライン等について高齢者等について
はレベル３で避難することを含め説明した。

〖R1〗
・平成元年度の協議会に出席。
〖R2〗
・自主防災組織結成マニュアル及び自主防災
組織運用マニュアルを作成中であり、地域の
共助を強化していく。
〖R3〗
・県、防災士会、地元住民と協力し、地区防災
計画の作成に着手した。

〖R1〗
・より充実した取り組みを検討する。
〖R2～〗
・協議会の場で情報収集を実施し、取り組み
を検討する。

〖R1～〗
・地域包括支援センターやケアマネージャーと
連携できるよう要配慮者担当課と協議を進め
ていく。

〖R1〗
・協議会等の場において情報を共有。
〖R2〗
・福祉部局が主催する地域包括防災部会に
危機管理課職員も出席し、意見交換を計らい
ながら「災害時対応マニュアル」を作成した。

〖R1〗
・関係部署と調整し検討予定。
〖R2〗
・関係機関と連携し、避難行動要支援者名簿
の作成、関係機関への名簿提供を行った。
〖R3〗
・避難行動要支援者名簿の更新を行った。

〖R1〗
・地域包括支援センター・ケアマネジャーと連
携し、ハザードマップを用いた説明会を実施し
た。
〖R2～〗
・避難時の声掛けを呼びかけている。

〖R3〗
・取り組み無し。

〖継続実施〗
・地域包括支援センターと連携した水害から
の高齢者の避難行動の理解促進に向けた取
組を検討する。（R1、R3）

〖R４〗
・出前講座を実施。

・身体障碍者福祉団体に現在の避難の在り方
や、避難物資の確認、マイタイムラインなどの
講座を行った。

・自治会を中心に実施した避難所開設訓練等
において改定した洪水ハザードマップを活用
し、マイ・タイムライン等について高齢者等に
ついてはレベル３で避難することを含め説明し
た。

〖継続実施〗
・自主防災組織結成マニュアル及び自主防災
組織運用マニュアルを備えており、地域の共
助を強化していく。
・県、防災士会、地元住民と協力し、地区防災
計画が完成。

・協議会の場で情報収集を実施し、取り組み
を検討する。

上尾市自主防災連合会連絡協議会の場で、
避難時の声かけや避難誘導等の訓練の事例
について情報共有した。

上記取組を継続して行う。 ― 上記内容を継続して実施。 ・継続して実施 ・取り組み無し。 ・地域包括支援センターと連携した水害から
の高齢者の避難行動の理解促進に向けた取
組を検討する。

引続き、講座を実施する。 引き続き訓練を実施していく。 ・先進事例を参考に、今後情報共有を図って
いきたい。

・協議会の場で情報収集を実施し、取り組み
を検討する

― 必要に応じて検討。 ・継続して実施 地域包括支援センターやケアマネージャーと
連携できるよう要配慮者担当課と協議を進め
ていく。

継続して実施。
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具体的取組 主な内容 目標時期

　Ｉ）防災教育や防災知識の普及

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

32
水防災の事前準備に関す
る問い合わせ窓口の設置

・ハザードマップの見方などの水災害の
事前準備に関する問い合わせ窓口の
設置

33
地域防災力の向上のため
の人材育成

・モデル地区を選定し、地域に精通し水
害・土砂災害リスク等に関する豊富な
知見を有する専門家による支援方法に
ついて検討。
・市町村等の取組を支援する専門家の
リストを作成。
・市町村の要請に応じ、専門家を派遣。
・支援結果について協議会等の場で共
有。

34 共助の仕組みの強化

・協議会等の場を活用して、避難時の
声かけや避難誘導等の訓練及び出水
時における実際の事例の情報を共有
し、より充実した取組を検討・調整。
・地域包括支援センター・ケアマネ
ジャーと連携した水害からの高齢者の
避難行動の理解促進に向けた取組の
実施およびその状況を共有。

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・危機管理課が窓口になっている。

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は、市民生活
部危機管理防災課としている。
〖H28〗
・市民生活部防災安全課が窓口となってい
る。
〖H30～〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は、市民生活
部危機管理防災課としている。

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は、市民生活
部市民安全課としている。
〖H28〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は、市民生活
部市民安全課としている。
〖H29～H30〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は、市民生活
部危機管理課としている。
〖R1～〗
・設置済（危機管理課）。

〖継続実施〗
・窓口は「総合政策部安心安全課」としてい
る。

〖継続実施〗
・問い合わせ窓口の設置を検討中

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は、くらし安全
課防災安全係としている。（R1～）

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は、町民生活
課危機管理担当としている。

〖継続実施〗
・杉戸町くらし安全課消防・防災担当が窓口と
なっている。

〖継続実施〗
・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓口
は、総務課庶務防災担当としている。
〖R3〗
・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓口
は、総務課庶務防災担当としており、HPで周
知している。

〖継続実施〗
・防災全般に関する問い合わせは、防災安全
課を窓口としている。
・洪水ハザードマップの配布や説明について
は土木部管理課を窓口としている。

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は、総務部部
防災安全課としている。

〖継続実施〗
・河川課、防災危機管理課の窓口にて対応す
る。

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方等の水災害の事前準
備に関する窓口は市民生活部市民安全課が
窓口である。
・質問内容を踏まえ、担当部署が個別に対応
している。
〖H28〗
・転入者や希望者に対して、ハザードマップを
配布及び内容の説明を実施した。

危機管理課が窓口になっている。 ・実施済 設置済（危機管理課）。 避難所運営職員、自主防災組織を対象に風
水害を想定した避難所開設運営を実施した。

〖継続実施〗
・問い合わせ窓口の設置を検討中

・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は、くらし安全
課防災安全係としている。（R1～）

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は、町民生活
課危機管理担当としている。

・杉戸町危機管理課　消防・防災担当が窓口
となっている。

・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓口
は、総務課庶務防災担当としており、HPで周
知している。

〖継続実施〗
・防災全般に関する問い合わせは、防災安全
課を窓口としている。
・洪水ハザードマップの配布や説明について
は土木部管理課を窓口としている。

・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は、危機管理
部防災安全課としている。

・河川課、防災危機管理課の窓口にて対応し
た。

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方等の水災害の事前準
備に関する窓口は市民生活部市民安全課が
窓口である。
・質問内容を踏まえ、担当部署が個別に対応
している。
〖H28〗
・転入者や希望者に対して、ハザードマップを
配布及び内容の説明を実施した。
〖R4〗
・利根川の洪水に特化した「洪水避難情報ハ
ザードマップ」を作成し、全世帯に配布した。ま
た、全自治会を対象に内容の説明を実施し
た。

今後も継続していく。 継続して実施。 設置済（危機管理課）。 ・引き続き、窓口は「総合政策部安心安全課」
とする。

・継続して実施 ・設置済みのため、必要に応じて見直し。 同上 継続的に設置する。 ・引き続き、水災害の事前準備に関する問い
合わせ窓口について、HP等で周知していく。

〖継続実施〗
・防災全般に関する問い合わせは、防災安全
課を窓口としている。
・洪水ハザードマップの配布や説明について
は土木部管理課を窓口としている。

・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は、危機管理
部防災安全課としている。

・継続して実施。

― ・実施予定なし 〖R3〗
・埼玉県の主催する自主防災組織向けの研
修会に参加していただいた。

〖R1〗
・年に一度、ボランティア週間に「地域防災
リーダー研修会」を開催する。これは各自主防
災組織の長を主な対象とするもので、内容は
主に図上訓練を行う上での注意点の指導を
行っている。これは自主防災組織の長が各地
域に戻った際に地域住民を巻き込んで図上訓
練を行い防災意識の啓発を行うことをねらい
としたものである。
〖R3〗
・令和３年度は実施なし。

〖R1〗
・「防災推進員」制度を設けており，その方々
向けの講習会を実施。各自主防災組織のリー
ダーとなる方を育成している。
〖R2〗
・今年度は，新型コロナウイルスの影響を鑑
みて，防災推進員を含めた柏市民を対象とし
て，映像配信形式の講習会を実施。働き手世
代にもアプローチを行った。
〖R3〗
・専門家リスト等の作成はしていないが，防災
推進員を含めた柏市民を対象として，防災講
義映像を公開した。

〖R1～〗
・自治会等に出前講座を行っているほか、自
主防災組織補助金事業の中で、防災講座の
参加経費を一部負担している。

― ・実施予定なし ・埼玉県の主催する自主防災組織向けの研
修会に参加していただいた。

〖R4〗
・地域防災力の向上のための防災リーダー育
成講座を実施した

・自主防災組織において、防災士資格取得の
補助を実施。

〖継続実施〗
・年に一度、ボランティア週間に「地域防災
リーダー研修会」を開催する。これは各自主防
災組織の長を主な対象とするもので、内容は
主に図上訓練を行う上での注意点の指導を
行っている。これは自主防災組織の長が各地
域に戻った際に地域住民を巻き込んで図上訓
練を行い防災意識の啓発を行うことをねらい
としたものである。
※令和２・３年度は実施なし。
〖R4〗
・令和４年度は令和５年１月２２日（日）に開催
予定。

・専門家リスト等の作成はしていないが，防災
推進員を含めた柏市民を対象として，防災講
義映像を公開した。

・自治会等に出前講座を行っているほか、自
主防災組織補助金事業の中で、防災講座の
参加経費を一部負担している。

― ・実施予定なし ・継続して実施。 引き続き実施 ・モデル地区選定の検討、調整の実施。 今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

・引き続き，防災推進員を含めた柏市民を対
象として，防災講義映像を公開していき，市全
体の防災力向上に努めていく。

地域防災力の向上のための防災リーダー等
の人材育成について検討する。

〖R1～R2〗
・協議会で紹介された先進的な取り組みを
行っている団体から情報を収集し、避難時の
声かけに役立てる。

〖R2〗
・民生委員協議会の場を活用して、避難行動
要支援者名簿の申請について説明を実施し
たほか、地域が取り組む避難行動の理解促
進に向けた説明会に出席した。
〖R3〗
・各自治会等からの要望に応じて、避難行動
要支援者名簿の申請について説明を実施し
たほか、個別支援計画の作成に係る説明会
に出席した。

〖R3〗
・ケアマネの定例会においてハザードマップの
見方について出前講座を実施した。
・地域包括支援センターの定例会において戸
別受信機の無料貸出事業を周知した。

〖継続実施〗
・協議会で紹介された先進的な取り組みを
行っている団体から情報を収集し、避難時の
声かけに役立てる。

〖R2～〗
・共助のためのより充実した取り組みを行う検
討をする。
・地域包括支援センター・ケアマネジャーと連
携した取り組みに向けた検討をする。

〖R1〗
・台風19号における自主防災組織の活動事例
の収集を行う。
〖R3〗
・本年度の実施なし

〖R3〗
高齢者施設等を含む要配慮施設にハザー
マップを配布し、周知した。

〖R1、R3〗
・避難誘導訓練について検討する。

【継続実施】
・自主防災組織の訓練において、市職員にて
防災講話の実施を行っている。
・自主防災組織の活動に対して、補助金を交
付している。
・市民も参加する避難所開設訓練を実施して
いる。
・自主防災組織のリーダーに対して、研修を実
施している。

〖R1～〗
・実施について検討する。

〖R1～R2〗
・地域包括支援センターと連携し、情報共有等
を行っている。
〖R3〗
・各団体へ出前講座で周知するほか、地域支
えあい活動の観点から避難行動要支援者に
対する避難誘導等の対応の検討を進めてい
る。

〖R1～〗
・先進的な事例の情報を収集する。

・各自治会等からの要望に応じて、避難行動
要支援者名簿の申請について説明を実施し
たほか、個別支援計画の作成に係る説明会
に出席した。

なし 〖継続実施〗
・協議会で紹介された先進的な取り組みを
行っている団体から情報を収集し、避難時の
声かけに役立てる。

・各地域で防災講習会等を実施した。 〖R1〗
・台風19号における自主防災組織の活動事例
の収集を行う。
〖R4〗
・本年度の実施なし

・協議会の場を活用して、優良事例の収集。 ・避難誘導訓練について検討する。 【継続実施】
・自主防災組織の訓練において、市職員にて
防災講話の実施を行っている。
・自主防災組織の活動に対して、補助金を交
付している。
・市民も参加する避難所開設訓練を実施して
いる。
【R4】
・市内のモデル３地区に対して、避難所運営
委員会の立ち上げに向けての取組を行ってい
る。
・自主防災組織の活動の推進のため、補助金
の見直しの検討を始めている。

・実施について検討する。 ・各団体へ出前講座で周知するほか、地域支
えあい活動の観点から避難行動要支援者に
対する避難誘導等の対応の検討を進めてい
る。

〖R1～〗
・先進的な事例の情報を収集する。

各自治会等からの要望に応じて、避難行動要
支援者の個別支援計画の作成に係る説明会
を実施していく。

・引き続き、福祉関連施設等との連携機会を
設ける。

・協議会で紹介された先進的な取り組みを
行っている団体から情報を収集し、避難時の
声かけに役立てる。

・引き続きの実施及び優良事例の取り組みを
検討。

未定 継続的に支援する。 ・避難誘導訓練について検討する。 ・避難所運営委員会の拡充を行う。 ・引き続き実施について検討していく。
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具体的取組 主な内容 目標時期

　Ｉ）防災教育や防災知識の普及

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

32
水防災の事前準備に関す
る問い合わせ窓口の設置

・ハザードマップの見方などの水災害の
事前準備に関する問い合わせ窓口の
設置

33
地域防災力の向上のため
の人材育成

・モデル地区を選定し、地域に精通し水
害・土砂災害リスク等に関する豊富な
知見を有する専門家による支援方法に
ついて検討。
・市町村等の取組を支援する専門家の
リストを作成。
・市町村の要請に応じ、専門家を派遣。
・支援結果について協議会等の場で共
有。

34 共助の仕組みの強化

・協議会等の場を活用して、避難時の
声かけや避難誘導等の訓練及び出水
時における実際の事例の情報を共有
し、より充実した取組を検討・調整。
・地域包括支援センター・ケアマネ
ジャーと連携した水害からの高齢者の
避難行動の理解促進に向けた取組の
実施およびその状況を共有。

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は、都市建設
部企画調整課としている。
・避難や平時の準備等については危機管理部
災害対策課、水防計画や事業等については
都市建設部企画調整課が窓口としている。

〖継続実施〗
・危機管理課で対応している。

〖継続実施〗
・問合せ窓口は、危機管理室としている。

〖継続実施〗
・窓口を設置した。
・随時、問い合わせに対応する。
〖R3〗
・設置済み

〖継続実施〗
・組織改編に伴い、問合せ窓口を「河川課防
災担当」から「河川課県土防災対策班」とし
た。【H30～】
〖R3〗
・特になし

〖継続実施〗
・問い合わせ内容に応じて関係部署が適宜対
応。なお、河川課に水害対策室を設置した。

〖継続実施〗
・河川砂防課防災担当を問合せ窓口とする。

〖継続実施〗
・問い合わせ窓口の設置を検討
〖R3〗
・出水期前に広報だよりや啓発ポスター、ＳＮ
Ｓ等を活用し、水害等の普及啓発を実施。

〖継続実施〗
・問合せの内容に応じて、関係部署が適宜対
応している。

〖継続実施〗
・自治体と双方向のホットライン窓口を設定し、気象の見通し等に係る解説
に対応するほか、平常時から問合せに応じる。
〖H28〗
・区市町村からの気象に関するホットライン窓口を設定し、担当予報官が
今後の気象の見通し、留意点等について解説する体制をとった。
〖H30～R1〗
・実施済み
〖R3〗
・実施済み（東京管区、水戸、宇都宮、前橋、熊谷）
・防災ライン窓口から栃木県関係部局と各市町に対し、顕著現象時におけ
る今後の気象の見通しや留意点等について、防災メール等により警戒の
呼びかけを実施。（宇都宮）

・ハザードマップの見方などの水災害の事前
準備に関する問い合わせ窓口は、都市建設
部都市建設課としている。
・避難や平時の準備等については危機管理部
災害対策課、水防計画や事業等については
都市建設部都市建設課が窓口としている。
※組織改正により「都市建設部企画調整課」
から「都市建設部都市建設課」へ名称変更。

〖継続実施〗
・危機管理課で対応している。

・問合せ窓口は、危機管理部としている。 継続実施 ・特になし ・問い合わせ内容に応じて関係部署が適宜対
応。なお、河川課に水害対策室を設置した。

・河川砂防課防災担当を問合せ窓口とする。 ・出水期前に広報だよりや啓発ポスター、SNS
等を活用し、水害等の普及啓発を実施。

・問合せの内容に応じて、関係部署が適宜対
応している。

・設置済み（全体）

・現組織のまま、水防災に関する問い合わせ
を受け付ける。

〖継続実施〗
・河川砂防課防災担当を問合せ窓口とする。

・住民等から問い合わせがあった場合適宜対
応をしていく。

・引続き、関係部署が連携して問合せに対応
していく。

・引き続き、関係防災機関からの要請に応じ、水災害の事前準備に関する
支援を行う。（全体）

〖R1～R2〗
・東京都が実施する東京マイタイムライン講習
会などへの参加を促進し、地域リーダー育成
を行う。
・水害時の防災について出前講座を実施す
る。

〖R1〗
・地域別地域防災会議において、地域の水害
リスクや避難に関する知識を、共有を図る。
〖R2〗
・自治町会を対象とした受援訓練を検討して
いる。
〖R3〗
・防災士の資格助成や、助成を受けて防災士
になった方への研修を行った。

― 〖R1～R2〗
・当面は国土交通省で作業予定であることを
踏まえ、国の作業に適宜協力する。

・ぐんま地域防災アドバイザー防災⼠養成講

座を２回実施（⾼崎・太⽥地区）

・フォローアップ研修を１回実施

〖R1～R2〗
・モデル地区を選定し、地域に精通し水害・土
砂災害リスク等に関する豊富な知見を有する
専門家による支援方法について検討。
・市町村等の取組を支援する専門家のリスト
を作成。
・市町村の要請に応じ、専門家を派遣。
・支援結果について協議会等の場で共有。

〖R1〗
・区市町村の水害に関する取組を支援する専
門家のリストを作成し、共有した。
〖R2〗
・国が実施するフォローアップ調査を活用し、
区市町村の水害に関する取組を支援する専
門家のリストを共有する。
〖R3〗
・国からの情報共有の機を捉え、区市町村の
水害に関する取組を支援する専門家のリスト
を共有する。

〖R2〗
・地方公共団体における気象防災アドバイザーの制度説明を開始。
〖R3〗
・各区市町に対し、地方公共団体における気象防災アドバイザーの制度説
明を実施。（東京管区、銚子））
・防災士養成講座や自主防災組織研修会において、防災知識や防災気象
情報の利活用等について普及啓発を実施。（宇都宮）
・自治体防災担当者向けの気象防災ワークショップを実施した。（東京管
区、水戸、宇都宮、前橋、熊谷、銚子）

水害時の防災について、出前講座（防災講演
会）を実施した。

〖R3～〗
・防災士の資格助成や、助成を受けて防災士
になった方への研修を実施した。

地区防災計画の策定を希望する町会・自治会
２団体に対し、防災士の派遣を行った。

・いばらき防災大学など、地域防災力の向上
のための防災リーダーの人材育成を実施し
た。

・ぐんま地域防災アドバイザー防災⼠養成講

座を２回実施（⾼崎・桐生地区）

・市町村からの要請がなかった。 （・国からの情報共有の機を捉え、区市町村の
水害に関する取組を支援する専門家のリスト
を共有する。）

・自治体防災担当者向けの気象防災ワークショップ（土砂・中小河川）を適
宜実施した。（全体）
・管内特定自治体をモデルとしたワークショップを作成した。（東京管区）
・防災士養成講座や自主防災組織研修会に出向き（出前講座）、防災知識
や防災気象情報の利活用等について普及啓発を行った。（全体）
・自治体担当者との打合せにおいて、「気象防災アドバイザー」制度の説明
を行った。（全体）

地区防災計画の策定を希望する町会・自治会
に対し、防災士の派遣を行う。

・継続して、地域防災力の向上のための防災
リーダーの人材育成を実施する。

今後検討していく。 ・市町村からの要請について支援を検討す
る。

（・国からの情報共有の機を捉え、区市町村の
水害に関する取組を支援する専門家のリスト
を共有する。）

・引き続き、上記取り組みを通じ、地域防災力向上のための人材育成に寄
与する。（全体）

〖R1～R2〗
・地域防災計画策定時、避難の支援などにつ
いても計画へ反映していく。
〖R1～〗
・町会、自治会のコミュニティタイムライン策定
を推進していく。
・地域包括支援センターやケアマネージャー
の協力については、福祉部と連携していく。

〖R1、R3〗
・地域別地域防災会議において、地域の多様
な主体で連携し、地域の水害リスクや避難に
関する知識を、共有を図った。

〖R2〗
・消防署と連携し、避難行動要支援者の避難
対策を検討中。
〖R3〗
・避難行動要支援者の個別支援計画につい
て、ケアマネージャーとも共同して作成中。
・福祉避難所となる施設及びケアマネー
ジャー等福祉専門職と連携し、水害リスクの
周知と取るべき避難行動について啓発を行
う。

〖R1〗
地域包括支援センター・ケアマネジャーと連
携した水害からの高齢者の避難行動の理解
促進に向けた取組の実施及び取組状況の共
有を行う。
〖R2〗
・保健福祉部局と連携し、高齢者の避難行動
の理解促進に向けた取組を検討している。
〖R3〗
・保健福祉部局と連携し、ケアマネジャー等福
祉専門職団体に対し、高齢者の避難行動の
理解促進に向けた研修（WEB）を実施した。

〖R1〗
・新たな洪水浸水想定区域図に基づく洪水リ
スク情報等を県管理河川の減災協議会により
情報共有し、減災に向けた取組を検討する。
〖R2〗
・マイ・タイムライン作成講習会を行い、地区
内の高齢者の方の避難支援等地区住民で話
し合いながらマイ・タイムラインを作成。
〖R3〗
・地域のマイ・タイムライン作成講習会に自主
防災組織や社会福祉協議会員にも参加しても
らう取組を実施。

〖R1～R2〗
・協議会等の場を活用して、避難時の声かけ
や避難誘導等の訓練及び出水時における実
際の事例の情報を共有し、より充実した取組
を検討・調整。
・地域包括支援センター・ケアマネジャーと連
携した水害からの高齢者の避難行動の理解
促進に向けた取組の実施およびその状況を
共有。
〖R3〗
・特に実施していないが、健康福祉部におい
て要配慮者の利用施設の避難確保計画の作
成及び訓練の実施についてホームページ掲
載を行っている。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/fukus
hishisetsu/suibou.html

〖R1～R2〗
・災害対策基本法に定められている避難行動
要支援者名簿の策定・更新や避難行動要支
援者の個別計画策定の取り組みについて、区
市町村の支援を行っている。
〖R3〗
・都減災協議会の場を活用し、各区市町村で
実施している災害時の避難訓練実施状況等
を共有している。
・災害対策基本法に定められている避難行動
要支援者名簿の策定・更新や避難行動要支
援者ごとの個別避難計画策定の取り組みに
ついて、担当者向け研修会での事例紹介等
により区市町村の支援を行う。

・町会、自治会のコミュニティタイムライン策定
を推進していく。
・地域包括支援センターやケアマネージャー
の協力については、福祉部と連携していく。

〖R4〗
・地域別防災会議を今年度中に実施予定。地
域の水害リスクや避難行動に関する知識の共
有を図っていく。

・避難行動要支援者の個別支援計画につい
て、ケアマネージャーとも共同して作成中。
・福祉避難所となる施設及びケアマネー
ジャー等福祉専門職と連携し、水害リスクの
周知と取るべき避難行動について啓発を行
う。

・地域包括支援センターと連携して、社会福祉
施設の職員などに対して高齢者の避難行動
の理解促進等について説明する講習会を開
催した。

・地域のマイ・タイムライン作成講習会に自主
防災組織や社会福祉協議会員にも参加しても
らう取組を実施。

・特に実施していないが、健康福祉部におい
て要配慮者の利用施設の避難確保計画の作
成及び訓練の実施についてホームページ掲
載を行っている。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/fukus
hishisetsu/suibou.html

・都減災協議会の場を活用し、各区市町村で
実施している災害時の避難訓練実施状況等
を共有している。

・共助の仕組みの強化に向け、町会・自治会
や関係機関と協力していく。

継続して、高齢者の避難行動の理解促進を推
進する。

・引き続き、マイ・タイムライン作成講習会等に
参加してもらうよう周知。

今後検討していく。 ― ・引続き、都減災協議会の場を活用し、各区
市町村で実施している災害時の避難訓練実
施状況等を共有していく。
・災害対策基本法に定められている避難行動
要支援者名簿の策定・更新や避難行動要支
援者ごとの個別避難計画策定の取り組みに
ついて、担当者向け研修会での事例紹介等
により区市町村の支援を行う。
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具体的取組 主な内容 目標時期

　Ｉ）防災教育や防災知識の普及

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

32
水防災の事前準備に関す
る問い合わせ窓口の設置

・ハザードマップの見方などの水災害の
事前準備に関する問い合わせ窓口の
設置

33
地域防災力の向上のため
の人材育成

・モデル地区を選定し、地域に精通し水
害・土砂災害リスク等に関する豊富な
知見を有する専門家による支援方法に
ついて検討。
・市町村等の取組を支援する専門家の
リストを作成。
・市町村の要請に応じ、専門家を派遣。
・支援結果について協議会等の場で共
有。

34 共助の仕組みの強化

・協議会等の場を活用して、避難時の
声かけや避難誘導等の訓練及び出水
時における実際の事例の情報を共有
し、より充実した取組を検討・調整。
・地域包括支援センター・ケアマネ
ジャーと連携した水害からの高齢者の
避難行動の理解促進に向けた取組の
実施およびその状況を共有。

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・災害情報普及支援室の設置、運営を行う。
〖H28〗
・問合せ窓口の設置・公表（Ｈ２８完）
〖H29～H30〗
・実施済み
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・洪水時の避難方法等について、自治会や自
主防災会に説明会を実施した。【H26～】
・防災出前講座で、防災意識の向上を図って
いる。【H29～】
・水害の影響を受ける地区ごとに、個別の水
防説明会を実施。【H30～】
〖R2～〗
・ハザードマップやマイタイムライン作成に関
する説明の啓発動画を作成。
〖R3〗
・ハザードマップを使用した避難判断訓練を実
施。

〖継続実施〗
・実施を検討する。【平成28年度～】
〖H28～R1、R3〗
・自主防災組織の必要性や防災への意識向
上を図る研修会等を実施。

〖継続実施〗
・出前講座等で水防災についても適宜説明を
行っている。
〖H28～H29〗
・避難訓練への参加を実施した。

〖継続実施〗
・洪水時の避難方法等について、自治会や自
主防災会に説明会の実施を検討する。
〖H28～H29〗
・防災講演会・防災訓練時に説明会を実施
〖R1〗
・出前講座や防災講演会を開催した。
〖R2〗
・要望のあった自治会向けに説明を行った。
〖R3〗
・要望のあった自治会等に向けて説明を行っ
た。

〖継続実施〗
・要請があった場合に防災講座を実施してい
る。
〖R1〗
・浸水想定区域の一部で避難訓練を実施。
〖R2～〗
・マイ・タイムライン作成講座を実施。
〖R3〗
・防災講座の実施。

〖継続実施〗
・町水防計画書について、各行政区長、消防
団へ説明会を開催している。
・町総合防災訓練において、関係団体（自主
防災組織、議会、民生委員、消防団）の参加
を促している。

〖継続実施〗
・各地区や利根川の氾濫により一番の危険区
域には積極的に防災の説明会を開催してい
る。また、地域での避難訓練には関係機関が
関わって支援を行っている。
〖R1〗
・６月、各行政区長及び消防団本部役員等を
対象に水防災の先進自治体である新潟県見
附市の総合防災訓練（特に自主防災組織が
行う防災訓練）を研修させ、防災意識を高揚。
・７月、塚崎地区において県防災・危機管理課
の協力を得てマイタイムライン研修会を実施
・その他、年度を通じて各種団体等の要請に
応じ説明会や研修受け入れを実施。
〖R3〗
・要請に基づく防災講話等の実施を継続

〖継続実施〗
・水防演習等における避難訓練を検討する。
・自主防災組織が開催する避難訓練を支援す
る。
・防災講話を実施する。
〖H30～R2〗
・水防演習を実施。
〖R3〗
・自主防災組織が主催する訓練における種目
として、ハザードマップを用いた防災講話を実
施している。
・ハザードマップを用いた防災講話を実施。

〖継続実施〗
・総合防災訓練や地域防災訓練において、水
害対応に関する訓練内容を追加して実施す
る。【平成28年度】
〖H28～H30〗
・職員出前講座を実施し、市民への水防災の
意識高揚を図った。
〖R3〗
・出前講座を実施し、水防災への意識高揚を
図った。

〖継続実施〗
・自治会や各団体に対して防災出前講話を実
施している。
・各自主防災組織が開催する避難訓練を支援
している。

〖継続実施〗
・小山市水防訓練で、浸水対象地域である自
治会を対象として、避難訓練を実施した。
〖H28～H30〗
・洪水ハザードマップに関する出前講座を実
施。
〖R1〗
・総合防災訓練を実施
〖R1～R2〗
・市民を対象に出前講座を実施
〖R3〗
・自主防災会員や地域大学サークル員等市
民に防災に関する出前講座を実施した。
・洪水ハザードマップの見方や、避難の方法、
災害への備えなど防災に関する出前講座を
実施する。

〖継続実施〗
・地域住民を対象に、思川の氾濫を想定した
避難訓練を定期的に実施している。
〖R1〗
・利根川上流河川事務所長を講師に迎え、防
災の講演会を実施。
・１０月６日に全町避難訓練実施。
〖R2〗
・８月１１、１２日に避難所運営訓練実施。
〖R3〗
・避難所運営訓練実施

〖継続実施〗
・利根川水系連合・総合水防演習の一環で住
民による避難訓練を実施した。
〖H28～R1〗
・防災についての出前講座を実施している。
〖R2～〗
・地域住民に対して、災害図上訓練や出前講
座等を通じ、避難時の対応等について説明し
た。

令和4年度の
取組内容

・茨城トヨペット㈱と共同で水害対策をテーマ
にした防災イベントを実施した。
・古河市民大学において、水害を想定した避
難のシミュレーションゲームを実施した。

- 【R4】
・利根川水系連合・総合水防演習の実施
〖継続実施〗
・出前講座等で水防災についての説明を行っ
ている

・参加要望のあった自治会等の訓練に参加し
た。

前年度同様、継続実施。 町水防計画書について、各行政区長、消防団
へ説明会を実施した。また、町防災訓練にお
いて、関係団体（各行政区長、町議会議員、
民生委員、消防団）の参加を促した。

・４月、全行政区長を対象として防災説明会を
実施
・６月、茨城県が作成した「我が家のタイムライ
ン」を全戸配布
・２個行政区が実施する防災研修会におい
て、境町の災害リスク及びマイタイムライン並
びに自主防災組織の活性化について説明

水防演習を実施 出前講座や栃木県と共催で総合防災訓練を
実施し、水防災への意識高揚を図った

・継続して自治会や各団体に対して防災出前
講話を実施した。
・継続して各自主防災組織が開催する避難訓
練を支援した。

・自主防災会委などに防災に関する出前講座
を実施した。

・全町避難訓練において避難所の開設訓練を
実施

・・災害図上訓練、出前講座、マイタイムライン
作成講習会等を通じ、地域住民へ避難時の
対応等について説明した。

今後の
取り組み方

引き続き様々な手法を用いて説明会を実施す
る

継続して実施 〖継続実施〗
・前年度に引き続き出前講座等で水防災につ
いての説明を行う

・対応を継続する。 ・継続して実施。 水防災に関する説明会及び避難訓練等を引
き続き実施する。

継続 継続して実施 ・継続して自治会や各団体に対して防災出前
講話を実施する。
・継続して各自主防災組織が開催する避難訓
練を支援する。

・出前講座を継続して実施し、水防災にに関
する周知を行う。

・継続して訓練を実施していく。 ・継続して実施

令和3年度まで
の

取組内容

〖R3〗
デジタル・マイ・タイムラインワークショップ開
催。

〖R1、R3〗
・市区町が関係機関と連携して、自治体の避
難情報や河川等の防災情報等を活用した住
民参加型の避難訓練や、避難場所への避難
訓練の実施に向けて検討する。

〖R1～R2〗
協議会と連携し，実施を検討する。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖R1〗
・河川の防災情報を活用した住民参加型の避
難訓練を実施。
〖R2〗
・茨城県・坂東市避難力強化訓練を実施。
〖R3〗
・未実施

〖R1〗
・関係機関が連携して実施する住民参加型の
避難訓練を継続する。
・水害ハザードマップの訓練等への活用につ
いて検討する。
〖R3〗
・当年度の避難訓練は、架空の避難指示を発
報し、水害を想定した車両による避難訓練を
実施した。参加住民に対し、実際の避難要領
と同じに避難者台帳の作成、職員の誘導によ
る車両の駐車、避難者カードの提出といった
流れを体験してもらい、避難先での行動内容
の確認をしてもらった。

〖R1〗
・令和２年度県総合防災訓練（住民参加型避
難訓練）について参加を検討中
〖R3〗
・コロナ禍のため実動訓練は中止

〖R3〗
・自主防災組織が主催する訓練における種目
として、ハザードマップを用いた防災講話を実
施している。

〖R1〗
・台風第19号による被災等の検証をし、明ら
かになった課題等を踏まえ、避難行動のあり
方や、平常時からの準備、訓練等の必要性に
ついて検討を進める。
〖R3〗
・特になし。

〖R1〗
・水害ハザードマップを活用し、防災関係機関
が連携した住民参加型の避難訓練を実施し
た。
〖R2～〗
・ハザードマップを用いて住民に説明会を開催
し、各自の想定に基づく避難経路等のシミュ
レーションを実施した。

〖R1～R2〗
・必要に応じて検討する
〖R3〗
・情報伝達訓練等、必要に応じた訓練を検討
する。

令和4年度の
取組内容

- 〖R4〗
・市区町が関係機関と連携して、自治体の避
難情報や河川等の防災情報等を活用した住
民参加型の避難訓練や、避難場所への避難
訓練の実施に向けて検討する

・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。 当年度の避難訓練は、避難所の見学会（一施
設）と体験会を同時に開催し、参加を申し込ま
れた一般町民及び関係団体（行政区長、議
員、民生委員、消防団）が一同に介して行っ
た。

６月、古河市が担任した、Ｒ４２市１町水防訓
練に消防団（分団長以上）が研修参加

令和３年度までの取組内容と変更なし 特になし。 ハザードマップを用いて住民に説明会を開催
し、各自の想定に基づく避難経路等のシミュ
レーションを実施した。

・情報伝達訓練等、必要に応じた訓練を引き
続き検討する。

・進捗なし

今後の
取り組み方

地域のタイムラインを地区防災計画に位置付
ける

〖R5〗
・市区町が関係機関と連携して、自治体の避
難情報や河川等の防災情報等を活用した住
民参加型の避難訓練や、避難場所への避難
訓練の実施に向けて検討する

・協議会と連携する。 ・河川の防災情報を活用した住民参加型の避
難訓練を実施。

今後も、町が作成する水害ハザードマップを
活用した住民による避難訓練を実施する。

Ｒ５２市１町水防訓練を担任予定（時期、場所
別示）

上記の取り組みを継続する。 関係機関が連携して実施する避難訓練及び
市民参加型の避難訓練について、協議会等
の場で事例を共有し、必要に応じて市総合防
災訓練の内容見直しを行う。

継続して実施する。 ・訓練実施の検討する。 ・洪水ハザードマップを活用した訓練の実施に
ついて検討していく。

・水害ハザードマップを活用した訓練実施につ
いて検討していく。

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・古河市では市関係部署並びに市内公立校
の代表で「古河市学校防災推進委員会」を組
織し、そこで年１回の研修会を行っている。
〖R1〗
・「災害対応における学校と行政の連携につ
いて～タイムラインの考え方～」に関する研修
を実施。
〖R3〗
・令和3年度は新型コロナウイルス感染症の
影響で実施していない。

〖継続実施〗
・市内小中学校の総合学習授業の中で，水災
害教育に取り組んでいく。【平成29年度～】

〖継続実施〗
・小・中学校の学級活動や総合的な学習の時
間で行う水防災教育の取組に向けて、安全・
防災教育担当の教員対象に研修会の実施を
検討する。
・河川管理者(河川事務所や県）による出前講
座等の実施を検討する。
〖H28〗
・一部の小学校にて防災打ち合わせを実施
〖R3〗
・市内小学校で水防災に関する出前講座を実
施する。
市教育委員会を通じ、市内小学校にタブレット
端末を利用した水防災に関する取組について
の啓発活動を行う。

〖継続実施〗
・一部の小中学校で実施した。
・実施の拡大について検討する【平成28年度
～】
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖継続実施〗
・小・中学校の学級活動や総合的な学習の時
間で行う水防災教育の取組に向けて、安全・
防災教育担当の教員対象に研修会の実施を
検討する。
・河川管理者(河川事務所や県）による出前講
座等の実施を検討する。
〖H30〗
・中学校にて、生徒、教職員を対象に、河川事
務所から講師を迎え、水防教育（マイタイムラ
イン講習）を実施した。
〖R1～R2〗
・実施調査中。
〖R3〗
・未実施

〖継続実施〗
・教職員を対象とした水防に関する防災教育
の研修会を検討する。
〖R2〗
・茨城県及び五霞町教育委員会が主体となっ
て、防災教育事業（マイタイムライン作成講
座）を小中学校で行い、教員も参加することで
水災害に関する知識を身につけることができ
た。
〖R3〗
・教育委員会が主催となり、中学校（教員、生
徒）において防災教育を実施し、水災害に対
する知識向上を図った。

〖継続実施〗
・教育委員会の呼び掛けにより、教員に対し
防災説明会を実施した。
〖H28〗
・本年度も機会有るごとに、各種説明を実施し
た。
〖H29〗
・本年度も機会有るごとに、各種説明を実施し
た。
〖H30〗
・中学生を対象（教員を含む）とした、東京大
学片田特任教授による防災講演会を実施。
〖R1〗
・５月、小・中学校を個別訪問し、水害ハザー
ドマップ「逃げどきマップ」について施設管理者
等に説明、避難確保計画の作成を依頼
〖R2〗
・垂直避難検討マップを防災教育のための教
材として配布
〖R3〗
・校長会の場を活用して境町の災害リスク、災
害時の対応等について説明会を実施

〖継続実施〗
・実施を検討する。
〖H30〗
・教員を対象としてHUG研修を実施。
〖R3〗
・実施なし

〖継続実施〗
・小中学校の学級活動や総合的な学習の中
で、水災害教育に取り組んでもらうため、教員
を対象に、水災害についての説明会（勉強会）
を実施する。【平成28年度～】
〖H28〗
・「市防災教育基本プログラム」を作成し、全
教職員約900名に配布した。４月以降に授業
で活用する。
〖H29、R3〗
・「市防災教育基本プログラム」を授業で活
用。

〖継続実施〗
・実施を検討する。
〖H28～H30〗
・実施する。
〖R2～〗
・佐野市校長会にて説明を実施

〖継続実施〗
・防災教育セミナーと題して、元中央防災委員を講師に招いた講習
会を平成22年より開催。平成26年以降は風水害をテーマとした講
話やワークショップを実施。平成28年7月には、水害発生を想定し
た避難所開設訓練を内容に盛り込んだ。
〖H28〗
・７月に防災リーダー講習会を開催、21名参加。うち4名が2月の日
本防災士機構の講習会に参加し、防災士資格を取得。
〖H29〗
①防災リーダー講習会で気象台の防災官の講話を実施。（8月）
②防災教育セミナーで講師による講話と演習「校外活動における
安全教育・防災教育の構築」を実施。（11月）
〖H30〗
①防災リーダー講習会で消防本部危機管理課より講話「小山市に
おけるH27関東・東北豪雨災害の記録」を実施。（8月）
②防災教育セミナーで講師による講話と演習「ハザードマップを活
用したマイ・タイムラインづくり」を実施（2月）
〖R1〗
①防災リーダー講習会で消防本部危機管理課より講話「小山市に
おけるH27関東・東北豪雨災害の記録」を実施。（8月）
②防災教育セミナーで講師による講話と協議「資質・能力育成に向
けた具体策」を実施。（1月）
〖R2〗
・防災教育セミナー、防災リーダー研修会ともに新型コロナウイル
ス感染拡大の影響により中止とした。
〖R3〗
・防災リーダー講習会は新型コロナウイルス感染拡大の影響によ
り中止とした。
・防災教育セミナーを6月に開催。「学校安全と防災教育」と題し
て、防災についての継続した学びの重要性や、命を守るための避
難訓練の在り方等についての講話を実施した。
・学校からの依頼で、洪水ハザードマップ出前講座を実施。ハザー
ドマップの見方、避難方法、情報収集、災害に対する準備などを学
習した。

〖継続実施〗
・平成29年度において、実施を検討する。
〖R1〗
・全町避難訓練において、学校施設管理者と
避難所運営訓練を実施。

〖継続実施〗
・教職員を対象とした水防に関する防災教育
の研修会を検討する。
〖R3〗
・県立高校職員に対して、出前講座を通じ、避
難情報発令時の対応等について説明した。

令和4年度の
取組内容

・令和４年度は新型コロナウイルス感染症の
影響で実施していない。

- ・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。 教育委員会が主催となり、県防災・危機管理
課の協力のもと、中学校（教員、生徒）におい
て防災教育（マイタイムライン作成講習会）を
実施し、水災害に対する知識の向上とマイタ
イムラインの作成推進を図った。

４月、広域避難所となる３個高等学校の新着
任校長等に対し、境町の災害リスク等につい
説明し、災害発生が予想される場合の広域避
難所開設に係る理解と協力を依頼

実施なし 「市防災教育基本プログラム」を授業で活用 要望に応じて防災講話を実施した。 ①教職員を対象とした防災リーダー講習会を
８月に開催。豪雨災害対応の経験を含めた講
義及びAEDを含めた普通救命講習を行った。
②教職員を対象とした防災教育セミナーを１１
月に開催。講師による講話と、参加者による
自校の防災に係る取組の検証及び意見交換
を実施した。

・全町避難訓練において、学校施設管理者と
避難所開設訓練等を実施。

・施設管理者等と連絡先を交換するなど、災
害発生時に備え情報共有を図った。

今後の
取り組み方

新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏ま
えて検討。

小中学校一斉訓練を活用して継続実施 〖R4〗
・国防災教育支援を活用した啓発活動を検討

・実施を検討する。 ・実施を検討。 教育委員会が実施する事業に対し、防災所管
課として積極的に支援を行い、講習会に必要
な防災に関する情報の共有を図る。

継続 実施を検討する。 継続して実施 要望に応じて講習会を実施する ・教職員を対象とした防災リーダー講習会及
び防災教育セミナーを継続して実施していく。
・今後も継続して出前講座を実施する。

コロナ収束後に開催予定の全町避難訓練に
おいて、教員にも参加してもらうことを検討。

・継続して実施

35
水防災に関する説明会や
避難訓練の開催

・水防災に関する説明会及び避難訓練
の実施

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定した駅や列車
等の乗降客及び職員の避難訓練を実
施する。

・関係機関が連携して実施する、自治
体の避難情報、河川やダム等の防災
情報等を活用した住民参加型の避難
訓練や、避難場所への避難訓練につい
て、実施状況や様々な工夫、今後の予
定を協議会等の場で共有。
・市町村において、水害ハザードマップ
の訓練等への活用について検討した上
で実施。

36
教員を対象とした講習会
の実施

・水災害の知識を教員に身につけても
らうための講習会等の実施
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

35
水防災に関する説明会や
避難訓練の開催

・水防災に関する説明会及び避難訓練
の実施

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定した駅や列車
等の乗降客及び職員の避難訓練を実
施する。

・関係機関が連携して実施する、自治
体の避難情報、河川やダム等の防災
情報等を活用した住民参加型の避難
訓練や、避難場所への避難訓練につい
て、実施状況や様々な工夫、今後の予
定を協議会等の場で共有。
・市町村において、水害ハザードマップ
の訓練等への活用について検討した上
で実施。

36
教員を対象とした講習会
の実施

・水災害の知識を教員に身につけても
らうための講習会等の実施

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・不定期ではあるが、防災講演会、出前講座
等を開催している。
〖H28～H30〗
・太田市総合防災訓練を実施。
〖R1〗
・防災マップ説明会を全地区で実施。
〖R3〗
・マイ・タイムライン作成講習会を実施した。

〖継続実施〗
・出前講座などで住民への周知を実施してい
る。

〖継続実施〗
・町内の小学校５校を、順次会場として地域防
災訓練を毎年開催している。
・地区の自主防災組織等を対象として、町の
災害史等について出前講座等を実施してい
る。
〖R3〗
・町職員による避難所設置訓練の実施

〖継続実施〗
・地域住民を対象に、利根川及び渡良瀬川の
氾濫を想定した避難訓練を毎年１回実施して
いる。【平成23年度～】
・洪水時の避難方法等について、自主防災組
織（行政区）単位で説明会（防災講習会）を毎
年１回実施している。【平成23年度～】
〖R2〗
・利根川中流４県境広域避難協議会で企画し
た広域避難啓発ビデオをホームページ上で公
開した。
〖R3〗
・利根川・渡良瀬川の氾濫を想定した避難訓
練（情報伝達訓練）を実施した。

〖継続実施〗
・地域住民を対象に、利根川（または渡良瀬
川等）の氾濫を想定した避難訓練を定期的に
実施予定。
〖H30〗
・隔年で開催している総合防災訓練内で、洪
水時の避難を想定した訓練を実施。
〖R1〗
・自主防災組織を対象に総合防災マップの説
明会を行った。
〖R2〗
・自主防災組織及び職員向け防災説明会を
実施した。
〖R3〗
・自主防災組織、町内在住防災士向けに防災
説明会を実施した。

〖継続実施〗
・全町民に、水害に関する意識アンケート調査
を実施した。【平成26年】
・各地域住民を対象に、平成26年に実施した
アンケートの結果を基に、説明会を実施してい
く。【平成28年度～】
〖R1〗
・自主防災組織、高齢者団体、学校、企業等
に講習を実施。また、イベントに出店し普及を
図る。
〖R2〗
・町内の高齢者団体に対し、水防知識の普及
を図る。
〖R3〗
・水害時の広域避難についての、住民アン
ケートを実施。

〖継続実施〗
・自主防災組織の訓練時等で水防災について
説明している。
〖R3〗
・新型コロナウイルスの影響で自主防災組織
の訓練の実施がなかった。

〖継続実施〗
・総合防災訓練を2年に1度実施している。
〖H29〗
・平成29年9月3日総合防災訓練を実施。
〖R1、R3〗
・住民に対し、出前講座を実施した。

〖継続実施〗
・西区において、避難場所運営委員会を対象
に防災研究会を開催。（荒上講義他）
・自主防災組織を対象にした防災リーダー研
修会において、熊谷地方気象台を講師に招
き、水害に関する講演を行う。【平成28年度】
〖H28～H30〗
・必要に応じて実施を検討する。
〖R3〗
・令和４年２月にマイタイムライン作成に係る
講習会を、さいたま市防災アドバイザー（防災
士の資格を有した市民）を対象に実施。（新型
コロナウイルス感染症の影響で中止。資料を
配布）

〖継続実施〗
・自主防災組織等を対象とした講演会や一般
市民を対象とした市政宅配講座において、水
害に対する備えや洪水ハザードマップの読み
方等を説明している。
・平成２９年度、大学教授やお天気キャスター
を講師とした「水防災セミナー」を実施した。
〖H29〗
・荒川上流河川事務所と連携して、地元自治
会・市内防災士を対象にカスリーン台風に関
する公開講座及び破堤箇所の現地見学会を
開催した。
〖H30～〗
・前年度に避難指示を発令した妻沼小島地区
において、・自主防災組織と合同で避難訓練
を実施した。

〖継続実施〗
・出前講座や防災リーダー認定講習などで市
民に周知。

〖継続実施〗
・自治会に対して、防災知識の普及啓発の説
明会を行っている。
〖R1〗
・水防災セミナーを実施する。
〖R3〗
・未実施。

〖継続実施〗
・各地域ごとに、洪水避難訓練を実施してい
る。年度に2回、二つの地域で実施している。
〖H30～R1〗
・広域避難が必要となる地区の住民等に対
し、水害時の広域避難に関する研修会を開催
した。
〖R3〗
・避難誘導にあたる自治協力団体、民生委員
に対し、避難行動等についての説明会を実施
（実地での研修は新型コロナウイルス感染症
のため中止）
・市民向けの説明会は新型コロナウイルス感
染症のため実施していない。

・出前講座、マイ・タイムライン作成講習会を
実施した。

・出前講座やイベント時に水災害の被害状況
や教訓・備え等の防災知識を住民への周知
・総合防災訓練で住民参加型の訓練を実施

自主防災組織3区と町による合同防災訓練（7
月）
町職員による避難所設置訓練の実施（7月）

・住民参加型の情報伝達訓練を実施した。 ・自主防災組織、町内在住防災士向けに防災
訓練を実施した。

・洪水時のマイタイムライン講習会を実施し
た。

・新型コロナウイルスの影響で自主防災組織
の訓練の実施がなかった。

・出前講座を実施した。 〖継続実施〗
・西区において、避難場所運営委員会を対象
に防災研究会を開催。（荒上講義他）
・自主防災組織を対象にした防災リーダー研
修会において、熊谷地方気象台を講師に招
き、水害に関する講演を行う。【平成28年度】
〖H28～H30〗
・必要に応じて実施を検討する。
〖R4〗
・令和５年１月にマイタイムライン作成に係る
講習会を、さいたま市防災アドバイザー（防災
士の資格を有した市民）を対象に実施。

自主防災組織等を対象とした講演会や一般
市民を対象とした市政宅配講座において、水
害に対する備えや洪水ハザードマップの読み
方等を説明した。

・前年同様、継続して実施。 未実施 ・総合水害広域避難訓練を実施した。

・継続して実施 ・引き続き、出前講座等で周知を実施 ・マイタイムラインの作成について、群馬県に
よるモデル地区への作成指導補助をはじめ、
促進していく。

・洪水時の避難を想定した訓練を実施する。 ・住民アンケート結果を踏まえて、説明会の実
施及び訓練実施に反映させていく。

・自主防災組織の訓練が再開次第、町職員も
参加し水防災の説明を行う。

・今後も優先度を下げて取り組んでいく。 今後、防災アドバイザーから住民等に対し、マ
イタイムラインの説明会等を行い、水害からの
避難等の理解の促進を図る予定である。

継続して実施する。 ・継続して実施。 ・検討中。 ・新型コロナウイルス感染症の動向を注視し
つつ、広く説明会等を実施予定

〖R1〗
・住民参加型の総合防災訓練を実施予定。
〖R3〗
・マイ・タイムライン作成講習会を実施した。

〖R1～R2〗
・実施を検討する。
〖R3〗
・防災訓練がコロナウイルス感染拡大防止の
為中止となった。来年度実施予定。

〖R2～〗
・実施について検討していく。

〖R1〗
・検討していく。
〖R3〗
・ハザードマップを活用した訓練の検討を行っ
た。

〖R2～〗
・特段の取組実績なし

〖R1～〗
・今後実施について検討する。

〖R3〗
・実施予定なしのため回答なし

〖R1～〗
・ハザードマップを活用した訓練の実施を検討
中。

〖R1〗
・ハザードマップ説明会を開催し、周知した。
・広域避難が必要となる地区を対象に協定を
締結したバスを使用した広域避難訓練を実
施。
〖R3〗
・台風の接近、避難情報の発令、避難場所の
開設等、利根川・渡良瀬川・荒川タイムライン
に基づき、確認する総合水害広域避難訓練
（図上訓練）を実施した。なお、当初は市民参
加型訓練を予定していたが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により図上訓練とした。

・出前講座、マイ・タイムライン作成講習会を
実施した。

・住民参加型の情報伝達訓練を実施した。 ・住民参加型の総合防災訓練を実施した。 ・上記から変更なし。 ・取り組みなし。 〖R2～〗
・特段の取組実績なし

実施について検討した。 ・未実施のため回答なし 未実施 ・総合水害広域避難訓練を実施した。

・継続して実施 ・より実際の避難行動を想定した避難訓練を
実施していく。

・今後も継続して訓練を実施予定。 ・実施を検討していく。 ・今後防災訓練の項目に追加していければと
考えている。

今後、必要に応じて検討を行う。 引き続き検討する。 ・上記のとおり。 ・タイムラインを基にした参加型、実践的な訓
練として実施していく。

〖継続実施〗
・河川管理者(河川事務所や県）による出前講
座等を検討していきたい。
〖R3〗
―

〖継続実施〗
・避難所となる各小中学校を年1回巡回し、避
難所運営や災害全般について意見交換を
行っている。

〖継続実施〗
・教職員を対象とした水防に関する防災教育
の研修会を検討する。

〖継続実施〗
・利根川上流河川事務所と協力し、小・中学校
の学級活動や総合的な学習の時間で行う水
防災教育の取組に向けて、安全・防災教育担
当の教員対象に研修会の実施を検討する。
・河川管理者(河川事務所や県）による出前講
座等の実施を検討する。
・利根川上流河川事務所と協力し、小・中学校
の全教員を対象とした防災研修会を実施し
た。【令和元年度】

〖継続実施〗
・小中学校の総合学習授業の中で、水災害教
育に取り組んでもらうため、教員を対象に、水
災害についての説明会（勉強会）を実施予
定。
〖R1〗
・中学校にて体験型防災訓練を実施し、生徒
だけでなく教員も体験していただいた。
〖R2〗
・小学校にて生徒及び教員へ防災備蓄品の
説明を実施した。
〖R3〗
・講習会について検討した。

〖継続実施〗
・教職員を対象とした水防に関する防災教育
の研修会を検討する。【平成29年度～】
〖R3〗
・今年度については、取り組めていない。

〖継続実施〗
・教育委員会と協議しながら今後検討していく
（時期未定）。
〖H28～〗
・研修会の実施について検討した。

〖継続実施〗
・教育委員会と協議しながら今後検討してい
く。
〖H28～H30〗
・検討中。
〖R3〗
・取り組みなし。

〖継続実施〗
・避難所となっている公立学校の施設管理者（【校
長又は教頭）を対象とした指定緊急避難場所、指
定避難所について説明会を開催。
〖H28〗
・説明会を検討。
〖H29〗
・荒川を重点的に講演会を検討した。
〖H30〗
・河川災害に限らず防災教育については、市立の
小・中・特別支援・高等学校の安全教育主任を対
象とした安全教育主任研修会にて年に１度グルー
プ研修を行っている。
〖R1〗
・上記に中等学校を追加。
〖R2〗
・市立学校のモデル校の教員を対象にマイ・タイム
ラインの作成方法等、水害対策に関する内容を教
示する講習会を実施した。
・市内学校安全研究指定校の教員を対象に実施し
た、学校安全に関する講話の際に、マイ・タイムラ
インの内容を周知。
〖R3〗
・市立学校の安全教育主任を対象とした安全教育
主任研修会において、マイ・タイムライン、各区避
難所運営訓練への児童生徒の参加、浸水想定区
域内にある指定緊急避難場所の学校施設への対
応について周知した。

〖継続実施〗
・教育委員会と協議しながら今後検討してい
く。
〖H28〗
・上記のとおりで変更はないが、平成２９年度
に実施できるよう現在調整中。
〖H29〗
・平成２９年度実施なし。平成３０年度におい
て、全小・中学校の教員を対象に「荒川・利根
川・県管理河川の洪水」について講習会を行
うことで調整済み。
〖H30～R1〗
・市内の全小中学校の防災担当教員を対象と
した「安全教育主任会議」において、洪水に関
する講習会を実施した。

〖継続実施〗
・出前講座や防災リーダー認定講習などの実
施を検討。
〖H30〗
・小中学校の教員を対象に水防災の講習会を
荒川下流事務所と合同で実施した。
〖R3〗
・未実施のため回答なし

〖継続実施〗
・自主防災組織を対象としたリーダー養成講
座に市内中学校教諭の参加を促している。
〖H29〗
・未実施。次年度以降については、学校担当
課と連携し検討していく。
〖H30〗
・次回参加を促す。
〖R1〗
・教員の参加に向けて調整中。
〖R3〗
・未実施。

〖継続実施〗
・小・中学校の学級活動や総合的な学習の時
間で行う水防災教育の取組に向けて、安全・
防災教育担当の教員対象に研修会を実施し
ている。
・外部講師を招き、演習形式で行っている。

・教員を対象とした防災教育を行った。 ・避難所となる各小中学校を年1回巡回し、避
難所運営や災害全般について意見交換を
行っている。
・県職員による、幹部級職員（校長・教頭）へ
の災害教育に係る説明の機会を設置

・講習会について検討した。 ・研修会の実施について検討した。 ・上記から変更なし。 ・取り組みなし。 ・市立学校の安全教育主任を対象とした安全
教育主任研修会において、マイ・タイムライ
ン、各区避難所運営訓練への児童生徒の参
加、学校の危機管理体制と想定外の状況に
おける危機管理の在り方について周知した。

市内の全小中学校の防災担当教員を対象と
した「安全教育主任会議」において、洪水等に
関する講習会を実施した。

・未実施のため回答なし 未実施 ・防災講演会を実施した

・群馬県減災対策協議会地域部会で協議し、
教員への防災教育の実施を検討している。

・避難所となる各小中学校を年1回巡回し、避
難所運営や災害全般について意見交換を行
う。

・検討を行う ・令和３年度の避難確保計画の作成を機に、
教職員を対象とした水災害の講習会等を計画
していく。

・実施を検討していく。 ・取り組む予定なし。 今後も継続して取組を行う。 引き続き検討する。 ・防災リーダー認定講習の実施を検討してい
る。

・検討中。 ・講演会等の実施
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

35
水防災に関する説明会や
避難訓練の開催

・水防災に関する説明会及び避難訓練
の実施

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定した駅や列車
等の乗降客及び職員の避難訓練を実
施する。

・関係機関が連携して実施する、自治
体の避難情報、河川やダム等の防災
情報等を活用した住民参加型の避難
訓練や、避難場所への避難訓練につい
て、実施状況や様々な工夫、今後の予
定を協議会等の場で共有。
・市町村において、水害ハザードマップ
の訓練等への活用について検討した上
で実施。

36
教員を対象とした講習会
の実施

・水災害の知識を教員に身につけても
らうための講習会等の実施

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・自主防災組織リーダー養成講座等で水防災
に関する説明についても行っている。また、自
治会から説明会の要請等があった場合は出
前講座を実施する。
〖R1～〗
・防災についての出前講座を実施している。

〖継続実施〗
・自主防災訓練の講話等で、地域への説明も
実施している。
〖H29～R2〗
・市民向け啓発冊子の内容を充実させ、自主
防災訓練等で配布し、防災意識の高揚を図っ
た。
・春日部市災害対応基本マニュアルを各自主
防災組織に配布し、地域に応じた対策や訓練
を支援した。
〖R1〗
・自主防災組織を対象としたHUG訓練を実施
した。
〖R3〗
・避難所を伴う、訓練を実施

〖継続実施〗
・自治会への出前講座等の中で水防災に関
する内容も説明している。
〖H28〗
・出前講座を実施すると共に、自治会長を対
象に水害を想定したDIG訓練を実施した。
〖R3〗
・出前講座の際に水防災に関する内容を説明
している。
・避難所開設訓練実施時に水防災やマイタイ
ムラインの説明を行っている。

〖継続実施〗
・市内における浸水想定や洪水時の避難方法
等について、職員出前講座などの際に説明し
ていく予定。
〖H28〗
・今年度の総合防災訓練において、避難情報
伝達訓練という訓練名で、【避難準備・高齢者
等避難開始】、【避難指示】の段階にわけて、
広報車を用いた伝達訓練を行った。
〖R3〗
・今年度の総合防災訓練において、防災ラジ
オを用いて「高齢者等避難」の発令について
伝達訓練を行った。

〖継続実施〗
・訓練、講座などの際にハザードマップの説明
を実施している。

〖継続実施〗
・住民からの依頼で出前講座を実施しており、
ハザードマップの説明も実施している。

〖継続実施〗
・地域住民を対象に、防災講演会等で水災害
について説明している。
・引き続き水災害について説明を実施してい
く。
〖R1～R2〗
・避難訓練の実施について検討していく。
〖R3〗
・水害啓発のための動画を作成予定。

〖継続実施〗
・出張講座や防災訓練時に水防災に関する説
明を実施している。
〖R2〗
・年１回、住民参加型の帰宅困難者対策訓練
を実施している。
〖R3〗
・出張講座や防災訓練時に水防災に関する説
明を実施。
・13の行政区において、越谷市総合防災ガイ
ドブックの住民向け説明会を実施。

〖継続実施〗
・今後関係部署等と検討予定。
・平成29年度以降、関係部署と検討予定。
・地区の防災訓練等において水防災に関する
説明や防災講話を実施した。

〖継続実施〗
・住民からの依頼に応じて防災講座やハザー
ドマップの説明会等を開催しており、その中で
水防災知識の普及啓発を行っている。

〖継続実施〗
・出前講座を実施している。
〖H30〗
・企業向け防災講座を実施した。

〖継続実施〗
・水防災に関し、ホームページ掲載など防災
知識啓発活動等の強化について検討する。
・出前講座及び出水期前には市広報にて水防
災に関して啓発を行っている。

〖継続実施〗
・住民からの依頼に応じ、防災講座やハザー
ドマップの説明会を行っており、今後も継続し
て実施する。

〖継続実施〗
・自主防災組織リーダー養成講座等で水防災
に関する説明についても行っている。また、自
治会から説明会の要請等があった場合は出
前講座を実施する。
〖R４〗
・防災についての出前講座を実施している。

市民向けの訓練・説明会及び小中学校生徒
向けのマイタイムライン作成の講座を行った。

・出前講座の際に水防災に関する内容を説明
している。
・避難所開設訓練実施時に水防災やマイタイ
ムラインの説明を行っている。

〖継続実施〗
・市内における浸水想定や洪水時の避難方法
等について、職員出前講座などの際に説明を
行う。
・防災訓練にて水害時の防災行政無線による
避難情報の伝達訓練を実施した。

・訓練、講座などの際にハザードマップの説明
を実施している。

住民からの依頼で出前講座を実施しており、
ハザードマップの説明も実施している。

水害啓発動画の作成 ・出張講座や防災訓練時に水防災に関する説
明を実施。

上記内容を継続して実施。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・出前講座を実施している。
〖H30〗
・企業向け防災講座を実施した。

・水防災に関し、ホームページ掲載など防災
知識啓発活動等の強化について検討する。
・出前講座及び出水期前には市広報にて水防
災に関して啓発を行っている。

・住民からの依頼に応じ、防災講座やハザー
ドマップの説明会を行っており、今後も継続し
て実施する。

引続き、講座を実施する。 引き続き訓練を行う。 ・上記取組を継続して実施予定 ・改訂したハザードマップについて、説明会を
行い洪水時のマイタイムラインの作成を促進
する。

上記取組を継続して行う。 ・出張講座や住民参加型の帰宅困難者対策
訓練について、継続して実施する。

必要に応じて検討していく。 ・継続して実施 継続して、水防災に関して、関係課と調整し
ホームページ掲載やその他啓発活動の強化
を検討していく。

継続して実施。

〖R1～R2〗
・今後検討する。
〖R3〗
・実施なし。

〖R1〗
・洪水ハザードマップを活用した訓練等につい
て検討する。
〖R2〗
・防災訓練や説明会などで周知を行った。
〖R3〗
・避難所を伴う、訓練を実施。

〖R1～〗
・一部自主防災組織において、水害を想定し
た訓練を実施。
〖R3〗
・避難所開設訓練において、水害時の避難情
報やハザードマップ、マイ・タイムラインについ
て説明や周知を行った。

〖R2〗
・ハザードマップの説明会や出前講座を検討。
・住民参加型のハザードマップを考慮した避難
所開設の訓練を実施。

〖R1〗
・ハザードマップの訓練への活用について検
討する。
〖R2～〗
・協議会等の場において情報を収集し、実施
を検討する。

〖R1～〗
・関係機関と連携して、水害に関する避難訓
練等の実施について検討していく。

〖R1～〗
・協議会等の場において情報を共有し、実施
を検討。

〖R1～〗
・関係部署と調整し検討予定。

〖R1～〗
・関係機関と連携した避難訓練の実施を検討
する。

〖R3〗
・実施に向けて検討した。。

〖継続実施〗
・防災情報等を活用した住民参加型の避難訓
練等を検討する。

〖R４〗
・実施なし。

・地域の防災士によるマイタイムライン講座な
どを実施

・避難所開設訓練において、水害時の避難情
報やハザードマップ、マイ・タイムラインについ
て説明や周知を行った。

ハザードマップの情報を考慮した建物からの
救出救助訓練を行い、市民が見学した。

・協議会等の場において情報を収集し、実施
を検討する。

車両（バス）を活用した住民参加型の広域避
難訓練を実施した。

上記取組を継続して行う。 ・協議会等の場において情報を共有し、実施
を検討。

・継続して実施 ・実施に向けて検討した。 ・防災情報等を活用した住民参加型の避難訓
練等を検討する。

今後検討する。 ・上記を継続して実施。 ・上記取組を継続して実施予定 ・改訂したハザードマップを自主防災会等の訓
練で活用する

・継続して実施。 関係部署と調整し検討予定。 ・継続して実施 継続して、関係機関と連携した避難訓練の実
施を検討する。

継続して実施。

〖継続実施〗
・教職員を対象とした水防に関する防災教育
の研修会を検討する。
〖H28～H29〗
・検討中。
〖R2〗
・教員に対し出前講座を実施。
〖R3〗
・訓練内での研修を検討したが、コロナ禍のた
め中止となった。

〖継続実施〗
・春日部市内小･中学校に勤務する初任者に
対して、施設体験研修として首都圏外郭放水
路での研修を実施している。施設の見学と所
員による講話をとおして、外郭放水路の役割
と水害への備えなどについて認識を高めてい
る。
・避難所となっている小・中学校の校長・教頭
先生を対象として、避難所開設訓練を実施予
定。【平成２８年度～】
〖H28〗
・平成２９年１月６日に春日部市内小・中学校
に勤務する初任者に対して、水害への供えな
どについて認識を高めていただくために、施
設体験研修として首都圏外郭放水路での研
修を実施した。
〖H29〗
・平成２９年１月６日に春日部市内小・中学校
に勤務する初任者に対して、水害への供えな
どについて認識を高めていただくために、施
設体験研修として首都圏外郭放水路での研
修を実施した。
〖R2〗
・7月に中学校教員向けに浸水ナビの講習会
を行った。
〖R3〗
・6月に避難所職員向けの講座を行った。

〖継続実施〗
・今後、担当課と連携し、実施について検討し
ていく。

〖継続実施〗
・教職員に対する防災研修を実施予定。
・水害を想定した避難所開設訓練に教員も参
加してもらった。

〖継続実施〗
・水災害教育の実施に向けて検討していく。

〖継続実施〗
・浸水想定区域内の学校について、教育委員
会と連携し、水害を想定した訓練や研修会の
実施について検討する。
〖R2〗
・教員も含むマイタイムライン講習会を実施。

〖継続実施〗
・教員を対象に、防災講演会等で水災害につ
いて説明している。
・引き続き水災害について説明を実施してい
く。

〖継続実施〗
・学校からの要請に応じて、教職員や地域住
民を対象としたＨＵＧ訓練を実施している。
（*HUG：Hinanjo避難所、Unei運営、Gameゲー
ムの略称）
〖R2〗
・学校からの依頼により、生徒、教職員を対象
とした防災講演を実施（4回※予定も含む）。
〖R3〗
・学校からの依頼により、生徒、教職員を対象
とした防災講演を実施（3回※予定も含む）。

〖継続実施〗
・教育研修会安全教育部会に指導者を派遣し
講義をしている。
・平成29年度以降、教育関係部署と検討予
定。
〖R3〗
・教育関係部署と検討予定。

〖継続実施〗
・河川事務所の取組に協力し、要望に応じて
実施に向けた調整を行う予定。
〖R1〗
・10月1日に実施した防災教育講座の事前学
習として、教員を対象に水害に関する講座や
DIGを実施した。
〖R2〗
・市教育研究会学校安全教育研究協議会に
おいて、各学校の代表者に水災害を含むコロ
ナ禍での避難場所としての学校の役割につい
て講演を行った。
〖R2～〗
・防災教育講座の事前学習として、教員を対
象に水害に関する講座やDIGを５校で実施し
た。

〖継続実施〗
・教育委員会と調整し、実施を検討していく。
【平成29年度～】

〖継続実施〗
・水災害教育の実施について、教育委員会と
調査研究していく。
〖H28～R2〗
・実施に向けて検討した。
〖R3〗
・学校教職員を対象とした、水災害等を想定し
た避難所開設訓練を実施。

〖継続実施〗
・教職員を対象とした出前講座を実施。（H28）
・教職員を対象とした水防に関する防災教育
の研修会を検討する。

〖継続実施〗
・教職員を対象とした水防に関する防災教育
の研修会を検討する。
〖R４〗
・総合防災訓練内で水災害について講座を行
い、教員にも参加してもらった。

・職員及び教員を対象にした、訓練を実施。
・各避難所の職員及び教員を集め、現地で施
設の確認及び避難所レイアウトの作成などを
行った。

・今後、担当課と連携し、実施について検討し
ていく。

〖継続実施〗
・教職員に対する防災研修の実施を検討。
・児童に対する防災事業に合わせて、教員に
たいしても説明を行った。
・避難所のレイアウトや運用について担当職
員を打合せを実施。

・水災害教育の実施に向けて検討していく。 浸水想定区域内の学校について、教育委員
会と連携し、水害を想定した訓練や研修会の
実施について検討する。

上記取組を継続して行う。 ・学校からの依頼により、生徒、教職員を対象
とした防災講演を実施（2回※予定も含む）。

教育関係部署と検討予定。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・教育委員会と調整し、実施を検討していく。
【平成29年度～】

実施に向けて、検討した ・教職員を対象とした水防に関する防災教育
の研修会を検討する。

訓練を検討。 ・上記を継続して実施 ・今後、担当課と連携し、実施について検討し
ていく。

〖継続実施〗
・水災害教育の実施に向けて検討していく

・継続して実施。 教育関係部署と検討予定。 ・継続して実施 継続して、教育委員会と調査研究していく。 継続して実施。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

35
水防災に関する説明会や
避難訓練の開催

・水防災に関する説明会及び避難訓練
の実施

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定した駅や列車
等の乗降客及び職員の避難訓練を実
施する。

・関係機関が連携して実施する、自治
体の避難情報、河川やダム等の防災
情報等を活用した住民参加型の避難
訓練や、避難場所への避難訓練につい
て、実施状況や様々な工夫、今後の予
定を協議会等の場で共有。
・市町村において、水害ハザードマップ
の訓練等への活用について検討した上
で実施。

36
教員を対象とした講習会
の実施

・水災害の知識を教員に身につけても
らうための講習会等の実施

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・依頼があり次第、自治会等を対象に説明会
を開催している。
〖H30〗
・市内中学校を対象にハザードマップを活用し
た、災害図上訓練ＤＩＧを実施した。
〖R1～R2〗
・自治会や市内中学校を対象に出前講座を実
施した。
〖R3〗
・民生委員に対して防災に関する講座を実
施。

〖継続実施〗
・ハザードマップに基き、洪水時の避難等につ
いて消防団や区長会で説明した。【平成28年
度】
〖H28〗
・ハザードマップに基き、洪水時の避難等につ
いて消防団や区長会、出前講座で説明した。
〖H29～R1〗
・ハザードマップに基き、洪水時の避難等につ
いて出前講座で説明した。
〖R2〗
・避難所運営マニュアルを作成し、区長会役
員会で説明した。
・各避難場所を担当する職員を決め、説明会
を実施した。
〖R2～〗
・ハザードマップに基き、洪水時の避難等につ
いて出前講座で説明した。
〖R3〗
・各避難場所を担当する職員を決め、訓練を
実施した。

〖継続実施〗
・洪水時の避難方法等について、自治会や自
主防災会に出前講座を実施している。
〖H28～H30〗
・洪水時の避難方法等について、自治会や自
主防災会に出前講座を実施した。
・広報誌に水防災に関する記事を掲載した。
・メール、ツイッター、ブログを活用し、定期的
に情報を発信した。
〖R1～〗
・洪水時の避難方法等について、自治会や自
主防災会に出前講座を実施した。
・広報誌に水防災に関する記事を掲載した。
・メール、ツイッターを活用し、定期的に情報を
発信した。

〖継続実施〗
・自主防災組織や市民団体からの要望によ
り、職員を派遣し講座を行う、職員出前講座を
開催している。内容としては、過去の被害履歴
や洪水ハザードマップの見かた等。

〖R3〗
・自主防災組織や市民団体からの要望によ
り、職員を派遣し講座を行う、職員出前講座を
開催した。
・自主防災組織、行政区、避難所運営職員を
対象に、風水害を想定した避難所開設訓練を
実施した。

〖継続実施〗
・各行政区からの依頼に基づき、水防災に係
る説明会を実施している。

〖継続実施〗
・浸水想定区域を基に危険度の高い地域と、
その他行政区や自主防災組織からの要望に
より防災講習会の開催を実施する。
〖H29〗
・自主防災組織の育成の一環として「地区防
災講習」を行っている。
〖H30～R2〗
・地区簿防災講習会の継続実施。
〖R3〗
・自主防災組織や女性団体等を対象に、防災
ガイド・ハザードマップを利用した防災講座を
実施。

〖継続実施〗
・毎年実施している地域防災訓練において、
水防作業の訓練や被害実績の紹介などを実
施している。
〖H30〗
・町内の民生委員に対し、洪水発生時の役場
の体制等について説明を行った。
〖R3〗
・本年度の実施なし

〖継続実施〗
・出前講座まなびっちゃすぎと塾に於いて、講
話等を実施している。
〖H28〗
・自治会や小学校ＰＴＡなどに「まなびっちゃす
ぎと塾」を実施。
〖R2〗
・継続して実施。
〖R3〗
・洪水ハザードマップを活用した防災講座を実
施した。

〖継続実施〗
・自治会に対して、防災知識の普及啓発の出
前講座を検討する。
〖H29〗
・出前講座等を通じて水防災に関する説明を
行った。
〖R1～〗
・出前講座等を通じて水防災に関する講座を
実施。

〖継続実施〗
・自主防災組織等の団体から防災に関する講
話依頼があった場合は、状況に応じて実施し
ている。
※住民全体に対し、水防災に関する説明会等
は実施していない。
※市主催の水災害の発生を想定した避難訓
練は行っていない。
・市民へ公表する防災情報の表現の改善につ
いて必要性を検討する。

〖継続実施〗
・毎年水災害に限定した説明会や訓練ではな
いが、各町会や自治会等の求めに応じ、防災
講習会や訓練を実施している。
〖R1〗
・水害を想定した柏市総合防災訓練を実施。
浸水想定区域内の町会住民と，行政，協定先
業者等が連携を図り，避難訓練を実施した。
〖R2〗
・駅や列車等の乗降客及び職員の避難訓練
については，今後検討していく。
〖R2～〗
・新型コロナウイルスの感染拡大を鑑みて，総
合防災訓練は中止とした。
〖R3〗
・ホームページにて，風水害対策をはじめとし
た講義映像を公開した。

〖継続実施〗
・水防災に関する説明会の開催や問合せ窓
口の周知等、防災知識啓発活動等の強化に
ついて検討する。【H29～】

〖継続実施〗
・水防災に関する説明会を開催予定。
〖H28〗
・水防災に関する避難訓練の検討を開始し
た。
〖H29～R1〗
・水災害に限定した訓練は実施していないが、
防災訓練を通じて、各町会、自治会等と実施
している。
・共同点検などの機会で説明している。
〖R2～〗
・先進的な事例の情報を収集する。

自治会や市内中学校を対象に出前講座を実
施した。

・ハザードマップを用いて、洪水時の避難等に
ついて出前講座で説明を行った。

・洪水時の避難方法等について、自治会や自
主防災会に出前講座を実施した。
・広報誌に水防災に関する記事を掲載した。
・メール、ツイッターを活用し、定期的に情報を
発信した。

避難所運営職員、自主防災組織を対象に風
水害を想定した避難所開設運営を実施した。

〖継続実施〗
・各行政区からの依頼に基づき、水防災に係
る説明会を実施している。

・自主防災組織や公民館学級を対象に、防災
ガイド・ハザードマップを利用した防災講習会
を実施した。

〖継続実施〗
・毎年実施している地域防災訓練において、
水防作業の訓練や被害実績の紹介などを実
施している。
〖H30〗
・町内の民生委員に対し、洪水発生時の役場
の体制等について説明を行った。

・洪水ハザードマップを活用した、防災講座の
実施。

・出前講座等を通じて水防災に関する講座を
実施。

〖継続実施〗
・自主防災組織等の団体から防災に関する講
話依頼があった場合は、状況に応じて実施し
ている。
※住民全体に対し、水防災に関する説明会等
は実施していない。
※市主催の水災害の発生を想定した避難訓
練は行っていない。
・市民へ公表する防災情報の表現の改善につ
いて必要性を検討する。

・ホームページにて，風水害対策をはじめとし
た講義映像を公開した。

・水防災に関する説明会の開催や問合せ窓
口の周知等、防災知識啓発活動等の強化に
ついて検討する。

〖継続実施〗
・水防災に関する説明会を開催予定。
〖H28〗
・水防災に関する避難訓練の検討を開始し
た。
〖H29～R1〗
・水災害に限定した訓練は実施していないが、
防災訓練を通じて、各町会、自治会等と実施
している。
・共同点検などの機会で説明している。
〖R2～〗
・先進的な事例の情報を収集する。

今後も継続していく。 継続して実施。 ・洪水時の避難方法等について、自治会や自
主防災会に出前講座を実施していく。
・広報誌に水害に関する記事を掲載していく。
・メール、ツイッターを活用し、定期的に情報を
発信していく。

・引き続き、訓練を行う。 ・継続して実施 ・継続して実施。 ・地域防災訓練において、水防作業の訓練や
被害実績の紹介などを実施する。

継続して実施。 ・出前講座等を通じて水防災に関する講座を
実施する。

今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

・現在公開している講義映像の補填及び見直
しを行い，精度を高めてゆく。
・避難訓練の方法を検討する。

〖R1〗
・近隣自治体の取り組みを参考に、住民参加
型の避難訓練を実施する。
〖R2〗
・本年度は住民参加型の避難訓練を実施でき
なかったため、次年度の実施に向けて検討し
ていく。
〖R3〗
・市が開催する防災訓練については中止と
なった。

― 〖継続実施〗
・近隣自治体の取り組みを参考に、住民参加
型の避難訓練の実施に向けて検討する。

〖R2〗
・訓練の実施、ハザードマップ等への活用を検
討する。
〖R3〗
・自主防災組織や女性団体等を対象に、防災
ガイド・ハザードマップを利用した防災講座を
実施。

〖R1～〗
・水害ハザードマップを訓練等に活用できない
か検討を行う。

〖R2～〗
・今後の活用方法について、検討した。

〖R1〗
・関係機関と連携した避難訓練について検討
する。
〖R2～〗
・ハザードマップを活用した訓練について検討
する。

〖R1〗
・想定 大規模対応のハザードマップ作成後
検討。
〖継続実施〗
・ハザードマップを使用した訓練の実施を検討
する。

〖R1〗
・防災講習会などでは，Ｗebと紙媒体で公開
している洪水ハザードマップを活用し，適宜説
明を行っている。
〖R2～〗
・ハザードマップを使用した訓練の実施を検討
する。

〖R2〗
・今後検討していく。
〖R3〗
・必要に応じ検討していく。

〖R1～〗
・ハザードマップを使用した訓練の実施を検討
する。

市が開催する防災訓練については中止となっ
た。 ― 〖継続実施〗

・近隣自治体の取り組みを参考に、住民参加
型の避難訓練の実施に向けて検討する。

・自主防災組織や公民館学級を対象に、防災
ガイド・ハザードマップを利用した防災講習会
を実施した。

〖R1～〗
・水害ハザードマップを訓練等に活用できない
か検討を行う。

・今後の活用方法について、検討。 ・ハザードマップを活用した訓練について検討
する。

〖継続実施〗
・ハザードマップを使用した訓練の実施を検討
する。

・地域の防災講習会などで，Ｗebと紙媒体で
公開している洪水ハザードマップを活用し，適
宜説明を実施。
・ハザードマップを使用した訓練の実施を検討
する。

・必要に応じ検討していく。 〖R1～〗
・ハザードマップを使用した訓練の実施を検討
する。

実施を検討していく。 ― ・近隣自治体の取り組みを参考に、住民参加
型の避難訓練の実施に向けて検討する。

・継続して実施。 同上 ・今後の活用方法について、検討する。 ・ハザードマップを活用した訓練について検討
する。

〖継続実施〗
・ハザードマップを使用した訓練の実施を検討
する。

・ハザードマップを使用した訓練の実施を検討
していく。

・水害ハザードマップの訓練への活用方法に
ついて検討する。

〖H30〗
・市内中学校を対象にハザードマップを活用し
た、災害図上訓練ＤＩＧを実施した。訓練に際
して、指導教員に対して事前の訓練を行った。
〖R1～R2〗
・市内中学校を対象とした出前講座の実施の
際に、生徒の他指導教員を対象に講習を行っ
た。

〖継続実施〗
・教職員を対象とした水防に関する防災教育
の研修会を検討する。
〖H28〗
・教職員も参加した避難所開設訓練を行った。
〖H30～〗
・教職員を対象とした水防に関する防災教育
の研修会を検討する。

〖継続実施〗
・教職員を対象とした災害図上訓練を実施【平
成28年度～】。
〖H28～H30〗
・教職員を対象とした災害図上訓練を実施し
た。
〖R1～〗
・教職員を対象とした災害図上訓練及び防災
講座を実施した。

〖継続実施〗
・教職員に対する防災研修を実施予定。
〖R3〗
・一部の中学校に対して、出前講座を実施し
た。

〖継続実施〗
・教育委員会と協議し実施を検討する。

〖継続実施〗
・地域防災計画の見直しを検討中であり、そ
の際に内容について検証する予定。
〖H29〗
・地域防災計画の見直しを行ったが、教員を
対象とした講習会の実施は引き続き検討する
予定。
〖R1～R2〗
・学校での防災授業を実施するための教員へ
の助言。
〖R3〗
・教員を対象としてた講習会等は実施していな
いが、授業の一環として生徒を対象とした防
災教室を開催。

〖継続実施〗
・教職員を対象とした水防に関する防災教育
の研修会を検討する。
・要望に応じて出前講座を実施する。
〖R3〗
・本年度の実施なし

〖継続実施〗
・幼稚園及び小学校教員を対象に防災研修、
訓練を実施した。
・水災害教育を実施に向けて検討する。
〖H28〗
・幼稚園教諭を対象に防災研修を実施。
〖R3〗
・取り組み事例なし

〖継続実施〗
・教職員を対象とした水防に関する防災教育
の研修会を検討する。

〖継続実施〗
・県主催で実施される、全校の安全主任が集
う「安全主任等地区別研究協議会」や市内教
員の代表が参加する「防災授業実践研修会」
等で、防災教育の一つとして水防災について
も講習を受けている。
・研修会に参加した教員により、学んだ内容が
校内で周知されるようにしている。

〖継続実施〗
・水災害に限定したものではないが，学校から
の依頼により，毎年講習会やミニ集会等で実
施している。
〖R2〗
・市立の小中学校の校長向けに風水害時の
対応について講義を実施。
〖R3〗
・教員向けに風水害時の対応をはじめとした
防災講習を実施した。

〖継続実施〗
・今後、教員向けの防災説明会等を検討して
いく【H30～】。
〖R3〗
・今後、教員を含めた学校関係者と協働した
訓練等を検討していく。

〖継続実施〗
・教員を対象とした講習会を実施予定。
〖H28～〗
・検討中。

・市内中学校を対象とした出前講座の実施の
際に、生徒の他指導教員を対象に講習を行っ
た。
・人間科学総合大学職員を対象とした講習を
行った。

・教職員を対象とした水防に関する防災教育
の研修会を検討した。

・教職員を対象とした災害図上訓練及び防災
講座を実施した。

なし ・町内小中学校の校長が集まる校長会におい
て、避難所開設に関する協力依頼と、防災講
話を実施している。

・特に実施していない。 〖継続実施〗
・教職員を対象とした水防に関する防災教育
の研修会を検討する。
・要望に応じて出前講座を実施する。
〖R4〗
・本年度の実施なし

・取り組み事例なし。 ・教職員を対象とした水防に関する防災教育
の研修会を検討する。

〖継続実施〗
・県主催で実施される、全校の安全主任が集
う「安全主任等地区別研究協議会」や市内教
員の代表が参加する「防災授業実践研修会」
等で、防災教育の一つとして水防災について
も講習を受けている。
・研修会に参加した教員により、学んだ内容が
校内で周知されるようにしている。

・水災害に限定したものではないが，学校から
の依頼により，講習会を実施。
・ホームページで，風水害に関わらず講義映
像を公開している為，周知を実施。

・今後、教員を含めた学校関係者と協働した
訓練等を検討していく。

〖継続実施〗
・教員を対象とした講習会を実施予定。
〖H28～〗
・検討中。

実施を検討していく。 継続して実施。 教職員を対象とした災害図上訓練及び防災
講座を実施していく。

・引き続き、出前講座等を通じて周知を図る。 ・継続して実施 ・教員を対象とした防災講習等を検討。 ・職員を対象とした水防に関する防災教育の
研修会を検討する。
・要望に応じて出前講座を実施する。

引き続き講習会等の検討する。 ・教職員を対象とした水防に関する防災教育
の研修会を検討する。

今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

・水災害に限定したものではないが，学校から
の依頼があれば出前講座を実施していく。
・ホームページで，風水害に関わらず講義映
像を公開している為，周知を図っていく。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

35
水防災に関する説明会や
避難訓練の開催

・水防災に関する説明会及び避難訓練
の実施

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定した駅や列車
等の乗降客及び職員の避難訓練を実
施する。

・関係機関が連携して実施する、自治
体の避難情報、河川やダム等の防災
情報等を活用した住民参加型の避難
訓練や、避難場所への避難訓練につい
て、実施状況や様々な工夫、今後の予
定を協議会等の場で共有。
・市町村において、水害ハザードマップ
の訓練等への活用について検討した上
で実施。

36
教員を対象とした講習会
の実施

・水災害の知識を教員に身につけても
らうための講習会等の実施

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・ＤＶＤを使用した講演等を行っている。
〖H29〗
・江東５区広域避難推進協議会において、広
域避難推進シンポジウムを開催した。
・東京都による水害リスク啓発事業（水害リス
ク啓発WSやまち歩き）を区内５町会を対象に
行った。
〖H30〗
・江東５区広域避難推進協議会において、広
域避難推進シンポジウムを2月17日に開催予
定。
・一部の避難所等で講演会や水害を想定した
訓練を実施。
〖R1〗
・台風１９号を受けて、避難所運営協力いただ
いた町会自治会役員と意見交換を行った。
・出前講座を引き続き実施していく。
〖R2〗
・コロナ禍において説明会等を開催することは
難しく、開催に至れるものは少なかった。
〖R3〗
・協定先施設や民間企業に対し、水防災に対
する講演会を実施した。
・一部の町会・自治会や避難所運営会議にお
いて、水防災についての説明会等を実施し
た。

〖継続実施〗
・広報紙等で周知の上、要望に応じて水防災
に関する説明会等を実施する。
〖H28～H29〗
・広報紙等で周知の上、要望に応じて水防災
に関する説明会等を実施した。
〖H30〗
・出前講座や広域避難訓練を実施した。
〖R1〗
・出前講座を実施した。
〖R2～〗
・ハザードマップの説明会や出前講座を実施
した。

〖継続実施〗
・毎年、水害時（外水氾濫、内水氾濫）の避難
方法等について、自治会や各団体向けに防
災講演会を実施している。
・住民説明会や訓練など、多面的に取り組
む。
〖R3〗
・水害時（外水氾濫、内水氾濫）の避難方法等
について、自治会や各団体向けに防災講演
会を実施している。
・江東5区にてシンポジウムを開催し、水防災
に関する意識啓発を実施。

〖継続実施〗
・市町村と合同で実施する総合防災訓練の際
の避難訓練を継続実施。
・災害・避難カード作成モデル事業を実施
〖R1〗
・マイ・タイムライン等作成事業（ワークショップ
形式）を実施した
・随時問合せに対応した。
〖R2〗
・浸水想定区域内の住民に対しマイ・タイムラ
イン等作成事業を実施した。
・随時問合せに対応した。
・マイ・タイムライン作成支援動画や作成例を
作成・公開し、事業に参加できない方向けの
支援を実施した。
〖R3〗
・マイ・タイムライン作成事業を実施した（継
続）
・WEB版マイ・タイムライン作成システムを構
築し、公開した。
・福祉専門職団体や教職員向けの研修の中
で、水防災に関する説明を行った。。
・市町村と合同で開催した避難力強化訓練に
おいて、住民参加型の避難訓練を実施した。

〖継続実施〗
・市町より要請があれば、出前講座等を行っ
ていく。
〖H28〗
・市町に対し、水防災に関する説明会や避難
訓練の開催を働きかけていく。
〖H29～R1〗
・市町の危機管理部局職員を対象に説明会を
開催し、毎年の避難訓練の実施を依頼した。
〖R3〗
・市町の危機管理部局職員を対象に、水防災
に関する説明会を行った（Web会議）。

〖継続実施〗
・氾濫危険水位等の変更について、対象土木
事務所・市町村に説明会を実施した。
・新たな洪水浸水想定区域図に基づく洪水リ
スク情報等を県管理河川の減災協議会により
情報共有し、減災に向けた取組を検討する。
〖H28〗
・H28.3月:県管理河川の減災協議会（安中地
区 地域部会）により情報共有
〖H29〗
・H29.7月までに洪水浸水想定区域図（県管理
分)を公表。
・減災対策協議会において、洪水浸水想定区
域の情報共有を図り、減災に向けた取組を決
定した。
〖H30〗
・群馬県全河川の水害リスクを示した「水害リ
スク想定マップ」を公表した。
・県民に対して出前なんでも講座「水害に備え
て」を開設した。
〖R3〗
・県内にある地域団体からの要請により県職
員が講師になる「出前なんでも講座」におい
て、「水害に備えて」をテーマに講習会を実
施。
・県減災対策協議会において市町村と連携
し、水害リスクのある地区を対象にマイ・タイ
ムライン作成講習会を実施。

〖継続実施〗
・市町村を集めて水防連絡調整会議を実施し
ている。
〖H29〗
・県減災対策協議会及び幹事会を計３回実施
し、情報共有を行った。
〖H30、R3〗
・県減災対策協議会及び幹事会、ブロック会
議を開催し、取組事例の情報共有を行った。

〖継続実施〗
・水防災に関する説明会及び避難訓練を実施
する。
〖H28〗
・要配慮者利用施設の管理者に対し水害・土
砂災害に関する説明会を実施
〖H29～H30〗
・市町村に対し防災体制向上の説明会やヒア
リングを実施
〖H29～〗
・土砂災害避難訓練を実施

〖継続実施〗
・風水害の体験型訓練を拡充していく。
〖R3〗
・学校・区市町村・町会・企業等を対象とした
「東京マイ・タイムラインセミナー」を実施

〖継続実施〗
・出前講座の実施等、河川事務所及び流域自治体の取り組みに協力する。
〖H28〗
・各流域の水防連絡会等の機会を捉え、気象情報の利活用による早めの防災対応について周
知を行った。また、改善される情報の概要説明を行った。
〖H29～H30〗
・区市町村からの気象に関するホットライン窓口を設定し、担当予報官が今後の気象の見通
し、留意点等について解説する体制をとっている。
〖R1～R2〗
・自治体主催の避難訓練や水防連絡会等において、防災気象情報の理解促進のための説明
を実施
〖R3〗
・整備局等主催の協議会等において、防災気象情報の理解促進のための説明を実施（東京管
区）
・台風の接近等に伴う影響や防災上の留意事項等について、台風説明会（気象台・県庁）を開
催し、関係機関に注意、警戒を呼びかけるとともに解説資料を提供。（栃木県関係部局と各市
町にはオンラインにても実施）（宇都宮）
・防災ライン窓口から栃木県関係部局と各市町に対し、顕著現象時における今後の気象の見
通しや留意点等について、防災メール等により警戒の呼びかけを実施。（宇都宮）
・利根川水系砂防事務所主催の防災講演会（動画配信形式）で、土砂災害に関する講演を
行った。（前橋）
・埼玉県との防災気象情報に関する研修会や市町村防災担当課長会議において、防災気象
情報の利活用についての説明動画を作成して配布。（熊谷）
・関係機関と連携した防災対応を行うため、出水期前気象防災連絡会を開催した。（銚子）

・一部の町会・自治会や民間企業において、
水防災についての説明会等を実施した。

〖R2～〗
・ハザードマップ説明会や出前講座を実施し
た。

・水害時（外水氾濫、内水氾濫）の避難方法等
について、自治会や各団体向けに防災講演
会を実施している。
・江東5区にてシンポジウムを開催し、水防災
に関する意識啓発を実施。

・第70回利根川水系連合・総合水防演習を行
い、消防団による水防工法の訓練をはじめ住
民に向けた避難訓練を実施。
・マイ・タイムライン作成事業を実施した（継
続）
・特に、洪水ハザード内の小学校におけるマ
イ・タイムライン作成講座に注力し取り組ん
だ。
・県独自様式のマイ・タイムライン様式である
「我が家のタイムライン」を作成した。
・市町村と合同で開催した避難力強化訓練に
おいて、住民参加型の避難訓練を実施した。

・市町の危機管理部局職員を対象に、水防災
に関する説明会を行った（Web会議）。

・県内にある地域団体からの要請により県職
員が講師になる「出前なんでも講座」におい
て、「水害に備えて」をテーマに講習会を実
施。
・県減災対策協議会において市町村と連携
し、水害リスクのある地区を対象にマイ・タイ
ムライン作成講習会を実施。

・県減災対策協議会及び幹事会、ブロック会
議を開催し、取組事例の情報共有を行った。

・土砂災害避難訓練を実施。 学校・区市町村・町会・企業等を対象とした
「東京マイ・タイムラインセミナー」を引き続き
実施

・台風の接近等に伴う影響や防災上の留意事項等について、台風説明会を開催
し、関係機関に注意、警戒を呼びかけるとともに解説資料を提供した。（全体）
・顕著な現象の発生が予見される場合に、「あなたの町の予報官テレビ」を用いた
気象解説（休日含む）を行うとともに、Web会議システムを通じ本庁予報課と各自治
体とを２４時間オンラインで接続し、自治体からの質問に対しリアルタイムで解説を
行う取り組みを実施した。（東京管区）
・休日前等に早期注意情報（警報級の可能性）「中以上」を予想した場合、栃木県
関係部協と各市町に対し、Web会議を活用し予測状況、警戒事項等を説明し警戒
の呼びかけを実施した。（宇都宮）
・利根川水系砂防事務所主催の防災講演会で、土砂災害に関する講演を行った。
（前橋）
・市町村担当者の防災気象情報の理解促進を目的とした「防災情報の手びき説明
会」を群馬県TVシステムを用いて開催した。（前橋）
・埼玉県との防災気象情報に関する研修会や市町村防災担当課長会議において、
防災気象情報の利活用についての説明。（熊谷）
・早期注意情報の（中）（高）が発表されたときや週末前に、今後の気象の見通しや
留意点等について、防災メールを自治体に配信している。（熊谷）

・講演会や説明会等を引き続き実施していく。 継続して、水防災に関する説明会及び避難訓
練を実施する。

・引き続き、市町へ水防災に関する説明会を
行うことにより、避難訓練の実施を促す。

・引き続き、「出前なんでも講座」やマイ・タイム
ライン作成講習会等を実施する。

引き続き・県減災対策協議会及び幹事会、ブ
ロック会議を開催し、取組事例の情報共有を
行う。

・引き続き市町村と連携を図りながら訓練を実
施していく。

学校・区市町村・町会・企業等を対象とした
「東京マイ・タイムラインセミナー」を引き続き
実施

・引き続き、上記取り組みを通じ、関係防災機関に対する適時適切な情報
提供に努める。（全体）

〖R1〗
・河川情報を活用した訓練について検討を行
う。
〖R2〗
・コロナ禍において訓練等を開催することは難
しく、開催に至れるものは少なかった。
〖R3〗
・水害時における避難所運営会議や関係者と
の連絡体制について、円滑な連絡が行えるよ
う通信訓練を実施した。
・一部の避難所運営会議において、避難所開
設や運営の訓練を実施した。

〖R2〗
・水害を想定した、住民参加型の避難所立ち
上げ訓練を実施した。
〖R1、R3〗
・ハザードマップの説明会や出前講座を実施
した。

〖R2～〗
・江東５区として避難情報発令のための体制
を検討中。

〖R1〗
・自治体の避難情報、河川やダム等の防災情
報等を活用した住民参加型の避難訓練や、避
難場所への避難訓練の実施に向け、市町村
との連携及び情報共有を行う。
〖R2〗
・市町村と合同で実施する防災訓練の際に効
果的な避難訓練が実施できるよう調整を行っ
ている。
〖R3〗
・市町村と合同で開催した避難力強化訓練に
おいて、住民参加型の避難訓練を実施した。

〖R3〗
市町の取組事例であるため、栃木県は対象
外へ変更。

〖R1〗
・新たな洪水浸水想定区域図に基づく洪水リ
スク情報等を県管理河川の減災協議会により
情報共有し、減災に向けた取組を検討する。
〖R2～〗
・県減災対策協議会を通じて、要配慮者利用
施設の避難確保計画に基づく訓練の実施等
を依頼。

〖R3〗
・各市町村が洪水ハザードマップを作成・改定

〖R1～R2〗
・関係機関が連携して実施する、自治体の避
難情報、河川やダム等の防災情報等を活用し
た住民参加型の避難訓練や、避難場所への
避難訓練について、実施状況や様々な工夫、
今後の予定を協議会等の場で共有。
・市町村において、水害ハザードマップの訓練
等への活用について検討した上で実施。
〖R3〗
・県が実施する災害対策本部訓練において、
水害想定の図上訓練を実施。

〖R1〗
・協議会等において、区市町村が実施する住
民参加型の避難訓練について、情報共有を
行っている。
〖R2〗
・区が実施している避難対策について、普及
啓発を通じて支援した。
〖R3〗
・都減災協議会等において、区市町村が実施
する住民参加型の避難訓練等について、情報
共有を行っている。

〖R2〗
・市区町村向け説明会（オンライン含）及び市区町村防災担当者打合せを
通じて、避難判断マニュアル等に活動できる段階的な防災気象情報を説
明。
〖R3〗
・市区町村向け説明会（オンライン含）及び市区町村防災担当者打合せを
通じて、関係機関と連携した防災対応を行うため、災対法の改訂に伴った
防災気象情報を説明。（東京管区、宇都宮）

・水害時における避難所運営会議や関係者と
の連絡体制について、円滑な連絡が行えるよ
う通信訓練を実施した。
・一部の避難所運営会議において、避難所開
設や運営の訓練を実施した。

〖R1～〗
・ハザードマップ説明会や出前講座を実施し
た。

・江東５区として避難情報発令のための体制
を検討中。
・水害時（外水氾濫、内水氾濫）の避難方法等
について、自治会や各団体向けに防災講演
会を実施している。

・国、市町村及び地元消防団と合同で開催し
た水防演習の中で、防災情報の活用や避難
場所等について情報共有を行った。
・市町村と合同で開催した避難力強化訓練に
おいて、住民参加型の避難訓練を実施した。

・県減災対策協議会を通じて、要配慮者利用
施設の避難確保計画に基づく訓練の実施等
を依頼するとともに、地域部会にて、各市町村
の取組を共有した。

・県減災対策協議会及び幹事会、ブロック会
議を開催し、取組事例の情報共有を行った。

・県が実施する災害対策本部訓練において、
水害想定の図上訓練を実施。

・都減災協議会等において、区市町村が実施
する住民参加型の避難訓練等について、情報
共有を行っている。

・自治体防災担当者との打合せを通じ、防災対応に活用できる気象情報や
その発表タイミングについて解説した。（東京管区、熊谷）
・関係機関と連携した防災対応を行うため、防災気象連絡会議を実施し
た。（宇都宮）
・避難訓練や水防連絡会等の機会を捉え、防災に関する説明会を実施し
た。（前橋）

・避難所運営訓練等を引き続き実施していく。 引き続き、関係機関と連携した避難訓練等を
開催する。

・要配慮者利用施設の避難確保計画に基づく
訓練の実施してもらうよう市町村支援を検討。

引き続き・県減災対策協議会及び幹事会、ブ
ロック会議を開催し、取組事例の情報共有を
行う。

引き続き、訓練の継続に努めて行く。 ・引続き、都減災協議会等において、区市町
村が実施する住民参加型の避難訓練等につ
いて、情報共有を行っていく。

・引き続き、避難訓練や水防連絡会等の機会を捉えて、防災に関する説明
会を適宜行う。（全体）

〖継続実施〗
・ＤＶＤを使用した講演等を行っている。
・毎年、一部の避難所運営訓練にて、教員を
含めた講演会を実施している。
〖R1〗
・一部の避難所運営訓練にて、教員を含めた
台風１９号についての意見交換会や講習会を
実施。
〖R2〗
・コロナ禍において説明会等を開催することは
難しく、開催できなかった。
〖R3〗
・水防力向上の一環として、土のうづくりや、土
のう積み訓練等を実施している。

〖継続実施〗
・学校からの要望があれば、実施する。

〖継続実施〗
・区内小中学校の教員を対象に、防災（地震、
風水害）についての勉強会（年１回）を実施し
ている。【平成26年度～】
〖H28,H29〗
・小中学校の校長、教員等を対象にした防災
に係る研修会を実施。
〖H30,R1〗
・避難所運営訓練にて、教員を含めた講演会
等を実施。
〖R2〗
・校長会において風水害時の体制見直しを周
知するとともに教員の協力を要請。
〖R3〗
・新型コロナウイルス感染症対策により、講演
会等の実施は見送り。

〖継続実施〗
・必要に応じて出前講座を実施する。
〖R2〗
・五霞町と連携し、教職員向けの研修を実施し
た。
〖R3〗
・県内学校の学校安全担当教職員を対象とし
た研修会の中で、水防災に係る説明を行っ
た。

〖継続実施〗
・毎年、県内市町立全小・中学校及び義務教
育学校の教頭又は学校安全担当教員等を対
象に自然災害等に係る研修会を実施する。
・市町に対し、教員を対象とした講習会の実施
を働きかけていく。
〖R3〗
・４月に自然災害等の内容を含む研修会を
行った（Web会議）。

〖継続実施〗
・必要に応じて出前講座を実施する。
〖R1〗
・小中学校、特別支援学校の副校長・教頭に
対する水防災講習会を実施。
・公立高校の学校安全担当者（学校安全研究
協議会）に対する水防災講習会を実施。
〖R2〗
・令和3年度防災教育実施に向けたモデル校
選定、教材内容の調整を行った。
〖R3〗
・校長会等で防災教育推進に向けた取組内容
（防災教育、教材作成、教員向け講習会等）を
説明。

〖継続実施〗
・必要に応じて出前講座を実施する。
〖R1〗
・教職員を対象とした出前講座を実施（第2回）

〖継続実施〗
・防災授業実践研修会において、銚子地方気
象台の防災管理官を講師として招き、水災害
を含む様々な災害のメカニズムや対処法の講
話を行い、各学校における防災教育の推進を
図る。
〖H28〗
・教員に対する講習会を実施
〖R3〗
・防災教育実践研修会において、大学教授や
銚子地方気象台の防災管理官等に講師を依
頼し、水災害を含む様々な災害のメカニズム
や対処法の講話を行い、各学校における防災
教育の推進を図った。(本年度は書面開催)

〖R1〗
・幼稚園・こども園、小学校、中学校教員等を
対象に、東京マイタイムライン等の講習を実施
した。
〖R2〗
・防災安全教育担当教員等を対象に東京マ
イ・タイムラインの講話等を実施
〖R3〗
・都内公立学校・園の教員等を対象に、「防災
ノート～災害と安全～」及び「東京マイ・タイム
ライン」等の活用に関する講習を実施した。

〖継続実施〗
・河川事務所及び流域自治体の取り組みに協力する。
〖H28〗
・東京都教育庁主催の「学校安全教室指導者講習会」、埼玉県「南部管内
学校安全担当指導主事会議」「学校健康教育推進研修会」、千葉県「実践
的安全教育総合支援事業推進委員会」等に出席、教員等を対象とした防
災講演等を実施。
〖H29〗
・東京都教育庁主催の「学校安全教室指導者講習会」、埼玉県「実践的安
全教育総合支援事業推進委員会」「学校健康教育推進研修会」、千葉県
「防災授業実践研修会」等に出席、教員等を対象とした防災講演等を実
施。
〖H30〗
・東京都教育庁主催の「学校安全教室指導者講習会」、埼玉県「実践的安
全教育総合支援事業推進委員会」、千葉県「高等学校安全教育指導者養
成講座」等に出席、教員等を対象とした防災講演等を実施。
〖R1〗
・都県主催の教員を対象とした研修等において、防災気象情報に係る講演
等を実施。
〖R3〗
・公立小中学校の副校長及び教頭を対象とした、群馬県教育委員会東部
教育事務所の「学校安全管理研修会」にて、新型コロナ禍により解説音声
付きパワーポイント資料（気象情報の利用について）を提供。（前橋）
・埼玉県学校危機管理研修会で、「マイタイムラインへの防災気象情報の
利活用について」の動画を作成し提供。（熊谷）
・学校安全教育指導者研修会（公立高等学校・特別支援学校、公立小・
中・義務教育学校）では、「マイタイムラインへの防災気象情報の利活用に
ついて」「災害から身を守る」の動画を作成し提供。（熊谷）

・新型コロナウイルス感染症対策により、講演
会等の実施は見送り。

・県内学校の学校安全担当教職員を対象とし
た研修会の中で、水防災に係る説明を行っ
た。

４月に自然災害等の内容を含む研修会を行っ
た（Web会議）。

・防災教育の取組の一環として、教員を対象と
した講習会を実施した。

・必要に応じて出前講座を実施する。 ・防災教育実施研修会において、大学教授や
銚子地方気象台職員等の外部専門家を講師
に招き、水災害を含む様々な災害のメカニズ
ムや対処法の講話を行い、各学校における防
災教育の推進を図った。

・都内公立学校・園の教員等を対象に、防災
教育デジタル教材「防災ノート～災害と安全
～」及び「東京マイ・タイムライン」等の活用に
関する講習を実施する。

・教育機関に対する普及啓発として、教育委員会と連携し、生徒を対象とし
た出前講座の実施や、学校の教師を対象とした気象庁ワークショップを開
催し、教師から生徒に向けた適切な指導が行えることを目指すなど、普及
啓発のすそ野を広げる取組を進めている。（東京管区）
・茨城県教育研修センターと連携し、「中核教員研修会」に防災気象情報
の利用についての解説等協力を行った。（水戸）
・栃木県教育委員会主催の「学校安全教育指導者研修会」において、教職
員を対象に防災に関する講話を実施した。（宇都宮）
・群馬県高等学校教育研究地学部会の教職員を対象に、「群馬県の気象
災害」について講演を実施した。（前橋）
・「学校安全総合支援事業」第1回推進委員会において、防災情報の利活
用について講演した。（熊谷）

継続して、水防災に係る知識啓発を実施す
る。

・引き続き、年度当初に研修会を行う。 ・希望校における教員向け講習会を実施。
・必要に応じて「出前なんでも講座」を実施。

〖継続実施〗
・必要に応じて出前講座を実施する。

・防災教育実践研修会において、大学教授等
の有識者を講師とし、研修を受けた教員が防
災に関する専門的な知識を身につけ、各校に
おける防災教育の推進を図っていく。

・都内公立学校・園の教員等を対象に、防災
教育デジタル教材「防災ノート～災害と安全
～」及び「東京マイ・タイムライン」等の活用に
関する講習を実施する。

・引き続き、学校関係者を対象とした講習会等を適宜行う。（全体）
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

35
水防災に関する説明会や
避難訓練の開催

・水防災に関する説明会及び避難訓練
の実施

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定した駅や列車
等の乗降客及び職員の避難訓練を実
施する。

・関係機関が連携して実施する、自治
体の避難情報、河川やダム等の防災
情報等を活用した住民参加型の避難
訓練や、避難場所への避難訓練につい
て、実施状況や様々な工夫、今後の予
定を協議会等の場で共有。
・市町村において、水害ハザードマップ
の訓練等への活用について検討した上
で実施。

36
教員を対象とした講習会
の実施

・水災害の知識を教員に身につけても
らうための講習会等の実施

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・駅の防災訓練にて実施を検討する。（▲）

〖R3〗
・2021年７月に、沿線河川の氾濫による浸水
を想定し、車両避難訓練を実施した。（●）

〖継続実施〗
・大規模水害の発生に備えた、各種訓練を実
施（●）

〖継続実施〗
・職員にて避難訓練を実施、また沿線自治体
に定期的に避難場所の確認を実施している。
（●）
〖R3〗
・職員にて避難訓練を実施、また沿線自治体
に定期的に避難場所の再確認を実施

〖継続実施〗
・沿線消防署と合同で「異常時総合訓練」を実
施しています。（●）
〖R3〗
・感染症拡大の影響により、近年大規模な訓
練が実施できていない。

〖継続実施〗
・防災週間等の各種運動期間に、各駅及び事
業所近隣の避難場所等の確認を実施してい
る。（●）

〖継続実施〗
・説明会、講習会への参加を検討する。乗降
客及び職員の避難訓練については駅沿線の
自治体、警察、消防等の協力が必要となる。
（◯）

〖継続実施〗
･講演会及び出前講座を実施する。
〖H29〗
･講演会及び出前講座の実施（継続実施）

・駅の防災訓練にて継続して実施中。 ・2022年７月に、沿線河川の氾濫による浸水
を想定し、車両避難訓練を実施した。

〖継続実施〗
・大規模水害の発生に備えた、各種訓練を実
施（●）

・職員にて避難訓練を実施、また沿線自治体
に定期的に避難場所の再確認を実施

〖継続実施〗
・沿線消防署と合同で「異常時総合訓練」を実
施しています。（●）

・感染症拡大の影響により、近年大規模な訓
練が実施できていない。

〖継続実施〗
・防災週間等の各種運動期間に、各駅及び事
業所近隣の避難場所等の確認を実施してい
る。（●）

〖継続実施〗
・説明会、講習会への参加を検討する。乗降
客及び職員の避難訓練については駅沿線の
自治体、警察、消防等の協力が必要となる。

・防災訓練等にて担当者へ周知を行う。 ・今後も定期的に大規模水害を想定した訓練
を計画・実施する。

〖継続実施〗
・大規模水害の発生に備えた、各種訓練を実
施（●）

・沿線自治体に定期的に避難場所の再確認
及び避難訓練を実施する。

・感染症の状況を注視しつつ、訓練の再開を
検討していく。

現行の取り組みを継続。 〖継続実施〗
・説明会、講習会への参加を検討する。乗降
客及び職員の避難訓練については駅沿線の
自治体、警察、消防等の協力が必要となる。

〖R2～〗
・駅・構内店舗の訓練は実施しているが、近隣
住民参加型の訓練は実施していない。（▲）

〖R2～〗
・関係機関と連携した避難訓練について検討
する。（◯）

・駅、構内店舗の訓練は継続して実施中。住
民参加型の訓練は実施していない。

〖R4〗
・関係機関と連携した避難訓練について検討
する。（◯）

・住民参加型の訓練を行う際には、協議をお
願いします。

〖R5以降〗
・関係機関と連携した避難訓練について検討
する。（◯）

〖継続実施〗
･講演会及び出前講座を実施する。
〖H30〗
・平成30年8月22日に、加須市の市立小中学
校教職員、保護者・学校応援団等を対象に開
催された、主に洪水氾濫を想定した防災教育
研修会の支援を実施した。
・この防災教育の取り組み内容をまとめたリー
フレットを作成し、協議会メンバーに配布し、情
報共有を図った。
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・市立の各学校では従来より学期毎に避難訓
練を行っている。
・社会，理科等の教科で安全なくらしや災害発
生のメカニズム、災害の未然防止についての
学習している。特別活動、総合的な学習の時
間、道徳等でマイタイムラインの作成を行って
いる。学校行事で避難訓練を実施している。
【H29～】

〖継続実施〗
・市内小中学校で水災害教育に取り組む。
〖H28〗
・防災教育の一環として，茨城大学と連携し，
市内小中学校一斉防災訓練を実施。（クロス
ロードゲーム，引き渡し訓練等）
〖H29～R1〗
・市内小中学校防災訓練において，小中学生
を対象に防災講習を実施した。
〖R2～〗
・市内小中学校ごとに防災学習を実施

〖継続実施〗
・白山小学校にて実施【平成27年度】
〖H28〗
・一部の中学校にて土のう作り体験を実施
〖H30～R2〗
・市内小学校にて、生徒と教員、生徒の保護
者を対象にマイタイムライン講座を実施。
〖R3〗
・市内小学校に対しマイ・タイムラインのチラシ
を配布。また、要請があった学校にはマイ・タ
イムライン作成などの出前講座を実施。

〖継続実施〗
・一部の小中学校で実施した。
・実施の拡大について検討する。【平成28年度
～】
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖継続実施〗
・要請があった場合に小学生を対象に防災講
座を実施している。
〖R2〗
・小学生を対象とした防災教育の一環としてマ
イ・タイムライン作成講座を開催。
〖R3〗
・中学生を対象としたマイ・タイムライン作成講
座を実施。
・小学生を対象とした防災授業を実施。

〖継続実施〗
・総合的な学習の時間や学級活動等で、教員
が、水防災教育を含めた安全に関する授業を
検討する。
〖R1〗
・学校、策定した避難確保計画に基づき、毎年
実施している避難訓練に、水害想定も盛り込
む事を検討した。町は、水害想定の訓練を実
施するよう助言した。
〖R2〗
・茨城県及び五霞町教育委員会が主体となっ
て、防災教育事業（水害時におけるマイタイム
ライン作成講座）を小中学校で行った。
〖R3〗
・教育委員会主催が主催となり、中学校（教
員、生徒）において防災教育を実施し、水災害
に対する知識向上を図った。

〖継続実施〗
・各学校の要請に基づいて説明会を実施して
いる。またあらゆる機会を通して防災教育を
実施している。
〖R1〗
・１１月、災害伝承１０年プロジェクト災害伝承
語り部による防災講演会を６年生児童約２００
名に対し実施
〖R2〗
・垂直避難検討マップを防災教育のための教
材として配布
〖R3〗
・１１月、静小学校４学年に対し境町の特性を
踏まえた防災教育を実施

〖継続実施〗
・社会や理科の時間において自然災害と防災
について学習している。総合的な学習の時間
においても、洪水・土砂災害ハザードマップ等
を活用し身近なことから防災について学んで
いる。また大雨や台風などを想定し、避難等
について注意喚起している。以上のことを今
後も継続していく。
・親子で参加できる防災教育を実施する。
〖R2～〗
・小学校３，４年生の社会科の副読本で水防
災についての学習を掲載

〖H29～30、R3〗
・「市防災教育基本プログラム」を授業で活用
し、小中学生への防災教育を実施。
〖R2〗
・災害に関する出前講座や映像教材の作成
支援を行った。
〖R3〗
・災害に関する出前講座を行った。

〖継続実施〗
・実施を検討する。
〖H28～R2〗
・実施する。
〖R3〗
・実施を検討するも実施に至らず。

〖継続実施〗
・気象庁で作成したＤＶＤ教材や、防災教育プログラムを活
用しながら、「風水害から身を守る」をテーマとした学習を
実施している。
・少年消防クラブの活動の一つとして、水防災に関する避
難訓練などを実施予定。
〖H28〗
・各校で防災教育プログラムを活用しながら、「風水害から
身を守る」をテーマとした学習や訓練をを実施。
・1月の防災教育セミナーで中学生による避難所開設訓練
を実施済。
〖H29〗
①小中学校における水災害教育への取り組み。（小学校2
校で気象台による出前授業を実施）
②小学生が参加した市主催「防災宿泊学習」（8月）でカス
リーン台風経験者の講話、利根川河川事務所のパンフ
レットを配付。
〖H30〗
・8月に市主催「防災宿泊学習」を寒川小学校にて開催。
「逃げキッド」を用いたマイタイムラインづくり等を行った。
〖R1〗
・8月に市主催「防災宿泊学習」を絹義務教育学校にて開
催。ハザードマップを見ながら「逃げキッド」を用いたマイタ
イムラインづくり、段ボールベッド体験等を行った。
・水害等を含んだ防災教育プログラムに改訂し、各学校で
学習の実践をする。
〖R2〗
・防災宿泊学習は、新型コロナウイルス感染拡大の影響に
より中止としたが、防災教育プログラムは、1月に網戸小で
実施した。
〖R3〗
・防災宿泊学習は、新型コロナウイルス感染拡大の影響に
より中止としたが、防災教育プログラムは、６月に下生井
小で実施した。
・ハザードマップを見ながらのマイタイムラインづくりや、防
災グッズ作り体験等を行った。

〖継続実施〗
・平成29年度において、実施を検討する。
〖R1〗
・小学生向けに防災教育（出前講座）を実施。
〖R3〗
・小学生に防災教育を実施

〖継続実施〗
・利根川水系連合・総合水防演習の一環で水
防学校を実施した。
〖R3〗
・出前講座を通じ、防災全般について説明し
た。

令和4年度の
取組内容

市内小中学校（計2校）で水害をテーマにした
授業を行った。

市内小中学校に対して防災学習を実施。 〖R4〗
・要請があった学校に対して逐次出前講座を
実施

・取組なし。 前年度同様、継続実施。 教育委員会が主催となり、県防災・危機管理
課の協力のもと、中学校（教員、生徒）におい
て防災教育（マイタイムライン作成講習会）を
実施し、水災害に対する知識の向上とマイタ
イムラインの作成推進を図った。

・７月、茨城県の作成した「我が家のタイムライ
ン」を全児童・生徒及び教職員分を全校に配
布し、防災教育への活用を依頼
。１１月、静小学校４学年に対し、防災教育を
実施

小学生を対象とした防災講話を実施した 災害に関する出前講座を行った 要望に応じて防災講話を実施した。 ・これまで実施してきた「防災宿泊学習」に代
わる事業として、１１月に寒川小学校にて「防
災体験学習」を開催した。風水害を含めた災
害時の対応と備えについての講話や、段ボー
ルベッドやパーティションの設置等避難所開
設に関わる体験学習を実施した。

・進捗なし ・出前講座を通じ、防災全般について説明し
た。

今後の
取り組み方

令和4年度までの取り組みを継続して実施。 継続して実施 〖R5〗
・今後も要請があった学校に対して逐次出前
講座を実施予定

・令和５年度以降に実施を検討する。 継続して実施。 教育委員会が実施する事業に対し、防災所管
課として積極的に支援を行い、講習会に必要
な防災に関する情報の共有を図る。

継続 上記の取り組みを継続する。 継続して実施 要望に応じて実施を検討する。 ・市の主催事業としての防災宿泊学習または
それに代わる形での防災学習を継続して実施
していく。

・適宜、防災教育の実施を検討していく。 ・継続して実施

令和3年度まで
の

取組内容

― 〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖R1～〗
・学校の要請に応じて実施又は必要な資料を
提供

〖R1、R3〗
・学校授業の支援等の要請に対応できるよう
準備したい。
〖R2～〗
・小学校３，４年生の社会科の副読本で水防
災に関する掲載を監修している。

特になし。 〖R1〗
・水害等を含んだ防災教育プログラムに改訂
し、各学校で学習の実践をする。
・市主催の防災学習を開催する。
〖R2〗
・市主催の防災宿泊学習に代わる取組とし
て、これまでに国の機関より提供いただいた
資料を参考に防災教育プログラムを作成し、
対象校への提供を行った。
〖R3〗
・市主催の防災宿泊学習に代わる取組とし
て、これまでに国の機関より提供いただいた
資料を活用した出前授業を対象校で実施し
た。

令和4年度の
取組内容

- 適宜取組内容を記入願います。 ・取り組みなし。 継続 令和３年度までの取組内容と変更なし 特になし。 ・国の資料を参考に学校の防災教育担当者
向けの研修会資料を作成した。次年度の各校
における防災に関わる取組や指導計画等の
見直しに生かしていく予定。

・防災教育について、町教育委員会と情報共
有を行った。

今後の
取り組み方

継続 上記の取り組みを継続する。 特になし。 ・学校授業の支援等の要請に対応できるよう
検討したい。
共有された指導計画等を活用した防災教育に
ついて検討・実施したい。

・防災教育に関する情報や資料の提供等、今
後も必要に応じて国に支援を依頼していく。
・国の支援により提供いただいた情報や資料
等について、各校で作成する指導計画や授業
に生かせるよう市内で共有していく。

・防災教育の実施方法や内容について検討す
る。

・避難確保計画や防災教育等について、学校
関係者等と連携することについての検討を行
う。

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・自治会や各団体に対して防災出前講座を実
施。【H29～】
・水害の影響を受ける地区ごとに、個別の水
防説明会を実施。【H30～】
〖R1〖R3〗
・台風１９号の状況や防災知識向上のための
記事をホームページ及び広報で住民に周知し
た。
〖R2～〗
・水害についての啓発動画を作成し、ホーム
ページに載せるなどして周知をしている。

〖継続実施〗
・平成27年9月関東・東北豪雨災害における被
害状況等をホームページに掲載している。【平
成27年度～】
〖H30～R2〗
出水期（７月）に水害に備えるための特集記事
を広報誌に掲載。
地理院地図へ自然災害伝承碑のデータ掲載
〖R3〗
さまざまな取り組み事例紹介や活動報告を
ホームページや広報紙で周知。

〖継続実施〗
・来月、鬼怒川決壊のパネル展示を実施予定
〖H28～H29〗
・鬼怒川決壊のパネル展示を実施。
〖R1〗
・出前講座を実施した。
〖R2～〗
・広報紙にて、水害への備えについて特集を
行い、情報収集や避難行動の周知を行った。
〖R3〗
・要請があった自主防災会、小中学校に対し
出前講座を実施。

〖継続実施〗
・ホームページで、災害写真の掲載や、防災
知識を高めるため検討する。
〖H28～H29〗
・防災講演会により説明会を実施
〖R2～〗
・広報もりやにて防災特集を掲載した。

〖継続実施〗
・ホームページにて現在の防災情報を掲載し
ている。
〖H28～R3〗
・防災講座を自治会や団体・企業に対し実施。

〖継続実施〗
・平成28年度に完成予定の五霞町水防セン
ター（仮称）へ水害写真、防災意識を高めるた
めの紹介などを掲示する予定。【平成29年度
～】
〖H29〗
・防災・情報ステーションごか完成に伴い防災
意識の高揚を図るためのパネルの展示を実
施
〖H30〗
・モニタを設置し、河川の状況を把握できるよ
うにした。（江戸川）
〖R1～R2〗
・防災ステーションごかへ水害写真、防災意識
を高めるための紹介、水害ハザードマップな
どを掲示済み。
〖R3〗
・広報ごか（2021年7月号）に特集として「水害
から命を守る」を掲載し、町の地勢（浸水想
定）を踏まえた避難対応やマイ・タイムライン
の作成推進、避難に関するＱ＆Ａ、災害情
報、町長から町民に向けての避難に関するお
願い等を掲載した。

〖継続実施〗
・あらゆる手段を通し、町民に広く広報をしている。
具体的にはイベント時の広報物配布や、昨年の被
災についての各種情報を提供している。
〖H30〗
・行政区主催の防災訓練等で防災講話の実施。
・東京大学片田特任教授による、防災講話の実
施。
〖R1〗
・７月、広報さかい（７月号）において境町の防災に
ついて特集記事（防災に係るハード・ソフト対策、２
９年に実施した住民アンケート結果、災害Ｑ＆Ａ等）
を掲載し、防災知識を周知
・防災に係る施策・事業等のテレビ・新聞等のマス
コミを通じた広報による周知
（台風１９号時の広域避難、バス協会との災害協
定、ムービングハウス協会との協定、災害対策車
両（トリプルハイブリット車）及びトレーラの導入
・台風１９号対応時の利根川水位の状況をほぼリ
アルタイムでホームページに掲載し周知
〖R2〗
・コロナ禍の広域避難に対応した「新たな広域雛用
パンフレット」及び「垂直避難検討マップ」を作成し１
月までに全戸配布
〖R3〗
・茨城県土木部の管理する「茨城県土木部雨量・河
川情報」サイトへのリンクをホームページに掲載

〖継続実施〗
・ホームページで災害写真の掲載や、防災知
識を高めるための紹介ページを設ける。
〖R2〗
・令和元年東日本台風の災害記録誌を作成し
ている。
〖R3〗
・R３に作成した洪水・土砂災害ハザードマップ
の中で過去の災害により発生した災害被害実
績図を作成しているほか、図以外への備え等
についての啓発ページを作成した。

〖継続実施〗
・ホームページで、災害写真の掲載や、防災
知識を高めるためのページを設ける。【平成
28年～】
〖H28〗
・平成27年9月関東・東北豪雨災害の被害箇
所の地図を作製し、全自治会に配布。
〖H28～H29〗
・平成27年9月関東・東北豪雨災害の記録集
を市HPに掲載。
〖H30〗
・職員出前講座を年17回実施し、市民への防
災意識の高揚を図った。
・自主防災組織のリーダー等を対象に、地域
防災リーダー研修会を実施した。
〖R2〗
・令和元年東日本台風に関する検証報告書を
作成。
〖R3〗
・平成27年9月関東・東北豪雨災害の記録集、
令和元年東日本台風に関する検証報告書を
ホームページに掲載。

〖継続実施〗
・自治会や各団体に対して防災出前講話を実
施。
〖R2〗
・ハザードマップ、マイ・タイムライン等をHPに
掲載。
〖R3〗
・ハザードマップ、マイ・タイムライン等を改訂
し、HPに掲載。令和元年東日本台風の記録
誌を発行する。

〖継続実施〗
・過去に水害にあった地域の小学生を対象
に、防災宿泊学習を実施。その中で、地域講
師より過去の水害の講話を聞いたり、水害の
祈念碑を見学したりしている。平成28年度は
乙女小、下生井小、網戸小の３校合同で８月
に実施済み。
〖R1〗
・マイタイムライン作り、ダンボールベットの紹
介などを行った。
〖R2〗
・防災ガイドブックを改訂し市民に対し全戸配
布を行った。
〖R3〗
・小山市防災ポータルサイトやホームページ
等を通した防災情報・知識の周知をしている。

〖継続実施〗
・平成29年度において、実施を検討する。
〖H30〗
・町内全戸配付するハザードマップにおいて、
防災に関する情報を周知する。
〖R1〗
・ハザードマップを全戸配布し、ホームページ
に掲載。
〖R2～〗
・広報誌において、防災に関する情報をシリー
ズ防災として掲載し防災意識の向上及び防災
知識の周知を図っている。

〖継続実施〗
・境防災センターで過去の水害のパネル展示
を行っている。
〖H28～〗
・防災についての出前講座を実施している。

令和4年度の
取組内容

・古河ケーブルテレビ「防災チャンネル」にお
いて、出水期に市で作成した水害啓発動画を
放送した。
・市公式LINEを活用し、台風接近時は状況や
対策方法を周知した。

自主防災組織の訓練の周知。地理院地図の
自然災害伝承碑のデータ掲載。

【R4】
・市ホームページにて、各種災害への備え等
の防災意識の啓発を図る内容を掲載
・総合防災マップに各種災害への備え等の防
災意識の啓発を図る内容を掲載し、全戸配布
を実施
・要請のあった自主防災会、小中学校に対し
出前講座を実施

・広報もりやにて防災特集を掲載した。 前年度同様、継続実施。 広報ごか（2022年7月号）に特集記事「災害に
備えてできること」を掲載し、水害ハザードマッ
プの周知、避難指示レベル、マイタイムライン
作成推進、防災情報、非常持ち出し品等を紹
介した。

・６月、茨城県の作成した「我が家のタイムライ
ン」を全戸配布

令和３年度までの取組内容と変更なし 適宜ホームページを更新した ・要望に応じて自治会や各団体に対して防災
出前講話を実施している。

R3同様に防災情報の掲載及び周知を継続し
た。

・上記内容を継続 ・防災についての出前講座を実施した。
・洪水ハザードマップに防災知識等を掲載して
いる。
・ホームページに掲載している防災情報につ
いて、適時見直しを行った。

37
小中学生を対象とした防
災教育の実施

・小中学校における水災害教育への取
組み

・国の支援により作成した指導計画等
を、協議会の関連市町村における全て
の学校に共有。
・引き続き防災教育に関する支援を実
施する学校を教育関係者等と連携して
決定し、指導計画等の作成に着手。

38
水災害の被害や教訓の伝
承、防災知識の住民への
周知

・水災害の被害状況や教訓・備え等の
防災知識を住民への周知するための
展示やホームページへの情報掲載

【鉄道事業者】
・平常時の鉄道利用者への啓発支援と
して、駅舎での大規模氾濫を想定した
取組や水防団募集の広報チラシの配
布、駅・車両内における水害に関する
防災情報の提供

85



具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

37
小中学生を対象とした防
災教育の実施

・小中学校における水災害教育への取
組み

・国の支援により作成した指導計画等
を、協議会の関連市町村における全て
の学校に共有。
・引き続き防災教育に関する支援を実
施する学校を教育関係者等と連携して
決定し、指導計画等の作成に着手。

38
水災害の被害や教訓の伝
承、防災知識の住民への
周知

・水災害の被害状況や教訓・備え等の
防災知識を住民への周知するための
展示やホームページへの情報掲載

【鉄道事業者】
・平常時の鉄道利用者への啓発支援と
して、駅舎での大規模氾濫を想定した
取組や水防団募集の広報チラシの配
布、駅・車両内における水害に関する
防災情報の提供

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・河川管理者(河川事務所や県）による出前講
座等を検討していきたい。
〖H30〗
・防災マップによる防災教育を検討。
〖R1〗
・防災教育を新たに追加した社会科副読本の
改正版を作成中。
〖R2〗
・希望した小学校にて、放課後児童クラブで災
害教育の出前講座を実施。
〖R3〗
・各小学校の社会科の授業にて防災教育を実
施した。
・希望した学校に対し防災教育の出前授業を
実施した。

〖継続実施〗
・一部中学校で実施中。
・小学校でも実施ができるよう検討。
〖R3〗
・一部小学校で実施した。

〖継続実施〗
・総合的な学習の時間や学級活動等で、教員
が、水防災教育を含めた安全に関する授業を
検討する。
〖R1〗
・中学校の授業の一環でリーダー育成講座を
実施。（防災担当は関わっていない）
〖R3〗
・小学生を対象とした避難所体験を実施した

〖継続実施〗
・小学４年生を対象に、水防学校を毎年１回実
施している。【平成23年度～】
・町内小学校の3年生と4年生で使用する社会
科副読本「わたしたちの板倉町」に、水防災に
関する項目を設け、学習指導計画にあわせ
て、小学4年生を対象に水防学校を実施する。
【令和2年度～】
〖H30〗
・町内小学校の3年生と4年生で使用する社会
科副読本に、防災教育に関する項目の追加を
決定。
〖R1〗
・中学１年生を対象とした防災出前講座を実
施した。
・令和２年度から町内小学校の3年生と4年生
で使用する社会科副読本を編集した。
〖R2～〗
・町内小学校の社会科副読本「わたしたちの
板倉町」の学習指導計画にあわせて、利根川
上流河川事務所と協力し、小学4年生を対象
に水防学校を実施した。

〖継続実施〗
・小学生などを対象にした、水災害教育を実
施。
〖R1〗
・中学生を対象に体験型防災訓練を実施し
た。
〖R2〗
・小学校にて生徒及び教員へ防災備蓄品の
説明を実施した。
〖R3〗
・防災訓練を実施予定であったが、コロナウイ
ルス感染拡大防止の為中止となった。

〖継続実施〗
・中学校１年生の総合学習授業の中で、水災
害を含む防災の話を行った。【平成26年度】
・小学４・５年生の希望者を対象に、町の防災
対策の説明や備蓄倉庫を観覧してもらった。
【平成27年度～】
・定期的に、総合学習授業の中で、実施しても
らえるよう中学校に依頼を検討する。【平成29
年度～】
〖R3〗
・整備は進めているが、今年度については、
取り組めていない。

〖継続実施〗
・教育委員会と協議しながら今後検討していく
（時期未定）。
〖H28〗
・防災に関する授業の実施について検討し
た。
〖H29～R1〗
・小学生に備蓄食糧を配布し、防災啓発を実
施した。
〖R2〗
・小学校で、避難所体験型授業を実施した。
〖R3〗
・小学校の防災に関する授業に講師として町
職員が参加した。

〖継続実施〗
・教育委員会と協議しながら今後検討してい
く。
〖H28～H30〗
・検討中。
〖R3〗
・役場職員が水災害についてオンライン授業
を実施した。

〖継続実施〗
・水災害単独の授業は行っていないが、理科
の天候に関する授業で、台風による災害に対
する備えや情報活用を取り上げている。
〖H28〗
・説明会を検討。
〖H29～R1〗
・荒川を重点的に講演会を検討した。
〖R2〗
・令和3年度改訂予定の「学校における防災教
育」へ、マイ・タイムラインの内容を掲載。市内
市立学校全校に配布予定。
〖R3〗
・平成２５年に作成した「学校における防災教
育～災害時に「自助」・「共助」が主体的にでき
る子どもを育てる防災教育カリキュラム～」の
改訂を行い、ハザードマップや河川氾濫時に
おける避難行動等、水害に関する資料を追加
した。市立学校は、本カリキュラムに基づき、
防災教育を実施している。

〖継続実施〗
・小学３・４年生の社会科副読本で「竹井湛如
と万平出し」について取り上げており、授業で
は過去に荒川の洪水被害があったことと、そ
れを防ごうと万平出し（つき出し土手）を作った
竹井湛如について説明している。
・小学５年の理科で「流れる水のはたらき（河
川の浸食・運搬作用）」について学習してお
り、その際、熊谷市で起きた過去の洪水被害
についても説明している。

〖継続実施〗
・中学生以下を対象とした親子防災体験教室
を実施している。
・小学校での防災出前講座を実施している。
〖R2〗
・担当部局と連携の上検討中。

〖継続実施〗
・日本赤十字社の講師を招き、着衣水泳の授
業を行っている。
〖H30～R1〗
・中学生を対象に防災学習センターで防災研
修を実施した。
〖R1〗
・小学校３・４年生の社会科副読本「わたしの
まちぎょうだ」に、台風や大雨による被害の歴
史や写真と表を掲載している。
〖R2～〗
・上記社会科副読本により防災教育を実施。

〖継続実施〗
・中学校では市から講師を派遣し、ボランティ
アリーダー研修を行っている。
〖H28〗
・北川辺東小学校4年生を対象に水防学校を
開催した。
〖H29〗
・利根川上流カスリーン台風70年事業実行委
員会主催のこども利根川研究・活動発表会～
川はともだち～が開催された。

・副読本の修正依頼 水害教育の実施にむけて関係者間で調整 ・小学生を対象とした避難所体験を実施した ・利根川上流河川事務所に協力いただき、町
内小学校の４年生を対象に、防災教育（水防
学校）を実施した。

・防災訓練を実施したが、コロナウイルス感染
拡大の恐れがあることから、小中学生との訓
練は設けなかった。

・小学生を対象とした、避難所体験教室を実
施した。

・小学校の防災に関する授業に講師として職
員が参加した。

・小学生を対象に、親子防災教室を実施した。 市立学校は、「学校における防災教育～災害
時に「自助」・「共助」が主体的にできる子ども
を育てる防災教育カリキュラム～」に基づき、
防災教育を実施している。また、本年度研究
指定校として、植水小学校では、「災害時に自
助が主体的にできる児童を育てる指導の工夫
について」、植水中学校では、「地域の災害
と、防災・減災を理解し、自助・共助・扶助を実
践できる生徒の姿を目指して」研究発表を
行った。

引き続き実施した。 ・中学生防災リーダー認定講習を実施した。 上記のとおり実施済み。 ・加須市防災ノートを活用した授業を実施し
た。

・R5副読本の更新予定 ・未実施の小中学校でも行えるよう調整してい
く。

今後も継続して実施する ・水災害に対し、我が事として考えてもらうた
め、継続して実施していく。

・実施について検討を行う。 ・定期的に授業の中で、実施できるように小中
学校に働きかけていく。

・今後も教育委員会と連携を図り、防災教育を
実施していく。

・今後も随時実施していく。 今後も継続して取組を実施する。 引き続き実施する。 ・継続して実施。 ・上記のとおり実施済み。 引き続き実施

〖R1～R2〗
・小学生を対象として防災マップ、社会科副読
本を活用し防災教育を実施予定。
〖R3〗
・各小学校の社会科の授業にて防災教育を実
施した。
・希望した学校に対し防災教育の出前授業を
実施した。

〖R2～〗
・学習指導計画により、小学4年生を対象に防
災教育を実施している。

〖R1〗
・実施を検討する。
〖R2〗
・明和町総合防災マップを小学校へ提供し、
授業で活用していただいた。
〖R3〗
・実施にいて検討した。

〖R2～〗
・実施を検討する。

〖R3〗
・取り組みなし。

市町村において記入する内容ではないと認識
しています。

〖R3〗
特になし。

〖R3〗
・実施予定なしのため回答なし

・副読本の修正依頼 ・教育委員会が実施する校長・教頭会議にお
いて防災教育推進に係る説明を実施

・利根川上流河川事務所に協力いただき、町
内小学校の４年生を対象に、防災教育（水防
学校）を実施した。

・実施について検討した。 ・実施を検討した。 ・取り組みなし。 市町村において記入する内容ではないと認識
しています。

特になし。 ・未実施のため回答なし

・R5副読本の更新予定 ・引き続き防災教育推進に向けた検討及び県
との連携を実施

・水災害に対し、我が事として考えてもらうた
め、継続して実施していく。

・実施について検討を行う。 ・実施を検討していく。 ・取り組む予定なし。 市町村において記入する内容ではないと認識
しています。

特になし。

〖継続実施〗
・住民に対し、ホームページや広報紙、防災講
演会等で防災意識の向上を図っている。
〖H30〗
・防災マップの作成。

〖継続実施〗
・「館林市の防災を考える日」事業として、パネ
ル展示、講演会、広報紙に特集を掲載してい
る。
・市防災訓練（隔年実施）において住民参加型
の訓練を実施している。
〖Ｈ31〗
・洪水ハザードマップに防災知識の情報を入
れて毎戸配布した。
・「自然災害伝承碑」の申請を行い、2020年1
月15日からホームページで公開されている。
〖R3〗
・広報紙、市ホームページに避難情報の変更
について掲載した。

〖継続実施〗
・子供たちに分かりやすい、被災した地元を題
材とした絵本で紹介している。
〖H29〗
・川井公民館において防災講話を実施した。
〖H30～R2〗
・自主防災組織の防災訓練において、防災講
話を実施した。
〖R3〗
・コロナのため、住民対象の講座を実施できな
かった

〖継続実施〗
・町広報紙で防災特集を毎年１回（出水期前）
掲載し、防災知識を周知している。【平成22年
度～】
〖H30〗
・防災士の資格取得に対して「板倉町防災士
育成事業補助金」の制度を設けた。
〖R1〗
・町広報誌で警戒レベルについて周知。
・町広報誌で台風第１９号のふりかえり及び避
難行動調査結果について周知。
〖R2〗
・町広報誌で防災マップ、警戒レベル、避難行
動判定フロー、広域避難、非常時持出品、マ
イ・タイムラインについて周知。
〖R3〗
・詳細版ハザードマップを作成・配布を行っ
た。また、町広報紙において、ハザードマップ
の見方に併せて、改めて防災への備えを呼び
掛けた。

〖継続実施〗
・広報紙で防災を特集し、防災知識の住民へ
の周知を実施している。
〖H29〗
・防災士取得のために防災士研修機関が実
施する講座を受講する必要があるが、その受
講料、教本料等について町が負担する「防災
士養成事業補助金」の制度を設けた。
〖R2～〗
・上記取組を継続実施するとともに、避難所の
混雑状況を可視化できるサイトの啓発チラシ
を配布した。

〖継続実施〗
・千代田町民プラザで、過去の災害写真パネルを常時展
示している。
・ホームページで、近年までの災害写真の掲載している。
〖H28〗
・町民を対象に、消防庁主催の災害伝承１０年プロジェクト
で災害の教訓等について話してもらう。【平成28年度】
・県主催事業の地域災害対応力養成支援事業のHUGを自
主防災組織向けに実施。【平成28年度】
〖H29〗
・県主催事業の地域災害対応力養成支援事業のDIGを自
主防災組織向けに実施。【平成29年度】
・複数の自主防災組織の情報交換・研修の場として、「千
代田町自主防災組織連絡協議会」を平成30年度中に設立
予定。
〖H30〗・千代田町自主防災組織連絡協議会が設立され
た。
〖R1〗
・町内の防災訓練にて利根川上流河川事務所よりカスリー
ン台風の資料掲示を協力してもらい周知を図った。
・防災講演会の実施。
・住民向けマイタイムラインの講習会を国交署の協力を得
て実施。
〖R2〗
・防災講演会の実施。また、新型コロナウイルス感染症対
策により来場人数の制限を実施したため、当日の講演を
館林ケーブルテレビにて放送を行った。
・国土地理院ハザードマップポータルサイトに自然災害伝
承碑を掲載した。
〖R3〗
・広報紙に過去の災害の伝承記事を掲載した。
・防災講演会の実施。また、新型コロナウイルス感染症対
策により来場人数の制限を実施したため、当日の講演を
館林ケーブルテレビにて放送を行った。

〖継続実施〗
・防災マニュアルを作成し全戸配布した。【平
成27年度】
〖H28～R1〗
・自主防災組織が実施する防災訓練等で、作
成した防災マニュアルを利用した防災講話等
を行った。
〖R2～〗
・令和元年東日本台風時のパネル展を開催し
た。

〖継続実施〗
・ホームページや広報紙を通じて防災知識の
周知に努めている。

〖継続実施〗
・各区役所情報公開コーナーにて、水害履歴
を公表するほか、洪水ハザードマップを配布し
ている。また洪水ハザードマップ内で示す浸
水想定区域については、市ホームページ内の
「さいたま市防災まちづくり情報マップ」にて、
住所、施設等で絞り込みができるような形式
で情報発信を行っている。

〖継続実施〗
・市内各地で開催している市政宅配講座及び
自主防災組織を対象とした防災講演におい
て、熊谷市を襲った過去100年間の主な水災
害について周知を図っている。
・毎年市報6月号に大雨や台風への備えにつ
いて特集ページを掲載している。
・全戸配布しているハザードマップやくらしのカ
レンダー、またホームページでも防災啓発
ページを設けて周知を図っている。
〖H29～R1〗
・荒川上流河川事務所と連携して、地元自治
会・市内防災士を対象にカスリーン台風に関
する公開講座を開催し、７０年前に実際に破
堤した市内破堤箇所の現地見学会を行った。
〖R2〗
・市報６月号で「台風１９号の振り返り」特集記
事を掲載し、市民から寄せられたQ&Aや避難
のポイント等を紹介した。
〖R3〗
・市報等で適宜情報を掲載した。

〖継続実施〗
・ホームページで水害履歴の公開、災害写真
の掲載や、防災対策を高めるための紹介ペー
ジを設けている。

〖継続実施〗
・ホームページで被害状況や防災知識に関す
るページを設けている。

〖継続実施〗
・避難訓練とともに説明会を実施している。
・また、地区自主防災会による利根川堤防決
壊の体験座談会の開催とその記録冊子を制
作した。
〖H29〗
・利根川上流カスリーン台風70年事業実行委
員会主催の自治体リレーパネル展に合わせ、
記録冊子の配布を行った。
・第66回利根川水系連合・総合水防演習実行
委員会主催による防災講演会が開催された。
〖H30～R1〗
・毎年9月16日には「治水の日」の慰霊式典・
継承式典を国の主催により実施している。
〖R1〗
・令和元年台風19号の状況それに係る市の対
応について各種説明会等にて周知している。
〖R2〗
・令和元年東日本台風の検証報告を作成、周
知。

・広報誌、出前講座、マイ・タイムライン作成講
習会を実施し防災知識の向上を図っている。

・総合防災訓練でパネル展示及び各種災害
の体験コーナーを設置

総合防災マップに町の災害史を掲載し、舞子
配布を行う（3月）

・継続して実施。 ・町自主防災組織連絡協議会において「カス
リーン75」の取組として、広報動画を視聴して
もらった。

・令和元年東日本台風時のパネル展を開催し
た。
・総合防災マップ（ハザードマップ）を改訂し、
全戸配布を行った。

・上記取り組みを継続実施。 〖継続実施〗
・各区役所情報公開コーナーにて、水害履歴
を公表するほか、洪水ハザードマップを配布し
ている。また洪水ハザードマップ内で示す浸
水想定区域については、市ホームページ内の
「さいたま市防災まちづくり情報マップ」にて、
住所、施設等で絞り込みができるような形式
で情報発信を行っている。

市報等で適宜情報を掲載した。 ・前年同様、継続して実施。 従前のとおり実施。 ・継続実施中
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

37
小中学生を対象とした防
災教育の実施

・小中学校における水災害教育への取
組み

・国の支援により作成した指導計画等
を、協議会の関連市町村における全て
の学校に共有。
・引き続き防災教育に関する支援を実
施する学校を教育関係者等と連携して
決定し、指導計画等の作成に着手。

38
水災害の被害や教訓の伝
承、防災知識の住民への
周知

・水災害の被害状況や教訓・備え等の
防災知識を住民への周知するための
展示やホームページへの情報掲載

【鉄道事業者】
・平常時の鉄道利用者への啓発支援と
して、駅舎での大規模氾濫を想定した
取組や水防団募集の広報チラシの配
布、駅・車両内における水害に関する
防災情報の提供

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・避難所体験訓練等において実施。
〖R2〗
・中学生に対し、出前講座を実施予定。
〖R3〗
・訓練内での研修を検討したが、コロナ禍のた
め中止となった。

〖継続実施〗
・小学校３・４年生の社会科副読本「わたしたちのか
すかべ」に、台風や大雨による被害状況の写真と
表を掲載している。それらを利用して水害の恐ろし
さや水害を防ぐ手立てとして首都圏外郭放水路の
役割等について第４学年で指導している。
〖H28～H30〗
・各項の年間指導計画に則り実施済。
〖R1〗
・地震や火災、竜巻等を想定した避難訓練を年間
複数回実施し、身の守り方など災害発生時の初期
行動、避難経路の確認、緊急時への備えなどにつ
いて実践的に学ぶ機会を設けている。また、防災
教育に関する知識の一環として、小学校社会科の
授業では、昭和２２年のカスリン台風を取り上げ江
戸川の改修や首都圏外郭放水路の働きについて
学び、小・中学校の理科の授業では、地震や台風・
突風の仕組みやその影響などについても学んでい
る。
〖R2〗
・避難所が開設した時に作成する段ボールベットを
授業で作成するなど防災力の向上を図った。
・備蓄食糧を配るなど実際に備蓄品にふれて普段
の備蓄が重要であると周知を行った。
・小・中・義務教育学校において、家庭を巻き込ん
だ「マイタイムライン」の作成を行った。
〖R3〗
・中学生による避難所設営体験を学習するなど防
災力の向上を図った。
・備蓄食糧を配布するなど実際に備蓄品にふれて
備蓄の重要性について理解を深めた。
・小・義務教育学校（前期課程）の社会科におい
て、「マイタイムライン」の作成を行った。

〖継続実施〗
・今後、担当課と連携し、実施について検討し
ていく。
〖H29〗
・出前講座を学生対象に実施した。
〖R1～R2〗
・来年度から使用する社会科副読本の作成に
差し、水害に関する資料提供を行った。
〖R3〗
・小学校３、４年生の社会科の授業において
水災害教育を行っている

〖継続実施〗
・総合的な学習の時間や学級活動等で、水防
災教育を含めた安全に関する授業を実施する
予定。
〖H28〗
・今年度の総合防災訓練を市内の小学校で
行い、児童と教員に発災型訓練と体験型訓練
に参加してもらった。
〖H29～R1〗
・総合防災訓練の中で小学生を対象としたス
タンプラリーを行った。
〖R2～〗
・総合的な学習の時間や学級活動等で、水防
災教育を含めた安全に関する授業を実施。
〖R3〗
・水害ハザードマップについて説明し、自宅等
の水害リスクの確認を行った。

〖継続実施〗
・水災害教育の実施に向けて検討していく。

〖継続実施〗
・浸水想定区域内の学校について、教育委員
会と連携し、水害を想定した訓練や授業の実
施について検討する。
〖R2〗
・小学校にて、マイタイムライン研修を実施。
〖R3〗
・マイタイムライン研修を実施を検討する。

〖継続実施〗
・小学生を対象に、防災講演会等で水災害に
ついて説明している。
・引き続き水災害について説明を実施してい
く。
〖H29～〗
・ハザードマップを教材とした防災学習を実
施。

〖継続実施〗
・実施を検討する。（H29年度～）
〖H28～R2〗
・学校からの依頼により、生徒、教職員を対象
とした防災講演を実施。
〖R3〗
・学校からの依頼により、生徒、教職員を対象
とした防災講演を実施（3回※予定も含む）。

〖継続実施〗
・小学校の社会科（地理）・理科（水の流れ・地
学）の中で、水災害に関する単元で指導して
いる。
・平成29年度以降、教育関係部署と検討予
定。

〖継続実施〗
・河川事務所の取組に協力し、要望に応じて
実施に向けた調整をおこなう予定。
〖H30〗
・教育委員会等と小学生対象の防災教育の
実施に向けて検討を行った。
〖R1〗
・10月1日に授業の一環として防災教育講座を
１校で実施した。
〖R2～〗
・防災教育講座を５校で実施した。

〖継続実施〗
・教育委員会と調整し、実施を検討していく。
【平成29年度～】

〖継続実施〗
・総合的な学習の時間や学級活動等で、教員
が、水防災教育を含めた安全に関する授業の
実施を検討する。
・河川管理者(河川事務所や県）による出前講
座等を実施する。
〖H28～〗
・小学校の授業で、川の性質、地域の特徴（河
川に囲まれている、過去の水害）について学
んでいる。

〖継続実施〗
・総合的な学習の時間や学級活動等で、教員
が、水防災教育を含めた安全に関する授業を
検討する。（H29～H32、R3で検討）
・埼玉県学校安全総合支援事業として、市内
小・中学校6校を対象に避難所開設訓練や防
災授業などの学習を行った。（R1）

〖継続実施〗
・避難所体験訓練等において実施。
〖R４〗
・総合防災訓練内で避難所に関する物資の見
学を実施。

・小中学生による避難所設営体験を学習やマ
イタイムラインの作成など防災力の向上を
図った。
・備蓄食糧を配布するなど実際に備蓄品にふ
れて備蓄の重要性について理解を深めた。

・小学校３、４年生の社会科の授業において
水災害教育を行っている

〖継続実施〗
・総合的な学習の時間や学級活動等で、水防
災教育を含めた安全に関する授業を実施。
・水害ハザードマップについて説明し、自宅等
の水害リスクの確認を行った。

・浸水想定区域内の中学校１校で、水害に関
する防災教育を実施した。

一部の小中学校でマイタイムライン研修を実
施した。

上記取組を継続して行う。 ・学校からの依頼により、生徒、教職員を対象
とした防災講演を実施（2回※予定も含む）。

小学生を対象とした防災教育の出前講座を実
施する予定であったが、新型コロナウィルス感
染症拡大のため、中止した。

・継続して実施 〖継続実施〗
・教育委員会と調整し、実施を検討していく。
【平成29年度～】

・小学校の授業で、川の性質、地域の特徴（河
川に囲まれている、過去の水害）について学
んでいる。

・総合的な学習の時間や学級活動等で、教員
が、水防災教育を含めた安全に関する授業を
検討する。

訓練を検討。 ・上記を継続して実施 ・上記取組を継続して実施予定 〖継続実施〗
・水災害教育の実施に向けて検討していく

・継続して実施。 上記の内容を継続して実施予定。 ・継続して実施 継続して、学習の時間や学級活動等で、教員
が、水防災教育を含めた安全に関する授業の
実施を検討する。

継続して実施。

〖R2〗
・今後検討する。
〖R3〗
・実施なし

〖R1～〗
・学校等との連携を検討。

〖R2～〗
・実施を検討する。

〖R1、R3〗
・教育関係部署と調整し検討する。

・実施予定無し 〖R3〗
・各小中学校にて指導計画を作成済み

―

〖R４〗
・実施なし

特になし ・学校等との連携を検討。 未実施。 ・実施を検討する。 教育関係部署と調整し検討する。 ・実施予定無し 〖R3〗
・各小中学校にて指導計画を作成済み

―

・今後検討する。 ・学校等との連携を検討する ・継続して実施。 教育関係部署と調整し検討する。 ・実施予定無し ―

〖継続実施〗
・ホームページに「風水害への備え」について
掲載しているが、今後更に内容を充実していく
必要があると考える。
〖H28～H29〗
・検討中。
〖R1〗
・防災についての出前講座を実施しているほ
か、防災ガイドブックの全戸配布を行ってい
る。
〖R2〗
・改訂した洪水内水ハザードマップを全戸配布
予定。
〖R3〗
・HPを閲覧しやすいように整理した。

〖継続実施〗
・市の防災センターで、過去の災害写真パネ
ル、防災グッズ等の展示を行っている。首都
圏外郭放水路の資料も展示。
・市のホームページで、防災知識や被害状況
の情報を掲載している。
〖H28～R1〗
・自助・共助の取り組みや風水害時の避難対
策などについて記載したリーフレット「春日部
市災害対策のすすめ」をホームページに掲載
するとともに、訓練等において配布し、防災啓
発をおこなった。
〖R2〗
・国土地理院地図に水害の伝承碑を掲載する
など、協議を行い、掲載した。
〖R3〗
・国土地理院地図に水害の伝承碑を掲載する
協議を行った。

〖継続実施〗
・防災ガイドブックの配布やホームページへの
掲載、防災に関する出前講座などを通じて実
施している。
〖H28〗
・出前講座を実施すると共に、自治会長を対
象に水害を想定したDIG訓練を実施した。
〖H29～R2〗
・出前講座において、可能な限り水防災に係
る内容を取り入れた。
〖R3〗
・出前講座や避難所開設訓練において、可能
な限り水防災に係る内容を取り入れた。

〖H28～R2〗
・本市の出前講座及び防災講演会の中で水
災害の啓発を行った。
〖R3〗
・公民館での防災展、HP・広報紙で周知を
行った。

〖継続実施〗
・防災知識についてはハザードマップによる周
知を行っている。
・水災害の被害や教訓の伝承については周知
していない。
〖R3〗
・講座及びハザードマップにより、水害時の浸
水想定や備え等の防災知識を住民へ周知

〖継続実施〗
・ホームページで災害写真の掲載や、防災知
識を高めるための紹介ページを設ける。

〖継続実施〗
・ホームページ等で、近年の災害写真の掲
載、防災技術、防災グッズ、防災知識の紹介
ページを設けている。
・過去の水害状況をまとめた地図を窓口で閲
覧できるようにしている。
・避難場所等を記載したハザードマップを改訂
し、市民に配布していく。
〖H29～H30〗
・浸水履歴を記載したハザードマップを全戸配
布しており、新たに転入者及び防災教育の一
環として小学５年生、中学２年生に配布。ＨＰ
で公開。
〖R1～R2〗
・広報、ホームページ、Youtube、防災講演会
などで継続的に水災害情報を周知している。
・想定 大規模に更新したハザードマップを全
戸配布し、周知している。
〖R3〗
・新たに水災害への防災知識を周知するた
め、動画の作成を行う予定。

〖継続実施〗
・住民を対象とした出張講座を実施している。
・過去の水害状況をまとめた地図を窓口及び
市のホームページで閲覧できるようにしてい
る。
・年１回、住民参加型の帰宅困難者対策訓練
を実施している。
〖R3〗
・13の行政区において、越谷市総合防災ガイ
ドブックの住民向け説明会を実施。

〖継続実施〗
・今後関係部署等と検討予定。
・平成29年度以降、関係部署と検討予定。
〖H29〗
・桶川市自主防災組織連絡協議会にて自主
防災組織リーダー養成講座を実施し、水水害
について啓発を行った。
〖H30〗
・出水期に市の広報誌を用いて、特集記事を
掲載した。
〖R1〗
・市の広報紙を用いて、警戒レベルについて
の記事を掲載した。
〖R2〗
・市の広報紙に、水災害時の避難行動につい
ての記事を掲載した。
〖R3〗
・特になし。

〖継続実施〗
・市のホームページに大雨時における注意事
項等を掲載し、防災の啓発を図っている。

〖継続実施〗
・ホームページで大雨注意報等を掲載し、防
災の啓発を図っている。
〖H29〗
・浸水想定区域付近住民に対し、水害に対す
る勉強会を実施した。

〖継続実施〗
・気象庁、川の防災情報など災害情報のリン
ク先を市ホームページに掲載している。
・台風の接近など災害が発生する恐れがある
場合には、気象情報などの市ホームページ掲
載や市メール配信サービスで注意喚起してい
る。
〖H29～R2〗
・水防災をテーマにした出前講座を行った。
〖R3〗
・出前講座等においてハザードマップ等を活
用し、水害等の災害に対する防災知識の普及
に努めた。

〖継続実施〗
・気象庁の防災情報など、災害情報のリンク
先を市のHPに掲載している。
・台風接近時に、注意喚起や河川水位、警
報・注意報等の防災情報をホームページやＳ
ＮＳに掲載。

〖R４〗
・出前講座の実施。また、総合防災訓練内で、
水災害について、ハザードマップ等、防災に関
する情報を掲示。

・防災展示ホールのリニューアルに向けて作
業を行った。

・出前講座や避難所開設訓練において、可能
な限り水防災に係る内容を取り入れた。

〖継続実施〗
・本市の出前講座及び防災講演会の中で水
災害について啓発。
・公民館での防災展やHP等で周知を行った。
・広報紙で特集ページを掲載して啓発を行っ
た。

・講座及びハザードマップにより、水害時の浸
水想定や備え等の防災知識を住民へ周知し
た。

ホームページで災害写真の掲載や、防災知
識を高めるための紹介ページを設ける。

水害啓発動画の作成 ・住民を対象とした出張講座を実施。
・過去の水害状況をまとめた地図を窓口及び
市のホームページで閲覧できるようにしてい
る。

特になし。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・ホームページで大雨注意報等を掲載し、防
災の啓発を図っている。
〖H29〗
・浸水想定区域付近住民に対し、水害に対す
る勉強会を実施した。

・出前講座等においてハザードマップ等を活
用し、水害等の災害に対する防災知識の普及
に努めた。

・気象庁の防災情報など、災害情報のリンク
先を市のHPに掲載している。
・台風接近時に、注意喚起や河川水位、警
報・注意報等の防災情報をホームページやＳ
ＮＳに掲載。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

37
小中学生を対象とした防
災教育の実施

・小中学校における水災害教育への取
組み

・国の支援により作成した指導計画等
を、協議会の関連市町村における全て
の学校に共有。
・引き続き防災教育に関する支援を実
施する学校を教育関係者等と連携して
決定し、指導計画等の作成に着手。

38
水災害の被害や教訓の伝
承、防災知識の住民への
周知

・水災害の被害状況や教訓・備え等の
防災知識を住民への周知するための
展示やホームページへの情報掲載

【鉄道事業者】
・平常時の鉄道利用者への啓発支援と
して、駅舎での大規模氾濫を想定した
取組や水防団募集の広報チラシの配
布、駅・車両内における水害に関する
防災情報の提供

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・総合的な学習の時間や学級活動等で、安
全・防災教育担当の教員や学級担任が、水災
害教育を含めた安全に関する授業を、引き続
き実施していく。
〖H29〗
・緊急時における引き渡し訓練を実施した。今
後も充実した防災教育を実践していく。
〖H30〗
・市内中学校を対象にハザードマップを活用し
た、災害図上訓練ＤＩＧを実施した。
〖R1～R2〗
・市内中学校を対象に出前講座を実施した。
〖R3〗
・市内の中学生を対象水害ハザードマップや
防災資機材等について講習を行った。

〖継続実施〗
・社会科の授業で、教員が水防災教育を含め
た安全に関する授業を行う。
〖H28～〗
・社会科の授業の中で、幸手市で起こった過
去の水災害など、水防災教育を行った。

〖継続実施〗
・市内全小学５年生を対象とした災害図上訓
練を実施【平成29年度～】。
・市内全中学２年生を対象とした避難所開設
訓練を実施【平成３０年度～】。
〖H28〗
・平成29年度に市内の小学5年生を対象とした
災害図上訓練を実施するために、関係者と協
議を行った。
〖H29～〗
・市内の小学５年生を対象とした災害図上訓
練を実施した。
〖R1〗
・市内全中学２年生を対象とした避難所開設
訓練を実施。
〖R3〗
・市内全小学５年生を対象とした災害図上訓
練を実施した。（新型コロナウイルスのため未
開催の学校有）
・市内全中学２年生を対象とした避難所開設
訓練を実施。（新型コロナウイルスのため未開
催の学校有）

〖継続実施〗
・平成27年度は埼玉県防災学習センターに
て、風水害について学習している。
〖R3〗
・なし

〖継続実施〗
・小学生を対象とした防災キャンプを毎年夏に
実施している。
〖R3〗
・コロナ禍により、小学生を対象とした防災
キャンプが中止となったため取組なし

〖継続実施〗
・地域防災計画の見直しを検討中であり、そ
の際に内容について検証する予定。
〖H29〗
・授業の中で実施している。
〖R1〗
・防災授業の実施。
〖R2〗
・資機材を使用した防災（避難所）訓練の実施
に向けた検討をしている。
〖R3〗
・中学生を対象に防災教室を実施。

〖継続実施〗
・毎年小学校の授業の中で、防災全般につい
ての教育をしている。
〖H30〗
・地元の小学生に防災行政無線の説明をし
た。中学生には洪水発生時の役場の対応に
ついて説明を実施した。
〖R1〗
・小学生に防災行政無線の役割や仕組みに
ついて説明を行った。
〖R3〗
・職場見学に来た小学生にハザードマップの
他、防災行政無線の役割や仕組みについて
説明を行った。

〖継続実施〗
・小学校の希望した児童に防災倉庫の見学、
説明を実施している。
〖H30～R1〗
・中学校の希望した生徒に防災倉庫の見学、
説明を実施した。
〖R2〗
・小学校の希望した児童に防災倉庫の見学、
説明を実施した。
〖R3〗
・小学校にて洪水ハザードマップの説明や、防
災倉庫の見学を実施した。

〖継続実施〗
・総合的な学習の時間や学級活動等で、教員
が、水防災教育を含めた安全に関する授業を
検討する。
〖H30〗
・１つの小学校において、学校安全総合支援
事業の一環として、防災教育を実施した。
〖R1〗
・１つの小学校において、3年生を対象とした
授業で防災講座を実施。
〖R3〗
・１つの小学校において、3・4年生を対象とし
た授業で防災講座を実施。

〖継続実施〗
・国や県から配布される防災に関するリーフ
レットや教材を活用して、洪水等についてその
都度児童に指導している。
・平成27年度は、国より配布された学習教材
「防災まちづくり・くにづくり」を希望し、学習に
役立てた学校があった。
・夏季休業中などを利用し、各種防災ポスター
展に応募し、水災害の危険や対応をよびかけ
た。

〖継続実施〗
・水災害に限定したものではないが，学校から
の依頼により，毎年児童を対象とした講習会
等を実施している。

〖継続実施〗
・今後、小学生向けの防災説明会等を検討し
ていく【H30～】。
〖R2〗
・小学校の教材に過去の災害履歴を掲載した
ページ作成し、授業の中で周知を図った。
〖R3〗
・例年の市総合防災訓練に中学生も参加する
等、防災教育の啓発に取り組んでいる。（令和
３年は訓練中止）

〖継続実施〗
・小学校４年生の社会科において、「くらしを守
る」という単元の中の発展学習として「風水害
からくらしを守る」という内容で学習している。
参考資料として、我孫子市洪水ハザードマッ
プの活用を行っている学校もある。
〖H29～R1〗
・任意の小学校にて、降雨体験者を用いた体
験学習を行っている。
〖R2～〗
・依頼のあった小学校において、防災担当職
員が出前講座を実施している。

市内の中学生を対象に防災資機材等につい
て講習を行った。

防災講話として、幸手で起こった過去の災害
など、水防災教育を行った。

・市内全小学５年生を対象とした災害図上訓
練を実施した。
・市内全中学２年生を対象とした避難所開設
訓練を実施した。

一部、小、中学校で防災講座を実施した。 〖継続実施〗
・小学生を対象とした防災キャンプを毎年夏に
実施している。

・中学生を対象に防災教室の開催を予定して
いる。

〖継続実施〗
・毎年小学校の授業の中で、防災全般につい
ての教育をしている。
〖H30〗
・地元の小学生に防災行政無線の説明をし
た。中学生には洪水発生時の役場の対応に
ついて説明を実施した。
〖R1〗
・小学生に防災行政無線の役割や仕組みに
ついて説明を行った。
〖R3〗
・職場見学に来た小学生にハザードマップの
他、防災行政無線の役割や仕組みについて
説明を行った。

・小学校にて洪水ハザードマップの説明や、防
災資機材の体験、防災倉庫の見学を実施し
た。

・１つの小学校において、3年生を対象とした
授業で防災講座を実施。

〖継続実施〗
・国や県から配布される防災に関するリーフ
レットや教材を活用して、洪水等についてその
都度児童に指導している。
・平成27年度は、国より配布された学習教材
「防災まちづくり・くにづくり」を希望し、学習に
役立てた学校があった。
・夏季休業中などを利用し、各種防災ポスター
展に応募し、水災害の危険や対応をよびかけ
た。

・水災害に限定したものではないが，学校から
の依頼により，児童を対象とした講習会等を
実施。

・市内の一部中学校で防災の出前講座を実
施する等、防災教育に取り組んでいる。

〖継続実施〗
・小学校４年生の社会科において、「くらしを守
る」という単元の中の発展学習として「風水害
からくらしを守る」という内容で学習している。
参考資料として、我孫子市洪水ハザードマッ
プの活用を行っている学校もある。
〖H29～R1〗
・任意の小学校にて、降雨体験者を用いた体
験学習を行っている。
〖R2～〗
・依頼のあった小学校において、防災担当職
員が出前講座を実施している。
〖R4～〗
・依頼のあった小学校(1校)において、防災担
当職員が出前講座を実施した。

実施を検討していく。 ・継続して実施。 ・市内全小学５年生を対象とした災害図上訓
練を実施する。
・市内全中学２年生を対象とした避難所開設
訓練を実施する。

・今後、授業やクラブ活動を通じ、周知啓発に
努める。

・小学生を対象とした防災キャンプを実施す
る。

・継続して実施。 引き続き小学校の授業の中で、防災全般につ
いての教育行う。

継続的に実施する。 ・総合的な学習の時間や学級活動等で、教員
が、水防災教育を含めた安全に関する授業を
検討する。

今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

〖継続実施〗
・水災害に限定したものではないが，学校から
の依頼により，毎年児童を対象とした講習会
等を実施している。

― ・防災教育に関する指導計画等の作成を検討
する。

〖R2～〗
・教育委員会と調整し検討する。

〖R3〗
計画等の作成を検討した。

〖継続実施〗
・要請があった小中学校を対象に防災講話を
実施。

・検討中 〖R1～R2〗
・引き続き検討を行う。
〖R3〗
・必要に応じ検討していく。

― ・防災教育に関する指導計画等の作成を検討
する。

・特に実施していない。 〖R4〗
・実施なし

・計画の作成を検討・ 〖継続実施〗
・要請があった小中学校を対象に防災講話を
実施。
〖R4〗
・１つの中学校に対し、気象防災アドバイザー
による気象勉強会を実施。

・検討中 ・必要に応じ検討していく。

― ・防災教育に関する指導計画等の作成を検討
する。

・教育委員会と調整し検討する。 防災教育に関する支援を実施する学校を学
校関係者等と連携して決定し、支援内容につ
いて検討する。

作成・検討に向け検討する。 今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

検討していく。 先進事例などを調査・研究する。

〖継続実施〗
・市教育委員会が市文化財展示館にて、企画
展「災害と蓮田～太古から様々な災害と向き
合った人々～」を開催した。
〖H28～H29.R1〗
・シンポジウムを開催し、水防災啓発に努め
た。
〖H30～R1〗
・自主防災組織リーダー養成講座を開催し、
防災啓発の普及に努めた。
〖R2〗
・ハザードマップによる防災知識の周知
・WEB版洪水ハザードマップの公開。
・過去の教訓等については、今後、ＨＰ等で周
知できるよう整備していく。
〖R3〗
・HPでマイタイムラインの周知と作成方法につ
いて周知した。
・ハザードマップやマイタイムラインの活用方
法について動画を作成し公開した。

〖継続実施〗
・気象庁の防災情報など、災害情報のリンク先を
ホームページに掲載している。
・台風が接近する場合には、市民に注意喚起を
ホームページや防災行政無線で行っている。
〖H28〗
・ハザードマップにより防災知識の周知。
・気象庁の防災情報など、災害情報のリンク先を
ホームページに掲載。
・台風接近時に、注意喚起をホームページや防災
行政無線で行った。
〖H29～H30〗
・ハザードマップにより防災知識の周知。
・気象庁の防災情報など、災害情報のリンク先を
ホームページに掲載。
・台風接近時に、注意喚起をホームページや防災
行政無線で行った。
・カスリーン台風７０年パネル展示を行った。
〖R1～〗
・ハザードマップにより防災知識の周知。
・気象庁の防災情報など、災害情報のリンク先を
ホームページに掲載。
〖R2〗
・台風接近時に、注意喚起をホームページや防災
行政無線で行った。
〖R3〗
・台風接近時に、注意喚起をホームページ、SNSで
行った。

〖継続実施〗
・防災技術、防災知識の紹介ページを設けて
いる。
・過去の水災害の被害状況や水災害の備え
についてホームページ掲載するとともに、防災
情報ブログ、登録制メールなどで定期的に情
報を発信している。
・台風による市の被害や水害への備え等を、
毎年広報誌に掲載して市民に周知している。
・市民や事業所等からの要望に応じて、職員
出前講座でカスリーン台風による市の被害や
水害へ日頃の備え等について周知している。
〖H28～R1、R3〗
・防災技術、防災知識の紹介ページを設けて
いる。
・台風による市の被害や水害への備え等を、
広報誌に掲載して市民に周知した。
・市民や事業所等からの要望に応じて、職員
出前講座でカスリーン台風による市の被害や
水害へ日頃の備え等について周知した。
〖H28～H30〗
・過去の水災害の被害状況や水災害の備え
についてホームページ掲載するとともに、防災
情報ブログ、登録制メールなどで定期的に情
報を発信した。
〖R1、R3〗
・過去の水災害の被害状況や水災害の備え
についてホームページ掲載するとともに、登録
制メールなどで定期的に情報を発信した。
〖R3〗
・市の総合防災訓練を通して、水害の被害や
日頃の備え等について周知した。

〖継続実施〗
・定期的に市広報誌に水害への備えに関する
特集記事を掲載し、防災知識の普及啓発に努
めている。

〖R3〗
・毎月の広報紙に防災情報を発信する「防災
一口メモ」を設けた。
・出水期頃の広報紙に風水害に関連する特集
記事を掲載した。
※広報紙はHPにおいても閲覧が可能
※広報誌に掲載した防災情報を出前講座でも
活用している

〖継続実施〗
・ホームページで災害写真の掲載や、防災知
識を高めるための紹介ページを設ける。

〖継続実施〗
・地域防災計画の見直しを検討中であり、そ
の際に内容について検証する予定。
〖H28〗
・住民に対して防災研修会を行い、過去の水
害事例や防災に関する知識を周知した。
〖H29〗
・不定期に実施している「地区防災研修」にお
いて、防災知識の住民への周知を図ってい
る。
〖H30～R1〗
・地区防災講習会等の継続実施。
〖R2〗
・ホームページや広報紙、防災講演会におい
てなど、あらゆる方法で周知を図っている。
〖R3〗
・防災ガイド・ハザードマップを改訂し、全戸配
布及びホームページへ掲載。
・防災講習会で防災ガイドハザードマップを活
用して周知。
・水防災フォーラム（烏川・神流川流域減災対
策協議会等主催）に参加し、ハザードマップな
どを展示。
・広報誌やホームページ等でで各種防災対策
の周知。

〖継続実施〗
・町の歴史資料館において、「宮代の水害」と
いう特別展を実施したことがある。【平成21年
度】
〖H30〗
・町の歴史資料館において、企画展「古文書
に見る人々の暮らし３　弘化３年の水害」を実
施した。
〖R1〗
・台風19号に関する被害状況を町HPに掲載し
た。
〖R2～〗
・広報等で周知。

〖継続実施〗
・広報紙に掲載、及びまなびっちゃすぎと塾で
の講話。
・毎年広報紙に掲載し周知している。

〖継続実施〗
・住民に対し、ホームページや広報紙、防災講
演会等で防災意識の向上を図れるよう検討す
る。
〖R1〗
・気象予報士による水防災セミナーを開催。
〖R2〗
・ハザードマップを見直し全戸配布を予定。
〖R3〗
・ハザードマップを作成し全戸配布を実施。

〖継続実施〗
・防災知識については、ホームページや防災
ハンドブックにより非常時持出品や避難場所
の位置等について周知をしている。
・河川の状態や水位が確認できるよう、ホーム
ページにリンク先として国土交通省（川の防災
情報）や各河川事務所（河川ライブ情報）の
ホームページを張り付けている。

〖継続実施〗
・ホームページにて，風水害への知識等につ
いて掲載している。その他に住民向け防災講
習会等で啓発を行なっている。
〖R2〗
・住民向け防災講習会等で昨年の台風の被
害状況等を説明した。
・鉄道利用者への啓発支援については今後検
討していく。
〖R3〗
・ホームページにて，風水害への知識等につ
いて掲載している。その他，住民向けに講習
会映像を公開し，啓発を行なっている。

〖継続実施〗
・毎年出前講座、防災講演会等を実施してい
る。【R1～】
・ホームページで防災知識を高めるための紹
介ページを設ける。
〖R2〗
・市役所ロビーや博物館にて、防災に関する
展示会を開催した。
〖R3〗
・講師を招き、防災知識の普及啓発、地域防
災力向上のための防災講演会を実施した。

〖継続実施〗
・市のホームページにおいて、過去の被害状
況や、水災害への備えなどについての啓発や
情報を掲載している。
・出水期前に、早めに避難していただくための
様々な情報取得先等を広報誌に掲載してい
る。(広報誌には、ゲリラ豪雨、大規模災害等
のキーワードを入れている。)
〖H28～〗
・希望者や希望する自治会に対して、ハザー
ドマップを使用した説明や講習会を実施した。

市内の明治43年の水害を伝える自然災害伝
承碑２基について、「地理院地図」に掲載し、
広く周知を行った。

・ハザードマップにより防災知識の周知。
・気象庁の防災情報など、災害情報のリンク
先をホームページに掲載。
・台風接近時に、注意喚起をホームページや
防災行政無線で行った。
・カスリーン台風７５周年についてホームペー
ジ掲載や動画の投稿などを行った。

・防災技術、防災知識の紹介ページを設けて
いる。
・過去の水災害の被害状況や水災害の備え
についてホームページ掲載するとともに、防災
情報ブログ、登録制メールなどで定期的に情
報を発信している。
・台風による市の被害や水害への備え等を、
毎年広報誌に掲載して市民に周知している。
・市民や事業所等からの要望に応じて、職員
出前講座でカスリーン台風による市の被害や
水害へ日頃の備え等について周知している。

毎月の広報紙に防災情報を発信する「防災一
口メモ」を引き続き実施した。
出水期頃の広報紙に風水害に関連する特集
記事を掲載した。
※広報紙はHPにおいても閲覧が可能
※広報誌に掲載した防災情報を出前講座でも
活用している

〖継続実施〗
・ホームページで災害写真の掲載や、防災知
識を高めるための紹介ページを設ける。

・防災ガイド・ハザードマップをホームページへ
掲載。
・防災講習会で防災ガイド・ハザードマップを
活用して周知。
・町の防災フェスティバルで、ハザードマップな
どを展示。
・広報紙やホームページ等でで各種防災対策
の周知。

〖継続実施〗
・町の歴史資料館において、「宮代の水害」と
いう特別展を実施したことがある。【平成21年
度】
〖H30〗
・町の歴史資料館において、企画展「古文書
に見る人々の暮らし３　弘化３年の水害」を実
施した。
〖R1〗
・台風19号に関する被害状況を町HPに掲載し
た。
〖R2～〗
・広報等で周知。

・まなびっちゃすぎと塾（防災講座）の実施。
・広報誌に掲載し、周知の実施。

・自主防災組織の会議や出前講座等で、ハ
ザードマップを用いた防災知識の啓発活動を
実施。

〖継続実施〗
・防災知識については、ホームページや防災
ハンドブックにより非常時持出品や避難場所
の位置等について周知をしている。
・河川の状態や水位が確認できるよう、ホーム
ページにリンク先として国土交通省（川の防災
情報）や各河川事務所（河川ライブ情報）の
ホームページを張り付けている。

・ホームページにて，風水害への知識等につ
いて掲載している。その他，住民向けに講習
会映像を公開し，啓発を行なっている。

・流山市域における江戸川の 高水位更新に
伴い、水害から命を守るためとの趣旨で冊子
を作成し、浸水想定区域の世帯に配布を行っ
た。

〖継続実施〗
・市のホームページにおいて、過去の被害状
況や、水災害への備えなどについての啓発や
情報を掲載している。
・出水期前に、早めに避難していただくための
様々な情報取得先等を広報誌に掲載してい
る。(広報誌には、ゲリラ豪雨、大規模災害等
のキーワードを入れている。)
〖H28～〗
・希望者や希望する自治会に対して、ハザー
ドマップを使用した説明や講習会を実施した。
〖R4～〗
・全自治会に対して、ハザードマップの内容の
説明会を実施した。市広報誌に情報を掲載し
た。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

37
小中学生を対象とした防
災教育の実施

・小中学校における水災害教育への取
組み

・国の支援により作成した指導計画等
を、協議会の関連市町村における全て
の学校に共有。
・引き続き防災教育に関する支援を実
施する学校を教育関係者等と連携して
決定し、指導計画等の作成に着手。

38
水災害の被害や教訓の伝
承、防災知識の住民への
周知

・水災害の被害状況や教訓・備え等の
防災知識を住民への周知するための
展示やホームページへの情報掲載

【鉄道事業者】
・平常時の鉄道利用者への啓発支援と
して、駅舎での大規模氾濫を想定した
取組や水防団募集の広報チラシの配
布、駅・車両内における水害に関する
防災情報の提供

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・ＤＶＤを使用した講演等を行っている。
・毎年、一部の避難所運営訓練にて、講演会
を実施している。
〖R1〗
・東京都が小、中、高等学校に配布した東京
マイタイムラインについて、作成の周知を行っ
た。
〖R2〗
・コロナ禍において訓練等を開催することは難
しく、開催に至れるものは少なかった。
〖R3〗
・一部の小学校で児童対象とした講演会を実
施した。

〖継続実施〗
・一部の小中学校では、特別授業としてＮＰＯ
や東京大学の学生が、水災害に関する講話
をしている。
〖H28～R1〗
・出前講座を実施した。
〖R2～〗
・東京都が東京マイタイムラインを配布してい
る。

〖継続実施〗
・小中学校の総合学習の中で、防災教育（地
震、風水害）を継続して実施している。【継続
中】
〖R2～〗
・すべての区立小学校でハザードマップを使
用した授業を実施。

〖継続実施〗
・必要に応じて出前講座を実施する。
〖R2〗
・小学生向けのマイ・タイムライン作成例を作
り、公開した。
・県庁見学に訪れた小学生を対象に、防災教
育を実施した。
〖R3〗
・県庁見学に訪れた小学生を対象に、水防災
教育を実施した。
・出前講座により、県内の小中学校において
水防災教育を実施した。

〖継続実施〗
・各土木事務所にて、河川水難事故防止のた
め、リーフレット等を用いて防災教育を実施し
ている。
〖R2～〗
・栃木市立大平西小学校において、防災に関
する県政出前講座を実施。
〖R3〗
・安足土木事務所が、足利市立久野小学校に
おいて河川水難事故防止の県政出前講座を
実施。
　県内では、安足土木事務所の事例を含め、
15校に対し河川水難事故防止の県政出前講
座を実施。
（ジャケットの着用体験や、リーフレット等を用
いた水難事故防止に関する説明の実施）

〖継続実施〗
・自治会に対し、河川管理（防災・減災）につい
て出前講座を実施している。
・水災害教育実施の支援（適宜）
〖R1〗
・小学生を対象とした副読本作成のため、水
災害関連の資料提供を行った。
〖R2〗
・令和3年度防災教育実施に向けたモデル校
選定、教材内容の調整を行った。
〖R3〗
・前橋市危機管理課と連携して共愛学園中高
生を対象に防災教育を実施。
・県減災対策協議会においてモデル校を選定
し、R3～R4の防災教育の実施に向けた打合
せを実施。

〖継続実施〗
・必要に応じて出前講座を実施する。
〖H29〗
・小学生を対象とした水防災イベントを実施し
た。
〖H30〗
・小学生を対象とした出前講座を実施した（２
校）。
・小学生を対象とした副読本作成のため、水
災害関連の資料提供を行った。

〖継続実施〗
・「防災意識高揚のための啓発動画」を活用し
て啓発を行っている。
〖R3〗
・千葉県教育委員会が作成した「学校安全の
手引」のワークシート等を活用し、安全教育を
推進した。

〖継続実施〗
・「東京防災」を活用した啓発支援に取り組ん
でいく。
〖H28～R2〗
・水害を含めた自然災害への対策等を学べる
「防災ノート」を都内小中学校の児童・生徒に
配布し、防災教育を推進した。
〖R3〗
・水害を含めた自然災害への対策等を学べる
「防災ノート～災害と安全～」を都内小中学校
の児童・生徒に配布し、防災教育を推進した。

〖R2〗
・行田市内小学校にて使用している副読本
に、武蔵水路の内水排除を掲載
〖R3〗
・行田市内小学校にて使用している副読本を
通じて、武蔵水路の内水排除に関する理解を
推進した。

〖継続実施〗
・河川事務所及び流域自治体の取り組みに協力する。
〖H28〗
・関東地方整備局と連携した学校防災教育の推進体制を整え、リーディン
グ校における体験授業の協力を実施した。
〖H30〗
・学校安全総合支援事業に参画し、流域の小学校の防災教育を支援。
〖R3〗
・小学校への出前講演を実施し防災教育を支援。（東京管区）
・「潮来市日の出小学校マイタイムライン講習」に参加協力（水戸）
・栃木県教育委員会主催の、とちぎ子どもの未来創造大学の出前講座「体
験気象学」において、実験を通した気象に関する講座を実施。（宇都宮）
・中学生の職場体験を受け入れ、体験学習の中で気象庁（気象台）の業務
の説明や実験を通して、気象及び防災知識の啓発を実施。（宇都宮）
・伊勢崎市立殖蓮中学校と連携して、中学生向けの「天気予報についての
解説動画」を作成し、同校に提供した。（前橋）

・一部の避難所運営訓練にて、講演会を実施
している。
・一部の小学校で児童を対象とした講演会を
実施した。

〖R4〗
・夏休み期間中に小学生とその保護者を対象
とした出前講座を実施した。

・すべての区立小学校でハザードマップを使
用した授業を実施。
・防災啓発のマンガ及びその冊子を作成。

・洪水ハザード内の全ての小学校においてマ
イ・タイムライン作成講座を実施することを目
標に活動した。

・小中学校からの出前講座の希望はなかった
が、大学等での出前講座を危機管理部局に
て複数実施。
・栃木土木事務所が栃木市立部屋小学校に
おいて、安足土木事務所が足利市立坂西北
小学校、佐野市立常盤小学校において、河川
水難事故防止の県政出前講座を実施。
・県内では、２事務所の事例を含め、16校の小
中学校に対し、水難事故防止の県政出前講
座を実施。

・県減災対策協議会における防災教育のモデ
ル校として、県内１０の小中学校で防災教育を
実施した。

・必要に応じて出前講座を実施する。 ・千葉県教育委員会が作成した「学校安全の
手引」　のマークシート等を活用し、安全教育
を推進した。

・水害を含めた自然災害への対策等を学べる
防災教育デジタル教材「防災ノート～災害と安
全～」を,、都内小中学校の児童・生徒を対象
に東京都教育委員会の「防災教育ポータルサ
イト」において配信し、防災教育を推進する。
（教育庁）
・防災教育デジタル教材「防災ノート」の提供
及び防災教育に関する通知等の周知ととも
に、学校からの問合せ等への助言を行い、各
私立学校の取組を支援する。（生活文化ス
ポーツ局）

・行田市内小学校にて使用している副読本を
通じて、武蔵水路の内水排除に関する理解を
推進した。

・教育機関に対する普及啓発として、教育委員会と連携し、生徒を対象とし
た出前講座の実施や、学校の教師を対象とした気象庁ワークショップを開
催し、教師から生徒に向けた適切な指導が行えることを目指すなど、普及
啓発のすそ野を広げる取組を進めている。（東京管区）
・学校安全総合支援事業実践委員会委員（自然防災アドバイザー）に委嘱
され、実践委員会や研修会等に出席し助言等を行った。（水戸）
・県教育研修センターの研究授業（台風と防災）において、助言や質問対
応を行った。（水戸）
・栃木県教育委員会主催の、とちぎ子どもの未来創造大学の出前講座「体
験気象学」において、実験を通した気象に関する講座を実施した。（宇都
宮）
・中学生の職場体験を受け入れ、体験学習の中で気象庁（気象台）の業務
の説明や実験を通して、気象及び防災知識の啓発を実施した。（宇都宮）
・群馬県河川課と連携し、小学4年生に対して「急な大雨、雷、竜巻から身
を守るために」防災教育を実施した。（前橋）
・深谷市社会福祉協議会の災害ボランテイア養成講座で気象と災害に備
える講演を実施した。また、小中学生を対象に天気と災害に備える講演な
どを実施。本庄東高等学校附属中学校において、急な大雨から身を守る
ための出前講座を実施した。（熊谷）
熊谷市「わくわく探検隊」にて、「気象台のしごと」を講演し、ペットボトル、雨
粒浮遊実験など防災知識の普及等を実施。（熊谷）

・講演会や説明会等を引き続き実施していく。 ・今後も要請があれば、実施する。 引き続き、水防災教育の実施を推進する。 ・引き続き、学校の要望に応じて防災、河川水
難事故防止等に関する県政出前講座を行う。

・実施した防災教育の教材等をオープンデー
タ化。

〖継続実施〗
・必要に応じて出前講座を実施する。

・学校安全に関する研修等を通じて、「防災意
識高揚のための啓発動画」や「学校安全の手
引」の活用を周知していく。

・水害を含めた自然災害への対策等を学べる
防災教育デジタル教材「防災ノート～災害と安
全～」を、都内小中学校の児童・生徒を対象
に東京都教育委員会の「防災教育ポータルサ
イト」において配信し、防災教育を推進する。
（教育庁）
・防災教育デジタル教材「防災ノート」の提供
及び防災教育に関する通知等の周知ととも
に、学校からの問合せ等への助言を行い、各
私立学校の取組を支援する。（生活文化ス
ポーツ局）

・継続実施。 ・引き続き、小中学生を対象とした水害教育を適宜行う。（全体）

〖R1〗
・国の支援により作成した指導計画等を活用
し、学校への共有を図っていく。

〖R1〗
・出前講座を実施する。
〖R3〗
・小中学生に配布しているタブレットに、かつ
ラッパのアプリをダウンロードすることとした。

― 〖継続実施〗
・国の支援により指導計画等が作成され次
第、協議会の関連市町村における全ての学
校に共有する。
・適宜教育関係部局と連携を図る。
〖R2〗
・教育関係部局と連携し、防災教育について
協議。
〖R3〗
・防災教育の推進について、県教育関係部局
と連携した

〖R2〗
・令和3年度防災教育実施に向けたモデル校
選定、教材内容の調整を行った。
〖R3〗
・県減災対策協議会においてモデル校を選定
し、R3～R4の防災教育の実施に向けた打合
せを実施。

〖継続実施〗
・必要に応じて出前講座を実施する。

〖R1〗
・平成29年3月31日に改訂された新学習指導
要領の実施に向けて各学校へ支援した。
・情報提供等を通じて各私立学校における防
災教育の取組を支援した。
〖R3〗
・平成29年3月31日に改訂された学習指導要
領の実施に向けて各学校へ支援した。（教育
庁）

・すべての区立小学校でハザードマップを使
用した授業を実施。

・防災教育の推進について、県教育関係部局
と連携した

・県減災対策協議会における防災教育のモデ
ル校として、県内１０の小中学校で防災教育を
実施した内容を、協議会や地域部会で共有。

・必要に応じて出前講座を実施する。 平成29年3月31日に改訂された学習指導要領
の実施に向けて各学校への支援を実施する。
（教育庁）

継続して、関係機関との連携を図る。 ・実施した防災教育の教材等をオープンデー
タ化。

〖継続実施〗
・必要に応じて出前講座を実施する。

平成29年3月31日に改訂された学習指導要領
の実施に向けて各学校への支援を実施する。
（教育庁）

〖継続実施〗
・家屋や道路の浸水被害をＨＰにて公表して
いる。
・水災害の防災情報については、ＨＰや広報
誌にて情報提供している。
・総合防災訓練（年１回開催）において、普及
啓発のための展示ブースを設けている。
・広報誌や講演会等でで水害時の対応などに
ついて掲載し、周知していく。
〖H28〗
・総合防災訓練にて水災害に関する普及啓発
を実施。
〖H29〗
・東京都による水害リスク啓発事業（水害リス
ク啓発WSやまち歩き）を区内５町会を対象に
行った。
・区内４町会・自治会の地区防災計画（水害対
策編）の策定支援を行った。
〖H30〗
・一部の避難所運営訓練や地域からの要請に
より水害に関する講演会を実施。
〖R1〗
・台風１９号で増水した荒川をドローンで空撮
し、区が情報発信している。
〖R3〗
・土のう作成方法、簡易水防工法等の紹介動
画を公開している。
・ショッピングモールで水害をメインにした防災
普及啓発を実施した。

〖継続実施〗
・カスリーン台風による区の被害や水害への
備え等を、毎年広報誌に掲載して区民に周知
している。
・区民や事業所等からの要望に応じて、職員
出前講座でカスリーン台風による区の被害や
水害への備え等について周知している。
〖R2～〗
・ハザードマップ説明会のなかで、カスリーン
台風による区の被害等についても解説した。

〖継続実施〗
・区のホームページや、くらしの便利帳（全戸
配布）において防災に関する情報を掲載して
いる。【継続中】
・町会・自治会等を対象とした防災に関する説
明会等は継続して毎年開催している。
〖H30〗
・区民向け水害DVDを作成して周知。
〖R1、R3〗
・水害ハザードマップ説明会を町会、自治会へ
開催実施中。
〖R3〗
・区民ニュースにて水防災の啓発番組を制
作。

〖継続実施〗
・パンフレット作成による意識啓発を継続実
施。
〖R1〗
･防災タウンページを修正・配布。
〖R1～〗
・パンフレット「自分の身は自分で守る」を修
正・配布。
〖R2〗
・複合型ショッピングモールにて、防災啓発イ
ベントを開催した。
〖R3〗
・水防災啓発チラシを作成し、配布した。
・複合型ショッピングモールにおける防災啓発
イベントを企画している。

〖継続実施〗
・毎年、ローカルテレビ（とちぎテレビ）やケー
ブルテレビにて防災に関する番組の配信を
行っている。
〖H29〗
・関東・東北豪雨の記録を作成し、県立図書
館等へ配付した。
〖H30〗
・「マイ・タイムライン」の作成を促すため、県Ｈ
Ｐに特設ページを作成。
〖R3〗
・ローカルテレビ（とちぎテレビ）と、水防月間
及び土砂災害防止月間に焦点を当てた番組
を作成し、放送。水災害に関する防災知識を
県民へ周知した。
・ケーブルテレビと、令和元年東日本台風の
被災現場復旧状況や防災知識に関する番組
を作成し、放送。災害の教訓や水災害に対す
る備えについて、県民へ周知した。

〖継続実施〗
・県管理河川の内、洪水予報河川及び水位周
知河川について浸水想定区域図（計画規模に
よるもの）を作成公表している。
・「ぐんまウォーターフェア」にて啓発資料を展
示し、説明。
・水防災教育実施の支援（適宜）。
〖H28〗
・H28 7月：「ぐんまウォーターフェア」にて啓発
資料を展示し、説明実施。
 ・H29.2月：防災講演会の実施【大規模水害時
の住民避難を考える】（一般公開）
〖H29〗
・H29.7月までに洪水浸水想定区域図（県管理
分)を公表。
･洪水浸水想定区域図内の要配慮利用施設
簡易閲覧システムの市町村への配布及び説
明会の開催
〖H30〗
・群馬県全河川の水害リスクを示した「水害リ
スク想定マップ」を公表した。
・県民に対して出前なんでも講座「水害に備え
て」を開設した。
〖R3〗
・県ＨＰにマイ・タイムライン（個人の避難行動
計画）の特設サイトを開設。
・県公式YouTubeチャンネル「tsulunos」や台風
接近時に群馬県防災ツイッターにマイ・タイム
ライン作成動画を投稿。

〖継続実施〗
・県民の方を対象とした出前講座の実施。
・水防月間の広報、懸垂幕による啓発活動の
実施を検討
〖H28〗
・埼玉県川の防災情報ホームページや河川防
災のホームページを設立
・要配慮者利用施設管理者への河川防災に
関する説明会を開催。
〖H29～H30 〗
・水防災イベントを実施。

〖継続実施〗
・県で配布している広報資料に水害への知識
と備えについて掲載、またＦＭラジオでの防災
ＣＭで夏の時期には洪水や土砂災害につい
て放送。
〖R3〗
・出水期前に広報だよりや啓発ポスター、ＳＮ
Ｓ等を活用し、水害等の普及啓発を実施した。

〖継続実施〗
・デジタルサイネージ等を活用した普及啓発、
広報と連携した啓発支援に取り組んでいる。
・防災アプリやHP等を活用した普及啓発を広
報と連携し実施している。
〖R3〗
・デジタルサイネージ、Twitter等を活用し、啓
発支援に取り組んでいる。
・ホームページで過去の浸水実績について公
表している。また、各種パンフレットや広報誌
等を活用し、水防災情報の発信を実施してい
る。

〖R1〗
・武蔵水路の内水排除や台風19号における操
作等について、ホームページにて公表すると
ともに、鴻巣市（8月）や行田市（11月）のイベ
ントに参加し説明
〖R2〗
・武蔵水路の内水排除の実施について、ホー
ムページにて公表
・行田市及び鴻巣市の広報誌（11月号）に武
蔵水路の内水排除について掲載
〖R3〗
・武蔵水路の内水排除の実施（３回）につい
て、ホームページにて公表した。

〖H28〗
・各取組への協力方法などについて検討を行った。
・パンフレット「大雨や台風に備えて」「集中豪雨への備え」を内容改定し、防災イベント等での
配布に取り組むほか、ホームページ上でも公開している。
〖H29〗
・「危険度を色分けした時系列」、「警報級の可能性」及びメッシュ情報を活用した大雨、洪水注
意報警報の改善について、ホームページや防災イベントを通じて区民に周知した。
〖H30～R1〗
・防災気象情報の利用・活用について、ホームページや防災イベントを通じて住民に説明した。
〖R2〗
・動画教材「大雨のときにどう逃げる？」（eラーニング）の提供を開始。
〖R3〗
・防災気象情報の利用等について、ホームページやツイッターをに掲載した。（東京管区）
・防災意識啓発シンポジウム（県主催・宇都宮市・気象台共催）において、防災知識啓発のため
の出展（予定）。（宇都宮）
・毎月、ラジオ（2局）出演により、防災知識の周知・広報を実施。（宇都宮）
・令和3年5月の災対法改正に伴う「新たな避難情報に関するポスター」（内閣府・消防庁）を、
庁舎の掲示板に常時掲示している。（前橋）
・「キキクル」等のパンフレット・リーフレットを、庁舎のチラシ置き場に常時設置（必要に応じて
補充・交換）している。また、防災イベント等での配布も行っている。（前橋）

・大規模商業施設で水害をメインにした防災
普及啓発を実施した。
・土のうの積み方、家庭でできる水防工法等
について、出前講座を実施した。

〖継続実施〗
・カスリーン台風による区の被害や水害への
備え等を、毎年広報誌に掲載して区民に周知
している。
・区民や事業所等からの要望に応じて、職員
出前講座でカスリーン台風による区の被害や
水害への備え等について周知している。

・水害からの避難に関する多言語の動画を作
成。（日本語、やさしい日本語、英語、中国
語、韓国語、ヒンズー語）

・県庁2F掲示コーナーにて、水防啓発展を開
催し、県民に河川情報システム及びキキク
ル、水防工法の紹介を掲示し、水防災知識を
周知した。
・複合型ショッピングモールにおける防災啓発
イベント開催した。

・ローカルテレビ（とちぎテレビ）と、水防月間
及び土砂災害防止月間に焦点を当てた番組
を作成し、放送。水災害に関する防災知識を
県民へ周知した。

県民向け情報提供サイト「かわみるぐんま」を
開設。

・県民の方を対象とした出前講座の実施。
・水防月間の広報、懸垂幕による啓発活動の
実施を検討

・出水期前に広報だよりや啓発ポスター、SNS
等を活用し、水害等の普及啓発を実施。

・デジタルサイネージ、Twitter等を活用し、都
民の意識啓発に取り組む。
・今後、更なる利便性向上に向け、浸水実績
の公表方法の見直しやより多くの住民へ周知
する方法について検討・改善していく。

・武蔵水路の内水排除の実施（５回）につい
て、ホームページにて公表した。
・7/12の内水排除について記者発表した。

・自治体が主催する防災イベントで、パンフレット等資料の配布を行った。
（全体）
・教育機関や公的機関、報道機関からの要請を受け、出前講座や気象台
見学、ラジオ出演等を随時行い、水災害を含めた防災知識の普及啓発を
行った。（全体）
・パネル展示（地球環境から防災へ）を行った。（水戸）
・防災気象情報の解説用パンフレットを、気象台内に継続的に設置してい
る。（熊谷）
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

37
小中学生を対象とした防
災教育の実施

・小中学校における水災害教育への取
組み

・国の支援により作成した指導計画等
を、協議会の関連市町村における全て
の学校に共有。
・引き続き防災教育に関する支援を実
施する学校を教育関係者等と連携して
決定し、指導計画等の作成に着手。

38
水災害の被害や教訓の伝
承、防災知識の住民への
周知

・水災害の被害状況や教訓・備え等の
防災知識を住民への周知するための
展示やホームページへの情報掲載

【鉄道事業者】
・平常時の鉄道利用者への啓発支援と
して、駅舎での大規模氾濫を想定した
取組や水防団募集の広報チラシの配
布、駅・車両内における水害に関する
防災情報の提供

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
･講演会及び出前講座を実施する。
〖H28～H29〗
・小学生を対象とした水防学校を関係する自
治体とともに実施（継続実施）
〖H30〗
・平成30年10月10日（水）、10月16日（火）、10
月24日（水）に、板倉町の小学校４年生を対象
に開催された「板倉町水防学校」の支援を実
施した。
・この防災教育の取り組み内容をまとめたリー
フレットを作成し、協議会メンバーに配布し、情
報共有を図った。

〖継続実施〗
・実施に向け検討する。（◯）

〖継続実施〗
・実施に向け検討する。（◯）
〖R3〗
・要請内容を踏まえ、実施の検討をする。

〖継続実施〗
・災害ポスター掲示（駅構内・車両内）
・安全ポケットガイド配布（多言語対応）
・災害ポスター掲示（駅構内・車両内）（▲）

〖継続実施〗
・平常時の鉄道利用者への啓発支援として、
駅舎での大規模氾濫を想定した取組や水防
団募集の広報チラシの配布、駅・車両内にお
ける水害に関する防災情報の提供に協力す
る。（◯）
〖R3〗
・水害に関する防災情報の提供（ポスター、チ
ラシ）に協力

〖継続実施〗
・啓発支援内容により検討する。ポスター等に
よる周知については依頼書の提出等の手続
が必要となります。（◯）

〖継続実施〗
・鉄道利用者への啓発支援として、広報チラシ
の配布等、駅構内での情報掲出に協力する。
（◯）

〖継続実施〗
・啓発内容等により検討する。ポスター等での
周知は関係部署と協議したうえでの実施とな
る。（◯）

〖継続実施〗
・カスリーン台風祈念式典等を開催する。
･講演会及び出前講座を実施する。
〖H28〗
・カスリーン台風７０周年関連行事の開催（防
災講演会、実行委員会など、Ｈ２８着手）
〖H29〗
・カスリーン台風７０周年関連行事の開催（防
災講演会、実行委員会など、Ｈ２９継続実施）

・継続した取り組みとして、実施に向けて検討
する。

・要請内容を踏まえ、実施の検討をする。 〖継続実施〗
・災害ポスター掲示（駅構内・車両内）
・安全ポケットガイド配布（多言語対応）
・災害ポスター掲示（駅構内・車両内）（▲）

・水害に関する防災情報の提供（ポスター、チ
ラシ）に協力

〖継続実施〗
・啓発支援内容により検討する。ポスター等に
よる周知については依頼書の提出等の手続
が必要となります。（◯）

〖継続実施〗
・鉄道利用者への啓発支援として、広報チラシ
の配布等、駅構内での情報掲出に協力する。
（◯）

〖継続実施〗
・啓発内容等により検討する。ポスター等での
周知は関係部署と協議したうえでの実施とな
る。
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

今後の
取り組み方

・様々な媒体を活用して、防災情報の周知をし
ていく。

継続して実施 〖R5〗
・引き続き広報誌等で水害への備えなどの特
集を行う予定

・ホームページや広報紙等を活用した防災知
識の普及に努める。

・継続して実施。 町民に対する防災知識や備え等については、
広報紙や町ＨＰ等で毎年周知を行う。

継続 上記ハザードマップを用いた防災講話を実施
していく。

継続して実施 ・要望に応じて自治会や各団体に対して防災
出前講話を実施する。

・継続して実施する。 ・引き続き、防災知識を周知していく。 ・継続して実施
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具体的取組 主な内容 目標時期

今後の
取り組み方

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
・継続して実施 ・「館林市の防災を考える日」事業として、パネ

ル展示、広報紙に特集を掲載する。
・市防災訓練（隔年実施）において住民参加型
の訓練を実施する。

・上記取組を継続実施 ・今後も様々な企画を計画しながら、住民の皆
さんに防災の知識を周知していく。

・今後もパネル展等を通して防災啓発を行っ
ていく。

・今後も継続実施していく。 今後も継続して取り組みを行う。 引き続き実施する。 ・継続して実施。 ・従前のとおり実施。
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具体的取組 主な内容 目標時期

今後の
取り組み方

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
引続き、わかりやすい情報提供を検討する。 ・上記を継続して実施 ・上記取組を継続して実施予定 ・講座及びハザードマップにより、水害時の浸

水想定や備え等の防災知識を住民へ周知す
る

上記取組を継続して行う。 ・継続して住民を対象とした出張講座を実施。
・引き続き、過去の水害状況をまとめた地図を
窓口及び市のホームページで閲覧できるよう
にする。
・住民参加型の帰宅困難者対策訓練を実施
予定。

必要に応じて見直していく。 ・継続して実施 防災知識を広く住民へ周知するため、継続し
て、普及啓発に努める。

継続して実施。
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具体的取組 主な内容 目標時期

今後の
取り組み方

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
・市の災害の歴史について周知できるよう関
係各課と調整していく。

・継続して実施。 上記のとおり引き続き取り組みを行っていく。 ・引き続き、防災情報を発信する。 ・継続して実施 ・継続して実施。 ・広報やホームページ掲載などで周知する ・地域住民にさらなる周知の実施。 ・ハザードマップを用いた防災知識の啓発活
動を実施する。

今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

・引き続き，ホームページにて風水害への知
識等について掲載及び住民向けに講習会映
像を公開し，啓発を行なっていく。
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具体的取組 主な内容 目標時期

今後の
取り組み方

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
・今後も様々な機会を捉えて防災普及啓発を
行っていく。

引き続き、住民への水災害の教訓や備え等防
災知識の周知・啓発を推進する。

・引き続き、メディア等を利用した防災知識等
の住民への周知を行う。

・引き続き、各種イベントやＨＰを活用して防災
知識を住民へ周知。

〖継続実施〗
・県民の方を対象とした出前講座の実施。
・水防月間の広報、懸垂幕による啓発活動の
実施を検討

・引き続き普及啓発に努めていく。 ・引き続き、デジタルサイネージ、Twitter等を
活用し、都民の意識啓発に取り組む。
・今後、更なる利便性向上に向け、浸水実績
の公表方法の見直しやより多くの住民へ周知
する方法について検討・改善していく。

・継続実施。 ・引き続き、上記取り組みを通じ、水災害に関する普及啓発を行う。（全体）
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具体的取組 主な内容 目標時期

今後の
取り組み方

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
・実施する際には、協議をお願いします。 ・要請内容を踏まえ、実施の検討をする。 〖継続実施〗

・災害ポスター掲示（駅構内・車両内）
・安全ポケットガイド配布（多言語対応）
・災害ポスター掲示（駅構内・車両内）（▲）

・水害に関する防災情報の提供（ポスター、チ
ラシ）に協力

・啓発支援依頼があれば、協力していく。 自治体からの依頼があれば協力する。 〖継続実施〗
・啓発内容等により検討する。ポスター等での
周知は関係部署と協議したうえでの実施とな
る。
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

２）ソフト対策の主な取り組み　②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

　Ｊ）より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害
対策本部から直接消防団へ連絡することとし
ている。
・水防警報等の河川水位に係る情報は、市消
防本部から水防団や市政協力員へ連絡をし
ている。
・H30年 5月から、利根川・渡良瀬川・思川に
おける「緊急速報メールを活用した洪水情報
のプッシュ型配信」を開始した。
・市役所から関係機関等への連絡系統図を準
備している。
〖R2～〗
・防災・防犯メールや、ホームページ等によ
り、河川水位等の情報伝達方法を確立してい
る。

〖継続実施〗
・水防団の災害時の行動マニュアルを策定
し，情報伝達手段を明記する。【平成28年度
～】

〖継続実施〗
・災害時優先携帯電話を各分団に貸与してお
り、情報伝達を行っている。
〖H29〗
・平成29年5月より、小貝川（水海道小貝川水
位観測所）における「緊急速報メールを活用し
た洪水情報のプッシュ型配信」を開始。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は，災害
対策本部業務対策本部から直接消防団へ連
絡することとしている。
・市役所から関係機関等への連絡系統図を準
備している。
〖R3〗
・市から関係機関への連絡系統図を確認し
た。

〖継続実施〗
・河川水位に関しては状況に応じて消防団等
に直接提供している。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害
対策本部から直接消防団へ連絡することとし
ている。
・水防団（消防団）への情報伝達手段として、ト
ランシーバーを配備した。
・携帯電話の電波網が使用できる間は、携帯
電話やＬＩＮＥアプリ等を活用して、通話及び画
像の一斉送信等により情報を伝達することを
想定している。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害
対策本部から直接消防団に連絡することとし
ている。
〖H29～R2〗
・スマホを利用した情報伝達手段（プッシュ型）
について実証実験中
〖R3〗
・各消防団（水防団）詰所へのデジタル方式防
災行政無線戸別受信機を設置

〖継続実施〗
・水防団の災害時の行動マニュアルを策定
し，情報伝達手段を明記する。
〖H30～〗
・消防本部から水防団（消防団）へ伝達される
・登録制メールにより自動配信される

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、市消
防本部から水防団へ連絡をしている。
・避難判断・伝達マニュアルを作成する。【平
成28年度】
〖H29～R2〗
・避難判断・伝達マニュアルを基に、対応にあ
たった。
〖R3〗
・特になし。

〖継続実施〗
・消防本部を通じて消防団に連絡する。
〖H28～R2〗
・河川巡視を行う消防本部から、災害警戒本
部へウエアラブルカメラでの動画送信。
〖R3〗
・登録制メールにより自動配信される

〖継続実施〗
・消防無線、Ｅメール指令装置、小山市安全安
心情報メール。
〖R3〗
・市役所新庁舎の災害対策本部システムから
タブレット等による情報収集伝達する。

〖継続実施〗
・消防団長を災害対策本部員としており、河川
水位に係る情報は、本部会議の際、伝達して
いる。
・水防警報等の河川水位に係る情報は、町か
ら水防団へ連絡をしている。

〖継続実施〗
・河川水位に係る情報は、市消防本部から消
防団へメールにて連絡している。
・消防本部では、毎年度出水期前に水防担当
者会議を実施し、情報伝達や重要水防箇所、
水位観測所等について周知を図っている。ま
た、毎年度、消防団に対し水防訓練（マニュア
ル説明及び資器材取扱い訓練）を実施し、訓
練のみでなく水防に関することについて説明、
周知を図っている。

令和4年度の
取組内容

・防災・防犯メールや、ホームページ等によ
り、河川水位等の情報伝達方法を確立してい
る。

継続実施。一括で情報伝達できる体制の整
備。

〖継続実施〗
・災害時優先携帯電話を各分団に貸与、情報
伝達を行っている

・市から関係機関への連絡系統図を確認し
た。

前年度同様、継続実施。 水防団（消防団）が日頃実施する訓練や緊急
出動時において、配備しているトランシーバー
を積極的に使用するよう依頼した。

継続 令和３年度までの取組内容と変更なし 避難判断・伝達マニュアルを基に、対応にあ
たった。

登録制メールにより自動配信される。引き続き
継続する。

前年度までの情報伝達方法を継続して実施。 ・上記連絡体制を継続 ・河川水位に係る情報は、市消防本部から消
防団へメールにて連絡している。
・出水期前に水防担当者会議を実施し、情報
伝達や重要水防箇所、水位観測所等につい
て周知。また、消防団に対し水防訓練（伊勢崎
市消防団水防活動マニュアル説明及び資器
材取扱い訓練）及び避難行動要支援者対策
説明と周知

今後の
取り組み方

令和４年度までの実施を継続して実施してい
く。

継続して実施し、必要に応じて見直し 〖継続実施〗
・引き続き災害時優先携帯電話を各分団に貸
与、情報伝達を行う

・連絡系統図を必要に応じて見直しする。 ・継続して実施。 トランシーバーによる情報伝達が無駄なく、正
確に行えるよう、通信訓練等を実施する。

継続 上記の取り組みを継続する。 水防団への河川水位に係る情報の伝達体制
を引き続き確保する。

引き続き継続する。 ・継続して実施する。 ・上記連絡体制を継続 ・継続して実施

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・各水防団の受け持ち区間（水防警戒受け持
ち区間図）があり、指令を受けて巡視を実施す
る。
・出水期を前に、国、県、市、水防団と危険個
所の再確認を行う。【H29～】

〖継続実施〗
・水防団の災害時の行動マニュアルを策定
し、河川の受け持ち区間の設定及び巡視内容
についても明記する。【平成28年度～】

〖継続実施〗
・巡視の受け持ち区間が設定されている。
〖H28〗
・巡視区間の再確認、関係部署との連絡体制
の確認を行った。

〖継続実施〗
・各消防団の受け持ち区間があり，指令を受
けて巡視を実施する。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖継続実施〗
・分担の区域があり、要請に基づき巡視を行
う。

〖継続実施〗
・水防団の巡視活動については、五霞町水防
計画書において各分団の受け持ち区間を行
政区単位で示しており、本部からの指令を受
けて巡視を実施することとしている。水防計画
書については、毎年、行政区長及び水防団に
対し、説明会を開催している。

〖継続実施〗
・非常時には水防団に地域の河川の巡視を依
頼している。

〖継続実施〗
・水防団の災害時の行動マニュアル（仮称）を
策定し、河川の受け持ち区間や巡視内容につ
いて明記する。
（利根川については、市域にないため巡視対
象外）
〖H30〗
・出水期前に合同点検を実施。
・気象警報時等の巡視班及び巡視区間を活
動マニュアルとして作成
〖R1～〗
・分団毎に管轄区間が決められている。

〖継続実施〗
・各水防団の受け持ち区間があり、指令を受
けて巡視を実施する。
・水位観測情報をパソコンだけでなく、目視も
行い、水位上昇が見られたら、市内全ての河
川を巡視する。
・毎年、危険箇所の点検等を実施し、危険箇
所を把握している。
・継続的に危険箇所の点検等を実施し、危険
箇所を把握していく。
〖R3〗
・出水期前に危険箇所の点検を実施した。

〖継続実施〗
・各消防団の担当地区内の河川巡視。
〖R2～R3〗
・出水期前に危険箇所の点検を実施した。

〖継続実施〗
・水防計画による監視ポイントの設定により巡
視を行い、各地点において冠水、越水となる
恐れを監視。
・監視している団員には安全管理のため、ライ
フジャケット着用を図る。
〖H28～H30〗
・実施済み。
〖R1～R2〗
・前年度の内容を引き続き実行
〖R3〗
・実災害の検証を生かした監視エリアについ
て引き続き実施した。

〖継続実施〗
・町水防計画において、消防団（水防団）が実
施する巡視区間を設定している。
〖R3〗
・町水防計画の改訂の際に巡回区間の見直し
についても検討

〖継続実施〗
・消防機関、各消防団が管轄区域の河川を巡
視している。
・消防団員にライフジャケット、トランシーバー
を配備している。
・本市消防本部では、毎年度出水期前に水防
担当者会議を実施し、情報伝達や重要水防
箇所、水位観測所等について周知を図ってい
る。また、毎年度、消防団に対し水防訓練（マ
ニュアル説明及び資器材取扱い訓練）を実施
し、訓練のみでなく水防に関することについて
説明、周知を図っている。
〖R2〗
・消防団水防活動マニュアルを作成した。
〖R3〗
・R2に作成した伊勢崎市消防団水防活動マ
ニュアルについて、再度消防団に河川巡視の
受け持ち区間等の説明を行った。

令和4年度の
取組内容

・各水防団の受け持ち区間（水防警戒受け持
ち区間図）があり、指令を受けて巡視を実施す
る。
・出水期を前に、国、県、市、水防団と危険個
所の再確認を行う。

継続実施 〖継続実施〗
・巡視の受け持ち区間が設定されている。

・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。 体制について前年度から変更なし ６月、渡良瀬川三国橋下流側河川敷で実施さ
れた令和４年度２市１町水防訓練（古河市担
任）に境町消防団（本部及び各分団長）を研
修させた。

令和３年度までの取組内容と変更なし 出水期前に危険箇所の点検を実施した。
・出水期前に危険箇所の点検を実施した。

・R3同様に引き続き実施した。 ・進捗なし ・伊勢崎市消防団水防活動マニュアルについ
て継続した説明の実施

今後の
取り組み方

令和４年度までの取り組みを継続して実施。 継続して実施し、必要に応じて見直し 〖継続実施〗
・巡視の受け持ち区間が設定されている。

・消防団の状況を考慮し，必要に応じて対応を
検討する。

・継続して実施。 今後も継続して、水防計画書の説明会を出水
期に合わせて実施する。

継続
令和５年度２市１町水防訓練を境町担任で実
施予定（時期・場所別示）

上記の取り組みを継続する。 継続して実施 ・各消防団の担当地区内の河川巡視を継続
する

・継続して実施する。 ・引き続き、適宜見直しを検討していく。 ・継続して実施

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・土のうを総和庁舎、三和庁舎に分散して保
管している。他に土嚢ステーションにも保管し
ている。土のう袋等は水防倉庫に保管してい
る。
〖H29〗
・市内７箇所に土のうを保管する「土のうス
テーション」を設置した。
〖R3〗
・土のうステーションに保管している土のうの
補充。

〖継続実施〗
・土のう、ブルーシート等を水防倉庫に分散し
て保管している。
・年に一回，水防倉庫の点検を水防団と市合
同で実施している。

〖継続実施〗
・発電機や排水ポンプ等を浸水想定区域外で
ある、市役所庁舎敷地内に保管している。
・消費した分の土のうについて職員で作成し
た。
〖H28～29〗
・水防事務組合で保有する、水防倉庫の確認
を実施。

〖継続実施〗
・土嚢及び土嚢袋・ブルーシート・発電機を保
管している。
〖H29〗
・上記に加え灯光器を購入。
〖H30〗
・上記に加えライフジャケットを購入。
〖R3〗
・土のう袋を購入した。

〖継続実施〗
・土のう、シート等を市所有二か所の水防倉庫
に保管ししている。

〖継続実施〗
・資機材の数量が十分ではない場合は、購入
を検討する。また、格納する水防倉庫も必要
ならば増設する。
〖R2〗
・利根川栗橋流域水防事務組合の水防計画
に基づき、水防倉庫の設置及び資機材整備
がされている。
・町独自の水防倉庫は現時点で未整備。
〖R3〗
・本町は、利根川栗橋流域水防事務組合の構
成市町であり、毎年、組合が町内に設置する
水防倉庫ごとに保管している資機材の点検及
び数量等の報告を実施している。

〖継続実施〗
・水防資機材を水防倉庫等に分散保管してい
る。
・土嚢ステーションを町内へ設置
〖H29〗
・土嚢ステーション１ヶ所追加予定
〖R3〗
・８月、境町宮本町地内の水防倉庫内の点検
及び倉庫周辺の除草作業を実施

〖継続実施〗
・整備している水防資機材の備蓄状況、保管
場所、点検管理の実施状況等の情報共有を
図る。
〖R3〗
・水防資機材の整備・点検を継続している。

〖継続実施〗
・土のう、縄、シートを消防団の水防倉庫に分
散して保管している。
・点検は数か月に１度実施している。
・資機材の数量が十分とは考えられないの
で、今後、拡充を検討する。
〖R3〗
・水防資器材の適正な管理に努めた。

〖継続実施〗
・市内１１箇所の水防倉庫へ資機材を保管し
ている。
・消防団車両にライフジャケットを積載する。
〖R3〗
・継続して、資機材の管理を行う。

〖継続実施〗
・消防署及び分署等のほか、過去の水害被害
があった場所付近の公園に土のうを配備し、
また、水防工法に対応する資機材を配備して
いる。
・毎年、出水期前の水防資機材の点検を実施
している。
〖H28～H30〗
・公園、自治会公民館、集会所、消防署、分署
等に土のう６，２００袋を配備済み。
〖R2〗
・台風、ゲリラ豪雨時に備え、排水ポンプ車で
の排水作業の訓練を実施。
〖R3〗
・排水ポンプ車操作訓練の実施した。

〖継続実施〗
・毎年度、水防費予算において、土のう・砂等
を購入している。
〖R3〗
・出水期前に資機材の種類、数量の確認を実
施。
・資機材整備の実施。

〖継続実施〗
・各水防倉庫に土のう、縄、杭等を保管してい
る。
・資器材の在庫調査を定期に実施し、必要に
応じ資器材の補充等を実施している。
・消防団員にライフジャケット、トランシーバー
を配備している。
〖R3〗
・水防資器材及び完成土のう等の備蓄状況に
ついて、出水期前の５月に調査を行った。

令和4年度の
取組内容

・土のうステーションを1か所増設し、市内8か
所とした。
・土のうステーションの場所を市ホームページ
に公開した。

・土のう、ブルーシート等を水防倉庫に分散し
て保管している。

〖継続実施〗
・発電機や排水ポンプ等を浸水想定区域外で
ある、市役所庁舎敷地内に保管している
・消費した分の土のうについて職員で作成した

・土のう袋を購入した。 前年度同様、継続実施。 体制について前年度から変更なし 水防資器材の点検・整備を継続 令和３年度までの取組内容と変更なし 水防資器材の適正な管理に努めた。 継続して、資機材の管理を行う。 ・排水ポンプ車運用訓練を実施する。 ・上記内容を継続 ・水防資器材及び完成土のう等の備蓄状況に
ついて、出水期前の５月に調査を実施

今後の
取り組み方

土のうの保管および補充を継続して実施して
いく。

継続して実施 〖継続実施〗
・発電機や排水ポンプ等を浸水想定区域外で
ある、市役所庁舎敷地内に保管している
・消費した分の土のうについて職員で作成す
る

・不足している水防資機材を検討し，必要に応
じて購入する。

・継続して実施。 今後も、定期的に水防資機材の点検を実施
し、組合管理者（久喜市）と状況の共有を図
る。

継続 上記の取り組みを継続する。 継続して実施 継続して、資機材の管理を行う。 ・各種水防資機材の点検を実施し、維持管理
する。

・資機材の把握及び整備を実施していく。 ・継続して実施

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

39
河川水位等に係る情報提
供

・出水時における水防団等への河川水
位等の情報伝達方法の確立

40
河川の巡視区間、水防活
動の実施体制の見直し

・水防団が行う河川巡視の受け持ち区
間や巡視等水防活動の実施体制の見
直し

【鉄道事業者】
・洪水氾濫のおそれのある際、関係市
区町の水防活動（堤防巡視）のため、
水防団員が参集する時の移動手段とし
て鉄道やバスを利用することに協力す
る。

41
水防資機材の情報共有や
相互支援の仕組みの構築

・市区町で整備している水防資機材の
整備、保管場所の確保、点検管理の実
施

【鉄道事業者】
・河川管理者等が備蓄している水防資
機材や災害対策車両の情報共有や相
互支援の連絡網を構築する。

42
効率的、効果的な水防活
動のため、洪水に対しリス
クが高い区間情報の提供

・洪水に対してリスクの高い区間を分か
りやすく図示した情報図の作成と水防
団等への提供
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具体的取組 主な内容 目標時期

２）ソフト対策の主な取り組み　②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保の

　Ｊ）より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

39
河川水位等に係る情報提
供

・出水時における水防団等への河川水
位等の情報伝達方法の確立

40
河川の巡視区間、水防活
動の実施体制の見直し

・水防団が行う河川巡視の受け持ち区
間や巡視等水防活動の実施体制の見
直し

【鉄道事業者】
・洪水氾濫のおそれのある際、関係市
区町の水防活動（堤防巡視）のため、
水防団員が参集する時の移動手段とし
て鉄道やバスを利用することに協力す
る。

41
水防資機材の情報共有や
相互支援の仕組みの構築

・市区町で整備している水防資機材の
整備、保管場所の確保、点検管理の実
施

【鉄道事業者】
・河川管理者等が備蓄している水防資
機材や災害対策車両の情報共有や相
互支援の連絡網を構築する。

42
効率的、効果的な水防活
動のため、洪水に対しリス
クが高い区間情報の提供

・洪水に対してリスクの高い区間を分か
りやすく図示した情報図の作成と水防
団等への提供

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・市水防計画に基づき、出動準備等の指令を
発令する。
〖H30〗
・防災マップの作成。
〖R2〗
・水防計画の見直し修正。
・防災マップ修正版の作成。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は消防
本部から消防団（水防団）へ連絡をしている。
〖R3〗
・消防団本部（水防団本部）と各消防団員（水
防団員）は、スマートフォン（LINE等）にて河川
水位情報の共有を図る。

〖継続実施〗
・町防災行政無線。
・ホームページでの河川水位情報等の利用紹
介。
・ＬＩＮＥグループを作り、平時から情報伝達に
利用している。
〖R3〗
・防災行政無線を廃止し、代えてＩＰ無線機を
導入した。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害
対策本部から消防団（水防団）や自主防災組
織等へ連絡することとしている。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、消防
組合本部から水防団へ連絡をしている。
・町役場から関係機関等への連絡系統図を準
備している。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、組合
消防本部から水防団へ連絡をしている。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害
対策本部等から直接消防団（水防団兼務）へ
連絡することとしている。

〖継続実施〗
・大雨、洪水等の予報及び警報が発令された
場合、町長は、館林地区消防組合本部（水防
本部）及び邑楽消防署と連携し、水防団を出
動させ、水防活動を行う。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に関する情報は、
メールにより消防局へ伝達している。
〖H28～〗
・水防警報発令時は情報提供を行った。

〖継続実施〗
・情報伝達方法については、水防団（消防団）
の事務局である熊谷市消防本部警防課へ情
報伝達(FAX、電話等)する。
〖H28～H30〗
・台風が接近したとき、水防計画で決められた
とおり情報伝達を行った。
〖R1～R2〗
・上記のとおり実施、福川水門開閉状況の情
報提供を県土と協議する。
〖R3〗
・水防団（消防団）を指揮する消防本部（警防
課）と連携し、継続して確実な情報伝達に務め
るた。

〖継続実施〗
・水防団の災害時の行動マニュアルを策定
し，情報伝達手段を明記する。
〖R3〗
・未実施のため回答なし

〖継続実施〗
・水防主管課である管理課から消防本部へ、
消防本部から消防団へ電話連絡している。
〖H28～〗
・現体制で実施。

〖継続実施〗
・市のホームページにおいて、随時閲覧できる
ようにページを作成・公開済み。
〖H28～R1〗
・現体制で実施。
〖R2〗
・見直し後の体制について調整済。

到達レベルのどの項目について実施している
のかがわかるように「令和4年度の取組内容」
または「令和3年度までの取組内容」に具体に
記載してください。
・基準水位変更に伴う水防計画の見直し

・引き続き、消防団本部（水防団本部）と各消
防団員（水防団員）は、スマートフォン（LINE
等）にて河川水位情報の共有を図る。

・継続して実施。 ・上記、継続実施した。 ・上記から変更なし。 ・上記取り組みを継続実施。 ・水防警報発令時に関係部局へ情報提供を
行った。

・水防団（消防団）を指揮する消防本部（警防
課）と連携し、継続して確実な情報伝達に務め
た。

・未実施のため回答なし ・水防主管課が危機管理課となったが従前の
とおり実施している。

・継続実施中

・整備が完了したため必要に応じて見直し ・引き続き、スマートフォンにて河川水位情報
を共有する他、訓練を実施し、円滑な情報伝
達を図る。

整備完了 ・水防警報等の河川水位に係る情報は、消防
組合本部から水防団へ連絡をしている。
・町役場から関係機関等への連絡系統図を準
備している。

・上記、継続実施しながら、必要により見直し
をしていく。

・上記の取組を継続していく。 ・今後も継続実施していく。 ・継続して実施。 ・水防団（消防団）を指揮する消防本部（警防
課）と連携し、継続して確実な情報伝達に務め
る。
・福川水門開閉状況を埼玉県（熊谷県土整備
事務所）と情報を共有する。

・水防団の災害時の行動マニュアルを策定
し，情報伝達手段を検討していく。

・検討中。

〖継続実施〗
・消防団の受持区域により巡視を実施。
〖R3〗
・太田市水防計画の修正と共に見直しを実施
した。

〖継続実施〗
・各水防団の受け持ち区間は無し。指令を受
けて巡視を実施する。
・毎年、消防本部の指導で水防訓練を実施し
ている。
・国の機関と連携・実施。
〖R3〗
・各水防団の受け持ち区間はないが、消防本
部からの情報を基に消防団本部（水防団本
部）が各分団長へ河川巡視等を指令する。

〖継続実施〗
・玉村町は、利根川と烏川に挟まれているた
め、河川沿川全域を巡視している。
〖R1〗
・夜間巡視訓練を実施。
〖R3〗
・コロナのため実施できなかった

〖継続実施〗
・各消防団（水防団）の受け持ち区間があり、
消防署からの指令を受けて巡視を実施する。
・水位観測情報をパソコンだけでなく、目視確
認も行い、水位上昇が見られたら、町内全て
の河川を巡視する。

〖継続実施〗
・水防団の受け持ち区間（水防警戒受け持ち
区間図）があり、指令を受けて巡視を実施す
る。

〖継続実施〗
・各水防団の受け持ち区間（水防警戒受け持
ち区間図）があり、消防団長の指令を受けて
巡視を実施する。
〖R3〗
・それぞれの水防団の受け持ち区間に基づ
く、巡視を実施するため、見直しを実施した。

〖継続実施〗
・水防団の受け持ち区間はなし。指令を受け
て巡視を実施する。

〖継続実施〗
・水防区域は町全域であり、邑楽町地域防災
計画に水位周知河川及び重要水防区域が定
められている。
・町及び邑楽消防署は、水害発生のおそれが
ある場合、初期段階から気象情報を注視し、
河川巡視を行っている。

〖継続実施〗
・毎年、水防訓練を実施し、安全管理について
注意をしている。
〖H28～〗
・現体制で実施。

〖継続実施〗
・大里郡利根川水害予防組合水防計画にお
いて河川ごとに担当区間を定めている。
〖H28～R2〗
・出水期前に利根川上流河川事務所八斗島
出張所及び熊谷県土整備事務所と合同巡視
を実施した。
〖R3〗
・組合の水防計画において、河川ごとに担当
区間を定めている。
・国（利根川上流河川事務所八斗島出張所）
及び埼玉県（熊谷県土整備事務所）と河川の
合同巡視を実施した。

〖継続実施〗
・水防団の災害時の行動マニュアル（仮称）を
策定し、河川の受け持ち区間や巡視内容につ
いて明記する。
〖R3〗
・未実施のため回答なし

〖継続実施〗
・水防主管課である管理課と消防本部で巡視
を行い、必要に応じて各消防分団の受持区間
について出動指令を発令し巡視を実施。
〖H28～〗
・現体制で実施。

〖継続実施〗
・水防計画で各分団の河川巡視区間・活動区
間を設定している。
〖H28～R1〗
・現体制で実施。
〖R1〗
・令和元年台風19号対応時の事後検証の一
環で水防活動体制等の見直しを検討。
〖R2〗
・上記見直しの後、運用。

・水防団による重要水防箇所の巡視を実施。
・太田市水防計画の修正、見直しを実施。

・消防本部の指導で水防訓練を実施 水防訓練の中で、河川巡視訓練を行った ・継続して実施。 ・上記、継続実施。 ・上記から変更なし。 ・上記取り組みを継続実施。 ・現体制で実施 ・国（利根川上流河川事務所八斗島出張所）
及び埼玉県（熊谷県土整備事務所）と河川の
合同巡視を実施した。

・未実施のため回答なし ・水防主管課が危機管理課となったが従前の
とおり実施している。

・継続実施中

・整備が完了したため必要に応じて見直し ・訓練を実施し、体制の強化を図る。 ・継続して実施 ・定期的な見直しを実施していく。 ・上記の取組を継続していく。 ・今後も継続実施していく。 ・継続して実施 ・水防計画に定められた水防担当区間や水防
活動の実施体制の見直しを検討。
・引き続き、出水期前に国及び埼玉県と河川
合同巡視を行う。

・水防団の災害時の行動マニュアル（仮称）を
策定し、河川の受け持ち区間や巡視内容につ
いて検討していく。

・検討中。

〖継続実施〗
・市内７箇所の水防倉庫に土嚢等を配備。

〖継続実施〗
・土のう、縄、シートを市内の水防倉庫に分散
して保管している。
〖H28〗
・館林消防署北分署に土のうの補充を行っ
た。
〖H29～H30〗
・水防計画で管内の水防倉庫の資機材の数
量を記載し情報共有を図っている。
〖R3〗
・消防組合水防協議会にて管内の水防資機
材の保有状況を共有した。

〖継続実施〗
・玉村消防署にゴムボート２艇を配備済であ
り、定期的に点検を実施。
・玉村消防署に水防トラックを配備済。
・役場庁舎に水防車を配備済。
〖R2〗
・水防センターに新たにゴムボート２艇配備し
た。
〖R3〗
・水防センターに配備しているゴムボートを天
井から吊り下げ保管できるようにした。

〖継続実施〗
・土のう等を消防署の水防倉庫に保管してい
る。
・水防資機材の数量が十分ではないため、購
入を検討する。

〖継続実施〗
・土のう、シートなどを防災倉庫に分散して保
管している。
・資機材の数量が十分ではないため、購入を
検討する。また、格納する水防倉庫も増設す
る予定。
〖R1〗
・防災倉庫を２階以上に設置をするため検討
を行った。
〖R2〗
・学校及び緊急避難場所として協定を結んで
いる民間施設など２階以上に防災倉庫を確保
していただき、防災備蓄品を配備した。
〖R3〗
・新たな避難所に資機材を購入した。

〖継続実施〗
・組合で保管している資機材のほかに、土の
う、スコップなどを役場庁舎に保管している。
・数量が十分ではない水防資機材の購入を検
討する。【平成２９年度】
〖R3〗
・土のう備蓄数を増加した。

〖継続実施〗
・町内の消防署２箇所に設置されている水防
倉庫に、ブルーシート、土のう等を保管してい
る。
〖H28〗
・救助用ボートを増備した。
〖H29～〗
・ブルーシート、土のう等を購入した。

〖継続実施〗
・土のう袋、ロープ、救助用ボート、交通規制
看板等を邑楽消防署や町で配備している。
〖H30〗
・土のう作成用の塩ビ管を購入。
・水防団用ライフジャケット（61着）・ヘルメット
（52個）を購入。
〖R1〗
・防災倉庫を2基設置した。
・土のう袋と砂を購入した。
〖R2〗
・ブルーシートを購入した。
〖R3〗
・邑楽消防署にて、土のう用のトン袋・川砂・パ
レットを購入した。

〖継続実施〗
・水防倉庫の配置を検討している。
〖H28～H30〗
・現体制で実施。
〖R3〗
・市全域での配備を検討。
・既存倉庫は水防資機材の点検を実施。

〖継続実施〗
・土のう、シート等を福川河川防災ステーショ
ンと水防倉庫３箇所に保管している。
〖H28〗
・資機材の備蓄数量の確認を行った。
〖H29～R2〗
・資機材の備蓄数量の確認を行った。また他
の部署からの依頼により必要に応じて土のう
を提供した。
〖R3〗
・水防資機材等の配備状況を確認した。

〖継続実施〗
・整備している水防資機材の備蓄状況、保管
場所、点検管理の実施状況等の情報共有を
図る。

〖継続実施〗
・必要資材を水防倉庫に備蓄している。

〖継続実施〗
・県の水防備蓄資機材について水防計画で表
示している。
〖R3〗
・加須市・羽生市水防事務組合水防計画で表
示している。

・水防資機材の現況確認 ・消防組合水防協議会にて管内の水防資機
材の保有状況を共有

・新たな防災倉庫を設置した。 ・土のうの備蓄量等、情報共有のもと十分で
はない資機材については購入を検討。

・ブルーシート、土のう等を購入した。 ・邑楽消防署にて、土のう用のトン袋・川砂・パ
レットを購入した。

・既存倉庫の水防資機材の点検を実施。
・既存倉庫の配置について、維持管理等につ
いてより適切な配置を検討。

・水防資機材等の配備状況を点検・管理した。 ・前年同様、継続して実施。 必要資材を水防倉庫に備蓄。 ・継続実施中

・群馬県減災対策協議会地域部会の取り組み
により、今後備蓄計画を策定する予定。

・消防組合水防協議会にて管内の水防資機
材の保有状況を共有する。

今後も継続して実施する。 ・継続して実施。 ・今後も継続して情報共有していく。 ・計画的に資機材を導入していく。 ・今後も資機材の整備を継続していく。 ・継続して水防倉庫の配置を検討。 ・水防資機材等の配備状況を確認。 ・継続して実施。 ・必要資材を水防倉庫に備蓄。
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具体的取組 主な内容 目標時期

２）ソフト対策の主な取り組み　②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保の

　Ｊ）より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

39
河川水位等に係る情報提
供

・出水時における水防団等への河川水
位等の情報伝達方法の確立

40
河川の巡視区間、水防活
動の実施体制の見直し

・水防団が行う河川巡視の受け持ち区
間や巡視等水防活動の実施体制の見
直し

【鉄道事業者】
・洪水氾濫のおそれのある際、関係市
区町の水防活動（堤防巡視）のため、
水防団員が参集する時の移動手段とし
て鉄道やバスを利用することに協力す
る。

41
水防資機材の情報共有や
相互支援の仕組みの構築

・市区町で整備している水防資機材の
整備、保管場所の確保、点検管理の実
施

【鉄道事業者】
・河川管理者等が備蓄している水防資
機材や災害対策車両の情報共有や相
互支援の連絡網を構築する。

42
効率的、効果的な水防活
動のため、洪水に対しリス
クが高い区間情報の提供

・洪水に対してリスクの高い区間を分か
りやすく図示した情報図の作成と水防
団等への提供

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・防災行政無線又は登録制メール。
・坂東上流水害予防組合では組合内の情報
伝達系統図を準備している。
・電話による伝達。
・坂東上流水害予防組合では組合内の情報
伝達系統図を準備している。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害
対策本部から消防本部に伝達し、消防団へ連
絡することとしている。
・職員参集メールを活用し、情報提供を行うこ
ととしている。
〖H28～〗
・全職員に向けて、職員参集メールの配信テ
ストを行い、緊急時の情報提供体制の確認を
実施した。

〖継続実施〗
・市建設課、または市消防本部から水防団へ
連絡する。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害
対策本部から直接消防団へ連絡することとし
ている。

〖継続実施〗
・ＦＡＸによる伝達。
〖R3〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、消防
本部から水防団（消防団）へ電話連絡にて伝
達。
・水防団（消防団）への情報伝達手段の多重
化の検討を行う。

〖継続実施〗
・水防団の災害時の行動マニュアルを策定
し，情報伝達手段を明記する。
〖R1～R2〗
・住民啓発冊子の作成を実施。「水害時の情
報伝達ととるべき行動について」
〖R3〗
・住民啓発冊子「水害時の情報伝達ととるべき
行動について」を窓口にて配布。

〖継続実施〗
・水防団は消防団が担う。
・上記「住民等への情報伝達の体制や方法」
に同じ。
・防災行政用無線が聞こえにくい地域につい
て、市民にメール配信サービスの登録等啓発
していく。
〖H29～〗
・台風時メール配信による注意呼びかけを
行った。

〖継続実施〗
・職員（水防パトロール員）には本部から情報
提供している。
〖H29～R1〗
・職員（水防パトロール員）に、情報共有の強
化を図るため本部からタブレットの貸し出しを
試験的に開始した。
〖R2～〗
・継続して、職員（水防パトロール員）に、情報
共有の強化を図るため本部からタブレットの
貸し出しを行っていく。

〖継続実施〗
・災害対策本部（又は安心安全課）から消防
団長へ電話連絡している。

〖継続実施〗
・利根川栗橋流域水防事務組合の水防計画
で、水位の通報について記載している。
・災害対策本部長又は量水標管理者は、洪水
のおそれがあることを自ら知り、又は洪水予
報の通知を受けた場合において、量水標等の
示す水位が水防団待機水位（通報水位）を超
えるときは、その水位の状況を関係者に通報
する。
〖R2～〗
・令和２年度水防計画で水位の通報について
記載している。
〖R3〗
・消防団の各部にハイブリットIP無線機を配備
した。

〖継続実施〗
・災害対策本部（又はくらし安全課）から消防
団長へ電話連絡している。
〖H30〗
・災害対策本部から消防団へ電話連絡するこ
とを確認した。

〖継続実施〗
・八潮消防署から水防団を兼ねる消防団に対
して情報連絡を行っている。
・市ホームページに川の防災情報について掲
載している。
〖R3〗
・継続して、災害時および平時においても八潮
市消防団等の関係機関と情報共有等を実施
した。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、消防
本部から水防団員へ連絡をしている。

〖継続実施〗
・防災行政無線又は登録制メール。
・坂東上流水害予防組合では組合内の情報
伝達系統図を準備している。
・電話による伝達。
・坂東上流水害予防組合では組合内の情報
伝達系統図を準備している。

・全職員に向けて、職員参集メールの配信テ
ストを行い、緊急時の情報提供体制の確認を
実施した。

・市建設課、または市消防本部から水防団へ
連絡する。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害
対策本部から直接消防団へ連絡することとし
ている。

・水防警報等の河川水位に係る情報は、消防
本部から水防団（消防団）へ電話連絡にて伝
達。
・水防団（消防団）への情報伝達手段の多重
化の検討を行う。

市が作成した住民啓発冊子「水害時の情報伝
達と取るべき行動について」を市ホームペー
ジで公開している。

防災行政用無線が聞こえにくい地域につい
て、市民にメール配信サービスの登録等啓発
していく。

・継続して職員（水防パトロール員）に、情報共
有の強化を図るため、本部からタブレットの貸
し出しを行っていく。

上記の内容を継続して実施。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・災害対策本部（又はくらし安全課）から消防
団長へ電話連絡している。
〖H30〗
・災害対策本部から消防団へ電話連絡するこ
とを確認した。

継続して、災害時および平時においても八潮
市消防団等の関係機関と情報共有等を実施
した。

・水防警報等の河川水位に係る情報は、消防
本部から水防団員へ連絡をしている。

引続き、体制を維持する ・上記を継続して実施 ・上記のとおり 〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、消防
本部から水防団（消防団）へ電話連絡にて伝
達。

今後も、災害等に備えて引き続き実施してい
く。

・継続して実施。 必要に応じて見直していく。 ・継続して実施 継続して実施する。 継続して実施。

〖継続実施〗
・分団担当区域内の河川の巡視を行う。
・坂東上流水害予防組合では重要水防箇所
の担当水防分団があり、指令を受けて巡視を
実施する。
・水位観測情報をパソコンだけでなく、目視も
行い、水位上昇が見られたら適宜対応する。

〖継続実施〗
・河川事務所等が発出する水防警報にあわ
せ、該当場所付近の河川巡視を実施してい
る。

〖継続実施〗
・水防計画に基づき、水防団が行う河川巡視
等の受け持ち区間を設定している。
・増水時には、堤防巡視・警戒を実施し、異常
を発見した時は、水防工法等により対処する。

〖継続実施〗
・各水防団の受け持ち区間（水防警戒受け持
ち区間図）があり、指令を受けて巡視を実施し
ている。

〖継続実施〗
・大雨時は、市職員が巡視を定期的に行って
いる。
〖R3〗
・大雨時は、市職員により定期的に巡視を行
い、状況に応じて消防本部に連絡し消防本部
から水防団（消防団）に巡視等の水防活動に
ついて指示する。

〖継続実施〗
・水防団の災害時の行動マニュアル（仮称）を
策定し、河川の受け持ち区間や巡視内容につ
いて明記する。

〖継続実施〗
・水防活動時職員がパトロールを実施してい
る。
・利根川氾濫シュミレーションをもとに市内影
響河川の巡視区間について検討していく。
〖H29～〗
・平成２８年度の水防体制について検証し、浸
水被害が多い地域付近の施設と協議を行い、
可能な限り屋内設備を拠点とし、対応できるよ
う見直しを図った。

〖継続実施〗
・職員（道路パトロール員）が水防時に点検管
理している。
〖H28～〗
・継続して水防の実施内容や体制の見直しを
行っていく。

〖継続実施〗
・大雨時は、市職員が荒川、江川等の巡視を
定期的に行っている。

〖継続実施〗
・利根川栗橋流域水防事務組合の水防計画
で、河川の巡視について記載している。
・水防管理者等は、県から非常配備体制が指
令されたときは、河川の監視及び警戒をさら
に厳重にし、重要水防箇所を中心として巡視
する。

〖継続実施〗
・大雨時は、市職員と消防団が市内の巡視を
定期的に行っている。

〖継続実施〗
・中川、綾瀬川等に関しては市職員と河川事
務所職員で年一回の巡視を行っている。
・情報収集班及び水防・道路班による巡視区
間を定め、効率的な巡視を行う予定。
〖R3〗
・河川巡視を行ったほか、水防体制の見直し
を行った。

〖継続実施〗
・江戸川右岸については江戸川水防事務組合
の水防計画において区間の設定が有るため
それを準用する。
・毎年、水防訓練を実施し、水防に関する知識
だけでなく、危険性についても説明している。

〖継続実施〗
・分団担当区域内の河川の巡視を行う。
・坂東上流水害予防組合では重要水防箇所
の担当水防分団があり、指令を受けて巡視を
実施する。
・水位観測情報をパソコンだけでなく、目視も
行い、水位上昇が見られたら適宜対応する。

・河川事務所等が発出する水防警報にあわ
せ、該当場所付近の河川巡視の実施。

〖継続実施〗
・水防計画に基づき、水防団が行う河川巡視
等の受け持ち区間を設定している。
・増水時には、堤防巡視・警戒を実施し、異常
を発見した時は、水防工法等により対処する。

〖継続実施〗
・各水防団の受け持ち区間（水防警戒受け持
ち区間図）があり、指令を受けて巡視を実施し
ている。

・大雨時は、市職員により定期的に巡視を行
い、状況に応じて消防本部に連絡し消防本部
から水防団（消防団）に巡視等の水防活動に
ついて指示する。

水防団の災害時の行動マニュアル（仮称）を
策定し、河川の受け持ち区間や巡視内容につ
いて明記する。

上記を継続して検討・実施していく。 ・継続して水防の実施内容や体制の見直しを
行っていく。

上記内容を継続して実施。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・大雨時は、市職員と消防団が市内の巡視を
定期的に行っている。

河川巡視を行ったほか、水防体制の見直しを
行った。

・江戸川右岸については江戸川水防事務組合
の水防計画において区間の設定が有るため
それを準用する。
・毎年、水防訓練を実施し、水防に関する知識
だけでなく、危険性についても説明している。

引続き、体制を維持する ・継続して実施。 ・上記のとおり 〖継続実施〗
・大雨時は、市職員により定期的に巡視を行
い、状況に応じて消防本部に連絡し消防本部
から水防団（消防団）に巡視等の水防活動に
ついて指示する。

今後も、災害等に備えて引き続き検討・実施し
ていく。

・継続して実施。 上記の内容を継続して実施。必要に応じて見
直していく。

・継続して実施 河川巡視を行うとともに、継続して水防体制の
見直しを検討する。

継続して実施。

〖継続実施〗
・市内3箇所の水防小屋に収納。
・土のう、縄、シートをなどを坂東上流水害予
防組合の水防倉庫に分散して保管している。
保管数の確認点検も適宜実施している。
・市役所倉庫に土のう袋や水中ポンプ、発電
機を所有しており、年に一回は点検を実施し
ている。
〖H30～R2〗
・土のう袋の補充を行った。
〖R3〗
・資機材等の確保を予定

〖継続実施〗
・土のう、トラロープ、シート、スコップ等を水防
倉庫に保管している。
・年に一度点検している。
〖R1、R3〗
・台風19号対応ののち、市内各地に設置して
いる防災倉庫の配置替えを順次実施中。

〖継続実施〗
・鋸、シャベル、斧、竹、縄、杉丸太、土のう
袋、照明器具等を水防倉庫に分散備蓄してい
る。
・水防団に水防倉庫の維持管理を委託してい
る。

〖継続実施〗
・土のう、縄、シートを水防倉庫に保管してい
る。
・点検は数か月に１度実施している。

〖継続実施〗
・市内の防災倉庫に土嚢を保管
・土嚢や防災資機材については、計画的に点
検を実施

〖継続実施〗
・整備している水防資機材の備蓄状況、保管
場所、点検管理の実施状況等の情報共有を
図る。
〖H30～R1、R3〗
・庁内共有フォルダにて、備蓄品一覧表を掲
載し、共有を図った。

〖継続実施〗
・必要資材は防災備蓄倉庫等に備蓄。
・適宜水防資機材の更新及び適切な管理を行
い、庁内で情報共有に努める。
〖H28～〗
・関係課と水防資機材の情報共有を実施。

〖継続実施〗
・水防資機材等については、２箇所に配備して
いる。
〖H28～〗
・毎月資機材の点検を行い、資材管理を行っ
ている。

〖継続実施〗
・大雨時、市民から土嚢や排水ポンプの設置
要望を受けた際、迅速に対応できるよう常備
している。
・市民等からの要望に迅速に対応できるよう、
担当課と連絡・調整を図る。

〖継続実施〗
・利根川栗橋流域水防事務組合の水防計画
で、水防資機材の整備状況について記載して
いる。
・重要水防区域の延長約２ｋｍにつき、１棟の
水防倉庫を設け、資器材を備蓄することとして
いる。

〖継続実施〗
・定期的に土嚢を作成し、資機材置場に配
備。
・水防団を兼ねる消防団に救命胴衣等を配
備。

〖継続実施〗
・土のう、ブルーシートを保管している。定期的
に土のうを作成し、計画的に管理している。
〖R3〗
・定期的に土のう作成の予定を立て、計画的
管理を実施した。

〖継続実施〗
・水防資機材を市内3カ所の水防倉庫に分散
して保管している。
・点検は１年に１度実施している。
・内水対策として土のう、携帯型排水ポンプを
整備しており、住民の要請に対しては応急対
策職員が現場対応している。
・市役所を含む各庁舎及び公共施設につい
て、高台にある施設は存在しないため、大規
模氾濫の際は浸水する可能性は非常に高い
と思われる。

〖継続実施〗
・市内3箇所の水防小屋に収納。
・土のう、縄、シートをなどを坂東上流水害予
防組合の水防倉庫に分散して保管している。
保管数の確認点検も適宜実施している。
・市役所倉庫に土のう袋や水中ポンプ、発電
機を所有しており、年に一回は点検を実施し
ている。
〖R4〗
・実施なし。

・土のう、トラロープ、シート、スコップ、掛矢等
を水防倉庫に保管し、年に１度水防資機材の
点検を実施。

〖継続実施〗
・鋸、シャベル、斧、竹、縄、杉丸太、土のう
袋、照明器具等を水防倉庫に分散備蓄してい
る。
・水防団に水防倉庫の維持管理を委託してい
る。

〖継続実施〗
・土のう、縄、シートを水防倉庫に保管してい
る。
・点検は数か月に１度実施している。

・市内の防災倉庫に土嚢を保管
・土嚢や防災資機材については、計画的に点
検を実施

庁内共有フォルダにて、備蓄品一覧表を掲載
し、共有を図った。

上記を継続して実施。 ・毎月資機材の点検を行い、資材管理を行っ
ている。

上記内容を継続して実施。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・定期的に土嚢を作成し、資機材置場に配
備。
・水防団を兼ねる消防団に救命胴衣等を配
備。

・消防署に新しく土のう置場を設置した。
・５月に水防資機材等の点検を行った。

・水防資機材を市内3カ所の水防倉庫に分散
して保管している。
・点検は１年に１度実施している。
・内水対策として土のう、携帯型排水ポンプを
整備しており、住民の要請に対しては応急対
策職員が現場対応している。
・市役所を含む各庁舎及び公共施設につい
て、高台にある施設は存在しないため、大規
模氾濫の際は浸水する可能性は非常に高い
と思われる。

引続き、実施を検討する ・上記を継続して実施 ・上記のとおり 〖継続実施〗
・市内の防災倉庫に土嚢を保管
・土嚢や防災資機材については、計画的に点
検を実施

今後も、災害等に備えて引き続き実施してい
く。

・継続して実施。 必要に応じて見直していく。 ・継続して実施 継続して、土のう等水防資機材の整備に努め
る。

継続して実施。
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具体的取組 主な内容 目標時期

２）ソフト対策の主な取り組み　②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保の

　Ｊ）より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

39
河川水位等に係る情報提
供

・出水時における水防団等への河川水
位等の情報伝達方法の確立

40
河川の巡視区間、水防活
動の実施体制の見直し

・水防団が行う河川巡視の受け持ち区
間や巡視等水防活動の実施体制の見
直し

【鉄道事業者】
・洪水氾濫のおそれのある際、関係市
区町の水防活動（堤防巡視）のため、
水防団員が参集する時の移動手段とし
て鉄道やバスを利用することに協力す
る。

41
水防資機材の情報共有や
相互支援の仕組みの構築

・市区町で整備している水防資機材の
整備、保管場所の確保、点検管理の実
施

【鉄道事業者】
・河川管理者等が備蓄している水防資
機材や災害対策車両の情報共有や相
互支援の連絡網を構築する。

42
効率的、効果的な水防活
動のため、洪水に対しリス
クが高い区間情報の提供

・洪水に対してリスクの高い区間を分か
りやすく図示した情報図の作成と水防
団等への提供

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害
対策本部から直接消防団へ連絡することとし
ている。
・防災無線、市ＨＰ等で情報発信をしている。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害
対策本部から直接消防団へ連絡することとし
ている。
〖H28～〗
・災害対策本部から直接消防団へ連絡する体
制を整えた。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、市消
防本部から水防団へ連絡をしている。
〖R1～〗
・水防警報等の河川水位に係る情報を、市消
防本部及び市危機管理課から連絡を行った。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、安心
安全課から直接消防団へ連絡することとして
いる。
〖R3〗
・消防団活動マニュアルとして、風水害時の活
動方針を周知徹底した。

〖継続実施〗
・水防団の災害時の行動マニュアルを策定
し，情報伝達手段を明記する。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害
対策本部から直接消防団へ連絡することとし
ている。
〖R1～〗
・継続して実施。

〖継続実施〗
・河川水位に係る情報は、役場から直接消防
団へ連絡することとしている。
〖R1～〗
・町からの情報伝達手段として、携帯型移動
局無線機を使用した。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、くらし
安全課から直接消防団へ連絡（メール配信）
することとしている。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害
対策本部から直接水防団へ連絡する。

〖継続実施〗
・市水防本部で情報をうけ、市消防本部に連
絡。市消防本部から各消防団（水防団）に連
絡。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は，消防
局から消防団へ連絡（メール配信）することと
している。

〖継続実施〗
・水防団の災害時の行動マニュアルを策定
し，情報伝達手段を明記する。
消防本部からの水防団への連絡体制の充実
強化。
〖R1～R2〗
・消防本部より水防団への連絡網が構築され
ている。

〖継続実施〗
・消防署から消防団へ伝達している。

〖継続実施〗
・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害
対策本部から直接消防団へ連絡することとし
ている。
・防災無線、市ＨＰ等で情報発信をしている。

・災害対策本部から直接消防団へ連絡する体
制を整備済み。

水防警報等の河川水位に係る情報を、市消
防本部及び市危機管理課から連絡を行った。

消防団活動マニュアルとして、風水害時に活
動方針を周知徹底した。

〖継続実施〗
・水防団の災害時の行動マニュアルを策定
し，情報伝達手段を明記する。

・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害
対策本部から直接消防団へLINE等で連絡す
ることとしている。

〖継続実施〗
・河川水位に係る情報は、役場から直接消防
団へ連絡することとしている。
〖R1～〗
・町からの情報伝達手段として、携帯型移動
局無線機を使用した。

・水防警報等の河川水位に係る情報は、危機
管理課から直接消防団へ連絡（メール配信）
することとしている。

・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害
対策本部から直接水防団へ連絡する

〖継続実施〗
・市水防本部で情報をうけ、市消防本部に連
絡。市消防本部から各消防団（水防団）に連
絡。

・水防警報等の河川水位に係る情報は，消防
局から消防団へ連絡（メール配信）することと
している。

・水位観測システムの構築について、検討を
行った。

〖継続実施〗
・消防署から消防団へ伝達している。

適宜、体制の見直し、強化を図っていく。 ・継続して実施。 水防警報等の河川水位に係る情報を、市消
防本部及び市危機管理課から連絡を行って
いく。

・引き続き、活動方針を周知するとともに、水
防活動等を消防署と訓練する機会を設ける。

・水防団の災害時の行動マニュアルを策定
し，情報伝達手段を明記する。

・災害対策本部から直接消防団へ連絡（電
話・メール・LINE等）することとしているため、
必要に応じて見直し。

同上 ・情報伝達方法についての見直し。 ・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害
対策本部から直接水防団へ連絡する

今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

・引き続き水防警報等の河川水位に係る情報
は，消防局から消防団へ連絡（メール配信）す
ることとする。

〖継続実施〗
・水防団の災害時の行動マニュアルを策定
し，情報伝達手段を明記する。
消防本部からの水防団への連絡体制の充実
強化。

〖継続実施〗
・巡視区間や巡視ルートについて今後検討し
ていく。
〖H28～〗
・関係機関との合同巡視を実施している。

〖継続実施〗
・各水防団の受け持ち区間（水防警戒受け持
ち区間図）があり、指令を受けて巡視を実施す
る。
・毎年、水防訓練を実施し、水防に関する知識
だけでなく、危険性についても説明している。
〖H28～R1〗
・各水防団の受け持ち区間（水防警戒受け持
ち区間図）があり、指令を受けて巡視を実施す
ることになっている。
・水防訓練を実施し、水防に関する知識や危
険性について説明。
〖R2～〗
・各水防団の受け持ち区間（水防警戒受け持
ち区間図）があり、指令を受けて巡視を実施す
ることになっている。

〖継続実施〗
・各水防団の受け持ち区間があり、指令を受
けて巡視を実施する。

〖継続実施〗
・大雨時は、職員が河川や水路の巡視を定期
的に行っている。
〖R3〗
・消防団（水防団）の活動方針を周知徹底す
る。
・都市整備部局、上下水道部局による市内道
路、河川の災害対応がなされている。

〖継続実施〗
・消防団（水防団）の災害時の行動マニュアル
（仮称）を策定し、河川の受け持ち区間や巡視
内容について明記する。

〖継続実施〗
・水防計画により実施。
〖R1～〗
・継続して実施。

〖継続実施〗
・水位観測情報をパソコンだけでなく、目視も
行い、水位上昇が見られたら、町内の主要な
河川を巡視する。

〖継続実施〗
・各水防団の受け持ち区間（水防警戒受け持
ち区間図）があり、指令を受けて巡視を実施す
る。

〖継続実施〗
・各水防団で受け持ち区間があり、指令を受
けて巡視を実施する。

〖継続実施〗
・各消防団（水防団）の受け持ち区間があり指
令を受けて巡視を実施する。

〖継続実施〗
・各消防団の管轄区間があり，連絡（指令）受
けて巡視を実施する。
・目視による河川水位，堤防状況を巡視する。
・大半の消防団員(水防団員)は参集場所から
徒歩圏内であり，バス等利用する者が少な
い。

〖継続実施〗
・水防団の災害時の行動マニュアル（仮称）を
策定し、河川の受け持ち区間や巡視内容につ
いて明記する。

〖継続実施〗
・各水防団で受け持ちの巡視区間があり、指
令を受けて巡視を実施している。
・消防本部が国の合同巡視に参加して、重要
水防箇所等を把握している。

関係機関との合同巡視を実施。 実施済。 ・各水防団の受け持ち区間があり、指令を受
けて巡視を実施した。

消防団（水防団）の活動方針を周知徹底す
る。
都市整備部局、上下水道部局による市内道
路、河川の災害対応がなされている。

〖継続実施〗
・消防団（水防団）の災害時の行動マニュアル
（仮称）を策定し、河川の受け持ち区間や巡視
内容について明記する。

・継続して実施。 〖継続実施〗
・水位観測情報をパソコンだけでなく、目視も
行い、水位上昇が見られたら、町内の主要な
河川を巡視する。

・各水防団の受け持ち区間（水防警戒受け持
ち区間図）があり、指令を受けて巡視を実施。

・各水防団で受け持ち区間があり、指令を受
けて巡視を実施する。

〖継続実施〗
・各消防団（水防団）の受け持ち区間があり指
令を受けて巡視を実施する。

・各消防団の管轄区間があり，連絡（指令）受
けて巡視を実施する。
・目視による河川水位，堤防状況を巡視する。
・大半の消防団員(水防団員)は参集場所から
徒歩圏内であり，バス等利用する者が少な
い。

・現地調査及び計画検討を行った。 〖継続実施〗
・各水防団で受け持ちの巡視区間があり、指
令を受けて巡視を実施している。
・消防本部が国の合同巡視に参加して、重要
水防箇所等を把握している。

今後も継続していく。 ・必要に応じて見直し。 ・各水防団の受け持ち区間があり、指令を受
けて巡視を実施していく。

・引き続き、消防団、消防署、市職員それぞれ
の活動の明確化と併せ、連携する機会を設け
る。

・消防団（水防団）の災害時の行動マニュアル
（仮称）を策定し、河川の受け持ち区間や巡視
内容について明記する。

・継続して実施。 同上 ・河川巡視の受け持ち区間や水防活動の実
施体制の見直しを実施。

・各水防団で受け持ち区間があり、指令を受
けて巡視を実施する。

今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

・各消防団の管轄区間があり，連絡（指令）受
けて巡視を実施する。
・目視による河川水位，堤防状況を巡視する。

〖継続実施〗
・水防団の災害時の行動マニュアル（仮称）を
策定し、河川の受け持ち区間や巡視内容につ
いて明記する。

〖継続実施〗
・現在、各消防団への水防資機材の整備が不
十分である。今後、ライフジャケット等の安全
装備を中心に整備を進めていく。
〖H29〗
・エアーボート１隻　配備。
・救命胴衣（ライフジャケット）３６着　配備。
〖R1〗
・土のう袋・ブルーシートを防災倉庫に備蓄し
ている。また、土のうを市庁舎に備蓄してい
る。
〖R2〗
・（消防課）配備している、ライフジャケット、
ボート等の点検を実施、また胴付き長靴を追
加で整備予定。
・（危機管理課）土のう袋・ブルーシートを防災
倉庫に備蓄している。土のうを市庁舎に備蓄
している。また、ライフジャケットの購入を検討
している。
〖R3〗
・（危機管理課）ライフジャケットを３０着購入し
た。
・（消防課））配備しているライフジャケット、
ボート等の自主点検実施

〖継続実施〗
・河川区域にある３つの水防倉庫に鋸、掛矢、
スコップ、斧、鎌、シート、鉄線、土のう袋、鉄
杭を保管している。
〖H28～〗
・利根川栗橋流域水防事務組合の水防計画
により、資機材の保管状況を共有している。

〖継続実施〗
・土のう、縄、シートを水防倉庫に保管してい
る。

〖継続実施〗
・市役所倉庫に土のう、スコップ、ブルーシート
等の資機材を保管している。
・土のうは定期的に職員が作成し、必要な数
量を確保するよう管理している。

〖継続実施〗
・整備している水防資機材の備蓄状況、保管
場所、点検管理の実施状況等の情報共有を
図る。

〖継続実施〗
・土のう、縄、スコップ、シートを役場倉庫等に
保管している。
〖R1～〗
・継続して実施。

〖継続実施〗
・土のう、シート、注意喚起看板等を役場倉庫
に保管している。
・役場の防災倉庫に内水用の排水ポンプを所
有している。

〖継続実施〗
・鋸、掛矢、スコップ、シャベル、照明具、斧、
鎌、ソフトロープ、ブルーシート、鉄線、フルコ
ン土嚢、鉄杭。

〖継続実施〗
・水防倉庫に保管し、年1回の点検を行ってい
る。

〖継続実施〗
・土のう、縄、シートなどを水防倉庫や市の施
設に保存している。
・年一回点検を行っている。

〖継続実施〗
・水防資機材一式を水防倉庫に保管してい
る。
・毎年出水期前に数量，状態等の点検を実施
している。

〖継続実施〗
・整備している水防資機材の備蓄状況、保管
場所、点検管理の実施状況等の情報共有を
図る。

〖継続実施〗
・我孫子市水防計画に基づき配備済みであ
る。
・市内に4箇所水防倉庫を設置しており、土の
う、縄、シート等を保管している。
・水防倉庫等に土嚢袋やロープ、シート等の
水防資機材を備蓄している。
〖H28〗
・土のう等を購入し、資機材の充実を図った。

整備は完了しているため、今後も適切に管理
していく。

実施済。 ・土のう、縄、シートを水防倉庫に保管してい
る。

なし 〖継続実施〗
・整備している水防資機材の備蓄状況、保管
場所、点検管理の実施状況等の情報共有を
図る。

・継続して実施。 〖継続実施〗
・土のう、シート、注意喚起看板等を役場倉庫
に保管している。
・役場の防災倉庫に内水用の排水ポンプを所
有している。

・水防倉庫の備蓄資材器具（鋸、掛矢、スコッ
プ、シャベル、照明具、斧、鎌、ソフトロープ、
ブルーシート、鉄線、フルコン土嚢、鉄杭）の
整備。（利根川栗橋流域水防事務組合）

・水防倉庫に保管し、年1回の点検を行ってい
る。

〖継続実施〗
・土のう、縄、シートなどを水防倉庫や市の施
設に保存している。
・年一回点検を行う。

・水防資機材一式を水防倉庫に保管してい
る。
・毎年出水期前に数量，状態等の点検を実施
している。

・整備している水防資機材の備蓄状況、保管
場所、点検管理の実施状況等の情報共有を
図った。

〖継続実施〗
・我孫子市水防計画に基づき配備済みであ
る。
・市内に4箇所水防倉庫を設置しており、土の
う、縄、シート等を保管している。
・水防倉庫等に土嚢袋やロープ、シート等の
水防資機材を備蓄している。
〖H28〗
・土のう等を購入し、資機材の充実を図った。

整備は完了しているため、今後も適切に管理
していく。

・必要に応じて見直し。 ・土のう、縄、シートを水防倉庫に保管してい
る。

・引き続き、資器材（土のうを含む）を適切に維
持管理する。

・整備している水防資機材の備蓄状況、保管
場所、点検管理の実施状況等の情報共有を
図る。

・継続して実施。 同上 ・水防倉庫、水防資機材等の水防施設、設備
の充実強化を図る。

・水防倉庫に保管し、年1回の点検を行う。 〖継続実施〗
・土のう、縄、シートなどを水防倉庫や市の施
設に保存している。
・年一回点検を行う。

・水防資機材一式を水防倉庫に保管してい
る。
・毎年出水期前に数量，状態等の点検を実施
していく。

・継続して実施。

実施を検討していく。
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具体的取組 主な内容 目標時期

２）ソフト対策の主な取り組み　②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保の

　Ｊ）より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

39
河川水位等に係る情報提
供

・出水時における水防団等への河川水
位等の情報伝達方法の確立

40
河川の巡視区間、水防活
動の実施体制の見直し

・水防団が行う河川巡視の受け持ち区
間や巡視等水防活動の実施体制の見
直し

【鉄道事業者】
・洪水氾濫のおそれのある際、関係市
区町の水防活動（堤防巡視）のため、
水防団員が参集する時の移動手段とし
て鉄道やバスを利用することに協力す
る。

41
水防資機材の情報共有や
相互支援の仕組みの構築

・市区町で整備している水防資機材の
整備、保管場所の確保、点検管理の実
施

【鉄道事業者】
・河川管理者等が備蓄している水防資
機材や災害対策車両の情報共有や相
互支援の連絡網を構築する。

42
効率的、効果的な水防活
動のため、洪水に対しリス
クが高い区間情報の提供

・洪水に対してリスクの高い区間を分か
りやすく図示した情報図の作成と水防
団等への提供

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・河川水位に係る情報は区の防災センターに
て確認できるよう整備している。また、夜間に
おいては情報連絡員が防災センターにて河川
水位の監視を行っている。
・河川水位が水位観測準備水位以上になった
場合は災害対策課（夜間は防災センター）か
ら関係所管に連絡を行う体制となっている。
・河川水位等の洪水予報は東京消防庁（消防
署）から消防団（水防団）へ伝達される。
〖H28〗
・区の防災アプリで河川水位や河川の映像を
リアルタイムで確認できるよう整備した。
〖H29〗
・夜間の防災センターの人員を増員し、河川
水位の監視体制及び連絡体制の強化を行っ
た。
〖H30〗
・区独自で行っている、河川水位や避難情報
を区民へ提供する「あだち安心電話」につい
て、訓練を実施した。

〖継続実施〗
・河川水位等の洪水予報は東京消防庁（消防
署）から消防団（水防団）へ伝達される。

〖継続実施〗
・河川水位等の洪水予報は東京消防庁（消防
署）から消防団（水防団）へ伝達される。
〖H28～R1〗
・水防団（消防団）が参加する水防訓練を実
施。
〖R2〗
・消防団運営員会を開催。
〖R3〗
・地域ＢＷＡカメラを用いた河川監視カメラの
映像をホームページにて一般公開

〖継続実施〗
・県が提供する河川情報システムについて，
情報表示方法を変更し，利用者へより判り易く
更新する.
〖H28～H30〗
・数値による水位情報を河川横断図を配置す
ることにより，利用者へより判り易い情報提供
を実施した。

〖継続実施〗
・直轄河川の水防警報発令時に関係機関へＦ
ＡＸで情報提供している。
・県管理河川について、洪水予報の発表と併
せ、水防警報をＦＡＸにより発令している。
・「とちぎリアルタイム雨量・河川水位観測情
報」（インターネット配信）により雨量・河川水
位・河川状況映像等の情報を提供している。
・電話応答装置により雨量・河川水位情報を
確認できるとともに、ＮＨＫデータ放送により河
川情報の配信を行っている。
・防災担当者向けプッシュ配信として、短時間
雨量・河川水位・洪水予報等の情報提供を
行っている。

〖継続実施〗
・【水防関係機関】水防計画に基づき情報伝達
を実施している。【県民向け】県内の水位・雨
量は群馬県水位雨量情報でHP上でリアルタ
イムで提供している。
〖H28〗
・水位雨量情報等を新規設置の河川監視カメ
ラ画像と併せて見やすくHPやスマ―トフォン等
で情報提供（H28：構築中、H30出水期までに
公開）
〖H29〗
・水位雨量テレメータシステムと河川監視カメ
ラの画像をHPで見やすく表示するとともに、ス
マートフォンでも確認できるよう改良を実施。
〖H30～R2〗
・簡易型河川監視カメラの整備。県HP及び川
の水位情報で公開開始。
・危機管理型水位計の設置
〖R3〗
・県管理河川の数時間先の河川水位や浸水
範囲が予測できる「群馬県リアルタイム水害リ
スク情報システム」を構築し、水防関係機関向
け試験運用を開始。

〖継続実施〗
・水防情報の伝達手段をメールに変更
・電話、メール等を併用。
・埼玉県川の防災情報ホームページにおい
て、県内の雨量及び水位、河川監視カメラの
画像をリアルタイムで提供
〖H30〗
・緊急速報メール・Ｌアラートの運用を開始し
た。
・河川管理者（各県土整備事務所長）と市町
村長間のホットラインを構築した。
〖R1〗
・令和元年台風１９号の際、実際に緊急速報
メール・Ｌアラート、ホットラインを取り組んだ。
〖R2〗
・洪水予警報等をメールによる伝達を確立
・埼玉県川の防災情報ホームページにおい
て、県内の雨量及び水位、河川監視カメラの
画像をリアルタイムで提供

〖継続実施〗
・水防計画書の連絡系統で実施。
〖R3〗
・出水期前に国の情報伝達訓練に参加をし、
伝達方法について確認した。
・８月１４から１５日の大雨による出水で、利根
川と霞ケ浦の水防警報が発令され、連絡系統
図を基に伝達を行った。

〖継続実施〗
・国等が発表した河川水位等に係る情報につ
いて、東京都水防計画で定めている連絡系統
に従い、情報伝達を行っている。

・水位気象システムの更新（設置箇所の精査） ・災害や気象情報を閲覧できる防災ポータ
ル、アプリの運用開始。
・消防団運営員会を開催。

・県民により分かり易く河川情報を提供するた
めに、システムの改修及び情報提供の仕方に
ついて検討中。

・上記方法により、河川水位等に係る情報提
供を行った。

・群馬県リアルタイム水害リスク情報システム
の改築や、県民向け情報提供サイト「かわみ
るぐんま」を開設。また、「水防警報等支援シ
ステム」の運用を開始し、水防警報等の伝達
方法の多様化を図った。

・洪水予報伝達演習を実施
・埼玉県川の防災情報ホームページにおい
て、県内の雨量及び水位、河川監視カメラの
画像をリアルタイムで提供

・出水期前に国の情報伝達訓練に参加し、伝
達方法について確認した。

・国等が発表した河川水位等に係る情報につ
いて、東京都水防計画で定めている連絡系統
に従い、情報伝達を行っている。

県内の河川情報をより分かり易く迅速に提供
できるようシステムの改修を検討していく。

・引き続き、上記方法により河川水位等に係る
情報提供を行う。

群馬県水害リスク情報システム、かわみるぐ
んま、水防警報等支援システムの改築

完了済み
引き続き、洪水予報伝達演習で構築

毎年国の情報伝達訓練に参加し、関係機関と
伝達方法について確認をしていく。

・引続き、国等が発表した河川水位等に係る
情報について、東京都水防計画で定めている
連絡系統に従い、情報伝達を行っていく。

〖継続実施〗
・利根川が足立区を通っていないため、利根
川以外の河川の対応ではあるが、足立区水
防活動の手引きに記載した範囲を巡視してい
る。
〖R3〗
・利根川が足立区を通っていないため、利根
川以外の河川の対応ではあるが、足立区水
防計画（R３から水防活動の手引きを水防計
画として運用）に記載した範囲を巡視してい
る。

〖継続実施〗
・区域外を流れる河川のため巡視区間は設け
ていないが、正確な情報収集に努める。

〖継続実施〗
・区域外を流れる河川のため巡視区間は設け
ていないが、利根川は江戸川区の上流域に
位置するため正確な情報収集に努める。
〖H28～〗
・洪水予報伝達訓練を実施。

・利根川が足立区を通っていないため、利根
川以外の河川の対応ではあるが、足立区水
防計画（R３から水防活動の手引きを水防計
画として運用）に記載した範囲を巡視してい
る。

〖継続実施〗
・区域外を流れる河川のため巡視区間は設け
ていないが、正確な情報収集に努める。

・洪水予報伝達訓練を実施。

〖継続実施〗
・東京都水防計画の資材標準備蓄品目を参
考に資機材を保管している。（足立区水防活
動の手引きに記載）
〖R3〗
・東京都水防計画の資材標準備蓄品目を参
考に資機材を保管している。（足立区水防計
画（R３から水防活動の手引きを水防計画とし
て運用）に記載）

〖継続実施〗
・地域防災計画に定める水防資器材を適切に
保管している。

〖継続実施〗
・土嚢、鉄線、スコップ、ツルハシ、ブルーシー
ト等を区の資材倉庫に分散して保管している。
・区民が自由に土のうを取り出せる置場（土の
うステーション）を42箇所増設。
・災害救助用ボートを消防団に分散配備。（全
26分団配備完了）
〖R2〗
・資機材の維持管理について方針を見直し。
〖R3〗
・水防資機材は区内の資材倉庫に分散して配
備、管理している。
・区民がいつでも自由に土のうを取り出せる置
場（土のうステーション）を増設。（全43箇所）

〖継続実施〗
・県内に水防倉庫を設置し，水防活動に必要
な資機材を備蓄する。
・毎年定期点検を実施して，倉庫内の備蓄量
を確認する。

〖継続実施〗
・防災ステーション、防災ヤードに根固めブ
ロック、土のう用土砂等を備蓄している。
・また、各土木事務所の水防倉庫に土のう袋
等の資機材を備蓄している。
年度ごとに「栃木県水防計画」を県内市町へ
提供し、水防資機材の保管場所等の情報共
有を行った。

〖継続実施〗
・県内１２土木事務所に水防倉庫を設置し、資
機材の整備を図っている。
・水防計画に基づく水防資材備蓄の保管場所
の確保、点検管理を毎年実施。
〖R3〗
・水防計画に基づく水防資材備蓄の点検管理
を実施。
・築堤材となる土砂備蓄計画に着手。

〖継続実施〗
・水防倉庫の設置。
・必要な水防資器材について、点検及び補充
を適宜実施
・水防計画で市町村に周知
〖H30～R2〗
・県管理河川における重要水防箇所共同点検
において、水防資器材についても点検した。

〖継続実施〗
・水防活動を支援するため、水防資機材等を
水防倉庫等に保管、出水期前に在庫確認を
実施し補充する。
〖R3〗
・水防活動を支援するため、水防資機材等の
在庫確認を出水期前に実施し補充を行う。

〖継続実施〗
・水防資機材倉庫等に土のう袋や水のう袋、
ショベル、ツルハシ、一輪車等の必要な水防
資器材を配備している。
・各事務所に移動式排水ポンプ車を配備して
いる。
・水防計画書において、備蓄している水防資
器材について情報共有を図っている。

・東京都水防計画の資材標準備蓄品目を参
考に資機材を保管している（足立区水防計画
（R３から水防活動の手引きを水防計画として
運用）に記載）。

〖継続実施〗
・地域防災計画に定める水防資器材を適切に
保管している。

・水防資機材は区内の資材倉庫に分散して配
備、管理している。
・区民がいつでも自由に土のうを取り出せる置
場（土のうステーション）を増設。（全46箇所）

継続実施 ・令和４年度「栃木県水防計画」を県内市町へ
提供し、水防資機材の保管場所等の情報共
有を行った。

・築堤材となる土砂備蓄計画に着手。 ・水防倉庫の更新
・必要な水防資器材について、点検及び補充
を適宜実施
・水防計画で市町村に周知

・水防活動を支援するため、水防資機材等の
在庫確認を出水期前に実施し補充を行った。

・水防資機材倉庫等に土のう袋や水のう袋、
ショベル、ツルハシ、一輪車等の必要な水防
資器材を配備している。
・各事務所に移動式排水ポンプ車を配備して
いる。
・水防計画書において、備蓄している水防資
器材について情報共有を図っている。

・引き続き、市町と情報共有を行う。 ・築堤材の確保が必要となる市町村お土木事
務所において計画検討を進める。
・水防活動が必要な箇所の資機材量を算出
し、配備する。

〖継続実施〗
・必要な水防資器材について、点検及び補充
を適宜実施
・水防計画で市町村に周知

・毎年、水防活動を支援のため、水防資機材
等を水防倉庫等に保管、出水期前に在庫確
認を実施し補充行っていく。

・引続き、区市町村の行う水防活動に対して
効果的な援助・協力ができるよう水防資機材
を整備していく。
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具体的取組 主な内容 目標時期

２）ソフト対策の主な取り組み　②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保の

　Ｊ）より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

39
河川水位等に係る情報提
供

・出水時における水防団等への河川水
位等の情報伝達方法の確立

40
河川の巡視区間、水防活
動の実施体制の見直し

・水防団が行う河川巡視の受け持ち区
間や巡視等水防活動の実施体制の見
直し

【鉄道事業者】
・洪水氾濫のおそれのある際、関係市
区町の水防活動（堤防巡視）のため、
水防団員が参集する時の移動手段とし
て鉄道やバスを利用することに協力す
る。

41
水防資機材の情報共有や
相互支援の仕組みの構築

・市区町で整備している水防資機材の
整備、保管場所の確保、点検管理の実
施

【鉄道事業者】
・河川管理者等が備蓄している水防資
機材や災害対策車両の情報共有や相
互支援の連絡網を構築する。

42
効率的、効果的な水防活
動のため、洪水に対しリス
クが高い区間情報の提供

・洪水に対してリスクの高い区間を分か
りやすく図示した情報図の作成と水防
団等への提供

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖継続実施〗
・出水時における水防団等への河川水位等の
情報伝達方法の検討及び確立を図る。

〖継続実施〗
・浸水が想定される場合、当社として車両浸水
に至らないために、あらかじめ車両を避難させ
る対応をとるため（―）
〖R3〗
・車両を避難させる対応を取るため、実施の
予定なし。

〖継続実施〗
・計画運休実施までの当社の運行実施状況に
応じて対応する（◯）

〖継続実施〗
・計画運休実施前までは検討する。（通常運
行ダイヤで対応）（◯）

〖継続実施〗
・洪水氾濫のおそれがある際は、鉄道の運行
は見合わせていると判断します。（―）

〖継続実施〗
・基本的に洪水氾濫のおそれのある状況で、
列車が運行していることは想定しておりませ
ん。（―）

〖継続実施〗
・列車運行中であれば、広域避難の際の移動
手段として、鉄道を提供する。（▲）

〖継続実施〗
・洪水氾濫のおそれがある際は、鉄道の運行
は見合わせていると判断します。（―）

〖継続実施〗
・出水期前に、自治体、水防団等と洪水に対し
リスクが高い区間の合同巡視を実施する。
・出水時には、河川管理施設を点検するため
河川巡視を実施する。

・氾濫が見込まれる場合、予め車両を避難さ
せる対応を取るため、実施の予定なし。

・計画運休実施までの当社の運行実施状況に
応じて対応する。

〖継続実施〗
・計画運休実施前までは検討する。（通常運
行ダイヤで対応）（◯）

・洪水氾濫のおそれがある際は、鉄道の運行
は見合わせていると判断します。（―）

〖継続実施〗
・基本的に洪水氾濫のおそれのある状況で、
列車が運行していることは想定しておりませ
ん。（―）

〖継続実施〗
・列車運行中であれば、広域避難の際の移動
手段として、鉄道を提供する。（▲）

〖継続実施〗
・洪水氾濫のおそれがある際は、鉄道の運行
は見合わせていると判断します。

・実施の予定なし。 ・計画運休実施までの当社の運行実施状況に
応じて対応する。

〖継続実施〗
・計画運休実施前までは検討する。（通常運
行ダイヤで対応）（◯）

・洪水氾濫のおそれがある際は、鉄道の運行
は見合わせていると判断（―）

・基本的に洪水氾濫のおそれのある状況で、
列車が運行していることは想定しておりませ
ん。

費用負担の問題等は未解決。 〖継続実施〗
・洪水氾濫のおそれがある際は、鉄道の運行
は見合わせていると判断します。

〖継続実施〗
・必要な情報の共有については実施したい。
（◯）
〖R3〗
・継続した取り組みとして、実施に向けて検討
する。

〖継続実施〗
・必要な情報の共有については実施したい。
（◯）

〖継続実施〗
・はん濫後の浸水区域内での（排水ポンプ車
等）の活用（復旧対応）（◯）

〖継続実施〗
・必要な情報の共有については実施したい。
（◯）
〖R3〗
・本年度は台風等による影響がなかったこと
から実績なし

〖継続実施〗
・必要な情報共有は実施したいと考えておりま
す。（◯）

〖継続実施〗
・水防資機材や災害対策車両の情報提供を
受ける。（◯）

〖継続実施〗
・必要な情報の共有については実施したい。
（◯）

〖継続実施〗
・市区町及び出張所で備蓄している水防資機
材の情報を共有する。

・継続した取り組みとして、実施に向けて検討
する。

・必要な情報の共有については実施したい。 〖継続実施〗
・はん濫後の浸水区域内での（排水ポンプ車
等）の活用（復旧対応）（◯）

・本年度は台風等による影響がなかったこと
から実績なし。必要な情報の共有については
実施したい。

〖継続実施〗
・必要な情報共有は実施したいと考えておりま
す。（◯）

〖継続実施〗
・水防資機材や災害対策車両の情報提供を
受ける。（◯）

〖継続実施〗
・必要な情報の共有については実施したい。

・実施する際には、協議をお願いします。 ・必要な情報の共有については実施したいと
考えている。

〖継続実施〗
・はん濫後の浸水区域内での（排水ポンプ車
等）の活用（復旧対応）（◯）

・必要な情報の共有については実施したい。
（◯）

・必要な情報共有は実施したいと考えておりま
す。

取り組みのあり方を今後検討。 〖継続実施〗
・必要な情報の共有については実施したい。

〖継続実施〗
・洪水に対してリスクの高い区間を分かりやす
く図示した情報図の作成と水防団への提供を
行う。
〖H29〗
・洪水に対してリスクの高い区間を分かりやす
く図示した情報図の作成を検討。
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・国が実施している重要水防箇所等の共同点
検に参加している。
〖H29〗
・国、県、市、水防団による合同巡視を実施し
た。
〖H30〗
・水害への関心が高い地区について、市、住
民共同で堤防の現地確認を実施。
〖R3〗
・新型コロナウイルス感染症対策のため、共
同点検等は実施していない。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖H28～R1〗
・下館河川事務所が実施した重要水防箇所等
の共同点検に参加。
〖R3〗
共同点検に参加。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーの
参加についても検討する。
〖H28～H29〗
・リスクが高い地区での共同点検を行った際、
その地区の自主防災役員と消防団員に参加
していただいた。

〖継続実施〗
・国が実施している重要水防箇所等の共同点
検に参加している。
・住民については，自主防災組織のリーダー
や自治会長に参加をお願いしている。
〖R3〗
・国が実施する重要水防箇所の共同点検に
参加した。

〖継続実施〗
・国が実施している重要水防箇所等の共同点
検に参加している。
〖R3〗
・未実施

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖R3〗
・重要水防箇所の堤防造成工事の進捗等に
ついて、利根川上流河川事務所の協力のも
と、住民を代表する町議会議員に対し、現地
にて視察会を開催した。

〖継続実施〗
・国が実施している重要水防箇所等の共同点
検に参加している。住民については、自主防
災組織のリーダーや自治会長に参加をお願
いしている。
〖R3〗
・コロナ禍のため、共同点検は未実施とする
も、防災安全課担当者(２名）及び坂東消防署
境分署長と利根川左岸の重要水防箇所（３か
所）の現地確認を実施し認識を共有

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
（利根川については、市域にないため、共同
点検を実施しない。）
〖H30〗
・消防団、地域住民は不参加だった。
〖R1、R3〗
・市域を流れる河川については実施。
〖R2〗
・市域を流れる河川については一部実施。
（一部はコロナ禍を踏まえ中止）

〖継続実施〗
・国が実施している重要水防箇所等の共同点
検に参加している。
・継続的に、国が実施している重要水防箇所
等の共同点検に参加していく。
〖R3〗
・特になし。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖H28～H29〗
・自治会長や自主防災組織のリーダーに参加
してもらった。
〖H30～〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。

〖継続実施〗
・思川、巴波川、永野川、杣井木川、渡良瀬川
には重要水防箇所が２３箇所指定されてお
り、共同点検は、小山市消防本部、農村整備
課、建設政策課、出張所職員、地元自治会
（自主防災組織）、消防団、管轄する消防署等
が参加している。
〖R1〗
・重要水防箇所の点検を河川事務所、栃木土
木事務所等と実施。
〖R2〗
・重要水防箇所の点検を栃木土木事務所等と
実施。※令和２年５月２６日付　下館河川事務
所より中止通知有
〖R3〗
・重要水防箇所の点検を河川事務所、栃木土
木事務所等と実施した。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖R3〗
・重要水防箇所の点検を実施。（水防団は予
定が合わず不参加）

〖継続実施〗
・河川管理者（国、県）が開催する重要水防箇
所の共同点検には、例年市及び消防機関とし
て参加している。
・住民の参加については、河川管理者が呼び
かけており、地元区長が参加している。
〖R3〗
・住民の参加については、コロナ感染拡大防
止の観点から令和３年度は地元区長等は参
加していない。

令和4年度の
取組内容

新型コロナウイルス感染症対策のため、共同
点検等は実施していない。

共同点検に参加。 〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーの
参加についても検討する。

・国が実施する重要水防箇所の共同点検に
参加した。

前年度同様、継続実施。 重要水防箇所については、水防計画書説明
会の中で、各行政区長及び消防団員と情報を
共有した。

河川事務所が実施する重要水防箇所の共同
点検に参加

利根川の重要水防箇所が市内にないため、
実施していない

特になし。 特段の取り組みなし ・重要水防箇所の点検を河川事務所、栃木土
木事務所等と実施。

・重要水防箇所の点検を実施。 ・河川管理者（国、県）が開催する重要水防箇
所の共同点検に市及び消防機関として参加

今後の
取り組み方

新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏ま
えて検討。

継続して実施 〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーの
参加についても検討する。

・継続して実施する。 ・国が実施している重要水防箇所等の共同点
検に参加。

視察時点における工事の進捗、概要等につい
て、町広報紙（2021年8月号）に掲載し、議会
による視察の状況を議会だより（2021年9月
号）に掲載した。

継続 上記の取り組みを継続する。 ・継続的に、国が実施している重要水防箇所
等の共同点検に参加していく。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。
・自治会長や自主防災組織の役員等に参加
を促す。

・継続して年1回の重要水防箇所の点検を河
川事務所、栃木土木事務所等と実施する。

・今後も重要水防箇所の点検時に水防団や自
治会の参加を呼び掛けていく。

・継続して実施

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務している。年間を通し
て定期訓練や火災現場において行っている。
〖H28～30〗
・年間を通して定期訓練の実施及び幹部団員
の教養訓練を実施。
〖H30〗
・H31.2.24市防災訓練で伝達訓練を実施。
〖R3〗
R3.6.20に伝達訓練を実施。

〖継続実施〗
・災害時優先携帯電話を各分団に貸与してお
り、情報伝達を行っている
〖H28～H29〗
・連絡体制の確認を実施。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており，伝達（無
線，メール）の確認や実施については，日頃
の訓練や火災現場等で行っている。
〖R3〗
・日頃の訓練に加え，消防団（兼水防団）が市
主催の防災訓練に参加し，情報伝達等の訓
練を行った。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼ねており、メールや音
声着信によりる通報システムを普段から使用
している。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。
・水防団（消防団）への情報伝達手段として、ト
ランシーバーを配備した。
・携帯電話の電波網が使用できる間は、携帯
電話やＬＩＮＥアプリ等を活用して、通話及び画
像の一斉送信等により情報を伝達することを
想定している。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や、火災現
場等で行っている。また、無線機を各分団に
渡してあるため、それを通して連絡する。
〖H29～R2〗
・本年度は携帯を介した情報伝達の多様化を
図るため、新しいシステムの試験運用を始め
た。本年の結果をみて来年度は広範にしてい
く。
〖R3〗
・各消防団（水防団）詰所へのデジタル方式防
災行政無線戸別受信機を設置

〖継続実施〗
・Eメールにて指令を発信しており、随時確認
を行っている。今後も継続していく。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。
・水防団（消防団）員への簡易無線機を配備
する。【平成28年度】
・日頃の訓練や火災現場等において、伝達の
確認や実施を行っていく。
・水防団（消防団）員専用のメール配信システ
ムを整備する。【平成28年度～】
〖H28～〗
・伝達訓練の実施。

〖継続実施〗
・消防本部を通じて消防団に連絡する。
・伝達の確認や実施については日頃の訓練等
で行っている。
・無線やメールなどを活用し情報手段を確保
する。
・日頃の訓練等で連絡体制の再確認を行う。

〖継続実施〗
・連絡体制については、既存の災害情報発信
メールや自動音声システム（指令台による順
次指令）により伝達手段を確保し、月に一度、
送受信の点検訓練を実施している。また、情
報伝達については消防無線機を確保し、訓練
も行っている。
〖R3〗
・水害発生を想定した無線運用訓練を実施し
た。

〖継続実施〗
・消防団（水防団）幹部に移動系防災行政無
線を配備している。
・情報の伝達については、日頃の訓練等で無
線の活用方法を確認している。

〖継続実施〗
・消防団へは、メールによる連絡体制を整備し
ている。
・火災発生時等のメール配信により、情報伝
達訓練を兼ねている。

令和4年度の
取組内容

・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。

トランシーバーを活用した情報連絡体制の確
認訓練を実施。

〖継続実施〗
・災害時優先携帯電話を各分団に貸与してお
り、情報伝達を行っている

・消防団が水防団を兼務しているため、伝達
方法については都度確認している。

前年度同様、継続実施。 水防団（消防団）による現場での情報伝達手
段は、水防事務組合により配備されているトラ
ンシーバー等を活用するもの。また、その使
用に関する訓練は、普段実施する団員の訓
練や緊急出動時に活用することで対応能力の
向上を図る。

火災出動や平素の事務連絡などを通じて連
絡手段を実運用

令和３年度までの取組内容と変更なし 伝達訓練の実施。 ・引き続き日頃の訓練等で連絡体制の再確認
を行う。

・水害発生を想定した無線運用訓練を実施 ・全町避難訓練において、情報伝達訓練を実
施。

・消防団へは、メールによる連絡体制を整備し
ている。
・火災発生時等のメール配信により、情報伝
達訓練を兼ねている。

今後の
取り組み方

令和4年度までの取り組みを継続して実施。 継続して実施 〖継続実施〗
・災害時優先携帯電話を各分団に貸与し、情
報伝達を行う

・継続して訓練を実施する。 ・継続して実施。 トランシーバーによる情報伝達が無駄なく、正
確に行えるよう、通信訓練等を実施する。

継続 上記の取り組みを継続する。 継続して実施 ・引き続き日頃の訓練等で連絡体制の再確認
を行う。

・継続して実施する。 ・引き続き、上記体制を継続していく。 ・継続して実施

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場
合は、団長同士で連絡を取り合うこととしてい
る。
〖H29～H30、R3〗
・近隣の市町の水防団長と、古河市の水防団
長との意見交換会を実施した。

〖継続実施〗
・連絡体制を確保する【平成28年度～】
〖H28〗
・幹部団員については，緊急連絡先を作成。

〖継続実施〗
・災害時優先携帯電話を各分団に貸与してお
り、情報伝達を行っている。
〖H28～H29〗
・確保済み。

〖継続実施〗
・近隣市と応援協定を締結しており，近隣の消
防団（水防団）との連絡が必要な場合は，団
長同士で連絡を取り合うこととしている。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖継続実施〗
・近隣の水防団と連絡が必要な場合は、本部
を経由又は団長同士で連絡を取っている。

〖継続実施〗
・水防組合を構成している市町内は、水防本
部事務局を通して、連絡を取り合っている。
・その他、各市町村の防災担当課を通じて連
絡が必要な場合は、連絡を取り合うこととして
いる。

〖継続実施〗
・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場
合は、団長同士で連絡を取り合うこととしてい
る。
〖H29～R2〗
本年度は携帯を介した情報伝達の多様化を
図るため、新しいシステムの試験運用を始め
た。本年の結果をみて来年度は広範にしてい
く。

〖継続実施〗
・水防団同士の連絡体制の確保する
・防災行政無線（移動系）を導入済。
〖R2〗
・近隣の水防団長と必要に応じて連絡を取り
合う
〖R3〗
・消防無線の更新を実施。

〖継続実施〗
・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場
合は、団長同士で連絡を取り合っている。
・今後も引き続き、関係消防団長同士で、連絡
を取り合う。
〖H28～〗
・近隣の消防団（水防団）との連絡体制を確認
した。

〖継続実施〗
・水防団同士の連絡体制の確保する

〖継続実施〗
・近隣市町の団長間で電話による連絡体制が
構築されている。

〖継続実施〗
・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場
合は、団長同士で連絡を取り合うこととしてい
る。【平成２７年９月実施】
〖H30〗
・平成30年9月1日小山市水防訓練に消防団
(水防団）が参加している。

〖継続実施〗
・本市の消防団は近隣の消防団と相互応援
協定を締結しており、消防団相互に連絡を取
り合うとともに、消防機関相互を通じた連絡体
制も整備されている。
〖R3〗
・令和２年度に作成した伊勢崎市消防団水防
活動マニュアルに各消防団に配備したデジタ
ル簡易無線機の呼び出し名称を記載してい
る。有事の際は管内近隣の消防団と連絡をと
れる体制である。

令和4年度の
取組内容

・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場
合は、団長同士で連絡を取り合うこととしてい
る。
・二市一町水防訓練時に近隣消防団と連携方
法について確認した。

― 〖継続実施〗
・災害時優先携帯電話を各分団に貸与してお
り、情報伝達を行っている

・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。 体制について前年度から変更なし 継続 令和３年度までの取組内容と変更なし 近隣の消防団（水防団）との連絡体制を確認
した。

・引き続き水防団同士の連絡体制の確保する 構築されている連絡体制を継続して実施。 ・上記体制を継続 ・本市の消防団は近隣の消防団と相互応援
協定を締結しており、消防団相互に連絡を取
り合うとともに、消防機関相互を通じた連絡体
制も整備されている。
・伊勢崎市消防団水防活動マニュアルに各消
防団に配備したデジタル簡易無線機の呼び出
し名称を記載している。有事の際は管内近隣
の消防団と連絡をとれる体制である。

今後の
取り組み方

令和4年度までの取り組みを継続して実施。 継続し、必要に応じて更新 〖継続実施〗
・災害時優先携帯電話を各分団に貸与し、情
報伝達を行う

・必要に応じて資機材の整備等を検討する。 ・継続して実施。 本町は、利根川栗橋流域水防事務組合からト
ランシーバーが配備されており、堤防上にお
ける近隣の水防団間の連絡は確保されてい
ることから、体制強化を図るために通信訓練
等を実施する。

継続 今後も必要に応じて整備・更新を図る。 継続して実施 ・引き続き水防団同士の連絡体制の確保する ・継続して実施する。 ・引き続き、上記体制を継続していく。 ・継続して実施

43
水防団や地域住民が参加
する洪水に対しリスクが高
い区間の共同点検の実施

・重要水防箇所について、水防団、自
治会等住民が参加する共同点検を実
施

【鉄道事業者】
・水防団や河川管理者と実施している、
洪水時に危険度の高い河川区間や橋
梁箇所の共同点検に参加する

44
水防団等への連絡体制の
再確認と伝達訓練の実施

・無線やメールなどを活用した情報伝
達手段の確保
・情報伝達訓練等の実施

45
水防団同士の連絡体制の
確保等による水防体制の
強化

・近隣の水防団の連絡手段の確保（トラ
ンシーバー等配備）

103



具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

43
水防団や地域住民が参加
する洪水に対しリスクが高
い区間の共同点検の実施

・重要水防箇所について、水防団、自
治会等住民が参加する共同点検を実
施

【鉄道事業者】
・水防団や河川管理者と実施している、
洪水時に危険度の高い河川区間や橋
梁箇所の共同点検に参加する

44
水防団等への連絡体制の
再確認と伝達訓練の実施

・無線やメールなどを活用した情報伝
達手段の確保
・情報伝達訓練等の実施

45
水防団同士の連絡体制の
確保等による水防体制の
強化

・近隣の水防団の連絡手段の確保（トラ
ンシーバー等配備）

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・県管理河川の合同巡視では、地元区長に参
加していただいた。
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖R3〗
・管内の重要水防箇所への共同点検は、新型
コロナウイルス感染症拡大防止及び県の警戒
度がレベル4のため、消防本部のみの参加と
なる。

〖継続実施〗
・烏川水系では、関係者及び住民参加の緊急
合同点検を平成27年度に実施した。
・利根川水系では、国及び県が毎年出水期前
に共同点検を実施しているので、住民参加に
ついては今後検討していきたい。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検に行政区長（自
主防災組織の代表者）にも参加してもらう。

〖継続実施〗
・国が実施している重要水防箇所等の共同点
検を実施。【平成28年度～】

〖継続実施〗
・今後、共同点検を一緒に実施するか、検討
する。【平成29年度】
〖R3〗
・水防団（水防団長）との共同点検は実施でき
ているが、住民参加の共同点検も検討してい
く。

〖H28〗
・来年度以降の重要水防箇所等の共同点検
について、該当地区の区長等の参加について
検討した。
〖R1〗
・河川事務所が実施する重要水防箇所等の
共同点検に、該当地区の区長等が参加した。
〖R3〗
・令和３年度実施なし。

〖継続実施〗
・河川事務所が実施する重要水防箇所等の
共同点検に、自治会長等が参加予定。
〖H30～R1〗
・重要水防箇所の点検は行ったが、自治会長
等は不参加。
〖R3〗
・取り組みなし。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖R3〗
・国・県管理河川の共同点検に参加。（地域住
民と共同での実施事例は無し）

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖H28～R2〗
・重要水防箇所の点検は行ったが自治会長等
は参加していない。
〖R3〗
・国（利根川上流河川事務所八斗島出張所）
及び埼玉県（熊谷県土整備事務所）と河川合
同巡視を実施。
・水防団や自治会等住民が参加する共同点
検は未実施。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖R3〗
・未実施のため回答なし

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖H28～H30〗
・重要水防箇所等の共同点検へ地元自治会
長の参加を検討。
〖R1～〗
・河川事務所が実施する合同巡視に参加して
いる。

〖継続実施〗
・利根川左岸の一部区間について、水防団、
沿川住民との共同点検を平成27年度に実施
している。
・水防団と国・県・市による重要水防箇所の合
同巡視は毎年実施している。

・国、県管理河川の合同巡視を実施。地元区
長も参加。

・県土木事務所が主催する重要水防箇所点
検に参加

・継続して実施。 ・今年度も水防団（水防団長）との共同点検は
実施できているが、住民参加の共同点検につ
いては今後も検討していく。

・令和４年度実施なし。 ・取り組みなし。 ・国・県管理河川の共同点検に参加。（地域住
民と共同での実施事例は無し）

・国及び埼玉県と河川合同巡視を実施した。 ・未実施のため回答なし ・河川事務所が実施する合同巡視に参加して
いる。

・継続実施中

・継続して実施 〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。

・継続して実施 ・水防団や自治会住民との共同点検実施によ
り、情報共有しながら進めていく。

・共同点検実施の際には参加する。 ・重要水防箇所の点検時に自治会住民への
参加を要請していく。

・継続して実施。 ・継続して国及び埼玉県と河川合同巡視を実
施する。
・水防団や自治会等住民が参加する共同点
検を検討する。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。 ・河川事務所が実施する合同巡視に参加して
いる。

〖継続実施〗
・太田市消防本部を通じ消防団(水防団)との
連携を図っている。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。（メール等）
〖R3〗
・消防団（水防団）の非常招集（災害メール）訓
練及び消防団無線等での情報伝達訓練を実
施（3月頃予定）。

〖継続実施〗
・玉村町防災行政無線（移動系）配備済。
・災害情報メール（伊勢崎市消防本部）を活
用。
〖R1～R2〗
・ラインを利用した伝達を実践した。
〖R3〗
・玉村町防災行政無線（移動系）を廃止し、IP
無線機に切り替えた

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、情報の伝
達はメーリングリストにより配信している。

〖継続実施〗
・水防団は消防団が兼ねており、毎年訓練を
実施。町や消防署との連携はとれている。

〖継続実施〗
・消防団への情報伝達手段としては、メールで
の情報伝達、車載デジタル無線機を用いた情
報伝達手段が確保されている。
・情報伝達訓練としては、毎月１回メールの受
信確認、各分団ごと訓練や災害活動現場にお
いて無線の取り扱いを実施している。
〖H28～H30〗
・河川事務所実施の合同巡視に本市職員が
参加した。
〖R1～〗
・現体制で実施。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。
〖H28～R2〗
・消防本部から水防団への連絡体制は､消防
団員を兼ねていることから整っている。
〖R3〗
・水防団（消防団）が日頃の消防活動や訓練
で情報伝達を行っている。

・〖継続実施〗
・消防支団で連絡体制を構築している。

〖継続実施〗
・消防団が水防業務に従事しており、各分団
長から団員への連絡体制を整えている。
〖H28～〗
・現体制で実施。

〖継続実施〗
・水防団等への連絡体制については、水防計
画にて設定している。
〖H28～R2〗
・実践活動にて運用中。

― ・消防団（水防団）の非常招集（災害メール）訓
練及び消防団無線等での情報伝達訓練を実
施（3月頃予定）

水防訓練を行った ・継続して実施。 ・前年度と同様に継続実施している。 ・上記から変更なし。 ・上記取り組みを継続実施。 ・現体制で実施 ・水防団（消防団）による日頃の消防活動や訓
練により確実な情報伝達を行った。

・前年同様、連絡体制について既に構築して
いるが、訓練については未実施。

・現体制で実施。 ・継続実施中

・継続して実施 ・訓練を継続する。 継続して訓練を行い、課題を洗い出す ・継続実施のとおり ・継続実施しながら、改善点等見直しを図って
いく。

・上記の取組を実施していく。 ・今後も継続実施していく。 ・継続して実施 ・水防団（消防団）による日頃の消防活動や訓
練により確実な情報伝達を行う。

〖継続実施〗
・消防支団で連絡体制を構築しているが情報
伝達訓練は検討していく。

・現体制で実施。

〖継続実施〗
・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場
合は、団長同士で連絡を取り合うこととしてい
る。
〖R3〗
―

〖継続実施〗
・広域消防組合のため、連絡体制は整ってい
る。
・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場
合は、消防本部で連絡を取り合うこととしてい
る。
〖R3〗
・消防団無線等での情報伝達訓練を実施（3
月頃予定）。

〖継続実施〗
・玉村町防災行政無線（移動系）配備済。
〖R3〗
・玉村町防災行政無線（移動系）を廃止し、IP
無線機に切り替えた

〖継続実施〗
・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場
合は、消防署を通じて連絡を取り合うこととし
ている。

〖継続実施〗
・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場
合は、団長同士で連絡を取り合うこととしてい
る。

〖継続実施〗
・水防団同士の連絡体制の確保する。
〖H29〗
・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場
合は、消防署を通じて連絡を取り合っている。
〖R1〗
・台風19号通過後に消防団と意見交換を行い
連携不足部分についての検討を行った。

〖継続実施〗
・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場
合は、団長同士で連絡を取り合うこととしてい
る。

〖継続実施〗
・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場
合は、消防署を通じて連絡を取り合っている。

〖継続実施〗
・水防団同士の連絡体制の確保を検討する。
〖H28～H30〗
・毎年行っているさいたま市水防訓練に消防
団（水防団）が参加した。
〖R1〗
・現体制で実施。
〖R2～〗
・水防活動に関係する関係部署間で実施。

〖継続実施〗
・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場
合は、消防署を通じて連絡を取り合う。
〖H28〗
・大きな災害がなかったため近隣の水防団と
の連絡調整はなかった。
〖H29～R2〗
・消防署を通じて連絡を取り合うことになるが、
大きな災害がなかったため連絡調整の必要
はなかった。
〖R3〗
・水防団（消防団）を指揮する消防本部（警防
課）とともに確実な情報伝達に務めた。

〖継続実施〗
・水防団同士の連絡手段を確保をしている。
〖R3〗
・実施済のため回答なし

〖継続実施〗
・近隣の消防本部と連絡を取り合い、消防団
へ伝達する。
〖H28～〗
・現体制を継続。

〖継続実施〗
・加須市・羽生市水防事務組合による水防計
画にて連絡体制を設定済み。
〖H29～R2〗
・市及び水防団員相互の連絡手段として、デ
ジタルトランシーバーを配備した。

― ・消防団（水防団）の非常招集（災害メール）訓
練及び消防団無線等での情報伝達訓練を実
施（3月頃予定）

・継続して実施。 ・前年度同様、継続実施している。 ・上記から変更なし。 ・上記取り組みを継続実施。 ・水防活動に関係する関係部署間で実施。 ・水防団（消防団）を指揮する消防本部（警防
課）との確実な情報伝達に務めた。

・実施済のため回答なし ・現体制を継続。 ・継続実施中

・整備が完了したため必要に応じて見直し ・訓練を継続する。 ・継続実施のとおり ・継続実施しながら、改善点等見直しを図って
いく。

・上記の取組を実施していく。 ・今後も優先度を下げて継続実施していく。 ・継続して実施。 ・トランシーバー等配備を検討するとともに、
消防本部（警防課）との確実な情報伝達に務
める。

・現体制を継続。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

43
水防団や地域住民が参加
する洪水に対しリスクが高
い区間の共同点検の実施

・重要水防箇所について、水防団、自
治会等住民が参加する共同点検を実
施

【鉄道事業者】
・水防団や河川管理者と実施している、
洪水時に危険度の高い河川区間や橋
梁箇所の共同点検に参加する

44
水防団等への連絡体制の
再確認と伝達訓練の実施

・無線やメールなどを活用した情報伝
達手段の確保
・情報伝達訓練等の実施

45
水防団同士の連絡体制の
確保等による水防体制の
強化

・近隣の水防団の連絡手段の確保（トラ
ンシーバー等配備）

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖H28～H29〗
・今年度も自主防災組織リーダー養成講座を
実施した。消防団や自治会自主防災隊により
重要水防箇所の巡視を実施している。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖H29～H30〗
・水防団も参加し、水防訓練を実施した。ま
た、水防重要箇所を巡視し、自主防災組織等
にも適宜必要な情報を提供している。
〖R3〗
・市民が参加する自主防災訓練に参加し、情
報の共有及び提供を実施している。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖H28〗
・国、県、市、羽生市水防団による合同巡視を
実施した。自治会長等の参加を促すことを検
討。
〖H29～R1〗
・利根川の堤防共同点検に参加。自治会長も
参加した。
〖R2～〗
・利根川の堤防共同点検は新型コロナウイル
ス感染症拡大防止の観点より中止。

〖H29～〗
・毎年、国が実施している重要水防個所等の
共同点検に参加している。

〖継続実施〗
・平成28年度から水防団及び住民への参加に
ついて、国の通知に追記されており、同年度
から実施している。
〖R2〗
・県管理河川及び荒川における重要水防箇所
の共同巡視に参加　令和2年6月5･20日。
〖R3〗
・毎年、県が実施している重要水防箇所等の
共同点検に参加している。
・県が実施する重要水防箇所等の共同点検
に水防団（消防団）が参加するよう調整してい
く。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検に参加してい
る。（平成28年度は6月8日に実施。）
・今後は地域住民の参加を検討していく。

〖継続実施〗
・国が実施する共同点検等で地域住民の参加
について検討していく。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖R3〗
・本年度は新型コロナウイルスにより未実施

〖継続実施〗
・今後関係部署等と検討予定。
・樋詰樋管共同点検に、桶川市消防団長も出
席していただけるように調整を図る。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖H28〗
・大利根出張所が主催した利根川堤防上の合
同巡視に、水防団員と共に参加。

〖継続実施〗
・毎年、河川事務所が実施する重要水防箇所
等の共同点検に参加していく。
・付近の河川を優先して実施する。

〖R3〗
・実施無し。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖R４〗
・実施なし

・水防訓練に水防団が参加し、他市町との情
報共有を図った。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖R4〗
・国、県、市、羽生市水防団による利根川の堤
防共同点検を実施（天候不順により屋内での
説明のみ）。

〖継続実施〗
・毎年、国が実施している重要水防個所等の
共同点検に市が参加している。

・毎年、県が実施している重要水防箇所等の
共同点検に参加している。
・県が実施する重要水防箇所等の共同点検
に水防団（消防団）が参加するよう調整してい
く。

継続して実施 上記を継続して検討していく。 ・新型コロナウイルス感染予防の観点から未
実施。

上記内容を継続して実施。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・毎年、河川事務所が実施する重要水防箇所
等の共同点検に参加していく。
・付近の河川を優先して実施する。

実施なし。 ・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。

引続き、実施を検討する。 ・継続して実施。 ・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。

〖継続実施〗
・県が実施する重要水防箇所等の共同点検
に水防団（消防団）が参加するよう調整してい
く。

・新型コロナウイルスの感染状況等を鑑みな
がら、継続して実施。

必要に応じて見直していく。 ・継続して実施 実施に向けて、検討していく 継続して実施。

〖継続実施〗
・防災行政無線又は登録制メール。
・電話による伝達。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。
〖H28～R2〗
・連絡体制の再確認は訓練時に行った。（R2
年は訓練未実施）
〖R3〗
・消防団（水防団兼務）の連絡体制の見直し
及び確認の実施。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。
〖R2〗
・上記に加え、デジタル簡易無線機を導入し
た。
〖R3〗
・デジタル簡易無線機を導入した。

〖継続実施〗
・消防本部からの災害メール及びサイレン吹
鳴により情報伝達を行っている。
〖R3〗
・消防本部からの災害メール、サイレン吹鳴、
電話連絡により情報伝達を行っている。

〖継続実施〗
・日頃の訓練や火災現場等において、伝達の
確認や実施を行っていく。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練等で行って
いる。
・引き続き訓練を実施してもらう。

〖継続実施〗
・毎月のパトロールを行い、伝達の確認をして
いる。
〖H29～R1〗
・消防団（水防団）用のデジタル簡易無線機の
配備を進めている。
〖R2～〗
・班長以上の団員へのデジタル簡易無線機配
備が完了したため、車両用の消防団（水防団）
用のデジタル簡易無線機の配備を進めてい
る。
〖R3〗
・情報伝達訓練を適宜実施している。

〖継続実施〗
・災害対策本部（又は安心安全課）から消防
団長へ電話連絡している。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、災害メール
及びサイレン吹鳴により情報伝達を行ってい
る。
・また、情報伝達の確認は火災出動時におい
て行っている。
・消防団の各部にハイブリットIP無線機を配備
した。

〖継続実施〗
・日頃の訓練や火災現場等において、伝達の
確認や実施を行っていく。

〖継続実施〗
・八潮消防署から水防団を兼ねる消防団に対
して情報連絡を行っている。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。
・消防団用のデジタル簡易無線を配備してい
る。

〖継続実施〗
・防災行政無線又は登録制メール。
・電話による伝達。

・消防団（水防団兼務）の連絡体制の見直し
及び確認の実施。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。
・デジタル簡易無線機を導入。

・消防本部からの災害メール、サイレン吹鳴、
電話連絡により情報伝達を行っている。

継続して実施 上記を継続して実施。 ・班長以上の団員へのデジタル簡易無線機配
備が完了したため、車両用の消防団（水防団）
用のデジタル簡易無線機の配備を進めている
とともに、情報伝達訓練を実施している。

上記内容を継続して実施。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・日頃の訓練や火災現場等において、伝達の
確認や実施を行っていく。

・草加八潮消防組合から水防団を兼ねる消防
団に対して情報連絡を行っている。

・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。
・消防団用のデジタル簡易無線を配備してい
る。

引続き、同様の体制を維持する ・継続して実施。 ・上記を継続 〖継続実施〗
・消防本部からの災害メール、サイレン吹鳴、
電話連絡により情報伝達を行っている。

今後も、災害等に備えて引き続き実施してい
く。

・車両用の消防団（水防団）用のデジタル簡易
無線機の配備を進めるとともに、情報伝達訓
練を適宜実施し、消防団員間の連絡体制を強
化していく。

必要に応じて見直していく。 ・継続して実施 継続して、八潮消防署との情報連絡を行う。 整備が完了したため必要に応じて見直し。

〖継続実施〗
・坂東上流水害予防組合では隣接する上里町
の消防団（水防団）との連携が必要であり、連
絡が必要な場合は組合事務局から、組合の
情報伝達系統に基づき連絡を取る。必要があ
れば団長同士で連絡を取り合うこととしてい
る。
〖R2〗
・消防団（水防団）へトランシーバーを配布。
〖R3〗
・実施なし。

〖継続実施〗
・利根川栗橋流域水防組合を構成しており、
構成市町事務局を通じて、連絡を取り合って
いる。また、水防事務組合内の連絡手段とし
てデジタルトランシーバーが配備されている。
〖H28～R2〗
・構成市町事務組合で頻繁に連絡を取り合っ
ていた。また、訓練開催に伴う団長同士の連
絡も頻繁に取り合っているため、日頃から連
絡体制の確認を行えていた。
〖R3〗
・本市は利根川栗橋流域水防事務組合に入っ
ており、構成市町村を通じて連絡を取りなが
ら、会議等で情報共有をしている。

〖継続実施〗
・加須市羽生市水防事務組合による水防計画
にて、連絡体制を設定済み。

〖継続実施〗
・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場
合は、消防団の管理を行っている行政同士で
連絡を取り合うこととしている。

〖H28～R1〗
・各分団簡易デジタルトランシーバーを配布。
〖R1～〗
・携帯電話なども併せて利用することにより連
絡体制が確保できている。
〖R3〗
・現状維持。

〖継続実施〗
・水防団同士の連絡体制の確保する。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練等で行って
いる。
・引き続き訓練を実施し、連絡体制を確保して
もらう。

〖継続実施〗
・消防本部より、団員へのメール配信や受令
機・電話連絡を通して連絡を取っている。
・消防本部や消防団（水防団）同士で連絡手
段として、無線機を計画的に配備していく。
〖H29～R1〗
・消防団（水防団）用のデジタル簡易無線機の
配備を進めている。（利根上）
〖R2〗
・班長以上の団員へのデジタル簡易無線機配
備が完了したため、車両用の消防団（水防団）
用のデジタル簡易無線機の配備を進めてい
る。（利根上）
〖R3〗
・車両用の消防団（水防団）用のデジタル簡易
無線機の配備を進めている。

〖継続実施〗
・電話及び携帯無線機にて連絡を取り合う。
〖H28～〗
・水防団（消防団）同士で連絡を図れるよう
に、各分団車両に無線機を配備している。
・また、団長、副団長及び各分団長には携帯
型の無線機を配備している。

〖継続実施〗
・水防事務組合を構成しており、構成市町事
務局を通じて、連絡を取り合っている。
　また、水防事務組合内の連絡手段としてデ
ジタルトランシーバーが配備されている。

〖継続実施〗
・消防団事務担当者を通じ、情報伝達する。

〖継続実施〗
・状況により、電話連絡、メール配信で情報連
絡を行っている。

〖継続実施〗
・特段、連絡体制について水防計画等に定め
はないが、必要であれば無線等で連絡は取
れるようになっている。

〖継続実施〗
・坂東上流水害予防組合では隣接する上里町
の消防団（水防団）との連携が必要であり、連
絡が必要な場合は組合事務局から、組合の
情報伝達系統に基づき連絡を取る。必要があ
れば団長同士で連絡を取り合うこととしてい
る。
〖R４〗
・実施なし。

・本市は利根川栗橋流域水防事務組合に入っ
ており、構成市町村を通じて連絡を取りなが
ら、会議等で情報共有をしている。

〖継続実施〗
・加須市羽生市水防事務組合による水防計画
にて、連絡体制を設定済み。

〖継続実施〗
・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場
合は、消防団の管理を行っている行政同士で
連絡を取り合うこととしている。

・携帯電話なども併せて利用することにより連
絡体制が確保できているため現状維持

継続して実施 上記を継続して実施。 ・車両用の消防団（水防団）用のデジタル簡易
無線機の配備を進めている。

上記内容を継続して実施。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・消防団事務担当者を通じ、情報伝達する。

・状況により、草加八潮消防組合から電話連
絡、メール配信で情報連絡を行っている。

・特段、連絡体制について水防計画等に定め
はないが、必要であれば無線等で連絡は取
れるようになっている。

見直し等を検討する ・継続して実施。 ・上記のとおり 今後も、災害等に備えて引き続き実施してい
く。

・車両用の消防団（水防団）用のデジタル簡易
無線機の配備に取り組む。

必要に応じて見直していく。 ・継続して実施 継続して、実施していく。 整備が完了したため必要に応じて見直し。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

43
水防団や地域住民が参加
する洪水に対しリスクが高
い区間の共同点検の実施

・重要水防箇所について、水防団、自
治会等住民が参加する共同点検を実
施

【鉄道事業者】
・水防団や河川管理者と実施している、
洪水時に危険度の高い河川区間や橋
梁箇所の共同点検に参加する

44
水防団等への連絡体制の
再確認と伝達訓練の実施

・無線やメールなどを活用した情報伝
達手段の確保
・情報伝達訓練等の実施

45
水防団同士の連絡体制の
確保等による水防体制の
強化

・近隣の水防団の連絡手段の確保（トラ
ンシーバー等配備）

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・関係機関と重要水防箇所等の共同点検を実
施する。
〖H28～〗
・関係機関との合同巡視を実施している。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖H28～R1〗
・重要水防箇所の共同点検に市職員が参加
し、消防団研修において団員に周知した。
〖R2〗
・重要水防箇所の共同点検に市職員が参加し
た。
〖R3〗
・新型コロナウイルスの影響により中止となっ
た。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検に参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖R3〗
・重要水防箇所等の共同点検の実施を検討し
た。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖R3〗
・なし

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。

〖継続実施〗
・地域防災計画の見直しを検討中であり、そ
の際に内容について検証する予定。
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖R1～〗
・引き続き検討。

〖継続実施〗
・実施内容について検討中。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖H28〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加した。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖R3〗
・重要水防箇所等の共同点検へ職員が参加。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖H28～R1〗
・職員が参加した。
〖R3〗
・江戸川の重要水防箇所等の共同点検に職
員が参加。
・利根川については、R3年度は中止。

〖継続実施〗
・毎年重要水防箇所等の共同点検へ参加して
いる。
・自治会長や自主防災組織等の住民の共同
点検への参加については，関係機関等と相談
し，可能であれば参加を促すことを検討するこ
ととしている。
〖R3〗
・重要水防箇所等の共同点検へ職員のみで
参加した。

〖継続実施〗
・今後、共同点検を実施について検討する。
【H29～】
・江戸川において、消防も参加した重要水防
個所の点検を行っている。【R1～】

〖継続実施〗
・国交省主催の共同点検に地域住民等に参
加を促し、実施している。
〖H28～H29〗
・実施済み。
〖R3〗
・実施なし。

関係機関との合同巡視を実施。 ・共同点検に参加する予定であったが、諸般
の事情で参加できなかった。

・重要水防箇所等の共同点検の実施を検討し
た。

なし 〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。

・高崎河川事務所による、烏川共同点検に、
地域の区長や消防団（水防団）も参加した。

〖継続実施〗
・実施内容について検討中。

・取り組み事例なし。 ・重要水防箇所等の共同点検へ職員が参加。 江戸川、利根川の重要水防箇所等の共同点
検に職員が参加。

・毎年重要水防箇所等の共同点検へ参加し
た。
・自治会長や自主防災組織等の住民の共同
点検への参加については，関係機関等と相談
し，可能であれば参加を促すことを検討するこ
ととしている。

・江戸川において、消防も参加した重要水防
箇所の点検を行った。
・樋管操作員とともに、国の説明会に参加し
た。

〖継続実施〗
・国交省主催の共同点検に地域住民等に参
加を促し、実施している。
〖H28～H29〗
・実施済み。
〖R3,R4〗
・実施なし。

今後も継続していく。 継続して実施。 ・重要水防箇所等の共同点検に参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。

・重要水防箇所等を自治会長や自主防災組
織のリーダーと共有する。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。

・引き続き実施・参加を検討。 同上 ・共同点検への積極的参加の推進。 ・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。

・重要水防箇所の共同点検へ参加する。
・水防団、自治会長や自主防災組織のリー
ダーの参加については、関係機関と連携し、
参加を促す。

・重要水防箇所等の共同点検へ引き続き参加
していく。
・自治会長や自主防災組織等の住民の共同
点検への参加については，関係機関等と相談
し，可能であれば参加を促すことを検討するこ
ととする。

〖継続実施〗
・江戸川において、消防も参加した重要水防
個所の点検を行っている。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。
〖R3〗
・消防団が使用しているデジタル簡易無線機
を活用した情報伝達訓練を実施

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。
〖H28～〗
・水防団を兼務している消防団の訓練や出動
において、連絡体制の確認と伝達を行った。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で実施。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。
〖R3〗
・無線、メールの他、団長、副分団長、分団長
にはSNSによる連絡手段を継続的に運用して
いる。

〖継続実施〗
・日頃の訓練や火災現場等において、伝達の
確認や実施を行っていく。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。（R1～）

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており，情報伝達
の確認や検証については，日ごろの訓練や災
害出場で行っている。

〖継続実施〗
・情報伝達手段：携帯電話、メール
・今後も、水防団等への連絡体制の再確認と
伝達訓練等の実施について、適宜検討・取組
を行う。

〖継続実施〗
・毎年行われる情報伝達演習では、水防団等
の連絡窓口である消防本部警防課も情報伝
達演習に参加している。
・消防団員用IP無線機を整備し、水防団にも
活用している。
・災害対策本部から水防団(消防団)への連絡
体制を定めており、情報提供を実施している。

・消防団が使用しているデジタル簡易無線機
を活用した情報伝達訓練を実施

実施済。 ・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で実施。

引続き、複数の連絡手段を確保し、有事に備
える。

〖継続実施〗
・日頃の訓練や火災現場等において、伝達の
確認や実施を行っていく。

・消防団（水防団）への伝達の確認や実施に
ついては、無線やLINE等により日頃の訓練や
火災現場等で行っている。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。

・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。

・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で行っている。

・消防団が水防団を兼務しており，情報伝達
の確認や検証については，日ごろの訓練や災
害出場で行っている。

・携帯電話による連絡網構築を継続中。 〖継続実施〗
・毎年行われる情報伝達演習では、水防団等
の連絡窓口である消防本部警防課も情報伝
達演習に参加している。
・消防団員用IP無線機を整備し、水防団にも
活用している。
・災害対策本部から水防団(消防団)への連絡
体制を定めており、情報提供を実施している。

今後も訓練を実施していく。 ・継続して実施。 ・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確
認や実施については、日頃の訓練や火災現
場等で実施。

・引き続き、複数の連絡手段を確保し、有事に
備える。

・継続して実施 ・継続して実施。 同上 ・継続して実施。 引き続き日頃からの情報伝達訓練を実施す
る。

今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

・消防団が水防団を兼務しており，引き続き情
報伝達の確認や検証については，日ごろの訓
練や災害出場で行っていく。

〖継続実施〗
・情報伝達手段：携帯電話、メール
・今後も、水防団等への連絡体制の再確認と
伝達訓練等の実施について、適宜検討・取組
を行う。

〖継続実施〗
・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場
合は、指揮本部にて協議の上、管轄する近隣
消防への連絡を取り合うこととしている。

〖継続実施〗
・水防事務組合なので、組合内の市町同士、
団長同士で連絡を取り合うこととしている。
〖H28〗
・水防事務組合内の市町同士、団長同士で連
絡を取り合えるようになっており。またデジタ
ルトランシーバーを配備している。
〖H30～〗
・水防事務組合なので、組合内の市町同士、
団長同士で連絡を取り合うこととしている。

〖継続実施〗
・水防団同士の連絡体制の確保を検討する。
〖R1〗
・消防団が水防団を兼務しており、消防本部
において、各分団に無線機の配備を実施し
た。
〖R2～〗
・消防団が水防団を兼務しており、消防本部
において、各分団にデジタル簡易無線機を配
備済。

〖継続実施〗
・具体的な取り決め等はないが、近隣の消防
団との連絡は、団長同士または組合を通して
行うことも可能である。
〖R3〗
・なし

〖継続実施〗
・水防団同士の連絡体制の確保する。
〖R3〗
・消防団（水防団）との連絡体制の確保につい
て検討中。

〖継続実施〗
・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場
合は、分団長同士で連絡を取り合うこととして
いる。（R1～）

〖継続実施〗
・近隣の消防団（水防隊）との連絡が必要な場
合は、団長同士で連絡を取り合うこととしてい
る。

〖継続実施〗
・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場
合は、利根川栗橋流域水防組合にて行われ
る。
〖R3〗
・取組事例なし

〖継続実施〗
・水防団同士の連絡体制の確保を検討する。
〖R1〗
・消防団が水防団を兼務しており、消防本部
において、各分団に無線機の配備を実施し
た。
〖R3〗
・実施済。

〖継続実施〗
・水防のための緊急の必要があるときは他の
水防管理者又は市町村長、消防長に対して
応援を求めることができる。

〖継続実施〗
・毎年隣接市と毎年共催で水防演習を実施し
連携を深めている。
・隣接市の消防団（水防団）との連絡が必要な
場合は，直接または消防局（本部）を通じ連絡
を取り合うこととしている。
〖R2～〗
・今年度は新型コロナウイルスの影響を鑑
み，水防演習を中止した。

〖継続実施〗
・水防団同士の連絡体制の確保する。
・携帯電話による連絡網を整備している。【R1
～】

〖継続実施〗
・必要な場合は常備消防の無線又は携帯電
話等を活用。
※水防団同士の連絡体制は確立していない。
・消防団員用IP無線機を整備し、水防団にも
活用している。
〖R1〗
・水防団本部による無線統制体制を確立し
た。

〖継続実施〗
・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場
合は、指揮本部にて協議の上、管轄する近隣
消防への連絡を取り合うこととしている。

実施済。 ・消防団が水防団を兼務しており、消防本部
において、各分団にデジタル簡易無線機を配
備済。

なし 〖継続実施〗
・水防団同士の連絡体制の確保する。

・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場
合は、分団長同士で連絡を取り合うこととして
いる。

〖継続実施〗
・近隣の消防団（水防隊）との連絡が必要な場
合は、団長同士で連絡を取り合うこととしてい
る。

・取組事例なし。 ・実施済。 〖継続実施〗
・水防のための緊急の必要があるときは他の
水防管理者又は市町村長、消防長に対して
応援を求めることができる。

我孫子市と合同で実施している水防訓練を実
施した。

・携帯電話による連絡網構築を継続中。 〖継続実施〗
・必要な場合は常備消防の無線又は携帯電
話等を活用。
※水防団同士の連絡体制は確立していない。
・消防団員用IP無線機を整備し、水防団にも
活用している。
〖R1〗
・水防団本部による無線統制体制を確立し
た。

引き続き、水防体制の強化に努めていく。 ・継続して実施。 ・消防団が水防団を兼務しており、消防本部
において、各分団にデジタル簡易無線機を配
備済。

・連携訓練等の機会を設ける。 ・消防団（水防団）との連絡体制の確保につい
て引き続き検討を進める。

・連絡手段を確保済みのため必要に応じて見
直し。

同上 ・引き続き実施。 ・実施済。 今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

・新型コロナウイルス等，中止せざる要因が無
ければ，年に1度トランシーバー等の連絡手段
を用いた水防訓練を我孫子市と共同で実施し
ていく予定。

〖継続実施〗
・水防団同士の連絡体制の確保する。
・携帯電話による連絡網を整備している。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

43
水防団や地域住民が参加
する洪水に対しリスクが高
い区間の共同点検の実施

・重要水防箇所について、水防団、自
治会等住民が参加する共同点検を実
施

【鉄道事業者】
・水防団や河川管理者と実施している、
洪水時に危険度の高い河川区間や橋
梁箇所の共同点検に参加する

44
水防団等への連絡体制の
再確認と伝達訓練の実施

・無線やメールなどを活用した情報伝
達手段の確保
・情報伝達訓練等の実施

45
水防団同士の連絡体制の
確保等による水防体制の
強化

・近隣の水防団の連絡手段の確保（トラ
ンシーバー等配備）

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖H28〗
・消防団が集まる場を活用し、消防署から水
防上危険のある課所の情報を提供してもらう
ように区内各消防署へ依頼した。
〖H29〗
・区職員と関係機関で共同点検を実施。
・消防署から水防上危険のある箇所の情報を
消防団へ提供してもらうよう依頼。
〖H30〗
・区域外を流れる河川のため共同点検に参加
していないが、中川等の実施状況は次のとお
り。
・区職員と関係機関で共同点検を実施。
・消防署から消防団へ参加要請（不参加）。
〖R1〗
・中川、綾瀬川等の重要水防箇所の共同点検
に参加。
〖R2～〗
・コロナの影響により、河川管理者が実施する
重要水防箇所の共同点検が中止となった。

〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併
せて自治会長や自主防災組織のリーダーにも
参加を促す。
〖R2〗
・重要水防箇所等の点検を実施した。
〖R3〗
・重要水防箇所等の確認をした。

〖継続実施〗
・区域外を流れる河川のため巡視区間は設け
ていないが、利根川は江戸川区の上流域に
位置するため正確な情報収集に努める。
〖H28～R1、R3〗
・江戸川の重要水防箇所の共同点検に参加。
〖R2〗
・新型コロナウイルス感染症対策のため、河
川管理者との巡視は中止。

〖継続実施〗
・毎年，国が実施している重要水防箇所等の
共同点検に参加する。
〖H28～H30〗
県管理河川において実施する減災対策協議
会で，市町村と共同した点検方法等について
検討を進める。

〖継続実施〗
・毎年、直轄河川の合同巡視に参加している。
・また、県管理河川についても、毎年、出水期
前に関係自治体、消防等と重要水防箇所及
び水防倉庫の点検を行っている。
・水防団や地域住民が参加する共同点検に
参加する。

〖継続実施〗
・国が実施している重要水防箇所等の共同点
検に出先土木事務所、県河川課職員が参
加。（H28より地元区長も参加）
〖R3〗
・国管理河川における重要水防箇所等の共同
点検に参加。
・県管理河川における重要水防箇所等の共同
点検を実施。

〖継続実施〗
・国実施の重要水防箇所等の合同巡視への
参加。
・県管理河川における重要水防箇所合同点検
の実施。
・必要に応じて水防団や地域住民が参加する
共同点検に参加する。

〖継続実施〗
・毎年、国が実施する共同点検に参加。
〖R3〗
・国が実施する重要水防箇所の共同点検に
参加した。

〖継続実施〗
・都内には該当区間がないため、国が実施す
る共同点検へは参加していない。

・河川事務所による重要水防箇所の合同巡視
に参加した。

・江戸川の重要水防箇所の共同点検に参加。 継続実施 ・県管理河川について、関係市町、消防、警察
とともに出水期前の重要水防箇所及び水防倉
庫の点検を実施。

・県管理河川における重要水防箇所等の共同
点検を実施。

・国実施の重要水防箇所等の合同巡視への
参加。
・県管理河川における重要水防箇所合同点検
の実施。

・国が実施する重要水防箇所の共同点検に
参加できなかった。

・都内には該当区間がないため、国が実施す
る共同点検へは参加していない。

・引き続き、直轄河川の合同巡視への参加
や、県管理河川に係る点検を行う。

・引き続き、重要水防箇所等の共同点検を実
施。

・国実施の重要水防箇所等の合同巡視への
参加。
・県管理河川における重要水防箇所合同点検
の実施。
・必要に応じて水防団や地域住民が参加する
共同点検に参加する。

国が実施する出水期前の重要水防箇所の共
同点検に参加していく。

・今後、必要に応じて、国が実施する共同点
検へ参加していく。

〖継続実施〗
・水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓
練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・毎年実施している水防訓練には水防団（消
防団）が参加しており、区との連絡体制を確認
している。

〖継続実施〗
・毎年実施している水防訓練には水防団（消
防団）が参加しており、区との連絡体制を確認
している。
〖H28～R1、R3〗
・水防団（消防団）が参加する水防訓練を実
施。
〖R2〗
・消防団運営員会を開催。

・コミュニティタイムライン策定地区を対象に情
報伝達訓練を実施した。

〖継続実施〗
・毎年実施している水防訓練には水防団（消
防団）が参加しており、区との連絡体制を確認
している。

・消防団運営員会を８月に実施し３月に２回目
を実施予定。
・水防団（消防団）が参加する水防訓練を実施
した。

・水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓
練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・水防団同士の連絡体制の確保を検討する。

〖継続実施〗
・毎年実施している水防訓練には水防団（消
防団）が参加しており、区との連絡体制を確認
している。

〖継続実施〗
・毎年実施している水防訓練には水防団（消
防団）が参加しており、水防団同士の連絡体
制を確認している。
〖H28～R1、R3〗
・水防団（消防団）が参加する水防訓練を実
施。
〖R2〗
・消防団運営員会を開催。

・水防団同士の連絡体制の確保を検討する。 〖継続実施〗
・毎年実施している水防訓練には水防団（消
防団）が参加しており、区との連絡体制を確認
している。

・消防団運営員会を８月に実施し３月に２回目
を実施予定。
・水防団（消防団）が参加する水防訓練を実施
した。

・水防団同士の連絡体制の確保を検討する。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

43
水防団や地域住民が参加
する洪水に対しリスクが高
い区間の共同点検の実施

・重要水防箇所について、水防団、自
治会等住民が参加する共同点検を実
施

【鉄道事業者】
・水防団や河川管理者と実施している、
洪水時に危険度の高い河川区間や橋
梁箇所の共同点検に参加する

44
水防団等への連絡体制の
再確認と伝達訓練の実施

・無線やメールなどを活用した情報伝
達手段の確保
・情報伝達訓練等の実施

45
水防団同士の連絡体制の
確保等による水防体制の
強化

・近隣の水防団の連絡手段の確保（トラ
ンシーバー等配備）

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・実施に向け検討する。（◯）

〖継続実施〗
・実施に向け検討する。（◯）

〖継続実施〗
・当社営業路線外ですが、現状把握のため検
討する。

〖継続実施〗
・洪水時に沿線で影響のある橋梁の共同点検
に参加する（◯）
〖R3〗
・洪水時に沿線で影響のある橋梁の共同点検
の参加なし（新型コロナウィルス関係により自
粛）

〖継続実施〗
・水防団や河川管理者の実施する共同点検
等について取組結果を把握する。【R2～】（◯）

・共同点検に参加していない。 〖継続実施〗
・重要水防箇所等の共同点検を実施する。
〖H28～H29〗
・重要水防箇所等の共同点検を実施。
〖H30〗
・出水期前に、国、県、市町、水防団、地域住
民、建設業者の参加のもと、重要水防箇所の
共同点検を実施した。

・継続した取り組みとして、実施に向けて検討
する。

・実施に向け検討する。 〖継続実施〗
・当社営業路線外ですが、現状把握のため検
討する。

・洪水時に沿線で影響のある橋梁の共同点検
の参加なし

〖継続実施〗
・水防団や河川管理者の実施する共同点検
等について取組結果を把握する。【R2～】（◯）

・共同点検に参加していない。

・実施する際には、協議をお願いします。 ・実施に向け検討する。 〖継続実施〗
・当社営業路線外ですが、現状把握のため検
討する。

・水防団や河川管理者の実施する共同点検
等について取組結果を把握する。

各河川管理者との情報共有を推進する。 ・共同点検に参加していない。
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・毎年、水防管理団体（水防団）が行う古河
市・坂東市・境町による二市一町水防訓練に
参加している。
〖H28〗
・利根川水系合同水防訓練及び鬼怒・小貝水
防連合体水防訓練に１０名の職員が参加し
た。

〖継続実施〗
・利根川水系合同水防訓練及び関係機関が
行う水防訓練に参加している。
〖H28～H30〗
・近隣５市町で構成している水防連合体にて
水防訓練を実施。

〖継続実施〗
・利根川水系合同水防訓練及び関係機関が
行う水防訓練に参加している
〖R2〗
・利根川水系合同水防訓練及び関係機関が
行う水防訓練に参加しているが、R2について
は千代田町での開催が見送られた
〖R3〗
・利根川水系合同水防訓練及び関係機関が
行う水防訓練に参加しているが、R3について
は中止となった。

〖継続実施〗
・平成28年度利根川水系合同水防訓練に参
加した。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖継続実施〗
・消防団及び担当職員が毎年参加している。
〖R3〗
・未実施

〖継続実施〗
・毎年、水防組合による水防訓練を実施して
いる。【平成28年度】
〖R3〗
令和3年度については新型コロナウイルス感
染症の影響により全体訓練は中止となった
が、町独自で水防訓練を実施した。

〖継続実施〗
・平成28年利根川水系合同水防訓練に職員
及び分団長級が参加している。【平成28年】
・毎年、二市一町水防訓練として、持ち回りで
会場を替えて継続的に訓練を繰り返してい
る。
〖R3〗
・コロナ禍のため実動訓練は中止

〖継続実施〗
・水防管理団体が行う水防訓練に参加する。
〖H30〗
・利根川水系連合総合水防演習を視察した。
〖R3〗
・実施なし。

〖継続実施〗
・平成28年利根川水系合同水防訓練に、2名
の職員と15名の消防団員が参加した。【平成
28年】
・毎年、栃木市と野木町で合同水防訓練を
行っている。
・継続的に、利根川水系合同水防訓練等に消
防団や職員が参加していく。
・関係市町と合同水防訓練を行っていく。
〖R3〗
・特になし。

〖継続実施〗
・毎年、利根川水系合同水防訓練の参観を実
施している。
〖R3〗
・利根川水系合同水防訓練の参観を検討す
る。

〖継続実施〗
・小山市主催で実施した水防訓練に、関係機
関１３団体が参加。（平成２８年６月）
・荒川排水機場で実施した、関東農政局土地
改良技術事務所主催による災害用ポンプ現
地講習会に、関係機関5団体が参加。（11月
25日）
〖H28～H30〗
・今まで同様、隔年での水防訓練を実施予
定。
〖R1〗
・利根川水系連合・総合水防演習に消防団幹
部２８名が視察に出向した。
〖R2〗
・小山市水防訓練及び水防工法講習会が中
止となったため、水防訓練の一環として、消防
団全体による通信機器（無線機、トランシー
バー）を使用しての情報伝達訓練を実施した。
〖R3〗
・水防講習会として、水害を想定した無線運用
訓練を実施した。

〖継続実施〗
・利根川水系合同水防訓練の見学。
・水防管理団体（水防団）が行う訓練へ６２名
の消防団員が参加している。
〖H28～R1〗
・水防演習を実施。
〖R3〗
・水防訓練を実施

〖継続実施〗
・平成26年度水防技術講習会を国、一都六県
とともに主催開催し、関東一円の水防関係者
の参加があった。
・平成27年度第６４回利根川水系連合・総合
水防演習を国及び一都六県とともに主催開催
し、消防団員３７８人、消防職員３３人、市職員
３０人が参加した。
・平成28年度第６５回利根川水系連合・総合
水防演習に視察研修として消防職員４人、消
防団幹部１８人が参加した。
・毎年度、実質的な水防訓練を実施している。
〖R3〗
・令和３年度はコロナ感染拡大防止の観点か
ら訓練の実施を行っていない。また他機関が
行う訓練等の視察について参加していない。

令和4年度の
取組内容

・毎年、水防管理団体（水防団）が行う古河
市・坂東市・境町による二市一町水防訓練に
参加している。

・近隣５市町で構成している水防連合体にて
水防訓練を実施。

【R4】
・利根川水系連合・総合水防演習を実施

・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。 本町が構成市町となっている水防事務組合の
主催で、消防団（水防団）による水防訓練が実
施された。また、消防団（水防団）は、利根川
水系連合総合水防演習の視察を行った。

６月、渡良瀬川三国橋下流側河川敷で実施さ
れた令和４年度２市１町水防訓練（古河市担
任）に境町消防団（本部及び各分団長）を研
修させた。

水防演習を実施 特になし。 今年度は参観できなかったが、次年度利根川
水系合同水防訓練の参観を検討する。

・水防工法講習会を実施。（令和４年８月）
・小山市主催で実施した水防訓練に参加。（令
和４年９月）

・各分団において水防訓練を実施 ・令和4年度はコロナ感染拡大防止の観点か
ら訓練形態を変え実施する。（消防団に対し
伊勢崎市消防団水防活動マニュアル説明、資
器材取扱い訓練、避難行動要支援者対策の
説明と周知）
　また他機関が行う訓練等の視察について参
加していない。

今後の
取り組み方

令和4年度までの取り組みを継続して実施。 継続して実施 〖継続実施〗
・利根川水系合同水防訓練及び関係機関が
行う水防訓練に参加予定

・訓練への参加を検討する。 ・消防団及び担当職員が参加する。 引き続き、利根川水系連合・総合水防演習の
視察及び水防組合による合同水防訓練に参
加する。

継続
令和５年度２市１町水防訓練を境町担任で実
施予定（時期・場所別示）

隔年で開催していく ・継続的に、利根川水系合同水防訓練等に消
防団や職員が参加していく。
・関係市町と合同水防訓練を行っていく。

・利根川水系合同水防訓練の参観を検討す
る。

・継続して実施（新型コロナウイルス感染拡大
状況に応じた訓練を実施していく。）

・引き続き、訓練を実施していく。 ・コロナ感染状況を注視し実動水防訓練の実
施及び他機関が行う訓練等の視察について
積極的に参加していきたい。

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・消防団（水防団）のホームページを作成し、
組織や活動内容について紹介し、常時団員募
集を行っている。
・市の広報や自治組織（自治会・行政区）内で
勧誘を行っている。
・市内事業所に消防団（水防団）応援の店とし
て協力していただける事業所を募集し消防団
員の拡充を図っている。

〖継続実施〗
・広報誌やホームページ等で広く募集してい
く。【平成28年度～】
〖H28～H30〗
・消防団勧誘ポスターを公共施設に掲示して
啓発を行った。
〖R3〗
ポスターやパンフレット掲示により啓発を実
施。

〖継続実施〗
・市ホームページや市内にのぼり旗を立てる
などして募集を呼びかけている

〖継続実施〗
・公共施設・商店等に募集のポスター掲示し，
常時団員募集を随時行なっている。
〖H30～R2〗
・消防団サポート事業制度を導入した。
〖R3〗
・消防団募集のポスター掲示等を行い，随時
団員募集を行っている。

〖継続実施〗
・消防団員の募集は随時実施している。

〖継続実施〗
・国が作成する消防団（水防団）のＰＲポス
ターの掲示、町広報紙及び町ＨＰへ主要な活
動を掲載するなどして、団員募集を行ってい
る。

〖継続実施〗
・毎年消防団（水防団）の活動を広く広報し
て、人員の補充に努めている。

〖継続実施〗
・消防団が兼任。消防団員の入団促進への取
り組みを継続していく。

〖継続実施〗
・消防団（水防団）のホームページを作成し、
組織や活動内容について紹介し、常時団員募
集を行っている。
・自治会に対して、水防団（消防団）員の募集
をお願いしている。
・継続的にホームページ等で団員募集を行っ
ていく。
〖R3〗
・団員募集に継続して取り組んだ。

〖継続実施〗
・HP、広報誌及びケーブルテレビを活用し募
集している。

〖継続実施〗
・消防団については、逐次募集を行っており、
現時点では、地域の消防団員はほぼ欠員は
無い状況。
・水防協力団体として栃木県建設業協同組合
下都賀支部を指定。

〖継続実施〗
・広報を通して、消防団員の募集を実施してい
る。
・消防団員協力事業所事業及び消防団サ
ポート事業の推進を図っていく。
〖H28.H30～〗
・消防（水防）団サポート事業の実施

〖継続実施〗
・市ＨＰにおいて、随時消防団募集を呼びかけ
ている。
・成人式等イベント時に、消防団募集のリーフ
レットを配布している。
・消防団員を雇用している事業所に対し、入札
参加資格認定時の等級決定の際、加点評価
による優遇措置を講じている。
・消防団協力事業所表示制度を導入してい
る。
・消防団入団資格について、「区域内に通学
する者」を新たに加える。【平成２９年度から実
施】
〖H30～R1〗
・市内大学の学園祭において、消防団活動の
ＰＲイベントを実施した。
〖H30～〗
・学生団員の優遇措置として、「学生消防団活
動認証制度」を継続している。
〖R3〗
・機能別消防団を発足（学生・女性）【令和２年
度から】

令和4年度の
取組内容

・消防団（水防団）のホームページを作成し、
組織や活動内容について紹介し、常時団員募
集を行っている。
・市の広報や自治組織（自治会・行政区）内で
勧誘を行っている。
・市内事業所に消防団（水防団）応援の店とし
て協力していただける事業所を募集し消防団
員の拡充を図っている。

ポスターやパンフレット掲示により啓発を実
施。

〖継続実施〗
・市ホームページや市内にのぼり旗を立てる
などして募集を呼びかけている

・消防団募集のポスター掲示等を行い、団員
募集を行っている。

前年度同様、継続実施。 国が作成する消防団（水防団）のＰＲポスター
の掲示や消防団（水防団）が町主催のイベン
トに積極的に参加するなどして、組織の体制
や活動実績等を見える化し、担い手の重要性
等について紹介した。

継続
消防団定数１６９名、実員１６７名（充足率９８．
８％）、※女性消防団定数１０名、実員９名（充
足率９０％）
（※女性消防団は消防団数の内数）

令和３年度までの取組内容と変更なし 団員募集に継続して取り組んだ。 ・HP、広報誌及びケーブルテレビを活用し募
集するした。

・消防団については、逐次募集を行っており、
現時点では、地域の消防団員はほぼ欠員は
無い状況。
・水防協力団体として栃木県建設業協同組合
下都賀支部を指定済み。

・上記内容を継続 ・市ＨＰにおいて、随時消防団募集を呼びかけ
・イベント時に、消防団募集のリーフレットを配
布
・消防団員を雇用している事業所に対し、入札
参加資格認定時の等級決定の際、加点評価
による優遇措置
・消防団協力事業所表示制度の導入
・消防団入団資格について、「区域内に通学
する者」を新たに加える。【平成29年度から実
施】

今後の
取り組み方

令和4年度までの取り組みを継続して実施。 継続して実施 〖継続実施〗
・市ホームページや市内にのぼり旗を立てる
などして募集を呼びかける

・継続して実施する。 ・継続して実施。 町ＨＰに消防団に関連するページを作成し、
活動のＰＲを強化する。

継続 上記の取り組みを継続する。 継続して実施 ・HP、広報誌及びケーブルテレビを活用し募
集する。

・継続して実施する。 ・引き続き、上記内容を継続していく。 ・継続して実施

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・古河市建設業組合と災害時の支援について
協定を結んでいる。
〖H29〗
・災害時、冠水箇所等に土のうを運搬を依頼
している。
〖R3〗
・土のうステーションへの土のう作成及び運搬
を依頼。

〖継続実施〗
・実施を検討する。【平成28年度～】
〖R3〗
連絡体制の更新を行った。

〖継続実施〗
・市建設業協会とは、災害時における協定を
締結済み。
〖R3〗
・集中豪雨時に排水ポンプ設置の対応を依頼
した。

〖継続実施〗
・災害対策協力会（建設業者，電気業，管工
事業）と災害時の支援について協定を結んで
いる。
〖R1〗
・民間事業者との「災害時における資機材の
供給に関する協定」に基づき，支援を要請し
た。
〖R2〗
・平時からの情報連携等に努める。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖継続実施〗
・水防に限定せず建設業協会とは災害に関す
る協定を締結している。

〖継続実施〗
・水防支援に特化した協定は締結していない
が、町内の建設業組合と災害時応援協定を
締結している。
・地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制
の検討をする。

〖継続実施〗
・水防に限定せず建設業協会とは災害に関す
る協定を締結している。

〖継続実施〗
・足利市建設業協力会と災害時応援協定を締
結している。
・毎年度連絡体制について確認している。
〖R3〗
・栃木県建設業協会足利支部を水防協力団
体として指定した。

〖継続実施〗
・現在、53社の建設業者と災害時の支援につ
いて協定を結んでいる。
・より円滑な災害対応を図るための連絡体制
を構築する。【平成28年度】
〖H28～H30〗
・協定に基づく災害支援について確認を行っ
た。
〖R1〗
・台風第19号において、協定に基づく災害支
援等の対応を依頼した。
〖R2～〗
・連絡体制の確認を行った。

〖継続実施〗
・建設業協会と災害時の支援について協定を
検討する。
〖H28～R2〗
・建設業協会と災害協定締結済み。
〖R3〗
・協定先との連絡体制の確認を行った。

〖継続実施〗
・小山建設業協同組合と地域防災における応
急対策の協力に関する協定により、応急活動
に必要な資機材、物資及び人員の確保してい
る。
〖R3〗
・災害時の協定締結により小山建設業組合と
応急活動に必要な資機材・物資及び人員の
確保している。

〖継続実施〗
・町内外の建設関係企業と協定を締結してい
る。
〖H28〗
・野木町建設業協同組合と災害時の応援協
定を締結。
〖R1〗
・全町避難訓練において、建設業協同組合に
よる大型土のう積み上げ訓練・倒木除去訓練
を行うなど、協力体制を確認。

〖継続実施〗
・市内建設業者と災害応援協定を締結してい
る。

令和4年度の
取組内容

・古河市建設業組合と災害時の支援について
協定を結んでいる。
・土のうステーションへの土のう作成及び運搬
を依頼。

連絡体制の更新を行った。 〖継続実施〗
・市建設業協会とは、災害時における協定を
締結済み。

・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。 災害時応援協定の風化を防止するため、町
外の協定締結事業者と連絡先等の引継ぎを
実施した。

継続 令和３年度までの取組内容と変更なし 連絡体制の確認を行った。 協定先との連絡体制の確認を行った。 ・協定による活動体制を確保。連絡体制の確
認を行った。

・令和3年度と同様に関係団体との連携確認
や有事の際の対応を出水期に併せて実施。

・協定を締結している（一社）群馬県建設業協
会伊勢崎支部と連絡体制の確認を行った。

今後の
取り組み方

・土のうステーションの土のうの保管、補充を
実施していく。

連携した訓練の実施や、連絡体制確認を継続 〖継続実施〗
・市建設業協会とは、災害時における協定を
締結済み。

・平時から災害時の連携について確認する。 ・継続して実施。 災害時応援協定とは別に、水防支援体制の
協定を締結している自治体及び活動事例等を
収集し、新たな体制の構築の必要性について
検討をする。

継続 上記の団体との連絡体制を確認し、支援体制
の整備を図る。

連絡体制や支援依頼の流れ等について定期
的に確認し、連携を強化する。

必要に応じて、新たな災害協定の締結を検討
する。

・小山建設業協同組合と地域防災における応
急対策の協力に関する協定により、応急活動
に必要な資機材、物資及び人員の確保する。

・全町避難訓練において、建設業協同組合の
協力体制を確認していく。

・継続して実施

46
関係機関及び住民が連携
した実働水防訓練の実施

・利根川水系合同水防訓練、水防管理
団体が行う訓練等の実働水防訓練の
実施

47
水防活動の担い手となる
水防団員の募集や水防協
力団体の指定の促進

・水防団・消防団の募集
・企業・学校・自治会・NPO等の水防協
力団体としての指定

48
地域の建設業者による水
防支援体制の検討・構築

・地域の建設業者等との水防支援体制
の検討、協定締結等
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

46
関係機関及び住民が連携
した実働水防訓練の実施

・利根川水系合同水防訓練、水防管理
団体が行う訓練等の実働水防訓練の
実施

47
水防活動の担い手となる
水防団員の募集や水防協
力団体の指定の促進

・水防団・消防団の募集
・企業・学校・自治会・NPO等の水防協
力団体としての指定

48
地域の建設業者による水
防支援体制の検討・構築

・地域の建設業者等との水防支援体制
の検討、協定締結等

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・毎年水防訓練を実施している。
〖R3〗
・毎年実施しているが、今年度は新型コロナウ
イルス感染拡大防止対策のため中止した。

〖継続実施〗
・消防本部で訓練を実施。
・市総合防災訓練（隔年実施）で実施。
〖R3〗
・第69回利根川水系連合・総合水防演習（千
代田町赤岩）が新型コロナウイルス感染症拡
大防止により中止となり、消防団（水防団）
は、個別にて水防訓練を実施した。

〖継続実施〗
・平成27年度利根川水系合同水防訓練への
参加。
・毎年開催される地域防災訓練の中で、土嚢
作り。（プランター利用等の簡易土嚢含む）
〖R3〗
・コロナにより実施出来なかった

〖継続実施〗
・利根川水系連合総合水防演習等に水防団
（消防団）や職員が継続的に参加する。
〖H29〗
・総合防災訓練において、土のう作り及び水
防工法等の訓練を実施した。
〖H30～R1〗
・利根川水系連合総合水防演習等を水防団
（消防団）や職員が視察した。

〖継続実施〗
・利根川水系連合総合水防演習等に水防団
（消防団）や職員が継続的に参加する。
〖H29〗
・利根川水系連合総合水防演習等を水防団
（消防団）や職員が視察した。
〖R3〗
・水防訓練が中止となった。

〖継続実施〗
・消防組合で行っている水防工法習得講習会
に数年置きに参加している。
〖R3〗
・コロナ禍のため、今年度は実施できなかっ
た。

〖継続実施〗
・利根川水系連合総合水防演習等に水防団
（消防団）や職員が継続的に参加する。
〖H28～R1〗
・利根川水系連合総合水防演習等を水防団
（消防団）や職員が視察した。
〖R3〗
・令和３年度実施なし、実施の際には参加す
る。

〖継続実施〗
・利根川水系連合総合水防演習等に水防団
（消防団）や職員が継続的に参加する。
〖R1〗
・利根川水系連合総合水防演習等を水防団
（消防団）や職員が視察した。
〖R3〗
・利根川水系連合総合水防演習が中止となっ
たため、取り組みなし。

〖継続実施〗
・利根川水系 連合合同水防訓練への参加、さ
いたま市総合防災訓練（実働水防訓練を含
む）の開催。
〖R3〗
・水防訓練を書面にて開催。

〖継続実施〗
・大里郡利根川水害予防組合では隔年で訓
練と研修会(屋内)を実施している。
〖R2〗
・関係者に資料を配付予定。
〖R3〗
・大里郡利根川水害予防組合の水防研修会
（屋内）は、２年度に続いき新型コロナウィイル
ス感染症拡大防止の観点から中止した。

〖継続実施〗
・県南３市（蕨市・戸田市・川口市）で構成する
荒川左岸水害予防組合で実施している。
〖R3〗
・県南３市（蕨市・戸田市・川口市）で構成する
荒川左岸水害予防組合で実施予定であった
が新型コロナウイルスの感染状況により中止

〖継続実施〗
・毎年、行田市水防演習を開催し、水防工法
訓練を実施している。
〖R3〗
・未実施。

〖継続実施〗
・加須市・羽生市水防事務組合による実働水
防訓練を毎年開催している。
〖R3〗
・新型コロナ感染拡大防止のためR3年度の訓
練は中止となった。

・太田市水防訓練、出前講座にて水防工法の
実施。

・消防本部を中心に訓練を実施
・市の総合防災訓練に参加

自主防災組織3区と町による合同防災訓練（7
月）
水防訓練を行った

・利根川水系連合総合水防演習に町長及び
職員が参加した。

・利根川水系連合総合水防演習等を水防団
（消防団）が視察した。

・水防管理団体の行う実働水防訓練に水防団
（消防団）が参加した。

・町職員のみ参加した。 ・上記取り組みを継続実施。 ・さいたま市総合防災訓練（実働水防訓練を
含む）を開催。

・水防管理団体（市区町）が行う実働水防訓練
等に参加した。

・県南３市（蕨市・戸田市・川口市）で構成する
荒川左岸水害予防組合で実施済。（川口市に
て６月実施）

令和４年６月２５日に行田市水防演習を実施。 ・継続実施中
・水防訓練を実施した。

・継続して実施 ・消防機関を中心に訓練を継続する。 ・今後も継続的に参加する ・継続実施しながら、改善点等見直しを図って
いく。

・水防訓練に参加していく。 ・今後も訓練に参加していく。 ・継続して実施。 ・引き続き、実働水防訓練や水防研修会に参
加する。

〖継続実施〗
・県南３市（蕨市・戸田市・川口市）で構成する
荒川左岸水害予防組合で実施していく

・実施予定。

〖継続実施〗
・消防を通じ、水防活動を行う消防団の募集を
推進している。

〖継続実施〗
・消防本部で組織や活動内容について紹介
し、常時団員募集を行っている。
・消防組合と連携し、募集を促進する。
〖R3〗
・消防本部ホームページをリニューアルして、
水防団の重要性を強調し、水防に関連した情
報を増やした。

〖継続実施〗
・町内で開催される成人式の際に水防団・消
防団員を募集している。
・町が開催している産業祭等のイベントにおい
てＰＲ活動等を実施している。

〖継続実施〗
・消防団（水防団）の広報紙を年１回発行し、
組織や活動内容等を紹介して団員募集を行っ
ている。

〖継続実施〗
・消防団（水防団）の組織や活動内容を町の
行事などを通して紹介し、常時団員募集を
行っている。

〖継続実施〗
・消防団（水防団）員の募集を町の広報に掲
載、ポスターを掲示して募集を図っている。

〖継続実施〗
・町ホームページや、自主防災組織の防災訓
練時などで消防団（水防団）の組織や活動内
容について紹介し、常時団員を募集している。

〖継続実施〗
・消防（水防）団充足率100％堅持のためのPR
活動。
・成人式で、消防団（水防団）募集のパンフ
レットを配布。
〖H28～〗
・消防団充足率100％を維持。

〖継続実施〗
・消防団の募集については、ホームページへ
の掲載、ポスターの配布、イベント会場での広
報活動等を行い、消防団への入団促進を実
施している。
〖R3〗
・消防団員として募集。

〖継続実施〗
・水防団(消防団)のホームページを作成し、組
織や活動内容について紹介し、常時団員募集
を行っている。
・広報誌やホームページ等で広く団員を募集
していく。
〖R3〗
・水防団(消防団)の団員募集を行った。

〖継続実施〗
・消防団員の募集活動を継続的に実施し、充
実強化を図っていく。

〖継続実施〗
・市ホームページにおいて消防団員の募集を
行っている。
※水防協力団体としての指定団体はない。

〖継続実施〗
・リーフレット等により、水防団員・消防団員を
随時募集している。
〖H28〗
・地元企業と災害時支援（排水活動・水防活
動等）に関する協定を締結した。

・太田市消防本部が消防団（水防団）の募集
を推進している。

・引き続き、団員募集を実施 ・継続して実施 ・消防団（水防団）員の募集を町広報紙に掲
載及びポスターを掲示して募集を図った。

・上記から変更なし。 ・上記取り組みを継続実施。 ・消防団員として募集。 ・水防団（消防団）の団員募集を行った。 ・前年同様、継続して実施。 継続中。 ・継続実施中

・継続して実施 ・常時団員募集を行う。 ・継続して実施 ・上記、継続実施しながら、必要により見直し
をしていく。

・上記の取組を実施していく。 ・今後も継続実施していく。 ・継続して実施。 ・引き続き、各種媒体を用いて団員を募集す
る。

・継続して実施。 ・募集方法を検討。

〖継続実施〗
・市内建設業者と災害応援協定を締結してい
る。

〖継続実施〗
・市内建設業者等と災害応援協定を締結して
いる。
〖R3〗
・消防組合水防計画において、建設業組合の
特殊機械所有者に対して協力依頼をしてい
る。

〖継続実施〗
・災害時における応急対策業務に関する協定
を締結している。　（町内の建設業組合と水道
工事店組合）

〖継続実施〗
・群馬県建設業協会館林支部と協定を結んで
いる。

〖継続実施〗
・群馬県建設業協会館林支部と協定を結んで
いる。

〖継続実施〗
・群馬県建設業協会館林支部と協定を結んで
いる。

〖継続実施〗
・協定は結んでいないが、土木担当課におい
て、地域の建設業者に対し、道路冠水時等の
警戒、道路規制などの協力を依頼している。
〖H30～〗
・一般社団法人群馬県建設業協会館林支部
と災害応援協定を締結している。

〖継続実施〗
・群馬県建設業会館林支部と協定を結んでい
る。

〖継続実施〗
・さいたま市建設業協会と災害時の支援につ
いて協定を結んでいる。

〖継続実施〗
・災害時における応急対策活動に関する協定
を締結している団体等に対して協力を要請す
る。
〖R3〗
・協定締結団体等に対して協力への要請に努
めた。

〖継続実施〗
・川口市建設協会との災害時における応急対
策活動に関する協定書の見直しを図る。

〖継続実施〗
・１１社の建設業者と１社の組合と災害時の応
援協定を結んでいる。

〖継続実施〗
・地域防災計画に基づき、市内４地域ごとに、
地域の建設事業者による団体と災害時応援
協定を締結している。
〖H30〗
・利根川左岸地域において、沿川住民、防災
協議会を組織する地元建設業者、水防団によ
る共同点検を実施した。
〖R1～R2〗
・地域防災計画に基づき、市内４地域ごとに、
地域の建設事業者による団体と災害時応援
協定を締結している。

・市内建設業者と災害応援協定を締結してい
る。

・Ｒ３同様消防組合が策定する水防計画にお
いて、建設業者の特殊機械所有者に対して協
力依頼をしている。
・市の総合防災訓練に災害協定締結事業者
が参加

・継続して実施 ・上記、継続実施。 ・上記から変更なし。 ・上記取り組みを継続実施。 ・協定について、変更なし。 ・協定締結団体等に対して協力への要請に努
めた。

・未実施のため回答なし。 継続中。 ・継続実施中

・継続して実施 ・協定を締結した建設業者との連携強化に努
める。

整備完了 ・訓練について検討する。 ・上記、継続実施しながら、必要により見直し
をしていく。

・上記のとおり変更なし。 ・これ以上取り組む予定なし。 ・継続して実施。 ・引き続き、協定締結団体等に対して協力へ
の要請に努める。

・協定先の拡充を検討。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

46
関係機関及び住民が連携
した実働水防訓練の実施

・利根川水系合同水防訓練、水防管理
団体が行う訓練等の実働水防訓練の
実施

47
水防活動の担い手となる
水防団員の募集や水防協
力団体の指定の促進

・水防団・消防団の募集
・企業・学校・自治会・NPO等の水防協
力団体としての指定

48
地域の建設業者による水
防支援体制の検討・構築

・地域の建設業者等との水防支援体制
の検討、協定締結等

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・毎年、坂東上流水害予防組合が実施する水
防技術講習会に水防団員、市町職員が参加
している。
〖R3〗
・コロナ禍のため、水防テキストの配布を実
施。

〖継続実施〗
・利根川栗橋流域水防事務組合において、毎
年６月に各構成市町の水防団員を集めて水
防訓練を行っている。

〖継続実施〗
・平成28年度水防技術講習会に講師補助員と
して水防団が参加した。
・毎年、加須市・羽生水防事務組合主催の実
働水防訓練を実施している。
〖R3〗
・令和３年度のは、新型コロナウイルス感染症
拡大防止の観点より中止。

〖継続実施〗
・毎年、水防事務組合による水防訓練を実施
している。
〖R3〗
・未実施

〖継続実施〗
・毎年行われる、利根川水害予防組合水防研
修会に参加。
〖R3〗
・利根川水系合同水防訓練に参加。

〖継続実施〗
・宮下樋管における排水作業訓練に参加す
る。

〖継続実施〗
・毎年１回、国の水防演習に職員が参加して
いる。
・引き続き水防演習に参加していく。

〖継続実施〗
・利根川水系合同水防訓練に職員が毎年約２
０名と消防団が約１５名参加している。
〖R3〗
・本年度は新型コロナウイルスにより未実施

〖継続実施〗
・荒川上流河川事務所が開催している共同点
検に参加している。
・平成29年度は桶川市消防団長（又は副団
長）の訓練参加を検討する。

〖継続実施〗
・利根川栗橋流域水防事務組合において、毎
年６月に各構成市町の水防団員を集めて水
防訓練を行っている。
〖R3〗
・利根川栗橋流域水防事務組合において、毎
年６月に各構成市町の水防団員を集めて水
防訓練を行っているが、新型コロナウイルス
感染症の影響により、各構成市町において水
防訓練を行うこととなった。

〖継続実施〗
・実施を検討する。【平成29年度～】

〖R3〗
・実施無し。

〖継続実施〗
・江戸川水防事務組合の水防訓練について、
4年に1度は三郷市開催のため、水防団が訓
練を行っている。他市町で開催の場合は分団
長等が見学に行く。

〖継続実施〗
・毎年、坂東上流水害予防組合が実施する水
防技術講習会に水防団員、市町職員が参加
している。
〖R４〗
・実施なし

・利根川栗橋流域水防事務組合において、毎
年６月に各構成市町の水防団員を集めて水
防訓練を行っている。

〖継続実施〗。
・新型コロナウイルス感染症拡大対策を実施
したうえで、３年ぶりに、加須市・羽生水防事
務組合主催の実働水防訓練を実施した。

〖継続実施〗
・毎年、水防事務組合による水防訓練を実施
している。
〖R４〗
・未実施

・大里郡利根川水害予防組合水防訓練を開
催

継続して実施 上記を継続して実施。 ・新型コロナウイルス感染予防の観点から未
実施。

関係部署と連携し、共同点検に参加してい
る。

・利根川栗橋流域水防事務組合において、６
月に各構成市町の水防団員を集めて水防訓
練を行った。

〖継続実施〗
・実施を検討する。【平成29年度～】

実施無し。 ・江戸川水防事務組合の水防訓練について、
4年に1度は三郷市開催のため、水防団が訓
練を行っている。他市町で開催の場合は分団
長等が見学に行く。

引続き、実施を検討する ・継続して実施。 ・加須市・羽生水防事務組合主催の実働水防
訓練を継続する。

埼玉県主催の水防訓練及び利根川水害予防
組合水防研修会等に参加。

今後も、災害等に備えて引き続き実施してい
く。

・継続して実施。 関係機関と調整し検討予定。 ・例年同様、継続して実施 実施に向けて検討していく。 継続して実施。

〖継続実施〗
・広報紙等で消防団の募集を呼びかけてい
る。

〖継続実施〗
・市のホームページで消防団（水防団）の活動
等を紹介するページを作成し、団員を募集し
ている。
・常時ポスターの掲示やイベントでのチラシの
配布などＰＲ活動を実施し、広く団員を募集し
ている。
〖R3〗
・コロナ禍でしたので、市のホームページ及び
掲示板での団員募集の実施。

〖継続実施〗
・消防団（水防団）の募集ホームページを作成
し、活動内容等について紹介し、常時団員募
集を行っている。

〖継続実施〗
・広報紙等で消防団の募集を呼びかけてい
る。

〖継続実施〗
・年間を通して、消防団員の勧誘を行ってい
る。
※水防協力団体の指定はない。
〖R3〗
・消防本部が広報誌などを通じ、常時団員募
集を行っている。
・広報紙やホームページ等で広く水防団員の
募集や自主防災組織、企業等の参加を促して
いく。

〖継続実施〗
・水防協力団体としての指定はないが、地元
町内会で結成されている自警水防団に対し、
補助金を交付するなど支援をしている。
・水防協力団体の指定・募集については、周
知方法も含め、検討を進めていく。

〖継続実施〗
・ホームページ等で常時団員募集を行ってい
る。

〖継続実施〗
・団員の募集を検討していく。
〖R3〗
・市広報誌、ホームページなどにより水防団
員、消防団員を広く募集している。

〖継続実施〗
・広報誌、安心安全課窓口等で消防団員を募
集している。
・消防団員の高齢化に伴い、特に若い世代の
入団促進に力を入れている。
【掲示場所】
・安心安全課窓口
・各分団機械器具置場（計１０か所）

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しており、消防防災
課の消防団係において、消防団員の募集を
積極的に呼び掛けている。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼ねているため、消防団
員募集を実施していく。

〖継続実施〗
・草加八潮消防組合においては、ホームペー
ジや消防訓練及び火災予防週間街頭キャン
ペーン実施時に募集を行っている。

〖継続実施〗
・消防団（水防団）のホームページを作成し、
組織や活動内容について紹介し、常時団員募
集を行っている。

〖継続実施〗
・広報紙等で消防団の募集を呼びかけてい
る。

・市のホームページ、掲示板及び各公共施設
で団員募集の実施。

・消防団（水防団）の募集ホームページを作成
し、活動内容等について紹介し、常時団員募
集を行っている。

〖継続実施〗
・広報紙等で消防団の募集を呼びかけてい
る。

・消防本部が広報誌などを通じ、常時団員募
集を行っている。
・広報紙やホームページ等で広く水防団員の
募集や自主防災組織、企業等の参加を促して
いく。

水防協力団体としての指定はないが、地元町
内会で結成されている自警水防団に対し、補
助金を交付するなど支援をしている。

上記を継続して実施。 ・市広報誌、ホームページなどにより水防団
員、消防団員を広く募集している。

引き続き、消防団員の条例定数を満たしてい
ないので、HP等で団員募集の取組を行ってい
る。

・継続して実施 〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼ねているため、消防団
員募集を実施していく。

〖継続実施〗
・草加八潮消防組合においては、ホームペー
ジや消防訓練及び火災予防週間街頭キャン
ペーン実施時に募集を行っている。

・消防団（水防団）のホームページを作成し、
組織や活動内容について紹介し、常時団員募
集を行っている。

引続き、消防団の募集を呼びかけていく。 ・各イベント等での消防団員の募集及びPR活
動の実施。
・インターネット及びツイッターを活用してのPR
活動の実施

・上記を継続 今後も、災害等に備えて引き続き実施してい
く。

・団員の募集を検討していく。 必要に応じて見直していく。 ・継続して実施 水防協力団体の指定・募集については、周知
方法も含め、草加八潮消防組合等関係機関と
連携して検討を進めていく。

継続して実施。

〖継続実施〗
・平成22年12月9日に建設業協会と締結した
災害応急復旧等に関する協定に「河川の応急
復旧」が含まれている。
〖R3〗
・実施なし。

〖継続実施〗
・23社の建設業者と災害時の支援について協
定を結んでいる。
〖R3〗
・締結済みである

〖継続実施〗
・地域の建設業者等と災害時における応急対
策業務に関する協定を締結している。

〖H30～〗
・鴻巣市建設業協会と災害時応援協定を締結
している。
〖R1〗
・道路啓開訓練の実演で防災訓練に参加を要
請した。

〖継続実施〗
・水防支援に限定していないが、建設団体等
との災害時の応急活動に対する協定を締結し
ている
・緊急連絡体制について、整備（毎年度更新）

〖継続実施〗
・建設業者との協定に基づき水防体制を整備
しており、引き続き取り組んでいく。

〖継続実施〗
・草加市建設業振興会（市内３０社）と災害時
の応急対策業務について協定を結んでいる。
・引き続き、地域建設業者と協力体制につい
ての強化を図る。
〖H29～〗
・地域の建設業者による水防支援体制につい
て確認。

〖継続実施〗
・建設業者と電気設備業者と災害時に支援の
協定を結んでいる。（R2年現在、１５社の建設
業者と１３社の電気設備業者と災害時に支援
の協定を結んでいる。）

〖継続実施〗
・桶川市建設業協会と災害時における応急対
策業務に関する協定を締結。
〖H28〗
・総合防災訓練等で、桶川市建設業協会との
連携を図る。
〖H29〗
・平成２９年度に実施した総合防災訓練時に
は、桶川市建設業協会にもご協力をいただき
訓練を実施した。
〖H30～〗
・出水時には地域の建設業者と連携して水防
活動を行った。

〖継続実施〗
・水防支援に特化した協定は締結していない
が、市内の建設業組合と災害時応援協定を
締結している。

〖継続実施〗
・北本市建設業協会と災害時における応急対
策業務に関する協定を締結。
〖H29〗
・市内の建設業協会との協定に基づき、排水
作業を実施した。

〖継続実施〗
・市内建設業者で組織する八潮市防災連絡会
による災害時の情報収集、防災活動の提供を
受ける協定を締結している。
〖R1〗
・埼玉土建八潮支部と「災害時における被災
住宅の応急修理等に関する協定」を締結し
た。
〖R2～〗
・引続き協定締結を検討した。

〖継続実施〗
・市の建設業協会と災害時の協定を結んでい
る。
・水害に関しては土のう、水防活動等の支援
を受けている。

〖継続実施〗
・平成22年12月9日に建設業協会と締結した
災害応急復旧等に関する協定に「河川の応急
復旧」が含まれている。
〖R４〗
・実施なし。

・締結済み ・地域の建設業者等と災害時における応急対
策業務に関する協定を締結している。

〖継続実施〗
・鴻巣市建設業協会と災害時応援協定を締結
している。

・水防支援に限定していないが、建設団体等
との災害時の応急活動に対する協定を締結し
ている
・緊急連絡体制について、整備（毎年度更新）

建設業者との協定に基づき水防体制を整備し
ており、引き続き取り組んでいく。

上記を継続して実施。 ・建設業者と電気設備業者と災害時に支援の
協定を結んでいる。

出水時には地域の建設業者と連携して水防
活動を行った。

・継続して実施 〖継続実施〗
・北本市建設業協会と災害時における応急対
策業務に関する協定を締結。
〖H29〗
・市内の建設業協会との協定に基づき、排水
作業を実施した。

・引続き協定締結を検討した。 ・市の建設業協会と災害時の協定を結んでい
る。
・水害に関しては土のう、水防活動等の支援
を受けている。

引続き、検討する。 ・継続して実施 ・地域の建設業者等と災害時における応急対
策業務に関する協定を締結している。

・水災害時の情報伝達訓練や水防訓練等に、
地域の建設業者等の参加を検討する
〖継続実施〗
・緊急連絡体制について、整備（毎年度更新）

今後も、災害等に備えて引き続き実施してい
く。

・継続して実施。 必要に応じて見直していく。 ・継続して実施 引き続き協定締結を検討する。 継続して実施。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

46
関係機関及び住民が連携
した実働水防訓練の実施

・利根川水系合同水防訓練、水防管理
団体が行う訓練等の実働水防訓練の
実施

47
水防活動の担い手となる
水防団員の募集や水防協
力団体の指定の促進

・水防団・消防団の募集
・企業・学校・自治会・NPO等の水防協
力団体としての指定

48
地域の建設業者による水
防支援体制の検討・構築

・地域の建設業者等との水防支援体制
の検討、協定締結等

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・利根川水系合同水防訓練には、排水班であ
る道路課が訓練に参加した。
〖H28〗
・災害時の優先協力に関する協定を締結した
建設業者団体が、市防災訓練の中で、水防訓
練を実施した。
〖H30〗
・九都県市合同防災訓練内において、市内事
業者や自治会が参加して、積土のう工法訓練
を実施した。
〖R1〗
・市総合防災訓練で土のう作成訓練を実施し
ている。

〖継続実施〗
・利根川水系合同水防訓練に４３名の水防団
員が参加した。【平成28年度】
〖H28～H29〗
・６月に利根川水系合同水防訓練を実施し
た。
〖H30～R1〗
・水防組合による水防訓練を実施。
〖R2～〗
・水防組合による水防訓練が新型コロナウイ
ルス感染症感染拡大防止の為中止となった。

〖継続実施〗
・江戸川水防演習を実施済【平成27年度】。
・江戸川水防事務組合の水防訓練について、
４年に１度は吉川市開催のため、水防団が訓
練を行っている。他市町で開催の場合は分団
長等が参加する。
〖H28～H30〗
・江戸川水防演習を実施済【平成27年度】。
・江戸川水防事務組合の水防訓練について、
４年に１度は吉川市開催のため、水防団が訓
練を行っている。他市町で開催の場合は分団
長等が参加する。
〖R1〗
・江戸川水防演習を実施した【令和元年度】。
・江戸川水防事務組合の水防訓練について
は、４年に１度は吉川市開催のため、水防団
が訓練を行っている。他市町で開催の場合は
分団長等が参加する。
〖R2〗
・江戸川水防事務組合の水防訓練は、新型コ
ロナウイルス感染症のため中止。
〖R3〗
・江戸川水防事務組合の水防訓練について
は、４年に１度は吉川市開催のため、水防団
が訓練を行っている。今年度は三郷市で開催
し吉川市消防団長等とともに参加する。

〖継続実施〗
・利根川水系合同水防訓練を視察する。
・市総合防災訓練等において水防に関する訓
練の実施を検討する。
〖R3〗
・なし

〖継続実施〗
・水防管理団体が行う水防訓練に参加する。
・町総合防災訓練で土のう作成訓練を実施し
ている。
〖R3〗
・コロナ禍により、町総合防災訓練等が中止と
なったため取組なし

〖継続実施〗
・神流川沿岸水害予防組合及び坂東上流水
害予防組合が実施する、水防訓練に消防団
員・町職員が参加した。（R1～）

〖継続実施〗
・第66回利根川水系連合・総合水防演習を消
防団が視察した。【平成29年】
〖R3〗
・本年度の実施なし

〖継続実施〗
・利根川水系合同水防訓練に参加している。
〖H28〗
・水防訓練に参加。
〖H30～R1〗
・引き続き実施。
〖R3〗
・取組事例なし

〖継続実施〗
・江戸川水防演習に参加している。
〖H30〗
・当町を会場として江戸川水防演習を実施し
た。
〖R2〗
・水防演習延期に伴い取り組みなし。
〖R1、R3〗
・江戸川水防演習に参加。

〖継続実施〗
・毎年行っている野田市水防演習に市内の全
消防団が参加している。
〖H28〗
・５月１５日に野田市水防演習を実施した。
〖H29〗
・５月１４日に野田市水防演習を実施した。
〖H30〗
・5月13日に野田市水防演習を実施した。
〖R1〗
・５月１２日に野田市水防演習を実施した。
〖R2〗
・令和2年度は実施なし。
〖R3〗
・R３年度の水防演習は、新型コロナウイルス
感染状況を鑑み、規模を縮小し、野田市消防
団水防工法訓練を実施。

〖継続実施〗
・毎年、我孫子市と共催で水防演習を実施し
ている。
〖R2～〗
・新型コロナウイルスの影響を鑑み，水防演
習を中止とした。

〖継続実施〗
・隔年、松戸市と組織する東葛中部地区連合
水防団で水防演習を実施している。
〖H30〗
・５月２６日に水防演習を実施した。
〖R3〗
・松戸市と組織する東葛中部地区連合水防団
で水防演習を実施した。

〖継続実施〗
・毎年柏市と共催で水防演習を実施している。
〖H28、H30、R1〗
・我孫子市内利根川河川敷にて、柏市と共催
で水防演習を実施。
〖H29〗
・柏市内利根川河川敷にて、柏市と共催で水
防演習を実施。
〖R2～〗
・令和2年度は中止とした。

今年度は未実施。 水防組合による水防訓練に参加した。 ・江戸川水防事務組合の水防訓練について
は、４年に１度は吉川市開催のため、水防団
が訓練を行っている。令和４年度は春日部市
で開催し、吉川市消防団長等とともに参加し
た。

なし 〖継続実施〗
・水防管理団体が行う水防訓練に参加する。

・神流川沿岸水害予防組合が実施する、水防
訓練に消防団員・町職員が参加した。

〖継続実施〗
・第66回利根川水系連合・総合水防演習を消
防団が視察した。【平成29年】
〖R4〗
・本年度の実施なし

・水防訓練に参加。 ・江戸川水防演習に参加。 〖R4〗
・５月８日に野田市水防演習を実施した。

我孫子市と合同で実施している水防訓練を実
施した。

・松戸市と東葛中部地区連合水防団の活動と
して各種会議を実施し、情報共有等を行った。

〖継続実施〗
・毎年柏市と共催で水防演習を実施している。
〖H28、H30、R1〗
・我孫子市内利根川河川敷にて、柏市と共催
で水防演習を実施。
〖H29〗
・柏市内利根川河川敷にて、柏市と共催で水
防演習を実施。
〖R2,R3〗
・令和2年度は中止とした。
〖R4〗
・我孫子市内利根川河川敷にて、柏市と共催
で水防演習を実施。

実施を検討していく。 ・水防組合による水防訓練に参加する。 ・江戸川水防事務組合の水防訓練について
は、４年に１度は吉川市開催のため、水防団
が訓練を行っている。他市町で開催の場合は
分団長等が参加する。

・今後、訓練参加のほか、訓練視察を行う。 ・継続して実施 ・継続して実施。 未定 ・引き続き実施 ・江戸川水防演習に参加する。 ・野田市水防演習を実施。
・利根川水系合同水防訓練へ参加。

・新型コロナウイルス等，中止せざる要因が無
ければ，年に1度我孫子市と共同で水防訓練
を実施していく予定。

・継続して実施。
・令和５年度は、東葛中部地区連合水防団水
防演習を予定する。

〖継続実施〗
・消防団のホームページを作成し、随時、組織
や活動内容について紹介し、市民への広報活
動や募集を行っている。
〖H28〗
・消防団が、市防災訓練や市イベントにブース
を出展し、消防団員の募集や活動のＰＲに努
めた。
〖H29～R1〗
・消防団が市イベントや火災予防運動キャン
ペーンに合わせて、消防団員の募集や活動
のＰＲに努めた。
〖R2〗
・市ホームページや、団フェイスブック等で、団
活動内容を紹介している他、成人式や火災予
防キャンペーンを活用し消防団員入団募集の
PRを実施している。
〖R3〗
・市ホームページや広報誌、団フェイスブック
等で、活動内容を紹介している他、成人式や
火災予防キャンペーンを活用し、消防団員入
団募集のPRを実施

〖継続実施〗
・各分団において勧誘活動を行っている。
・女性団員については、広報誌で募集を行っ
ている。
・広報紙で女性団員を募集していく。
〖H28～R1〗
・各分団において勧誘活動を行い、市の広報
誌やホームページにおいても募集を行った。
〖R2～〗
・各分団において勧誘活動を行い、市のホー
ムページにおいても募集を行った。

〖継続実施〗
・消防団（水防団）のホームページを作成し、
組織や活動内容について紹介し、常時団員募
集を行っている。
〖R3〗
・吉川松伏消防組合において、消防団（水防
団）のホームページを作成し、組織や活動内
容について紹介し、常時団員募集を行ってい
る。

〖継続実施〗
・消防団員募集については、随時行っており、
広報誌への掲載やポスターの掲示を行ってい
る。

〖継続実施〗
・団員の募集を検討していく。
〖R3〗
・現在、消防団（水防団）の定員に空きがない
ため、募集は行っていない。

〖継続実施〗
・消防団が水防団を兼務しているため、常時
行っている。（R1～）

〖継続実施〗
・消防団（水防団）については、常時団員募集
を行っている。

〖継続実施〗
・広報紙やポスター等の掲示で、募集を行って
いる。
〖R3〗
・役場にポスターの掲示、および広報誌にて
募集した。

〖継続実施〗
・消防団（水防団）のホームページを作成し、
組織や活動内容について紹介し、常時団員募
集を行っている。

〖継続実施〗
・市のホームページに消防団員募集の記事を
掲載、組織や活動内容について紹介し、常時
団員募集を行っている。
・募集チラシ、ポスターを市内の消防署及び事
業所に配布している。

〖継続実施〗
・消防団のホームページを作成し，随時，組織
や活動内容について紹介し，市民への広報活
動を行っている。

〖継続実施〗
・市の消防部局が主体となり、市のホーム
ページやポスター、パンフレットなどで、消防
団（兼水防団）の募集を行っている。

〖継続実施〗
・当市消防団は、兼任水防団でもあるため、消
防団の募集等の促進活動を毎年行っている。
・消防団員と同時に水防団員や水防協力団体
の募集を行っている。

・市ホームページや広報誌、団フェイスブック
等で、活動内容を紹介している他、成人式や
火災予防キャンペーンを活用し、消防団員入
団募集のPRを実施

各分団において勧誘活動を行い、市のホーム
ページ、広報紙等で募集を行った。

・吉川松伏消防組合において、消防団（水防
団）のホームページを作成し、組織や活動内
容について紹介し、常時団員募集を行ってい
る。

消防団員募集については、随時行っており、
広報誌への掲載やポスターの掲示を行ってい
る。

〖継続実施〗
・団員の募集方法について検討を進める。
・現在、消防団（水防団）の定員に空きがない
ため、募集は行っていない。

・消防団が水防団を兼務しているため、常時
行っている。
・二十歳の集いの会場で女性消防団員による
募集活動を実施した。

〖継続実施〗
・消防団（水防団）については、常時団員募集
を行っている。

・役場にポスターの掲示、および広報誌にて
募集した。

・消防団（水防団）のホームページを作成し、
組織や活動内容について紹介し、常時団員募
集を行っている。

〖継続実施〗
・市のホームページに消防団員募集の記事を
掲載、組織や活動内容について紹介し、常時
団員募集を行っている。
・募集チラシ、ポスターを市内の消防署及び事
業所に配布している。

・消防団のホームページを作成し，随時，組織
や活動内容について紹介し，市民への広報活
動を行っている。

・市の消防部局が主体となり、市のホーム
ページやポスター、パンフレットなどで、消防
団（兼水防団）の募集を行った。

〖継続実施〗
・当市消防団は、兼任水防団でもあるため、消
防団の募集等の促進活動を毎年行っている。
・消防団員と同時に水防団員や水防協力団体
の募集を行っている。

今後も取り組んでいく。 ・継続して実施。 ・吉川松伏消防組合において、消防団（水防
団）のホームページを作成し、組織や活動内
容について紹介し、常時団員募集を行ってい
る。

・引き続き、募集を行う。 ・今後、団員の定数に空きができ次第、募集を
行っていく。

・継続して実施。 ・消防団（水防団）について、引き続き団員募
集を行う。

・継続的に実施。 ・消防団（水防団）のホームページを作成し、
組織や活動内容について紹介し、常時団員募
集を行う。

今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

・引き続き消防団のホームページを作成し，随
時，組織や活動内容について紹介し，市民へ
の広報活動を行っていく予定。

【継続実施】
・引き続き、市の消防部局が主体となり、市の
ホームページやポスター、パンフレットなどで、
消防団員（兼水防団）の募集を行っていく。

〖継続実施〗
・市内の建設業者との協定を締結している。
・水防事務においては、排水用の仮設ポンプ
の設置等で、市内の建設業者に依頼してい
る。

〖継続実施〗
・市内の建設業者と協定を締結している。
〖H28～〗
・市内の建設業者と協定を締結している。

〖継続実施〗
・地域の建設業者などと災害時応援協定を締
結済。

〖継続実施〗
・水防活動に特化したものではないが、建設
業団体と災害時応援協定を締結している。
〖R3〗
・なし

〖継続実施〗
・町内の建設業者との水防支援に関する協定
を締結している。

〖継続実施〗
・地域防災計画の見直しを検討中であり、そ
の際に内容について検証する予定。
〖H29〗
・大雪時等における重機等の提供に関する協
定を締結しており、水災害時にも準用すること
を想定している。
〖R1〗
・引き続き検討。
〖R2～〗
・地域の建設業者等との水防支援体制の検
討、協定締結等を検討する。

〖継続実施〗
・8社の建設業者と災害時の支援について協
定を結んでいる。

〖継続実施〗
・資機材の提供等、締結している。
〖R3〗
・協定の相手方と災害時における緊急連絡先
を交換した。

〖継続実施〗
・町内の建設業協会と災害時の支援につい
て、協定を結んでいる。
〖R3〗
・実施済。

〖継続実施〗
・野田市内の建設協同組合と災害時の応急
処理及び被害調査に関する業務協定を結ん
でいる。

〖継続実施〗
・柏市建設業界と災害時における応急復旧活
動の協力に関する協定を結んでいる。

〖継続実施〗
・地域の建設業者等との水防支援体制の協
定を締結している。

〖継続実施〗
・市と我孫子建設業会の間で、「災害応急復
旧等に関する協定書」を締結している。

出水期には協定締結事業者に依頼をして仮
設ポンプを設置した。

実施済。 〖継続実施〗
・地域の建設業者などと災害時応援協定を締
結済。

なし 〖継続実施〗
・町内の建設業者との水防支援に関する協定
を締結している。

・地域の建設業者等との水防支援体制等の
検討、協定締結等を検討した。

〖継続実施〗
・8社の建設業者と災害時の支援について協
定を結んでいる。

・資機材の提供等、協定を締結している。 ・実施済。 〖継続実施〗
・野田市内の建設協同組合と災害時の応急
処理及び被害調査に関する業務協定を結ん
でいる。

・柏市建設業界と災害時における応急復旧活
動の協力に関する協定を結んでいる。

・継続して実施。 〖継続実施〗
・市と我孫子建設業会の間で、「災害応急復
旧等に関する協定書」を締結している。

引き続き、水防支援体制の構築に努めてい
く。

・必要に応じて見直し。 〖継続実施〗
・地域の建設業者などと災害時応援協定を締
結済。

・建設業者等との水防支援体制の構築を検討
する。

・既に町内の建設業者との水防支援に関する
協定を締結しているが、必要に応じて見直しを
行う。

・引き続き検討。 ・協定の相手方とは平常時から連携に努め
る。

・引き続き、町内の建設業協会と水防体制に
ついて協力していく。

継続実施 ・必要があれば，協定締結先を増やしていく予
定（現在は増やす予定無し）

・継続して実施。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

46
関係機関及び住民が連携
した実働水防訓練の実施

・利根川水系合同水防訓練、水防管理
団体が行う訓練等の実働水防訓練の
実施

47
水防活動の担い手となる
水防団員の募集や水防協
力団体の指定の促進

・水防団・消防団の募集
・企業・学校・自治会・NPO等の水防協
力団体としての指定

48
地域の建設業者による水
防支援体制の検討・構築

・地域の建設業者等との水防支援体制
の検討、協定締結等

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・足立区・消防署合同総合水防訓練（年に１
回）を実施している。
〖H28～H30〗
・足立区・消防署合同総合水防訓練を実施し
た。
〖R1〗
・水防訓練は、悪天候により関係機関のみで
実施した。今後は、引き続き住民が参加する
総合水防訓練を実施していく。
〖R2〗
・コロナ禍で訓練が実施できなかった。今後
は、引き続き住民が参加する総合水防訓練を
実施していく。
〖R3〗
・コロナ禍において密を避けるべく、区と消防
署で実施日を分けて行った。

〖継続実施〗
・利根川水系合同水防訓練には毎年参加して
いる。
・区の水防訓練も毎年実施している。

〖継続実施〗
・毎年10名以上の職員が利根川水系連合・総
合水防演習の視察に参加。
・毎年視察を継続することで職員の意識啓発
を促す。
〖H28～R1、R3〗
・各水防関係機関が参加する水防訓練を実
施。
〖R2〗
・洪水予報伝達訓練を実施。

〖継続実施〗
・毎年実施されている利根川水系連合総合水
防演習への参加。
・県内の水防管理団体が主催する訓練への
参加。
〖R3〗
・水防技術講習会を幹事県として実施した

〖継続実施〗
・毎年実施している利根川水系連合・総合水
防演習へ数名の職員が参加している。
・毎年、水防管理団体が行う訓練へ数名の職
員が参加している。
〖R1〗
・利根川水系連合・総合水防演習を本県（足
利市）において開催した。（R1.5.18）
〖R3〗
・今年度、群馬県で開催予定の利根川水系連
合・総合水防演習へ参加予定であったが、新
型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
演習自体が中止となった。

〖継続実施〗
・利根川水系連合総合水防演習に毎年参加。
〖R3〗
・２市で実働水防訓練を実施。

〖継続実施〗
・毎年、利根川水系連合総合水防演習へ参加
している。
・毎年、水防技術講習会へ参加している。
・毎年、水防管理団体が行う水防訓練、講習
会へ参加している。
〖H28〗
・県職員を対象とした水防工法練習会の実施
（職員複数名参加）。

〖継続実施〗
・利根川水系連合・総合水防演習及び水防管
理団体が実施する「水防訓練に毎年参加して
いる。
〖H30〗
・第６７回利根川水系連合・総合水防演習の
実施（千葉県で実施）
〖R3〗
・利根川水系連合・総合水防演習へ参加の予
定であったが、新型コロナウイルス感染拡大
の防止のため中止となった。
・各土木事務所毎に水防訓練を実施している
が、新型コロナウイルス感染拡大の防止のた
め、中止となった。

〖継続実施〗
・毎年利根川水系連合総合水防演習へ参加
している。
〖R3〗
・令和３年度は中止となったが、毎年利根川水
系連合総合水防演習へ参加している。

〖継続実施〗
・毎年実施されている利根川水系連合総合水
防演習へ参加し、ポンプ車による排水訓練を
実施
〖R3〗
・コロナ禍により今年度は中止。

〖H29～R1〗
・利根川水系連合・総合水防演習に参加した。
〖R3〗
・R3年度の利根川水系連合・総合水防演習は中止。（東京管区）
・例年参加している県主催の総合防災訓練をはじめ、市町主催の主な水
防訓練はコロナウィルス感染防止のため、中止また縮小の措置がとられて
いる。（宇都宮）

・コロナの状況を鑑みて、区と消防署のみで総
合水防訓練を実施した。
・「京成本線荒川橋梁部における水防活動手
順書」に基づく訓練を鉄道営業終了後の軌道
敷内で実施した。

〖継続実施〗
・区で水防訓練を毎年実施している。区民参
加型ではないが、実施日について広報紙で周
知している。

・各水防関係機関が参加する水防訓練を実
施。

・幹事県として、第70回利根川水系連合・総合
水防演習を実施した。

・茨城県取手市で開催された第70回利根川水
系連合・総合水防演習へ参加した。

・県減災対策協議会を通じて、水防訓練につ
いて適宜情報共有を図る。

・毎年、利根川水系連合総合水防演習へ参加
している。
・毎年、水防技術講習会へ参加している。
・毎年、水防管理団体が行う水防訓練、講習
会へ参加している。

・利根川水系連合・総合水防演習へ参加し
た。

・利根川水系連合総合水防演習へ参加した。 ・利根川水系連合総合水防演習への参加。 ・第70回利根川水系連合・総合水防演習に参加した。（水戸）

・引続き住民が参加する総合水防訓練を計画
し、実施していく。

引き続き、利根川水系連合総合水防演習へ
の参加及び県内の水防管理団体が主催する
訓練への参加を行う。

・引き続き、利根川水系連合・総合水防演習
へ参加する。

・引き続き、利根川水系連合総合水防演習に
参加。
・県減災対策協議会を通じて、水防訓練につ
いて適宜情報共有を図る。

・毎年、利根川水系連合総合水防演習へ参加
している。
・毎年、水防技術講習会へ参加している。
・毎年、水防管理団体が行う水防訓練、講習
会へ参加している。

各土木事務所で行っている水防訓練につい
て、毎年実施をしていく。
利根川水系連合・総合水防演習へ参加をして
いく。

・今後も利根川水系連合総合水防演習へ参
加していく。

・継続実施。 ・引き続き、各種水防訓練に積極的に参加し、必要な支援を行う。（全体）

〖継続実施〗
・消防団員の募集広報活動を広報誌や募集
チラシ等で行っている。
〖H29〗
・消防団イベント周知チラシにて、イベント周知
と併せて消防団員の募集を行った。
〖R1～〗
・中学生消火隊の発隊支援を実施している。
・避難所運営訓練などで、消防団（水防団）の
募集を行っている。

〖継続実施〗
・あらゆる機会を捉え、消防団員の募集広報
活動を行い消防団員の拡充を継続的に図っ
ている。

〖継続実施〗
・あらゆる機会を捉え、消防団員の募集広報
活動を行い消防団員の拡充を継続的に図っ
ている。【継続中】
〖H28～R1〗
・本庁舎のイベントスペースを利用した消防団
の活動展において消防団員の募集チラシを配
布。
〖R2～〗
・本庁舎のイベントスペースを利用した消防団
の活動展において消防団員を募集。

・中学生消火隊の発隊支援を実施している。
・消防団（水防団）の募集チラシを作成した。

〖継続実施〗
・あらゆる機会を捉え、消防団員の募集広報
活動を行い消防団員の拡充を継続的に図っ
ている。

・本庁舎のイベントスペースを利用した消防団
の活動展において消防団員を募集。

・引続き消防団(水防団)員の募集を行ってい
く。
・今後高校生に対するアプローチも検討してい
く。

〖継続実施〗
・足立区建設業協会と災害時における応急対
策業務に関する協定を締結し、支援体制を確
立している。

〖継続実施〗
・建設業協会と災害時における応急復旧活動
の協力に関する協定を締結している。

〖継続実施〗
・45社（R5.1.18時点）の区内建設業者と災害
時の復旧作業について協定を締結。
・協定を結んでいる地域の土木・建設業者も
組み込んだ水防訓練を実施。
〖H28～R1、R3〗
・各水防関係機関が参加する水防訓練を実
施。
〖R2〗
・新型コロナウイルス感染症対策により水防
訓練は中止となったため総合防災訓練におい
て水防工法を実施。

・足立区建設業協会と災害時における応急対
策業務に関する協定を締結し、支援体制を確
立している。

・各水防関係機関が参加する水防訓練を実
施。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

46
関係機関及び住民が連携
した実働水防訓練の実施

・利根川水系合同水防訓練、水防管理
団体が行う訓練等の実働水防訓練の
実施

47
水防活動の担い手となる
水防団員の募集や水防協
力団体の指定の促進

・水防団・消防団の募集
・企業・学校・自治会・NPO等の水防協
力団体としての指定

48
地域の建設業者による水
防支援体制の検討・構築

・地域の建設業者等との水防支援体制
の検討、協定締結等

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・関係事務所持ち回りで、利根川水系連合総
合水防演習を実施する。
〖H29～H30〗
・利根川水系連合・総合水防演習を開催した。
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・市庁舎が水害時に浸水する可能性があるた
め、業務継続計画、及び災害時職員初動マ
ニュアルにて、代替庁舎の対応等を記載。
〖R2〗
・古河庁舎が想定 大規模区域内にあるた
め、業務継続の観点、災害対応を円滑に進め
る観点から、退避マニュアルの検討、作成を
実施。
〖R3〗
・浸水区域内の庁舎から退避してきた職員の
駐車場の調整。

〖継続実施〗
・地域防災計画の改定などに合わせて，マ
ニュアルを精査し改定を行う。
〖H28〗
・災害時の市職員の初動対応マニュアル（試
行）を策定済。
〖H30〗
・災害時の初動対応マニュアルの見直しを実
施。
〖R2〗
マニュアルの改訂を実施中
〖R3〗
マニュアルを更新。

〖継続実施〗
・県から指定を受けている市内の災害拠点病
院については、洪水時浸水想定区域外であ
る。
〖H28～H29〗
・災害時の市職員の初動対応マニュアルにつ
いては策定済。

〖継続実施〗
・災害対策本部を設置する市役所本庁舎は高
台に位置しているため，浸水はないと思われ
る。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖継続実施〗
・庁舎は浸水想定区域にあるがかさ上げ建設
しているため浸水対応済みである。

〖継続実施〗
・庁舎（災害対策本部）が水没の危険がある
場合は、自治体、非常用電源の確保を検討す
る。
・災害拠点病院では、水害時対応マニュアル
の作成の支援を検討する。
〖R3〗
・既存の職員初動マニュアルに掲載する初動
の対応分担フロー等により、水害時における
庁舎機能の維持を含めた対応を掲載してお
り、これをもって対応は可能と考える。また、内
容については、出水期前に見直しを実施し、
職員に周知をした。

〖継続実施〗
・職員向け初動対応マニュアル配布済
・古河・坂東地域災害医療連携会議に参加
・西南医療センター病院関係者に対する防災
講話を実施して、水害避難計画作成を支援
〖H30〗
・庁舎横に水害避難タワー建設に併せ、非常
用電源を高所に確保。
〖R1〗
・５月、境町事業継続計画（ＢＣＰ）を策定及び
職員向け初動対処マニュアルを改訂（第３版）
〖R2〗
・令和元年東日本台風の教訓等を反映しマ
ニュアル等の一部改訂（Ｒ３年度）を検討中

〖継続実施〗
・庁舎や災害拠点病院における水害時対応マ
ニュアル等の作成及び支援を検討する。（利
根川については、浸水想定区域内に対象とな
る施設がない。）

〖継続実施〗
・災害対策本部を設置する市役所本庁舎は、
平成27年関東東北豪雨及び令和元年東日本
台風の災害で周辺道路が冠水した。（本部機
能は停止していない）
・庁舎周辺の道路が冠水した場合でも、災害
対策本部としての機能を確実に維持するため
の方策を検討する。
〖H28〗
・庁舎周辺の道路が冠水した場合でも、災害
対策本部としての機能を確実に維持するた
め、本庁舎等の止水対策の調査を行った。
〖H29〗
・本庁舎の冠水時における対策工事を実施し
た。
〖R1〗
・止水板の設置により、市役所本庁舎への浸
水被害を軽減することができた。
〖R3〗
・特になし。

〖継続実施〗
・水防本部及び災害対策本部は市役所庁舎
に設置する（浸水想定区域外）。
・地域防災計画に医療体制整備計画の記載
あり。
〖R2〗
・各部、各班のマニュアルの検討
〖R3〗
・水害時対応マニュアル等の作成を検討す
る。

〖継続実施〗
・職員マニュアルで対応している。
〖H28～H29〗
・地域防災計画、業務継続計画の見直しを実
施中。

〖継続実施〗
・災害対策本部を設置する庁舎は、水害被害
の影響を受ける可能性が比較的少ない場所
に建設されているが、局地的豪雨災害に備
え、非常用電源等の整備を検討する。

〖継続実施〗
・非常用発電設備の耐水化や小型発電機の
購入・備蓄について検討を行う。

令和4年度の
取組内容

・浸水が想定される古河庁舎の管理者・担当
者等を対象に、水害時の退避等の説明会を
行った。
・浸水想定区域内の全病院は水害時の避難
確保計画の作成が完了している。

マニュアルを更新。 〖継続実施〗
・県から指定を受けている市内の災害拠点病
院については、洪水時浸水想定区域外である

・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。 職員初動マニュアルについて、出水期前に見
直しを実施し、職員に周知した。

境町地域防災計画改訂中 令和３年度までの取組内容と変更なし 特になし。 水害時対応マニュアル等の作成を検討する。 ・病院に関しては、浸水想定区域には立地し
ていない。浸水想定区域にある庁舎に関して
は、引き続き検討していく。

・進捗なし ・庁舎の水害時における対策について、関係
部署と検討を行う。

今後の
取り組み方

令和4年度までの実施内容を継続して実施し
ていく。

必要に応じて見直し 〖継続実施〗
・県から指定を受けている市内の災害拠点病
院については、洪水時浸水想定区域外である
・浸水想定区域内にある藤代庁舎については
水害時対応マニュアル作成を検討する

・今後，必要が生じた場合に対応を検討する。 本町は、町内に災害拠点病院はなく、町外の
病院を指定しているため、水害時における対
応マニュアルは役場庁舎を主体に検討する。
ただし、類似するマニュアル（初動マニュアル）
が既に存在することから、庁舎の水害対応マ
ニュアルの個別作成が適切かどうかの検討を
行う。

継続 上記の取り組みを継続する。 定期的な施設点検等により、災害時の本部機
能確保に継続して努める。

水害時対応マニュアル等の作成を検討する。 ・継続して実施する。 引き続き、上記対応を検討していく。 ・継続して実施

２）ソフト対策の主な取り組み　③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための取組

　Ｋ）氾濫水の早期排水のための効果的な施設運用

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・御所沼排水機場、新郷排水機場、中田排水
機場の３機場による排水業務を実施してい
る。
・御所沼及び新郷排水機場については、管理
運営業務を外部委託。
・中田排水機場については、中田土地改良区
にて運用。
・運用に当たっては、内外水位が規定水位を
超えた際、メール発信するシステムを導入し、
対応に当たっている。なお、ＰＣ・スマホ等によ
り逐次水位を監視することが可能である。
〖H29〗
・H29の実績として、台風等の大雨時に年間
200時間緊急対応。内水位が上昇した場合は
排水ポンプを稼働させ、河川側へ強制排水。
〖H30〗
・H30の実績として、台風等の大雨時に年間65
時間緊急対応。内（川裏）水位上昇時には、
排水ポンプを運転し内水排除を行った。

〖継続実施〗
・出水時の樋門等の操作は，操作規則を定め
て開閉等を実施している。
〖H28～30〗
・出水時の樋門等の操作は，操作規則を定め
て開閉等を実施。

〖継続実施〗
・市内に4つの排水機場（古戸・添・新町・仲谷
津排水機場）があり、通常時は無人だが、大
雨等で水門が閉まった際に消防団員が配置さ
れ、内水の水位が上がった時排水を行う。
〖H28〗
・排水ポンプ車購入済み。

〖継続実施〗
・市内に3つの排水機場（大野第1・第2・滝下
排水機場），市外に2つの排水機場（下高井・
下塚排水機場）があり、通常時は無人だが、
大雨等で水門が閉まった際に改良区職員が
内水の水位が上がった時排水を行う。
・出水時の樋門等の操作は，操作規則を定
め，樋管操作員・副操作員が巡視及び開閉等
を実施している。
〖R3〗
・関係各所と緊急連絡先の確認等を実施し
た。

〖継続実施〗
・市内は利根川に４ヶ所管理を委託されている
樋管があり要領に基づき操作している。

〖継続実施〗
・操作規則等に基づき洪水時の操作を行って
いる。
〖R3〗
・町内の排水は、五霞落川（県管理河川）の水
門操作による中川への放流がメインとなり、操
作規則に基づいて操作を行っている。

〖継続実施〗
・国交省が所有する資機材の為の取り扱い説
明会に参加して、操作についての実務講習を
受けている。
〖H28～H30〗
・土地改良区と連携し、情報を共有していく。

〖継続実施〗
・排水機場の運用、水門の操作、排水ポンプ
車の配置による早期排水を実施する。
〖R1～R2〗
・水門管理者と連携し、水門操作の状況等に
ついて情報共有を図っている。
〖R3〗
・情報伝達訓練を実施。関係機関の水門操作
情報等の情報共有についての確認等をおこ
なった。

〖継続実施〗
・水門の操作について、県から市に、国土交
通省から土地改良区に委託されており、操作
規則によって洪水時の操作方法は規定されて
いる。
・水門の操作について、規定に基づき実施し
ていく。
〖H28～H30〗
・土地改良区と市農地整備部局とで連携し、
水門操作などの情報を共有。
・土地改良区の堰やポンプ場の監視体制を整
備。
〖R1〗
・国土交通省や市建設部局、農地整備部局、
関係団体と連携し、早期の排水等の対応にあ
たった。
〖R2～〗
・まとまった降雨が予測される場合等に、適切
な水門開閉を行った。
〖R3〗
・浸水被害の恐れが大きい地区への排水ポン
プ設置手順について調整した。

〖継続実施〗
・市水防計画、要領等により管理責任者が操
作・運用を行っている。
〖H29〗
・排水ポンプ車の迅速な派遣要請について管
轄河川事務所と協議を行った。
〖R2〗
・現体制で継続
〖R3〗
・水門管理者と連携し、水門操作の状況等に
ついて情報共有を図る。

〖継続実施〗
・主要な水門・樋門の操作規則や連絡体制は構築されて
いる。
・東生井樋管の操作について、国土交通省より委託されて
おり、操作規則によって洪水時の操作方法は規定されて
いる。
・与良川第一、第二排水機場、荒川排水機場、塩沢排水
機場の操作について、農林水産省及び栃木県より委託さ
れており、操作規則によって洪水時の操作方法は規定さ
れている。
・樋門を開閉した際の情報伝達として、小山市安全安心情
報メール、ホームページ掲載をするとともに、電話にて自
治会長、自主防災会長への連絡をする。
・連絡体制が未整備の水門・樋門については、整備を進め
ていく。
〖H28～H29〗
・管理者が不明であった樋門3カ所について、管理者を定
め運用することとした。
〖H30〗
・豊穂川排水樋門閉鎖時の内水排除を目的に、エンジン
付きポンプを1台購入した。
〖R1〗
・小山栃木排水路樋門閉鎖時の内水排除を目的に仮設用
水中ポンプ6台購入。
・豊穂川、杣井木川等、内水排除を目的に、排水ポンプ車
2台、エンジン付きポンプ1台を購入した。
・豊穂川排水樋門の操作について、栃木県より委託されて
おり、操作規則によって洪水時の操作方法は規定されて
いる。
〖R2〗
・上記を継続して実施している。
・排水ポンプ車の実働訓練を実施した。
・小山栃木排水路の仮設水中ポンプの運用について、操
作説明会を実施した。
〖R3〗
・大雨が予想される場合、事前に仮設排水ポンプを設置し
対応している。
・樋門の操作規則の確認及び樋門の点検。また、台風接
近に備えた各排水ポンプの設置をする。

〖継続実施〗
・野渡樋管の操作について、国土交通省より
委託されており、操作規則によって洪水時の
操作方法は規定されている。
・住民への周知方法については、ホームペー
ジに記載することとしている。

〖継続実施〗
・市内の堰、水門の開閉操作を行っている。ま
た、各堰、水門において操作責任者を設け、
操作の一部を地元の区長、水利組合等に依
頼している。
・北向樋管、柴町樋管の操作については、国
土交通省から委託されており、操作規則に
よって洪水時の操作方法が規定されている。
〖R3〗
・水害時は、テックフォースや群馬県が配備し
ている排水ポンプ車等を要請する。

令和4年度の
取組内容

令和3年度までの取り組みを継続して実施。 ・出水時の樋門等の操作は，操作規則を定め
て開閉等を実施。

〖継続実施〗
・市内に4つの排水機場（古戸・添・新町・仲谷
津排水機場）があり、通常時は無人だが、大
雨等で水門が閉まった際に消防団員が配置さ
れ、内水の水位が上がった時排水を行う

・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。 水門の操作を行う河川担当課（都市建設課）
職員と、大雨・台風等に関する気象情報を共
有し、都度、打合せを行うなどして、体制の強
化に当たった。

７月、河川事務所が渡良瀬遊水地で実施した
排水ポンプ、照明車等の取扱講習会に職員
参加

情報伝達訓練を実施。関係機関の水門操作
情報等の情報共有についての確認等をおこ
なった。

浸水被害の恐れが大きい地区への排水ポン
プ設置手順について調整した。

水門管理者と連携し、水門操作の状況等につ
いて情報共有を図る。

・排水ポンプ車の実働訓練を実施した。
・樋門の操作規則の確認及び樋門の点検。ま
た、台風接近に備えて各排水ポンプの設置を
した。

上記内容を継続実施 ・水害時は、国や県が配備している排水ポン
プ車等を要請する。

今後の
取り組み方

令和4年度までの取り組みを継続して実施。 継続して実施 〖継続実施〗
・市内に4つの排水機場（古戸・添・新町・仲谷
津排水機場）があり、通常時は無人だが、大
雨等で水門が閉まった際に消防団員が配置さ
れ、内水の水位が上がった時排水を行う

・引き続き，関係者と連携を深める。 ・継続して実施。 早期排水を実施するため、放流先となる河川
の管理事務所との連携を十分に行えるよう、
日頃から連絡体制を構築しておく。

継続 上記の取り組みを継続する。 継続して実施 水門管理者と連携し、水門操作の状況等につ
いて情報共有を図る。

・排水ポンプの運用について継続して実施す
る。
・出水期に備え、樋門操作規則の確認及び樋
門の点検。また、廃ポンプの点検及び台風に
備えた。

上記内容を継続実施 ・継続して実施

　Ｌ）緊急排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。
〖H28〗
・作成中。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。
〖R1〗
・協議会において排水作業準備計画案を作成
し確認済み。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。
〖R3〗
・未実施

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。
〖R1〗
・５月、利根川上流河川事務所が作成した「利
根川上流域の大規模氾濫を想定した排水作
業準備計画（素案）」対し協力・支援が可能な
事項を意見として提出

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。
〖R3〗
・特になし。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。
・排水機場・樋門・水門等の情報共有、緊急排
水対策の準備をする。
〖H28～H30〗
・実施予定

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

令和4年度の
取組内容

令和3年度までの取り組みを継続して実施。 ― ・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。 検討未実施 継続 令和３年度までの取組内容と変更なし 特になし。 ・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

・関係機関の動向を確認し対応を引き続き検
討していく。

・進捗なし

今後の
取り組み方

令和4年度までの取り組みを継続して実施。 継続協議 〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

・協議会と連携する。 ・継続して実施。 近隣自治体の大規模水害を想定した排水対
応を把握し、本町に適した排水対応を検討す
る。

継続 上記の取り組みを検討する。 ・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・排水機場・樋門・水門等の情報共有、緊急排
水対策の準備及び実施する。

上記内容を継続実施 ・継続して実施

49
庁舎、災害拠点病院等の
水害時における対応強化

・市区町庁舎、災害拠点病院等の水害
時対応マニュアル等の作成及び支援

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定し、駅舎等に
おいて想定 大浸水深に応じた浸水防
止対応の強化（例：開口部の浸水防止
手段の確保（防水扉、浸水防止板、土
のう等）を図る。

50

氾濫特性を踏まえた的確
な排水機場の運用、水門
の操作、排水ポンプ車の
配置

・排水機場の運用、水門の操作、排水
ポンプ車の配置による早期排水の実施

51
関係機関、自治体が共同
して緊急排水計画(案)を
作成

・排水施設の情報共有、排水手法等の
検討の実施し、大規模水害を想定した
緊急排水計画（案）の作成
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

２）ソフト対策の主な取り組み　③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を

　Ｋ）氾濫水の早期排水のための効果的な施設運用

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｌ）緊急排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

49
庁舎、災害拠点病院等の
水害時における対応強化

・市区町庁舎、災害拠点病院等の水害
時対応マニュアル等の作成及び支援

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定し、駅舎等に
おいて想定 大浸水深に応じた浸水防
止対応の強化（例：開口部の浸水防止
手段の確保（防水扉、浸水防止板、土
のう等）を図る。

50

氾濫特性を踏まえた的確
な排水機場の運用、水門
の操作、排水ポンプ車の
配置

・排水機場の運用、水門の操作、排水
ポンプ車の配置による早期排水の実施

51
関係機関、自治体が共同
して緊急排水計画(案)を
作成

・排水施設の情報共有、排水手法等の
検討の実施し、大規模水害を想定した
緊急排水計画（案）の作成

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・庁舎（災害対策本部）が水没の危険がある
場合は、自治体、非常用電源の確保を検討す
る。
・災害拠点病院では、水害時対応マニュアル
の作成の支援を検討する。
〖R3〗
―

〖継続実施〗
・水害時対応マニュアル及び庁舎等の防水対
策の実施を検討する。【28年度～】

〖継続実施〗
・玉村町水防計画
・県防災行政無線機器の設置は２階であり、
非常用発電機は４階建庁舎の屋上に設置。
・町庁舎は、浸水の可能性はあります（0.5～
3m）。

〖継続実施〗
・庁舎の防災関連機器を２階に設置し、非常
用発電機については屋上に設置している。

〖継続実施〗
・水害時対応マニュアルを作成予定。
〖H30〗
・地下にある燃料を、屋上の自家発電装置へ
送るためのポンプについて、洪水対策工事を
実施した。
〖R1～R2〗
・役場庁舎の非常用発電機は屋上にあるた
め、燃料を地下から送る必要がある。そのポ
ンプについて水害対策工事を実施済み。
〖R3〗
・水害時対応マニュアルについて検討した。

〖継続実施〗
・災害対策本部を設置する役場庁舎は周辺の
土地より高くしているため、ある程度の浸水で
は被害はないと思われる。
・庁舎の水害時対応マニュアルは作成してい
ない。
・役場庁舎において水害時対応マニュアルの
作成を検討予定。【平成29年～】
〖R3〗
・庁舎の水害時対応強化のため、非常電源設
備の耐水化について検討している。

〖継続実施〗
・庁舎（災害対策本部）が水没の危険がある
場合は、自治体、非常用電源の確保を検討す
る。
・災害拠点病院では、水害時対応マニュアル
の作成の支援を検討する。
・庁舎（災害対策本部）は浸水想定区域となっ
ていないが、現在見直している利根川の浸水
想定区域によっては、対応を検討する。
〖R1～〗
・従前のとおり実施。

〖継続実施〗
・町庁舎は、平成20年５月に完成し、自家発電
設備を備えている。現在の被害想定では、盛
り土された場所に建設されているため、浸水
被害はないと考える。
・浸水想定を考慮しながら、随時耐水性を検
討していく。
〖R3〗
・取り組みなし。

〖継続実施〗
・利根川の洪水浸水想定区域図において、本
市の災害対策本部等を設置する庁舎や、災
害拠点病院は浸水想定区域外となっている。
〖R3〗
特段の取組はなし。

〖継続実施〗
・対象施設：熊谷市役所本庁舎
・災害対策本部を設置する熊谷市役所本庁舎
は、0.5～1.0ｍの荒川浸水想定区域に位置し
ているため、市役所本庁舎の地下に設置して
いた自家発電装置を撤去し、屋上に新設し
た。【平成27年度】
〖R3〗
・必要に応じて見直しを行った。

・〖継続実施〗
・庁舎や災害拠点病院における水害時対応マ
ニュアル等の作成支援。

〖継続実施〗
・市役所に災害対策本部が設置できない場合
は、消防本部に設置する。
・地下に配置していた市役所本庁舎の受配電
設備を、平成23年度に地上に嵩上げし配置し
た。

〖継続実施〗
・市役所本庁舎が災害対策本部として、３総
合支所が総合支所本部として活動拠点に位
置付けている。

― 〖継続実施〗
・水害時対応マニュアル及び庁舎等の防水対
策の実施を検討する。【28年度～】

・継続して実施 ・水害時の非常電源設備の耐水化に向けて
準備を進めた（屋上への設備設置に向けて空
調設備の整理）。

・従前のとおり実施。 ・取り組みなし。 〖継続実施〗
・利根川の洪水浸水想定区域図において、本
市の災害対策本部等を設置する庁舎や、災
害拠点病院は浸水想定区域外となっている。
〖R3～〗
特段の取組はなし。

必要に応じて見直しを行った。 ・マニュアル作成済のため回答なし。 検討中。 ・加須市災害時医療救護連絡調整会議の設
立を予定

・継続して実施 ・継続して実施 ・庁舎の水害時対応マニュアルの作成を検討
し、作成していく。

・上記の取組を実施していく ・これ以上取り組む予定なし。 洪水浸水想定区域外であるため、特段の取
組はなし。

必要に応じて見直しを行う。 ・継続して実施。 ・検討中。 ・連絡調整会議の開催

〖継続実施〗
・市水防計画、要領等により管理責任者が操
作・運用を行っている。
〖R3〗
・太田土木事務所所管の排水ポンプ車出動基
準が制定され、運用体制が整えられた。

〖継続実施〗
・水防計画、要領等により管理責任者が操作・
運用を行っている。

〖継続実施〗
・排水資機材は消防車両のみ。
・高崎河川国道事務所から、烏川に関して樋
管操作点検（５箇所）を委託されている。
・情報共有が図れており、排水資機材の借用
も可能。
〖R3〗
・高崎河川国道事務所管轄の五料矢川樋管
付近に、排水ポンプの電源を設置し、内水氾
濫の恐れがある時は、事前にポンプを設置で
きる環境を整備した。また、実際にポンプを設
置し関係課とともに排水訓練を実施した

〖継続実施〗
・邑楽東部第一排水機場の運転操作を国・県
から委託されている。

〖継続実施〗
・操作規則等に基づき洪水時の操作を行って
いる。
〖H30〗
・消防団の小型ポンプ車入替えに伴い、その
うち１台を町に配備し、次年度より運用する。
〖R1～〗
・小型ポンプ車を配備し、小規模な浸水は排
水可能となった。

〖継続実施〗
操作規則に基づき洪水時の操作を行ってい
る。

〖継続実施〗
・大泉主幹排水路、利根制水門の操作につい
て、国土交通省より委託されており、操作要領
によって洪水時の操作方法は規定されてい
る。

〖継続実施〗
・管理者が適切に管理している。国が実施す
る排水資機材の講習会に参加している。
〖R3〗
・都市建設課とともに排水ポンプの動作確認
を実施。

〖継続実施〗
・樋管の操作について、国土交通省より委託
されており、操作要領に基づき操作している。
・同様に、排水機場の操作について、埼玉県
より委託されており、操作要領に基づき操作し
ている。
〖R3〗
・実施無し。

〖継続実施〗
・市内９箇所の排水機場を運用（男沼・奈良
川・道閑堀・俵瀬・さすなべ・豊廼・旧福川・新
奈良川・妻沼小島）。
・男沼排水機場は男沼樋管を国土交通省から
委託を受け「男沼樋管操作要領」により洪水
時の操作方法は規定されている。
・地区住民への周知はしていない。
・排水ポンプ車の配置案は策定していない。

〖継続実施〗
・排水機場の運用、水門の操作、排水ポンプ
車の配置による早期排水を実施する。

〖継続実施〗
・ポンプ場の運転状況について随時監視して
おり、故障などが発生した際は、メールで職員
の個人アドレスに状況通知を送信することで、
情報の共有化に努めている。
〖H28～〗
・現体制で継続。

〖継続実施〗
・北川辺地域の緊急排水に関しては、渡良瀬
川にある伊賀袋水防拠点にて排水ポンプ車を
配置する計画となっている。
〖H29～R2〗
・国が開催した災害対策用機器操作講習会に
参加した。（R２年は、コロナ禍により操作手順
の見学のみ）

― ポンプ排水訓練を関係者にて行った ・継続して実施 ・上記、継続実施。 ・上記から変更なし。 ・災害対策用機器の講習会に参加した。 ・実施無し。 継続して実施 ・継続して実施。 ・現体制で継続。 ・継続実施中

・整備が完了したため必要に応じて見直し 継続して訓練を行い、課題を洗い出す ・継続して実施 ・上記、継続実施しながら、必要により見直し
をしていく。

・人事異動等の際には情報共有、引き継ぎを
しっかり行っていく。

・今後も継続実施していく。 ・継続して実施。 継続して実施する。 ・継続して実施。 ・現体制で継続。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。
〖R3〗
―

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。
〖R3〗
・今年度は取り組めていない。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。
〖H28～H29〗
・協議会に参加し、排水計画（案）作成につい
て情報共有をした。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成に参
加する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。
〖R3〗
・実施無し。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において検討を行い、大規模水害を
想定した緊急排水計画（案）を作成する予定。
〖H28～H30〗
・協議会において検討。
〖R1～〗
・国の計画案を情報共有した。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

― ・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

・継続して実施 ・計画（案）作成に向けて検討中。 ・上記から変更なし。 ・上記取り組みを継続実施。 ・実施無し。 協議会において検討 ・前年同様、継続して検討中。 継続中。 ・継続実施中

・継続して検討 引き続き、緊急排水計画の必要性を含めて検
討

継続実施 ・継続して実施 ・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討し、作成していく。

・上記の取組を継続していく。 ・今後も上記取り組みを継続実施していく。 ・継続して緊急排水計画（案）を検討。 継続して実施 ・継続して実施。 ・上記のとおり
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

２）ソフト対策の主な取り組み　③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を

　Ｋ）氾濫水の早期排水のための効果的な施設運用

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｌ）緊急排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

49
庁舎、災害拠点病院等の
水害時における対応強化

・市区町庁舎、災害拠点病院等の水害
時対応マニュアル等の作成及び支援

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定し、駅舎等に
おいて想定 大浸水深に応じた浸水防
止対応の強化（例：開口部の浸水防止
手段の確保（防水扉、浸水防止板、土
のう等）を図る。
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氾濫特性を踏まえた的確
な排水機場の運用、水門
の操作、排水ポンプ車の
配置

・排水機場の運用、水門の操作、排水
ポンプ車の配置による早期排水の実施

51
関係機関、自治体が共同
して緊急排水計画(案)を
作成

・排水施設の情報共有、排水手法等の
検討の実施し、大規模水害を想定した
緊急排水計画（案）の作成

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・市役所庁舎及び総合支所庁舎は浸水想定
区域外である。
〖R3〗
・実施なし

〖継続実施〗
・庁舎の水害時対応マニュアルは作成してい
ないが、震災時対応マニュアルがあるため、こ
れを読み替えて対応する。
・医療センター建設工事と平行し、周辺道路の
改良工事を行ったため、医療センターへの浸
水はないと思われる。
〖H28～〗
・可搬型の発電機の整備・点検を行い、電源
の確保を行った。

〖継続実施〗
・庁舎の水害時対応マニュアルはない。（地域
防災計画のみ）なお庁舎は浸水想定区域と
なっているが、5階建てであること、また災害対
策本部の設置のための、代替公共施設も想
定している。
※市内に災害拠点病院はない。
〖H30〗
・羽生総合病院が災害拠点病院に指定され
た。

〖継続実施〗
・災害対策本部を設置する市役所新館は基礎
をあげているため、浸水はしないと想定されて
いる。

〖継続実施〗
・本庁舎の建て替えにより、浸水しない高さに
自家発電装置を設置済。
〖R3〗
・水害時のBCP計画の策定を検討

〖継続実施〗
・庁舎や災害拠点病院における水害時対応マ
ニュアル等の作成及び支援を検討する。
〖R1～R2〗
・上尾中央総合病院が災害拠点病院に指定さ
れた。

〖継続実施〗
・地域防災計画（水害編）で記載している。
・本庁舎周辺が床上浸水等により災害対策本
部が設置できない場合は、市内の公共施設
等に適宜対策本部を設置する。
・本庁舎上階の備蓄倉庫設置等検討する。
〖H29～R2〗
・新庁舎建設に向け、浸水に耐えうる施設整
備等について、関係課と協議を行った。
〖R3〗
・新庁舎建設については、１階床レベルの嵩
上げや出入口に防潮板を設置し、要機器につ
いては、２階以上に設置する計画となってい
る。

〖継続実施〗
・庁舎敷地内は浸水想定区域内に入っていな
いが、各庁舎ごとに非常用発電設備を設けて
おり、それぞれ浸水の影響を受けないよう対
策を行っている。
・また、災害対策本部は本庁舎４階に設置さ
れるので浸水の影響はない。
〖H28～H30〗
・平成29年度の現本庁舎の一部解体から開
始となる新本庁舎建設工事に向けて、平成28
年度に基本計画、平成29年度に基本設計、平
成30年度に詳細設計を実施。
〖R1～R2〗
・令和元年度（2019年度）から令和2年度
（2020年度）までの2か年を工期とする「越谷市
役所新本庁舎建設工事」を実施。
・新本庁舎は免震構造とし、非常用発電設備
は屋上に設置。【～令和2年度】
〖R3〗
・災害拠点病院等の水害時対応マニュアル等
の作成を依頼。

〖継続実施〗
・庁舎は浸水区域外。

〖継続実施〗
・災害対策本部の設置場所は市役所本庁舎
内とするが、市役所本庁舎が被災し災害対策
本部を設置できない場合は、久喜総合文化会
館等の公共施設に設置の可能性を検討し、設
置可能な施設に災害対策本部を設置する。

〖H30〗
・水害対応マニュアルを作成した。
〖R1〗
・台風19号での課題等、見直しを検討する。

〖継続実施〗
・災害対策本部の代替施設として、八潮消防
署、八潮メセナ、やしお生涯楽習館を位置付
けている。
〖H28〗
・「建替えにより耐震化を図る」庁舎耐震化方
針を策定した。
〖H29〗
・八潮市公共施設マネジメントアクションプラン
を策定し、特に優先して取り組むべき事業で
あるリーディングプロジェクトの一つとして「庁
舎再整備・複合化・質向上プロジェクト」が位
置付けられた。
〖H30～R1〗
・市庁舎の代替施設として、駅前出張所、八潮
メセナ・アネックス、やしお生涯楽習館、八潮メ
セナを位置付けた。
・新庁舎の建設に向け、八潮市庁舎建設基構
想の策定を実施した。
〖R1～R2〗
・新庁舎の建設に向け、基本計画の策定を実
施した。
〖R3〗
・新庁舎の建設に向けて、実施計画を策定し、
着工を開始した。

〖継続実施〗
・今後、震災、水害等、より細かなマニュアル
の策定を検討する。
※災害時行動マニュアルは作成しているが、
水害に特定したものではない。

〖継続実施〗
・市役所庁舎及び総合支所庁舎は浸水想定
区域外である。
〖R４〗
・実施なし

・新庁舎建て替えに伴い、変更を行う旨を検
討した

・庁舎の水害時対応マニュアルはない。（地域
防災計画のみ）なお庁舎は浸水想定区域と
なっているが、5階建てであること、また災害対
策本部の設置のための、代替公共施設も想
定している。

〖継続実施〗
・災害対策本部を設置する市役所新館は基礎
をあげているため、浸水はしないと想定されて
いる。

・水害時のBCP計画の策定を検討 庁舎や災害拠点病院における水害時対応マ
ニュアル等の作成及び支援を検討する。

取組なし ・災害拠点病院等の水害時対応マニュアル等
の作成を依頼。

庁舎は浸水区域外。 ・継続して実施 〖H30〗
・水害対応マニュアルを作成した。
〖R1〗
・台風19号での課題等、見直しを検討する。

新庁舎については、令和5年10月頃の竣工を
目指し、工事に着手。

・今後、震災、水害等、より細かなマニュアル
の策定を検討する。
※災害時行動マニュアルは作成しているが、
水害に特定したものではない。

市役所庁舎及び総合支所庁舎は浸水想定区
域外である。

・新庁舎建て替えに伴い、変更を行う ・庁舎の水害時対応マニュアルはない。（地域
防災計画のみ）なお庁舎は浸水想定区域と
なっているが、5階建てであること、また災害対
策本部の設置のための、代替公共施設も想
定している。

・水害時のBCP計画の策定を検討する ・継続して実施。 必要に応じて見直していく。 ・継続して実施 ・災害拠点病院における水害時対応マニュア
ル等の作成及び支援を検討する。
・災害時行動マニュアルの見直しを検討してい
く。

継続して実施。

〖継続実施〗
・消防団車両及び消防本部車両による排水を
考えている。
〖R3〗
・実施なし。

〖継続実施〗
・市で管理する各ポンプ場、排水機場の運転
操作マニュアルを作成し、均一な運転管理に
努めている。
・ポンプ場の運転状況について随時監視をし
ており、故障などが発生した際は、メールで職
員の個人アドレスに状況通知を送信すること
で、情報の共有化に努めている。
〖H28～H30〗
・操作マニュアルに従った運用を行った。
〖R1〗
・操作マニュアルの一部改訂を行ったほか、
担当職員で現場研修会を行った。
〖R2～〗
・担当職員で樋門・樋管の現場確認、操作説
明会を行った。
〖R3〗
・市内公共下水道排水樋門・樋管の操作要領
について、策定中である。

〖継続実施〗
・可搬式排水ポンプを所有している。
・操作方法は、毎年行われる操作講習会に参
加し、修得を図っている。
〖H29〗
・台風21号にて浸水箇所の排水を実施。
〖R2〗
・可搬式排水ポンプを１台追加で購入（現在所
有２台）。
〖R3〗
・排水機場、可搬型排水ポンプのマニュアル
作成済。

〖継続実施〗
・市内排水施設４箇所あり。
・排水ポンプあり。

〖継続実施〗
・市内4機場のうち、2機場は業務委託を行っ
ており、1機場は県から委託を受けて市が操
作、1機場は自動運転となっている。
・市所有の樋管については、業者による操作
委託を行っている。
・各操作状況の地区住民への周知はしていな
い。

〖継続実施〗
・排水機場の運用、水門の操作、排水ポンプ
車の配置による早期排水を実施する。

〖継続実施〗
・国や県から排水機場や水門操作について、
委託されており、操作規則によって洪水時の
操作方法は規定されている。
・操作規則を基に職員の操作研修を実施して
いく。

〖継続実施〗
・排水施設については、操作規則等で運用し
ている。
・排水計画とは別に、現在毎月１回以上の定
期点検を行っている。

〖継続実施〗
・操作規則等に基づき洪水時の操作を行って
いる。

〖継続実施〗
・市内にある八甫排水機場は大雨で一定の水
位に達すると自動で排水を行い、ポンプが可
動した際は、メールで職員の個人アドレスに状
況通知を送信することで、情報の共有化に努
めている。
・排水機場の保守管理業務委託の契約締結
し、施設の点検を行っている。
・水門の操作については、操作規則に基づ
き、巡視及び開閉操作を実施している。
・台風等の大雨時に開閉操作を行う水門を地
図上に示してあり、大雨等が予測される際に
は、事前に水門の操作を行っている。

〖継続実施〗
・排水ポンプ車の配置による早期排水を実施
する。
〖H29〗
・台風接近時には、各排水ポンプを稼動させ、
また仮設ポンプの設置を行った。

〖継続実施〗
・操作規則等に基づき各施設の操作運用を
行っている。（ほぼ自動運転）
〖H28〗
・２０１７年版排水施設緊急操作（点検）マニュ
アルを作成した。
〖H29〗
・（仮設）排水ポンプ車配置計画を策定した。
〖R3〗
・実施無し。

〖継続実施〗
・市内の河川（大場川）排水機場の操作につ
いて、埼玉県より委託されており、操作規則に
よって洪水時の操作方法は規定されている。
・市内各所の排水ポンプ施設については市職
員が操作・運用している。
・三郷放水路については国交省が管理してい
る。

〖継続実施〗
・消防団車両及び消防本部車両による排水を
考えている。
〖R４〗
・実施なし。

・市内公共下水道排水樋門・樋管の操作要領
について、策定中

〖R4〗
・可搬型排水ポンプ２台に維持管理の実施

〖継続実施〗
・市内排水施設４箇所あり。
・排水ポンプあり。

・市内５機場のうち、2機場は業務委託を行っ
ており、1機場は県から委託を受けて市が操
作、1機場は自動運転となっている。
・市所有の樋管については、業者による操作
委託を行っている。
・各操作状況の地区住民への周知はしていな
い。

継続して実施 上記を継続して実施。 ・排水施設については、操作規則等で運用し
ている。
・排水計画とは別に、現在毎月１回以上の定
期点検を行っている。

上記内容を継続して実施。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・排水ポンプ車の配置による早期排水を実施
する。
〖H29〗
・台風接近時には、各排水ポンプを稼動させ、
また仮設ポンプの設置を行った。

実施なし。 ・市内の河川（大場川）排水機場の操作につ
いて、埼玉県より委託されており、操作規則に
よって洪水時の操作方法は規定されている。
・市内各所の排水ポンプ施設については市職
員が操作・運用している。
・三郷放水路については国交省が管理してい
る。

・消防団車両及び消防本部車両による排水を
考えている。

・担当職員で樋門・樋管の現場確認、操作説
明会を行っていく。
・排水機場の稼働状況をオンラインで確認で
きるように、設備更新に併せて順次行ってい
く。

・可搬型排水ポンプの運用方法の周知を徹底
する。

今後も、災害等に備えて引き続き実施してい
く。

・継続して実施。 必要に応じて見直していく。 ・継続して実施 ― 整備が完了したため必要に応じて見直し。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。
〖H28～H29〗
・検討中。
〖R3〗
・実施なし

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。
〖H28～H30〗
・協議会において検討した。
〖R3〗
・検討中である

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）を作成する予
定。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。
・平成29年度以降、関係部署と検討予定。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を踏まえ、大規模
水害を想定した緊急排水計画（案）の作成を
検討する予定。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）を作成してい
く予定。
〖H28～〗
・実施に向けて検討した。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。
〖R４〗
・実施なし

・作成検討中 〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）を作成する予
定。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

継続して実施 上記を継続して検討していく。 ・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

関係部署と検討中。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

・実施に向けて検討した。 ・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

今後検討する。 ・上記を継続して実施 ・上記のとおり ・継続して実施。 上記の内容を検討していく。 ・継続して実施 実施に向けて検討していく。 継続して実施。

117



具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

２）ソフト対策の主な取り組み　③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を

　Ｋ）氾濫水の早期排水のための効果的な施設運用

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｌ）緊急排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

49
庁舎、災害拠点病院等の
水害時における対応強化

・市区町庁舎、災害拠点病院等の水害
時対応マニュアル等の作成及び支援

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定し、駅舎等に
おいて想定 大浸水深に応じた浸水防
止対応の強化（例：開口部の浸水防止
手段の確保（防水扉、浸水防止板、土
のう等）を図る。

50

氾濫特性を踏まえた的確
な排水機場の運用、水門
の操作、排水ポンプ車の
配置

・排水機場の運用、水門の操作、排水
ポンプ車の配置による早期排水の実施

51
関係機関、自治体が共同
して緊急排水計画(案)を
作成

・排水施設の情報共有、排水手法等の
検討の実施し、大規模水害を想定した
緊急排水計画（案）の作成

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・市役所は高台にあるので、浸水の想定はな
い。
・代替庁舎の消防署も浸水想定区域外であ
る。

〖継続実施〗
・災害対策本部は市役所２階に設置されるの
で浸水はないものと思われる。
〖H28～〗
・災害対策本部は市役所２階に設置されるた
め浸水対策はできている。

〖継続実施〗
・防災倉庫に可搬式の非常用発電機を配備し
ている。
〖H28～H29〗
・庁舎に可搬式の非常用発電機を配備してい
る。
〖R3〗
・災害時に非常用電源を確保するため、ポー
タブルバッテリー（蓄電池）等を避難所分（19
個）購入した。

〖継続実施〗
・地域防災計画に水害時の災害対策本部代
替施設として保健センター分館と菁莪中学校
を位置づけている。

〖継続実施〗
・庁舎や災害拠点病院における水害時対応マ
ニュアル等の作成及び支援を検討する。
〖R3〗
・役場庁舎やその代替施設、消防署について
は浸水想定区域外のため、作成及び支援を
実施する予定なし

〖継続実施〗
・災害対策本部を設置する上里町役場本庁舎
は浸水想定区域にあるが、地盤が高い位置
にあるため、浸水はないと思われる。
〖H30〗
・他河川の浸水想定地域内にあるため、代替
施設の検討をする。
〖R1〗
・災害対応は庁舎２階以上で行う。
・自家発電装置は屋上にあり問題ない。
・代替施設は引き続き検討。
〖R2〗
・自家発電７２時間対応のための燃料タンク増
設工事完了。
〖R3〗
・特になし。

〖継続実施〗
・庁舎及び災害時拠点病院に、非常用電源対
策を実施している。

〖継続実施〗
・災害対策本部を庁舎２階に設置しているた
め、浸水想定をしていない。
〖R3〗
・杉戸町地域防災計画の改定した。

〖継続実施〗
・庁舎（災害対策本部）が水没の危険がある
場合は、自治体、非常用電源の確保を検討す
る。
・災害拠点病院では、水害時対応マニュアル
の作成の支援を検討する。

〖継続実施〗
・浸水想定区域から離れており、浸水の想定
をしていない。
※そのため、マニュアルを作成していない。

〖継続実施〗
・利根川が起因する，浸水想定には該当しな
いため，対応は不要である。
〖R2～〗
・駅舎等の浸水防止対策については，今後検
討していく。

〖継続実施〗
・庁舎や災害拠点病院における水害時対応マ
ニュアル等の作成及び支援を検討する。

〖継続実施〗
・市庁舎・指定避難所ともに、洪水時に安全性
が確保される箇所に位置している。
・庁舎等の維持管理を実施している。

〖継続実施〗
・市役所は高台にあるので、浸水の想定はな
い。
・代替庁舎の消防署も浸水想定区域外であ
る。

実施済。 ― なし ・庁舎や災害拠点病院における水害時対応マ
ニュアル等の作成及び支援を検討する。
・役場庁舎やその代替施設、消防署について
は浸水想定区域外のため、作成及び支援を
実施する予定なし

・特に実施していない。 〖継続実施〗
・庁舎及び災害時拠点病院に、非常用電源対
策を実施している。

・災害対策本部の設置は庁舎２階を想定して
いる。

・未実施 〖継続実施〗
・浸水想定区域から離れており、浸水の想定
をしていない。
※そのため、マニュアルを作成していない。

・利根川が起因する，浸水想定には該当しな
いため，対応は不要である。
・駅舎等の浸水防止対策については，今後検
討していく。

・庁舎や災害拠点病院における水害時対応マ
ニュアル等の作成及び支援を検討する。

〖継続実施〗
・市庁舎・指定避難所ともに、洪水時に安全性
が確保される箇所に位置している。
・庁舎等の維持管理を実施している。

適宜、見直しを実施していく。 ・必要に応じて見直し。 引き続き、非常用発電設備の確保に努めてい
く。

・引き続き、地域防災計画に基づき対応する。 ・役場庁舎やその代替施設、消防署について
は浸水想定区域外のため、作成及び支援を
実施する予定なし

・必要に応じて見直し。 同上 ・継続的に支援する。 ・水害時対応マニュアルの作成を検討する。 今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

・利根川が起因する，浸水想定には該当しな
いため，対応は不要である。
・駅舎等の浸水防止対策については，今後検
討していく。

〖継続実施〗
・排水機場マニュアルに基づき、各施設の操
作運用を行っているところであり、主要な施設
については、担当職員に操作説明会を実施し
ている。
・道路冠水の恐れがある箇所については、地
元住民に排水ポンプの稼働状況や水位につ
いて報告を行っているところである。

〖継続実施〗
・倉松川及び大中落しへ排水するために市内
各所に排水ポンプを設置している。
〖H28～〗
・台風接近時には、各排水ポンプを稼動させ、
また仮設ポンプの設置を行った。

〖継続実施〗
・市内に2つの雨水ポンプ場があり、市職員が
操作を行う。
・ポンプ場の運転状況について随時監視をし
ており、故障などが発生した際は、メールで職
員の個人アドレスに状況通知を送信すること
で、情報の共有化に努めている。

〖継続実施〗
・一部ポンプ場にて操作規則あり。また、操作
規則の無いポンプ場については排水施設設
置時に河川への許可放流量に従い設置し、排
水開始水位については近隣市との取り決めに
より決定している。
〖R3〗
・大雨時に排水機場を稼働し、想定される降
雨に備えた。

〖継続実施〗
・排水機場の操作マニュアルに基づき、各施
設の操作運用を行っている。

〖継続実施〗
・ＪＲ高崎線のアンダーパスに、排水ポンプを
設置し運用している。
〖R1〗
・継続して実施。
〖R2〗
・消防団（水防団）に排水ポンプを配備した。
〖R3〗
・特になし。

〖継続実施〗
・排水機場の操作については、県との協定に
より規定されている。

〖継続実施〗
・町内に排水機場あり。
・操作、運用の取り決めについて策定していな
い。
・操作規則を作成し、的確な洪水時の操作を
実施していく。
〖R3〗
・取組事例なし

〖継続実施〗
・排水ポンプ施設有り。
・操作、運用の取り決めについて策定していな
い。
・操作規則を作成し、的確な洪水時の操作を
実施していく。

〖継続実施〗
・国交省から委託されている樋管の操作方法
は操作規則により規定されている。
・千葉県から委託されている排水機場の運転
方法は運転規則により規定されている。

〖継続実施〗
・国土交通省関東地方整備局と水門等操作
委託契約をしている。
・利根川水系利根川欠ノ下樋管操作要領によ
り操作・運用の取り決めを行なっている。
・排水資機材は保有していない。

〖継続実施〗
・排水施設：流山排水機場、排水資器材：投げ
込み式ポンプ２基
・必要に応じて氾濫水を迅速に排水するため
の検討に取り組む【H29～】。
〖R2〗
・新たに排水ポンプ購入した。
〖R3〗
・排水機場、樋門の適切な操作を行った。
・可動式排水ポンプの点検を行った。

〖継続実施〗
・操作規則や運用マニュアル等を整備してい
る。
・金谷堤樋管については、国と操作委託契約
を結んでおり、操作規則に基づき洪水時の操
作を行っている。
・利根川上流河川事務所と操作委託契約を締
結し、毎年、金谷樋管の操作を出水期は月２
回、非出水期は月１回操作点検を実施してい
る。

〖継続実施〗
・排水機場マニュアルに基づき、各施設の操
作運用を行っているところであり、主要な施設
については、担当職員に操作説明会を実施し
ている。
・道路冠水の恐れがある箇所については、地
元住民に排水ポンプの稼働状況や水位につ
いて報告を行っているところである。

・台風接近時には、各排水ポンプを稼動させ、
また仮設ポンプの設置を行った。

〖継続実施〗
・市内に2つの雨水ポンプ場があり、市職員が
操作を行う。
・ポンプ場の運転状況について随時監視をし
ており、故障などが発生した際は、メールで職
員の個人アドレスに状況通知を送信すること
で、情報の共有化に努めている。

大雨時に排水機場を稼働し、想定される降雨
に備えた。

・排水機場の操作マニュアルに基づき、各施
設の操作運用を行っている。

・特に実施していない。 〖継続実施〗
・排水機場の操作については、県との協定に
より規定されている。

・取組事例なし。 ・排水ポンプ施設有り。
・操作、運用の取り決めについて策定していな
い。
・操作規則を作成し、的確な洪水時の操作を
実施していく。

〖継続実施〗
・国交省から委託されている樋管の操作方法
は操作規則により規定されている。
・千葉県から委託されている排水機場の運転
方法は運転規則により規定されている。

・国土交通省関東地方整備局と水門等操作
委託契約をしている。
・利根川水系利根川樋管操作要領により操
作・運用の取り決めを行なっている。
・大型排水ポンプを消防局が保有。

・排水機場、樋門の適切な操作を行った。
・可動式排水ポンプの点検を行った。

〖継続実施〗
・操作規則や運用マニュアル等を整備してい
る。
・金谷堤樋管については、国と操作委託契約
を結んでおり、操作規則に基づき洪水時の操
作を行っている。
・利根川上流河川事務所と操作委託契約を締
結し、毎年、金谷樋管の操作を出水期は月２
回、非出水期は月１回操作点検を実施してい
る。

引き続き実施していく。 ・継続して実施。 〖継続実施〗
・市内に2つの雨水ポンプ場があり、市職員が
操作を行う。
・ポンプ場の運転状況について随時監視をし
ており、故障などが発生した際は、メールで職
員の個人アドレスに状況通知を送信すること
で、情報の共有化に努めている。

・引き続き、排水機場所管課と連携し、内水、
外水に備える。

・継続して実施 ・設置及び配備した設備を引き続き運用する。 同上 継続的に実施する。 ・排水ポンプ施設有り。
・操作、運用の取り決めについて策定していな
い。
・操作規則を作成し、的確な洪水時の操作を
実施していく。

継続実施 ・上記の取り組み内容を継続して実施 ・継続して実施。
・老朽化に伴い不具合が生じた可動式排水ポ
ンプの買い替えを予定する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）を作成する予
定。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。
〖H30～〗
・引き続き検討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）を作成する予
定。
〖R3〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。
〖R1〗
・引き続き検討。
〖R2〗
・烏・神流川流域大規模氾濫に関する減災対
策協議会における排水計画を策定中。
〖R3〗
・烏川・神流川流域におけるタイムライン意見
交換会において、排水ポンプ車の要請手順や
運用方法等について共有した。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）を作成するべ
きかも踏まえ検討していく。
〖R3〗
・協議会（書面）に参加し，引き続き検討してい
くこととした。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。
〖H28〗
・氾濫水を迅速に排水するため、排水ポンプ
車の搬入経路を考慮した排水ポンプ車設置
(案)を作成。

大規模水害を想定した緊急排水計画（案）を
作成を進めている。

検討中。 ・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

・特に実施していない。 〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

・協議会において排水機場、樋門、水門等の
情報共有、排水手法等の検討を行い、大規模
水害を想定した緊急排水計画（案）の作成を
検討する。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）を作成するべ
きかも踏まえ検討していく。
・協議会（書面）に参加し，引き続き検討してい
くこととした。

・協議会等において排水機場・樋門・水門等の
情報共有を行うとともに、排水手法や計画策
定等について関係機関と協議を行った。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。
〖H28〗
・氾濫水を迅速に排水するため、排水ポンプ
車の搬入経路を考慮した排水ポンプ車設置
(案)を作成。

作成を進めていく。 検討する。 ・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

・引き続き同計画の作成を検討する。 ・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

・引き続き検討。 同上 ・引き続き検討する。 ・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

・協議会に参加し、引き続き検討する。 〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）を作成するべ
きかも踏まえ検討していく。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

２）ソフト対策の主な取り組み　③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を

　Ｋ）氾濫水の早期排水のための効果的な施設運用

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｌ）緊急排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

49
庁舎、災害拠点病院等の
水害時における対応強化

・市区町庁舎、災害拠点病院等の水害
時対応マニュアル等の作成及び支援

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定し、駅舎等に
おいて想定 大浸水深に応じた浸水防
止対応の強化（例：開口部の浸水防止
手段の確保（防水扉、浸水防止板、土
のう等）を図る。

50

氾濫特性を踏まえた的確
な排水機場の運用、水門
の操作、排水ポンプ車の
配置

・排水機場の運用、水門の操作、排水
ポンプ車の配置による早期排水の実施

51
関係機関、自治体が共同
して緊急排水計画(案)を
作成

・排水施設の情報共有、排水手法等の
検討の実施し、大規模水害を想定した
緊急排水計画（案）の作成

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・事業継続計画の策定を予定している。
・災害拠点病院でマニュアル等を策定してい
るか把握していない。
〖R1～〗
・本庁舎において、各所管の事業継続計画の
策定を検討中。

〖継続実施〗
・区防災課の水害時対応マニュアルを策定
中。
※災害拠点病院でマニュアルを策定している
か把握していない。
※利根川上流部で決壊した場合には、区本庁
舎や区内の災害拠点病院も浸水することが想
定される。
〖R1〗
・区危機管理課の水害時対応マニュアルを策
定中。
〖R2〗
・水害のBCPを策定中。
〖R3〗
・水害のBCPを策定した。

〖継続実施〗
・区役所１階部分水没、２階に非常用電源あ
り。
・水害時の対応に配慮した学校改築を継続
中。

〖継続実施〗
・県庁舎については，浸水の可能性はない。
・豪雨災害の課題等を踏まえた災害対応マ
ニュアルの見直しを実施予定。
〖H28〗
・浸水想定区域図の見直しを実施。
・職員参集基準等を見直すとともに，県災害対
策本部事務局員向けの「防災・国民保護ハン
ドブック」を見直した。

〖継続実施〗
・災害対策本部を設置する本庁舎と出先総合
庁舎は浸水想定区域内にない。
・災害拠点病院は浸水想定区域内にない。
〖R3〗
・浸水想定区域内に対象施設がないため、取
組対象外に変更。

〖継続実施〗
・利根川の浸水想定においては、県庁舎（出
先の行政県税事務所含む）及び災害拠点病
院は浸水想定区域外である。

〖継続実施〗
・浸水想定区域外のため、埼玉県本庁舎には
マニュアルは存在しない。浸水の可能性も少
ない。
・災害拠点病院に関しては、浸水被害が想定
されている災害拠点病院においては、水害に
ついて言及した災害対策マニュアルを作成し
ている病院がある。
・水害対策未実施の災害拠点病院について
は、対応策を検討していく。
・県河川砂防課で技術相談窓口を設置。【R2
～】
〖H28〗
水害時のみに関わらず、災害時に病院の医
療機能を継続できるよう、災害拠点病院の間
で情報交換会を実施するなどして、BCP（事業
継続計画）マニュアルの策定を促進した。
〖H29〗
災害拠点病院のＢＣＰの策定に有意義なシン
ポジウム等を各医療機関宛て情報提供を行う
など、水害を含めた災害への対応強化を図る
ため医療機関のＢＣＰ策定を支援した。
〖H30〗
水害を含めた災害への対応強化を図るため
災害拠点病院のＢＣＰ策定を促進した結果、
平成３１年３月末時点で県内全災害拠点病院
がＢＣＰを策定済みとなる予定となっている。

〖継続実施〗
・庁舎(災害対策本部）が水没の危険がある場
合、非常用電源等を確保する。また、災害拠
点病院等の水害時対応マニュアル等の作成
を支援する。
〖R3〗
・例年市町村に対して、国策定のガイドライン
の項目等を参考に見直しを依頼する事と併せ
て、見直しの状況について確認を行っている。

〖継続実施〗
・都庁舎（災害対策本部）については、浸水想
定区以外にある。
・災害拠点病院などに対し、防災訓練の説明
会や地域災害医療連携会議などの場を通じ
て、ＢＣＰの策定を働きかけている。
〖H28～H29〗
・その他病院に対しても、防災訓練説明会な
どを通じてBCPの策定・改定を働きかけを実
施
〖H30〗
・全ての災害拠点病院においてBCP策定済み
となったが、より実効性のあるBCPとなるよう
訓練等を通じて検証、改定の働きかけを防災
訓練説明会などで実施。
・地下に自家発電装置がある災害拠点病院に
対し、個別訪問を行い、水害対策の実施など
働きかけを行った。

・本庁舎において、各所管の事業継続計画の
策定を検討中。

・区で水害BCPを策定しているが、災害拠点
病院でマニュアルを策定しているか把握して
いない。

・水害時の対応に配慮した学校改築を継続
中。

継続実施 県河川砂防課で技術相談窓口を設置 ・市町村に対して、国策定の手引き等を参考
に業務継続計画の内容充実に向けて取り組
むよう働きかけるとともに、訪問や電話により
支援を行っている。

・都庁舎（災害対策本部）については、浸水想
定区以外にある。
・災害拠点病院などに対し、防災訓練の説明
会や地域災害医療連携会議などの場を通じ
て、ＢＣＰの策定を働きかけている。

・引続き本庁舎各所管の事業継続計画策定を
検討していく。

新庁舎の計画についても耐水化を考慮した検
討を行う。

県河川砂防課で技術相談窓口を設置 引き続き市町村における業務継続計画の内
容充実に向けた取組の支援を行う。

・都庁舎（災害対策本部）については、浸水想
定区以外にある。
・各災害拠点病院日手策定したBCPがより実
効性のあるものとなるよう訓練等を通じて検
証、改定の働きかけを防災訓練説明会などで
実施。

〖継続実施〗
・内水氾濫が頻繁に発生しやすい箇所やアン
ダーパス部には、排水ポンプが設置してある。
水害時に運用している。
・ＦＡＸによる情報伝達により、排水機場や水
門の稼動状況を把握している。
〖H28〗
・アンダーパス部などの道路冠水しやすい箇
所について、道路閉鎖訓練を職員研修として
行った。
〖H29～R1〗
・道路閉鎖訓練を実施。
・排水ポンプの緊急時の操作や対応方法につ
いて操作訓練を行った。
〖R3〗
・外水氾濫に対応するための大型排水ポンプ
車導入の検討を実施した。

〖継続実施〗
・葛飾区水元小合溜浄化施設等操作規程に
基づいて操作する。
・排水機場の稼働状況等については、必要に
応じて区ホームページ等で周知する。

〖継続実施〗
・緊急時に備えた排水ポンプ車等の適切な配
置と整備を河川管理者に求めていく。
・排水ポンプ車の１次参集場所や配置場所の
情報提供に協力する。

〖継続実施〗
・排水ポンプ設置箇所に関する必要な情報の
提供。
〖H28〗
・浸水想定区域図の見直しにより，ポンプ車の
配置等に必要な浸水深等の資料を作成した。
〖H29～H30〗
・県管理河川の浸水想定区域図を提供するこ
とで，配置に必要な情報提供を実施した。

〖継続実施〗
・県が管理する杣井木川排水機場は、操作規
則により洪水時の操作方法を規定している。
・令和元年東日本台風での浸水被害を踏ま
え、排水ポンプ車を配備する。
〖R1〗
排水ポンプ車配備の検討
〖R2〗
排水ポンプ車の調達(令和３年度配備予定)
〖R3〗
・浸水の早期解消を目的とし、土木事務所（栃
木・安足）に排水ポンプ車を合計３台配備し
た。

〖継続実施〗
・県操作施設、委託地元業者操作施設があ
る。何れも県において出水期前に操作点検を
実施している。
・操作規則により、操作方法は規定されてい
る。
・人家が近い箇所は、アナウンスにより周知を
行っている。
〖H28〗
・出水期前の専門家点検と出水期中の専門
家または操作者（県、市町、水利組合等）によ
る点検を実施した。
〖R1〗
・館林土木事務所に排水ポンプ車を１台配
備。
〖R2〗
・太田土木に2台、高崎土木、伊勢崎土木に各
1台排水ポンプ車を配備。
〖R3〗
・出水期前の委託業者点検と出水期中の委
託業者または操作者（県、市町、水利組合等）
による点検を実施。
・排水ポンプ車の保守・定期点検を実施。

〖継続実施〗
・国と県で、排水機場に万一トラブルが発生し
た場合に相互協力して排水機場を運転する協
定を結び危機管理体制を強化している。
・国の水門の操作について、操作要領や覚書
を締結している。

〖継続実施〗
・排水ポンプ車の配置による早期排水を実施
する。
〖R3〗
・水害に伴う浸水被害があった際には、状況
に応じて排水ポンプ車の要請を行う。

〖継続実施〗
・排水機場等の操作は、操作規則に基づき実
施している。
・各事務所に移動式排水ポンプ車を配備して
いる。
・国と連携し大規模水害時における排水対策
の検討を進める。
〖R3〗
・国と連携し大規模水害時における排水作業
準備計画を作成した。

〖継続実施〗
・武蔵水路の内水排除用として糠田排水機場
を保有
・利根導水総合事業所に、ポンプ車1台、ク
レーン付トラック1台、ポンプパッケージ・発動
機2組を配備
・施設管理規程に基づき、武蔵水路にて適切
な内水排除を実施（改築後通算22回）
〖R3〗
・内水排除を3回実施（改築後通算25回）。

・排水施設の定期点検を実施した。
・外水氾濫に対応するための排水ポンプ車導
入の検討を実施した。

〖継続実施〗
・葛飾区水元小合溜浄化施設等操作規程に
基づいて操作する。
・排水機場の稼働状況等については、必要に
応じて区ホームページ等で周知する。

・緊急時に備えた排水ポンプ車等の適切な配
置と整備を河川管理者に求めていく。
・排水ポンプ車の１次参集場所や配置場所の
情報提供に協力する。

継続実施 ・特になし ・出水期前の委託業者点検と出水期中の委
託業者または操作者（県、市町、水利組合等）
による点検を実施。
・排水ポンプ車の保守・定期点検を実施。

・国と県で、排水機場に万一トラブルが発生し
た場合に相互協力して排水機場を運転する協
定を結び危機管理体制を強化している。
・国の水門の操作について、操作要領や覚書
を締結している。

・水害による浸水被害がなかったため、排水
ポンプ車の要請を行っていない。

・排水機場等の操作は、操作規則に基づき実
施している。
・各事務所に移動式排水ポンプ車を配備して
いる。
・国と連携し大規模水害時における排水作業
準備計画を作成し、関係区などに情報共有し
た。

・内水排除を5回実施（改築後通算30回）。

・排水機場や排水ポンプ車の点検、整備を行
い適切に管理する。
・今後新たに排水ポンプ車を配備する予定は
ない。

・引き続き、県管理施設や排水ポンプ車の点
検を実施。

関東地方整備局が実施する操作研修に参加 ・水害に伴う浸水被害があった際には、状況
に応じて排水ポンプ車の要請を行っていく。

・引続き、排水機場等の操作は、操作規則に
基づき実施していく。
・作成した排水作業準備計画を活用した訓練
を実施していく。

・継続実施。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

〖継続実施〗
・各関係機関、自治体と連携して排水計画
（案）について検討していく。
〖H28〗
・浸水時における排水施設の稼働条件に関す
る調査に協力した。
〖H29〗
・排水ポンプ車の１次参集場所や配置場所の
情報提供に協力する。
〖H30～R1〗
・大規模水害を想定した緊急排水計画（案）の
作成を検討する。
〖R2～〗
・協議会全体で排水作業準備計画（案）を更
新していく。

〖継続実施〗
・市町における緊急排水計画（案）の作成を支
援する。
・必要に応じて，排水計画の作成に必要な資
料提供を実施していく。

〖継続実施〗
・必要に応じ、県管理の排水機場・樋門・水門
等の情報を共有し、緊急排水計画（案）作成に
協力する。
〖H28～H29〗
・市町に対し、緊急排水計画(案)の作成を働き
かけていく。
〖R3〗
・特になし

〖継続実施〗
・邑楽東部第１排水機場（板倉町管理）と邑楽
東部第２排水機場（群馬県管理）において、操
作時の情報を共有。
〖H30〗
・邑楽館林地区における排水機場、堰等の稼
働状況を一元的に管理する統合監視システ
ムを整備し、運用開始。
〖R1〗
・配備した排水ポンプ車について「排水ポンプ
車運用要領」を作成。
〖R2〗
・排水ポンプ車配備土木と建設業協会支部で
排水ポンプ車の運用についての契約締結。
〖R3〗
・邑楽東部第１排水機場（板倉町管理）と邑楽
東部第２排水機場（群馬県管理）において、連
携操作を実施。

〖継続実施〗
・市町における緊急排水計画（案）の作成を支
援する。
・市町村からの要望に応じて排水施設等の情
報提供を行い、市町村における計画策定の支
援を行っている。
・県減災対策協議会の中で必要性について検
討する
〖H28〗
・県減災対策協議会の設立準備
〖R3〗
・県減災対策協議会で共有

〖継続実施〗
・関係市における緊急排水計画（案）の作成を
支援する。

〖継続実施〗
・協議会において、排水施設等の情報共有を
行い、緊急排水計画（案）の作成に向けて協
力する。
・要請があった場合、国が作成する緊急排水
計画（案）に協力する。
〖H28～H30、R3〗
・排水施設等の情報共有を行い、緊急排水計
画（案）の作成に協力している。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情
報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水
害を想定した緊急排水計画（案）の作成を検
討する。

・協議会全体で排水作業準備計画（案）を更
新していく。

継続実施 ・特になし ・邑楽東部第１排水機場（板倉町管理）と邑楽
東部第２排水機場（群馬県管理）において、連
携操作を実施。

・関係市から作成支援要請がなかった。 ・排水施設等の情報共有を行い、要請があっ
た場合、緊急排水計画（案）の作成に協力して
いる。

・引き続き、県管理施設の情報を共有し、緊急
排水計画（案）作成に協力する。

・邑楽東部第１排水機場（板倉町管理）と邑楽
東部第２排水機場（群馬県管理）において、操
作時の情報を共有。
・適宜、排水ポンプ車運用要領の見直し。

県減災対策協議会で取組事例の共有を行う。 ・国の排水作業準備計画（案）を基に関係市に
おける緊急排水計画（案）の作成を支援してい
く。

・引続き、排水施設等の情報共有を行い、要
請があった場合、緊急排水計画（案）の作成
に協力していく。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

２）ソフト対策の主な取り組み　③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を

　Ｋ）氾濫水の早期排水のための効果的な施設運用

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｌ）緊急排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

49
庁舎、災害拠点病院等の
水害時における対応強化

・市区町庁舎、災害拠点病院等の水害
時対応マニュアル等の作成及び支援

【鉄道事業者】
・利根川等の氾濫を想定し、駅舎等に
おいて想定 大浸水深に応じた浸水防
止対応の強化（例：開口部の浸水防止
手段の確保（防水扉、浸水防止板、土
のう等）を図る。

50

氾濫特性を踏まえた的確
な排水機場の運用、水門
の操作、排水ポンプ車の
配置

・排水機場の運用、水門の操作、排水
ポンプ車の配置による早期排水の実施

51
関係機関、自治体が共同
して緊急排水計画(案)を
作成

・排水施設の情報共有、排水手法等の
検討の実施し、大規模水害を想定した
緊急排水計画（案）の作成

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・土のうは配備済。設備改良については実施
にあたり、投資計画を含めた社内協議が必要
（▲）

〖継続実施〗
・各沿線自治体のハザードマップにより当社
設備への浸水被害状況の把握を進めている
（▲）
〖R3〗
・ハザードマップにより把握した被害想定によ
り、適宜必要と判断した対策を実施している。
（●）

〖継続実施〗
・ハザードマップを参照し、想定浸水深に応じ
た設備の設置及び改良（▲）

〖R3〗
・鬼怒川決壊後、一部浸水回避の措置を実施
していない箇所があるため対策について社内
で検討した

〖継続実施〗
・全線で施設や発電機等の設備耐水化や浸
水回避の措置を実施していないため、社内で
検討する。（◯）
〖R3〗
・既存施設の耐水化や浸水回避の措置につ
いては、多くが現実的に難しい。
・今後施設・機器更新等の際に設置場所を含
め、検討してゆく。

〖継続実施〗
・地下駅の地上出入口には台風や大雨による
浸水を防止するため、止水板及び土のうを配
備済である。（●）
〖R3〗
・既存設備の設置継続

〖継続実施〗
・一部の地下駅においては、防水扉により駅
構内への浸水対策を施しているが、未実施の
地下駅等の対策は、社内での更なる検討が
必要。（▲）

・継続実施中 ・ハザードマップにより把握した被害想定によ
り、適宜必要と判断した対策を実施している。

〖継続実施〗
・ハザードマップを参照し、想定浸水深に応じ
た設備の設置及び改良（▲）

・鬼怒川決壊後、一部浸水回避の措置を実施
していない箇所があるため対策について社内
で検討した

〖継続実施〗
・全線で施設や発電機等の設備耐水化や浸
水回避の措置を実施していないため、社内で
検討する。（◯）
・既存施設の耐水化や浸水回避の措置につ
いては、多くが現実的に難しい。
・今後施設・機器更新等の際に設置場所を含
め、検討してゆく。

〖継続実施〗
・地下駅の地上出入口には台風や大雨による
浸水を防止するため、止水板及び土のうを配
備済である。（●）
・既存設備の設置継続

・一部の地下駅においては、防水扉により駅
構内への浸水対策を施しているが、未実施の
地下駅等の対策は、引き続き社内で更なる検
討が必要。

・予算措置された設備から順に整備を行う予
定。

・ハザードマップや他社での事例等を踏まえ、
適宜必要と判断した対策を検討・実施する。

〖継続実施〗
・ハザードマップを参照し、想定浸水深に応じ
た設備の設置及び改良（▲）

・鬼怒川決壊後、一部浸水回避の措置を実施
していない箇所があるため社内で引続き検討
する。

・今後施設・機器更新等の際に設置場所を含
め、検討していく。

経年等による設備更新がある場合の改良に
ついては今後都度検討

〖継続実施〗
・一部の地下駅においては、防水扉により駅
構内への浸水対策を施しているが、未実施の
地下駅等の対策は、引き続き社内で更なる検
討が必要。

〖継続実施〗
・排水機場や水門等の運用、緊急時に備えた
排水ポンプ車の等の適切な配置と整備を行
う。

〖継続実施〗
・排水施設の情報共有、排水手法等の検討を
行い、大規模水害を想定した排水施設の運用
や排水ポンプ車の適切な配置等、緊急排水
計画（案）を作成する。
〖H29〗
・検討中
〖H30〗
・利根川上流管内の排水計画（案）について、
管内の氾濫特性の整理をはじめ、排水ブロッ
ク分割、排水作業の基本手順等について整理
し、とりまとめを行っている。
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖H28〗
・作成中。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖R1～R2〗
・排水ポンプ車の操作研修会に参加した。
〖R3〗
・未実施。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖R3〗
・未実施

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・排水ポンプ車の効果的な配置、運用のため
の排水訓練の実施を検討する。
〖R3〗
・栃木県が購入した排水ポンプ車の視察を実
施している。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖R3〗
・特になし。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖H28～H30〗
・実施予定
〖R3〗
・排水ポンプ車配備に伴い排水訓練を実施す
る。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

令和4年度の
取組内容

令和3年度までの取り組みを継続して実施。 ― ・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。 未実施 継続 令和３年度までの取組内容と変更なし 特になし。 ・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

・関係機関・部署と引き続き実施に向けて調整
継続していく。

・進捗なし

今後の
取り組み方

令和4年度までの取り組みを継続して実施。 継続協議 〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

・必要に応じて検討する。 ・排水ポンプ車等の操作研修会に参加する。 排水訓練の目的、必要性、効果を明確にし、
必要に応じて実施の検討をする。

継続 排水ポンプの購入を検討。 ・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

・継続して実施する。 上記内容を継続実施 ・緊急排水計画（案）作成の後、訓練実施に向
け検討する。

　Ｍ）BCP（業務継続計画）に関する事項

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・現在、古河市業務継続計画について、毎年
確認し、更新をしている。

〖継続実施〗
・地域防災計画の改定などに合わせ，ＢＣＰを
策定する。【～平成30年度】
〖H30〗
・ＢＣＰ策定を進めている。今年度中に完了予
定。

〖H28〗
・策定検討中。
〖R1、R3〗
・独立した計画書を策定済み。

〖継続実施〗
・水害時において、役場の機能が低下する中
でも、住民に密着する行政サービスの提供を
継続するため、非常時優先業務の選定や必
要な資源の配分、対応方針などを定めた「事
業継続計画」の策定を検討する。
〖H30〗
・ＢＣＰを策定し，実効性を確認する訓練を実
施予定である。
〖R1〗
・地震についての図上訓練を実施した。今後
は，風水害についての訓練を実施する。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖継続実施〗
・Ｈ２８年度策定予定である。
〖R1〗
・関連する計画やマニュアルの策定をもって策
定済みとしている。
〖R3〗
・関連する計画やマニュアルを修正する。

〖継続実施〗
・水害時において、役場の機能が低下する中
でも、住民に密着する行政サービスの提供を
継続するため、非常時優先業務の選定や必
要な資源の配分、対応方針などを定めた「事
業継続計画」の策定を検討する。

〖継続実施〗
・今後BCPを策定予定。
〖H29〗
・現在、ＢＣＰ作成中（平成30年度完成予定）
〖H30〗
・ワーキンググループを開催し、ＢＣＰ策定に
着手。
〖R1〗
・５月、境町事業継続計画（ＢＣＰ）を策定及び
職員向け初動対処マニュアルを改訂（第３版）
〖R2〗
・令和元年東日本台風の教訓等を反映しBCP
の一部改訂（Ｒ３年度）を検討中
〖R3〗
・ＢＣＰに基づく、「境町受援マニュアル」を作成

〖継続実施〗
・水害時において、役場の機能が低下する中
でも、住民に密着する行政サービスの提供を
継続するため、非常時優先業務の選定や必
要な資源の配分、対応方針などを定めた「事
業継続計画」の策定済。
〖H30～〗
・見直しを実施。一部改定した。

〖継続実施〗
・市役所の機能が低下する中でも、市民に密
着する行政サービスの提供を継続するため、
非常時優先業務の選定や必要な資源の配
分、対応方針などを定めた「栃木市業務継続
計画」を策定する。【平成29年～】
〖R3〗
・特になし。

〖継続実施〗
・水害時において、役場の機能が低下する中
でも、住民に密着する行政サービスの提供を
継続するため、非常時優先業務の選定や必
要な資源の配分、対応方針などを定めた「事
業継続計画」の策定を検討する。
〖H29～H30〗
・浸水想定外であるため、BCPの内容に含ま
ないこととした。

〖継続実施〗
・平成２５年３月に作成、平成２９年３月に改訂
済み。
〖R3〗
・特になし

〖継続実施〗
・BCPを作成予定。【平成29年度】
〖H28〗
・平成28年度に改訂した「野木町地域防災計
画」に一部業務継続に関する記載をした。
〖R1〗
・H30作成済。

〖R3〗
・水害時のＢＣＰ作成を検討する。

令和4年度の
取組内容

令和3年度までの取り組みを継続して実施。 ― 〖R4〗
・「取手市災害時業務継続計画」の更新

・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。 災害時業務継続計画　策定中 境町地域防災計画を改訂中、じ後ＢＣＰへ反
映予定

令和３年度までの取組内容と変更なし 特になし。 特段の取り組みなし ・令和４年９月に改訂を行った。 ・進捗なし ・水害時のＢＣＰ作成を検討する。

今後の
取り組み方

令和4年度までの取り組みを継続して実施。 必要に応じて見直し 〖継続実施〗
・必要に応じ計画の更新を行う

・取り組み方法について，検討する。 ・継続して実施。 地域防災計画や防災以外の事業で定める
BCPで防災分野に関わりのある記述等との整
合に注意し、策定に向けた調整を行う。

必要に応じ適時改訂 上記の取り組みを継続する。 組織改編等に合わせて、定期的にBCPを見直
す。

実施済み。 ・特になし ・必要に応じ、ＢＣＰの見直しを行う。 ・継続して実施

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。
〖R3〗
・取り組み内容なし。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。
〖R2〗
・商工会と「事業継続力強化支援計画」を策定
し、支援を検討中。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。
〖R3〗
・未実施

〖継続実施〗
・町のBCPを策定したのち、町内企業のBCP
策定を支援していく。
〖R3〗
・本年度、企業等からの支援要請はなかっ
た。

〖継続実施〗
・企業ＢＣＰ策定支援を検討・実施する。
〖R1～〗
・相談があれば対応するようにしている。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。
〖R3〗
・特になし。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。
〖H30～R1〗
・防災講話等においてＢＣＰ策定の必要につ
いて周知を図るとともに、依頼に応じてＢＣＰ
策定の支援を行う。
〖R2～〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

〖継続実施〗
・企業のＢＣＰ策定についての支援、災害相談
窓口は常時開設している。
・出前講座の機会を利用しての支援を予定。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

令和4年度の
取組内容

浸水想定区域内の市内某企業から依頼があ
り企業ＢＣＰ策定支援を実施中である。

・水害に対応した企業BCP策定支援を検討す
る。

・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。 未実施 境町商工会が策定中の事業継続力強化支援
計画に対する必要な意見を提出

令和３年度までの取組内容と変更なし 特になし。 特段の取り組みなし ・必要に応じて引きつづき支援を検討してい
く。

・進捗なし（企業に対してどのように支援すれ
ばよいかが課題となっている）

今後の
取り組み方

令和4年度までの取り組みを継続して実施。 必要に応じて支援を実施 〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

・支援方法を検討していく。 ・継続して実施。 企業から相談等があったとき、策定支援を行
う。

継続 上記の取り組みを継続する。 ・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

・継続して実施する。 上記内容を継続実施 ・継続して実施

　Ｎ）生活再建及び社会経済活動の回復のための民間力の活用

令和3年度まで
の

取組内容

〖継続実施〗
・３０の団体との災害応援協定を締結してお
り、今後も協定締結を進めていく方針。
〖H29〗
・新たに6団体と災害協定を締結。（車両移動
に関する協定、応急危険度判定に関する協
定、葬祭業組合との協定　等）
〖H30〗
・ヤフーなどの3団体と災害協定を締結。
〖R1〗
災害協定を新たに３件締結。
〖R2〗
旅館組合との協定を締結するなど、協定の拡
充を継続して実施している。
〖R3〗
・新たに6団体との災害応援協定を締結。

〖継続実施〗
・５４の民間企業等と災害時における応援協
定等を締結済。今後も協定締結を進めていく
方針【平成30年1月現在 】
〖H28～H30、R3〗
・民間企業等と災害時における応援協定等を
締結した。

〖継続実施〗
・各種機関や企業と複数の災害時協定を締結
している。
〖R1、R3〗
・協定の拡充を検討中。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
〖R3〗
・民間企業と協定を締結した。

〖継続実施〗
・各種企業などと災害支援協定を締結してい
る。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
〖R3〗
・企業との包括連携協定と並行して新たに1社
と災害時における物資の供給協力に関する協
定を締結する予定。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
〖R3〗
・本年度4件について民間企業及びＮＰＯ法人
との災害協定を締結

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定等によ
る支援。
〖R1～〗
・新たな各種団体・企業等と災害時応援協定
を締結した。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
・各種団体・企業等と災害時応援協定を充実
させる。
〖H28～〗
・新たな各種団体・企業等と災害時応援協定
を締結した。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
・新たな各種団体・企業等と災害時応援協定
を締結した。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と食料や日常生活物資等
の災害時応援協定を締結している。
〖R3〗
・食料や日常生活物資等の供給について災害
時応援協定を締結している。

〖継続実施〗
・各種企業等と災害時応援協定を締結してい
る。

〖継続実施〗
・食料や飲料水、資機材等の供給や、応急復
旧の協力等、民間企業や公共機関と協定を
締結している。

令和4年度の
取組内容

災害協定を新たに３件締結。 ・民間企業等と災害時における応援協定等を
締結した。

〖継続実施〗
・各種機関や企業と複数の災害時協定を締結
している

・民間企業と協定を締結した。 前年度同様、継続実施。 上記の協定（救援生活物資の供給）につい
て、R4.2に協定を締結した。

新たに境町境古河IC周辺に大規模事業所等
を建設予定の企業等との協定について検討
中

令和３年度までの取組内容と変更なし 新たに各種団体・企業等と災害時応援協定を
締結した。 新たな団体・企業等と災害時応援協定を締結

した。

本年は物資等の協定を締結していないが、引
き続き検討していく。

・上記内容を継続実施 ・飲料水等の物資供給に関する協定及び避難
場所に関する協定を民間企業等と締結した。

52
関係機関、自治体が連携
した排水訓練の実施

・排水訓練の実施

53
水害時に行政機能を維持
するBCPの策定

・水害時に行政機能を維持するための
BCPの策定

54
水害に対応した企業BCP
策定への支援

・水害に対応した企業BCP策定への支
援

55
生活再建及び社会経済活
動の回復のための民間力
の活用

・生活再建及び社会経済活動の回復に
資する民間企業等との災害時応援協
定締結等による支援

【鉄道事業者】
・大規模氾濫による水害発生時に被災
地域の生活再建や社会経済活動の早
期回復を図るため救援物資・人員等の
輸送支援を行う。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｍ）BCP（業務継続計画）に関する事項

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｎ）生活再建及び社会経済活動の回復のための民間力の活用

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

52
関係機関、自治体が連携
した排水訓練の実施

・排水訓練の実施

53
水害時に行政機能を維持
するBCPの策定

・水害時に行政機能を維持するための
BCPの策定

54
水害に対応した企業BCP
策定への支援

・水害に対応した企業BCP策定への支
援

55
生活再建及び社会経済活
動の回復のための民間力
の活用

・生活再建及び社会経済活動の回復に
資する民間企業等との災害時応援協
定締結等による支援

【鉄道事業者】
・大規模氾濫による水害発生時に被災
地域の生活再建や社会経済活動の早
期回復を図るため救援物資・人員等の
輸送支援を行う。

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖R3〗
―

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水ポンプ車の配置等の排水訓練
の実施を検討する。
〖H30〗
・災害対策用機器の操作講習会への参加。
〖R1〗
・排水ポンプ車の操作講習会への参加。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖R1〗
・群馬県主催の排水ポンプ車の操作講習会へ
の参加。
〖R2～〗
・小型ポンプ車による排水訓練の実施。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖R3〗
・今年度は取り組めていない。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖H28～H29〗
・協議会に参加し、排水計画（案）作成につい
て情報共有をした。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基いた、排水訓練を検討する。
〖H28～H30〗
・検討中。
〖R3〗
・取り組みなし。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖R3〗
・実施無し。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
・定期点検時に試運転を実施している。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖R3〗
・未実施。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖H29～R2〗
・国が開催した災害対策用機器操作講習会に
参加した。（R2年は、コロナ禍により操作手順
の見学のみ）

・太田土木事務所主催の排水ポンプ訓練に地
元区長とともに参加した。

国土交通省が実施する排水用資機材の操作
研修に参加

・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水ポンプ車の配置等の排水訓練
の実施を検討する。

・継続して実施 ・実施できていない。 ・上記から変更なし。 ・取り組みなし。 ・実施無し。 協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討

・前年同様、継続して検討中。 未実施。 ・継続実施中

・継続して検討 引き続き、関係する研修や訓練の参加を検討 ・継続して実施 ・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討し、実施し
ていく。。

・排水訓練の実施について検討していく。 ・排水訓練に参加していく。 ・継続して排水訓練の実施を検討。 継続して実施 ・継続して実施。 ・検討中。

〖継続実施〗
・BCP策定に向け検討中。
〖R3〗
―

〖継続実施〗
・地域防災計画に包含する形で、震災及び風
水害対策とに分けた業務継続計画を策定済
み。
・必要に応じ、業務改善計画の見直し、改訂を
行う。
〖R2〗
・独立した業務継続計画を策定。
〖R3〗
・業務継続計画の中で課題や検討事項となっ
ている箇所の解決方法を検討し、計画の改訂
を実施。

〖継続実施〗
・ＩＣＴ部門のＢＣＰ（初動版）策定済。【平成27
年度】
・庁舎等のＢＣＰは作成検討中。
※玉村町公共下水道事業に係るＢＣＰは策定
中。【平成27年度～】

〖継続実施〗
・町役場の機能が低下する中でも、町民に密
着する行政サービスの提供を継続するため、
非常時優先業務の選定や必要な資源の配
分、対応方針などを定めた「板倉町事業継続
計画」を策定する。

〖継続実施〗
・役場の機能が低下する中でも、住民に密着
する行政サービスの提供を継続するため、非
常時優先業務の選定や必要な資源の配分、
対応方針などを定めた「明和町事業継続計
画」を策定する予定。
〖R1～R2〗
・地域防災計画の見直しに伴い、明和町事業
継続計画を作成した。
〖R3〗
・地域防災計画の見直しに伴い、明和町事業
継続計画の見直しを行った。

〖継続実施〗
・BCPを策定予定。【平成28年度下半期】
〖H28〗
・計画策定済み。

〖H28〗
・計画策定のための準備を進めた。
〖H29〗
・計画を策定中。
〖H30〗
・計画を策定した。
〖R2〗
・BCP策定済。
〖R3〗
・機構改革に伴い修正を行った。

〖継続実施〗
・役場の機能が低下する中でも、住民に密着
する行政サービスの提供を継続するため、非
常時優先業務の選定や必要な資源の配分、
対応方針などを定めた邑楽町業務継続計画
を平成30年度に策定済み。（庁舎や非常用発
電機は、浸水しない場所にあるため、水害は
想定していない）。

〖継続実施〗
・非常時優先業務の選定や事業継続における
現状の課題等をまとめた「さいたま市事業継
続計画【地震災害編】」を策定。【平成24年度】
※「さいたま市事業継続計画【地震災害編】
（平成29年度）」を改訂。
〖H30～R2〗
・さいたま市事業継続計画【地震災害編】の内
容を改定。水害発生の際は本計画を参考に
する。
〖R3〗
・水害時に行政機能を維持するためのBCPの
策定に向け、令和４年度の予算化に係る対応
を行った。

〖継続実施〗
「熊谷市業務継続計画＜地震編＞」について
は、平成２５年３月作成済みである。
・水害時において、役場の機能が低下する中
でも、住民に密着する行政サービスの提供を
継続するため、非常時優先業務の選定や必
要な資源の配分、対応方針などを定めた「事
業継続計画」の策定を検討する。
〖R1～R2〗
・「熊谷市業務継続計画」の対象災害に「洪
水」を追加して、内容を更新した。
〖R3〗
・必要に応じて見直しを行った。

〖継続実施〗
・水害時において、役場の機能が低下する中
でも、住民に密着する行政サービスの提供を
継続するため、非常時優先業務の選定や必
要な資源の配分、対応方針などを定めた「事
業継続計画」の策定を検討する。

〖継続実施〗
・地震編の業務継続計画については、平成２
５年３月に作成。
・地震編の業務継続計画を見直す際に、水害
時の計画を盛り込めるよう努める。
〖R2～〗
・策定に向けて検討中。

〖継続実施〗
・地域防災計画に基づき、震災及び風水害対
策とに分けた業務継続計画を策定済み。

― ・引き続き、計画修正を検討 ・「板倉町業務継続計画」を策定した。 ・継続して実施 ・継続実施。 ・機構改革に伴い修正を行った。 ・取り組みなし。 〖継続実施〗
・非常時優先業務の選定や事業継続における
現状の課題等をまとめた「さいたま市事業継
続計画【地震災害編】」を策定。【平成24年度】
※「さいたま市事業継続計画【地震災害編】
（平成29年度）」を改訂。
〖H30～R2〗
・さいたま市事業継続計画【地震災害編】の内
容を改定。水害発生の際は本計画を参考に
する。
〖R3〗
・水害時に行政機能を維持するためのBCPの
策定に向け、令和４年度の予算化に係る対応
を行った。
〖R4〗
・水害時も含めさいたま市で想定される自然
災害を想定したBCPの策定を行った。

必要に応じて見直しを行った。 ・前年同様、継続して実施。 策定中。 ・継続実施中

・継続して検討 ・引き続き、課題や検討事項となっている箇所
の解決方法の検討や訓練を実施しながら、計
画の改訂を行う。

・適宜、内容について見直しを行っていく必要
がある。また、職員への周知を図っていく。

・継続して実施 ・継続実施しながら、改善点等見直しを図って
いく。

・今後も必要に応じて修正を行う。 ・BCP策定済みのため、これ以上取り組む予
定なし。

令和４年度に策定したBCPの運用を継続して
いく。

必要に応じて見直しを行う。 ・継続して実施。 ・必要に応じて見直しを行う。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。
〖R3〗
―

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。
〖R2〗
・風水害を含めた災害に対する事業継続計画
を策定した事業者に対し、商工会議所を通じ
たサポート及び市による補助制度を創設。
〖R3〗
・事業継続計画及び事業継続力強化計画を
策定した企業に対し、事業継続計画策定奨励
金として10万円を支給。
・館林商工会議所と連携し、事業継続計画の
策定支援や、セミナーへの参加を促した。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

〖継続実施〗
・企業ＢＣＰ策定支援を検討する。【平成29年
度～】
〖R2〗
・企業からの問い合わせに対して支援を行っ
た。
〖R3〗
・今年度は取り組めていない。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。
〖H28～R2〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討し
た。
〖R3〗
・企業担当課と連携し、企業BCPの策定を推
進している。

〖継続実施〗
・水害等の情報を提供し、企業ＢＣＰ策定促進
に努める。（予定）
〖R3〗
・取り組みなし。

〖継続実施〗
・企業の事業継続計画（BCP）については水害
に限定しない形で、「公益財団法人さいたま市
産業創造財団」と連携し、取組を推進すること
としている。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討・
実施する。
〖R1〗
・企業BCP作成支援のため、商工会議所等と
「事業継続力強化支援計画」作成について協
議予定。
〖R2～〗
・企業BCP作成支援のため、商工会議所等と
「事業継続力強化支援計画」作成について協
議を行った。

〖継続実施〗
・企業ＢＣＰ策定支援を検討・実施する。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業業務継続計画策定支援
を検討する。
〖H28～R1〗
・検討を実施。
〖R3〗
・検討中。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業BCP策定への支援を行
う。

― ・引き続き、策定支援を検討 ・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

・継続して実施 ・今年度の取組なし。 ・上記から変更なし。 ・取り組みなし。 企業の事業継続計画（BCP）については水害
に限定しない形で、関係機関と連携し、策定
支援を行う。

水害に対応した企業BCP策定支援を検討し
た。

・前年同様、継続して検討。 ・検討中。 ・継続実施中

・継続して検討 ・引き続き館林商工会議所と連携し、事業継
続計画の策定支援や、セミナーへの参加を促
す。
・事業継続計画及び事業継続力強化計画に
関わるセミナーの参加費に対し補助を行う支
援制度を検討する。

継続して実施 ・各企業に聞き取り調査を実施し、作成できて
いない企業に対し、作成支援を実施していく。

・引き続き企業担当課と連携し、企業BCPの
策定を推進している。

・取り組む予定なし。 今後も、継続して実施する。 必要に応じて見直しを行う。 ・継続して実施。 ・検討中。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
〖R3〗
・令和３年度は新たに８団体との協定を締結し
た。（R4.1現在）

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
・災害時応援協定の拡充を図る。
〖H28～R2〗
・民間団体と災害時応援協定を締結した。
〖R3〗
・R3.12末現在で、以下の８つの民間企業等と
災害時応援協定を締結した。
　・河本工業㈱・特定医療法人　慶友会・㈲
フォレスト・㈱オータ・館林アマチュア無線クラ
ブ・㈱フレッセイ・普済寺・群馬県無線赤十字
奉仕団 館林・邑楽分団

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
〖R3〗
・東京電力パワーグリット、NTT東日本と災害
時応援協定を締結した。

〖継続実施〗
・各種企業等と災害時応援協定を締結してい
る。
・災害時応援協定の拡充を図る。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
する。
〖R1～R2〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
を検討する。
〖R3〗
・水害時の被害家屋認定調査の相互情報提
供に関する協定を締結予定（R4.1.25）

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
〖R3〗
・数社との災害時応援協定を締結。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
〖H28〗
・新たに群馬県ＬＰガス協会との災害時応援
協定を締結した。
〖H29〗
・新たに（株）ゼンリンとの災害時応援協定を
締結した。
〖H30〗
・ドローン取り扱い事業者、段ボール事業者と
災害時応援協定を締結した。
〖R1～R2〗
・今後の災害時応援協定締結を検討した。
〖R3〗
・(株)バカン、ベイシアと災害協定を締結した。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
〖R3〗
・民間企業4社と協定を締結。

〖継続実施〗
・物資の供給や情報発信等に関する協定を締
結している。

〖継続実施〗
・（自治体を除く）各種団体・民間企業等と災害
時応援協定を締結している。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定等によ
る支援

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。

〖継続実施〗
・各種企業等と災害時応援協定を締結してい
る。
・各種の生活再建に係る被災者支援制度を周
知・活用する。

・令和４年度は新たに２団体との協定を締結し
た。（R5.1現在）

〖継続実施〗
・Ｒ４年度は下記の民間団体と災害協定締結
　・株式会社ほっかほっか亭・社会福祉協議
会

・各種企業等と災害時応援協定を締結してい
る。
・災害時応援協定の拡充を図る。

・継続して実施 ・数社との災害時応援協定を締結。 ・群馬県オートバイ事業協同組合と災害協定
を締結した。

・上記取り組みを継続実施。 〖継続実施〗
・物資の供給や情報発信等に関する協定を締
結している。

引き続き実施した。 ・前年同様、継続して実施。 ・従前のとおり実施。 ・継続実施中
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｍ）BCP（業務継続計画）に関する事項

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｎ）生活再建及び社会経済活動の回復のための民間力の活用

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

52
関係機関、自治体が連携
した排水訓練の実施

・排水訓練の実施

53
水害時に行政機能を維持
するBCPの策定

・水害時に行政機能を維持するための
BCPの策定

54
水害に対応した企業BCP
策定への支援

・水害に対応した企業BCP策定への支
援

55
生活再建及び社会経済活
動の回復のための民間力
の活用

・生活再建及び社会経済活動の回復に
資する民間企業等との災害時応援協
定締結等による支援

【鉄道事業者】
・大規模氾濫による水害発生時に被災
地域の生活再建や社会経済活動の早
期回復を図るため救援物資・人員等の
輸送支援を行う。

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖H28～H29〗
・検討中。
〖R3〗
・実施なし

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖R3〗
・感染症禍のため、訓練等なし

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖H29～〗
・適切な排水が出来るよう、月1回の排水施設
の点検をかねた操作研修を実施した。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
・平成29年度以降、関係部署と検討予定。
〖H30〗
・国、県、他市町村が参加する樋管開閉訓練
へ参加した。

〖継続実施〗
・関係部署と連携し、排水訓練の実施につい
て検討する予定。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖H28～〗
・実施に向けて検討した。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖R４〗
・実施なし

・感染症禍のため、訓練等なし ・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

継続して実施 上記を継続して検討していく。 ・適切な排水が出来るよう、月１回の排水施設
の点検を兼ねた操作研修を実施した。

上記内容を関係部署と検討中。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

・実施に向けて検討した。 ・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

今後検討する。 ・今後訓練に参加していく ・上記のとおり ・継続して実施。 必要に応じて訓練を実施。 ・継続して実施 実施に向けて検討していく。 継続して実施。

〖継続実施〗
・市役所の機能が低下する中でも、市民に密
着する行政サービスの提供を継続するため、
非常時優先業務の選定や必要な資源の配
分、対応方針などを定めた「本庄市事業継続
計画」を策定。【平成26年】
〖R1〗
・「本庄市事業継続計画」改訂。
〖R2〗
・今後検証していく。
〖R3〗
・災害対策本部設置訓練を実施。

〖継続実施〗
平成２６年に「春日部市業務継続計画（BCP）
【地震編】」を策定。水害時においては、一部
読み替えて利用する。今後水害に特化した業
務継続計画策定について検討する。
〖H28〗
・ＢＣＰの見直し修正を加えた。
〖H29〗
・ＢＣＰの見直しを行った。
〖H30〗
・ＢＣＰ（地震編）の見直しを行った。
〖R1〗
・BCP（水害編）の内容について検討中。
〖R2〗
・BCP（水害編）の内容について、関係機関と
協議中。
〖R3〗
・BCP（震災編）の内容について、見直しを実
施中。
・BCP（水害編）の内容については、引き続き
内容について検討中。

〖H28〗
・地震に対応したBCPを策定。次年度以降に
水害に対応したものを策定見込み。
〖H29～〗
・策定について、検討を継続中。

〖継続実施〗
・市役所の機能が低下する中でも、市民に密
着する行政サービスの提供を継続するため、
非常時優先業務の選定や必要な資源の配
分、対応方針などを定めた「鴻巣市事業継続
計画」を策定。【平成25年度】

〖継続実施〗
・事業継続計画。【地震編】を作成済み。水害
に関するＢＣＰについても検討する。
〖H28～R2〗
・事業継続計画を作成済み。
〖R3〗
・水害時のBCP計画の策定を検討

〖継続実施〗
・水害時において、役場の機能が低下する中
でも、住民に密着する行政サービスの提供を
継続するため、非常時優先業務の選定や必
要な資源の配分、対応方針などを定めた「事
業継続計画」の策定を検討する。
〖R1〗
・BCP（大規模災害編）として改定案を作成
中。
〖R2～〗
・BCP(業務継続計画)を作成済み。

〖継続実施〗
・草加市業務継続計画を策定した。【平成26年
度】
・水害時における行政機能維持を目的とした
BCPの策定を検討する。

〖継続実施〗
・市役所の機能が低下する中でも、市民に密
着する行政サービスの提供を継続するため、
非常時優先業務の選定や必要な資源の配
分、対応方針などを定めた「越谷市業務継続
計画」を策定している。業務継続計画は、震災
を想定しているが、水害時においても応用可
能と考えている。
〖H29～〗
・越谷市業務継続計画（震災編）の改訂を実
施した。

〖継続実施〗
・BCPを作成予定。【平成28年度中】
〖H28〗
・業務継続計画を作成。
〖H29～〗
・業務継続計画の見直しを検討している。

〖継続実施〗
・地震や新型インフルエンザ等に係るBCPに
ついて策定済みである。
・水害時において、役場の機能が低下する中
でも、住民に密着する行政サービスの提供を
継続するため、非常時優先業務の選定や必
要な資源の配分、対応方針などを定めた「事
業継続計画」の策定を検討する。

〖継続実施〗
・地震編のBCPを準用することについて検討
する。

〖継続実施〗
・地震編は策定済みであるが、風水害編は未
策定である。
〖H28〗
・実施に向けて検討した。
〖H29～R1〗
・水害時のBCPを策定するため、庁内の事務
内容について調査を行った。
〖R2〗
・風水害対策を業務継続計画に追加した。
〖R3〗
・策定済みである。引き続き見直しの検討を実
施。

〖継続実施〗
・市役所の機能が低下する中でも、市民に密
着する行政サービスの提供を継続するため、
非常時優先業務の選定や必要な資源の配
分、対応方針などを定めた「三郷市業務継続
計画」を策定予定。

〖継続実施〗
・市役所の機能が低下する中でも、市民に密
着する行政サービスの提供を継続するため、
非常時優先業務の選定や必要な資源の配
分、対応方針などを定めた「本庄市事業継続
計画」を策定。
〖R４〗
・災害対策本部設置訓練を実施。

・BCP（震災編）の内容について、見直しを実
施中。
・BCP（水害編）の内容については、引き続き
内容について検討中。

・策定について、検討を継続中。 〖継続実施〗
・市役所の機能が低下する中でも、市民に密
着する行政サービスの提供を継続するため、
非常時優先業務の選定や必要な資源の配
分、対応方針などを定めた「鴻巣市事業継続
計画」を策定。【平成25年度】

・水害時のBCP計画の策定を検討 BCP(業務継続計画)の改定を実施。 上記取組を継続して行う。 ― 業務継続計画の見直しを検討。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・地震編のBCPを準用することについて検討
する。

・策定済みである。引き続き見直しの検討を実
施。

・市役所の機能が低下する中でも、市民に密
着する行政サービスの提供を継続するため、
非常時優先業務の選定や必要な資源の配
分、対応方針などを定めた「三郷市業務継続
計画」を策定予定。

検証していく。 ・BCP（震災編）の内容について、見直しを実
施しつつ、（水害編）の内容についても検討し
ていく。

・策定について、検討を継続。 ・水害時のBCP計画の策定を検討する ― 必要に応じて見直していく。 ・継続して実施 必要に応じてBCPの見直しを検討していく。 継続して実施。

〖継続実施〗
・企業からの依頼があれば対応予定。
〖R2〗
・今後検討する。
〖R3〗
・実施なし

〖継続実施〗
・企業からＢＣＰ策定について相談があった場
合には、埼玉県が行っているセミナー等の制
度を案内していく。
〖H28～R2〗
・適宜対応を行った。

〖継続実施〗
・現在、当市のＢＣＰを策定中の為、策定完了
後に企業等への支援も検討していく。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

〖継続実施〗
・企業から相談があれば対応。
〖R2〗
・関係課を通じ、商工会等の策定支援を進め
ている。

〖継続実施〗
・企業ＢＣＰ策定支援を検討・実施する。
〖R2〗
・商工課、商工会議所にて、業務継続力強化
支援計画策定に向け調整中。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

〖継続実施〗
・企業から要望があれば、水害に対応した企
業ＢＣＰ策定支援を検討していく。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。
・平成29年度以降、関係部署と検討予定。

〖継続実施〗
・企業からの要望に応じて対応予定。

〖継続実施〗
・企業ＢＣＰ策定支援を検討・実施する。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。
〖R3〗
・BCP策定に向けたセミナー等を企業に紹介し
ている。

〖継続実施〗
・企業からの依頼があれば対応予定。
〖R４〗
・実施なし

対応なし 当市のＢＣＰを策定検討中の為、策定完了後
に企業等への支援も検討していく。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

・関係課を通じ、商工会等の策定支援を進め
ている。

企業ＢＣＰ策定支援を検討・実施する。 上記取組を継続して行う。 ・企業から要望があれば、水害に対応した企
業ＢＣＰ策定支援を検討していく。

上記の内容を関係部署と検討予定。 ・継続して実施 〖継続実施〗
・企業ＢＣＰ策定支援を検討・実施する。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

・BCP策定に向けたセミナー等を企業に紹介し
ている。

今後検討する。 対応検討していく 当市のＢＣＰを策定検討中の為、策定完了後
に企業等への支援も検討していく。

〖継続実施〗
・企業から相談があれば対応する

・継続して実施。 検討予定とする。 ・継続して実施 引き続き、水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援
を検討していく。

継続して実施。

〖継続実施〗
・災害時の応急復旧や物資の提供等につい
て、企業、団体、公共機関と災害時協定を締
結している。
〖R3〗
・実施なし。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
〖R3〗
・民間企業４社と協定を新規に締結した。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。

〖継続実施〗
・各種企業や団体と災害時における相互応援
協定を締結。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定等によ
る支援。
〖H30～〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
した。

〖継続実施〗
・各種団体・企業と、食料品、衣料、日用品、
燃料の供給、救援物資提供等に係る協定を
締結している。
・引き続き、団体等と食料品等の供給、救援
物資提供等協力体制の強化を図る。
〖H30〗
・協定締結企業と物資の輸送訓練を行った。
引き続き、各種団体・企業との平時からの連
携強化を図っていく。
〖R1～R2〗
・民間力をより活用できるよう、新規の協定に
ついて検討を行った。
〖R3〗
・新規の協定を締結した。
・既存の協定について、一部見直しを行った。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
〖H28〗
・協定締結先51団体と緊急時における応援協
手に関する懇談会を実施。
〖H28～R2〗
・新規に緊急時応援協定を締結。
〖R3〗
・新規に緊急時応援協定の締結を推進。

〖継続実施〗
・桶川市建設業協会と災害時の支援について
の協定を締結している
・総合防災訓練にて、桶川市建設業協会と連
携を図る。
〖H30〗
・取組実施のための協定先の検討を行った。
〖R1〗
・新規に災害時支援協定を締結（3団体）。
〖R2～〗
・新規協定の締結の検討を行った。

〖継続実施〗
・約３０の民間企業等と災害時応援協定を締
結している。
〖H28〗
・株式会社ランドワンスタジアムさいたま・栗橋
店と洪水時等における一時避難施設の使用
に関する協定を締結。
〖R3〗
・災害時における物資供給に関する協定等を
締結した。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
〖H29〗
・市内の建設業協会との協定に基づき、排水
作業を実施した。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
〖R3〗
・引き続き、民間企業等との災害時応援協定
の締結について検討した。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
・新たに、2社の事業者と協定を締結。

〖継続実施〗
・災害時の応急復旧や物資の提供等につい
て、企業、団体、公共機関と災害時協定を締
結している。
〖R４〗
・実施なし。

締結済み ・民間企業１社と協定を新規に締結した。 〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。

・各種企業や団体と災害時における相互応援
協定を締結。

各種団体・企業等と災害時応援協定を締結し
た。

新規の協定を締結した。 ・新規に緊急時応援協定の締結を推進し、令
和４年度は５協定を締結（令和５年１月２０日
現在）。

新規にガス供給事業者と災害時における相互
協力に関する協定を締結。

・災害時における支援物資の受入及び配送等
に関する協定を締結した。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
〖H29〗
・市内の建設業協会との協定に基づき、排水
作業を実施した。

・引き続き、民間企業等との災害時応援協定
の締結について検討した。

・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
・新たに、１社の事業者と協定を締結。（令和4
年12月26日現在）
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｍ）BCP（業務継続計画）に関する事項

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｎ）生活再建及び社会経済活動の回復のための民間力の活用

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

52
関係機関、自治体が連携
した排水訓練の実施

・排水訓練の実施

53
水害時に行政機能を維持
するBCPの策定

・水害時に行政機能を維持するための
BCPの策定

54
水害に対応した企業BCP
策定への支援

・水害に対応した企業BCP策定への支
援

55
生活再建及び社会経済活
動の回復のための民間力
の活用

・生活再建及び社会経済活動の回復に
資する民間企業等との災害時応援協
定締結等による支援

【鉄道事業者】
・大規模氾濫による水害発生時に被災
地域の生活再建や社会経済活動の早
期回復を図るため救援物資・人員等の
輸送支援を行う。

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練を実施する予定。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖H30～〗
・引き続き検討する。

〖継続実施〗
・必要に応じて排水訓練の実施について検討
する。

〖継続実施〗
・計画作成後に訓練を実施し、計画を検証す
る。
〖R3〗
・なし。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖R1〗
・引き続き検討。
〖R2〗
・烏・神流川流域大規模氾濫に関する減災対
策協議会における排水訓練への参加。
〖R3〗
・烏・神流川流域大規模氾濫に関する減災対
策協議会で開催された、排水作業準備計画
（案）に基づく配水実働訓練に参加。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖R3〗
・訓練実績なし

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

・緊急排水計画（案）が策定され次第、検討し
ていく。

〖継続実施〗
・協議会において，緊急排水計画（案）を作成
するか否かの結果により，訓練の必要性も踏
まえ検討していく。
〖R3〗
・議会（書面）に参加し，引き続き検討していく
こととした。

〖継続実施〗
・必要に応じて排水訓練の実施について検討
する。【R2】
〖R3〗
・建設業協同組合と排水ポンプによる排水テ
ストを行った。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖H28～H29〗
・排水訓練を引き続き実施。
〖H30〗
・開催時期に平成30年7月豪雨が発生し、排
水ポンプ車が出動していたため実施せず。
〖R1〗
・利根川下流河川事務所防災管理課の協力
の下、排水ポンプ車操作訓練を実施した。
〖R2〗
・今年度は取組なし。

排水訓練は未実施。 検討中。 ・必要に応じて排水訓練の実施について検討
する。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

・高崎河川国道事務所により開催された、災
害対策用機器操作講習に参加し、排水ポンプ
車等の設置及び操作の講習を受講した。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

・訓練実績なし ・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・緊急排水計画（案）が策定され次第、検討し
ていく。

・協議会において，緊急排水計画（案）を作成
するか否かの結果により，訓練の必要性も踏
まえ検討していく。
・議会（書面）に参加し，引き続き検討していく
こととした。

・建設業協同組合と排水ポンプによる排水テ
ストを行う。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基
づき、排水訓練の実施を検討する。
〖H28～H29〗
・排水訓練を引き続き実施。
〖H30〗
・開催時期に平成30年7月豪雨が発生し、排水ポン
プ車が出動していたため実施せず。
〖R1〗
・利根川下流河川事務所防災管理課の協力の下、
排水ポンプ車操作訓練を実施した。
〖R2～〗
・今年度は取組なし。

訓練の実施について検討していく。 ・検討する。 ・必要に応じて排水訓練の実施について検討
する。

・計画作成後に訓練を実施し、計画を検証す
る。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

・引き続き実施。 同上 排水訓練の実施を検討する。 ・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

・緊急排水計画（案）が策定され次第、検討し
ていく。

・緊急排水計画（案）の作成について検討中の
ため，訓練の実施についても引き続き検討し
ていくこととした。

・建設業協同組合と排水ポンプによる排水テ
ストを行う。
・令和５年度は、松戸市と組織する東葛中部
地区連合水防団にて水防演習の実施を予定
する。

〖継続実施〗
・業務継続計画を策定済【平成27年】。

〖継続実施〗
・市役所の機能が低下する中でも、市民に密
着する行政サービスの提供を継続するため、
非常時優先業務の選定や必要な資源の配
分、対応方針などを定めた「幸手市事業継続
計画」を策定。【平成25年】
〖H28〗
・幸手市事業継続計画を策定してある。
〖H30～〗
・策定済み。

〖継続実施〗
・市役所の機能が低下する中でも、市民に密
着する行政サービスの提供を継続するため、
非常時優先業務の選定や必要な資源の配
分、対応方針などを定めた「吉川市業務継続
計画(震災編)」を策定【平成28年度】。
・「吉川市業務継続計画(水害編) 」の策定を
検討【平成29年度】。
〖H28〗
・「吉川市業務継続計画(震災編)」を策定。
〖H29〗
・「吉川市業務継続計画（震災編･水害編）」を
策定。
〖H30～R2〗
・庁舎移転に伴い「吉川市業務継続計画」の
見直しを検討。
〖R3〗
・「吉川市業務継続計画」の見直しを検討中で
ある。

〖継続実施〗
・平成29年度完成に向けて、作成の準備を進
めている。
・白岡市業務継続計画（ＢＣＰ）＜地震編＞を
適宜改訂をする。
〖R3〗
・なし。

〖継続実施〗
・水害時において、役場の機能が低下する中
でも、住民に密着する行政サービスの提供を
継続するため、非常時優先業務の選定や必
要な資源の配分、対応方針などを定めた「事
業継続計画」の策定を検討する。
〖R3〗
・地震と感染症に対する業務継続計画は作成
済だが、今後は水害に対する計画策定につい
ても検討する。

〖継続実施〗
・町役場の機能が低下する中でも、市民に密
着する行政サービスの提供を継続するため、
非常時優先業務の選定や必要な資源の配
分、対応方針などを定めた「上里町業務継続
計画」を平成25年2月に策定。平成31年3月に
改訂。
〖H29〗
・ＢＣＰ見直しのための予算を確保。
〖R1～R2〗
・継続して実施。
〖R3〗
・特になし

〖継続実施〗
・役場の機能が低下する中でも、市民に密着
する行政サービスの提供を継続するため、非
常時優先業務の選定や必要な資源の配分、
対応方針などを定めた「宮代町事業継続計
画」を策定。【平成25年】

〖継続実施〗
・杉戸町業務継続計画(震災編）を策定してい
る。
・水害時において、役場の機能が低下する中
でも、住民に密着する行政サービスの提供を
継続するため、非常時優先業務の選定や必
要な資源の配分、対応方針などを定めた「事
業継続計画」の策定を検討する。
〖R2～〗
・引き続き、事業継続計画（水害編）を策定を
検討。

〖継続実施〗
・事業継続計画（震災編）を策定している。
〖R1～〗
・引き続き、事業継続計画（水害編）を策定を
検討する。

〖継続実施〗
・業務業継続計画【震災編】を策定している。
【平成26年度】
・水害時に行政機能を維持するためのBCPに
ついて検討を行う。
〖R3〗
・水害時に行政機能を維持するためのBCPに
ついて検討中

〖継続実施〗
・市役所の機能が低下する中でも、市民に密
着する行政サービスの提供を継続するため、
非常時優先業務の選定や必要な資源の配
分、対応方針などを定めている。当ＢＣＰは柏
市地域防災計画の中に包含している。
〖R3〗
・本庁舎が，水害の影響を受けにくい場所に
立地している為，水害時必要であれば現在策
定している「柏市業務継続計画（震災編）」を
汎用する予定

〖継続実施〗
・水害時において、役場の機能が低下する中
でも、住民に密着する行政サービスの提供を
継続するため、非常時優先業務の選定や必
要な資源の配分、対応方針などを定めた「事
業継続計画」の策定を検討する。
〖R3〗
・必要に応じ検討していく。

〖継続実施〗
・大規模災害を想定したBCPは作成済み。
・水害ＢＣＰ策定についてはH28に検討を開始
したが、浸水想定区域内に庁舎がないため、
該当なし。

今年度中に業務継続計画の改定を予定。 策定済。 「吉川市業務継続計画」の見直しを検討中で
ある。

なし ・水害時において、役場の機能が低下する中
でも、住民に密着する行政サービスの提供を
継続するため、非常時優先業務の選定や必
要な資源の配分、対応方針などを定めた「事
業継続計画」の策定を検討する。
・地震と感染症に対する業務継続計画は作成
済だが、今後は水害に対する計画策定につい
ても検討する。

・特に実施していない。 〖継続実施〗
・役場の機能が低下する中でも、市民に密着
する行政サービスの提供を継続するため、非
常時優先業務の選定や必要な資源の配分、
対応方針などを定めた「宮代町事業継続計
画」を策定。【平成25年】

・事業継続計画（水害編）の策定を検討。 ・引き続き、事業継続計画（水害編）を策定を
検討する。

〖継続実施〗
・業務業継続計画【震災編】を策定している。
【平成26年度】
・水害時に行政機能を維持するためのBCPに
ついて検討を行う。
・水害時に行政機能を維持するためのBCPに
ついて検討中

・本庁舎が，水害の影響を受けにくい場所に
立地している為，水害時必要であれば現在策
定している「柏市業務継続計画（震災編）」を
汎用する予定

・水害時において、役場の機能が低下する中
でも、住民に密着する行政サービスの提供を
継続するため、非常時優先業務の選定や必
要な資源の配分、対応方針などを定めた「事
業継続計画」の策定を検討する。

〖継続実施〗
・大規模災害を想定したBCPは作成済み。
・水害ＢＣＰ策定についてはH28に検討を開始
したが、浸水想定区域内に庁舎がないため、
該当なし。

適宜、見直していく。 必要に応じて見直し。 「吉川市業務継続計画」の見直しを検討中で
ある。

・風水害に則したBCPの策定を検討する。 ・地震と感染症に対する業務継続計画は作成
済だが、今後は水害に対する計画策定につい
ても検討する。

・必要に応じて見直し。 ・必要に応じ随時改定を検討する 先進地事例を参考に、策定を検討する。 ・引き続き、事業継続計画（水害編）を策定を
検討する。

水害時に行政機能を維持するためのBCPに
ついて作成予定

・本庁舎が，水害の影響を受けにくい場所に
立地している為，水害時必要であれば現在策
定している「柏市業務継続計画（震災編）」を
汎用する予定

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討・
実施する。
〖H29～R2〗
・企業からの支援要望等はない。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。（H30～）

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

〖継続実施〗
・企業からの依頼があれば対応予定。
〖R3〗
・なし

〖継続実施〗
・企業ＢＣＰ策定支援を検討・実施する。
〖R3〗
・企業からの支援要望等はないため特に取組
なし

〖継続実施〗
・地域防災計画の見直しを検討中であり、そ
の際に内容について検討する予定。
〖H29〗
・企業から要望があれば、水害に対応した企
業ＢＣＰ策定への支援を検討する。
〖R1～〗
・引き続き検討。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。
〖R2～〗
・作成を支援した。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業BCP策定支援について
検討を行う。

〖継続実施〗
・水災害に対応した企業ＢＣＰ策定支援の必
要性を含め検討していく。

〖継続実施〗
・企業ＢＣＰ策定支援を検討・実施する。
〖R3〗
・必要に応じ検討していく。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

支援要望なし。 検討中。
水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

・企業ＢＣＰ策定支援を検討・実施する。
・企業からの支援要望等はないため特に取組
なし

・特に実施していない。 〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

・取組事例なし。 ・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業BCP策定支援について
検討を行う。

・水災害に対応した企業ＢＣＰ策定支援の必
要性を含め検討していく。

・必要に応じ検討していく。 〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

要望があれば支援していく。 ・検討する。
水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

・企業からの支援要望等がない限り、実施す
る予定なし

・引き続き検討。 同上 継続的に作成を支援する。 ・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

水害に対応した企業BCP策定支援について
検討を行う

・水災害に対応した企業ＢＣＰ策定支援の必
要性を含め検討していく。

・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

〖継続実施〗
・市内の建設業者他と協定締結済。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
〖H28〗
・新たに団体・企業と災害時応援協定を締結し
た。
〖H30～〗
・締結済。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締
結。
〖R3〗
・企業等と災害時応援協定を締結した。

〖継続実施〗
・各種団体、企業等と災害時応援協定を締結
しているが、今後も協定の充実に努める。
〖R3〗
・災害時における物資の供給協力に関する協
定を締結した。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定等によ
る支援。
〖R3〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
済。

〖継続実施〗
・各種団体、企業等と災害時応援協定を締結
している。
〖R1～〗
・継続して実施。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
〖R3〗
・新規に災害協定を締結した。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
〖R3〗
・食料品、飲料、日用品等の生活必需品の供
給について、民間企業と協定を締結。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と主に救援物資や応急復
旧活動の内容について協定を結んでおり、災
害発生時に緊急の必要がある場合等に協定
先の民間事業者へ要請等を行う。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
〖R2〗
・救援物資・人員等の輸送については今後検
討する。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定等によ
る支援。
〖R3〗
・必要に応じ検討していく。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
・大規模災害時の救援物資の集配場所につ
いて、大学の体育館を借りるための協定を締
結している。
・救援物資の集配場所となる大学または避難
所となる学校において、毎年、市総合防災訓
練を実施している。
〖H28、R3〗
・救援物資の集配場所となる大学敷地内にお
いて、市総合防災訓練を実施し連携を強化し
た。

物資調達に関する災害時応援協定について
年度末に締結。（予定）

締結済。 ・民間企業１社と災害時応援協定を締結した。 災害におけるレンタル資器材に関する協定を
締結した。

・各種団体・企業等と災害時応援協定等によ
る支援。
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
済。

・通信関連企業と災害時における通信障害復
旧の連携等に関する基本協定を締結した。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。

・新規に災害協定締結の協議、調整を実施。 ・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と主に救援物資や応急復
旧活動の内容について協定を結んでおり、災
害発生時に緊急の必要がある場合等に協定
先の民間事業者へ要請等を行う。

・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。

・災害時に避難所等で使用する資機材のレン
タルや、庁舎等の応急対応に関する協定等を
締結した。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
・大規模災害時の救援物資の集配場所につ
いて、大学の体育館を借りるための協定を締
結している。
・救援物資の集配場所となる大学または避難
所となる学校において、毎年、市総合防災訓
練を実施している。
〖H28、R3、R4〗
・救援物資の集配場所となる大学敷地内にお
いて、市総合防災訓練を実施し連携を強化し
た。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｍ）BCP（業務継続計画）に関する事項

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｎ）生活再建及び社会経済活動の回復のための民間力の活用

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

52
関係機関、自治体が連携
した排水訓練の実施

・排水訓練の実施

53
水害時に行政機能を維持
するBCPの策定

・水害時に行政機能を維持するための
BCPの策定

54
水害に対応した企業BCP
策定への支援

・水害に対応した企業BCP策定への支
援

55
生活再建及び社会経済活
動の回復のための民間力
の活用

・生活再建及び社会経済活動の回復に
資する民間企業等との災害時応援協
定締結等による支援

【鉄道事業者】
・大規模氾濫による水害発生時に被災
地域の生活再建や社会経済活動の早
期回復を図るため救援物資・人員等の
輸送支援を行う。

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。主に
内水対策としての排水訓練を実施する。
〖H28～R1〗
・排水ポンプの緊急時の操作や対応方法につ
いて操作訓練を行った。
〖R2〗
・コロナの関係で上記訓練は中止となった。

〖継続実施〗
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

〖継続実施〗
・各関係機関、自治体と連携した訓練実施に
ついて検討していく。
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。
〖H28〗
・浸水時における排水施設の稼働条件に関す
る調査に協力した。

〖継続実施〗
・市町における緊急排水計画（案）に基づく排
水訓練への参加・協力を行う。
・河川事務所が開催している排水ポンプ車等
の操作訓練に継続的に参加する。

〖継続実施〗
・市町における緊急排水計画（案）に基づく排
水訓練への参加・協力を行う。
〖R2〗
・排水ポンプ車を使用した排水訓練に参加（国
直轄河川事務所主催）
〖R3〗
・今年度配備した栃木県排水ポンプ車の排水
操作訓練を、出水期前に行った。

〖継続実施〗
・市町における緊急排水計画（案）に基づく排
水訓練への参加・協力を行う。
〖R1〗
・排水ポンプ車を使用した排水訓練を実施
〖R3〗
・排水ポンプ車配備土木事務所毎に排水訓練
を実施。

〖継続実施〗
・市町における緊急排水計画（案）に基づく排
水訓練への参加・協力を行う。
〖H28～R1、R3〗
・河川事務所が開催している排水ポンプ車等
の操作訓練に参加した。

〖継続実施〗
・関係市における緊急排水計画（案）に基づく
排水訓練への参加・協力を行う。
〖R3〗
・関係市における緊急排水計画（案）の作成を
促し、訓練を実施するよう促す。

〖継続実施〗
・緊急排水計画（案）に基づく排水訓練への参
加・協力を行う。
〖H29〗
・排水ポンプ車による排水訓練を実施。
〖R3〗
・区市町村との合同排水ポンプ車訓練を実施
した。

・各関係機関、自治体と連携した訓練実施に
ついて検討していく。
・協議会において作成する緊急排水計画（案）
に基づき、排水訓練の実施を検討する。

継続実施 ・栃木土木事務所及び安足土木事務所に配
備した栃木県排水ポンプ車について、排水操
作訓練を、出水期前に行った。

・排水ポンプ車配備土木事務所毎に排水訓練
を実施。

・関係市における緊急排水計画が作成されて
いないため、訓練は行っていない。

・区市町村との合同排水ポンプ車訓練を実施
した。

・引き続き、毎年出水期前に栃木県排水ポン
プ車の排水操作訓練を実施する。

・排水ポンプ車配備土木事務所毎に排水訓練
を実施。

・河川事務所が開催している排水ポンプ車等
の操作訓練に参加

市町村に緊急排水計画（案）の作成を行って
もらい、訓練実施を促していく。

・引続き、より実践的な訓練となるよう合同排
水ポンプ車訓練を実施していく。

〖継続実施〗
・事業継続計画の策定を予定している。
〖H29〗
・業務継続計画の策定について、検討を行っ
た。
〖H30〗
・年度内に業務継続計画を策定予定。
〖R1～〗
・各所管の事業継続計画の策定を検討中。

〖継続実施〗
・水害時において、役場の機能が低下する中
でも、住民に密着する行政サービスの提供を
継続するため、非常時優先業務の選定や必
要な資源の配分、対応方針などを定めた「事
業継続計画」の策定を検討する。
〖R2〗
・水害のBCPを策定中。
〖R3〗
・水害のBCPを策定した。

〖継続実施〗
・江戸川区業務継続計画（震災編）を策定。
・今後、江戸川区業務継続計画（風水害編）に
ついて検討する。
〖H28～R2〗
・江戸川区業務継続計画（風水害編）について
検討中。
〖R3〗
・江戸川区地域防災計画にて大規模水害時
の広域避難についてより詳細に検討した改定
を実施。
・大規模水害時の災害対応としての職員配備
態勢とともに業務継続計画についても検討
中。

〖継続実施〗
・BCP（地震）を策定済み
〖R3〗
・県出先機関を含め、水害に備えた業務継続
マニュアルの作成を働きかけている。

〖継続実施〗
・県庁舎の機能が低下する中でも、行政サー
ビスの提供を継続するため、非常時優先業務
の選定や必要な資源の配分、対応方針などを
定めた「栃木県業務継続計画」(平成26年度)
を策定。
〖R3〗
・令和元年東日本台風の検証を踏まえ、計画
を改定

〖継続実施〗
・大規模災害等発生時に、 優先すべき災害
応急対策業務や継続の優先度が高い通常業
務を選定し、業務実施に必要な資源の確保・
配分等などを定めた「群馬県業務継続計画」
を平成２４年度に策定。

〖継続実施〗
・埼玉県業務継続計画を策定。同計画は、東
京湾北部地震を危機事象とするが、他の災害
などの危機事象についても応用が利くものと
考えられる。【平成２０年度】
〖H28〗
・業務継続計画の見直しを行った。.また、計画
に基づく訓練を実施した。
〖H29〗
・業務継続計画に基づく訓練を実施した。
〖H30～R2〗
・水害に特化したものではないが、業務継続
計画に基づく図上訓練を実施した。

〖継続実施〗
・水害時に行政機能を維持するためのBCPを
策定する。
〖R3〗
・庁内関係部署に対しＢＣＰにおける災害時優
先業務の見直しについて、依頼。

〖継続実施〗
・災害発生時に優先的に取り組むべき重要な
業務を継続し、 短で事業の復旧を図るため
に事前に必要な資源の準備や対応方針・手
段を定めた「東京都のBCP（事業継続計画） 」
を平成20年度に策定
〖H29〗
・その後に発生した災害から得られた教訓な
どを踏まえ、平成29年度に「東京都業務継続
計画（都政のBCP）」として改定
〖R3〗
・BCM推進委員会の適宜開催
・BCP未策定自治体に対するBCP策定フォー
マットの提供及び研修等の実施
・リモート業務も含めた災害対応業務の検討

〖継続実施〗
・水害時に組織の機能を維持するためのBCP
を策定する。
〖H28～H30〗
・策定のための情報収集を行った。
〖R1〗
・BCP（地震）を策定済み
〖R3〗
・実施済み。

・各所管の事業継続計画の策定を検討してい
く。

・大規模水害時の災害対応としての職員配備
態勢とともに業務継続計画についても検討
中。

継続実施 〖継続実施〗
・市町職員を対象に、業務継続性の確保を目
的とした研修会を実施。（予定）

- 水害に特化したものではないが、業務継続計
画に基づく図上訓練を実施

・庁内関係部署に対して災害時優先業務の見
直しについて依頼した。

・「都政のBCP」改定に向けた準備
・「都政のBCP」改定に向けたBCM推進委員会
の適宜開催
・内閣府・総務省消防庁主催のBCP研修会へ
の都内区市町村の参加（都で参加とりまとめ）

・実施済み。

・引続き各所管の事業継続計画の策定を検討
していく。

・研修会の実施のほか、必要に応じて計画の
改定を検討していく。

水害に特化したものではないが、業務継続計
画に基づく図上訓練を実施

・引き続き見直しを行うよう、働きかけを行って
いく。

・「都政のBCP」の改定
・「都政のBCP」改定に向けたBCM推進委員会
の適宜開催
・「都政のBCP」改定後の都各局及び都内区
市町村への情報提供及び支援

・実施済み。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討・
実施する。
〖R1～R2〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。
〖R3〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定への支援につ
いて研究する。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討す
る。

〖継続実施〗
・企業や団体向けの防災講演会等をとおし
て、BCP策定の重要性について啓発していく。
〖H28～〗
・事業者向けにBCP策定の啓発を含む防災講
演会を実施した。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業BCP策定を支援する。
・毎年、県中小企業課ホームページでBCPを
策定した企業を紹介している。

〖継続実施〗
・関係機関と連携して、BCP策定に関するセミ
ナーを開催しているほか、BCPを策定しようと
する企業に専門家を派遣している。

〖継続実施〗
・平成２６年に東京海上日動火災保険株式会
社と「県内中小企業のBCP（事業継続計画）策
定支援に関する協定」を締結した。
・毎年、BCP基礎セミナー、BCP策定支援ワー
クショップ、BCMセミナーを開催している。
・毎年、BCPを策定しようとする企業に個別支
援を行っている。
〖R3〗
・企業ＢＣＰのために照会のあった企業に詳細
な浸水深や浸水想定区域を情報提供。

〖継続実施〗
・埼玉県産業振興公社と連携し、BCP策定に
関するセミナーを開催しているほか、公社によ
る専門家派遣制度を活用し、BCPを策定しよう
とする企業に対して個別支援を行っている。
【平成17年～】
〖H28～H30〗
・（公財）埼玉県産業振興公社と連携した事業
継続計画（BCP）策定の支援セミナーの開催

〖継続実施〗
・水害に対応した企業BCP策定を支援する。
〖R3〗
・県では、公益財団法人千葉県産業振興セン
ター内に設置したチャレンジ企業支援センター
において、ワンストップ窓口として中小企業か
らの様々な相談に応じているなかで、BCＰに
関する相談にも対応している。また、各種経営
等に関するセミナーを実施しているなかで、Ｂ
ＣＰセミナーを開催し、その必要性について啓
発を行っている。

〖継続実施〗
・ＢＣＰ策定支援事業を実施し、普及啓発セミ
ナー、策定支援講座、専門家派遣、フォロー
アップセミナー、ＢＣＰ策定推進フォーラム等を
行うことで都内中小企業のＢＣＰ策定を支援し
ている。

・水害に対応した企業ＢＣＰ策定への支援につ
いて研究する。

・事業者向けにBCP策定の啓発を含む防災講
演会を実施した。

継続実施 〖継続実施〗
・関係機関と連携して、BCP策定に関するセミ
ナーを開催しているほか、BCPを策定しようと
する企業に専門家を派遣している。

・企業ＢＣＰのために照会のあった企業に詳細
な浸水深や浸水想定区域を情報提供。

・中小企業を対象にBCP策定に向けた、公的
機関より受けられる支援等について情報提供
を行っている。
　併せて、県商工労働部において「BCP策定
等緊急対策事業」を実施し、中小企業へ対し
て支援を実施している。

・ＢＣＰ策定支援事業を実施し、普及啓発セミ
ナー、策定支援講座、専門家派遣、フォロー
アップセミナー、ＢＣＰ策定推進フォーラム等を
行うことで都内中小企業のＢＣＰ策定を支援し
ている。

・引続き水害に対応した企業ＢＣＰ策定への支
援を研究していく。

・引き続き、企業BCP策定の支援を実施してい
く。

・適宜、照会のあった企業に情報提供。 引き続き、ＢＣＰに関する相談対応・普及啓発
を行い、中小企業の取組を支援していく。

・ＢＣＰ策定支援事業を実施し、普及啓発セミ
ナー、策定支援講座、専門家派遣、フォロー
アップセミナー、ＢＣＰ策定推進フォーラム等を
行うことで都内中小企業のＢＣＰ策定を支援し
ていく。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。

〖継続実施〗
・物資の優先供給等の災害時応援協定は複
数締結している。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。（全132協定）
〖R3〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。（全141協定）

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。

〖継続実施〗
・県の災害対応力の更なる強化を図るため災
害時の応援協定について民間企業等と締結
を毎年進めている。
〖R3〗
・R4.1日本防災会群馬県支部との「防災に係
る相互協力に関する協定」を締結。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
〖H28〗
新たに企業・団体等と協定を締結するととも
に、既存の協定締結先とも会議等を通して顔
の見える関係を築くことで、連携体制を強化し
た。
〖R3〗
・新たに３団体と災害時応援協定を締結した。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
〖R3〗
・災害時における被災住宅の応急修理につい
て、一般社団法人災害復旧職人派遣協会と
災害時における被災住宅の応急修理に関す
る協定を令和3年10月1日付で締結。

・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。

〖継続実施〗
・物資の優先供給等の災害時応援協定は複
数締結している。

・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。（R5.1.18時点で全155協定）

〖継続実施〗
・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。

- 新たに２団体と災害時応援協定を締結した。 ・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。

・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結
している。
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具体的取組 主な内容 目標時期

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｍ）BCP（業務継続計画）に関する事項

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　Ｎ）生活再建及び社会経済活動の回復のための民間力の活用

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

52
関係機関、自治体が連携
した排水訓練の実施

・排水訓練の実施

53
水害時に行政機能を維持
するBCPの策定

・水害時に行政機能を維持するための
BCPの策定

54
水害に対応した企業BCP
策定への支援

・水害に対応した企業BCP策定への支
援

55
生活再建及び社会経済活
動の回復のための民間力
の活用

・生活再建及び社会経済活動の回復に
資する民間企業等との災害時応援協
定締結等による支援

【鉄道事業者】
・大規模氾濫による水害発生時に被災
地域の生活再建や社会経済活動の早
期回復を図るため救援物資・人員等の
輸送支援を行う。

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
〖継続実施〗
・緊急排水計画（案）に基づく排水ポンプ車の
配置等の排水訓練を実施する。
〖H28～H29〗
・災害対策用機器の操作講習会の実施（継続
実施）

〖継続実施〗
・当社内マニュアルを策定済（●）

〖継続実施〗
・運輸防災マネジメントへの対応に合わせて
検討する（◯）
〖R3〗
・BCP策定に着手している。（2021年度中に策
定予定）（▲）

〖継続実施〗
・大規模水害に対応したＢＣＰを策定（●）

〖継続実施〗
・平成27年鬼怒川決壊に伴う水害の経験から
事業継続計画（ＢＣＰ）を策定済（●）
〖R3〗
・事業継続計画（ＢＣＰ）水害編として策定して
いるが、不備等がないか確認した。

〖継続実施〗
・事業継続計画の策定を社内にて実施してい
ますが、水害版を作成するか、社内にて検討
中です。（▲）

実施なし。 〖継続実施〗
・水害発生時の事業継続計画については、現
在社内で検討しているが計画策定には被害
箇所別等更なる検討が必要になる。（▲）

〖継続実施〗
・水害時に事務所機能を維持するBCPの改訂
を行う。

・社内マニュアルの策定を実施済み ・2021年度末に策定した内容について、従業
員に周知教育を行った。

〖継続実施〗
・大規模水害に対応したＢＣＰを策定（●）

・事業継続計画（ＢＣＰ）水害編として策定して
いるが、不備等がないか確認した。

〖継続実施〗
・事業継続計画の策定を社内にて実施してい
ますが、水害版を作成するか、社内にて検討
中です。（▲）

実施なし。 ・水害発生時の事業継続計画については、現
在社内で検討しているが計画策定には被害
箇所別等更なる検討が必要になる。

・必要により社内マニュアルを更新する。 ・BCP策定後も、必要に応じ適宜見直し、改訂
を行う。

〖継続実施〗
・大規模水害に対応したＢＣＰを策定（●）

事業継続計画（ＢＣＰ）水害編として、施設等
の変更における内容の修正がないか確認を
実施する。

・事業継続計画の策定を社内にて実施してい
ますが、水害版を作成するか、社内にて検討
中していく。

他の事例をふまえたケーススタディの転用を
検討。

〖継続実施〗
・水害発生時の事業継続計画については、現
在社内で検討しているが計画策定には被害
箇所別等更なる検討が必要になる。

〖継続実施〗
・水害に対応した企業BCP策定への支援を行
う。
〖H30〗
・利根川上流管内で企業BCPの取組を進めて
いる都県にヒアリングを行い、企業BCPの策
定の推進に向けた取組の進め方や課題につ
いて整理を行った。

〖継続実施〗
・具体的な内容により検討する。（◯）

〖継続実施〗
・計画運休実施までの当社の運行実施状況に
応じて対応を検討する。（費用、応援体制等の
調整が必要。）（◯）

〖継続実施〗
・浸水区域外のみ対応を検討する。（◯）

〖R3〗
・水害発生時は、公共交通として早期回復に
努める

〖継続実施〗
・水害発生時は、自社の早期回復に努めるこ
とになります。
復旧後に可能な範囲で、救援物資・人員等の
輸送支援を行うことを検討します。（◯）

〖継続実施〗
・列車運行中であれば、人員等の移動手段と
して、鉄道を提供する。（▲）

〖継続実施〗
・公共交通事業者として自社の早期復旧に努
める。（―）

・継続した取り組みとして、実施に向けて検討
する。

・計画運休実施までの当社の運行実施状況に
応じて対応を検討する。（費用、応援体制等の
調整が必要。）

〖継続実施〗
・浸水区域外のみ対応を検討する。（◯）

・水害発生時は、公共交通として早期回復に
努める

〖継続実施〗
・水害発生時は、自社の早期回復に努めるこ
とになります。
復旧後に可能な範囲で、救援物資・人員等の
輸送支援を行うことを検討します。（◯）

〖継続実施〗
・列車運行中であれば、人員等の移動手段と
して、鉄道を提供する。（▲）

・公共交通事業者として自社の早期復旧に努
める。
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

今後の
取り組み方

今後も協定締結を進めていく。 継続して協定先を拡充する 〖継続実施〗
・各種機関や企業と複数の災害時協定を締結
している
〖R5〗
・協定の拡充を検討中。

・今後も，協定締結先を増やしていくことを検
討中。

・継続して実施。 企業と町による包括連携協定の調整が行わ
れる際には、防災に関する協定を含めること
ができるか積極的に検討する。

上記の取り組みを継続する。 必要に応じ、災害時応援協定の内容及び協
定締結先の拡充を図る。

必要に応じて、災害協定の締結を検討する。 ・継続して実施する。 上記内容を継続実施 ・継続して実施
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具体的取組 主な内容 目標時期

今後の
取り組み方

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
・継続して実施 ・民間企業等との災害時応援協定の締結をさ

らに進める。
・災害時応援協定締結等を行う民間企業等を
さらに増やしていく。

・継続して実施 ・今後も災害時応援協定の締結を進めてい
く。

・今後も防災力強化のため災害協定締結を進
めていく。

・今後も協定の締結を進めていく。 今後も、継続して実施する。 引き続き実施する。 ・継続して実施。 ・従前のとおり実施。
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具体的取組 主な内容 目標時期

今後の
取り組み方

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
引続き、検討する。 内容の検討・確認 ・必要に応じて、協定締結企業を拡大してい

く。
〖継続実施〗
・必要に応じて、各種企業や団体と災害時に
おける相互応援協定を締結する

・必要な協定については、今後も検討する。 ・継続して実施。 今後も検討していく。 ・継続して実施 引き続き、検討していく。 継続して実施。
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具体的取組 主な内容 目標時期

今後の
取り組み方

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
引き続き、必要な協定について検討していく。 ・継続して実施。 引き続き、各種団体や民間企業等と災害時応

援協定の締結を検討していく。
・引き続き、民間企業等と連携する。 ・継続して実施 ・継続して実施。 ・引き続き各種団体・企業等と災害時応援協

定を締結する。
引き続き、災害協定締結に向けて努める。 ・災害時応援協定を行う民間企業等を増やす

ことを検討する。
今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

・現在，応援協定を締結している民間企業等
の他に，必要があれば協定先を増やす等の
対応を取る（現在増やす予定無し）。
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具体的取組 主な内容 目標時期

今後の
取り組み方

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
必要に応じ、災害時応援協定の締結を図る。 ・上記事項について、引き続き実施 ・適宜、応援協定の調整を実施。 新たに企業・団体等と協定を締結するととも

に、既存の協定締結先とも会議等を通して顔
の見える関係を築くことで、連携体制を強化し
た。

・引き続き、関係団体と連携を図りながら、災
害時に有用な協定の締結について検討をして
いく。

・各種関係団体等と災害時応援協定を締結す
る。
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具体的取組 主な内容 目標時期

今後の
取り組み方

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
・実施する際には、協議をお願いします。 ・国や沿線自治体等とのWG等を通じ、検討を

行う。
〖継続実施〗
・浸水区域外のみ対応を検討する。（◯）

・水害発生時は、公共交通として早期回復に
努める

・水害発生時は、自社の早期回復に努めるこ
とになります。
復旧後に可能な範囲で、救援物資・人員等の
輸送支援を行うことを検討していく。

自治体との連携を確認する。 〖継続実施〗
・公共交通事業者として自社の早期復旧に努
める。
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01古河市 02常総市 03取手市 04守谷市 05坂東市 06五霞町 07境町 08足利市 09栃木市 10佐野市 11小山市 12野木町 13伊勢崎市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
具体的取組 主な内容 目標時期

　O）水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支援

令和3年度まで
の

取組内容

― ― ― 〖R1～R2〗
・関係機関と協議し，補助金事業の活用を検
討する。

〖R1〗
・防災・安全交付金の支援を受け市街地の冠
水対策として都市下水路に接続する雨水排水
施設（雨水バイパス管）を整備（平成３０年度
着工）
〖R2〗
・上記の雨水排水施設について令和３年１月
末完成（５４mm/ｈの雨量に対応可能）
〖R3〗
・河川改修事業（染谷川）及び防災公園整備
事業（新設）を実施

〖R2〗
・防災・安全交付金を活用し、ハザードマップ
を改訂している。

― 〖R2～〗
・実施された項目なし

〖R2〗
・防災・安全交付金を活用し、災害関連標識を
整備した。
〖R3〗
・防災・安全交付金を活用し、想定浸水深を表
示した避難場所標識板を整備した。

令和4年度の
取組内容

― ・防災・安全交付金を活用し、ハザードマップ
の改定を行った。（令和４年度中完了予定）

さくらの丘防災公園（Ｒ３～Ｒ７事業）整備事業
継続中（防災・安全交付金）

洪水・土砂災害ハザードマップのデータ作成 ― 引き続き検討していく。 ・防災・安全交付金を活用し、想定浸水深を表
示した避難場所標識板の整備及び洪水ハ
ザードマップの改訂予定

今後の
取り組み方

・必要に応じて活用を検討する。 継続 令和５年度：洪水・土砂災害ハザードマップの
配布予定

― ・取組の検討する。 ・継続して実施

　P）適切な土地利用の促進

令和3年度まで
の

取組内容

― 〖R1〗
立地適正化計画作成にあたりハザードマップ
のシェイプデータの提供を行った。
〖R3〗
立地適正化計画を公表。

〖R3〗
・HPや庁舎内部でハザードマップ等の災害情
報を共有済み。

〖R1～R2〗
・関係機関と協議し，実施を検討する。

〖R2〗
・立地適正化計画作成等のため、まちづくり担
当部局に提供し、情報を共有している。

〖R1～R2〗
・H30年度水害ハザードマップを作成し公表し
ている。
〖R3〗
・都市建設部門、企画部門、福祉部門に対し、
必要に応じて町の水害リスクに関する情報を
共有している。

〖R1～〗
・都市計画課、企業立地推進室に水害リスク
情報を提供

〖R1～R2〗
・浸水想定区域については、まちづくり担当部
局のほか、必要とする関係各課に共有してい
る。
〖R3〗
・ハザードマップを更新した。

〖R1～〗
・都市計画部門と 大規模の浸水想定区域に
ついて、情報の共有を行った。

〖R1～R2〗
・必要に応じて水害リスクについて関係部局に
情報提供を行う。

〖R2～〗
・実施された項目なし

〖R2～〗
・ハザードマップ等で情報を共有している。

令和4年度の
取組内容

― 〖R4〗
・HPや庁舎内部でハザードマップ等の災害情
報を共有。

・取り組みなし。 前年度同様、継続実施。 前年度から体制の変更なし 継続 洪水・土砂災害ハザードマップのデータ作成 都市計画部門と 大規模の浸水想定区域に
ついて、情報の共有を行った。

浸水想定区域のデータを関係部署に提供し、
情報を共有した。

引き続き検討していく。 ・進捗なし ・ハザードマップ等で各部局と情報を共有して
いる。
・不動産関連事業者に対して、関係部局と連
携し説明を行った。

今後の
取り組み方

居住誘導区域におけるマイ・タイムライン講座
を実施

〖R5〗
・HPや庁舎内部でハザードマップ等の災害情
報を共有。

必要に応じて検討する。 ・継続して実施。 当該情報に関連するものは、関係部署間で共
有できるよう、それぞれで意識する。

継続 ハザードマップの見直し、更新を実施する。
令和５年度：洪水・土砂災害ハザードマップの
配布予定

継続して実施 ・必要に応じて水害リスクについて関係部局に
情報提供を行う。

・検討中 ・都市計画部局との情報共有を図っていく。 ・継続して実施

56
水防災社会再構築に係る
地方公共団体への財政的
支援

・防災・安全交付金及び個別補助事業
により、水防災意識社会再構築の取組
を支援。

57 適切な土地利用の促進
・浸水想定区域内の全ての市町村のま
ちづくり担当部局等に対し、水害リスク
情報を提供。
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具体的取組 主な内容 目標時期

　O）水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支援

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　P）適切な土地利用の促進

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

56
水防災社会再構築に係る
地方公共団体への財政的
支援

・防災・安全交付金及び個別補助事業
により、水防災意識社会再構築の取組
を支援。

57 適切な土地利用の促進
・浸水想定区域内の全ての市町村のま
ちづくり担当部局等に対し、水害リスク
情報を提供。

14太田市 15館林市 16玉村町 17板倉町 18明和町 19千代田町 20大泉町 21邑楽町 22さいたま市 23熊谷市 24川口市 25行田市 26加須市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖R2〗
・交付金を使用し、防災マップ修正版を作成。
市民に周知。
〖R3〗
―

〖R1～R2〗
・町及び消防組合において各種補助事業を活
用している。

〖R3〗
・取組なし

〖R3〗
・取り組みなし。

現在のところ取組なし。 〖R3〗
特になし。

〖R3〗
※実施予定なしのため回答なし

・未実施。

・交付金を使用し、太田市水防訓練を実施。 ・継続して実施 ・防災・安全交付金及び個別補助事業を活用
し、水害に関する防災・減災対策の取り組み
等を検討・実施した。

・取り組みなし。 現在のところ取組なし。 特になし。 ・未実施のため回答なし ・未実施。

・R5太田市総合防災訓練の実施、まるごとま
ちごとﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成予定。交付金活用予
定。

・継続して実施 ・引き続き検討していく。 ・取り組む予定なし。 今後取組を検討する。 特になし。 ・未実施。

〖R2〗
・市役所のまちづくり担当部局等に防災マップ
を提供している。
〖R3〗
―

〖R3〗
・令和４年４月１日に施行される改正都市計画
法に対応するため、水害リスク情報（浸水想
定）のテータをまちづくり担当部局に提供

〖R1～R2〗
・まちづくり担当部局へ、水害リスク情報を随
時提供した。

〖R2～〗
・まちづくり関係部署にハザードマップの配布
及び説明を行った。

〖R3〗
・取組なし

〖R2〗
・都市建設課へ水害リスク情報を提供済み。
〖R3〗
・GISに浸水想定区域データを掲載。

〖継続実施〗
・洪水浸水想定区域図について、市ホーム
ページ等を通じて全庁的に周知を図ってい
る。
まちづくり部局では立地適正化計画等の計画
作成の際の、根拠資料として活用している。

〖R2～〗
・都市計画課が作成する「都市計画マスター
プラン」の基礎資料として浸水想定区域図
データを提供した。

〖R2～〗
・ハザードマップ、浸水履歴等を公開してい
る。

〖R1～〗
・まちづくり担当課に水害リスク情報を提供し
た。

〖R1〗
・湛水、溢水等の窓口問合せにて情報提供を
実施中。
〖R2〗
・近年の大規模風水害時の冠水記録、湛水、
溢水履歴等を窓口問合せにて情報提供。

― 水害リスク情報について、まちづくり担当部局
等には情報共有をおこない、現状の把握と適
切な土地利用の促進に努めている。

・継続して実施 ・取組なし。 ・情報提供済み。 〖継続実施〗
・洪水浸水想定区域図について、市ホーム
ページ等を通じて全庁的に周知を図ってい
る。
まちづくり部局では立地適正化計画等の計画
作成の際の、根拠資料として活用している。

不動産関連事業者に対し、引き続き、水害リ
スク情報等の説明を実施した。

・前年同様、継続して実施。 ・従前のとおり実施。 ・継続実施中

― 引き続き、 新の水害リスク情報について、情
報共有を図っていく必要がある。

・継続して実施 継続実施しながら、改善点等の見直しを行っ
ていく。

・検討していく。 ・道路等の冠水（浸水）履歴をGISデータに蓄
積していく。

今後も継続してまちづくり部局との連携を行っ
ていく。

引き続き実施する。 ・継続して実施。 ・従前のとおり実施。
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具体的取組 主な内容 目標時期

　O）水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支援

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　P）適切な土地利用の促進

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

56
水防災社会再構築に係る
地方公共団体への財政的
支援

・防災・安全交付金及び個別補助事業
により、水防災意識社会再構築の取組
を支援。

57 適切な土地利用の促進
・浸水想定区域内の全ての市町村のま
ちづくり担当部局等に対し、水害リスク
情報を提供。

27本庄市 28春日部市 29羽生市 30鴻巣市 31深谷市 32上尾市 33草加市 34越谷市 35桶川市 36久喜市 37北本市 38八潮市 39三郷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖R2〗
・今後検討する。
〖R3〗
・実施なし

〖R1～〗
・水防災社会再構築に係る地方公共団体へ
の財政的支援について情報収集に努める。

― ・実施予定無し ―

〖R４〗
・実施なし

未実施 ・水防災社会再構築に係る地方公共団体へ
の財政的支援について情報収集に努める。

防災・安全交付金を活用し、河川の改修工事
を実施した。

― ・実施予定無し ―

今後検討する。 ・水防災社会再構築に係る地方公共団体へ
の財政的支援について情報収集に努める

― 防災・安全交付金及び個別補助事業を活用
し、水害に関する防災・減災対策の取り組み
等を検討していく。

・実施予定無し ―

〖R2〗
・今後検討する。
〖R3〗
・提供を実施。

〖R1～〗
・必要に応じて適宜対応した。

〖R1～〗
・必要な都度、浸水履歴等をまちづくり担当部
署や開発業者に提供している。

〖R2～〗
・ハザードマップ等により情報共有。

〖R1〗
・適切な情報共有に努める。
〖R2〗
・ 大規模降雨による浸水想定区域を関係課
に提供した。
〖R3〗
・ 大規模降雨による浸水想定区域を示した
ハザードマップに改訂

〖R1～〗
・まちづくり担当部局に水害リスク情報を提供
した。

― 〖R1～〗
・ハザードマップ等により情報共有。

・久喜市防災ハザードマップ等により情報提
供している。
〖R3〗
・洪水避難決断ブックを作成し、情報提供して
いる。

― 〖継続実施〗
・情報の提供について担当部局と調整中。
（R2～R3）

〖R４〗
・実施なし

・利根川上流河川事務所から提供された洪水
浸水想定区域図の情報等について、まちづく
り担当部局等に共有している。

・必要な都度、浸水履歴等をまちづくり担当部
署や開発業者に提供している。

〖継続実施〗
・ハザードマップ等により情報共有。

・ 大規模降雨による浸水想定区域を示した
ハザードマップに改訂し、関係課に提供した。

利根川上流河川事務所から提供された洪水
浸水想定区域図について、洪水ハザードマッ
プとして不動産関係事業者に提供している。

上記取組を継続して行う。 ― 上記の内容を継続して実施。
窓口での情報提供。

・3月にハザードマップを改訂し、情報提供す
る予定。

― ・庁内で共有して利用している地理情報システ
ム（GIS）において、浸水想定区域が地図上に
示され、まちづくり担当部局等と情報を共有し
ている。
・開発指導課で開発許可申請の対応時に浸
水リスク等を確認するよう助言している。

見直しがあれば、適宜提供していく ・上記を継続して実施 上記のとおり ・改訂したハザードマップを関係課へ周知する ― 必要に応じて見直していく。 ・継続して実施 ― 継続して実施。
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具体的取組 主な内容 目標時期

　O）水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支援

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　P）適切な土地利用の促進

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

56
水防災社会再構築に係る
地方公共団体への財政的
支援

・防災・安全交付金及び個別補助事業
により、水防災意識社会再構築の取組
を支援。

57 適切な土地利用の促進
・浸水想定区域内の全ての市町村のま
ちづくり担当部局等に対し、水害リスク
情報を提供。

40蓮田市 41幸手市 42吉川市 43白岡市 44伊奈町 45上里町 46宮代町 47杉戸町 48松伏町 49野田市 50柏市 51流山市 52我孫子市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖R1～R2〗
・協議会で情報を収集し、個別補助事業等の
活用を検討する。

― ・実施予定なし ・予定なし。 〖R3〗
・取り組み事例なし

〖R3〗
・未実施

・現在は検討していない。

― ・実施予定なし ・特に実施していない。 〖R4〗
・実施なし

・取組事例なし。 〖R４〗
・未実施

・現在は検討していない。

― ・実施予定なし ・予定なし。 防災・安全交付金及び個別補助事業の活用
を検討

交付金及び事業の活用を検討する 今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

・必要があれば検討していく。

〖R1～R2〗
・協議会で収集した情報をまちづくり担当部局
に提供する。

〖R1〗
・まちづくり防災や事前復旧、災害からの都市
復旧などに関する通知等の場合は、都市計画
部門と情報共有を実施している。
〖R2〗
・必要に応じて、情報共有を実施した。
〖R3〗
・国、県等からの水害リスクに関する通知等が
あった場合は、、都市計画部門へ必要に応じ
て情報共有を実施している。

〖R1、R3〗
・水害履歴から水害リスクの提供。

〖R2〗
・ハザードマップ提供により情報共有。
〖R3〗
・改訂した防災ガイド・ハザードマップを配布
し、情報共有。

〖R1～〗
・各担当に洪水リスクの情報提供を行ってい
る。

〖R3〗
・ＨＰを活用し情報提供を行う。

〖R1〗
・まちづくり担当部局と水害リスクの情報共有
を実施。
〖R2～〗
・継続して実施。

〖R3〗
・未実施

〖R1～R2〗
・機会を捉え，提供していく。
〖R3〗
・市民にも公開している「柏市web版防災・ハ
ザードマップ」や紙面上の「柏市洪水ハザード
マップ」及び「柏市内水ハザードマップ」にて，
共有している。

〖R1～〗
・情報提供済みである。

〖R1～〗
・担当課（都市計画課）と洪水ハザードマップ
で情報共有をしている。

・協議会で収集した情報を関係各課と情報
きょう数した。

・国、県等からの水害リスクに関する通知等が
あった場合は、、都市計画部門へ必要に応じ
て情報共有を実施した。

・水害履歴から水害リスクの提供を検討する。 ・防災ガイド・ハザードマップの配布等での情
報共有や不動産関連事業者に対し、ハザード
マップを提示し水害リスクの情報提供等を
行った。

〖R1～〗
・各担当に洪水リスクの情報提供を行ってい
る。

・ＨＰを活用し情報提供を行う。 ・継続して実施。 〖R４〗
・未実施

・市民にも公開している「柏市web版防災・ハ
ザードマップ」や紙面上の「柏市洪水ハザード
マップ」及び「柏市内水ハザードマップ」にて，
共有している。

・洪水ハザードマップの配布及び市ＨＰ等での
周知に努めた。

〖R1～〗
・担当課（都市計画課）と洪水ハザードマップ
で情報共有をしている。

適宜、関係各課に情報提供する。 ・国、県等からの水害リスクに関する通知等が
あった場合は、、都市計画部門へ必要に応じ
て情報共有を実施していく。

・継続して実施 ・引き続き実施。 ・引き続き各担当に洪水リスクの情報提供を
行う。

引き続き情報提供に努める。 ・まちづくり担当部局と水害リスクの情報共有
を実施する。

今後必要性が生じた場合には柔軟に対応す
る。

特段，提供という形はとらないが，市民にも公
開している「柏市web版防災・ハザードマップ」
や紙面上の「柏市洪水ハザードマップ」及び
「柏市内水ハザードマップ」にて，共有を図っ
ていく予定である。

・令和４年３月に公表された千葉県管理河川
の洪水浸水想定区域について、洪水ハザード
マップの更新を予定する。
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具体的取組 主な内容 目標時期

　O）水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支援

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　P）適切な土地利用の促進

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

56
水防災社会再構築に係る
地方公共団体への財政的
支援

・防災・安全交付金及び個別補助事業
により、水防災意識社会再構築の取組
を支援。

57 適切な土地利用の促進
・浸水想定区域内の全ての市町村のま
ちづくり担当部局等に対し、水害リスク
情報を提供。

53足立区 54葛飾区 55江戸川区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 水資源機構 気象庁

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

〖R1～〗
・水防災意識社会再構築の取組について検討
をする。

― 〖R3〗
・ハザードマップ作成に係る費用の補助制度
について、市町へ周知。
必要額を国へ予算要求し、市町村へ配分して
いる。

〖R1～R2〗
・ハザードマップ作成に係る費用の補助制度
について、市町へ周知するとともに、必要額に
ついて国へ予算要求している。
〖R3〗
・ハザードマップ作成に係る費用の補助制度
について、市町へ周知を行った。

〖R2〗
・H29年度に群馬県洪水ハザードマップ作成
交付要綱を作成し、防災・安全交付金により
取組の支援を実施している。
〖R3〗
・防災・安全交付金を活用した洪水ハザード
マップ作成やまるごとまちごとハザードマップ
の整備等について市町村に周知。

〖R2〗
ハザードマップ作成支援について防災・安全
交付金を適用

〖継続実施〗
・自主防災組織等の育成・活性化など、地域
防災力の向上を図るために市町村が実施す
る事業について、防災・安全交付金及び千葉
県地域防災力向上総合支援補助金により支
援。

〖R1～〗
・区市町村が行う水害ハザードマップ作成に
係る費用について、防災、安全交付金の申請
を行い、支援した。
〖R1～R2〗
・引続き、区市町村からの要望に応じて、国へ
交付金を要望していく。

― ・県管理河川減災対策協議会及び通知文に
より、ハザードマップ作成に係る費用の補助
制度について、市町へ周知。

・ハザードマップ作成に係る費用の補助制度
について、市町へ周知を行った。

・防災・安全交付金を活用した洪水ハザード
マップ作成やまるごとまちごとハザードマップ
の整備等について市町村に周知。

まるごとまちごとハザードマップ整備支援につ
いて防災・安全交付金を適用

・自主防災組織等の育成・活性化など、地域
防災力の向上を図るために市町村が実施す
る事業について、防災・安全交付金及び千葉
県地域防災力向上総合支援補助金により支
援。

・区市町村が行う水害ハザードマップ作成に
係る費用について、防災、安全交付金の申請
を行い、支援した。

引き続き、ハザードマップ作成に係る費用の
補助制度について、市町へ周知する。

・引き続き、ハザードマップ作成に係る費用の
補助制度について、市町へ周知を行う。

・引き続き、防災安全・交付金を活用した施策
を促進するように周知。

引き続き防災・安全交付金を適用 自主防災組織等の育成・活性化など、地域防
災力の向上を図るために市町村が実施する
事業について、防災・安全交付金及び千葉県
地域防災力向上総合支援補助金により引き
続き支援していく。

・今後も、区市町村が行う水害ハザードマップ
作成等に係る費用について、区市町村からの
要望に応じて、防災、安全交付金の要求を行
い、支援していく。

〖R1～〗
・適切な土地利用の促進について検討する。

〖R2～〗
・水防担当部局と水害リスク情報を共有。

〖R2〗
・H30年度に群馬県水害リスク想定マップを作
成し、中小河川を含む県管理河川全ての水害
リスクについての情報提供を行った。
・全ての市町村に中小河川の浸水想定区域を
ハザードマップに反映するよう依頼。
〖R3〗
・水防法一部改正に伴い、中小河川の浸水想
定区域を法指定。

〖継続実施〗
・要望市町村に提供 【R2～】

〖R2～〗
・不動産関連事業者に対し、研修会等で水害
リスク情報等に係る施策の 新情報を共有し
た。
〖R3〗
・取組内容と整合がとれるよう進捗を更新願
います
・東京都のホームページに水害リスク情報の
提供に関するページを創設し、水害リスク情
報に係る施策の情報共有を図った。

〖継続実施〗
・必要に応じて、都市整備部に水害リスク情報
等を提供し、情報共有を図っている。

・水防担当部局と水害リスク情報を共有。 ・全ての市町村に中小河川の浸水想定区域を
ハザードマップに反映するよう依頼。

要望市町村に提供 ・不動産関連事業者に対し、研修会等で水害
リスク情報等に係る施策の 新情報を共有し
た。
・東京都のホームページに水害リスク情報の
提供に関するページを創設し、水害リスク情
報に係る施策の情報共有を図った。

・県が導入しているインターネット公開向け統
合型地理情報システムである「マッピングぐん
ま」を活用した洪水浸水想定区域図のオープ
ンデータ化。

〖継続実施〗
要望市町村に提供

・引続き、不動産関連事業者を始めとした関
係事業者・機関に対し、水害リスク情報の提
供を実施していく。
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具体的取組 主な内容 目標時期

　O）水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支援

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

　P）適切な土地利用の促進

令和3年度まで
の

取組内容

令和4年度の
取組内容

今後の
取り組み方

56
水防災社会再構築に係る
地方公共団体への財政的
支援

・防災・安全交付金及び個別補助事業
により、水防災意識社会再構築の取組
を支援。

57 適切な土地利用の促進
・浸水想定区域内の全ての市町村のま
ちづくり担当部局等に対し、水害リスク
情報を提供。

東日本旅客鉃道株式会社 東武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 関東鉄道株式会社 秩父鉄道株式会社 埼玉高速鉄道株式会社 首都圏新都市鉄道株式会社 利根川上流河川事務所

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

138




